
東
方
學
報

京
都
第
九
七
册

(二
〇
二
二
)：
二
三
五
-三
七
三
頁

『
�
�
�
義
﹄
內


五
譯
�

｢
淸
代
～
�
代
に
お
け
る
經
學
の
斷
絕
と
連
續
﹂
硏
究
班

竹
元

規
人
(班
長
)

古
�

隆
一
(副
班
長
)

渡
邉

大
・
內
山

直
樹
・
�
井

律
之

田
尻

永
太
・
重
田

み
ち
・
永
田

知
之

福
谷

彬
・
怨
田

元
規
・
山
口

智
弘

凡
例

一
︑
本
稿
は
︑
違
學
�
﹃
�
�
�
義
﹄
內


五

(卷
五
)
の
譯
�
で
あ
る
︒
�

稿
﹁﹃
�
�
�
義
﹄
內


四
譯
�
﹂
(﹃
東
方
學
報
﹄
京
都
︑
第
九
六
册
︑
二
〇
二
一

年
)
の
續
き
で
あ
る
︒﹃
�
�
�
義
﹄
內



(
�
五
卷
)
の
譯
�
は
︑
本
稿
を

も
っ
て
完
了
す
る
︒

二
︑﹃
�
�
�
義
﹄
に
は
大
別
し
て
︑
大
梁
本
系
と
嘉
業
堂
刊
﹃
違
氏
�
書
﹄

本
系
と
が
あ
る
が
︑
今
囘
は
�
者
に
依
據
す
る
︒
�
譯
に
あ
た
っ
て
は
︑
�
光

十
二
十
三
年
違
華
紱
刊
本
を
底
本
と
し
︑
光
緖
四
年
違
委
眞
刊
本
や
葉
瑛
﹃
�

�
�
義
校
�
﹄
(中
華
書
局
︑
一
九
八
五
年
)
の
本
�

(
そ
の
底
本
は
大
梁
本
系
の
刻

本
︑
伍
氏
﹃
粤
�
堂
叢
書
﹄
本
で
あ
る
)
な
ど
を
參
照
し
︑
必
�
な
校
勘
を
加
え

て
あ
る
︒
淸
 
の
!
諱
を
改
め
た
も
の
に
は
︑
そ
の
字
の
下
に
＊
を
付
し
た
︒

三
︑
標
點
は
︑
獨
自
に
施
し
た
︒

四
︑﹃
�
�
�
義
﹄
の
代
表
"
な
�
釋
と
し
て
︑
葉
長
靑
﹃
�
�
�
義
�
﹄
(張
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京
華
點
校
︑
華
東
師
範
大
學
出
版
社
︑
二
〇
一
二
年
)
と
�
営
の
葉
瑛
﹃
�
�
�
義

校
�
﹄
と
が
あ
る
︒
今
囘
の
譯
�
で
は
兩
者
を
參
照
し
つ
つ
︑
怨
た
に
�
釋
を

加
え
た
︒
�
釋
は
本
�
の
右
傍
に


ご
と
の
番
號
を
付
し
た
︒

五
︑
原
著
に
あ
る
小
字
の
自
�
は
︹

︺
で
示
し
た
︒

六
︑
�
)
や
*
報
を
譯
者
が
補
っ
た
も
の
に
つ
い
て
は

(
)
で
示
し
た
︒

七
︑
原
著
に
引
用
さ
れ
る
�
獻
に
つ
い
て
︑
原
著
者
の
讀
み
を
確
定
し
が
た
い

場
合
も
多
い
が
︑
一
應
の
譯
を
示
し
た
︒

八
︑
譯
�
の
作
製
に
當
た
っ
て
は
︑
每
囘
︑
擔
當
者
が
譯
�
稿
を
あ
ら
か
じ
め

準
備
し
︑
硏
究
班
に
お
い
て
譯
�
稿
に
檢
討
を
加
え
た
︒
各


の
原
案
の
擔
當

者
は
以
下
の
�
り
︒﹁
申
½
﹂︑
古
�
隆
一
︒﹁
答
客
問
上
﹂︑
渡
邉
大
︒﹁
答
客

問
中
﹂︑
內
山
直
樹
︒﹁
答
客
問
下
﹂︑
�
井
律
之
︒﹁
答
問
﹂︑
田
尻
永
太
︒﹁
古

�
公
式
﹂︑
重
田
み
ち
︒﹁
古
�
十
,
﹂︑
竹
元
規
人
・
永
田
知
之
︒﹁
浙
東
學

-
﹂︑
福
谷
彬
︒﹁
.
學
﹂︑
古
�
隆
一
・
內
山
直
樹
︒﹁
.
學


書
後
﹂︑
怨
田

元
規
︒﹁
詩
話
﹂︑
山
口
智
弘
︒

申
½
⁝
⁝
236

答
客
問
上
⁝
⁝
244

答
客
問
中
⁝
⁝
255

答
客
問
下
⁝
⁝
262

答
問
⁝
⁝
270

古
�
公
式
⁝
⁝
281

古
�
十
,
⁝
⁝
291

浙
東
學
-
⁝
⁝
322

.
學
⁝
⁝
329

.
學


書
後
⁝
⁝
356

詩
話
⁝
⁝
365

�
�
�
義

卷
五

內


五

申
�

【
成
立
年
代
︼

本


は
も
と
も
と
﹁
續
�
志
敘
書
後
﹂
と
い
う
獨
立
し
た
�
と
し
て
書
か
れ

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
本
卷
﹁
答
客
問
上
﹂
に
よ
る
と
︑
乾
隆
三
十
八
年
︑

杭
州
に
て
戴
震
に
面
會
し
た
の
ち
︑
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
こ
の
﹁
續
�
志
敘
書

後
﹂
が
書
か
れ
︑
そ
れ
を
讀
ん
だ
者
も
い
た
が
︑
違
氏
の
考
え
が
必
ず
し
も
傳

わ
っ
て
い
な
い
狀
況
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
廬
江
何
氏
鈔
本
に
見
え
る
本


の


名
も
﹁
申
½
﹂
だ
が
︑
そ
の
下

方
に
小
字
に
て
﹁
釋
�
傳
一
﹂
と
�
記
し
︑
さ
ら
に
改
行
し
て
﹁
書
友
人
擬
續

�
志
昆
蟲
草
木
略
敘
後
﹂
と
あ
る
︒
お
そ
ら
く
原
題
を
�
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

が
︑
こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
ま
ず
違
氏
の
友
人
が
﹁
續
�
志
昆
蟲
草
木
略
敘
﹂
な
る

�
を
書
き
︑
そ
れ
に
對
し
て
違
氏
が
﹁
書
後
﹂
を
書
い
た
も
の
︑
と
み
な
せ
る
︒

は
じ
め
に
書
か
れ
た
﹁
續
�
志
敘
書
後
﹂
(﹁
書
友
人
擬
續
�
志
昆
蟲
草
木
略
敘

後
﹂
)
と
︑
現
在
の
﹁
申
½
﹂


と
が
︑
完
�
に
同
內
容
で
あ
る
か
否
か
は
確

か
め
ら
れ
な
い
が
︑
大
き
く
は
變
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
考
え
て
お
く

(た

だ
し
︑
�
引
の
﹁
答
客
問
上
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹁
續
�
志
敘
書
後
﹂
を
讀
ん
だ
客
が
﹁
�
繁
﹂

と
言
っ
て
い
る
の
で
︑
現
在
の
﹁
申
½
﹂
よ
り
長
�
で
あ
っ
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
)
︒

こ
の
﹁
續
�
志
敘
書
後
﹂
(﹁
書
友
人
擬
續
�
志
昆
蟲
草
木
略
敘
後
﹂
)
が
書
か
れ

た
時
=
は
︑
乾
隆
三
十
八
年
よ
り
し
ば
ら
く
後
で
あ
り
︑
か
つ
︑﹁
答
客
問
上
﹂



が
書
か
れ
た
よ
り
�
で
あ
る

(﹁
答
客
問
﹂


の
執
筆
時
=
は
乾
隆
五
十
五
年
か

五
十
六
年
︑
後
営
)
︒
倉
修
良
﹃
�
�
�
義
怨
>
怨
�
﹄
で
は
︑﹁
申
½
﹂


の
成

立
時
=
を
乾
隆
三
十
八
年
と
す
る
が
︑
少
な
く
と
も
本


の
本
�
が
確
定
し
た
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の
は
も
っ
と
後
で
あ
る

(後
営
)
︒

一
方
︑
廬
江
何
氏
鈔
本

(第
三
册
)
の
�
列
を
見
る
と
︑﹁
釋
�
︹
經
︺﹂︑

﹁
申
½
︹
釋
�
傳
一
︺﹂︑﹁
答
客
問
上
︹
釋
�
傳
二
︺﹂
と
三
者
が
�
列
さ
れ
︑

﹁
釋
�
﹂



(本
書
卷
四
)
を
經
�
に
見
立
て
︑﹁
申
½
﹂


・﹁
答
客
問
﹂



(本
書
卷
五
)
の
二
者
を
そ
の
�
釋

(傳
)
と
位
置
付
け
た
こ
と
に
な
る

(こ
れ

ら
﹁
經
﹂﹁
傳
﹂
の
�
記
を
與
え
た
の
は
︑
違
學
�
自
身
で
あ
る
と
考
え
て
お
く
)
︒
な

お
﹁
釋
�
傳
二
﹂
の
�
記
は
︑﹁
答
客
問
上
﹂
の
み
な
ら
ず
︑﹁
答
客
問
﹂
上
中

下
三


に
對
し
て
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
﹁
經
﹂
に
見
立
て
ら
れ
た

﹁
釋
�
﹂
の
成
立
時
=
に
つ
い
て
︑
葉
瑛
は
乾
隆
五
十
五
年
か
五
十
六
年
と
す

る
が
︑
根
據
が
十
分
で
な
い
︒
內
容
か
ら
す
る
と
﹁
申
½
﹂


・﹁
答
客
問
﹂



が
﹁
釋
�
﹂


の
�
解
と
し
て
書
か
れ
た
と
は
ま
っ
た
く
思
わ
れ
ず
︑
別
に

書
か
れ
た


が
︑
後
に
こ
の
よ
う
に
@
成
さ
れ
た
と
考
え
て
も
よ
か
ろ
う
︒

ま
た
︑﹁
申
½
﹂﹁
答
客
問
﹂
が
違
氏
﹁
庚
辛
閒
草
﹂
に
見
え
る
こ
と
を
︑
葉

瑛
は
﹁
釋
�
﹂


の
�

(一
)
お
よ
び
﹁
申
½
﹂


の
�

(一
)
に
お
い
て
指

摘
す
る
︒﹁
庚
辛
閒
草
﹂
の
庚
辛
に
つ
い
て
︑
�
者
で
は
乾
隆
五
十
五
年
庚

戌
・
五
十
六
年
辛
亥
と
み
な
し
︑
後
者
で
は
乾
隆
四
十
五
年
庚
子
・
四
十
六
年

辛
丑
か
︑
と
疑
っ
て
お
り
︑
矛
盾
が
あ
る
︒
乾
隆
四
十
五
年
・
四
十
六
年
說
は

不
C
切
で
あ
ろ
う

(後
営
)
︒

臺
灣
國
家
圖
書
館
藏
﹃
違
氏
�
書
﹄
鈔
本
に
は
目
錄
が
つ
い
て
お
り
︑
そ
こ

に
﹁
戊
申
錄
稿

庚
夏
鈔
存
一
册
﹂﹁
戊
申
秋
仲
記
序
雜
�

庚
辛
閒
草
一
册
﹂

﹁
庚
辛
閒
草
一
册
﹂
と
違
學
�
の
著
作
が
順
に
竝
ん
で
お
り
︑
と
す
る
と
︑
戊

申
は
乾
隆
五
十
三
年
で
あ
る
か
ら
︑﹁
庚
辛
閒
草
﹂
は
乾
隆
五
十
五
年
庚
戌
・

五
十
六
年
辛
亥
で
あ
る
と
す
る
の
が
C
切
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑﹁
申
½
﹂﹁
答

客
問
﹂
は
乾
隆
五
十
五
年
か
五
十
六
年
に
�
F
"
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
た
だ
�
営
の
と
お
り
︑﹁
申
½
﹂
の
ほ
う
は
も
っ
と
早
い
時
=
に
書
か

れ
て
い
た
�
を
こ
の
よ
う
に
改
題
し
て
﹃
�
�
�
義
﹄
の
一


と
し
て
位
置
付

け
直
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
︒

な
お


名
﹁
申
½
﹂
に
つ
い
て
︑
貴
陽
本
に
は
雙
行
�
が
あ
り
︑﹁
按
後

︽
答
客
問
上
︾
舊
黏
箋
云
：
｢此
︽
續
�
志
敘
書
後
︾
︐
卽
上
︽
申
½


︾
應
將

上


改
題
﹂
云
云
︒
頗
疑
﹁
續
﹂
字
費
解
︒
且
原
目
亦
未
I
逕
易
︐
因
附
原
箋

語
於
此
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
廬
江
何
氏
鈔
本
に
は
小
�
が
あ
り
︑﹁
釋
�
傳
一
﹂
︐

印
改
行
云
：
｢書
友
人
擬
續
�
志
昆
蟲
草
木
略
敘
後
﹂
と
い
う
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
違
學
�
に
は
﹁
續
�
志
敘
書
後
﹂
(﹁
書
友
人
擬
續
�
志
昆
蟲

草
木
略
敘
後
﹂
)
な
る
�
違
が
あ
り
︑
そ
れ
が
こ
の
﹁
申
½
﹂
と
關
連
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
と
は
別
に
︑
廬
江
何
氏
鈔
本

(第
六
册
)

に
は
︑﹁
續
�
志
校
讎
略
擬
稿
﹂
と
い
う
一
�
が
あ
り
︑
王
園
園
﹁︽
校
讎
�

義
︾
溯
源
︱
︱
以
華
東
師
範
大
學
藏
廬
江
何
氏
鈔
本
︽
續
�
志
校
讎
略
擬
稿
︾

爲
中
心
﹂
(︽
�
�
�
義
廬
江
何
氏
鈔
本
︾
華
東
師
範
大
學
出
版
社
︐
二
〇
一
九
年
)
に

よ
る
と
︑﹁
續
�
志
校
讎
略
擬
稿
﹂
は
﹃
校
讎
�
義
﹄
と
共
�
す
る
內
容
を
持

つ
が
︑
時
=
"
に
は
�
者
が
先
行
す
る
︒
さ
ら
に
王
氏
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
作
品

は
︑
も
と
も
と
乾
隆
五
十
年

(一
七
八
五
)
に
完
成
さ
れ
た
敕
X
﹃
欽
定
續
�

志
﹄
六
百
四
十
卷
へ
の
補
足
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
結
局
J
用

さ
れ
ず
︑
違
學
�
個
人
著
作
と
し
て
の
﹃
校
讎
�
義
﹄
と
な
っ
た
︑
と
い
う
︒

こ
の
﹁
續
�
志
校
讎
略
擬
稿
﹂
と
﹁
申
½
﹂
と
の
直
接
"
な
關
係
は
未
詳
で
あ

る
が
︑
少
な
く
と
も
廬
江
何
氏
鈔
本
の
﹁
申
½
﹂


�
記
に
見
え
る
﹁
書
友
人

擬
續
�
志
昆
蟲
草
木
略
敘
後
﹂
の
な
か
の
﹁
續
�
志
﹂
と
い
う
の
は
︑
や
は
り

﹃
欽
定
續
�
志
﹄
を
指
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

子
長
︑
孟
堅
氏
不
作
︐
而
專
門
之
�
學
衰
︒
陳
︑
范
而
下
︐
或
得
或
失
︐

粗
足
名
家
︒
至
K
人
開
局
設
監
︐
整
齊
晉
︑
隋
故
事
︐
亦
名
其
書
爲
一
�
；
而

學
者
悞
︹
一
︺

承
液
別
︐
不
復
辨
正
其
體
︒
於
是
古
人
著
書
之
旨
︐
晦
而
不
M
︒
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〔一
︺
悞
︐
貴
陽
本
︑
何
氏
鈔
本
作
﹁
P
﹂︒

子
長

(司
馬
�
)
︑
孟
堅

(班
固
)
の
よ
う
な
人
が
世
に
現
れ
な
く
な
っ
て
以

來
︑
專
門
"
な
�
學
は
衰
え
て
し
ま
っ
た(1
)
︒
(﹃
三
國
志
﹄
の
著
者
)
陳
壽
や

(﹃
後
漢
書
﹄
の
著
者
)
范
曄
た
ち
よ
り
も
後
に
な
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
長
R
短
R
は

あ
る
も
の
の
︑
か
ろ
う
じ
て
一
家
を
と
な
え
る
こ
と
は
で
き
た
︒
と
こ
ろ
が
︑

K
代
の
人
が

(修
�
の
た
め
の
)
局
や
監
修
國
�
の
官
を
設
置
し
て(2
)
︑
晉
代
や
隋

代
の
故
事
を
整
理
さ
せ
︑
そ
れ
ら
の
書
を
も

(﹃
晉
書
﹄﹃
隋
書
﹄
な
ど
)
�
書
と

稱
し
て
か
ら
と
い
う
も
の(

3
)
︑
學
者
は

(そ
う
い
っ
た
)
末
液
に
P
っ
て
從
っ
て

し
ま
い
︑
�
の
あ
り
方
を
S
別
し
て
正
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

こ
う
し
て
古
人
が
書
物
を
著
し
た
考
え
が
見
え
難
く
不
M
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る(

4
)
︒

至
於
辭
違
家
︹
一
︺

舒
其
�
辭
︹
二
︺

︐
記
誦
家
精
其
考
核
︐
其
於
�
學
︐
似

乎
小
V
R
補
︐
而
循
液
忘
源
︐
不
知
大
體
︐
用
功
¡
勤
︐
而
識
解
R
至
︐
亦
去

古
¡
X
而
¡
無
R
當
︒
½
樵
生
千
載
而
後
︐
慨
然
V
見
於
︹
三
︺

古
人
著
営
之
源
︐

而
知
作
者
之
旨
︐
不
徒
以
詞
采
爲
�
︐
考
據
爲
學
也
︒
於
是
Z
欲
匡
正
�
�
︐

益
以
\
�
；
貶
損
班
固
︐
譏
其
因
襲
︐
而
獨
取
三
千
年
來
�
�
故
册
︐
]
以
別

識
心
裁
︒
蓋
承
︽
�
�
︾
家
風
︐
而
自
爲
經
雲
︐
成
一
家
言
者
也
︒

〔一
︺﹁
至
於
辭
違
家
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
詞
違
家
﹂︒

〔二
︺﹁
辭
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
詞
﹂︒

〔三
︺﹁
於
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
于
﹂︒

�
筆
家

(辭
違
家
)
た
ち
が
お
の
れ
の
言
葉
^
い
を
揮
い
︑
考
證
家

(記
誦

家
)
が
考
證
を
く
わ
し
く
突
き
つ
め
る
な
ら
ば(5
)
︑
一
見
︑
�
學
に
對
し
て
少
し

ば
か
り
)
味
が
あ
る
よ
う
で
は
あ
る
が
︑
し
か
し
液
れ
に
液
さ
れ
て
源
を
忘
れ
︑

大
本
を
理
解
し
な
か
っ
た
せ
い
で
︑
そ
の
努
力
が
熱
心
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑

理
解
の
結
果
が
古
の
精
神
と
ま
す
ま
す
乖
離
し(6
)
︑
ま
す
ま
す
"
外
れ
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
︒
½
樵
は

(
�
學
が
衰
え
て
か
ら
)
千
年
の
後
に
生
ま
れ
︑
慨
嘆
し
て

古
人
が
書
物
を
著
し
た
源
泉
を
窺
い
知
り
︑
作
者
の
)
圖
を
理
解
し
た
の
で
あ

り
︑
�
筆
ば
か
り
を
﹁
�
﹂
と
し
︑
考
證
の
み
を
﹁
學
﹂
と
み
な
し
は
し
な

か
っ
た
︒
そ
こ
で
司
馬
�

(の
方
法
)
を
正
し
て
︑
そ
こ
に
\
識
と
典
�
を
加

え(7
)
︑
班
固
を
お
と
し
め
て
︑
そ
の
�
例
踏
襲
を
批
S
し(8
)
︑
そ
し
て
三
千
年
來
の

古
書
を
と
り
こ
ん
で
﹁
別
識
心
裁
﹂
(格
別
の
見
識
と
心
得
に
よ
る
S
斷
)
を
め
ぐ

ら
せ
た
わ
け
で
あ
る(9
)
︒
思
う
に

(
½
樵
は
い
く
つ
も
の
王
 
を
�
し
て
歷
�
を
書

く
)
﹃
�
�
﹄
の
方
法
を
繼
承
し
つ
つ(10
)
︑
工
夫
し
て
案
を
設
計
し
︑﹁
一
家
の

言
﹂
(み
ず
か
ら
の
體
系
"
な
論
営
)
を
作
り
上
げ
た
も
の
と
言
え
よ
う
︒

學
者
少
見
多
怪
︐
不
究
其
發
凡
c
例
︐
絕
識
曠
論
︐
R
以
斟
d
群
言
︐
爲

�
學
�
盈
︐
而
徒
摘
其
e
據
之
疎
略
︐
裁
剪
之
未
定
者
︐
紛
紛
攻
擊
︐
勢
若
不

共
戴
天
︒
古
人
復
c
︐
奚
足
當
吹
劍
之
一
吷
乎
︒
若
夫
二
十
略
中
︐︽
六
書
︾︑

︽
七
g
︾
與
︽
昆
蟲
草
木
︾
三
略
︐
R
謂
以
�
h
經
︐
本
非
斷
代
爲
書
︐
可
以

遞
續
不
窮
者
比
︐
�
R
謂
專
門
絕
業
︐
漢
︑
K
諸
儒
不
可
得
聞
者
也
︒
創
條
發

例
︐
鉅
製
鴻
>
︐
卽
以
義
類
M
其
家
學
︒
其
事
︹
一
︺

不
能
不
因
一
時
成
書
︐
粗

就
隱
括
︐
原
未
嘗
與
小
學
專
家
︐
特
爲
一
書
者
︐
絜
長
�
短
；
亦
未
嘗
欲
後
之

人
︐
守
其
成
說
︐
不
稍
變
�
︒
夫
½
氏
R
振
在
鴻
綱
︐
而
末
學
吹
求
則
在
小
k
︒

是
何
衣
譏
韓
︑
彭
名
將
︐
不
能
︹
二
︺

鄒
︑
魯
趨
蹌
；
繩
伏
︑
孔
鉅
儒
︐
不
善

作
︹
三
︺

雕
蟲
篆
刻
耶
︹
四
︺

︒

〔一
︺﹁
事
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
勢
﹂︒

〔二
︺
何
氏
鈔
本
﹁
能
﹂
下
V
﹁
學
﹂
字
︒
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〔三
︺
何
氏
鈔
本
無
﹁
作
﹂
字
︒

〔四
︺
何
氏
鈔
本
此
下
V
﹁
某
君
之
治
是
書
也
︐
e
據
不
可
謂
不
精
︐
考
求
不
可
謂

不
當
︐
以
此
羽
h
︽
�
志
︾
︐
爲
½
氏
功
臣
可
也
︒
敘
例
之
中
︐
反
唇
相
譏
︐

攻
擊
作
者
︐
不
�
餘
力
︐
則
未
悉
古
人
著
営
之
義
︐
而
不
能
不
牽
于
n
俗
猥

瑣
之
見
者
也
﹂
等
七
十
三
字

(劉
刻
違
氏
�
書
本
同
)︒

(と
こ
ろ
が
)
學
者
た
ち
は
見
識
が
狹
く
疑
り
深
く(11
)
︑
½
樵
が

(
�
學
の
)
體

例
を
怨
た
に
M
ら
か
に
し
︑
類
い
稀
な
知
識
と
幅
廣
い
論
を
示
し
た
の
が
︑
さ

ま
ざ
ま
な
言
說
を
折
衷
し
て
�
學
の
た
め
の
嚴
o
さ
れ
た
�
點
を
作
ろ
う
と
し

た
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
に

(彼
ら
は
)
思
い
を
い
た
さ
ず(12
)
︑
½
樵
が
根
據
と
す

る
も
の
が
お
粗
末
で
あ
る
と
か
︑
論
點
の
整
理
が
中
p
q
端
で
あ
る
と
か
指
摘

す
る
ば
か
り
で(
13
)
︑
あ
れ
こ
れ
攻
擊
し
て
︑
ま
る
で
不
共
戴
天

(﹃
禮
記
﹄
曲
禮
上

の
語
)
の
敵
の
よ
う
な
勢
い
で
あ
る
︒
古
人

(で
あ
る
½
樵
)
を
生
き
r
ら
せ
た

な
ら
ば
︑
(彼
ら
の
批
S
な
ど
)
劍
の
柄
に
あ
け
ら
れ
た
孔
を
吹
い
て
小
さ
な
g

し
か
鳴
ら
せ
な
い
の
に
も
s
ば
な
い

(つ
ま
り
︑
無
效
で
あ
る(14
)
)
︒
(﹃
�
志
﹄
の
)

﹁
二
十
略
﹂
の
う
ち
︑﹁
六
書
略
﹂﹁
七
g
略
﹂﹁
昆
蟲
草
木
略
﹂
の
三
略
に
つ
い

て
い
う
な
ら
ば(
15
)
︑
�
に
よ
っ
て
經
を
補
佐
せ
ん
と
し
た
と
t
す
べ
き
も
の
で
︑

斷
代
�
の
書
物
が
い
つ
ま
で
も
書
き
繼
が
れ
て
ゆ
く
の
と
は
︑
そ
も
そ
も
比
べ

る
こ
と
も
で
き
な
い
素
晴
ら
し
さ
で
︑
ま
さ
に
專
門
の
卓
越
し
た
仕
事
で
あ
り
︑

漢
代
や
K
代
の
儒
者
た
ち
も
聞
い
た
こ
と
の
な
か
っ
た
よ
う
な

(獨
創
"
な
)

も
の
で
あ
っ
た(
16
)
︒
體
例
を
怨
た
に
M
ら
か
に
し
︑
巨
大
な
書
物

(﹃
�
志
﹄
)
を

作
っ
た
の
は
︑
義
例
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
の
一
家
の
學
を
M
ら
か
に
し
よ
う
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た(
17
)
︒
こ
の
企
て
は
︑
短
い
=
閒
で
書
物
と
し
て
著
し
︑
粗
々

と
ま
と
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
︑
そ
も
そ
も
小
學
の
專
門
家
が
わ
ざ
わ
ざ

一
書
を
作
っ
た
も
の
と
長
短
を
比
べ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
︑
後
世
の
人

に
自
分
の
說
を
守
っ
て
も
ら
い
︑
少
し
も
變
え
な
い
よ
う
に
し
て
欲
し
い
と

願
っ
た
わ
け
で
も
な
い(18
)
︒
½
氏
が
は
っ
き
り
さ
せ
た
の
は
大
き
な
�
綱
で
あ
っ

た
の
に
︑
(後
世
の
)
末
學
の
徒
が
些
細
な
缺
點
を
こ
と
さ
ら
に
言
い
た
て
る
の

は
末
;
"
な
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
で
は

(
漢
初
の
)
名
將
で
あ
る
韓
信
や
彭
越

に
對
し
て
︑
鄒
や
魯
の
地
の

(
儒
者
の
)
儀
禮
"
な
步
き
方
が
で
き
て
い
な
い

と
い
っ
て
非
難
し
︑
ま
た

(
�
漢
の
)
洩
大
な
儒
者
で
あ
る
伏
生
や
孔
安
國
に

對
し
て
︑
�
筆
上
の
彫
琢
が
う
ま
く
な
い
な
ど
と
箍
を
は
め
る
の
と(19
)
︑
何
ら
か

わ
り
な
い
︒

夫
�
�
絕
學
︐︽
春
秋
︾
之
後
︐
一
人
而
已
︒
其
範
圍
千
古
︑
牢
籠
百
家

者
︐
惟
創
例
發
凡
︐
卓
見
絕
識
︐
V
以
x
古
作
者
之
原
︐
自
具
︽
春
秋
︾
家
學

耳
︒
若
其
事
實
之
失
據
︐
去
取
之
未
當
︐
議
論
之
未
醇
︐
y
其
生
K
︑
宋
而
後
︐

未
經
古
人
論
定
︐
或
當
日
R
據
石
室
金
匱
之
藏
︐
s
︽
世
本
︾︑
諜
︹
一
︺

記
︑

︽
楚
漢
春
秋
︾
之
屬
︐
不
盡
z
佚
︐
後
之
溺
�
辭
︹
二
︺

而
泥
考
據
者
︐
相
與
錙
銖

而
校
︹
三
︺

︐
尺
寸
以
繩
︐
不
知
{
作
如
何
掊
擊
也
︒
今
之
議
½
樵
者
︐
何
以
衣

是
︒

〔一
︺﹁
諜
﹂
︐
貴
陽
本
作
﹁
牒
﹂︒

〔二
︺﹁
辭
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
詞
﹂
︒

〔三
︺﹁
校
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
�
﹂
︒

司
馬
�
の
�
學
は
卓
絕
し
た
も
の
で
︑﹃
春
秋
﹄
の
後
に
あ
る
の
は
彼
一
人

で
あ
っ
た
︒
千
古
の
時
代
を
|
い
︑
百
家
の
學
を
網
羅
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

ま
さ
し
く
體
例
を
怨
た
に
M
か
し
︑
卓
越
し
た
見
識
を
そ
な
え
︑
古
代
の
�
M

創
始
者
の
源
に
ま
で
d
り
う
る
も
の
で
あ
り
︑
む
ろ
ん
﹃
春
秋
﹄
の
一
家
の
學

を
體
得
し
た
も
の
で
あ
っ
た(20
)
︒
(
そ
の
よ
う
に
優
れ
た
司
馬
�
に
對
し
て
す
ら
︑
)
事

柄
が
根
據
不
足
で
︑
取
}
o
擇
に
問
題
が
あ
り
︑
議
論
が
純
粹
で
な
い
こ
と
に

『���義』內
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つ
い
て
は
︑
も
し
司
馬
�
が
K
代
・
宋
代
以
影
に
生
ま
れ
た
人
で
あ
っ
て
古
人

の
t
價
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑
も
し
く
は
司
馬
�
が
在
世
中
に
依

據
し
た
石
室
金
匱
の
藏
書
や(
21
)
︑﹃
世
本
﹄
や
諜
記

(
�
王
の
世
系
や
諡
の
記
錄
)
︑

﹃
楚
漢
春
秋
﹄
な
ど
の

(今
は
失
わ
れ
た
)
書
物
が(22
)
︑
か
り
に
い
さ
さ
か
な
り
と

も
殘
っ
て
い
た
な
ら
ば
︑
�
辭
に
溺
れ
て
考
據
に
こ
だ
わ
る
後
世
の
者
ど
も
は
︑

(狹
い
見
識
の
も
と
)
小
さ
な
目
方
で
は
か
り
︑
一
寸
一
尺
の
短
い
も
の
さ
し
で

律
し
︑
さ
ら
に
そ
れ
以
上
ど
の
よ
う
な
攻
擊
を

(司
馬
�
に
)
加
え
た
か
知
れ

た
も
の
で
は
な
い
︒
現
在
︑
½
樵
を
批
S
し
て
い
る
者
は
︑
そ
れ
と
何
が
衣
な

る
と
い
う
の
か
︒

孔
子
作
︽
春
秋
︾
︐
蓋
曰
其
事
則
齊
桓
︑
晉
�
︐
其
�
則
�
︐
其
義
則
孔

子
自
謂
V
取
乎
爾
︒
夫
事
卽
後
世
考
據
家
之
R
尙
也
︐
�
卽
後
世
詞
違
家
之
R

重
也
︒
然
夫
子
R
取
︐
不
在
彼
而
在
此
︒
則
�
家
著
営
之
�
︐
豈
可
不
求
義
)

R
歸
乎
︒
自
�
︑
固
而
後
︐
�
家
旣
無
別
識
心
裁
︐
R
求
者
徒
在
其
事
其
�
︒

惟
½
樵
稍
V
志
乎
求
義
︐
而
綴
學
之
徒
︐
囂
然
c
而
爭
之
︒
然
則
閏
其
R
論
︐

卽
一
切
科
舉
之
�
詞
︐
胥
�
之
�
籍
︐
其
M
白
無
疵
︐
確
實
V
據
︐
轉
覺
賢
於

�
︑
固
X
矣
︒

孔
子
が
﹃
春
秋
﹄
を
作
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
︑﹁
事
柄
に
つ
い
て
は
齊
の
桓

公
や
晉
の
�
公
の
こ
と
︑
�
違
に
つ
い
て
は
�
の
�
體
で
あ
る
﹂
と
さ
れ
︑
義

に
つ
い
て
の
み
孔
子
み
ず
か
ら
自
分
で
S
斷
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る(23
)
︒
(事
柄
・

�
違
・
義
に
卽
し
て
言
え
ば
)
︑
事
柄
は
後
世
の
考
據
家
が
た
っ
と
ぶ
も
の
で
︑
�

違
は
後
世
の
�
筆
家
が
重
ん
ず
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
孔
子
が
S

斷
し
た
の
は
事
柄
で
も
�
違
で
も
な
く
︑
義
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
よ

う
で
あ
る
以
上
︑
�
家
が
著
営
を
す
る
と
い
う
�
に
あ
っ
て
︑
義
の
)
圖
が
ど

こ
に
行
き
着
く
の
か
︑
x
究
せ
ず
に
す
む
は
ず
が
な
い
︒
(し
か
し
)
司
馬
�
・

班
固
よ
り
後
に
な
る
と
︑
�
家
た
ち
は
格
別
の
見
識
や
心
得
を
備
え
た
S
斷
力

も
な
く
︑
た
だ
單
に
事
柄
や
�
違
の
み
x
い
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
︒
一
方
︑
½
樵
は
義
を
求
め
よ
う
と
い
う
思
い
を
少
し
ば
か
り
持
っ

て
い
た
の
に
︑
學
問
を
す
る
者
た
ち
は(24
)
︑
聲
高
に
立
ち
上
が
り
是
非
を
爭
い
だ

し
た
︒
も
し

(彼
ら
が
正
し
い
と
し
て
)
彼
ら
の
)
見
を
つ
き
つ
め
て
ゆ
け
ば
︑

科
舉
の
答
案
の
�
辭
で
あ
れ
小
役
人
の
帳
�
で
あ
れ(25
)
︑
�
)
M
瞭
で
瑕
疵
が
な

け
れ
ば
︑
確
か
に
根
據
あ
る
も
の
で
︑
司
馬
�
・
班
固
よ
り
も
は
る
か
に
ま

さ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

雖
然
︐
½
君
亦
不
能
無
�
焉
︒
馬
︑
班
父
子
傳
業
︐
F
身
�
官
︐
固
無
論

矣
︒
司
馬
溫
公
︽
�
治
�
鑑
︾
︐
�
後
一
十
九
年
︐
書
局
自
隨
︐
自
辟
僚
屬
︐

R
與
討
論
︐
印
皆
一
時
名
液
︐
故
能
裁
成
絕
業
︐
爲
世
宗
師
︒
½
君
區
區
一
身
︐

僻
處
�
陋
︐
獨
犯
馬
︑
班
以
來
R
不
敢
爲
者
而
爲
之
︐
立
論
高
X
︐
實
不
副
名
︒

印
不
幸
而
與
馬
端
臨
︹
一
︺

之
︽
�
獻
�
考
︾
︐
竝
稱
於
時
︐
而
︽
�
考
︾
之
疎

陋
︹
二
︺

︐
轉
不
如
是
之
甚
︒
末
學
膚
�
︐
本
無
定
識
︐
從
而
抑
揚
其
閒
︐
妄
相

擬
︹
三
︺

議
︐
Z
與
比
類
纂
輯
之
業
︐
同
年
而
語
︐
而
衡
短
論
長
︐
岑
樓
寸
木
且

V
不
敵
之
勢
焉
︐
豈
不
誣
哉
︒

〔一
︺﹁
馬
端
臨
﹂
三
字
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
甘
滑
�
脆
︐
庸
碌
�
愿
﹂
八
字
︒

〔二
︺﹁
陋
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
漏
﹂︒

〔三
︺﹁
擬
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
疑
﹂︒

と
は
い
う
も
の
の
︑
½
樵
も
ま
た
問
題
な
し
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
か
っ

た
︒
司
馬
氏
も
班
氏
も
︑
父
子
二
代
に
わ
た
り

(
�
書
執
筆
の
)
仕
事
を
傳
え(26
)
︑

�
官
を
一
生
續
け
た
の
だ
か
ら
︑
(
½
樵
に
比
べ
て
V
利
な
條
件
に
あ
っ
た
の
は
)

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
︒
司
馬
光
の
﹃
�
治
�
鑑
﹄
は
︑
十
九
年
の
歲
�
を
か
け
︑
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(執
筆
の
た
め
の
)
>
纂
局
が
そ
な
え
ら
れ
て
い
た
し
︑
み
ず
か
ら
も

(一
緖
に
仕

事
を
す
る
)
僚
屬
た
ち
を
招
聘
し
︑
と
も
に
討
論
し
た
の
は
み
な
當
時
一
液
の

人
た
ち
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
ら
︑
卓
絕
し
た
業
績
を
完
成
さ
せ
︑
世
の
模
範
と

な
る
こ
と
が
で
き
た
︒
(一
方
︑
)
½
樵
の
場
合
は
わ
ず
か
一
人
で
︑
貧
し
く
む

さ
く
る
し
い
す
み
か
に
お
り
な
が
ら
︑
獨
力
で
司
馬
�
・
班
固
以
來
︑
誰
も
な

さ
な
か
っ
た
こ
と
を
な
し
︑
そ
の
立
論
は
高
々
と
X
大
で
あ
る
が
︑
實
質
が
た

い
そ
う
な
立
論
と
つ
り
あ
っ
て
い
な
か
っ
た(27
)
︒
さ
ら
に
]
の
な
か
っ
た
こ
と
に
︑

(½
樵
﹃
�
志
﹄
は
)
當
時
︑
馬
端
臨
の
﹃
�
獻
�
考
﹄
と
竝
び
稱
さ
れ
は
し
た

が
︑﹃
�
獻
�
考
﹄
の
疎
漏
は
﹃
�
志
﹄
ほ
ど
ひ
ど
く
な
か
っ
た
の
だ
っ
た(28
)
︒

末
學
の
者
ど
も
は
表
面
"
に
理
解
し
て(
29
)
︑
定
ま
っ
た
見
識
も
な
く
︑
こ
う
し
て

優
劣
を
論
じ
て
︑
(﹃
�
獻
�
考
﹄
と
い
う
)
>
纂
物
に
す
ぎ
な
い
仕
事
と

(﹃
�

志
﹄
と
を
)
同
列
に
見
て
語
り
︑
兩
者
の
長
短
を
比
べ
た
も
の
だ
か
ら
︑
(﹃
孟

子
﹄
に
い
う
よ
う
に
)
高
い
山
で
も
一
寸
の
木
材
を
積
み
重
ね
た
円
築
物
に
高
度

の
點
で
か
な
わ
な
い
と
い
う
よ
う
に

(﹃
�
志
﹄
を
低
く
)
見
る
の
は(30
)
︑
ま
こ
と

に
言
い
が
か
り
で
は
な
い
か
︒

(1
)

原
�
﹁
子
長
︑
孟
堅
氏
不
作
﹂
は
︑﹃
孟
子
﹄
滕
�
公
下
﹁
�
王
不﹅

作﹅

︐

諸
侯
放
恣
︐
處
士
橫
議
︐
楊
朱
︑
墨
翟
之
言
盈
天
下
﹂
を
踏
ま
え

た
も
の
か
︒
ま
た
︑﹁
子
長
︑
孟
堅
氏
﹂
と
あ
え
て
字
に
﹁
氏
﹂

を
加
え
た
の
は
︑
司
馬
�
・
班
固
を
體
例
の
創
始
者
と
し
て
重
ん

じ
た
た
め
か
︒
本
書
卷
三
﹁
�
德
﹂
�

(四
)
を
參
照

(譯
�
三
︑

二
九
二
頁
)
︒

(2
)

原
�
は
﹁
開
局
設
監
﹂
で
あ
る
が
︑
內
容
"
に
は
�
館
の
こ
と
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
K
會
�
﹄
卷
六
十
三
﹁
諸
司
應
�
�
館
事
例
﹂

に
關
連
記
事
あ
り
︒

(3
)

原
�
﹁
整
齊
晉
︑
隋
故
事
︐
亦
名
其
書
爲
一
�
﹂
は
︑
本
書
卷
四
﹁
說

林
﹂
に
﹁
V
一
代
之
�
︐
V
一
國
之
�
︐
V
一
家
之
�
︐
V
一
人

之
�
︒
整﹅

齊﹅

故﹅

事﹅

︐
與
專
門
家
學
之
義
不
M
︐
而
一
代
之
�
︐
鮮

V
知
之
者
矣
﹂
と
い
う
の
と
內
容
が
重
な
る
︒﹁
整
齊
﹂
は
︑﹃
�

記
﹄
太
�
公
自
序
に
﹁
序
略
︐
以
拾
�
補
闕
︐
成
一
家
之
言
︐
厥

協
六
經
衣
傳
︐
整﹅

齊﹅

百
家
雜
語
︐
藏
之
名
山
︐
副
在
京
師
︐
俟
後

世
�
人
君
子
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒

(4
)

原
�
﹁
晦
而
不
M
﹂
は
︑﹃
淮
南
子
﹄
覽
冥
訓
に
﹁
�
至
夏
桀
之
時
︐

�
�
晦﹅

而﹅

不﹅

M﹅

︐
�
瀾
漫
而
不
修
︐
棄
捐
五
�
之
恩
𠛬
︐
推
蹶
三

王
之
法
籍
﹂
と
見
え
る
︒

(5
)

原
�
﹁
辭
違
﹂﹁
記
誦
﹂
の
對
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
二
﹁
原
�
下
﹂

に
﹁
記﹅

誦﹅

之
學
︐
�﹅

辭﹅

之
才
︐
不
能
不
以
斯
�
爲
宗
�
︐
而
市
且

弄
者
之
紛
紛
忘
R
自
也
﹂
と
﹁
�
辭
﹂﹁
記
誦
﹂
の
對
が
見
え

(譯
�
二

(1
)
︑
二
七
九
頁
)
︑
ま
た
本
書
卷
三
﹁
�
德
﹂
に
﹁
記﹅

誦﹅

以
爲
學
也
︐
辭﹅

采﹅

以
爲
才
也
﹂
と
﹁
辭
采
﹂﹁
記
誦
﹂
の
對
が
見

え
る

(譯
�
三
︑
二
二
九
頁
)
︒

(6
)

原
�
﹁
去
古
¡
X
﹂
は
︑﹃
玉
海
﹄
卷
三
十
九
藝
�
︑
三
禮
﹁
漢
禮
器

制
度
﹂
に
﹁
兩
漢
諸
儒
去﹅

古﹅

未﹅

X﹅

︐
已
不
能
盡
識
三
代
�
制
﹂
と

あ
る
の
な
ど
を
踏
ま
え
る
︒

(7
)

原
�
﹁
\
�
﹂
の
語
は
︑﹃
�
志
﹄﹁
總
序
﹂
に
﹁
大
著
営
者
︐
必
深
於

\﹅

�﹅

︐
而
盡
見
天
下
之
書
︐
然
後
無
�
恨
︒
當
�
之
時
︐
挾
書
之

律
初
除
︐
得
書
之
路
未
廣
︐
亘
三
千
年
之
�
籍
︐
而
跼
蹐
於
七
八

種
書
︐
R
可
爲
�
恨
者
︐
\﹅

不
足
也
︒
凡
著
書
者
︐
雖
J
�
人
之

書
︐
必
自
成
一
家
言
︒
左
氏
楚
人
也
︐
R
見
多
矣
︐
而
其
書
盡
楚

人
之
辭
︒
公
羊
齊
人
也
︐
R
聞
多
矣
︐
而
其
書
皆
齊
人
之
語
︒
今

�
書
�
用
舊
�
︐
閒
以
俚
語
︐
良
由
J
摭
未
備
︐
筆
�
不
遑
︒

⁝
⁝
劉
知
�
亦
譏
其
多
聚
舊
記
︐
時
插
雜
言
︐
R
可
爲
�
恨
者
︐

『���義』內
五譯�
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�﹅

不
足
也
﹂
と
あ
り
︑
½
樵
が
司
馬
�
の
﹁
\
﹂
と
﹁
�
﹂
の
不

足
を
い
う
の
を
踏
ま
え
る

(葉
瑛
)
︒

(8
)

『
�
志
﹄﹁
總
序
﹂
に
﹁
不
幸
班
固
非
其
人
︐
Z
失
會
�
之
旨
︐
司
馬
氏

之
門
戶
自
此
衰
矣
︒
班
固
者
︐
�
華
之
士
也
︒
�
無
學
-
︐
專
事

剽
竊
︒
⁝
⁝
︽
�
記
︾
一
書
︐
功
在
十
表
︐
 
衣
裳
之
V
冠
冕
︐

木
水
之
V
本
原
︒
班
固
不
�
旁
行
¡
上
︐
以
古
今
人
物
强
立
差
等
︐

且
謂
漢
紹
堯
]
︐
自
當
繼
堯
︐
非
�
作
︽
�
記
︾
厠
於
秦
︑
項
︐

此
則
無
稽
之
談
也
﹂
な
ど
と
班
固
へ
の
批
S
が
見
え
る
︒

(9
)

原
�
﹁
別
識
心
裁
﹂
は
︑
格
別
の
見
識
と
心
得
に
よ
る
S
斷
︑
と
解
釋

し
た
︒
本


の
後
�
に
も
﹁
自
�
︑
固
而
後
︐
�
家
旣
無
別﹅

識﹅

心﹅

裁﹅

︐
R
求
者
徒
在
其
事
其
�
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
本
書
卷
一
﹁
書

敎
下
﹂
に
﹁
紀
傳
行
之
千
V
餘
年
︐
學
者
相
承
︐
殆
如
夏
�
冬
裘
︐

渴
飮
饑
食
︐
無
{
易
矣
︒
然
無
別﹅

識﹅

心﹅

裁﹅

︐
可
以
傳
世
行
X
之
具
︐

而
斤
斤
如
守
科
舉
之
¦
式
︐
不
敢
稍
變
﹂
と
見
え

(譯
�
一
︑
一

八
八
頁
)
︑
卷
三
﹁
傳
記
﹂
に
も
﹁
§
者
聘
X
︽
湖
北
�
志
︾
︐
因

恃
督
府
深
知
︐
Z
用
別﹅

識﹅

心﹅

裁﹅

︐
勒
爲
三
家
之
學
﹂
と
見
え
る

(譯
�
三
︑
二
六
〇
頁
)
︒
な
お
︑
表
現
が
少
し
衣
な
る
が
︑
本
書
卷

四
﹁
釋
�
﹂
に
﹁
�
書
因
襲
相
沿
︐
無
妨
竝
見
︒
專
門
之
業
︐
別﹅

具﹅

心﹅

裁﹅

︐
不
�
貌
似
也
﹂︑
ま
た
﹁︽
�
獻
�
考
︾
之
類
︐
雖
仿

︽
�
典
︾
︐
而
分
析
ª
比
︐
實
爲
類
書
之
學
︒
書
無
別﹅

識﹅

�﹅

裁﹅

︐
I

於
對
策
«
陳
之
用
﹂
(自
�
)
な
ど
と
も
見
え
る

(譯
�
四
︑
一
五

四
頁
)
︒
單
な
る
�
料
整
理
に
と
ど
ま
ら
な
い
﹁
專
門
﹂
の
�
學
に

お
い
て
は
︑﹁
心
裁
﹂︑
す
な
わ
ち
�
家
個
人
の
S
斷
が
必
須
だ
と

営
べ
て
い
る
︒﹁
心
裁
﹂
は
﹁
�
裁
﹂
と
�
じ
︑
同
じ
﹁
釋
�
﹂

に
﹁
若
½
氏
︽
�
志
︾
︐
卓
識
名
理
︐
獨
見
別﹅

裁﹅

︐
古
人
不
能
任

其
先
聲
︐
後
代
不
能
出
其
規
範
︒
雖
事
實
無
殊
舊
錄
︐
而
辨
名
正

物
︐
諸
子
之
)
︐
寓
於
�﹅

裁﹅

︐
F
爲
不
朽
之
業
矣
﹂
と
い
う

(一

五
七
頁
)
︒﹁
�
裁
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
中
﹂
に

﹁
觀
�﹅

裁﹅

者
︐
必
知
此
)
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
�

(一
八
)
を
參
照

(譯
�
一
︑
一
八
五
頁
)
︒
ま
た
本
卷
﹁
答
客
問
中
﹂
に
も
﹁
且
班
固

之
才
︐
可
謂
至
矣
︒
然
其
與
陳
宗
︑
尹
敏
之
徒
︐
X
︽
世
詛
本

紀
︾
與
︽
怨
市
︾︑︽
¬
林
︾
諸
列
傳
︐
不
能
與
︽
漢
書
︾
竝
立
︐

而
必
以
范
蔚
宗
書
爲
正
宗
︐
則
集
眾
官
修
之
故
事
︐
與
專
門
獨
斷

之
�﹅

裁﹅

︐
不
相
綴
屬
印
M
矣
﹂
と
見
え
る

(
二
五
八
頁
)
︒

(10
)

原
�
﹁
�
�
家
風
﹂
は
︑
梁
武
�
﹃
�
�
﹄
の
�
"
方
法
と
理
解
し
た
︒

本
書
卷
四
﹁
釋
�
﹂
に
﹁
古
人
一
家
之
言
︐
�
成
法
立
︐
離
合
銓

�
︐
惟
理
是
視
︐
固
未
嘗
別
爲
標
題
︐
分
其
部
ª
也
︒
梁
武
�
以

�
︑
固
而
下
︐
斷
代
爲
書
︐
於
是
上
c
三
皇
︐
下
訖
梁
代
︐
X
爲

︽
�
�
︾
一
>
︐
欲
以
®
羅
眾
�
︒
�
籍
標
�
︐
此
濫
觴
也
︒
嗣

是
而
後
︐
源
液
漸
別
︒
總
古
今
之
學
-
︐
而
紀
傳
一
規
乎
�
�
︐

½
樵
︽
�
志
︾
作
焉
；
瓜
�
�
之
書
志
︐
而
X
営
取
法
乎
︽
官

禮
︾
︐
杜
佑
︽
�
典
︾
作
焉
；
合
紀
傳
之
互
�
︐
而
>
ª
總
括
乎

荀
︑
袁
︐
司
馬
光
︽
�
治
�
鑑
︾
作
焉
﹂
と
見
え

(一
五
一
〜
一

五
二
頁
)
︑﹃
�
典
﹄﹃
�
治
�
鑑
﹄﹃
�
志
﹄
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
�
﹂

の
思
想
に
基
づ
く
�
書
で
あ
る
と
違
學
�
は
い
う
︒

(11
)

原
�
﹁
少
見
多
怪
﹂
は
︑
徐
應
秋
﹃
玉
芝
堂
談
薈
﹄
の
序
に
﹁
舉
¯
常

)
想
之
R
未
經
︐
多
古
今
載
籍
之
R
已
備
︒
惜
學
人
少﹅

見﹅

而
多﹅

怪﹅

︐

致
§
牒
似
°
而
疑
誣
﹂
と
︑
ま
た
朱
彜
±
﹁
儀
禮
逸
經
跋
﹂
(﹃
曝

書
亭
集
﹄
卷
四
十
二
)
に
﹁
彼
時
東
里
諸
公
知
爲
草
廬
書
無
足
表
違

者
︐
竊
笑
經
生
之
少﹅

見﹅

多﹅

怪﹅

也
﹂
と
見
え
る
︒

(12
)

原
�
﹁
爲
�
學
�
盈
﹂
の
﹁
�
盈
﹂
は
︑﹃
�
記
﹄
十
二
諸
侯
年
表
に

﹁
於
是
�
十
二
諸
侯
︐
自
共
和
訖
孔
子
︐
表
見
︽
春
秋
︾︑︽
國
語
︾

東 方 學 報
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學
者
R
譏
盛
衰
大
指
著
于


︐
爲﹅

成
學
治
古
�
者
�﹅

盈﹅

焉
﹂
と
見

え
る

(葉
長
靑
)
︒

(13
)

た
と
え
ば
︑﹃
四
庫
�
書
總
目
﹄﹁
�
志
二
百
卷
﹂
の
項
に
﹁
樵
恃
其
該

洽
︐
睥
睨
一
世
︐
諒
無
人
c
而
難
之
︐
故
高
視
闊
步
︐
不
復
詳
檢
︐

Z
不
能
一
一
精
密
︐
致
後
人
多
R
譏
彈
也
﹂
と
批
S
が
見
え
る
︒

(14
)

原
�
﹁
吹
劍
之
一
吷
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
則
陽
に
惠
子
の
こ
と
ば
と
し
て

﹁
夫
吹
筦
也
︐
 
V
嗃
也
︒
吹﹅

劍﹅

首
者
︐
吷
而
已
矣
︒
堯
︑
舜
︐

人
之
R
譽
也
︒
�
堯
︑
舜
於
戴
晉
人
之
�
︐
譬
 
一﹅

吷﹅

也
﹂
と
あ

り
︑
成
駅
に
﹁
嗃
︐
大
聲
；
吷
︐
小
聲
也
︒
夫
吹
竹
管
︐
聲
 
高

大
；
吹
劍
³
︐
聲
則
´
小
﹂
と
い
う

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(15
)

こ
の
三
つ
の
略
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
四
﹁
釋
�
﹂
に
も
﹁
½
樵
著

︽
略
︾
︐
雖
變
�
志
違
¦
︐
自
成
家
法
︒
但
︽
六
書
︾︽
七
g
︾
︐
原

非
沿
革
︐︽
昆
蟲
草
木
︾
︐
何
嘗
必
欲
易
代
相
仍
乎
︒
惟
�
�
後
而

勒
成
一
家
︐
則
例
由
義
c
︐
自
就
隱
括
﹂
と
い
う

(一
五
五
頁
)
︒

(16
)

原
�
﹁
漢
︑
K
諸
儒
不
可
得
聞
者
也
﹂
は
︑﹃
�
志
﹄﹁
總
序
﹂
に
﹁
凡

二
十
略
︐
百
代
之
憲
違
︐
學
者
之
能
事
︐
盡
於
此
矣
︒
其
五
略
︐

漢
︑
K
諸
儒
R
得
而
聞
；
其
十
五
略
︐
漢﹅

︑
K﹅

諸﹅

儒﹅

R﹅

不﹅

得﹅

而﹅

聞﹅

也﹅

﹂
と
い
う
の
を
踏
ま
え
る

(葉
瑛
)
︒

(17
)

原
�
﹁
以
義
類
M
其
家
學
﹂
の
﹁
義
類
﹂
は
︑
違
氏
が
本
書
の
他
の
部

分
で
﹁
義
例
﹂
と
呼
ぶ
も
の
と
同
一
で
あ
ろ
う
︒
本
書
卷
四
﹁
釋

�
﹂
に
﹁
總
古
今
之
學
-
︐
而
紀
傳
一
規
乎
�
�
︐
½
樵
︽
�

志
︾
作
焉
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
自
�
に
﹁︽
�
志
︾
精
�
︐
在
乎
義﹅

例﹅

︒
蓋
一
家
之
言
︐
諸
子
之
學
識
︐
而
寓
於
諸
�
之
規
矩
︐
原
不

以
考
據
見
長
也
︒
後
人
議
其
駅
陋
︐
非
也
﹂
と
あ
る

(一
五
二
頁
)
︒

(18
)

原
�
﹁
守
其
成
說
︐
不
稍
變
�
﹂
は
︑
本
卷
﹁
答
客
問
上
﹂
に
﹁
K
後

�
學
絕
︐
而
著
作
無
專
家
︒
後
人
不
知
︽
春
秋
︾
之
家
學
︐
而
猥

以
集
眾
官
修
之
故
事
︐
乃
與
馬
︑
班
︑
陳
︑
范
諸
書
︐
竝
列
正
�

焉
︒
於
是
�
�
等
於
科
舉
之
¦
式
︐
胥
�
之
�
移
︐
而
不﹅

可﹅

稍﹅

V

變﹅

�﹅

矣
﹂
と
あ
る
の
と
內
容
が
重
な
る

(二
四
七
頁
)
︒
K
代
以
影
︑

�
家
個
人
で
は
な
く
︑
官
僚
が
集
團
と
し
て
�
書
を
>
纂
す
る
よ

う
に
な
り
︑
執
筆
方
法
が
固
定
¶
し
︑
融
�
が
利
か
な
く
な
っ
た

こ
と
を
い
い
︑
そ
の
う
え
で
½
樵
の
態
度
は
そ
う
い
う
窮
屈
な
も

の
で
な
か
っ
た
と
�
張
す
る
︒

(19
)

原
�
﹁
雕
蟲
篆
刻
﹂
は
︑
揚
雄
﹃
法
言
﹄
吾
子
に
﹁
或
問
：
吾
子
少
而

好
賦
︒
曰
：
然
︐
越
子
彫﹅

蟲﹅

篆﹅

刻﹅

︒
俄
而
曰
：
壯
夫
不
爲
也
︒﹂

と
あ
る
︒

(20
)

司
馬
�
が
﹃
春
秋
﹄
を
繼
い
だ
と
い
う
の
が
違
學
�
の
考
え
で
あ
り
︑

本
書
卷
一
﹁
書
敎
上
﹂
に
も
﹁
馬
�
紹
法
︽
春
秋
︾
︐
而
盈
潤
典

謨
︐
以
入
紀
傳
﹂
と
あ
る

(
譯
�
一
︑
一
七
五
頁
)
︒

(21
)

『
�
記
﹄
太
�
公
自
序
に
﹁
卒
三
歲
而
�
爲
太
�
令
︐
紬
�
記
石﹅

室﹅

金﹅

匱﹅

之﹅

書﹅

﹂
と
見
え

(葉
瑛
)
︑
そ
の
索
隱
に
﹁
石﹅

室﹅

︑
金﹅

匱﹅

︐
皆
國

家
藏
書
之
處
﹂
と
い
う
︒

(22
)

司
馬
�
の
依
據
し
た
�
料
に
つ
い
て
は
︑﹃
漢
書
﹄
司
馬
�
傳
の
贊
に

﹁
故
司
馬
�
據
︽
左
氏
︾︑︽
國
語
︾
︐
采
︽
世
本
︾︑︽
戰
國
策
︾
︐

営
︽
楚
漢
春
秋
︾
︐
接
其
後
事
︐
訖
于
天
漢
﹂
と
見
え
る

(葉
瑛
)
︒

﹁
諜
記
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
�
記
﹄
三
代
世
表
に
﹁
余
讀
諜﹅

記﹅

︐
黃

�
以
來
皆
V
年
數
﹂
と
あ
り

(葉
瑛
)
︑
索
隱
に
﹁
g
牒
︒
牒﹅

者
︐

紀
系
謚
之
書
也
︒
下
云
﹃
稽
諸
曆
諜﹅

﹄
︐
謂
歷
代
之
�
﹂
と
い
う
︒

書
名
と
し
て
は
確
¹
で
き
な
い
の
で
︑
一
般
名
詞
と
理
解
し
た
︒

(23
)

『孟
子
﹄
離
婁
下
に
﹁
孟
子
曰
：
王
者
之
迹
熄
而
︽
詩
︾
z
︐︽
詩
︾
z

然
後
︽
春
秋
︾
作
︒
晉
之
乘
︐
楚
之
︽
檮
杌
︾
︐
魯
之
︽
春
秋
︾
︐

一
也
︒
其
事
則
齊
桓
︑
晉
�
︐
其
�
則
�
︒
孔
子
曰
：
其
義
則
丘

『���義』內
五譯�
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竊
取
之
矣
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(24
)

原
�
﹁
綴
學
之
徒
﹂
は
︑
本
書
卷
四
﹁
釋
�
﹂
に
﹁
於
是
深
識
X
覽
之

士
︐
懼
︽
爾
�
︾
訓
詁
之


︐
不
足
以
盡
絕
代
離
辭
︐
同
實
殊
號
︐

而
綴﹅

學﹅

之﹅

徒﹅

︐
無
由
彙
其
指
歸
也
︐
於
是
總
︽
五
經
︾
之
�
︐
辨

六
藝
之
�
︐
石
渠
︽
雜
議
︾
之
屬
︐
始
離
經
而
別
自
爲
書
︐
則
�

之
爲
義
R
由
倣
也
﹂
と
見
え
る

(一
五
〇
頁
)
︒

(25
)

原
�
﹁
科
舉
之
�
詞
︐
胥
�
之
�
籍
﹂
は
︑
本
卷
﹁
答
客
問
上
﹂
に

﹁
K
後
�
學
絕
︐
而
著
作
無
專
家
︒
後
人
不
知
︽
春
秋
︾
之
家
學
︐

而
猥
以
集
眾
官
修
之
故
事
︐
乃
與
馬
︑
班
︑
陳
︑
范
諸
書
︐
竝
列

正
�
焉
︒
於
是
�
�
等
於
科
舉
之
¦
式
︐
胥
�
之
�
移
︐
而
不
可

稍
V
變
�
矣
﹂
と
あ
る
の
と
內
容
が
重
な
る

(二
四
七
頁
)
︒

(26
)

司
馬
�
が
父
の
司
馬
談
の
仕
事
を
繼
承
し
︑
ま
た
班
固
が
班
彪
の
仕
事

を
繼
承
し
た
こ
と
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹃
�
記
﹄﹃
漢
書
﹄
に
M
ら
か

で
あ
る
が
︑
違
學
�
も
本
書
卷
四
﹁
黠
陋
﹂
に
て
﹁
三
代
而
後
︐

�
�
︑
班
固
俱
世
爲
�
︐
而
談
︑
彪
之
業
︐
亦
略
見
於
�
︑
固
之

敘
矣
︒
後
人
乃
謂
固
盜
父
書
︐
而
�
稱
親
善
︒
由
今
觀
之
︐
何
必

然
哉
﹂
と
言
っ
て
い
る

(譯
�
四
︑
二
二
〇
頁
)
︒

(27
)

原
�
﹁
實
不
副
名
﹂
は
︑﹁
名
不
副
實
﹂
を
¼
さ
ま
に
し
た
表
現
で
︑

劉
劭
﹃
人
物
志
﹄
效
難
に
は
﹁
中
*
之
人
︐
名﹅

不﹅

副﹅

實﹅

︐
用
之
V

效
︐
故
名
由
眾
½
︐
而
實
從
事
違
﹂
と
あ
る
︒

(28
)

た
と
え
ば
︑﹃
四
庫
�
書
總
目
﹄﹁
�
獻
�
考

三
百
四
十
八
卷
﹂
項
に

﹁
然
其
條
分
縷
析
︐
y
稽
古
者
可
以
按
類
而
考
︒
印
其
R
載
宋
制

�
詳
︐
多
︽
宋
�
︾
各
志
R
未
備
︒
案
語
亦
多
能
貫
穿
古
今
︐
折

衷
至
當
︐
雖
稍
�
︽
�
典
︾
之
鯵
嚴
︐
而
詳
瞻
實
爲
�
之
︒
非﹅

½﹅

樵﹅

︽
�﹅

志﹅

︾
R﹅

s﹅

也﹅

﹂
と
あ
る
︒

(29
)

原
�
﹁
末
學
膚
�
﹂
は
︑
張
衡
﹁
東
京
賦
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
三
)
に
﹁
若

客
R
謂
末﹅

學﹅

膚﹅

�﹅

︐
貴
耳
而
賤
目
者
也
﹂
と
あ
り
︑
李
�
に
﹁
末

學
︐
謂
不
經
根
本
︒
膚
�
︐
謂
皮
膚
之
不
經
於
心
胸
﹂
と
い
う
︒

(30
)

『孟
子
﹄
吿
子
下
に
﹁
孟
子
曰
：
於
答
是
也
何
V
︒
不
揣
其
本
而
齊
其

末
︐
方﹅

寸﹅

之
木
可
y
高
於
岑﹅

樓﹅

﹂
と
見
え
る
比
喩

(葉
瑛
)
︒
ま
た

本
書
卷
四
﹁
說
林
﹂
に
も
﹁
而
托
一
時
風
會
R
趨
者
︐
詡
然
自
矜

其
p
轍
︐
以
謂
吾
得
寸﹅

木﹅

︐
實
�
彼
之
岑﹅

樓﹅

焉
︐
其
亦
可
謂
不
¿

而
已
矣
﹂
と
見
え
る

(
葉
長
靑
︒
譯
�
四
︑
一
二
九
頁
)
︒

答
客
問
上

【
成
立
年
代
︼

乾
隆
五
十
五
年

(一
七
九
〇
)
も
し
く
は
五
十
六
年

(一
七
九
一
)
︒
本
卷

﹁
申
½
﹂
の
﹁
成
立
年
代
﹂
參
照
︒
內
�
�
庫
藏
鈔
本
違
氏
�
書
第
一
册
R
收

の
﹁
違
氏
�
書
目
錄
﹂
(蕭
山
王
宗
炎
>
ª
)
で
は
卷
四
�
�
�
義
內


四
に

﹁
R
見
﹂﹁
言
公
﹂
上
中
下
・﹁
說
林
﹂﹁
知
難
﹂﹁
釋
�
﹂﹁
申
½
﹂﹁
答
客
問
﹂

上
中
下
・﹁
橫
�
﹂
を
�
し
︑﹁
答
客
問
上
﹂
の
題
下
に
﹁
庚
辰
閒
草
﹂
と
の
�

記
あ
り
︒

廬
江
何
氏
鈔
本
で
は
︑﹁
釋
�
﹂
の
題
下
に
﹁
經
﹂
の
�
記
が
あ
り
︑
續
く

﹁
申
½
﹂﹁
答
客
問
上
﹂﹁
答
客
問
中
﹂
の
題
下
に
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
釋
�
傳
一
﹂︑

﹁
釋
�
傳
二
﹂﹁
釋
�
傳
三
﹂
の
�
記
が
あ
る

(﹁
答
客
問
下
﹂
の
題
下
に
は
�
記
な

し
)
︒
こ
の
こ
と
か
ら
葉
瑛
は
﹁
申
½
﹂
お
よ
び
﹁
答
客
問
﹂
三


は
﹁
釋
�
﹂

を
«
衍
し
た
も
の
と
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑
本
書
卷
四
﹁
說
林
﹂
に
は
︑﹁
V
一

代
之
�
︐
V
一
國
之
�
︐
V
一
家
之
�
︐
V
一
人
之
�
︒
整
齊
故
事
與
專
門
家

學
之
義
不
M
︹
詳
︽
釋
�
︾︑︽
答
客
問
︾︺
︐
而
一
代
之
�
鮮
V
知
之
者
矣
︒﹂

と
し
て
︑
記
錄
の
整
理
に
よ
る
�
書
と
一
家
の
言
を
そ
な
え
た
�
書
の
﹁
義
﹂

に
つ
い
て
は
︑
本


﹁
釋
�
﹂
と
﹁
答
客
問
﹂
に
詳
し
い
と
の
自
�
が
あ
る
︒
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﹁
說
林
﹂
は
徐
氏
鈔
本
の
目
ª

(﹁
隱
目
﹂
)
で
は
﹁
庚
戌
鈔
存
�
義
﹂
と
の
題
下

�
が
あ
り
︑
乾
隆
五
十
五
年
に
定
稿
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
釋
�
﹂
お
よ

び
﹁
答
客
問
﹂
は
﹁
說
林
﹂
と
相
�
後
し
て
ま
と
め
ら
れ
︑
自
�
は
そ
の
閒
に

加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

本


の
內
容
に
つ
い
て
︑
劉
咸
炘
﹃
�
�
�
義
識
語
﹄
は
﹁
此


發
M
別
識

心
裁
甚
詳
︒
⁝
⁝
R
謂
獨
斷
之
學
︐
仍
是
因
時
揆
義
︐
求
合
於
�
之
不
得
不
然
︐

非
妄
立
一
說
以
標
奇
也
︒
此
須
合
︽
原
�
︾︽
原
學
︾
以
勸
之
︐
其
論
X
営
記

�
之
殊
︒
�
︽
書
敎
︾


尤
M
﹂
と
営
べ
る
︒

癸
巳
在
杭
州
︐
聞
戴
徵
君
震
與
吳
處
士
穎
芳
談
ª
︐
痛
詆
½
君
︽
�
志
︾︒

其
言
絕
可
怪
笑
︐
以
謂
不
足
深
辨
︐
置
弗
論
也
︒
其
後
學
者
︐
頗
V
訾
謷
︒
因

假
某
君
敘
說
︐
辨
M
著
営
源
液
︒
自
謂
︹
一
︺

n
俗
�
議
︐
頗
V
摧
陷
︹
二
︺

廓
淸

之
功
︒
然
其
�
上
溯
馬
︑
班
︐
下
辨
︽
�
考
︾
︐
皆
�
家
�
旨
︐
不
盡
爲
︽
�

志
︾
發
也
︒
而
不
知
者
印
{
端
以
相
詰
難
︐
因
作
︽
答
客
問
︾
三


︒

〔一
︺
何
氏
鈔
本
﹁
自
謂
﹂
下
V
﹁
於
﹂
字
︒

〔二
︺﹁
摧
陷
﹂
︐
底
本
作
﹁
推
陷
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
推
陷
﹂︒
今
據
貴
陽
本
改
︒

癸
巳

(乾
隆
三
十
八
年
)
の
年
︑
杭
州
に
い
た
頃
の
こ
と
︑
戴
震
が
吳
穎
芳
と

語
り
合
っ
た
際
に
½
君

(½
樵
)
の
﹃
�
志
﹄
を
園
底
"
に
謗
っ
た
︑
と
聞
い

た(
1
)
︒
そ
の
內
容
は
�
く
の
笑
い
種
で
あ
り
︑
取
る
に
足
ら
ぬ
も
の
と
し
て
︑
そ

の
ま
ま
論
じ
ず
に
い
た
︒
(と
こ
ろ
が
)
そ
の
後
︑
學
に
志
す
者
た
ち
は

(﹃
�

志
﹄
を
)
す
っ
か
り
非
難
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
こ
で
某
君
の
敘

を
利
用
し
て
︑
(﹁
續
�
志
敘
書
後
｣=

｢申
½
﹂
を
著
し
)
著
営
の
源
液
に
つ
い
て

M
ら
か
に
し
た(

2
)
︒
自
分
で
は
當
時
の
風
潮
や
根
據
の
な
い
�
張
を
す
っ
か
り
挫

き
片
付
け
た
と
思
っ
て
い
る(

3
)
︒
し
か
し
︑
そ
の
�
は
︑
上
は
司
馬
�
・
班
固
に

d
り
︑
下
は
﹃
�
獻
�
考
﹄
を
辨
じ
た
も
の
で
︑
す
べ
て
�
家
の
�
旨
で
は
あ

る
も
の
の
︑﹃
�
志
﹄
の
た
め
だ
け
に
著
し
た
も
の
で
は
な
い
︒
理
解
で
き
な

い
者
が
ま
た
も
や
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
難
詰
し
て
き
た
た
め
︑﹁
答
客
問
﹂

(上
・
中
・
下
)
三


を
作
っ
た
︒

客
V
見
違
子
︽
續
�
志
敘
書
後
︾
者
︐
問
於
違
子
曰
：
︽
�
志
︾
之
不
可

輕
議
︐
則
旣
聞
命
矣
︒
先
生
之
辨
也
︐
�
繁
而
不
可
殺
︐
其
推
論
R
s
︐
Å
½

古
人
︐
多
不
與
世
之
尙
論
者
同
科
；
豈
故
爲
抑
揚
︐
以
佐
其
辨
歟
︒
抑
先
生
別

V
說
歟
︒
夫
學
者
皆
稱
二
十
二
�
︐
著
錄
之
家
︐
皆
取
馬
︑
班
而
下
︐
至
於
元
︑

M
而
上
︐
區
爲
正
�
一
門
矣
︒
今
先
生
獨
謂
K
人
整
齊
晉
︑
隋
故
事
︐
亦
名
其

書
爲
一
�
︐
而
學
者
悞
︹
一
︺

承
液
別
︐
不
復
辨
正
其
體
焉
︒
豈
晉
︑
隋
而
下
︐

不
得
名
爲
一
�
歟
︒
觀
其
表
︑
志
成
規
︐
紀
︑
傳
定
體
︐
與
馬
︑
班
諸
�
︐
未

始
V
殊
；
開
局
設
監
︐
集
眾
修
書
︐
亦
時
勢
y
然
耳
︒
求
於
其
實
︐
則
一
例
也
︒

今
云
學
者
悞
承
液
別
︐
敢
問
晉
︑
隋
而
下
︐
其
R
以
與
陳
︑
范
而
上
︐
截
然
分

部
者
安
在
︒

〔一
︺﹁
悞
﹂
︐
貴
陽
本
︑
何
氏
鈔
本
俱
作
﹁
P
﹂
︐
下
同
︒

客
に
違
先
生
の
﹁
續
�
志
敘
書
後
｣
(=

｢申
½
﹂
)
を
讀
ん
だ
者
が
お
り(4
)
︑
違

先
生
に
た
ず
ね
た
︒﹃
�
志
﹄
を
輕
々
し
く
論
議
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
つ

い
て
は
︑
御
說
承
り
ま
し
た
︒
先
生
の
辨
說
は
︑
繁
多
で
あ
っ
て
も
�
る
こ
と

も
で
き
ま
せ
ん
し(5
)
︑
そ
の
行
論
の
說
き
s
ぶ
R
︑
古
人
に
對
す
る
褒
貶
は
︑
多

分
に
古
人
を
論
ず
る
世
の
人
と
は
衣
な
っ
て
お
り
ま
す
︒
一
體
わ
ざ
と
そ
う
し

た
褒
貶
の
t
價
を
し
て
自
說
を
補
强
な
さ
ろ
う
と
す
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ

と
も
先
生
に
は
ま
た
別
に
お
考
え
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
も
そ
も
學
問
を

す
る
者
は
み
な
二
十
二
�
と
稱
し
︑
目
錄
學
者
は
み
な
司
馬
�
・
班
固
か
ら
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元
・
M
に
い
た
る
ま
で
正
�
と
い
う
一
門
類
に
い
れ
て
お
り
ま
す(6
)
︒
い
ま
先
生

お
一
人
の
み
が
︑
K
人
は
晉
・
隋
の
故
事
を
整
理
し
た
だ
け
で
あ
る
の
に
︑
一

代
の
�
と
い
う

(
)
味
の
)
名
稱
を
つ
け
て
し
ま
い
︑
學
ぶ
者
は

(
�
書
の
)
荏

液
を
P
っ
て
繼
承
し
て
し
ま
い
︑
そ
の
あ
る
べ
き
Æ
を
取
り
戾
す
こ
と
は
な

か
っ
た
︑
と
仰
っ
て
い
ま
す(

7
)
︒
ど
う
し
て
﹃
晉
書
﹄﹃
隋
書
﹄
以
下
は
一
代
の

�
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︒
表
・
志
と
い
う
規
範
の
作
成
︑

紀
・
傳
と
い
う
體
例
の
設
定
を
考
え
て
み
る
に
︑
司
馬
�
・
班
固
ら
の
諸
�
と

そ
も
そ
も
È
い
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
︒
�
館
を
開
局
し
︑
監
修
體
制
を
こ
し
ら
え

て
︑
多
人
數
が

(分
纂
し
て
)
�
書
を
>
む
の
も
時
勢
が
そ
う
さ
せ
る
こ
と
に

す
ぎ
ず
︑
事
實
を
x
求
す
る
點
に
お
い
て
は
ど
ち
ら
も
同
じ
で
す
︒
い
ま
學
者

が

(
�
書
の
)
荏
液
を
P
っ
て
繼
承
し
た
と
仰
る
こ
と
に
つ
い
て
お
¯
ね
し
ま

す
が
︑﹃
晉
書
﹄﹃
隋
書
﹄
以
後

(の
�
書
)
が
︑
陳
壽
・
范
曄
以
�
と
は
っ
き

り
と
區
別
さ
れ
る
面
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

違
子
曰
：
�
之
大
原
︐
本
乎
︽
春
秋
︾
︐︽
春
秋
︾
之
義
︐
昭
乎
筆
�
︒
筆

�
之
義
︐
不
µ
事
具
始
末
︐
�
成
規
矩
已
也
︐
以
夫
子
﹁
義
則
竊
取
﹂
之
旨
觀

之
︐
固
將
綱
紀
天
人
︐
推
M
大
�
︒
R
以
�
古
今
之
變
︐
而
成
一
家
之
言
者
︐

必
V
詳
人
之
R
略
︐
衣
人
之
R
同
︐
重
人
之
R
輕
︐
而
忽
人
之
R
謹
︹
一
︺

︐
繩

墨
之
R
不
可
得
而
拘
︐
類
例
之
R
不
可
得
而
泥
︐
而
後
´
茫
杪
忽
之
際
︐
V
以

獨
斷
於
︹
二
︺

一
心
︒
s
其
書
之
成
也
︐
自
然
可
以
參
天
地
而
質
鬼
神
︐
契
�
修

而
俟
後
�
︐
此
家
學
之
R
以
可
貴
也
︒
陳
︑
范
以
來
︐
律
以
︽
春
秋
︾
之
旨
︐

則
不
敢
謂
無
失
矣
︒
然
其
心
裁
別
識
︐
家
學
具
存
；
縱
y
反
唇
相
議
︐
至
謂
�

書
½
處
士
而
Å
奸
雄
︐
固
書
排
忠
k
而
Ë
�
闕
︐
�
其
離
合
變
¶
︐
義
無
旁
出
︐

自
足
名
家
學
而
符
經
旨
；
初
不
盡
如
後
代
纂
類
之
業
︐
相
與
效
子
莫
之
執
中
︐

求
鄕
愿
之
無
刺
︐
侈
然
自
謂
超
�
軼
固
也
︒
若
夫
君
臣
事
蹟
︐
官
司
典
違
︐
王

者
易
姓
�
命
︐
綜
核
�
代
︐
纂
輯
比
類
︐
以
存
一
代
之
舊
物
︐
是
則
R
謂
整
齊

故
事
之
業
也
︒
開
局
設
監
︐
集
眾
修
書
︐
正
當
用
其
義
例
︐
守
其
繩
墨
︐
以
待

後
人
之
論
定
則
可
矣
︐
豈
R
語
於
專
門
著
作
之
倫
乎
︒

〔一
︺﹁
忽
人
之
R
謹
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
謹
人
之
R
忽
﹂︒

〔一
︺﹁
於
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
于
﹂
︒

違
先
生
は
答
え
た
︒
�
書
の
大
い
な
る
根
源
は
﹃
春
秋
﹄
に
あ
り(8
)
︑﹃
春
秋
﹄

の
義
は
筆
�
に
お
い
て
M
ら
か
に
さ
れ
る(9
)
︒
筆
�
の
義
と
は
︑
た
だ
事
の
ª
第

を
具
え
︑
�
が
規
範
を
成
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
夫
子
の
﹁
義
は
則

ち
竊
か
に
取
る
﹂
と
い
う
發
言
の
本
旨
に
よ
っ
て
考
え
て
み
る
に(10
)
︑
い
う
ま
で

も
な
く
︑
天
�
・
人
�
を
と
り
ま
と
め(11
)
︑
大
�
を
推
究
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で

あ
る(12
)
︒
古
今
の
變
¶
に
�
じ
︑
一
家
の
言
を
成
せ
る
の
は(13
)
︑
必
ず
︑
人
が
省
略

す
る
こ
と
を
詳
細
に
し
︑
人
が
同
じ
と
す
る
こ
と
を
衣
な
る
と
し
︑
人
が
輕
ん

ず
る
こ
と
を
重
ん
ず
る
が
︑
人
が
細
か
く
�
)
す
る
こ
と
を
曖
昧
な
ま
ま
に
し(14
)
︑

(
旣
存
の
)
規
範
に
し
ば
ら
れ
ず
︑
類
例
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
で

あ
り
︑
そ
し
て
は
じ
め
て
茫
漠
と
し
た
こ
と
や
´
小
な
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
自

分
の
一
心
に
よ
っ
て
獨
力
で
S
斷
す
る
の
で
あ
る(15
)
︒
そ
の
よ
う
な
書
が
完
成
す

る
と
︑
お
の
ず
と
天
地
と
Í
を
竝
べ
て

(
そ
の
正
し
さ
を
)
鬼
神
に
問
い
質
す
こ

と
が
で
き(16
)
︑
�
代
の
賢
人
と
契
合
し(17
)
︑
後
世
の
�
人
を
待
つ
こ
と
が
で
き
る(18
)
︒

こ
れ
が
家
學

(獨
自
の
見
識
を
持
ち
獨
立
し
た
學
問
)
の
±
ぶ
べ
き
理
由
で
あ
る
︒

陳
壽
・
范
曄
以
影
は
︑﹃
春
秋
﹄
の
本
旨
に
よ
っ
て
檢
證
す
る
と
缺
點
が
な
い

と
は
い
え
な
い
︒
し
か
し
︑
彼
ら
の
S
斷
と
見
識
に
は
家
學
が
現
に
そ
な
わ
っ

て
い
る(19
)
︒
た
と
え
口
を
と
が
ら
せ
て
︑
司
馬
�
の
﹃
�
記
﹄
は
處
士
を
½
け
姦

雄
を
Å
め
て
い
る
︑
班
固
の
﹃
漢
書
﹄
は
忠
k
の
臣
下
を
排
し
て
�
上
の
�
失

を
取
り
繕
っ
て
い
る
な
ど
と
論
駁
し
た
と
し
て
も(20
)
︑
彼
ら
の

(﹃
春
秋
﹄
か
ら
の
)

離
れ
具
合
や
變
¶
を
總
括
す
る
な
ら
ば
︑
義
に
お
い
て
橫
�
に
そ
れ
る
こ
と
は
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な
く
︑
お
の
ず
と
家
學
を
稱
し
︑
經
書
の
本
旨
に
も
合
致
す
る
に
足
り
︑
後
代

の
>
纂
事
業
が
そ
れ
ぞ
れ
に
子
莫
の
考
慮
の
な
い
折
衷
を
ま
ね
た
り(21
)
︑
�
愿
の

よ
う
に
僞
善
に
よ
り
批
S
を
囘
!
し
よ
う
と
し
な
が
ら(22
)
︑
ぬ
け
ぬ
け
と
司
馬
�

や
班
固
を
超
え
た
な
ど
と
自
¹
し
て
い
る
の
と
は
︑
は
な
か
ら
同
斷
で
は
な
い(23
)
︒

君
臣
の
事
蹟
や
官
府
の
典
違
制
度
は
︑
王
者
が
天
命
を
�
け
て
 
代
が
あ
ら
た

ま
る
と
︑
�
代
の
事
蹟
を
と
り
ま
と
め
て
精
査
し
︑
纂
輯
�
列
し
て
︑
𦾔
一
代

の
事
物
を
保
存
す
る
︒
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
故
事
を
整
理
す
る
事
業
で
あ
る
︒
�

館
を
開
き
︑
監
修
を
設
け
て
︑
多
人
數
で

(分
纂
し
て
)
�
書
を
>
む
場
合
に

も
︑
そ
の
義
例
を
用
い
︑
規
範
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
後
人
の
論
定
を
=
す
る

と
い
う
な
ら
よ
い
が(
24
)
︑
そ
れ
が
ど
う
し
て
專
門
著
作
と
同
類
と
い
え
よ
う
か
︒

《易
︾
曰
：
｢
茍
非
其
人
︐
�
不
虛
行
︒﹂
�
才
不
世
出
︐
而
時
世
變
易
不

可
常
︒
s
時
纂
輯
R
聞
見
︐
而
不
用
標
別
家
學
︐
決
斷
去
取
爲
Ð
務
︐
豈
特
晉
︑

隋
二
�
爲
然
哉
︒
班
氏
以
�
︐
則
V
劉
向
︑
劉
歆
︑
揚
雄
︑
賈
逵
之
︽
�

記
︾；
范
氏
以
�
︐
則
V
劉
珍
︑
李
尤
︑
蔡
邕
︑
盧
Ó
︑
楊
彪
之
︽
漢
記
︾
︐
其

書
何
嘗
不
Ô
表
︑
志
之
成
規
︐
不
用
紀
︑
傳
之
定
體
︒
然
而
守
先
待
後
之
故
事
︐

與
筆
�
獨
斷
之
專
家
︐
其
功
用
足
以
相
�
︐
而
液
別
不
能
相
混
︐
則
斷
如
也
︒

溯
而
上
之
︐
百
國
寶
書
之
於
︽
春
秋
︾
︐︽
世
本
︾︑︽
國
策
︾
之
於
︽
�
記
︾
︐

其
義
 
是
耳
︒

『
周
易
﹄
に
﹁
苟
も
其
の
人
に
非
ざ
れ
ば
︑
�
は
虛
し
く
行
わ
れ
ず
﹂
(繫
辭

下
)
と
あ
る(
25
)
︒
�
才
は
世
に
稀
な
存
在
で
あ
り(26
)
︑
時
代
は
變
¶
し
一
定
で
は
な

い(
27
)
︒
(し
た
が
っ
て
︑
�
才
で
な
い
限
り
は
)
そ
の
時
々
に
見
聞
す
る
R
を
纂
輯
す

れ
ば
よ
く
︑
家
學
を
標
榜
す
る
必
�
も
︑
裁
斷
取
}
を
Ð
務
と
す
る
必
�
も
な

い
の
は
︑
た
だ
﹃
晉
書
﹄﹃
隋
書
﹄
の
二
�
だ
け
が
そ
う
な
の
で
は
な
い
︒
班

固
以
�
に
は
劉
向
・
劉
歆
・
揚
雄
・
賈
逵
の
﹃
�
記
﹄
が
あ
り(28
)
︑
范
曄
以
�
に

は
李
尤
・
蔡
邕
・
盧
Ó
・
楊
彪
の
﹃
漢
記
﹄
が
あ
っ
た
が(29
)
︑
そ
れ
ら
の
書
が

表
・
志
と
い
う
規
範
に
從
わ
ず
︑
紀
・
傳
と
い
う
體
例
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と

な
ど
な
か
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
先
例
を
墨
守
し
後
人
を
=
す
る
舊
範
踏
襲

の
業
と
︑
筆
�
に
獨
力
で
S
斷
を
施
す
一
家
の
學
と
は
︑
(そ
の
よ
う
に
)
互
い

に
補
い
あ
っ
て
は
じ
め
て
機
能
し
た
の
で
は
あ
る
が(30
)
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
液
れ
が
混

同
さ
れ
え
な
か
っ
た
の
は
︑
斷
じ
て
閒
È
い
な
い(31
)
︒
時
代
を
d
れ
ば
︑
周
代
諸

侯
の
記
錄
と
﹃
春
秋(32
)
﹄︑﹃
世
本
﹄﹃
戰
國
策
﹄
と
﹃
�
記
﹄
と
の
關
係
も
︑
そ

の
)
義
は
同
樣
で
あ
っ
た(33
)
︒

K
後
�
學
絕
︐
而
著
作
無
專
家
︒
後
人
不
知
︽
春
秋
︾
之
家
學
︐
而
猥
以

集
眾
官
修
之
故
事
︐
乃
與
馬
︑
班
︑
陳
︑
范
諸
書
︐
竝
列
正
�
焉
︒
於
是
�
�

等
於
科
舉
之
¦
式
︐
胥
�
之
�
移
︐
而
不
可
稍
V
變
�
矣
︒
閒
V
好
學
深
思
之

士
︐
能
自
得
師
於
古
人
︐
標
一
法
外
之
義
例
︐
著
一
獨
具
之
心
裁
︐
而
世
之
羣

怪
聚
罵
︐
指
目
牽
引
爲
言
詞
︹
一
︺

︐
譬
若
猵
狙
見
冠
Ö
不
與
︐
齕
决
衛
裂
︐
至

於
盡
絕
不
止
也
︒
½
氏
︽
�
志
︾
之
被
謗
︐
凡
以
此
也
︒

〔一
︺﹁
詞
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
辭
﹂︒

K
以
後
︑
�
學
が
絕
え
︑
著
作
に

(一
家
の
學
を
傳
え
る
)
專
門
の
家
が
な
く

な
っ
た(34
)
︒
後
人
は
﹃
春
秋
﹄
の
家
學
を
理
解
で
き
ず
︑
多
人
數
に
よ
っ
て
纂
輯

さ
れ
た
官
X
の
故
事
を
︑
む
や
み
に
司
馬
�
・
班
固
・
陳
壽
・
范
曄
ら
の
諸
書

と
一
緖
に
し
て
正
�
の
列
に
竝
べ
て
し
ま
っ
た
︒
こ
う
し
て
�
�
は
科
舉
の
規

¦
や
胥
�
の
公
�
書
式
と
同
じ
よ
う
に
な
っ
て(35
)
︑
少
し
の
變
¶
や
融
�
も
許
さ

れ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
閒
に
學
を
好
み
深
く
思
考
す
る
士
が

出
て
︑
自
ら
古
人
を
師
と
し
︑
旣
存
の
方
法
に
よ
ら
な
い
義
例
を
打
ち
立
て
て
︑

あ
る
獨
自
の
見
識
・
S
斷
を
著
し
た
が
︑
世
俗
の
學
者
た
ち
は
寄
っ
て
た
か
っ

『���義』內
五譯�
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て
い
ぶ
か
し
ん
で
は
騷
然
と
し
︑
(そ
の
�
に
)
目
を
付
け
て
取
り
上
げ
て
は
あ

れ
こ
れ
と
好
き
�
手
に
言
い
立
て
る(
36
)
︑
そ
の
樣
子
は
ま
る
で
猵
狙
が
冠
Ö
を
目

に
す
る
と
氣
に
入
ら
ず
︑
嚙
み
ち
ぎ
っ
て
す
っ
か
り
ば
ら
ば
ら
に
し
な
い
と
や

め
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る(
37
)
︒
½
氏
の
﹃
�
志
﹄
が
誹
謗
さ
れ
る
の
も
︑
す
べ
て

こ
の
た
め
な
の
で
あ
る
︒

嗟
乎
︒
�
之
不
M
久
矣
︒︽
六
經
︾
皆
�
也
︒
形
而
上
者
謂
之
�
︐
形
而

下
者
謂
之
器
︒
孔
子
之
作
︽
春
秋
︾
也
︐
蓋
曰
：
｢我
欲
託
之
空
言
︐
不
如
見

諸
行
事
之
深
切
著
M
﹂︒
然
則
典
違
事
實
︐
作
者
之
R
不
敢
忽
︐
蓋
將
卽
器
而

M
�
耳
︹
一
︺

︒
其
書
足
以
M
�
矣
︹
二
︺

︐
籩
豆
之
事
︐
則
V
司
存
︐
君
子
不
以

是
爲
瑣
瑣
也
︒
�
不
M
而
爭
於
器
︐
實
不
足
而
競
於
�
︐
其
,
與
空
言
制
�
︑

華
辯
傷
理
者
︐
相
去
不
能
以
寸
焉
︐
而
世
之
溺
者
不
察
也
︒
太
�
公
曰
：
｢好

學
深
思
︐
心
知
其
)
﹂︒
當
今
之
世
︐
安
得
知
)
之
人
︐
而
與
論
作
営
之
旨
哉
︒

〔一
︺﹁
耳
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
矣
﹂︒

〔二
︺﹁
其
書
足
以
M
�
矣
﹂
八
字
︐
何
氏
鈔
本
無
此
︒

あ
あ
︑
�
が
M
ら
か
で
な
く
な
っ
て
か
ら
久
し
い
こ
と
よ
︒﹃
六
經
﹄
は
す

べ
て
�

(官
の
記
錄
)
で
あ
る(
38
)
︒
形
の
な
い
も
の
を
�
と
い
い
︑
形
の
あ
る
も

の
を
器
と
い
う

(﹃
周
易
﹄
繫
辭
上
傳(39
)

)
︒
孔
子
は
﹃
春
秋
﹄
を
制
作
し
て
︑﹁
我

は
之
を
空
言
に
託
さ
ん
と
欲
す
る
も
︑
諸
を
行
事
に
見
す
の
深
切
著
M
な
る
に

し
か
ず
﹂
と
仰
っ
た
と
い
う(
40
)
︒
そ
れ
だ
か
ら
︑
典
違
制
度
や
故
實
は
作
者
が
い

い
か
げ
ん
に
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
お
も
う
に
︑
そ
れ
は
器
に
卽
し
て
�

を
M
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
か
ら
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
書

(典
違
制
度

や
故
實
)
は
�
を
M
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
り
︑﹁
籩
豆
の
事
は
則
ち
V
司
に
存

す
﹂
(﹃
論
語
﹄
泰
伯
)
と
は
い
っ
て
も(
41
)
︑
君
子
は
決
し
て
そ
れ
を
瑣
末
な
こ
と

と
し
た
わ
け
で
は
な
い
︒
�
が
M
ら
か
で
な
い
の
に
器
で
上
下
を
爭
い
︑
實
が

×
わ
な
い
の
に
�
で
優
劣
を
競
う
︑
そ
の
,
Ø
は
︑
空
言
で
�
ち
を
制
し
︑
辯

舌
で
理
を
損
な
う
者
と
大
差
な
い
と
し
か
い
え
な
い
の
だ
が
︑
世
の
風
潮
に
溺

れ
て
い
る
者
は
そ
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
で
い
る
︒
太
�
公
は
﹁
好
學
深
思
︑

心
に
其
の
)
を
知
る
﹂
(﹃
�
記
﹄
五
�
本
紀
)
と
言
っ
た
︒
今
の
世
に
︑
ど
う

や
っ
て
心
に
)
を
知
る
人
を
得
て
︑
と
も
に
営
作
の
本
旨
を
論
じ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
か
︒

(1
)

戴
震
の
½
樵
に
對
す
る
t
價
は
︑﹁
與
任
孝
廉
幼
Ó
書
﹂
に
﹁
震
向
病

同
學
者
多
株
守
古
人
︐
今
於
幼
Ó
反
是
︒
凡
學
未
至
貫
本
末
︐
園

精
粗
︐
徒
以
)
衡
量
︐
就
令
載
籍
極
\
︐
 
R
謂
﹃
思
而
不
學
則

殆
﹄
也
︒
X﹅

如﹅

½﹅

漁﹅

仲﹅

︐
�﹅

如﹅

毛﹅

大﹅

可﹅

︐
�﹅

Ú﹅

經﹅

Ø﹅

�﹅

而﹅

已﹅

矣﹅

﹂

(﹃
戴
震
�
集
﹄
卷
九
)
と
︑﹁
與
是
仲
M
論
學
書
﹂
に
﹁
僕
聞
事
於

經
學
︐
蓋
V
三
難
：
淹
\
難
︐
識
斷
難
︐
精
審
難
︒
三
者
︐
僕
�

不
足
與
於
其
閒
︐
其
私
自
持
︐
曁
爲
書
之
大
槪
︐
端
在
乎
是
︒
�﹅

人﹅

之﹅

\﹅

聞﹅

强﹅

識﹅

︐
如﹅

½﹅

漁﹅

仲﹅

︑
楊﹅

用﹅

修﹅

諸﹅

君﹅

子﹅

︐
著﹅

書﹅

滿﹅

家﹅

︐
淹﹅

\﹅

V﹅

之﹅

︐
精﹅

審﹅

未﹅

也﹅

﹂
(同
上
)
と
あ
る

(
葉
瑛
)
︒
ま
た
︑﹁
書
玉



卷
末
聲
論
反
紐
圖
後
﹂
に
は
﹁
宋
元
已
來
︐
爲
反
切
字
母
之
學

者
︐
歸
之
西
域
︐
歸
之
釋
神
珙
︒
蓋
由﹅

½﹅

樵﹅

沈﹅

括﹅

諸﹅

人﹅

︐
論﹅

古﹅

駅﹅

漏﹅

︐
惑
於
釋
氏
一
二
翦
劣
之
徒
︐
眠
娗
誣
欺
︐
據
其
言
以
爲
言

也
﹂
(同
卷
四
)
と
︑﹁
續
天
�
略
序
﹂
に
は
﹁
蓋
天﹅

�﹅

一﹅

事﹅

︐
樵﹅

R﹅

不﹅

知﹅

︐
而﹅

欲﹅

成﹅

�﹅

書﹅

︐
固﹅

不﹅

可﹅

闕﹅

而﹅

不﹅

載﹅

︐
是﹅

以﹅

徒﹅

襲﹅

舊﹅

�﹅

︐

未﹅

能﹅

擇﹅

之﹅

精﹅

︐
語﹅

之﹅

詳﹅

也﹅

﹂
(
同
卷
五
)
と
あ
る
︒

吳
穎
芳
の
½
樵
t
價
に
つ
い
て
は
︑﹃
淸
�
列
傳
﹄
�
苑
傳
二

に
﹁
吳
穎
芳
︐
字
西
林
︐
浙
江
仁
和
人
︒
少
端
重
︐
沉
默
寡
言
笑
︒

幼
赴
越
子
試
︐
爲
隸
R
訶
︐
以
爲
大
辱
︒
自
是
壹
志
稽
古
︐
F
身
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不
復
仕
Å
︒
生﹅

¬﹅

\﹅

覽﹅

羣﹅

籍﹅

︐
常﹅

怪﹅

½﹅

樵﹅

︽
�﹅

志﹅

︾
務﹅

與﹅

先﹅

儒﹅

爲﹅

難﹅

︐
於﹅

是﹅

取﹅

六﹅

書﹅

︑
七﹅

g﹅

︑
樂﹅

︽
略﹅

︾
︐
一﹅

一﹅

±﹅

先﹅

儒﹅

而﹅

探﹅

其﹅

源﹅

﹂

と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
こ
の
﹃
淸
�
列
傳
﹄
の
記
事
は
︑
王
昶
﹁
吳
西

林
先
生
傳
﹂
(︽
臨
江
�
人
詩
︾
卷
首
)
に
基
づ
く
︒

(2
)

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
�

(4
)
參
照
︒

(3
)

原
�
﹁
摧
陷
廓
淸
﹂
は
︑
打
ち
Ý
か
し
︑
Þ
討
す
る
こ
と
︒
李
漢
｢韓

昌
黎
集
序
﹂
に
﹁
先
生
於
�
︐
摧
陷
廓
淸
之
功
︐
比
於
武
事
︐
可

謂
雄
洩
不
常
者
矣
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(4
)

貴
陽
本
﹁
申
½
﹂


題
の
下
に
﹁
後
︽
答
客
上
︾
舊
黏
箋
云
﹃
此
︽
續

�
志
敘
書
後
︾
︐
卽
上
︽
申
½
︾


︐
應
將
上


題
改
云
云
﹄
︐
頗

疑
續
字
費
解
︒
且
原
目
未
I
逕
易
︐
因
附
原
箋
於
此
﹂
と
の
案
語

を
載
せ
て
お
り
︑
葉
瑛
は
﹁︽
續
�
志
︾
卽
乾
隆
中
R
修
者
︒
上

�
言
假
某
君
敘
說
︐
則
題
爲
﹃
書
後
﹄
甚
M
︐︽
申
½
︾
蓋
>
書

時
R
改
耳
︒
(本
劉
咸
炘
說
)
﹂
と
い
う
︒

(5
)

原
�
﹁
�
繫
而
不
可
殺
﹂
は
︑﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄
僖
公
二
十
二
年
に

﹁︽
春
秋
︾
辭
繁﹅

而﹅

不﹅

殺﹅

者
︐
正
也
﹂
と
あ
る
︒

(6
)

『四
庫
提
�
﹄
正
�
類
の
序
に
﹁
正
�
之
名
︐
見
於
︽
隋
志
︾
︐
至
宋
而

定
著
十
V
七
︒
M
刊
監
版
︐
合
宋
︑
遼
︑
金
︑
元
四
�
爲
二
十
V

一
︒
皇
上
欽
定
︽
M
�
︾
︐
印
詔
增
︽
舊
K
書
︾
爲
二
十
V
三
︒

�
蒐
羅
四
庫
︐
薛
居
正
︽
舊
五
代
�
︾
得
裒
集
成
>
︐
欽
稟
睿
裁
︐

與
歐
陽
修
書
竝
列
︐
共
爲
二
十
V
四
︒
今
竝
從
官
本
校
錄
︒
凡
未

經
宸
斷
者
︐
則
悉
不
濫
登
︒
蓋
正
�
體
±
︐
義
與
經
�
︒
非
懸
諸

令
典
︐
莫
敢
私
增
︐
R
由
與
稗
官
野
記
衣
也
﹂
と
あ
り
︑
葉
瑛
は

﹁
按
趙
h
︽
廿
二
�
劄
記
︾
R
列
之
廿
二
�
目
︐
爲
︽
�
記
︾︑

︽
漢
書
︾︑︽
後
漢
書
︾︑︽
三
國
志
︾︑︽
晉
書
︾︑︽
宋
書
︾︑︽
南
齊

書
︾︑︽
梁
書
︾︑︽
陳
書
︾︑︽
魏
書
︾︑︽
北
齊
書
︾︑︽
周
書
︾︑︽
隋

書
︾︑︽
南
�
︾︑︽
北
�
︾︑︽
怨
K
書
︾︑︽
五
代
�
︾︑︽
宋
�
︾︑

︽
遼
�
︾︑︽
金
�
︾︑︽
元
�
︾︑︽
M
�
︾﹂
と
い
う
︒

(7
)

本
卷
﹁
申
½
﹂
に
﹁
子
長
︑
孟
堅
氏
不
作
︐
而
專
門
之
�
學
衰
︒
陳
︑

范
而
下
︐
或
得
或
失
︐
粗
足
名
家
︒
至
K
人
開
局
設
監
︐
整
齊
晉
︑

隋
故
事
︐
亦
名
其
書
爲
一
�
；
而
學
者
P
承
液
别
︐
不
復
辨
正
其

體
︐
於
是
古
人
著
書
之
旨
︐
晦
而
不
M
﹂
と
あ
る
︒﹁
整
齊
⁝
⁝

故
事
﹂
は
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
上
﹂﹁
書
敎
下
﹂
に
い
う
﹁
記
�
﹂

や
﹁
申
½
﹂
に
い
う
﹁
比
類
纂
輯
﹂
の
こ
と
︒
本
書
卷
二
﹁
\
á

中
﹂
に
は
﹁
王
伯
厚
氏
搜
羅
摘
抉
︐
窮
幽
極
´
︒
其
於
經
傳
子
�
︑

名
物
度
數
︐
貫
串
旁
騖
︐
實
能
討
先
儒
R
未
備
︒
其
R
纂
輯
諸
書
︐

至
今
學
者
�
衣
被
焉
︒
⁝
⁝
然
王
氏
諸
書
︐
謂
之
纂
輯
︐
可
也
︐

謂
之
著
営
︐
不
可
也
︒
謂
之
學
者
求
知
之
功
力
︐
可
也
︐
謂
之
成

家
之
學
-
︐
則
未
可
也
﹂
と
︑
卷
五
﹁
浙
東
學
-
﹂
に
は
﹁
整
輯

排
比
︐
謂
之
�
纂
︒
參
互
搜
討
︐
謂
之
�
考
︒
皆
非
�
學
﹂
と
あ

る
︒

(8
)

�
學
が
﹃
春
秋
﹄
を
本
と
す
る
と
い
う
違
學
�
の
考
え
は
︑﹁
立
言
V

本
﹂
(劉
刻
﹃
違
氏
�
書
﹄
外


一
)
に
﹁
�
學
本
於
︽
春
秋
︾；
專

家
著
営
本
於
官
禮
；
辭
違
泛
應
本
於
風
︽
詩
︾
︐
天
下
之
�
︐
盡

於
是
矣
﹂
と
見
え
る
︒
ま
た
︑﹃
丙
辰
箚
記
﹄
(
劉
刻
﹃
違
氏
�
書
﹄

外
>
三
)
に
も
﹁
惟
韓
氏
�
德
�
違
︐
不
媿
泰
山
北
斗
︒
特
於
�

學
︐
非
其
R
長
︐
作
K
一
經
之
言
︐
非
R
任
耳
︒
其
�
出
於
孟
︑

荀
︐
淵
源
︽
詩
︾︑︽
禮
︾
︐
眞
六
經
之
羽
h
︐
學
者
自
當
楷
範
︒

但
�
家
淵
源
︐
必
自
︽
春
秋
︾
比
事
屬
辭
之
敎
︐
韓
子
R
不
能

也
﹂
と
見
え
る
︒

(9
)

原
�
﹁
筆
�
﹂
は
︑﹃
�
記
﹄
孔
子
世
家
に
﹁
孔
子
爲
︽
春
秋
︾
︐
筆﹅

則﹅

筆﹅

︐
�﹅

則﹅

�﹅

︐
游
夏
之
徒
不
能
贊
一
辭
﹂
と
あ
る
︒
本
書
卷
三

『���義』內
五譯�
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﹁
�
�
﹂
に
は
﹁
昔
夫
子
之
作
︽
春
秋
︾
也
︐
筆﹅

�﹅

旣
具
︐
復
以

´
言
大
義
︐
口
ã
其
徒
︒
三
傳
之
作
︐
因
得
各
據
聞
見
︐
推
闡
經

蘊
︐
於
是
︽
春
秋
︾
以
M
﹂
と
あ
る
︒

(10
)

原
�
﹁
義
則
竊
取
﹂
は
︑﹃
孟
子
﹄
離
婁
下
に
﹁
孟
子
曰
：
王
者
之
迹

熄
而
︽
詩
︾
z
︐︽
詩
︾
z
然
後
︽
春
秋
︾
作
︒
晉
之
乘
︐
楚
之

︽
檮
杌
︾
︐
魯
之
︽
春
秋
︾
︐
一
也
︒
其
事
則
齊
桓
︑
晉
�
︐
其
�

則
�
︒
孔﹅

子﹅

曰﹅

：
其﹅

義﹅

則﹅

丘﹅

竊﹅

取﹅

之﹅

矣﹅

﹂
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
︒

こ
れ
に
關
し
て
︑
本
卷
﹁
申
½
﹂
に
は
﹁
孔
子
作
︽
春
秋
︾
︐
蓋

曰
其
事
則
齊
桓
︑
晉
�
︐
其
�
則
�
︐
其
義
則
孔
子
自
謂
V
取
乎

爾
︒
夫
事
卽
後
世
考
據
家
之
R
尙
也
︐
�
卽
後
世
詞
違
家
之
R
重

也
︐
然
夫
子
R
取
︐
不
在
彼
而
在
此
︒
則
�
家
著
営
之
�
︐
豈
可

不
求
義
)
R
歸
乎
﹂
と
あ
り
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
上
﹂
に
は
﹁
夫

子
因
魯
�
而
作
︽
春
秋
︾
︐
孟
子
曰
：
其
事
齊
桓
︑
晉
�
︐
其
�

則
�
︐
孔﹅

子﹅

自﹅

謂﹅

竊﹅

取﹅

其﹅

義﹅

焉﹅

耳﹅

︒
載
筆
之
士
︐
V
志
︽
春
秋
︾

之
業
︐
固
將
惟
義
之
求
︐
其
事
與
�
︐
R
以
藉
爲
存
義
之
�
也
﹂

と
あ
り

(
內


二
譯
�

(2
)︑
七
二
頁
)
︑
卷
三
﹁
�
德
﹂
に
は

﹁
�
R
貴
者
義
也
︐
而
R
具
者
事
也
︐
R
憑
者
�
也
︒
孟
子
曰
：

其
事
則
齊
桓
︑
晉
�
︐
其
�
則
�
︐
義
則
夫﹅

子﹅

自﹅

謂﹅

竊﹅

取﹅

之﹅

矣﹅

︒

非
識
無
以
斷
其
義
︐
非
才
無
以
善
其
�
︐
非
學
無
以
練
其
事
︐
三

者
固
各
V
R
�
也
︐
其
中
固
V
似
之
而
非
者
也
﹂
と
あ
る

(
內



三
譯
�
︑
二
二
九
頁
)
︒

(11
)

原
�
﹁
綱
紀
天
人
﹂
は
︑
(﹃
春
秋
﹄
ひ
い
て
は
�
書
が
)
天
�
・
人
�
に

つ
い
て
と
り
ま
と
め
る
こ
と
︒
本
書
卷
一
﹁
易
敎
下
﹂
に
﹁
蓋
�

人
於
天﹅

人﹅

之
際
︐
以
謂
甚
可
畏
也
︒︽
易
︾
以
天
�
而
切
人
事
︐

︽
春
秋
︾
以
人
事
而
協
天
�
︐
其
義
例
之
見
於
�
辭
︐
�
人
V
戒

心
焉
﹂
と
あ
り

(
內


一
譯
�
︑
一
六
六
頁
)
︑
本
卷
﹁
浙
東
學
-
﹂

に
﹁
�
學
R
以
經
世
︐
固
非
空
言
著
営
也
︒
且
如
六
經
同
出
於
孔

子
︐
先
儒
以
爲
其
功
莫
大
於
︽
春
秋
︾
︐
正
以
切
合
當
時
人
事
耳
︒

後
之
言
著
営
者
︐
舍
今
而
求
古
︐
舍
人
事
而
言
性
天
︐
則
吾
不
得

而
知
之
矣
︒
學
者
不
知
斯
義
︐
不
足
言
�
學
也
﹂
と
あ
り

(三
二

四
頁
)
︑﹁
永
淸
縣
志
六
書
例
議
﹂
(本
書
外


二
)
に
﹁
½
樵
嘗
謂

書
志
之
原
︐
出
於
︽
爾
�
︾︒
⁝
⁝
而
大
經
大
法
︐
R
以
綱﹅

紀﹅

天﹅

人﹅

︐
而
«
張
王
�
者
︐︽
爾
�
︾
之
義
︐
何
足
以
盡
之
︒
官
禮
之

義
︐
大
則
書
志
不
得
係
之
︽
爾
�
︾
︐
其
理
易
見
者
也
﹂
と
あ
る
︒

(12
)

大
�
を
推
究
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
二
﹁
原
�
下
﹂
に
﹁
夫

�
備
於
六
經
︐
義
蘊
之
�
於
�
者
︐
違
句
訓
詁
足
以
發
M
之
︒
事

變
之
出
於
後
者
︐
六
經
不
能
言
︐
固
貴
á
六
經
之
旨
︐
而
隨
時
X

営
以
究﹅

大﹅

�﹅

也
︒
⁝
⁝
蓋
必
V
R
需
而
後
從
而
給
之
︐
V
R
鬱
而

後
從
而
宣
之
︐
V
R
,
而
後
從
而
救
之
﹂
と
あ
る

(
內


二
譯
�

(1
)︑
二
七
七
頁
)
︒

(13
)

原
�
﹁
�
古
今
之
變
︐
成
一
家
之
言
﹂
は
︑﹃
漢
書
﹄
司
馬
�
傳
に

﹁
亦
欲
以
究
天
人
之
際
︐
�﹅

古﹅

今﹅

之﹅

變﹅

︐
成﹅

一﹅

家﹅

之﹅

言﹅

﹂
と
あ
る
︒

ま
た
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
中
﹂
に
﹁
杜
氏
竝
爲
J
輯
其
�
︐
附
著

禮
門
之
後
︐
凡
二
十
餘
卷
︐
可
謂
窮
天
地
之
際
︐
而
�
古
今
之
變

者
矣
﹂
と

(
內


一
譯
�
︑
一
八
一
頁
)
︑
卷
三
﹁
�
德
﹂
に
﹁
�

�
百
三
十


︐︽
報
任
安
書
︾
R
謂
究
天
地
之
際
︐
�﹅

古﹅

今﹅

之﹅

變﹅

︐

成﹅

一﹅

家﹅

之﹅

言﹅

︐
自
序
以
謂
紹
名
世
︐
正
︽
易
傳
︾
︐
本
︽
詩
︾︑

︽
書
︾︑︽
禮
︾
樂
之
際
︐
其
本
旨
也
﹂
と
あ
る

(
內


三
譯
�
︑
二

三
二
頁
)
︒

(14
)

一
家
の
言
を
な
す
者
が
人
と
X
営
內
容
の
取
}
o
擇
が
衣
な
る
こ
と
に

つ
い
て
は
︑
本
書
卷
七
外


二
﹁
亳
州
志
掌
故
例
議
下
﹂
に
﹁
夫

名
家
X
営
︐
)
之
R
在
︐
必
V
别
裁
︐
或
詳
人
之
R
略
︐
或
棄
人
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之
R
取
︐
初
無
一
成
之
法
﹂
と
あ
り
︑
嘉
業
堂
刊
﹃
違
氏
�
書
﹄

卷
二
十
九
﹁
上
辛
楣
宮
詹
﹂
に
﹁
世
俗
風
尙
︐
必
V
R
ç
︐
¿
人

顯
貴
之
R
�
持
︐
聰
M
才
俊
之
R
奔
赴
︐
其
中
液
,
必
不
在
小
︒

載
筆
之
士
不
思
救
挽
︐
無
爲
貴
著
営
矣
︒
苟
欲
V
R
救
挽
︐
則
必

¼
於
時
趨
︒
時
趨
可
畏
甚
於
𠛬
曹
之
法
令
也
﹂
と
あ
る
︒

(15
)

原
�
﹁
獨
斷
﹂
は
︑
旣
成
の
枠
組
に
と
ら
わ
れ
な
い
境
地
に
至
っ
た
す

ぐ
れ
た
人
物
が
︑
獨
力
で
も
の
ご
と
を
C
切
に
S
斷
す
る
こ
と
を

い
う
︒
本
卷
﹁
答
客
問
中
﹂
に
﹁
天
下
V
比
ª
之
書
︐
V
獨﹅

斷﹅

之

學
︐
V
考
索
之
功
︐
三
者
各
V
R
�
︐
而
不
能
相
�
﹂
(二
五
六

頁
)
︑﹁
由
漢
氏
以
來
︐
學
者
以
其
R
得
︐
託
之
X
営
以
自
表
見
者
︐

蓋
不
少
矣
︒
高
M
者
多
獨﹅

斷﹅

之
學
︐
沉
潛
者
尙
考
索
之
功
︐
天
下

之
學
-
︐
不
能
不
具
此
二
p
﹂
(二
五
七
頁
)
な
ど
と
あ
る
︒

(16
)

原
�
﹁
參
天
地
而
質
鬼
神
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
中
庸
に
﹁
唯
天
下
至
�
︐

爲
能
盡
其
性
︒
能
盡
其
性
︐
則
能
盡
人
之
性
︒
能
盡
人
之
性
︐
則

能
盡
物
之
性
︒
則
能
盡
物
之
性
︐
則
可
以
贊
天
地
之
¶
育
︒
可
以

贊
天
地
之
¶
育
︐
則
可
以
與﹅

天﹅

地﹅

參﹅

矣
﹂
と
あ
り
︑
ま
た
﹁
子
曰

：
吾
說
夏
禮
︐
杞
不
足
徵
也
︒
吾
學
殷
禮
︐
V
宋
存
焉
︒
吾
學
周

禮
︐
今
用
之
︒
吾
從
周
︒
⁝
⁝
故
君
子
之
�
︐
本
諸
身
︐
徵
諸
庶

民
︐
考
諸
三
王
而
不
繆
︐
円
諸
天﹅

地﹅

而
不
悖
︐
質
諸
鬼﹅

神﹅

而
無
疑
︐

百
世
以
俟
�
人
而
不
惑
︒
質
諸
鬼﹅

神﹅

而
無
疑
︐
知
天
也
︒
百
世
以

俟
�
人
而
不
惑
︐
知
人
也
﹂
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
︒
ま
た
︑
楊

萬
里
﹁
易
外
傳
序
﹂
(﹃
�
齋
集
﹄
卷
八
十
)
に
は
﹁
易
之
爲
言
變
也
︐

故
︽
易
︾
者
�
人
�
變
之
書
也
︒
其
窮
理
盡
性
︐
其
正
心
修
身
︐

其
齊
家
治
國
︐
其
處
顯
︐
其
傃
窮
︐
其
居
常
︐
其
è
變
︐
其
參﹅

天﹅

地﹅

合﹅

鬼﹅

神﹅

︐
萬
事
之
變
方
來
︐
而
變
�
之
�
先
立
﹂
と
あ
る
︒

(17
)

原
�
﹁
�
修
﹂
は
︑﹁
離
騷
﹂
に
﹁
謇
吾
法
夫
�﹅

修﹅

兮
﹂
と
あ
り
︑﹃
�

o
﹄
五
臣
�
に
﹁
向
曰
：
⁝
⁝
�﹅

脩﹅

︐
謂
�
代
脩
n
�
德
之
人
﹂

と
す
る

(葉
瑛
)
︒

(18
)

一
家
の
言
を
な
す
者
が
後
世
の
�
人
を
待
つ
こ
と
は
︑﹃
�
記
﹄
太
�

公
自
序
に
﹁
凡
百
三
十


︐
五
十
二
萬
六
千
五
百
字
︐
爲
太
�
公

書
︒
序
略
︐
以
拾
�
補
蓺
︐
成
一
家
之
言
︐
厥
協
六
經
衣
傳
︐
整

齊
百
家
雜
語
︐
藏
之
名
山
︐
副
在
京
師
︐
俟
後
世
�
人
君
子
﹂
と

あ
る
︒

(19
)

原
�
﹁
一
獨
具
之
心
裁
﹂
は
︑
獨
自
の
見
識
・
S
斷
︒
本
卷
﹁
申
½
﹂

�

(9
)
參
照
︒

(20
)

原
�
﹁
�
書
½
處
士
而
Å
奸
雄
﹂
s
び
﹁
固
書
排
忠
k
而
Ë
�
闕
﹂
は
︑

劉
知
�
﹃
�
�
﹄
內


﹁
書
事
﹂
に
﹁
蓋
班
固
之
譏
司
馬
�
也
：

『論
大
�
則
先
黃
老
而
後
六
經
︐
序
é
俠
則
½﹅

處﹅

士﹅

而﹅

Å﹅

奸﹅

雄﹅

︐

営
貨
殖
則
崇
勢
利
而
羞
賤
貧
︐
此
其
R
z
也
﹄︒
印
傅
玄
之
貶
班

固
也
：
『論
國
體
則
Ë﹅

�﹅

闕﹅

而﹅

折﹅

忠﹅

臣﹅

︐
敍
世
敎
則
貴
取
容
而
賤

直
k
︐
営
時
務
則
謹
辭
違
而
略
事
實
︐
此
其
R
失
也
﹄︒
¯
馬
︑

班
二
�
︐
咸
擅
一
家
︐
而
各
自
彈
射
︐
互
相
瘡
痏
︒
夫
雖
自
卜
者

審
︐
而
自
見
爲
難
︐
可
謂
笑
他
人
之
未
工
︐
忘
己
事
之
已
拙
︒
上

智
 
其
若
此
︐
而
況
庸
庸
者
哉
﹂
と
あ
り
︑
同
書
外


﹁
忤
時
﹂

に
﹁
古
者
刊
定
一
�
︐
纂
成
一
家
︐
體
瓜
各
殊
︐
指
歸
咸
別
︒
夫

︽
尙
書
︾
之
敎
也
︐
以
駅
�
知
X
爲
�
︐︽
春
秋
︾
之
義
也
︐
以
ê

惡
勸
善
爲
先
︒︽
�﹅

記﹅

︾
則﹅

½﹅

處﹅

士﹅

而﹅

Å﹅

姦﹅

雄﹅

︐︽
漢﹅

書﹅

︾
則﹅

抑﹅

忠﹅

臣﹅

而﹅

Ë﹅

�﹅

闕﹅

︒
斯
竝
曩
賢
得
失
之
例
︐
良
�
是
非
之
準
︐
作
者
言

之
詳
矣
︒
頃
�
官
�
記
︐
多
取
稟
監
修
︐
楊
令
公
則
云
必
須
直
詞
︐

宗
尙
書
則
云
宜
多
隱
惡
︒
十
羊
九
牧
︐
其
事
難
行
︒
一
國
三
公
︐

C
從
焉
在
﹂
と
あ
る
︒

(21
)

原
�
﹁
子
莫
之
執
中
﹂
は
︑
時
宜
や
輕
重
を
考
慮
し
な
い
で
︑
機
械
"

『���義』內
五譯�
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に
中
閒
を
と
る
こ
と
︒﹃
孟
子
﹄
盡
心
上
に
﹁
孟
子
曰
：
楊
子
取

爲
我
︐
拔
一
毛
而
利
天
下
︐
不
爲
也
︒
墨
子
ë
愛
︐
ì
頂
放
踵
︐

利
天
下
爲
之
︒
子﹅

莫﹅

執﹅

中﹅

︒
執
中
爲
�
之
︐
執
中
無
權
︐
 
執
一

也
︒
R
惡
執
一
者
︐
爲
其
Ú
�
也
︐
舉
一
而
廢
百
也
﹂
と
あ
る
の

に
も
と
づ
く
︒
朱
�
は
﹁
子﹅

莫﹅

︐
⁝
⁝
知
楊
墨
之
失
中
也
︐
故
度

於
二
者
之
閒
而
執﹅

其﹅

中﹅

︒
⁝
⁝
權
︐
稱
錘
也
︐
R
以
稱
物
之
輕
重

而
取
中
也
︒
執
中
而
無
權
︐
則
膠
於
一
定
之
中
而
不
知
變
︐
是
亦

執
一
而
已
矣
﹂
と
い
う
︒
本
書
卷
四
﹁
質
性
﹂
に
も
﹁
子
莫
於
焉

執
中
︐
�
愿
於
焉
無
刺
也
﹂
と
あ
る

(
內


四
譯
�
︑
二
〇
六
頁
)
︒

(22
)

原
�
﹁
求
鄕
愿
之
無
刺
﹂
は
︑
批
S
を
!
け
る
た
め
う
わ
べ
を
V
德
者

の
よ
う
に
と
り
つ
く
ろ
い
︑
世
俗
に
う
ま
く
合
わ
せ
て
生
き
る
こ

と
︒﹃
論
語
﹄
陽
貨
に
﹁
子
曰
：
�﹅

原﹅

︐
德
之
Ú
也
﹂
と
あ
る
の

に
も
と
づ
く
︒﹃
孟
子
﹄
盡
心
下
に
は
﹁
孔
子
曰
：
�
我
門
而
不

入
我
室
︐
我
不
憾
焉
者
︐
其
惟
�﹅

原﹅

乎
︒
�﹅

原﹅

︐
德
之
Ú
也
︒
曰

：
何
如
斯
可
謂
之
�﹅

原﹅

矣
︒
曰
：
何
以
是
嘐
嘐
也
︐
言
不
í
行
︐

行
不
í
言
︐
則
曰
古
之
人
︐
古
之
人
︒
行
何
爲
踽
踽
涼
涼
︐
生
斯

世
也
︐
爲
斯
世
也
︐
善
斯
可
矣
︒
閹
然
媚
於
世
也
者
︐
是
�﹅

原﹅

也
︒

萬
違
曰
：
一
�
皆
稱
原
人
焉
︐
無
R
§
而
不
爲
原
人
；
孔
子
以
爲

德
之
Ú
︐
何
哉
︒
曰
：
非
之
無
舉
也
︐
刺
之
無﹅

刺﹅

也
︐
同
乎
液
俗
︐

合
乎
汚
世
︐
居
之
似
忠
信
︐
行
之
似
廉
î
︐
衆
皆
悅
之
︐
自
以
爲

是
︐
而
不
可
與
入
堯
︑
舜
之
�
︒
故
曰
︐
德
之
Ú
也
︒
孔
子
曰
：

惡
似
而
非
者
︒
惡
莠
︐
恐
其
亂
苗
也
︒
惡
佞
︐
恐
其
亂
義
也
︒
惡

利
口
︐
恐
其
亂
信
也
︒
惡
½
聲
︐
恐
其
亂
樂
也
︒
惡
紫
︐
恐
其
亂

朱
也
︒
惡
�﹅

原﹅

︐
恐
其
亂
德
也
︒
君
子
反
經
而
已
矣
︒
經
正
︐
則

庶
民
興
︒
庶
民
興
︐
斯
無
¡
慝
矣
﹂
と
あ
る
︒

(23
)

違
學
�
は
︑
�
學
の
﹁
液
別
﹂
へ
の
¹
識
が
必
�
だ
と
論
じ

(
�

(31
)

參
照
)
︑
世
閒
に
そ
の
こ
と
へ
の
¹
識
が
ð
い
こ
と
を
批
S
す
る
︒

こ
こ
も
そ
の
類
別
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
へ
の
批
S
の
一
³
で
あ

る
︒

(24
)

原
�
﹁
守
其
繩
墨
︐
以
待
後
人
之
論
定
﹂
は
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
下
﹂

に
﹁
三
代
以
下
︐
�
才
不
世
出
︐
而
謹﹅

守﹅

繩﹅

墨﹅

︐
待﹅

其﹅

人﹅

而﹅

後﹅

行﹅

︐

勢
之
不
得
不
然
也
﹂
と
あ
り

(
內


一
譯
�
︑
一
八
七
頁
)
︑
同



の
�
後
の
論
は
︑
本


と
內
容
が
重
な
っ
て
お
り
關
連
が
深
い
︒

�

(25
)・
(35
)
も
參
照
︒

(25
)

原
�
﹁
苟
非
其
人
︐
�
不
虛
行
﹂
に
類
す
る
表
現
は
︑
本
書
卷
一
﹁
書

敎
下
﹂
に
﹁︽
尙
書
︾
圓
而
神
︐
其
於
�
也
︐
可
謂
天
之
至
矣
︒

非﹅

其﹅

人﹅

不﹅

行﹅

︐
故
折
入
左
氏
︐
而
印
合
液
於
馬
︑
班
︐
蓋
自
劉
知

�
以
ñ
︐
莫
不
以
謂
書
敎
中
絕
︐
�
官
不
得
衍
其
緖
矣
﹂
と

(
內



一
譯
�
︑
一
八
九
頁
)
︑
本


と
同
�
旨
の
�
ò
に
お
い
て
用
い

ら
れ
て
い
る
︒

(26
)

原
�
﹁
�
才
不
世
出
﹂
は
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
上
﹂
に
﹁
良﹅

�﹅

之﹅

才﹅

︐

閒﹅

世﹅

一﹅

出﹅

︐
補
ç
救
,
︐
憊
且
不
荏
︒
非
後
人
學
識
不
如
�
人
︐

︽
周
官
︾
之
法
z
︐
而
︽
尙
書
︾
之
敎
絕
︐
其
勢
不
得
不
然
也
﹂

と
同
)
の
�
言
が
あ
り

(
內


一
譯
�
︑
一
七
二
頁
)
︑
同
﹁
書
敎

下
﹂
に
﹁
三
代
以
下
︐
�﹅

才﹅

不﹅

世﹅

出﹅

﹂
と
あ
る

(
�

(24
)
參
照
)
︒

(27
)

原
�
﹁
時
世
變
易
不
可
常
﹂
は
︑﹁
書
敎
下
﹂
に
﹁
夫
�
爲
記
事
之
書
︐

事﹅

萬﹅

變﹅

而﹅

不﹅

齊﹅

︐
�
�
屈
曲
而
C
如
其
事
︐
則
必
因
事
命


︐
不

爲
常
例
R
拘
︐
而
後
能
c
訖
自
如
︐
無
一
言
之
或
�
而
或
溢
也
﹂

と
︑
同
樣
の
�
ò
の
中
に
同
樣
の
�
言
が
あ
る

(
內


一
譯
�
︑
一

九
〇
頁
)
︒

(28
)

劉
向
・
劉
歆
・
揚
雄
・
賈
逵
の
﹃
�
記
﹄
に
つ
い
て
は
︑﹃
�
�
﹄
古

今
正
�
に
﹁︽
�﹅

記﹅

︾
R
書
︐
年
止
漢
武
︐
太
初
已
後
︐
闕
而
不
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錄
︒
其
後
劉﹅

向﹅

︑
向﹅

子﹅

歆﹅

s
諸
好
事
者
︐
若
馮
商
︑
衞
衡
︑
揚﹅

雄﹅

︑

�
岑
︑
梁
審
︑
肆
仁
︑
晉
馮
︑
段
肅
︑
金
丹
︑
馮
衍
︑
韋
融
︑
蕭

奮
︑
劉
恂
等
︐
相
ª
X
續
︐
ó
於
哀
︑
¬
閒
︐
 
名﹅

︽
�﹅

記﹅

︾﹂

と
あ
り
︑
賈
逵
に
つ
い
て
は
未
詳
だ
が
︑﹃
後
漢
書
﹄
北
海
靖
王

興
傳
に
﹁
臨
邑
侯
復
好
學
︐
能
�
違
︒
永
¬
中
︐
每
V
õ
學
事
︐

輒
令
復
典
掌
焉
︒
與
班
固
︑
賈﹅

逵﹅

共
営
漢﹅

�﹅

︐
傅
毅
等
皆
宗
事

之
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
上
﹂
に
は
﹁
固
書
斷
自

西
京
一
代
︐
y
孝
武
以
�
︐
不
用
�
�
︐
豈
將
爲
經
生
決
科
之
同

題
而
衣
�
乎
︒
必
謂
孝
武
以
後
︐
爲
固
之
自
X
︐
則
馮
商
︑
揚﹅

雄﹅

之
紀
︐
劉﹅

歆﹅

︑
賈﹅

護﹅

之
書
︐
皆
固
之
R
原
本
︐
其
書
後
人
不
見
︐

而
徒
以
R
見
之
�
�
︐
怪
其
盜
襲
焉
︐
可
謂
知
白
出
而
不
知
黑
入

者
矣
﹂
と
あ
り
︑﹁
賈
護
﹂
の
名
の
學
者
が
﹃
漢
書
﹄
儒
林
傳
に

見
え
る
が
︑﹁
賈
逵
﹂
の
P
り
と
す
る
說
も
あ
る

(
內


二
譯
�

(2
)︑﹁
言
公
上
﹂
�

(54
)
も
參
照
)
︒
嘉
業
堂
本
﹃
�
�
�
義
﹄

外


三
﹁
報
黃
大
兪
先
生
書
﹂
に
は
﹁
劉
歆
︑
賈﹅

護﹅

之
︽
漢
記
︾﹂

と
﹁
賈
逵
﹂
で
は
な
く
﹁
賈
護
﹂
と
し
て
い
る

(後
�

(30
)
を
參

照
)
︒

(29
)

李
尤
・
蔡
邕
・
盧
Ó
・
楊
彪
の
﹃
漢
記
﹄
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
�
苑
傳
に

﹁
李﹅

尤﹅

字
伯
仁
︐
廣
漢
雒
人
也
︒
少
以
�
違
顯
︒
和
�
時
︐
侍
中

賈
逵
薦
尤
V
相
如
︑
楊
雄
之
風
︐
召
詣
東
觀
︐
�
詔
作
賦
︐
拜
蘭

臺
令
�
︒
稍
�
︐
安
�
時
爲
諫
議
大
夫
︐
�
詔
與
謁
者
僕
射
劉
珍

等
俱
X﹅

漢﹅

記﹅

﹂
と
あ
り
︑
同
書
盧
Ó
傳
に
﹁
盧﹅

Ó﹅

字
子
幹
︐
涿
郡

涿
人
也
︒
⁝
⁝
拜
議
郞
︐
詔
與
馬
日
磾
︑
蔡﹅

邕﹅

︑
楊﹅

彪﹅

︑
韓
說
等

補﹅

續﹅

︽
漢﹅

紀﹅

︾﹂
と
あ
る
︒

(30
)

�
學
に
﹁
著
営
﹂
(一
家
の
學
)
と
﹁
比
類
﹂
の
業
と
の
兩
液
が
あ
り
︑

兩
者
が
相
補
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
嘉
業
堂
本
﹃
�
�
�
義
﹄

外


三
﹁
報
黃
大
兪
先
生
書
﹂
に
﹁
古
人
一
事
必
具
數
家
之
學
：

著﹅

営﹅

與﹅

比﹅

類﹅

兩﹅

家﹅

︐
其﹅

大﹅

�﹅

也﹅

︒
班
氏
X
︽
漢
書
︾
︐
爲
一
家
著

営
矣
；
劉
歆
︑
賈
護
之
︽
漢
記
︾
︐
其
比
類
也
︒
司
馬
X
︽
�
鑑
︾
︐

爲
一
家
著
営
矣
；
二
劉
范
氏
之
長
>
︐
其
比
類
也
︒
兩﹅

家﹅

本﹅

自﹅

相﹅

因﹅

︐
而﹅

不﹅

相﹅

妨﹅

Ø﹅

︒
拙
刻
︽
書
敎
︾


中
︐
R
謂
圓
神
方
智
︐
亦

此
)
也
︒
但
爲
比
類
之
業
者
︐
必
知
著
営
之
)
；
而
R
ª
比
之
材
︐

可
y
著
営
者
出
︐
得
R
憑
藉
︐
V
以
恣
其
縱
橫
變
¶
；
印
必
知
己

之
比
類
與
著
営
者
各
V
淵
源
︐
而
不
可
以
比
類
之
密
而
笑
著
営
之

或
V
R
駅
︐
比
類
之
整
齊
而
笑
著
営
之
V
R
敧
輕
敧
重
則
善
矣
︒

蓋
著
営
譬
之
韓
信
]
兵
︐
而
比
類
譬
之
蕭
何
轉
餉
︐
二
者
固
缺
一

而
不
可
；
而
其
人
之
才
︐
固
易
地
而
不
可
爲
良
者
也
﹂
と
あ
る
︒

(31
)

こ
の
兩
液
の
類
別
に
つ
い
て
︑
嘉
業
堂
刊
﹃
違
氏
�
書
﹄
卷
十
三
﹃
校

讎
�
義
外


﹄
R
收
﹁
論
修
�
籍
考
�
略
﹂
に
は
︑﹁
校
讎
之
學

與
著
錄
相
爲
表
裏
︐
校
讎
類
例
不
淸
︐
著
錄
F
無
原
委
︒
舊
例
以

二
十
一
家
之
言
同
列
正
�
︐
其
實
類
例
不
淸
︒
馬
�
乃
�
�
也
︒

梁
武
︽
�
�
︾︑
½
樵
︽
�
志
︾
之
類
屬
之
；
班
固
斷
代
專
門
之

書
也
︐
華
・
謝
・
范
・
沈
諸
家
屬
之
；
陳
︽
志
︾
分
國
之
書
也
︐

︽
十
六
國
春
秋
︾︽
九
國
志
︾
之
類
屬
之
；
南
北
�
斷
取
數
代
之
書

也
︐
歐
︑
薛
︽
五
代
︾
諸
�
屬
之
；︽
晉
書
︾︽
K
書
︾
︐
集
眾
官

修
之
書
也
︐
宋
︑
遼
︑
金
︑
元
︑
諸
�
屬
之
；
家
法
分
M
︐
庶
�

條
理
可
貫
︐
而
究
�
學
者
可
以
溯
源
液
矣
︒
他
若
>
年
︑
故
事
︑

職
官
︑
儀
�
之
類
︐
折
衷
歷
代
藝
�
︐
�
部
子
目
︐
以
ª
區
分
可

也
﹂
と
あ
る
︒

(32
)

原
�
﹁
百
國
寶
書
﹂
は
周
代
の
記
錄
の
こ
と
︒﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄
隱
公

第
一
題
下
駅
に
﹁
閔
因
敘
云
：
昔
孔
子
�
端
門
之
命
︐
制
︽
春

秋
︾
之
義
︐
y
子
夏
等
十
四
人
求
周
�
記
︐
得
百﹅

二﹅

十﹅

國﹅

寶﹅

書﹅

︐

『���義』內
五譯�

253



九
�
經
立
︒
⁝
⁝
周
�
而
言
寶﹅

書﹅

者
︐
寶
者
保
也
︐
以
其
可
世
世

傳
保
以
爲
戒
︐
故
云
寶﹅

書﹅

也
﹂
と
あ
る
︒
ª
�
も
參
照

(
內


四

譯
�
︑
二
一
八
頁
)
︒

(33
)

本
書
卷
四
﹁
黠
陋
﹂
に
は
﹁︽
左
︾︑︽
�
︾
之
於
�
︐
 
六
經
之
盈
営

也
︒︽
左
︾
因
百
國
寶
書
；︽
�
︾
因
︽
尙
書
︾︽
國
語
︾
s
︽
世

本
︾︽
國
策
︾︽
楚
漢
春
秋
︾
諸
記
載
︐
己
R
爲
者
十
之
一
︐
盈
営

R
存
十
之
九
也
﹂
と
あ
り

(
內


四
譯
�
︑
二
一
八
頁
)
︑
本
書
外



一
﹁
方
志
立
三
書
議
﹂
に
﹁︽
周
官
︾
外
�
掌
四
方
之
志
︐
�

謂
若
晉
之
︽
乘
︾
︐
楚
之
︽
檮
杌
︾
︐
魯
之
︽
春
秋
︾︒
是
一
國
之

�
︐
無
R
不
載
︐
乃
可
爲
一
 
之
�
之
R
取
裁
︒
夫
子
作
︽
春

秋
︾
︐
而
必
徵
百
國
寶
書
︐
是
其
義
矣
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
本
書

卷
二
﹁
言
公
上
﹂
に
は
﹁
夫
子
因
魯
�
而
作
︽
春
秋
︾
︐
孟
子
曰

：
其
事
齊
桓
︑
晉
�
︐
其
�
則
�
︐
孔
子
自
謂
竊
取
其
義
焉
耳
︒

載
筆
之
士
︐
V
志
︽
春
秋
︾
之
業
︐
固
將
惟
義
之
求
︐
其
事
與
�
︐

R
以
藉
爲
存
義
之
�
也
︒
世
之
譏
�
�
者
︐
責
其
裁
裂
︽
尙
書
︾︑

︽
左
氏
︾︑︽
國
語
︾︑︽
國
策
︾
之
�
︐
以
謂
割
裂
而
無
當
︹
自
�

：
出
蘇
M
允
︽
�
論
︾︺︒
世
之
譏
班
固
者
︐
責
其
孝
武
以
�
之
襲

�
書
︐
以
謂
盜
襲
而
無
恥
︹
自
�
：
出
½
漁
仲
︽
�
志
︾︺︒
此
則

�
不
�
乎
�
理
之
論
也
﹂
と
あ
る

(
內


二
譯
�

(2
)︑
七
二
～
七

三
頁
)
︒

(34
)

K
以
後
�
學
が
絕
え
た
と
す
る
違
學
�
の
考
え
は
︑
嘉
業
堂
刊
﹃
違
氏

�
書
﹄
外


卷
十
六
﹁
志
隅
自
敘
﹂
に
﹁
志
者
︐
�
之
一
隅
也
︒

獲
麟
而
後
︐
�
︑
固
極
著
作
之
能
︐
向
︑
歆
盡
條
别
之
理
︐
�
家

R
謂
規
矩
方
圓
之
至
也
︒
魏
︑
晉
︑
六
 
︐
時
得
時
失
︐
至﹅

K﹅

而﹅

�﹅

學﹅

絕﹅

矣﹅

︒
其
後
如
劉
知
�
︑
曾
鞏
︑
½
樵
︐
皆
良
�
才
︐
生
�

學
廢
絕
之
後
︐
能
推
古
人
大
體
︐
非
六
 
︑
K
︑
宋
諸
儒
R
能
測

識
︒
餘
子
則
V
似
於
�
而
非
�
︐
V
似
於
學
而
非
學
爾
︒
然
½
樵

V
�
識
而
未
V
�
學
︐
曾
鞏
具
�
學
而
不
具
�
法
︐
劉
知
�
得
�

法
而
不
得
�
)
︐
此
予
︽
�
�
�
義
︾
之
R
爲
作
也
﹂
と
示
さ
れ

て
い
る
︒

(35
)

�
學
が
失
わ
れ
︑
�
�
も
﹁
科
舉
之
¦
式
﹂﹁
胥
�
之
�
移
﹂
と
同
樣

に
頑
な
に
形
式
を
守
り
融
�
が
利
か
な
く
な
っ
た
こ
と
は
︑
本
書

卷
一
﹁
書
敎
下
﹂
に
﹁
後
�
失
班
�
之
)
︐
而
以
紀
︑
表
︑
志
︑

傳
︐
同
於
科﹅

舉﹅

之﹅

¦﹅

式﹅

︐
官﹅

府﹅

之﹅

�﹅

書﹅

︐
則
於
記
�
X
営
︐
兩
無

R
似
︐
而
古
人
著
書
之
宗
旨
︐
不
可
復
言
矣
︒
�
不
成
家
︐
而
事

�
皆
晦
︐
而
 
拘
守
成
法
︐
以
謂
其
書
固
祖
馬
而
宗
班
也
︐
而
�

學
之
失
傳
也
久
矣
﹂︑﹁
紀
傳
行
之
千
V
餘
年
︐
學
者
相
承
︐
殆
如

夏
�
冬
裘
︐
渴
飮
饑
食
︐
無
{
易
矣
︒
然
無
別
識
心
哉
︐
可
以
傳

世
行
X
之
具
︐
而
斤
斤
如
守
科﹅

舉﹅

之﹅

¦﹅

式﹅

︐
不
敢
稍
變
；
如
治
胥﹅

�﹅

之﹅

�﹅

書﹅

︐
繁
不
可
盈
﹂
と
あ
り

(
內


一
譯
�
︑
一
八
七
～
一
八

八
頁
)
︑
本
卷
﹁
申
½
﹂
に
﹁
自
�
︑
固
而
後
︐
�
家
旣
無
别
識
心

裁
︐
R
求
者
徒
在
其
事
其
�
︒
⁝
⁝
然
則
閏
其
R
論
︐
卽
一
切
科﹅

舉﹅

之
�
詞
︐
胥﹅

�﹅

之
�
籍
︐
其
M
白
無
疵
︐
確
實
V
據
︐
轉
覺
賢

於
�
︑
固
X
矣
﹂
と
あ
る

(
二
四
〇
頁
)
︒

(36
)

原
�
﹁
世
之
羣
怪
聚
罵
︐
指
目
牽
引
爲
言
詞
﹂
は
︑
柳
宗
元
﹁
答
韋
中

立
論
師
�
書
﹂
に
﹁
獨
韓
¡
奮
不
í
液
俗
︐
犯
笑
侮
︐
收
召
後
學
︐

作
師
說
︐
因
抗
顏
而
爲
師
︒
世
果
羣
怪
聚
駡
︐
指﹅

目﹅

牽﹅

引﹅

︐
而
增

與
爲﹅

言﹅

辭﹅

﹂
と
あ
る
︒

(37
)

『莊
子
﹄
天
]
に
﹁
故
禮
義
法
度
者
︐
應
時
而
變
者
也
︒
今
取
猨
狙
而

衣
以
周
公
之
Ö
︐
彼
必
齕
齧
挽
裂
︐
盡
去
而
後
慊
︒
觀
古
今
之
衣
︐

 
e
狙
之
衣
乎
周
公
也
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
原
�
﹁
猵
狙
﹂
は
こ

の
﹁
e
狙
﹂
の
P
り
か
︒﹁
猵
狙
﹂
は
猿
に
似
る
と
さ
れ
る
想
宴

東 方 學 報
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上
の
動
物
で
︑﹃
莊
子
﹄
齊
物
論
に
﹁
猨
︐
猵﹅

狙﹅

以
爲
雌
﹂
と
あ

る
︒

(38
)

原
�
﹁
六
經
皆
�
﹂︒﹁
�
﹂
は
官
に
よ
る
記
錄
の
こ
と
︒
本
書
卷
一

﹁
易
敎
上
﹂
�

(1
)
參
照
︒

(39
)

こ
の
�
後
の
﹁
�
﹂
と
﹁
器
﹂
は
︑
本
書
卷
二
﹁
原
�
中
﹂
に
﹁︽
易
︾

曰
：
『形
而
上
者
謂
之
�
︐
形
而
下
者
謂
之
器
﹄︒
�﹅

不
離
器﹅

︐
 

影
不
離
形
︒
後
世
Ö
夫
子
之
敎
者
自
六
經
︐
以
謂
六
經
載
�
之
書

也
︐
而
不
知
六
經
皆
器﹅

也
︒
⁝
⁝
三
代
以
�
︐
⁝
⁝
夫
子
営
六
經

以
訓
後
世
︐
亦
謂
先
�
先
王
之
�﹅

不
可
見
︐
六
經
卽
其
器﹅

之
可
見

者
也
︒
後
人
不
見
先
王
︐
當
據
可
守
之
器﹅

而
思
不
可
見
之
�﹅

︒
故

表
違
先
王
政
敎
︐
與
夫
官
司
典
守
以
示
人
︐
而
不
自
著
爲
說
︐
以

致
離
器﹅

言
�﹅

也
︒
夫
子
自
営
︽
春
秋
︾
之
R
以
作
︐
則
云
：
我
欲

託
之
空
言
︐
不
如
見
諸
行
事
之
深
切
著
M
︒
則
政
敎
典
違
︐
人
倫

日
用
之
外
︐
{
無
别
出
著
営
之
�﹅

︐
亦
已
M
矣
︒
⁝
⁝
夫
天
下
豈

V
離
器﹅

言
�﹅

︐
離
形
存
影
者
哉
︒
彼
舍
天
下
事
物
︑
人
倫
日
用
︐

而
守
六
籍
以
言
�﹅

︐
則
固
不
可
與
言
夫
�﹅

矣
﹂
と
あ
る

(
內


二

譯
�

(2
)︑
二
六
九
～
二
七
〇
頁
)
︒

(40
)

原
�
﹁
我
欲
託
之
空
言
︐
不
如
見
諸
行
事
之
深
切
著
M
﹂
は
︑﹃
�
記
﹄

太
�
公
自
序
に
も
と
づ
く
︒
�
�
R
引
の
﹁
原
�
中
﹂
の
ほ
か
︑

本
書
卷
二
﹁
言
公
上
﹂
に
も
﹁
作
�
貴
知
其
)
︐
非
同
於
掌
故
︐

µ
求
事
�
之
末
也
︒
夫
子
曰
：
『我
欲
託
之
空
言
︐
不
如
見
諸
行

事
之
深
切
著
M
也
﹄︒
此
則
�
氏
之
宗
旨
也
︒
苟
足
取
其
義
而
M

其
志
︐
而
事
ª
�


︐
未
嘗
分
居
立
言
之
功
也
﹂
と
あ
る

(
內



二
譯
�

(2
)︑
七
三
～
七
四
頁
)
︒

(41
)

『論
語
﹄
泰
伯
に
﹁
曾
子
V
疾
︐
孟
敬
子
問
之
︒
曾
子
言
曰
：
鳥
之
將

死
︐
其
鳴
也
哀
︒
人
之
將
死
︐
其
言
也
善
︒
君
子
R
貴
乎
�
者
三
︒

動
容
貌
︐
斯
X
暴
慢
矣
︒
正
顏
色
︐
斯
�
信
矣
︒
出
辭
氣
︐
斯
X

鄙
倍
矣
︒
籩﹅

豆﹅

之﹅

事﹅

︐
則﹅

V﹅

司﹅

存﹅

﹂
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
︒
ま

た
本
書
卷
三
﹁
�
釋
﹂
に
﹁
夫
子
曰
：
民
可
y
由
之
︐
不
可
y
知

之
︒
先
王
�
法
︐
非
V
二
也
︐
卿
士
︑
大
夫
能
論
其
�
︐
而
府
�

µ
守
其
法
；
人
之
知
識
︐
V
可
y
能
與
不
可
y
能
爾
︒
非
府
�
R

守
之
外
︐
别
V
先
王
之
�
也
︒
夫
子
曰
：
俎
豆
之
事
︐
則
嘗
聞
之

矣
︒
曾
子
乃
曰
：
君
子
R
貴
乎
�
者
三
︒
籩﹅

豆﹅

之﹅

事﹅

︐
則﹅

V﹅

司﹅

存﹅

︒

非
曾
子
之
言
衣
於
夫
子
也
︐
夫
子
推
其
�
︐
曾
子
恐
人
泥
其
法
也
︒

子
貢
曰
：
�
武
之
�
︐
未
�
於
地
︐
在
人
︒
夫
子
焉
不
學
︐
亦
何

常
師
之
V
︒
入
太
á
︐
每
事
問
︒
則
V
司
賤
役
︐
巫
祝
百
工
︐
皆

夫
子
之
R
師
矣
︒
問
禮
問
官
︐
豈
非
學
於
掌
故
者
哉
︒
故
�
不
可

以
空
銓
︐
�
不
可
以
空
著
﹂
と
あ
る

(
內


三
譯
�
︑
二
四
〇
頁
)
︒

答
客
問
中

【
成
立
年
代
︼

｢答
客
問
上
﹂
を
參
照
︒

客
曰
：
孔
子
自
謂
﹁
営
而
不
作
︐
信
而
好
古
﹂︒
印
曰
：
｢好
古
敏
以
求

之
﹂︒
夏
殷
之
禮
︐
夫
子
能
言
︐
然
而
無
徵
不
信
︐
慨
於
�
獻
之
不
足
也
︒
今

先
生
謂
作
者
V
義
旨
︐
而
籩
豆
器
數
︐
不
爲
瑣
瑣
焉
︐
毋
乃
悖
於
夫
子
之
敎
歟
︒

馬
氏
︽
�
考
︾
之
詳
備
︐
½
氏
︽
�
志
︾
之
疎
舛
︐
三
尺
越
子
R
知
也
︒
先
生

獨
取
其
義
旨
︐
而
不
責
其
實
用
︐
Z
欲
申
½
而
屈
馬
︐
其
說
不
�
於
ç
耶
︒

客
が
¯
ね
た
︒
孔
子
は
自
身
に
つ
い
て
﹁
営
べ
て
作
ら
ず
︑
信
じ
て
古
を
好

む
﹂
(﹃
論
語
﹄
営
而
)
と
言
い
︑
ま
た
﹁
古
を
好
み
敏
に
し
て
以
て
之
を
求
む
﹂

『���義』內
五譯�
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(同
上
)
と
言
い
ま
し
た
︒
夏
や
殷
の
禮
に
つ
い
て
︑
孔
子
は
說
M
す
る
こ
と
は

で
き
ま
し
た
が
︑
證
據
が
な
く
信
用
さ
れ
な
い
た
め(1
)
︑
書
物
と
賢
者
の
不
足
を

歎
き
ま
し
た

(﹃
論
語
﹄
八
佾
)
︒
今
︑
先
生
が
︑
作
者

(
著
作
す
る
者
)
に
は
�

義
�
張
が
あ
る
べ
き
で
︑
籩
豆
・
器
數(

2
)
と
い
っ
た
瑣
末
な
こ
と
に
は
か
か
ず
ら

わ
な
い
と
言
わ
れ
る
の
は
︑
孔
子
の
敎
え
に
背
く
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒

馬
氏

(馬
端
臨
)
﹃
�
考
﹄
が
詳
細
で
完
備
し
て
お
り
︑
½
氏

(½
樵
)
﹃
�
志
﹄

が
疎
略
で
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
は
︑
小
さ
な
子
ど
も
で
も
わ
か
る
こ
と
で
す
︒

先
生
が
た
だ
�
旨
の
み
を
重
ん
じ
︑
實
用
を
求
め
ず
︑
そ
の
結
果
︑
½
氏
を
持

ち
上
げ
馬
氏
を
斥
け
る
の
は
︑
ç
っ
た
見
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

違
子
曰
：
天
下
之
言
︐
各
V
攸
當
；
經
傳
之
言
︐
亦
若
是
而
已
矣
︒
讀
古

人
之
書
︐
不
能
會
�
其
旨
︐
而
徒
執
其
疑
似
之
說
︐
以
爭
�
於
一
隅
︐
則
一
隅

之
言
︐
不
可
�
用
也
︒
天
下
V
比
ª
之
書
︐
V
獨
斷
之
學
︐
V
考
索
之
功
︐
三

者
各
V
R
�
︐
而
不
能
相
�
︒
六
經
之
於
典
籍
也
︐
 
天
之
V
日
�
也
︒
讀

︽
書
︾
如
無
︽
詩
︾
︐
讀
︽
易
︾
如
無
︽
春
秋
︾
︐
雖
�
人
之
籍
︐
不
能
於
一
書

之
中
︐
備
數
家
之
攻
︹
一
︺

索
也
︒︽
易
︾
曰
﹁
不
可
爲
典
�
﹂
︐
而
︽
書
︾
則
ç

言
﹁
辭
尙
體
�
﹂
焉
；
讀
︽
詩
︾
不
以
辭
Ø
志
︐
而
︽
春
秋
︾
則
正
以
一
言
定

是
非
焉
︒
向
令
執
龍
血
鬼
車
之
象
︐
而
徵
粵
若
稽
古
之
�
︐
託
熊
蛇
魚
旐
之
夢
︐

以
紀
春
王
正
�
之
令
︐
則
�
人
之
業
荒
︐
而
治
經
之
旨
悖
矣
︒
若
云
好
古
敏
求
︐

�
獻
徵
信
︐
吾
不
謂
§
行
�
言
可
以
滅
裂
也
︒
多
聞
而
V
R
擇
︐
\
學
而
�
於

á
︐
其
R
取
者
V
以
自
命
︐
而
不
可
槪
以
成
說
相
拘
也
︒
大
�
既
隱
︐
諸
子
爭

鳴
︐
皆
得
先
王
之
一
端
︐
莊
生
R
謂
﹁
耳
目
口


︐
皆
V
R
M
︐
不
能
相
�
﹂

者
也
︒
目
察
秋
毫
︐
而
不
能
見
雷
霆
；
耳
辨
五
g
︐
而
不
能
窺
泰
山
︒
謂
耳
目

之
V
能
V
不
能
︐
則
可
矣
；
謂
耳
聞
目
見
之
不
足
爲
雷
霆
山
嶽
︐
其
可
乎
︒

〔一
︺﹁
攻
﹂
︐
嘉
業
堂
本
同
︐
貴
陽
本
︑
粤
�
堂
本
均
作
﹁
攷
﹂︒

違
先
生
は
答
え
た
︒
天
下
の
言
論
に
は
そ
れ
ぞ
れ
C
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒

經
傳
の
�
言
と
い
え
ど
も
そ
れ
は
同
じ
で
あ
る
︒
古
人
の
書
物
を
讀
み
な
が
ら
︑

そ
れ
ら
の
內
容
す
べ
て
を
�
じ
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
た
だ
自
身
の
似
て

非
な
る
說
に
固
執
し
て
︑
一
隅
に
お
い
て
�
ち
を
收
め
よ
う
と
す
る
だ
け
な
ら
︑

そ
の
よ
う
な
一
隅
の
議
論
は
到
底
y
い
も
の
に
な
ら
な
い
︒
天
下
に
は
分
類
排

列
の
書
が
あ
り
︑
獨
斷
の
學
が
あ
り
︑
考
證
の
業
が
あ
る
︒
三
者
は
そ
れ
ぞ
れ

�
眼
と
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
相
互
に
�
用
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い(3
)
︒
六
經

が
群
書
の
う
ち
に
占
め
る
地
位
は
︑
天
に
お
け
る
日
�
と
同
樣
で
あ
る
︒
そ
れ

で
も
︑﹃
書
﹄
を
讀
む
際
に
は
あ
た
か
も
﹃
詩
﹄
な
ど
存
在
し
な
い
か
の
よ
う

に
︑﹃
易
﹄
を
讀
む
際
に
は
あ
た
か
も
﹃
春
秋
﹄
な
ど
存
在
し
な
い
か
の
よ
う

に
す
る
の
は(4
)
︑
た
と
え
�
人
の
修
め
た
書
物
で
あ
っ
て
も
︑
一
書
の
う
ち
に
お

い
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
の
x
求
に
備
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

﹃
易
﹄
に
は
﹁
不
變
の
基
準
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
言
う
一
方
︑﹃
書
﹄

に
は
か
え
っ
て
﹁
言
葉
は
基
準
が
あ
る
こ
と
を
重
ん
じ
る
﹂
と
說
き(5
)
︑﹃
詩
﹄

を
讀
む
際
に
は
﹁
言
葉
に
拘
っ
て
)
圖
を
見
損
な
う
べ
き
で
は
な
い
﹂
と
し
な

が
ら(6
)
︑﹃
春
秋
﹄
は
ま
さ
し
く
一
言
に
よ
っ
て
是
非
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
︒

假
に

(﹃
易
﹄
の
)
龍
の
血
や
鬼
の
車
と
い
っ
た
象
�
を
用
い
て(7
)
︑
(﹃
書
﹄
の
)

﹁
粵
若
稽
古
﹂
の
よ
う
な
�
違
に
つ
い
て
檢
證
し
た
り(8
)
︑
(﹃
詩
﹄
の
)
熊
・
蛇
・

魚
・
旐

(龜
と
蛇
を
描
い
た
旗
)
と
い
っ
た
占
夢

(
と
い
う
か
た
ち
)
を
借
り
て(9
)
︑

(﹃
春
秋
﹄
の
)
﹁
春
王
正
�
﹂
の
よ
う
な
政
令
に
つ
い
て
記
錄
し
た
り
す
れ
ば(10
)
︑

�
人
の
事
業
を
荒
廢
さ
せ
︑
經
書
を
學
ぶ
�
旨
に
È
背
す
る
こ
と
に
な
る
︒

﹁
古
を
好
み
敏
に
し
て
求
む
﹂
と
か
﹁
�
獻
﹂
に
よ
っ
て
檢
證
す
る
と
か
い
っ

た

(孔
子
の
)
言
葉
を

(あ
な
た
は
)
持
ち
出
し
た
が
︑
私
は
何
も
§
行
�
言
を

蔑
ろ
に
し
て
か
ま
わ
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い(11
)
︒
た
だ
︑
多
く
を
聞

い
て
o
擇
し
︑
\
く
學
ん
で
�
á
す
る
際
に
も(12
)
︑
そ
の
取
}
は
自
ら
の
S
斷
に

よ
り
︑
一
槪
に
既
成
の
說
に
拘
泥
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
大
い
な
る
�
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は
す
で
に
隱
れ(
13
)
︑
諸
子
は
競
っ
て
說
を
唱
え
︑
お
の
お
の
得
る
も
の
は
先
王
の

�
の
一
端
だ
け
と
な
っ
て
︑
莊
生
の
言
う
﹁
耳
・
目
・
口
・


は
︑
そ
れ
ぞ
れ

に
知
覺
す
る
對
象
が
あ
り
︑
互
い
に
�
じ
合
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
い

う
V
樣
と
な
っ
た(
14
)
︒
目
は
細
い
毛
先
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
て
も
︑
雷
鳴

(の
大
き
な
g
)
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
︑
耳
は
五
g
の
g
¦
を
聞
き
分
け

る
こ
と
は
で
き
て
も
︑
泰
山

(の
大
き
な
Æ
)
を
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

そ
れ
を
︑
耳
目
に
は
そ
れ
ぞ
れ
で
き
る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
と
言
う

な
ら
よ
い
が
︑
耳
で
聞
い
た
り
目
で
見
た
り
で
き
て
も
雷
鳴
や
山
嶽
の
存
在
は

¹
め
ら
れ
な
い
と
言
え
ば
︑
お
か
し
な
こ
と
で
は
な
い
か
︒

由
漢
氏
以
來
︐
學
者
以
其
R
得
︐
託
之
X
営
以
自
表
見
者
︐
蓋
不
少
矣
︒

高
M
者
多
獨
斷
之
學
︐
沉
潛
者
尙
考
索
之
功
︐
天
下
之
學
-
︐
不
能
不
具
此
二

p
︒
譬
 
日
晝
而
�
夜
︐
暑
夏
而
�
冬
︐
以
之
推
代
而
成
歲
功
︐
則
V
相
需
之

益
；
以
之
自
封
而
立
畛
域
︐
則
V
兩
傷
之
,
︒
故
馬
︑
班
�
祖
︐
而
伏
︑
½
經

師
︐
�
乎
其
地
而
弗
能
爲
良
︐
亦
竝
行
其
�
而
不
相
爲
背
者
也
︒
y
伏
︑
½
共

�
一
經
︐
必
V
牴
牾
之
病
；
y
馬
︑
班
同
修
一
�
︐
必
V
矛
盾
之
�
︒
以
此
知

專
門
之
學
︐
未
V
不
孤
行
其
)
︐
雖
y
同
儕
爭
之
而
不
疑
︐
舉
世
非
之
而
不
í
︒

此
�
�
之
R
以
必
欲
傳
之
其
人
︐
而
班
固
之
R
以
必
待
馬
融
�
業
於
其
女
弟
︐

然
後
其
學
始
顯
也
︒
�
書
V
徐
廣
︑
裴
駰
諸
家
傳
其
業
︐
固
書
V
Ö
虔
︑
應
劭

諸
家
傳
其
業
；
專
門
之
學
︐
口
ã
心
傳
︐
不
啻
經
師
之
V
違
句
矣
︒
然
則
︽
春

秋
︾
經
世
之
)
︐
必
V
�
字
之
R
不
可
得
而
詳
︐
繩
墨
之
R
不
可
得
而
準
︒
而

今
之
學
者
︐
凡

古
人
獨
斷
之
著
営
︐
於
)
V
不
愜
︐
囂
然
紛
c
而
攻
之
︐
亦

見
其
好
議
論
而
不
求
成
功
矣
︒

漢
代
以
影
︑
學
問
を
す
る
者
が
そ
の
學
び
得
た
と
こ
ろ
を
著
営
に
託
し
て
世

に
顯
れ
た
例
は
︑
決
し
て
少
な
く
な
い
︒
才
知
に
富
ん
だ
者
は
獨
斷
の
學
を
喜

び
︑
じ
っ
く
り
考
え
る
者
は
考
證
の
業
を
尙
ぶ(15
)
︒
天
下
の
學
-
は
︑
こ
の
二
つ

の
方
法
の
い
ず
れ
を
も
缺
く
こ
と
が
で
き
な
い
︒
そ
れ
は
譬
え
て
み
れ
ば
︑
日

が
昇
れ
ば
晝
で
�
が
出
れ
ば
夜
︑
暑
く
な
れ
ば
夏
で
�
く
な
れ
ば
冬
と
い
う
よ

う
な
も
の
で
︑
そ
の
よ
う
に
�
替
し
て
一
年
の
周
=
を
完
成
さ
せ
る
な
ら
︑
相

俟
っ
て
利
益
を
も
た
ら
す
が
︑
お
の
お
の
境
界
を
か
ぎ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域

に
不
動
で
い
る
な
ら
ば
︑
Ø
し
合
っ
て
,
Ø
を
生
む
︒
ゆ
え
に
︑
司
馬
�
・
班

固
の
よ
う
な
�
學
の
開
祖
︑
伏
�
・
½
玄
の
よ
う
な
經
學
の
大
師
は
︑
立
場
を

入
れ
替
え
て
も
う
ま
く
い
か
な
い
反
面(16
)
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
�
を
竝
び
Å
ん
で
︑
互

い
に
對
立
す
る
こ
と
は
な
い(17
)
︒
も
し
も
伏
�
と
½
玄
が
共
同
で
一
つ
の
經
に
�

を
施
し
た
と
し
た
ら
︑
き
っ
と
抵
觸
の
,
は
免
れ
な
い
だ
ろ
う
し
︑
も
し
も
司

馬
�
と
班
固
が
共
同
で
一
つ
の
�
書
を
ま
と
め
た
と
し
た
ら
︑
き
っ
と
衝
突
の

Ø
は
!
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
專
家
の
學
問
は
常
に
自
分
一
人

で
そ
の
)
圖
を
實
行
に
移
す
も
の
で
あ
り(18
)
︑
仲
閒
と
論
爭
し
て
も
惑
わ
ず
︑
世

閒
か
ら
非
難
さ
れ
て
も
氣
に
か
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒
こ

れ
こ
そ
司
馬
�
が

(﹃
�
記
﹄
を
)
然
る
べ
き
人
物
に
傳
え
よ
う
と
し(19
)
︑
ま
た
班

固
が
後
に
馬
融
に
よ
り
そ
の
妹

(班
昭
)
の
も
と
で

(﹃
漢
書
﹄
が
)
學
ば
れ
る

の
を
待
っ
て(20
)
︑
そ
う
し
て
は
じ
め
て
彼
ら
の
�
學
が
世
に
顯
れ
た
理
由
で
あ
る
︒

司
馬
�
の
書
に
つ
い
て
は
徐
廣
︑
裴
駰
ら
諸
家
が
そ
の
學
問
を
傳
え
︑
班
固
の

書
に
つ
い
て
は
Ö
虔
︑
應
劭
ら
諸
家
が
そ
の
學
問
を
傳
え
た(21
)
︒
專
門
の
學
が
︑

口
頭
で
ã
け
心
で
�
け
繼
が
れ
る
の
は
︑
經
師
の
違
句
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
︒

と
す
れ
ば
︑﹃
春
秋
﹄
に
お
け
る
世
を
治
め
よ
う
と
の
)
圖
に
も(22
)
︑
き
っ
と
�

字
で
は
詳
ら
か
に
で
き
ず
︑
規
範
で
は
律
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
部
分
が
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
今
學
問
を
す
る
者
は
︑
古
人
の
獨
斷
の

(
獨
力
で
も
の
ご
と
を
S
斷
し

た
獨
斷
の
學
の
)
著
営
で
︑
心
に
満
足
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
出
�
う
た
び
に
︑

や
い
や
い
と
あ
ち
こ
ち
で
立
ち
上
が
っ
て
は
�
句
を
つ
け
る
︒
(そ
の
よ
う
な
輩

は
�
體
を
�
じ
合
わ
せ
て
S
斷
で
き
な
い
ば
か
り
で
は
な
く
︑
)
た
だ
批
t
を
好
む
ば
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か
り
で
效
用
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
ろ
う
︒

若
夫
比
ª
之
書
︐
則
掌
故
令
�
之
孔
目
︐
�
書
記
�
之
成
格
︐
其
原
雖
本

�
下
之
R
藏
︐
其
用
止
於
備
稽
檢
而
供
采
︹
一
︺

擇
︐
初
無
他
奇
也
︒
然
而
獨
斷

之
學
︐
非
是
不
爲
取
裁
；
考
索
之
功
︐
非
是
不
爲
按
據
︒
如
旨
酒
之
不
離
乎
糟

粕
︐
嘉
禾
之
不
離
乎
糞
土
︐
是
以
職
官
︑
故
事
︑
案
牘
︑
圖
牒
之
書
︐
不
可
輕

議
也
︒
然
獨
斷
之
學
︐
考
索
之
功
欲
其
智
︐
而
比
ª
之
書
欲
其
愚
︒
亦
 
酒
可

實
±
彜
︐
而
糟
粕
不
可
實
±
彜
；
禾
可
登
簠
簋
︐
而
糞
土
不
可
登
簠
簋
︐
理
至

M
也
︒
古
人
云
：
｢言
之
不
�
︐
行
之
不
X
﹂︒﹁
�
不
�
馴
︐
薦
紳
先
生
難
言

之
﹂︒
爲
職
官
︑
故
事
︑
案
牘
︑
圖
牒
之
難
以
萃
合
而
行
X
也
︐
於
是
V
比
ª

之
法
︒
不
名
家
學
︐
不
立
識
解
︐
以
之
整
齊
故
事
︐
而
待
後
人
之
裁
定
︐
是
則

比
ª
欲
愚
之
效
也
︒
舉
而
登
諸
著
作
之
堂
︐
亦
自
標
名
爲
家
學
︐
談
何
容
易
¡
︒

且
班
固
之
才
︐
可
謂
至
矣
︒
然
其
與
陳
宗
︑
尹
敏
之
徒
︐
X
︽
世
祖
本
紀
︾
與

︽
怨
市
︾︑︽
¬
林
︾
諸
列
傳
︐
不
能
與
︽
漢
書
︾
竝
立
︐
而
必
以
范
蔚
宗
書
爲

正
宗
︒
則
集
眾
官
修
之
故
事
︐
與
專
門
獨
斷
之
�
裁
不
相
綴
屬
印
M
矣
︒

〔一
︺﹁
采
﹂
︐
廬
江
何
氏
鈔
本
作
﹁
J
﹂︒

分
類
排
列
の
書
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
そ
れ
は
掌
故
や
令
�
の
記
し
た
條
項(23
)
︑

帳
�
や
c
居
�
の
樣
式
と
同
じ
で
あ
っ
て
︑
そ
の
c
源
は
�
下
の
�
の
管
理
し

て
い
た
�
書
に
d
る
と
は
い
え(
24
)
︑
そ
の
利
用
目
"
は
檢
索
に
備
え
J
擇
に
供
す

る
に
と
ど
ま
り
︑
も
と
も
と
そ
れ
以
外
に
特
筆
す
べ
き
點
が
あ
る
わ
け
で
は
な

い
︒
し
か
し
獨
斷
の
學
も
そ
れ
を
缺
い
て
は
裁
斷
の
下
し
よ
う
が
な
い
し
︑
考

證
の
業
も
そ
れ
を
缺
い
て
は
根
據
の
求
め
よ
う
が
な
い
︒
譬
え
る
な
ら
︑
旨
い

酒
が
糟
粕
と
切
り
離
せ
ず
︑
好
い
榖
物
が
糞
土
と
切
り
離
せ
な
い
よ
う
な
も
の

だ
︒
だ
か
ら
官
制
・
故
實
・
公
�
・
圖
�
と
い
っ
た
�
書
も
輕
ん
じ
る
こ
と
は

で
き
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
獨
斷
の
學
や
考
證
の
業
が
聰
M
で
あ
る
こ
と
を

�
す
る
の
に
對
し
︑
分
類
排
列
の
書
は
愚
鈍
で
あ
る
こ
と
を
�
す
る
︒
再
び
譬

え
る
な
ら
︑
酒
は
±
や
彜

(
と
い
っ
た
祭
器
)
に
d
み
滿
た
し
て
獻
ず
る
こ
と
が

で
き
る
が
︑
糟
粕
は
そ
う
は
で
き
ず
︑
榖
物
は
簠
や
簋

(と
い
っ
た
祭
器
)
に

盛
っ
て
供
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
糞
土
は
そ
う
は
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
で
︑

そ
の
�
理
は
至
っ
て
M
白
で
あ
る
︒
古
人
は
﹁
言
葉
に
�
�
が
な
け
れ
ば
X
く

傳
わ
ら
な
い
﹂
(﹃
左
傳
﹄
襄
公
二
十
五
年
)
︑﹁
�
違
が
典
�
で
な
け
れ
ば
士
大
夫

は
口
に
し
た
が
ら
な
い
﹂
(﹃
�
記
﹄
五
�
本
紀
論
讚
)
と
言
っ
た
︒
官
制
・
故

實
・
公
�
・
圖
�
は
寄
せ
集
め
て
長
く
�
す
こ
と
が
難
し
い
た
め
︑
分
類
排
列

の
方
法
が
生
ま
れ
た
︒
一
家
の
學
を
名
の
る
で
も
な
く
︑
獨
自
の
見
解
を
立
て

る
で
も
な
く
︑
記
錄
を
整
理
し
て
お
い
て
︑
後
人
の
裁
定
に
待
つ
︒
こ
こ
に
分

類
排
列
を
愚
鈍
に
行
う
こ
と
の
效
能
が
あ
る
︒
そ
れ
を
引
き
上
げ
て
著
作
の
殿

堂
に
竝
べ
︑
一
家
の
學
と
し
て
自
身
の
名
を
冠
す
る
な
ど
︑
そ
れ
ほ
ど
容
易
な

こ
と
と
言
え
よ
う
か
︒
そ
れ
に
︑
班
固
の
才
能
は
申
し
分
な
い
も
の
だ
が
︑
彼

が
陳
宗
・
尹
敏
ら
と
と
も
に
X
営
し
た
﹃
世
祖
本
紀
﹄
や
﹁
怨
市
﹂﹁
¬
林
﹂

等
の
諸
列
傳
は(25
)
︑﹃
漢
書
﹄
と
竝
び
立
つ
こ
と
は
で
き
ず
︑
ど
う
し
て
も
范
曄

の
﹃
後
漢
書
﹄
を
正
瓜
と
す
る
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑
多
人
數
で
>
纂
さ
れ

た
官
X
の
古
記
錄
は
︑
專
家
の
獨
力
の
S
斷
に
か
か
る
�
書
と

(斷
絕
が
あ
り
)

連
續
し
て
い
な
い
こ
と
は
︑
こ
の
こ
と
か
ら
も
M
ら
か
で
あ
ろ
う(26
)
︒

自
是
以
來
︐
源
液
既
失
︐
½
樵
無
考
索
之
功
︐
而
︽
�
志
︾
足
以
M
獨
斷

之
學
︐
君
子
於
斯
V
取
焉
︒
馬
貴
與
無
獨
斷
之
學
︐
而
︽
�
考
︾
不
足
以
成
比

ª
之
功
︐
謂
其
智
既
無
R
取
︐
而
愚
之
爲
�
︐
印
V
未
盡
也
︐
且
其
就
︽
�

典
︾
而
多
分
其
門
類
︐
取
I
�
檢
耳
；
因
�
志
而
裒
集
其
論
議
︐
易
於
折
衷
耳
︒

此
乃
經
生
決
科
之
策
括
︐
不
敢
抒
一
獨
得
之
見
︐
標
一
法
外
之
)
︐
而
奄
然
媚

世
爲
鄉
愿
︐
至
於
古
人
著
書
之
義
旨
︐
不
可
得
聞
也
︒
俗
學
I
其
類
例
之
易
¯
︐
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喜
其
論
說
之
¬
善
︐
相
與
翕
然
�
稱
之
︐
而
不
知
著
作
源
液
之
無
似
︒
此
嘔
啞

6
哳
之
曲
︐
R
以
屬
和
萬
人
也
︒

そ
れ
以
影
に
な
る
と
︑
著
作
の
源
と
液
れ
は
見
失
わ
れ
た
︒
½
樵
に
は
考
證

の
業
は
な
い
が
︑﹃
�
志
﹄
は
獨
斷
の
學
を
M
ら
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
で
あ
り
︑
ゆ
え
に
君
子
も
そ
こ
か
ら
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
馬
端
臨
に
は
獨

斷
の
學
も
な
い
う
え
に
︑﹃
�
考
﹄
は
分
類
排
列
の
業
を
完
Z
す
る
に
は
不
十

分
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
聰
M
と
い
う
點
に
つ
い
て
は
取
る
べ
き
と
こ
ろ
が
な
い

う
え
に
︑
愚
鈍
で
あ
る
仕
方
に
お
い
て
も
不
園
底
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
に
︑

(﹃
�
考
﹄
が
)
﹃
�
典
﹄
に
據
り
つ
つ
多
く
門
類
を
分
け
て
い
る
こ
と
は
︑
檢
索

に
I
利
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
し(
27
)
︑
�
志
に
も
と
づ
い
て
廣
く
議
論
を
集
め
て
い

る
こ
と
も
︑
折
衷
が
容
易
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
︒
こ
れ
は
つ
ま
り
�
驗
生
が
科

擧
に
合
格
す
る
た
め
の
參
考
書
の
よ
う
な
も
の
で(28
)
︑
獨
自
に
獲
得
し
た
見
解
の

一
つ
も
営
べ
よ
う
と
せ
ず
︑
規
則
の
外
に
あ
る
含
)
の
一
つ
も
M
ら
か
に
し
よ

う
と
せ
ず(
29
)
︐
本
心
を
隱
し
世
閒
に
媚
び
て
鄉
愿
に
な
り
さ
が
り(30
)
︑
古
人
が
書
を

著
し
た
�
旨
に
つ
い
て
は
耳
に
す
る
機
會
も
な
い
︒
(と
こ
ろ
が
)
世
俗
の
學
者

は
そ
の
分
類
が
探
し
や
す
い
の
を
I
と
し
︑
そ
の
論
說
が
穩
當
な
の
を
喜
び
︑

擧
っ
て
褒
め
そ
や
す
の
に
︑
著
作
の
源
液
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と

に
は
氣
づ
か
な
い
︒
こ
れ
こ
そ
︑
が
や
が
や
と
騷
騷
し
い
だ
け
の
曲
が
萬
人
に

唱
和
さ
れ
る
R
以
で
あ
る(
31
)
︒

(1
)

原
�
﹁
無
徵
不
信
﹂
は
︑﹃
中
庸
﹄
に
﹁
雖
善
無
徵
︐
無
徵
不
信
︐
不

信
民
不
從
﹂
と
あ
る
︒

(2
)

原
�
﹁
籩
豆
器
數
﹂
は
︑﹃
論
語
集
�
﹄
(泰
伯
)
に
﹁
若
夫
籩﹅

豆﹅

之
事
︐

器﹅

數﹅

之
末
︐
�
之
�
體
固
無
不
該
︐
然
其
分
則
V
司
之
守
︐
而
非

君
子
之
R
重
也
﹂
と
あ
る
︒

(3
)

下
�

(14
)
を
參
照
︒

(4
)

本
書
卷
四
﹁
釋
�
﹂
に
既
出

(
內


四
譯
�
︑
一
五
八
～
一
五
九
頁
︒
そ
の

�

(92
)
も
參
照
)
︒

(5
)

そ
れ
ぞ
れ
﹃
周
易
﹄
繫
辭
下
傳
に
﹁
易
之
爲
爲
書
也
不
可
X
︑
爲
�
也

屢
�
︐
變
動
不
居
︐
周
液
六
虛
︐
上
下
无
常
︐
剛
柔
相
易
︐
不﹅

可﹅

爲﹅

典﹅

�﹅

︐
唯
變
R
C
﹂
と
あ
り
︑﹃
尙
書
﹄
畢
命

(僞
古
�
)
に

﹁
政
貴
V
恆
︐
辭﹅

尙﹅

體﹅

�﹅

﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
後
者
は
本

書
卷
三
﹁
辨
似
﹂
�

(34
)
に
既
出
︒

(6
)

『孟
子
﹄
萬
違
上
に
﹁
故
說
︽
詩
︾
者
︐
不
以
�
Ø
辭
︐
不﹅

以﹅

辭﹅

Ø﹅

志﹅

︒

以
)
¼
志
︐
是
爲
得
之
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(7
)

原
�
﹁
龍
血
鬼
車
之
象
﹂
は
︑﹃
周
易
﹄
坤
・
上
六
・
爻
辭
に
﹁
龍﹅

戰

于
野
︐
其
血﹅

玄
黃
﹂
と
あ
り
︑
睽
・
上
九
・
爻
辭
に
﹁
見
豕
Ý
塗
︐

載
鬼﹅

一
車﹅

﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
本
書
卷
一
﹁
易
敎
下
﹂

に
既
出
︒

(8
)

原
�
﹁
粵
若
稽
古
﹂
は
︑
今
の
﹃
尙
書
﹄
堯
典
・
舜
典
・
大
禹
謨
・
皐

陶
謨
の
正
�
冒
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
﹁
曰
若
稽
古
�
堯
﹂﹁
曰
若
稽
古

�
舜
﹂﹁
曰
若
稽
古
大
禹
﹂﹁
曰
若
稽
古
皐
陶
﹂
と
あ
る
が
︑
こ
の

う
ち
大
禹
謨
は
僞
古
�
︑
舜
典
の
當
該
箇
R
は
後
人
の
竄
入
に
か

か
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
な
お
︑
王
�
壽
﹁
魯
靈
光
殿
賦
﹂

(﹃
�
o
﹄
卷
十
一
)
に
﹁
粵﹅

若
稽
古
�
漢
﹂
と
あ
り
︑
李
善
の
�
に

﹁﹁﹃
書
﹄
曰
：
粵﹅

若
稽
古
�
堯
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
班
固
﹁
東
都

賦
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
一
)
の
李
善
�
お
よ
び
﹃
後
漢
書
﹄
李
固
傳
の

李
賢
�
に
も
﹃
書
﹄
を
引
い
て
﹁
粵﹅

若
稽
古
�
堯
﹂
に
作
る
︒

(9
)

原
�
﹁
熊
蛇
魚
旐
之
夢
﹂
は
︑﹃
詩
﹄
小
�
﹁
斯
干
﹂
に
﹁
吉
夢
維
何
︐

維
熊﹅

維
羆
︐
維
虺
維
蛇﹅

︒
大
人
占
之
︐
維
熊﹅

維
羆
︐
男
子
之
祥
︐

維
虺
維
蛇﹅

︐
女
子
之
祥
﹂
と
あ
り
︑
同
じ
く
﹁
無
羊
﹂
に
﹁
牧
人

『���義』內
五譯�

259



乃
夢
︐
眾
維
魚﹅

矣
︐
旐﹅

維
旟
矣
︒
大
人
占
之
︐
眾
維
魚﹅

矣
︐
實
維

豐
年
︐
旐﹅

維
旟
矣
︐
室
家
溱
溱
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
な

お
︑﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
︑
數
-
略
︑
雜
占
小
序
に
﹁
詩
載
熊﹅

羆
虺

蛇﹅

眾
魚
旐﹅

旟
之
夢
﹂
と
あ
り
︑
顏
師
古
の
�
に
﹁
畫
龜
蛇
曰
旐﹅

﹂

と
あ
る
︒
本
書
卷
一
﹁
易
敎
下
﹂
に
既
出

(
內


一
譯
�
︑
一
六
三

頁
)
︒

(10
)

原
�
﹁
春
王
正
�
﹂
は
︑﹃
春
秋
﹄
十
二
公
の
各
元
年
冒
頭
に
記
さ
れ

る
定
型
句
︒
本
書
卷
三
﹁
�
德
﹂
に
﹁
�
六
藝
比
興
之
旨
︐
而
後

可
以
õ
春﹅

王﹅

正﹅

�﹅

之
書
﹂
と
見
え
る

(
內


三
譯
�
︑
二
三
二
頁
)
︒

(11
)

原
�
﹁
§
行
�
言
﹂
は
︑﹃
周
易
﹄
大
畜
・
象
傳
に
﹁
君
子
以
多
識
�﹅

言﹅

§﹅

行﹅

︐
以
畜
其
德
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
本
書
卷
二

﹁
原
學
上
﹂
�

(14
)
に
既
出
︒

(12
)

『論
語
﹄
営
而


に
﹁
多
聞
擇
其
善
者
而
從
之
﹂︑
雍
也


に
﹁
\
學
於

�
︐
á
之
以
禮
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(13
)

原
�
﹁
大
�
既
隱
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
禮
]
に
﹁
今
大﹅

�﹅

既﹅

隱﹅

︐
天
下
爲

家
︐
各
親
其
親
︐
各
子
其
子
﹂
と
あ
る
︒

(14
)

『莊
子
﹄
天
下


に
﹁
天
下
大
亂
︐
賢
�
不
M
︐
�
德
不
一
︐
天
下
多

得
一
察
焉
以
自
好
︒
譬
如
耳
目


口
︐
皆
V
R
M
︐
不
能
相
�
︒

 
百
家
眾
技
也
︐
皆
V
R
長
︐
時
V
R
用
︒
雖
然
︐
不
該
不
�
︐

一
曲
之
士
也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
本
卷
﹁
知
難
﹂
に
既

出
︒

(15
)

原
�
﹁
高
M
者
﹂﹁
沉
潛
者
﹂
は
︑
本
書
卷
二
﹁
\
á
下
﹂
に
﹁
高
M

者
由
大
略
而
切
求
︐
沉
潛
者
循
度
數
而
徐
¿
﹂
と
あ
る

(
內


二

譯
�

(1
)︑
三
〇
六
頁
)
︒

(16
)

原
�
﹁
�
乎
其
地
而
弗
能
爲
良
﹂
は
︑﹃
周
禮
﹄
考
工
記
に
﹁
½
之
刀
︐

宋
之
斤
︐
魯
之
�
︐
吳
粵
之
劍
︐
�﹅

乎﹅

其﹅

地﹅

而﹅

弗﹅

能﹅

爲﹅

良﹅

︐
地
氣

然
也
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る
︒

(17
)

原
�
﹁
竝
行
其
�
而
不
相
爲
背
﹂
は
︑﹃
中
庸
﹄
に
﹁
萬
物
幷
育
而
不

相
Ø
︐
�﹅

竝﹅

行﹅

而
不
相
悖
﹂
と
あ
り
︑
朱
�
に
﹁
悖
︐
 
背﹅

也
﹂

と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(18
)

原
�
﹁
孤
行
其
)
﹂
は
︑﹃
�
記
﹄
�
�
張
湯
列
傳
に
﹁
孤
立
行
一
)

而
已
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
)
︒

(19
)

『
漢
書
﹄
司
馬
�
傳
に
引
く
﹁
報
任
安
書
﹂
に
﹁
僕
�
已
著
此
書
︐
藏

之
名
山
︐
傳﹅

之﹅

其﹅

人﹅

︐
�
邑
大
都
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
本
書
卷
三

﹁
�
�
﹂
に
既
出

(
內


二
譯
�
︑
二
四
八
頁
)
︒

(20
)

�
�
に
同
じ
︒

(21
)

司
馬
貞
﹁
�
記
索
隱
序
﹂
に
﹁
�
至
晉
末
︐
V
中
散
大
夫
東
莞
徐
廣
始

考
衣
同
︐
作
︽
g
義
︾
十
三
卷
︒
宋
外
兵
參
軍
裴
駰
印
取
經
傳
訓

釋
作
︽
集
解
︾
︐
合
爲
八
十
卷
﹂
と
あ
り
︑
顏
師
古
﹁
漢
書
敍
例
﹂

に
﹁
漢
書
舊
無
�
解
︐
唯
Ö
虔
︑
應
劭
等
各
爲
g
義
︐
自
別
別
施

行
﹂
と
あ
る
︒

(22
)

『莊
子
﹄
齊
物
論


に
﹁
春﹅

秋﹅

經﹅

世﹅

︐
先
王
之
志
︐
�
人
議
而
不
辯
﹂

と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(23
)

｢掌
故
﹂
は
﹃
漢
書
﹄
鼂
錯
傳
﹁
以
�
學
爲
太
常
掌
故
﹂
�
に
﹁
應
劭

曰
：
掌﹅

故﹅

︐
六
百
石
�
︐
�
故
事
﹂
と
あ
る
︒﹁
令
�
﹂
は
﹃
後

漢
書
﹄
班
固
列
傳
﹁
除
蘭
臺
令
�
﹂
�
に
﹁
漢
官
儀
曰
：
蘭
臺
令﹅

�﹅

六
人
︐
秩
百
石
︐
掌
書
云
奏
﹂
と
あ
る
︒﹁
孔
目
﹂
は
﹃
�
�
﹄

題
目


に
﹁
至
范
曄
舉
例
︐
始
�
錄
姓
名
︒
歷
短
行
於
卷
中
︐
叢

細
字
於
際
外
︒
其
子
孫
附
出
者
︐
�
于
祖
先
之
下
︒
乃
類
俗
之
�

案
孔﹅

目﹅

︑
藥
草
經
方
︐
煩
碎
之
至
︐
孰
�
於
此
﹂
と
あ
る
︒

(24
)

｢
�
下
﹂
は
﹃
�
記
﹄
張
丞
相
列
傳
に
﹁
秦
時
爲
御
�
︐
�
�﹅

下﹅

方
書
﹂︑

ま
た
﹁
張
蒼
乃
自
秦
時
爲
�
下
�
︐
M
n
天
下
圖
書
計
籍
﹂
と
あ
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り
︑
司
馬
貞
の
索
隱
に
﹁
周
秦
皆
V
�﹅

下﹅

�
︐
謂
御
�
也
︒
R
掌

s
侍
立
恆
在
殿
�
之
下
﹂
と
あ
る
︒

(25
)

『後
漢
書
﹄
班
固
傳
に
﹁
顯
宗
甚
奇
之
︐
召
詣
校
書
部
︐
除
蘭
臺
令
�
︐

與
�
睢
陽
令
陳
宗
︑
長
陵
令
尹
敏
︑
司
隸
從
事
孟
衣
共
成
︽
世
祖

本
紀
︾︒
�
爲
郞
︐
典
校
祕
書
︒
固
印
X
功
臣
¬
林
︑
怨
市
︑
公

孫
営
事
︐
作
列
傳
︑
載
記
二
十
八


︐
奏
之
﹂
と
あ
る

(葉
長

靑
・
葉
瑛
)
︒

(26
)

原
�
﹁
�
裁
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
卷
﹁
申
½
﹂
�

(8
)
の
﹁
別
識
心

裁
﹂
を
參
照
︒

(27
)

『四
庫
�
書
總
目
﹄
卷
八
十
一
﹁
�
獻
�
考
三
百
四
十
八
卷
﹂
條
に

﹁
其
書
以
杜
佑
︽
�
典
︾
爲
藍
本
︒︽
田
賦
︾
等
十
九
門
︐
皆
因

︽
�
典
︾
而
離
析
之
︒︽
經
籍
︾︑︽
�
繫
︾︑︽
封
円
︾︑︽
象
雲
︾︑

︽
物
衣
︾
五
門
則
廣
︽
�
典
︾
R
未
s
也
﹂
と
あ
る
︒

(28
)

原
�
﹁
決
科
之
策
括
﹂
は
︑
本
書
卷
二
﹁
\
á
上
﹂︑
�

(8
)
お
よ

び
�

(10
)
を
參
照
︒

(29
)

原
�
﹁
法
外
之
)
﹂
は
︑﹃
宋
�
﹄
卷
二
百
・
𠛬
法
志
二
に
﹁
律
令
者
︐

V
司
之
R
守
也
︒
太
祖
以
來
︐
其
R
自
斷
︐
則
輕
重
取
舍
︐
V
法﹅

外﹅

之﹅

)﹅

焉
︒
然
其
末
液
之
,
︐
專
用
己
私
以
亂
祖
宗
之
成
憲
者
多

矣
﹂
と
あ
る
︒
な
お
︑﹃
�
記
﹄
商
君
列
傳
に
﹁
常
人
安
於
故
俗
︐

學
者
溺
於
R
聞
︒
以
此
兩
者
居
官
守
法
可
也
︐
非
R
與
論
於
法﹅

之﹅

外﹅

也
﹂
と
あ
る
︒

(30
)

原
�
﹁
鄉
愿
﹂
は
人
に
合
わ
せ
て
う
わ
べ
を
V
德
者
の
よ
う
に
と
り
つ

く
ろ
っ
た
者

(
內


三
譯
�
﹁
感

﹂
�

(74
)
參
照
)
︒

(31
)

原
�
﹁
嘔
啞
6
哳
之
曲
﹂
は
︑
白
居
易
﹁
琵
琶
行
﹂
に
﹁
豈
無
山
歌
與

村
笛
︐
嘔
啞
啁
哳
難
爲
聽
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
ま
た

﹁
屬
和
萬
人
﹂
は
︑
宋
玉
﹁
對
楚
王
問
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
四
十
五
)
に

﹁
客
V
歌
於
郢
中
者
︐
其
始
曰
下
里
巴
人
︐
國
中
屬
而
和
者
數
千

人
；
其
爲
陽
阿
薤
露
︐
國
中
屬
而
和
者
數
百
人
；
其
爲
陽
春
白
�
︐

國
中
屬
而
和
者
不
�
數
十
人
；
引
商
刻
羽
︐
雜
以
液
徵
︐
國
中
屬

而
和
者
不
�
數
人
而
已
︒
是
其
曲
彌
高
其
和
彌
寡
﹂
と
あ
る
︒

な
お
︑
違
學
�
が
自
ら
の
�
質
と
經
驗
を
も
と
に
獨
斷
の
學
の

重
視
に
つ
い
て
営
べ
た
く
だ
り
が
︑
劉
刻
﹃
違
氏
�
書
﹄
外


三

﹁
家
書
三
﹂
に
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
︒

吾
讀
古
人
�
字
︐
高
M
V
餘
︐
沈
潛
不
足
︐
故
於
訓
詁
考

質
︐
多
R
忽
略
︐
而
神
解
精
識
︐
乃
能
窺
s
�
人
R
未
到
處
︒

初
亦
見
祖
父
t
點
古
人
詩
�
︐
ã
讀
學
徒
︐
多
闢
邨
塾
傳
本

膠
執
訓
詁
︐
不
究
古
人
立
言
宗
旨
︒
 
記
二
十
歲
時
︐
�
得

吳
�
︽
庾
開
府
集
︾
︐
V
﹁
春
水
�
桃
花
﹂
句
︐
吳
�
引

︽
�
令
違
句
︾
云
：
｢三
�
桃
花
水
下
﹂︒
祖
父
抹
去
其
�
而

t
於
下
曰
：
｢
�
桃
花
於
春
水
之
中
︐
神
思
何
其
緜
邈
﹂︒
吾

彼
時
I
覺
V
會
︐
囘
視
吳
�
︐
)
味
索
然
矣
︒
自
後
觀
書
︐

Z
能
别
出
)
見
︐
不
爲
訓
詁
牢
籠
︐
雖
時
V
鹵
厭
之
,
︐
而

古
人
大
體
︐
乃
實
V
R
窺
︒
爾
輩
於
祖
父
t
點
諸
書
︐
曷
細

觀
之
︒

山
口
久
和
﹃
違
學
�
の
知
識
論

︱
︱
考
證
學
批
S
を
中
心
と
し

て
︱
︱
﹄
(創
�
社
︑
一
九
九
八
)
第
五
違
﹁
學
問
"
¹
識
に
お
け

る
�
觀
"
契
機
の
復
權
﹂︑
二
二
七
頁
を
參
照
︒

『���義』內
五譯�
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答
客
問
下

【
成
立
年
代
︼

｢答
客
問
上
﹂
を
參
照
︒

客
曰
：
獨
斷
之
學
與
考
索
之
功
︐
則
旣
聞
命
矣
︒
敢
問
比
ª
之
書
︐
先
生

擬
之
糟
粕
與
糞
土
︐
何
謂
¡
︒

客
が
¯
ね
た
︒
獨
斷
の
學
と
考
證
の
業
に
つ
い
て
は
︑
お
說
承
り
ま
し
た
︒

(
ª
に
)
分
類
排
列
の
書
に
つ
い
て
お
¯
ね
い
た
し
ま
す
が
︑
先
生
が
こ
れ
を
糟

粕
と
糞
土
に
な
ぞ
ら
え
る
の
は(

1
)
︑
ど
う
い
う
)
味
で
し
ょ
う
か
︒

違
子
曰
：
斯
非
貶
辭
也
︒
V
璞
而
後
施
雕
︐
V
質
而
後
]
斤
︐
先
後
輕
重
之

閒
︐
其
數
易
M
也
︒
夫
子
未
盈
之
︽
詩
︾︑︽
書
︾
︐
未
定
之
︽
易
︾︑︽
禮
︾︑

︽
春
秋
︾
︐
皆
先
王
舊
典
也
︒
然
非
夫
子
之
論
定
︐
則
不
可
以
傳
之
學
者
矣
︒
李

燾
謂
﹁
左
氏
將
傳
︽
春
秋
︾
︐
先
聚
諸
國
�
記
︐
國
別
爲
語
︐
以
備
︽
內
傳
︾

之
采
︹
一
︺

摭
︒﹂
是
雖
臆
度
之
辭
︐
然
古
人
著
書
︐
未
V
�
無
R
本
者
︒
以
是
知

比
ª
之
業
︐
不
可
不
議
也
︒

〔一
︺﹁
采
﹂
︐
廬
江
何
氏
鈔
本
作
﹁
J
﹂︒

違
先
生
は
答
え
た
︒
こ
れ
は
貶
す
言
葉
で
は
な
い
︒
"
か
れ
て
い
な
い
玉
が

あ
れ
ば
後
に
彫
琢
を
加
え(

2
)
︑
臺
が
あ
っ
て
後
に
斧
を
振
る
う
の
だ
か
ら(3
)
︑
�
後

と
輕
重
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
�
理
を
M
ら
か
に
し
や
す
い
︒
夫
子
が
ま
だ
盈
�

す
る
�
の
﹃
詩
﹄・﹃
書
﹄︑
定
稿
と
す
る
�
の
﹃
易
﹄・﹃
禮
﹄・﹃
春
秋
﹄
は(4
)
︑

い
ず
れ
も
先
王
の
舊
典
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
夫
子
が
論
斷
し
て
確
定
し
た
も
の

で
は
な
い
た
め
︑
そ
れ
そ
の
ま
ま
を
學
者
に
傳
え
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の

だ
︒
李
燾
は
﹁
左
氏
が
﹃
春
秋
﹄
に
傳
を
つ
け
よ
う
と
し
た
と
き
︑
さ
き
に
諸

國
の
�
記
を
集
め
︑
國
ご
と
に
分
別
し
て
語
と
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑﹃
內
傳
﹄

(﹃
左
傳
﹄
の
こ
と
)
に
J
用
で
き
る
よ
う
備
え
た
の
だ
﹂
と
い
っ
て
い
る(5
)
︒
こ
れ

は
憶
測
の
こ
と
ば
で
は
あ
る
が
︑
古
人
の
著
書
に
は
︑
そ
の
�
て
に
も
と
づ
く

も
の
が
な
い
も
の
な
ど
な
か
っ
た
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
分
類
排
列
の
業
に
つ
い
て
︑

議
論
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
︒

比
ª
之
�
︐
大
á
V
三
：
V
s
時
X
集
︐
以
待
後
人
之
論
定
者
︐
若
劉
歆
︑

揚
雄
之
︽
�
記
︾
︐
班
固
︑
陳
宗
之
︽
漢
記
︹
一
︺

︾
是
也
；
V
V
志
著
営
︐
先
獵

羣
書
︐
以
爲
薪
槱
者
︐
若
王
氏
︽
玉
海
︾
︐
司
馬
︽
長
>
︾
之
類
是
也
；
V
陶

冶
專
家
︐
勒
成
鴻
業
︹
二
︺

者
︐
若
�
錄
倉
公
技
-
︐
固
裁
劉
向
︽
五
行
︾
之
類

是
也
︒
夫
s
時
X
集
以
待
論
定
︐
則
詳
略
去
取
︐
精
於
條
理
而
已
︒
先
獵
羣
書
︐

以
爲
薪
槱
︐
則
辨
同
考
衣
︐
愼
於
覈
核
而
已
︒
陶
冶
專
家
︐
勒
成
鴻
業
︹
三
︺

︐

則
鉤
玄
＊

提
�
︐
¿
於
大
體
而
已
︒
比
ª
之
業
︐
旣
V
如
是
之
不
同
；
作
者
之

旨
︐
亦
V
隨
宜
之
取
辨
︒
而
今
之
學
者
︐
以
謂
︹
四
︺

天
下
之
�
︐
在
乎
�
量
名

數
之
衣
同
︐
辨
別
g
訓
之
當
否
︐
如
斯
而
已
矣
︒
是
何
衣
觀
坐
井
之
天
︐
測
坳

堂
之
水
︐
而
Z
欲
窮
六
合
之
]
度
︐
量
四
海
之
波
濤
︐
以
謂
︹
五
︺

可
盡
哉
︒

〔一
︺﹁
記
﹂
︐
廬
江
何
氏
鈔
本
作
﹁
紀
﹂
︒

〔二
︺﹁
業
﹂
︐
廬
江
何
氏
鈔
本
作
﹁
製
﹂
︒

〔三
︺﹁
業
﹂
︐
廬
江
何
氏
鈔
本
作
﹁
製
﹂
︒

〔四
︺﹁
謂
﹂
︐
廬
江
何
氏
鈔
本
作
﹁
爲
﹂
︒

〔五
︺﹁
謂
﹂
︐
廬
江
何
氏
鈔
本
作
﹁
爲
﹂
︒

分
類
排
列
の
方
p
に
は
︑
お
お
よ
そ
三
つ
あ
る
︒
(
一
つ
め
に
)
機
會
が
あ
る
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た
び
に
蒐
集
し
︑
後
人
の
論
斷
・
確
定
を
待
つ
も
の
が
あ
り
︑
た
と
え
ば
劉

歆
・
揚
雄
の
﹃
�
記(

6
)
﹄︑
班
固
・
陳
宗
の
﹃
漢
記(7
)
﹄
が
そ
れ
で
あ
る
︒
(二
つ
め

に
)
著
営
を
志
し
て
︑
事
�
に
群
書
を
涉
獵
し
︑
そ
れ
を

(
著
営
の
)
備
え
と

す
る
も
の
が
あ
り(

8
)
︑
た
と
え
ば
王
應
麟
の
﹃
玉
海(9
)
﹄︑
司
馬
光
の
﹃
長
>(10
)
﹄
の

類
い
が
そ
れ
で
あ
る
︒
(三
つ
め
に
)
專
門
家
を
裨
益
し
て
︑
大
業
を
成
し
と
げ

さ
せ
る
も
の
が
あ
り
︑
た
と
え
ば

(司
馬
)
�
が
倉
公
の
醫
-
を
記
錄
し(11
)
︑

(班
)
固
が
劉
向
﹃
五
行
﹄
を
k
錄
す
る
類
い
が
そ
れ
で
あ
る(12
)
︒
(ま
た
一
つ
め

の
)
機
會
が
あ
る
た
び
に
X
営
・
>
集
し
︑
後
人
の
論
斷
・
確
定
を
待
つ
も
の

の
場
合
は
︑
詳
略
去
取
し
て(
13
)
︑
筋
�
を
く
わ
し
く
す
る
に
盡
き
る
︒
(二
つ
目
の
︑

著
営
の
)
�
に
群
書
を
涉
獵
し
︑
そ
れ
を

(
著
営
の
)
備
え
と
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
︑
衣
同
を
辨
別
考
證
し
て
︑
愼
重
に
檢
證
す
る
に
盡
き
る
︒
(三
つ
め
の
)

專
門
家
を
裨
益
し
て
︑
大
業
を
成
し
と
げ
さ
せ
る
も
の
に
つ
い
て
は
︑
內
奧
を

究
M
し
重
點
を
M
示
し(
14
)
︑
そ
の
大
綱
に
到
¿
す
る
に
盡
き
る
︒
分
類
排
列
の
業

に
︑
こ
う
し
た
È
い
が
あ
る
か
ら
に
は
︑
作
者
の
目
"
に
よ
っ
て
ま
た
︑
(こ
の

三
者
か
ら
)
C
切
な
も
の
の
見
き
わ
め
と
o
擇
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
し
か
る

に
今
日
の
學
者
は
︑﹁
天
下
の
�
と
は
︑
名
や
數
の
衣
同
を
比
�
し
︑
g
訓
の

當
否
を
S
別
す
る
こ
と
に
あ
っ
て
そ
れ
が
す
べ
て
だ
﹂
と
思
い
$
ん
で
い
る(15
)
︒

こ
れ
は
井
戶
の
底
に
坐
っ
て
天
を
觀
察
し
︑
円
物
の
庭
の
く
ぼ
み
に
溜
ま
っ
た

水
を
測
量
し
て(
16
)
︑
そ
の
ま
ま
東
西
南
北
の
天
の
]
行
の
度
數
を
究
M
し(17
)
︑
四
海

の
波
濤
を
測
量
し
よ
う
と
し
て
︑
そ
れ
が
十
分
に
可
能
だ
と
思
う
の
と
︑
ど
こ

に
È
い
が
あ
ろ
う
か
︒

夫
漢
�
春
秋
︹
年
壽
也
︺
︐
具
於
︽
別
錄
︾︹
臣
瓚
�
︺︒
伏
生
︑
�
&
之

名
︐
徵
於
石
刻
；
高
祖
之
作
怨
豐
︐
詳
於
劉
記
︹︽
西
京
雜
記
︾︺
︐
孝
武
之
好

´
行
︐
著
於
外
傳
︹︽
漢
武
故
事
︾︺︒
而
�
︑
固
二
書
未
見
采
錄
︐
則
比
ª
之

繁
︐
不
妨
作
者
之
略
也
︒
曹
丕
讓
表
︐
詳
︽
獻
�
傳
︾；
甄
后
懿
行
︐
盛
稱

︽
魏
書
︾；
哀
牢
之
傳
︐
徵
於
計
�
︹
見
︽
論
衡
︾︺︒
先
賢
之
表
︐
著
於
黃
初
︒

而
陳
︑
范
二
�
不
以
入
>
︐
則
比
ª
之
私
︐
V
待
作
者
之
公
也
︒
然
而
經
生
n

業
︐
Z
纂
典
林
︐
辭
︹
一
︺

客
探
毫
︐
因
收
韻
藻
︒
晚
�
澆
漓
之
n
︐
取
I
依
檢
︐

各
爲
兔
園
私
册
︐
以
供
陋
學
之
取
攜
；
是
比
ª
之
業
︐
雖
欲
如
糟
粕
糞
土
︐
冀

其
¶
朽
︹
二
︺

腐
而
出
神
奇
︐
何
可
得
哉
︒

〔一
︺﹁
辭
﹂
．
廬
江
何
氏
鈔
本
作
﹁
詞
﹂
︒

〔二
︺﹁
朽
﹂
︐
廬
江
何
氏
鈔
本
作
﹁
臭
﹂
︒

そ
も
そ
も
漢
の
皇
�
た
ち
の
春
秋
︹
壽
命
の
こ
と(18
)
︺
は
︑﹃
別
錄
﹄
に
具

わ
っ
て
い
た
︹
臣
瓚
の
�(19
)
︺︒
伏
生
・
�
&
の
名
は
︑
石
刻
よ
り
�
す
る
こ
と

が
で
き
る(20
)
︒
高
祖
が
怨
豐
を
作
っ
た
こ
と
は
劉
記

(﹃
西
京
雜
記
﹄
)
に
詳
し
く(21
)
︑

武
�
が
お
忍
び
を
好
ん
だ
こ
と
は
外
傳

(﹃
漢
武
故
事
﹄
)
に
記
さ
れ
て
い
る(22
)
︒

し
か
し
︑
(司
馬
)
�
・
(班
)
固
の
二
書
に
お
い
て
J
錄
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑

分
類
排
列
が
繁
多
で
あ
る
場
合
に
は
︑
作
者
は
略
し
て
か
ま
わ
な
い
か
ら
で
あ

る
︒
曹
丕
の

(禪
讓
を
)
辭
½
し
た
上
表
は
﹃
獻
�
傳
﹄
に
詳
し
く(23
)
︑
甄
后
の

立
*
な
行
い
は
﹃
魏
書
﹄
に
お
い
て
盛
ん
に
稱
え
ら
れ
て
い
る(24
)
︒
哀
牢
の
傳

(の
X
者
で
あ
る
楊
F
)
は
計
�
に
召
さ
れ
︹﹃
論
衡
﹄
に
見
え
る(25
)
︺︑
先
賢
の
表

は
黃
初
年
閒
に
著
さ
れ
た(26
)

(﹃
華
陽
國
志
﹄
に
見
え
る
)
︒
し
か
し
陳

(
壽
)
・
范

(曄
)
の
二
�
が
>
に
入
れ
て
い
な
い
の
は
︑
分
類
排
列
が
濫
行
さ
れ
る
場
合

に
は
︑
作
者
に
よ
る
公
正
な
S
斷
が
�
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が

(科

擧
の
)
�
驗
生
が

(試
驗
の
た
め
に
)
�
違
を
作
る
と
︑
す
ぐ
さ
ま
典
林
を
>
纂

し(27
)
︑
詩
人
が
筆
を
と
る
と(28
)
︑
そ
の
ま
ま
韻
藻
に
收
錄
す
る(29
)
︒
昨
今
の
輕
ð
な
慣

行
で
あ
る
が
︑
檢
索
に
I
利
だ
と
い
う
こ
と
で
︑
め
い
め
い
が
ひ
と
り
よ
が
り

の
書
を
こ
し
ら
え
て(30
)
︑
淺
陋
な
學
者
の
手
+
え
と
し
て
い
る
︒
そ
れ
が

(昨
今

の
)
分
類
排
列
の
業
で
あ
る
が
︑
(酒
を
つ
く
る
)
糟
粕
や

(
Ó
物
を
育
て
る
)
糞
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土
の
よ
う
に
︑
朽
ち
て
腐
っ
た
も
の
を
變
¶
さ
せ
て
︑
神
妙
不
可
思
議
な
も
の

を
出
現
さ
せ
よ
う
と
�
ん
だ
と
こ
ろ
で
︑
ど
う
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か(31
)
︒

夫
村
書
俗
學
︐
旣
無
良
材
︐
則
比
ª
之
業
︐
難
於
憑
藉
者
一
矣
︒
R
徵
故

實
︐
多
非
本
�
︐
而
好
易
字
句
︐
漓
其
本
質
︐
以
致
學
者
寧
n
原
書
︐
怠
窺
怨

錄
；
則
比
ª
之
業
︐
難
於
憑
藉
者
二
矣
︒
比
類
相
從
︐
本
非
著
作
︐
而
彙
收
故

籍
︐
不
著
R
出
何
書
︐
一
似
己
R
獨
得
︐
y
人
無
從
�
信
；
則
比
ª
之
業
︐
難

於
憑
藉
者
三
矣
︒
傳
聞
衣
辭
︐
記
載
別
出
︐
不
能
ë
收
竝
錄
︐
以
待
作
者
之
決

擇
︐
而
私
作
聰
M
︐
自
定
去
取
；
則
比
ª
之
業
︐
難
於
憑
藉
者
四
矣
︒
圖
繪
之

學
︐
不
入
�
裁
︐
金
石
之
�
︐
但
�
目
錄
︐
後
人
考
核
︐
徵
信
無
從
；
則
比
ª

之
業
︐
難
於
憑
藉
者
五
矣
︒
專
門
之
書
︐
已
成
鉅
>
︐
不
爲
采
︹
一
︺

錄
︐
大
凡

預
防
z
逸
而
聽
其
孤
行
︐
漸
致
湮
沒
；
則
比
ª
之
業
︐
難
於
憑
藉
者
六
矣
︒
拘

牽
類
例
︐
取
足
成
書
︐
不
於
法
律
之
外
︐
多
方
�
備
︐
以
俟
作
者
之
辨
裁
︐
一

目
之
羅
︐
得
鳥
無
日
；
則
比
ª
之
業
︐
難
於
憑
藉
者
七
矣
︒

〔一
︺﹁
采
﹂
︐
廬
江
何
氏
鈔
本
作
﹁
J
﹂︒

そ
も
そ
も

(世
閒
に
出
囘
っ
て
い
る
分
類
排
列
の
書
は
)
村
書
や
俗
學
で
あ
り(32
)
︑

す
ぐ
れ
た
も
の
な
ど
な
い
︒
そ
れ
が
︑
分
類
排
列
の
業
が
依
據
し
が
た
い
こ
と

の
第
一
で
あ
る
︒
探
し
集
め
た
故
實
は
原
�
で
は
な
い
も
の
が
多
く
︑
好
ん
で

字
句
を
變
え
て
︑
そ
の
本
來
の
性
質
を
ð
め
て
し
ま
っ
て
お
り
︑
そ
の
結
果
學

者
に
か
え
っ
て
も
と
の
書
物
を
n
わ
せ
︑
怨
し
く
で
き
た
�
書
を
見
る
こ
と
を

怠
る
よ
う
に
さ
せ
る(
33
)
︒
そ
れ
が
︑
分
類
排
列
の
業
が
依
據
し
が
た
い
こ
と
の
第

二
で
あ
る
︒
分
類
整
理
を

(書
物
同
士
で
)
互
い
に
參
照
し
て
行
う
こ
と
に
つ

い
て
︑
そ
も
そ
も
著
作
で
も
な
い
の
に
︑
古
籍
か
ら
收
集
し
て
い
な
が
ら
ど
の

書
を
出
典
と
す
る
か
を
記
さ
ず
︑
ひ
と
え
に
自
分
が
獨
自
に
得
た
も
の
で
あ
る

か
の
よ
う
に
し
︑
人
に
信
賴
で
き
る
*
報
を
探
し
集
め
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ

な
い
よ
う
に
す
る
︒
そ
れ
が
︑
分
類
排
列
の
業
が
依
據
し
が
た
い
こ
と
の
第
三

で
あ
る
︒
傳
聞
の
衣
同
︑
記
載
の
別
出
に
つ
い
て
︑
す
べ
て
收
錄
し
て
作
者
の

o
擇
を
待
つ
こ
と
が
で
き
ず
︑
(自
身
を
)
ひ
と
り
よ
が
り
に
聰
M
だ
と
思
い
$

み
︑
自
分
で
取
}
o
擇
を
決
め
て
い
る
︒
そ
れ
が
分
類
排
列
の
業
が
︑
依
據
し

が
た
い
こ
と
の
第
四
で
あ
る
︒
圖
畫
の
學
は

(
無
視
し
て
)
�
書
の
體
裁

(の
一

つ
)
と
し
て
組
み
入
れ
ず(34
)
︑
金
石
の
�
は
單
に

(
�
去
の
)
目
錄
を
探
し
集
め

た
だ
け
で(35
)
︑
後
人
が
考
證
し
よ
う
に
も
︑
信
賴
が
置
け
る
*
報
を
探
し
集
め
る

手
が
か
り
が
な
い
︒
そ
れ
が
︑
分
類
排
列
の
業
が
依
據
し
が
た
い
こ
と
の
第
五

で
あ
る
︒
專
門
の
書
で
あ
っ
て
も
︑
す
で
に
巨
>
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
J
錄

し
よ
う
と
せ
ず
︑
(
J
錄
す
れ
ば
)
お
お
む
ね
z
逸
を
豫
防
で
き
る
の
に
︑
そ
の

單
行

(の
形
態
だ
け
に
し
て
お
く
こ
と
)
を
ゆ
る
し
た
せ
い
で
︑
し
だ
い
に
.
え

て
無
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
が
︑
分
類
排
列
の
業
が
依
據
し
が
た
い
こ
と
の

第
六
で
あ
る
︒
(書
物
の
旣
成
の
)
種
類
や
規
範
に
/
ら
れ
て
︑
(規
格
に
則
っ
た

書
物
か
ら
は
J
錄
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
︑
)
き
ち
ん
と
し
た
規
範
や
格
式
の
外
で

し
か
作
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
書
物
を
も
J
錄

(し
よ
う
と
)
し
︑
あ
ら
ゆ

る
手
段
を
õ
じ
て

(そ
の
書
物
を
)
�
入
し
て
お
き
︑
そ
れ
を
用
い
て
作
者
の

(そ
の
本
�
の
善
し
惡
し
の
)
辨
別
裁
定
を
待
つ
と
い
う

(機
轉
を
利
か
せ
る
)
こ

と
が
で
き
な
い
︒
一
つ
目
の
網
で
は
︑
何
日
か
け
て
も
鳥
を
捕
ま
え
ら
れ
な
い(36
)
︒

そ
れ
が
︑
分
類
排
列
の
業
が
依
據
し
が
た
い
こ
と
の
第
七
で
あ
る
︒

凡
此
多
端
︐
竝
是
古
人
未
s
周
詳
︐
而
後
學
尤
R
未
悉
︒
茍
V
志
於
三
�

聚
糧
︐
則
õ
n
何
可
不
豫
︒
而
一
世
之
士
︐
不
知
度
德
量
力
︐
咸
囂
囂
以
作
者

自
命
︐
不
肯
爲
是
筌
蹄
嚆
矢
之
功
¦
︐
劉
歆
R
謂
﹁
挾
恐
見
破
之
私
)
︐
而
無

從
善
Ö
義
之
公
心
﹂
者
也
︐
-
業
如
何
得
當
︒
而
著
作
之
�
︐
何
由
得
正
乎
︒

東 方 學 報
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お
よ
そ
こ
れ
ら
多
く
の
點
は
︑
い
ず
れ
も
古
人
が
隅
々
ま
で
詳
し
く
把
握
し

て
お
ら
ず
︑
後
學
は
ま
し
て
や
極
め
盡
く
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
か
り
に

も
三
ヶ
�
�
か
ら
食
料
を
集
め

(て
千
里
の
旅
¦
に
備
え
)
る
志
を
V
す
る
者
が(37
)
︑

ど
う
し
て
あ
ら
か
じ
め

(分
類
排
列
の
業
に
つ
い
て
)
õ
n
し
て
お
か
ず
と
も
よ

い
も
の
で
あ
ろ
う
か
︒
と
こ
ろ
が
︑
(そ
の
よ
う
に
)
一
時
代
を
代
表
す
る

(大

仕
事
を
す
る
は
ず
の
)
士
が
︑
德
と
力
量
を
は
か
る
こ
と
を
知
ら
ず(38
)
︑
み
な
が
か

ま
び
す
し
く
自
分
を
作
者
と
自
¹
す
る
が
︑
著
作
を
な
す
上
で
必
�
と
な
る
準

備
や
�
初
の
工
¦
を
行
お
う
と
は
し
な
い(39
)
︒
(こ
れ
は
)
劉
歆
が
い
う
﹁
論
破
さ

れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
私
心
を
懷
き
︑
善
に
從
い
義
に
Ö
す
る
公
心
を
も
っ
た
こ

と
が
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
り(
40
)
︑
(こ
の
よ
う
な
狀
態
で
)
分
類
排
列
の
業
は

ど
う
し
て
C
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
(ま
た
さ
ら
に
)
著
作
の
�
は
︑

ど
の
よ
う
に
し
て
正
し
き
を
得
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か(41
)
︒

(1
)

原
�
﹁
先
生
擬
之
糟
粕
與
糞
土
﹂
は
︑﹁
答
客
問
中
﹂
の
﹁
若
夫
比
ª

之
書
︐
則
掌
故
令
�
之
孔
目
︐
�
書
記
�
之
成
格
︐
其
原
雖
本
�

下
之
R
藏
︐
其
用
止
於
備
稽
檢
而
供
J
擇
︐
初
無
他
奇
也
︒
然
而

獨
斷
之
學
︐
非
是
不
爲
取
裁
；
考
索
之
功
︐
非
是
不
爲
按
據
︒
如

旨
酒
之
不
離
乎
糟﹅

粕﹅

︐
嘉
禾
之
不
離
乎
糞﹅

土﹅

︐
是
以
職
官
故
事
案

牘
圖
牒
之
書
︐
不
可
輕
議
也
︒
然
獨
斷
之
學
︐
考
索
之
功
欲
其
智
︐

而
比
ª
之
書
欲
其
愚
﹂
と
い
う
發
言
を
う
け
た
も
の

(葉
瑛
)
︒

(2
)

原
�
﹁
V
璞
而
後
施
雕
﹂
は
︑﹃
孟
子
﹄
梁
惠
王
下
の
﹁
今﹅

V﹅

璞﹅

玉﹅

於﹅

此﹅

︐
雖
萬
鎰
︐
必﹅

y﹅

玉﹅

人﹅

彫﹅

琢﹅

之﹅

﹂
を
踏
ま
え
た
も
の
︒
葉
瑛
は

﹃
莊
子
﹄
山
木
の
﹁
旣
雕
旣
琢
︐
復
歸
於
璞
﹂
を
︑
葉
長
靑
は

﹃
增
韻
﹄
の
﹁
璞
︐
玉
未
琢
﹂
を
引
く
︒

(3
)

原
�
﹁
V
質
而
後
]
斤
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
徐
無
鬼
の
﹁
郢
人
堊
慢
其



端
若
蠅
h
︐
y
匠
石
斵
之
︒
]﹅

斤﹅

成
風
︐
聽
而
斵
之
︐
盡
堊
而



不
傷
︐
郢
人
立
不
失
容
︒
宋
元
君
聞
之
︐
召
匠
石
曰
：
『嘗
試
爲

寡
人
爲
之
﹄︒
匠
石
曰
：
『臣
嘗
能
斵
之
︐
雖
然
︐
臣﹅

之﹅

質﹅

死﹅

久﹅

矣﹅

︒

自﹅

夫﹅

子﹅

之﹅

死﹅

也﹅

︐
吾﹅

無﹅

以﹅

爲﹅

質﹅

矣﹅

︐
吾
無
與
言
之
矣
﹄﹂
を
ふ
ま

え
た
も
の
で
あ
る
が

(
葉
長
靑
)
︑
質
と
は
︑﹃
漢
書
﹄
項
籍
傳
に

﹁
孰
與
身
伏
斧
質
︑
妻
子
爲
戮
乎
︹
顏
師
古
�
：
質﹅

謂﹅

鑕﹅

也﹅

︒
古﹅

人﹅

斬﹅

人﹅

︑﹅

加﹅

於﹅

鍖﹅

上﹅

而﹅

砍﹅

之﹅

也﹅

︺﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
本
來
は
斧

を
y
う
際
に
y
用
す
る
臺
の
こ
と
︒
本
書
卷
二
﹁
言
公
中
﹂
(
內



二
譯
�

(2
)︑
�

(49
)
を
參
照
)
に
見
え
る
︒

(4
)

孔
子
が
﹃
詩
經
﹄﹃
書
經
﹄﹃
易
經
﹄﹃
禮
﹄﹃
春
秋
﹄
に
手
を
加
え
た
こ

と
は
﹃
�
記
﹄
孔
子
世
家
に
﹁
孔
子
之
時
︐
周
室
´
而
禮
樂
廢
︐

詩
書
缺
︒
x
跡
三
代
之
禮
︐
序
書
傳
︐
上
紀
K
2
之
際
︐
下
至
秦

繆
︐
>
ª
其
事
︒
曰
：
夏
禮
吾
能
言
之
︐
杞
不
足
徵
也
︒
殷
禮
吾

能
言
之
︐
宋
不
足
徵
也
︒
足
︐
則
吾
能
徵
之
矣
︒
觀
殷
夏
R
損
益
︐

曰
：
後
雖
百
世
可
知
也
︐
以
一
�
一
質
︒
周
監
二
代
︐
郁
郁
乎
�

哉
︒
吾
從
周
︒
故
︽
書
傳
︾︑︽
禮
記
︾
自
孔
氏
︒
⁝
⁝
孔
子
晚
而

喜
易
︐
序
彖
︑
繫
︑
象
︑
說
卦
︑
�
言
︒
讀
易
︐
韋
>
三
絕
︒
曰

：
假
我
數
年
︐
若
是
︐
我
於
易
則
彬
彬
矣
︒
⁝
⁝
孔
子
在
位
聽
訟
︐

�
辭
V
可
與
人
共
者
︐
弗
獨
V
也
︒
至
於
爲
春
秋
︐
筆
則
筆
︐
�

則
�
︐
子
夏
之
徒
不
能
贊
一
辭
﹂
と
あ
る

(
葉
瑛
)
︒

(5
)

李
燾
の
R
說
は
︑﹃
�
獻
�
考
﹄
卷
一
八
三
︑
經
籍
考
十
︑
春
秋
外
傳

國
語
二
十
一
卷
の
條
に
み
え
る
︒
ま
た
︑
違
學
�
は
︑
左
丘
M
が

﹃
春
秋
﹄
の
傳
を
つ
く
る
下
準
備
と
し
て
﹃
國
語
﹄
を
準
備
し
た

と
い
う
が
︑
葉
瑛
は
︑﹃
�
�
﹄
六
家
に
﹁
左
丘
M
旣
爲
︽
春
秋
︾

內
傳
︐
印
稽
其
逸
�
︐
纂
其
別
說
︐
分
周
︑
魯
︑
齊
︑
晉
︑
½
︑

楚
︑
吳
・
越
八
國
事
︐
c
自
周
穆
王
︐
F
於
魯
悼
公
︐
別
爲
︽
春

秋
︾
外
傳
︽
國
語
︾
︐
合
爲
二
十
一


﹂
と
あ
る
の
を
引
用
し
て
︑

『���義』內
五譯�
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﹃
左
氏
傳
﹄
が
完
成
し
た
後
に
︑
y
用
し
な
か
っ
た
素
材
を
用
い

て
﹃
國
語
﹄
を
X
営
し
た
と
営
べ
る
︒
葉
長
靑
は
︑﹃
左
氏
傳
﹄

に
先
ん
じ
て
﹃
國
語
﹄
を
X
営
し
た
)
見
と
し
て
︑﹃
困
學
紀
聞
﹄

卷
六
︑
春
秋
に
み
え
る
司
馬
光
の
說
を
舉
げ
る
︒﹁
司
馬
公
謂
︐

左
氏
欲
傳
︽
春
秋
︾
︐
先
作
︽
國
語
︾﹂︒

(6
)

原
�
﹁
劉
歆
︑
揚
雄
之
︽
�
記
︾﹂
と
は
︑
劉
歆
・
揚
雄
が
﹃
�
記
﹄

の
續
>
を
作
成
し
て
い
た
こ
と
を
指
す
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

本
書
卷
二
﹁
言
公
上
﹂
に
﹁
固
書
斷
自
西
京
一
代
︐
y
孝
武
以
�
︐

不
用
�
�
︐
豈
將
爲
經
生
決
科
之
同
題
而
衣
�
乎
︒
必
謂
孝
武
以

後
︐
爲
固
之
自
X
︐
則
馮
商
︑
揚﹅

雄﹅

之
紀
︐
劉﹅

歆﹅

︑
賈
護
之
書
︐

皆
固
之
R
原
本
︐
其
書
後
人
不
見
︐
而
徒
以
R
見
之
�
�
︐
怪
其

盜
襲
焉
︐
可
謂
知
白
出
而
不
知
黑
入
者
矣
﹂
(
內


二
譯
�

(2
)︑

七
三
頁
)
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(7
)

原
�
﹁
班
固
︑
陳
宗
之
︽
漢
記
︾﹂
は
︑
班
固
と
陳
宗
ら
が
﹃
東
觀
漢

記
﹄
を
分
業
で
X
営
し
た
こ
と
を
指
す
︒﹃
後
漢
書
﹄
班
固
傳
に

﹁
顯
宗
甚
奇
之
︐
召
詣
校
書
部
︐
除
蘭
臺
令
�
︐
與
�
睢
陽
令
陳

宗
︑
長
陵
令
尹
敏
︑
司
隸
從
事
孟
衣
共
成
世
祖
本
紀
︒
�
爲
郞
︐

典
校
祕
書
︒
固
印
X
功
臣
︑
¬
林
︑
怨
市
︑
公
孫
営
事
︐
作
列
傳
︑

載
記
二
十
八


︐
奏
之
﹂
と
あ
る
︒

(8
)

原
�
﹁
薪
槱
﹂
は
︑﹃
詩
經
﹄
大
�
・
棫
樸
の
﹁
薪
之
槱
之
﹂
を
ふ
ま

え
る

(葉
瑛
)
︒

(9
)

王
應
麟
﹃
玉
海
﹄
は
︑﹃
宋
�
﹄
王
應
麟
傳
に
﹁
R
著
V
︽
深
寧
集
︾

一
百
卷
︑
⁝
⁝
︽
玉﹅

海﹅

︾
二﹅

百﹅

卷﹅

︑
⁝
⁝
﹂
と
あ
る
︒
葉
瑛
は
盧

�
弨
﹃
宋
�
藝
�
志
補
﹄
に
﹁
王
應
麟
︽
玉
海
︾
二
百
卷
﹂
と
あ

る
の
を
引
く
︒

(10
)

司
馬
光
が
﹃
�
治
�
鑑
﹄
に
先
ん
じ
て
﹃
長
>
﹄
を
作
成
し
て
い
た
こ

と
に
つ
い
て
︑
葉
長
靑
・
葉
瑛
と
も
に
﹃
直
齋
書
錄
解
題
﹄
>
年

類
・
續
�
鑑
長
>
に
﹁
長
>
云
者
︐
司
馬
公
之
爲
︽
�
鑑
︾
也
︐

先
命
其
屬
爲
叢
目
︐
旣
成
︐
乃
修
長
>
︐
然
後
盈
之
以
爲
成
書
︒

K
長
>
六
百
卷
︐
今
︽
�
鑑
︾
惟
八
十
卷
爾
﹂
と
あ
る
の
を
引
用

す
る
︒

(11
)

原
�
﹁
�
錄
倉
公
技
-
﹂
に
つ
い
て
︑
葉
瑛
は
﹃
�
記
﹄
倉
公
傳
の
後

に
︑﹁
傳
後
附
営
藥
方
甚
備
﹂
と
営
べ
る
︒
ま
た
本
書
卷
一
﹁
書

敎
下
﹂
に
﹁︽
倉
公
︾
錄
其
醫
案
︐︽
貨
殖
︾
ë
書
物
產
︐︽
龜
策
︾

但
言
卜
筮
︐
亦
V
因
事
命


之
)
︐
初
不
沾
沾
爲
一
人
具
始
末

也
﹂
(
內


一
譯
�
︑
一
八
六
頁
)
と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒

(12
)

原
�
﹁
固
裁
劉
向
︽
五
行
︾﹂
に
つ
い
て
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
中
﹂
に

﹁
劉﹅

向﹅

︽
洪﹅

範﹅

五﹅

行﹅

傳﹅

︾
︐
與﹅

︽
七﹅

略﹅

別﹅

錄﹅

︾
雖﹅

z﹅

︐
而﹅

班﹅

固﹅

�﹅

學﹅

出﹅

劉﹅

歆﹅

；
歆﹅

之﹅

︽
漢﹅

記﹅

︾
︐︽
漢﹅

書﹅

︾
R﹅

本﹅

︒
今
︽
五
行
︾︑︽
藝

�
︾
二
志
具
存
︐
而
劉
氏
之
學
未
z
也
﹂
(
內


二
譯
�

(2
)
八

五
頁
)
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(13
)

原
�
の
﹁
詳
略
去
取
﹂
は
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
上
﹂
に
﹁
而
典
︑
謨
︑

訓
︑
誥
︑
貢
︑
範
︑
官
︑
𠛬
之
屬
︐
詳﹅

略﹅

去﹅

取﹅

︐
惟
)
R
命
︐
不

必
著
爲
一
定
之
例
焉
︐
斯
︽
尙
書
︾
之
R
以
經
世
也
﹂
と
あ
る
︒

(14
)

原
�
﹁
鉤
玄
提
�
﹂
は
︑
本
書
卷
二
﹁
\
á
上
﹂
に
﹁
韓
昌
黎
曰
︑
記

事
者
必
提﹅

其﹅

�﹅

︐
纂
言
者
必
鉤﹅

其﹅

玄﹅

﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(15
)

原
�
﹁
�
量
名
數
之
衣
同
︐
辨
別
g
訓
之
當
否
﹂
に
つ
い
て
︑
葉
長
靑

は
﹁
案
：
謂
乾
嘉
時
�
重
考
據
之
n
﹂
と
指
摘
す
る
︒

(16
)

原
�
﹁
觀
坐
井
之
天
﹂
は
︑
韓
¡
﹁
原
�
﹂
(﹃
昌
黎
先
生
�
集
﹄
卷
十
一
)

に
﹁
老
子
之
小
仁
義
非
衛
之
也
︐
其
見
者
小
也
︐
坐﹅

井﹅

而﹅

觀﹅

天﹅

曰

天
小
者
︐
非
天
小
也
﹂
と
あ
り
︑﹁
測
坳
堂
之
水
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄

逍
遙
é
に
﹁
夫
水
之
積
也
不
厚
︐
則
其
Ý
大
舟
也
無
力
︒
|﹅

杯﹅

水﹅
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於﹅

坳﹅

堂﹅

之﹅

上﹅

︐
則
芥
爲
之
舟
︐
置
杯
焉
則
膠
︐
水
淺
而
舟
大
也
﹂

と
あ
り
︑
成
玄
英
の
駅
に
は
﹁
坳
︐
汚
陷
也
︒
謂
堂
庭
坳
陷
之
地

也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(17
)

原
�
﹁
窮
六
合
之
]
度
﹂
に
つ
い
て
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
下
﹂
に
﹁
若

乃
九
重
高
拱
︐
六﹅

合﹅

同
風
︒
王
言
綸
綍
︐
元
氣
寰
中
﹂
(
內


二
譯

�

(2
)︑
九
六
頁
)
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
ま
た
葉
瑛
は
︑﹁
按
此
上

論
比
ª
之
書
︐
á
分
三
種
︐
作
者
應
隨
宜
取
辨
﹂
と
指
摘
す
る
︒

﹁
]
度
﹂
と
は
︑
天
體
が
]
行
す
る
度
數
の
こ
と
︒﹃
後
漢
紀
﹄
永

¬
十
五
年
條
に
﹁
昔
庖
犧
氏
之
王
天
下
︐
仰
則
觀
象
於
天
︐
俯
則

觀
法
於
地
︒
然
則
天
地
設
位
︐
而
星
辰
]﹅

度﹅

備
矣
﹂
と
あ
る
︒

(18
)

原
�
﹁
年
壽
也
﹂
に
︑
葉
長
靑
は
﹁
靑
按
：
本
書
名
︐
此
借
用
﹂
と
�

す
る
︒

(19
)

例
え
ば
﹃
漢
書
﹄
高
�
紀
下
の
�
に
﹁
臣
瓚
曰
：
�
年
四
十
二
卽
位
︐

卽
位
十
二
年
︐
壽
五
十
三
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹃
漢
書
﹄
各
本
紀

に
臣
瓚
が
�
漢
皇
�
の
壽
命
を
�
記
し
て
い
る
こ
と
を
指
す

(葉

瑛
)
︒﹃
別
錄
﹄
に
は
﹃
漢
著
記
﹄﹃
漢
大
年
記
﹄
な
ど
の
書
物
が

著
錄
さ
れ
て
い
た
の
で
︑
臣
瓚
は
こ
れ
ら
を
�
料
と
し
て
こ
れ
ら

の
�
を
書
い
た
と
違
學
�
は
考
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒﹃
漢
書
﹄

藝
�
志
に
﹁
漢
著
記
百
九
十
卷
︒
漢
大
年
紀
五


﹂
と
あ
り
︑
顏

師
古
は
﹁
若
今
之
c
居
�
﹂
と
�
す
る
︒

(20
)

伏
生
と
�
&
の
諱
が
石
刻
に
見
え
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
伏
生
の
諱
は
︑

﹃
漢
書
﹄
儒
林
傳
に
﹁
伏
生
︐
濟
南
人
也
﹂
と
あ
り
︑
張
晏
の
�

に
﹁
名
�
︐
伏
生
碑
云
也
﹂
と
あ
る
︒
�
&
の
諱
は
︑﹃
太
¬
御

覽
﹄
卷
六
一
一
が
引
く
﹃
廬
江
七
賢
傳
﹄
に
︑﹁
�
黨
字
&
仲
︒

欲
之
學
︒
時
與
人
俱
入
叢
木
︐
謂
侶
人
曰
：
『吾
欲
X
學
︐
先
試

投
我
斧
高
木
上
︐
斧
當
掛
︒
乃
仰
投
之
︐
斧
果
上
掛
︒
因
之
長
安

�
經
﹂
と
あ
る
が
︑
石
刻
の
こ
と
は
見
え
な
い
︒
葉
瑛
は
楊
愼
の

﹃
升
庵
外
集
﹄
卷
四
十
一
に
み
え
る
﹁
�
&
在
蜀
︐
庶
�
爲
生
民

立
極
︒
�
&
名
黨
﹂
と
い
う
記
事
を
引
く
が
︑﹁
今
R
傳
�
&
碑
︐

係
贋
品
︐
無
�
&
名
﹂
と
こ
と
わ
る
︒
ま
た
葉
長
靑
は
︑
�
&
の

諱
が
記
さ
れ
た
石
刻
に
つ
い
て
は
不
M
と
す
る
︒
違
學
�
が
何
に

依
據
し
た
か
は
不
M
︒
宋
è
の
﹁
成
都
府
怨
円
漢
�
&
祠
堂
碑

銘
﹂
(﹃
景
�
集
﹄
卷
五
十
七
)
に
﹁
蜀
之
á
食
千
五
百
年
不
絕
者
︐

秦
李
公
冰
︑
漢
�﹅

公﹅

&﹅

兩
祠
而
已
﹂
と
あ
る
が
︑
雍
正
十
一
年
序

刊
本
﹃
四
川
�
志
﹄
藝
�
︑
記
に
引
用
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
は
﹁
�

公
&
﹂
を
﹁
�
公
黨
﹂
と
作
り
︑
違
學
�
は
こ
の
類
を
參
照
し
た

の
か
も
し
れ
な
い
︒

(21
)

原
�
﹁
高
祖
之
作
怨
豐
︐
詳
於
劉
記
﹂
に
つ
い
て
︑
劉
邦
が
父
の
た
め

に
怨
豐
を
作
っ
た
こ
と
は
︑
自
�
の
と
お
り
﹃
西
京
雜
記
﹄
卷
二

に
﹁
太
上
皇
徙
長
安
︐
居
深
宮
︐
悽
愴
不
樂
︒
高
祖
竊
因
左
右
問

其
故
︒
以
¬
生
R
好
皆
屠
販
少
年
︐
酤
沽
賣
餠
︐
闘
鷄
蹴
鞠
︐
以

此
爲
歡
︒
今
皆
無
此
︐
故
以
不
樂
︒
高
祖
乃
作
怨
豐
︐
移
諸
故
人

實
之
︐
太
上
皇
乃
悅
︒
故
怨
豐
多
無
賴
︐
無
衣
冠
子
弟
故
也
﹂
と

あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
た
だ
︑
そ
れ
を
﹁
劉
記
﹂
と
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
考
を
得
な
い
︒
葉
瑛
は
﹃
直
齋
書
錄
解
題
﹄
傳
記
類

に
﹁︽
西
京
雜
記
︾
六
卷
︐
句
漏
令
�
洪
X
︒
其
卷
末
言
︐
洪
家

V
劉
子
駿
書
百
卷
︐
先
父
傳
之
︐
歆
欲
X
︽
漢
書
︾
︐
雜
錄
漢
事
︐

未
s
而
z
︒
試
以
此
書
考
校
班
固
R
作
︐
殆
是
�
取
劉
書
︐
少
V

衣
同
耳
︒
固
R
不
取
︐
不
�
二
萬
言
︐
今
鈔
出
爲
二
卷
︐
以
裨

︽
漢
書
︾
之
闕
︒
R
謂
先
父
者
︐
歆
之
於
向
也
︐
而
︽
館
閣
書
目
︾

以
爲
洪
父
傳
之
︐
非
是
︒︽
K
藝
�
志
︾
亦
只
二
卷
︒
今
六
卷
者
︐

後
人
分
之
也
︒
按
洪
\
聞
深
學
︐
江
左
絕
倫
︐
R
著
書
�
五
百
卷
︐
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本
傳
具
載
其
目
︐
不
聞
V
此
書
︒
而
向
︑
歆
父
子
︐
亦
不
聞
其
嘗

作
�
傳
於
世
︒
y
班
固
V
R
因
営
︐
亦
不
應
�
沒
不
著
也
︒
殆
V

可
疑
者
︒
豈
惟
非
向
︑
歆
R
傳
︐
亦
未
必
洪
之
作
也
﹂
と
あ
る

﹁
卷
末
﹂
を
P
信
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
す
る
︒

(22
)

原
�
﹁
孝
武
之
好
´
行
︐
著
於
外
傳
﹂
に
つ
い
て
も
︑
自
�
の
と
お
り

﹃
漢
武
故
事
﹄
に
︑﹁
常
輕
Ö
´
行
︒
時
丞
相
公
孫
弘
數
諫
︐
不
從
︒

弘
謂
其
子
曰
：
『吾
年
已
八
十
餘
︐
陛
下
擢
爲
宰
相
︒
士
 
爲
知

己
死
︐
況
不
世
之
君
乎
︒
今
陛
下
´
行
不
已
︐
社
稷
必
危
︐
吾
雖

不
�
�
魚
︐
冀
萬
一
能
以
尸
諫
﹄︒
因
自
殺
︒
上
聞
而
悲
之
︐
自

爲
誄
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
さ
ら
に
葉
瑛
は
﹃
漢
武
故
事
﹄

の
X
者
に
つ
い
て
︑﹃
四
庫
�
書
總
目
提
�
﹄
小
說
家
類
三
の

﹁︽
漢
武
故
事
︾
一
卷
︐
舊
本
題
班
固
X
︒
然
�
不
聞
固
V
此
書
︐

︽
隋
志
︾
著
錄
傳
記
類
中
︐
亦
不
云
固
作
︒
晁
公
武
︽
讀
書
志
︾

引
張
柬
之
︽
冥
洞
記
跋
︾
︐
謂
出
於
王
儉
︒
K
初
去
齊
︑
梁
未
X
︐

當
V
R
考
也
﹂
と
い
う
說
を
引
用
す
る
︒

(23
)

原
�
﹁
曹
丕
讓
表
︐
詳
︽
獻
�
傳
︾﹂
に
つ
い
て
︑
裴
松
之
が
﹁
獻
�

傳
載
禪
代
衆
事
﹂
と
営
べ
る
よ
う
に
︑
漢
か
ら
魏
へ
の
禪
讓
を
め

ぐ
る
や
り
と
り
が
﹃
三
國
志
﹄
�
�
紀
の
�
に
引
く
﹃
獻
�
傳
﹄

に
み
え
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(24
)

原
�
﹁
甄
后
懿
行
︐
盛
稱
︽
魏
書
︾﹂
に
つ
い
て
︑﹁
懿
行
﹂
は
﹃
三
國

志
﹄
后
妃
傳
︑
�
昭
甄
皇
后
の
�
に
複
數
囘
引
用
さ
れ
る
﹃
魏

書
﹄
に
た
し
か
に
見
え
る
が

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︑
裴
松
之
は
﹁
推

此
而
言
︐
其
稱
卞
︑
甄
諸
后
言
行
之
善
︐
皆
難
以
實
論
︒
陳
氏
盈

落
︐
良
V
以
也
﹂
と
も
い
う
︒

(25
)

原
�
﹁
哀
牢
之
傳
︐
徵
於
計
�
﹂
に
つ
い
て
は
︑
自
�
の
と
お
り
﹃
論

衡
﹄
の
佚
�

(﹃
玉
海
﹄
卷
五
十
八
に
見
え
る
)
に
﹁
楊
子
山
爲
郡
上

計
�
︐
見
三
府
爲
︽
哀
牢
傳
︾
不
能
成
︐
歸
郡
作
上
︒
孝
M
奇
之
︐

徵
在
蘭
臺
﹂
と
あ
る

(
葉
瑛
)
︒
ち
な
み
に
葉
長
靑
は
﹃
後
漢
書
﹄

西
南
夷
傳
︑
哀
牢
の
違
懷
太
子
�
に
﹁
自
此
以
上
︐
竝
見
︽
風
俗

�
︾
也
﹂
と
あ
る
の
を
も
と
に
︑﹃
論
衡
﹄
で
は
な
く
﹃
風
俗
�
﹄

の
P
り
で
は
な
い
か
と
す
る
が
︑
こ
こ
で
は
楊
F

(楊
子
山
)
が

上
計
�
と
な
っ
た
こ
と
を
指
す
た
め
︑
葉
長
靑
の
指
摘
は
P
り
︒

(26
)

原
�
﹁
先
賢
之
表
︐
著
於
黃
初
﹂
に
つ
い
て
︑
葉
瑛
は
︑
�
引
﹃
獻
�

傳
﹄
に
見
え
る
︑
曹
丕
に
禪
讓
を
勸
Å
し
た
諸
々
の
上
奏
�
と
解

す
る
︒
葉
長
靑
は
︑﹁
見
︽
華
陽
國
志
︾﹂
と
い
う
自
�
に
依
っ
て

﹃
華
陽
國
志
﹄
卷
十
の
﹁
先
賢
士
女
總
讚
﹂
と
解
す
る
が
︑
同
卷

の
い
う
﹁
先
賢
﹂
に
は
黃
初
以
後
に
活
7
し
た
人
物
も
含
ま
れ
て

い
る
︒
ま
た
︑﹃
華
陽
國
志
﹄
か
ら
黃
初
と
い
う
魏
の
年
號
が
舉

が
っ
て
い
る
點
も
不
可
解
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
部
分
は
︑

﹃
�
�
﹄
外


︑
古
今
正
�
の
﹁
魏
黃
初
中
︐
唯
著
先
賢
表
︐
故

漢
記
殘
缺
︐
至
晉
無
成
﹂
と
い
う
記
事
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
︒

(27
)

原
�
﹁
Z
纂
典
林
﹂
に
つ
い
て
︑
江
永
が
﹃
四
書
典
林
﹄
と
﹃
四
書
古

人
典
林
﹄
を
X
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
王
昶
﹁
江
愼
修
先
生
墓

志
銘
﹂
に
﹁
十
�
︐
江
西
學
政
金
公
德
瑛
招
爲
諸
生
校
閱
�
字
︒

六
十
九
歲
︐
成﹅

四﹅

書﹅

典﹅

林﹅

四﹅

十﹅

卷﹅

﹂
(﹃
春
融
堂
集
﹄
卷
五
十
五
)
と

あ
り
︑
江
藩
﹃
國
 
漢
學
師
承
記
﹄
卷
五
﹁
江
永
﹂
に
︑﹁
然
R

著
鄉
黨
圖
考
︑
四﹅

書﹅

典﹅

林﹅

︐
帖﹅

括﹅

之﹅

士﹅

竊﹅

其﹅

唾﹅

餘﹅

︐
取﹅

高﹅

第﹅

掇﹅

巍﹅

科﹅

者﹅

數﹅

百﹅

人﹅

︒
而
永
以
M
經
F
老
於
家
︒
豈
傳
R
謂
志
與
天
地
擬

者
其
人
不
祥
歟
﹂
と
あ
る
︒
同
書
は
四
書
に
見
え
る
事
物
を
項
目

別
に
排
列
し
た
類
書
で
︑
科
舉
の
�
驗
者
に
利
用
さ
れ
た
よ
う
で

あ
る
︒
た
だ
し
︑
違
學
�
が
い
う
﹁
典
林
﹂
は
特
定
の
書
名
で
は
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な
く
︑
典
故
を
蒐
集
し
た
手
+
え
の
こ
と
か
︒

(28
)

原
�
﹁
辭
客
探
毫
﹂
の
﹁
探
毫
﹂
は
筆
を
と
る
こ
と
︒﹃
初
學
記
﹄
�

部
﹁
補
綯
﹂
に
︑﹁
王
羲
之
筆
經
曰
：
探﹅

毫﹅

︐
悦
以
:
紙
裹
�
根

ª
取
上
毫
ð
ð
布
令
�
不
見
﹂
と
あ
る
︒

(29
)

原
�
﹁
因
收
韻
藻
﹂
は
︑﹃
四
庫
�
書
總
目
提
�
﹄
子
部
四
十
六
︑
類

書
類
二
﹁
御
定
佩
�
韻
府
﹂
に
﹁
楊﹅

愼﹅

作﹅

均﹅

藻﹅

︐
朱
彜
±
作
韻
粹
︐

其
子
昆
田
印
作
三
體
摭
韻
︐
皆
欲
補
陰
氏
凌
氏
之
闕
︐
而
仍
未
賅

備
︒
是
以
我
�
祖
仁
皇
�
特
詔
儒
臣
︐
蒐
羅
典
籍
︐
輯
爲
是
>
︒

每
字
皆
先
標
g
訓
︐
R
隸
之
事
︐
凡﹅

陰﹅

氏﹅

凌﹅

氏﹅

書﹅

R﹅

已﹅

J﹅

者﹅

︐
謂﹅

之﹅

韻﹅

藻﹅

列﹅

於﹅

�﹅

︐
兩
家
R
未
J
者
︐
別
標
增
字
列
於
後
﹂
と
あ
り
︑

楊
愼
が
﹃
均
藻
﹄
を
>
纂
し
た
こ
と
︑﹃
佩
�
韻
府
﹄
が
先
行
す

る
韻
書
が
J
錄
し
た
も
の
を
﹁
韻
藻
﹂
と
し
て
整
理
し
た
こ
と
が

見
え
る
が
︑
こ
れ
も
上
営
の
﹁
典
林
﹂
と
同
じ
く
︑
韻
を
分
類
し

た
手
+
え
を
漠
然
と
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

(30
)

原
�
﹁
兔
園
私
册
﹂
は
︑
本
書
卷
三
﹁
傳
記
﹂
に
﹁
彼
挾
兔﹅

園﹅

之﹅

册﹅

︐

但
見
昭
M
︽
�
o
︾
︐
K
宋
八
家
鮮
入
此
體
︐
Z
謂
天
下
之
書
︐

不
復
可
旁
證
爾
﹂
(
內


三
譯
�
︑
二
六
〇
頁
)
と
あ
る

(葉
長
靑
・

葉
瑛
)
︒

(31
)

原
�
﹁
腐
而
出
神
奇
︐
何
可
得
哉
﹂
は
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
下
﹂
に

﹁
神﹅

奇﹅

¶
臭
腐﹅

︐
臭
腐﹅

復
¶
爲
神﹅

奇﹅

︐
解
︽
莊
︾
書
者
︐
以
謂
天

地
自
V
變
¶
︐
人
則
從
而
奇
腐
云
耳
﹂
(
內


一
譯
�
︑
一
八
九
頁
)

と
あ
り
︑
葉
瑛
は
﹁
按
此
上
言
比
ª
之
書
︐
作
者
取
辨
︐
不
妨
畧

其
R
詳
︐
至
於
︽
典
林
︾︽
韻
藻
︾
之
類
︐
固
無
足
論
﹂
と
も
指

摘
す
る
︒

(32
)

原
�
﹁
村
書
俗
學
﹂
の
う
ち
︑﹁
村
書
﹂
は
︑
陸
游
﹁
秋
日
郊
居
﹂

(﹃
劍
南
詩
稿
﹄
卷
二
十
五
)
に
﹁
兒
越
冬
學
閙
比
鄰
︐
據
案
愚
儒
却

自
珍
︐
ã
罷
村﹅

書﹅

閉
門
睡
︐
F
年
不
著
面
看
人
︹
農
家
十
�
乃
^

子
入
學
︐
謂
之
冬
學
︒
R﹅

讀﹅

雜﹅

字﹅

︐
百﹅

家﹅

姓﹅

之﹅

類﹅

︐
謂﹅

之﹅

村﹅

書﹅

︺﹂

と
あ
り
︑
識
字
を
目
"
と
し
た
越
蒙
書
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
︒
ま

た
﹁
俗
學
﹂
は
︑
本
書
卷
三
﹁
�
集
﹂
に
﹁
夫
漁
仲
校
讎
︐
義
例

�
精
︐
 
舛
P
若
此
︐
則
俗﹅

學﹅

之
傳
n
已
久
也
﹂
と
あ
る

(
內



三
譯
�
︑
三
一
五
頁
)
︒

(33
)

原
�
﹁
以
致
學
者
寧
n
原
書
︐
怠
窺
怨
錄
﹂
は
︑
本
書
卷
四
﹁
釋
�
﹂

に
﹁
纂
輯
之
書
︐
略
以
ª﹅

比﹅

︐
本
無
增
損
︐
但
易
標
題
︐
則
劉
知

�
R
謂
﹃
學﹅

者﹅

寧﹅

n﹅

本﹅

書﹅

︐
怠﹅

窺﹅

怨﹅

錄﹅

﹄
者
矣
﹂
(
內


四
譯
�

(87
)
)
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(34
)

原
�
﹁
圖
繪
之
學
︐
不
入
�
裁
﹂
は
︑
本
書
外


一
﹁
和
州
志
輿
地
圖

序
例
﹂
に
﹁
�
代
方
州
之
志
︐
繪
爲
圖
象
︐
廁
於
序
例
之
閒
︐
不

立
專
門
︐
但
綴
名
�
︐
以
爲
一
書
之
標
識
︐
而
實
無
當
千
古
人
圖

�
之
學
也
︒
夫﹅

爭﹅

於﹅

繪﹅

事﹅

︐
則﹅

藝﹅

-﹅

無﹅

當﹅

於﹅

�﹅

裁﹅

；
而
廁
于
辨
髦
︐

則
書
肆
茍
爲
標
幟
︐
以
爲
市
易
之
�
︐
皆
不
可
語
於
�
學
之
精
´

也
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
あ
る
い
は
﹃
三
禮
圖
﹄
の
よ
う
な
︑
圖
を

含
む
經
學
書
の
こ
と
を
指
す
か
︒

(35
)

原
�
﹁
金
石
之
�
︐
但
�
目
錄
﹂
に
つ
い
て
︑
葉
瑛
は
﹁
金
石
之
�
︐

足
�
考
信
︐
V
裨
於
�
學
者
甚
鉅
︒
自
歐
陽
修
︽
集
古
錄
︾
以
下
︐

歷
代
金
石
著
錄
之
書
︐
指
不
�
屈
︒
淸
王
昶
X
︽
金
石
萃
>
︾
一

百
二
十
七
卷
︐
收
三
代
至
宋
末
遼
�
字
一
千
五
百
餘
�
︐
摹
勒
�

�
︐
閒
加
詮
釋
︐
爲
金
石
學
中
�
賅
\
者
︒
若
但
徵
目
錄
︐
復
V

何
用
﹂
と
反
論
す
る
︒
ち
な
み
に
︑﹁
答
客
問
﹂
の
成
立
は
乾
隆

五
十
五
～
五
十
六
年
ご
ろ
︑﹃
金
石
萃
>
﹄
の
刊
行
は
嘉
慶
十
年

で
あ
る
︒

(36
)

原
�
﹁
一
目
之
羅
︐
得
鳥
無
日
﹂
は
︑﹃
淮
南
子
﹄
說
山
訓
に
﹁
V
鳥

『���義』內
五譯�
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將
來
︐
張
羅
而
待
之
︐
得
鳥
者
︐
羅
之
一
目
也
︒
今﹅

爲﹅

一﹅

目﹅

之﹅

羅﹅

︐

則﹅

無﹅

時﹅

得﹅

鳥﹅

矣﹅

﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(37
)

原
�
﹁
志
於
三
�
聚
糧
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
逍
遙
é
に
﹁
C
百
里
者
︐
宿

舂
糧
︒
C
千
里
者
︐
三﹅

�﹅

聚﹅

糧﹅

﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(38
)

原
�
﹁
不
知
度
德
量
力
﹂
は
︑﹃
左
氏
傳
﹄
隱
公
十
一
年
に
﹁
不
度
德
︐

不
量
力
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒

(39
)

原
�
﹁
筌
蹄
嚆
矢
之
功
¦
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
外
物
に
︑﹁
筌﹅

者
︐
R
以
在

魚
︐
得
魚
而
忘
筌
︒
蹄﹅

者
︐
R
以
在
兎
︐
得
兎
而
忘
蹄
﹂︑
ま
た

同
書
︑
在
宥
に
﹁
焉
知
曾
︑
�
之
不
爲
桀
︑
跖
嚆﹅

矢﹅

也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒﹁
筌
蹄
﹂
と
は
物
事
を
¿
成
す
る
た
め
に
事
�

に
準
備
す
る
も
の
︑﹁
嚆
矢
﹂
と
は
物
事
の
は
じ
め
に
用
い
ら
れ

る
も
の
を
指
す
︒

(40
)

原
�
﹁
挾
恐
見
破
之
私
)
︐
而
無
從
善
Ö
義
之
公
心
﹂
は
︑
劉
歆
﹁
移

讓
太
常
\
士
書
﹂
(﹃
漢
書
﹄
楚
元
王
傳
)
に
﹁
 
欲
保
殘
守
缺
︐
挾﹅

恐﹅

見﹅

破﹅

之﹅

私﹅

)﹅

︐
而﹅

無﹅

從﹅

善﹅

Ö﹅

義﹅

之﹅

公﹅

心﹅

︐
或
懷
妬
嫉
︐
不
考
*

實
︑
雷
同
相
從
︐
隨
聲
是
非
︐
抑
此
三
學
︐
以
尙
書
爲
備
︐
謂
左

氏
爲
不
傳
春
秋
︐
豈
不
哀
哉
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
ま
た
本
書
卷
二

﹁
言
公
中
﹂
に
﹁
而
況
挾﹅

恐﹅

見﹅

破﹅

之﹅

私﹅

)﹅

︐
竊
據
自
擅
之
虛
名
︐

�
無
R
藉
︐
後
無
R
e
︐
處
世
孤
危
而
不
可
安
也
︐
豈
不
難
哉
﹂

(
內


二
譯
�

(2
)︑
八
三
頁
)
と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒

(41
)

違
學
�
の
﹁
比
ª
之
書
﹂
批
S
に
對
し
て
︑
葉
瑛
は
﹁
按
此
上
論
比
ª

之
書
︐
去
其
七
z
︐
尙
待
學
者
之
努
力
﹂
と
営
べ
る
︒

答
問

【
成
立
年
代
︼

葉
瑛
は
︑
武
昌
柯
氏
﹃
違
氏
�
書
﹄
鈔
本
目
錄
﹁
丙
辰
山
中
違
﹂
の
項
に
本



が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
嘉
慶
元
年
丙
辰

(一
七
九
六
︑
違
學
�
五
十
九
歲
)
ま
で

の
作
と
す
る
︒
胡
C
著
︑
姚
名
¿
訂
補
﹃
違
實
齋
年
�
﹄
も
同
樣
︒
あ
わ
せ
て
︑

本
書
卷
三
﹁
�
德
﹂
の
︻
成
立
年
代
︼
を
參
照

(
內


三
譯
�
︑
二
八
八
頁
)
︒

或
問
：
�
人
之
�
辭
︐
可
改
竄
爲
己
作
歟
︒

答
曰
：
何
爲
而
不
可
也
︒
古
者
以
�
爲
公
器
︐
�
人
之
辭
如
已
盡
︐
後
人

営
而
不
必
作
也
︒
賦
詩
斷
違
︐
不
啻
若
自
其
口
出
也
︒
重
在
R
以
爲
�
辭
︐
而

不
重
�
辭
也
︒
苟
得
其
)
之
R
以
然
︐
不
必
V
R
改
竄
︐
而
�
人
�
辭
與
己
無

衣
也
︒
無
其
)
而
求
合
於
�
辭
︐
則
雖
字
句
毫
無
R
犯
︐
而
陰
仿
�
人
之
R
云
︐

君
子
鄙
之
曰
竊
矣
︒

あ
る
者
が
問
う
︒
�
人
の
�
違
表
現
は
︑
作
り
變
え
て
自
分
の
作
と
し
て
も

よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒

答
え
て
言
う
︒
ど
う
し
て
い
け
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
か
つ
て
﹁
�
﹂
は

公

(お
お
や
け
)
の
容
器
と
さ
れ(

1
)
︑
�
人
の
言
葉
が
既
に

(
自
分
の
)
を
)
言
い

盡
く
し
て
い
れ
ば
︑
後
人
は
祖
営
す
る
だ
け
で
必
ず
し
も
怨
た
に
作
ら
な
く
て

よ
い(2
)
︒
詩
を
賦
す
と
き
に
は

(
�
人
の
�
違
の
)
違
を
切
り
取
っ
て
用
い
︑
ま
る

で
自
分
の
口
か
ら
出
た
言
葉
と
變
わ
り
が
な
い
よ
う
に
す
る(3
)
︒
な
ぜ
�
違
を
作

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
︑
�
違
そ
の
も
の
は
重
視
し
な
い(4
)
︒
自
分
の
)

が
そ
の
よ
う
に
な
る
理
由
に
C
っ
て
い
れ
ば
︑
必
ず
し
も
改
變
す
る
と
は
限
ら

ず
︑
却
っ
て
�
人
の
�
違
が
自
分
の
�
違
と
�
く
同
じ
に
な
る
こ
と
も
あ
る(5
)
︒

�
人
と
同
じ
考
え
も
な
い
の
に
︑
�
人
の
�
違
の
眞
似
を
し
よ
う
と
す
る
の
は
︑
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字
面
の
上
で
は
剽
竊
し
て
い
な
く
て
も
︑
�
人
の
發
言
を
�
に
模
倣
す
る
も
の

で
あ
り
︑
君
子
は
こ
れ
を
輕
蔑
し
盜
作
だ
と
い
う
︒

或
曰
：
陳
琳
爲
曹
洪
報
魏
太
子
︐
諱
言
陳
琳
爲
辭
︒
丁
敬
禮
求
曹
子
円
潤

色
其
�
︐
則
曰
後
世
誰
知
定
吾
�
者
︒
K
韓
氏
云
：
｢惟
古
於
�
必
己
出
︐
影

而
不
能
乃
剽
竊
﹂︒
古
人
必
欲
�
辭
自
己
擅
也
︐
豈
曰
重
其
)
而
已
哉
︒

答
曰
：
�
人
之
�
︐
與
著
営
之
�
︐
不
可
同
日
語
也
︒
著
営
必
V
立
於
�

辭
之
先
者
︐
假
�
辭
以
¿
之
而
已
︒
譬
如
á
堂
行
禮
︐
必
用
錦
紳
玉
佩
︐
彼
行

禮
者
︐
不
問
紳
佩
之
R
成
︐
著
営
之
�
是
也
︒
錦
工
玉
工
︐
未
嘗
n
禮
︐
惟
藉

製
錦
攻
玉
以
稱
功
︐
而
冒
他
工
R
成
爲
己
製
︐
則
人
皆
以
爲
竊
矣
︐
�
人
之
�

是
也
︒
故
以
�
人
之
見
解
︐
而
議
著
営
之
�
辭
︐
如
以
錦
工
玉
工
︐
議
á
堂
之

禮
典
︹
一
︺

也
︒

〔一
︺﹁
禮
典
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
典
禮
﹂︒

あ
る
者
が
言
う
︒
陳
琳
は
曹
洪
の
た
め
に

(書
を
代
作
し
)
魏
の
太
子
に

�
っ
た
が
︑
(曹
洪
は
)
陳
琳
が
�
を
作
っ
た
と
は
言
わ
な
か
っ
た(6
)
︒
丁
敬
禮
は

曹
子
円
に
自
分
の
�
違
に
�
Ë
を
施
す
よ
う
求
め
た
が
︑﹁
後
世
︑
私
の
�
違

を
定
め
た
者
を
誰
が
分
か
る
だ
ろ
う
か
﹂
と
言
っ
た(7
)
︒
K
の
韓
¡
は
﹁
古
に
は
︑

�
は
き
ま
っ
て
自
分
か
ら
出
だ
す
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
時
代
が
影
っ
て
そ
れ
が

で
き
な
く
な
る
と
︑
剽
竊
す
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
言
っ
た(8
)
︒
古
人
は
必
ず
�

違
が
自
作
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
ど
う
し
て
)
を
重
ん
じ
る
だ

け
な
ど
と
言
え
よ
う
か
︒

答
え
て
言
う
︒
�
違
家
の
�
は
︑
言
論
の
�
と
同
列
に
論
じ
る
こ
と
は
で
き

な
い
︒
言
論
に
は
必
ず
�
違
の
先
に
立
つ
も
の
が
あ
り
︑
�
違
を
借
り
て

(
)

を
)
傳
え
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る(

9
)
︒
た
と
え
ば
á
堂
で
祭
禮
を
行
う
際
︑
必
ず

錦
紳

(錦
を
用
い
た
大
帶
)
・
玉
佩

(
玉
石
製
の
帶
の
Ë
り
)
を
用
い
る
が(10
)
︑
そ
の

祭
禮
を
行
う
者
は
︑
錦
紳
・
玉
佩
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と

は
問
わ
な
い
︒
言
論
の
�
が
こ
れ
で
あ
る

(
言
論
の
�
に
お
い
て
は
︑
)
味
內
容

が
重
�
で
あ
り
︑
�
違
の
由
來
は
問
わ
な
い
)
︒
錦
紳
・
玉
佩
の
職
工
は
︑
禮
を

n
っ
た
こ
と
が
な
く
︑
た
だ
錦
紳
の
制
作
や
玉
佩
の
硏
"
を
自
分
の
仕
事
と
し

て
い
る
の
に
︑
他
の
職
工
が
制
作
し
た
も
の
を
自
分
の
制
作
だ
と
僞
っ
た
な
ら
︑

人
は
み
な
そ
れ
を
盜
作
と
す
る
︒
�
人
の
�
が
こ
れ
で
あ
る

(
�
人
の
�
に
お
い

て
は
︑
�
違
の
由
來
が
重
�
で
︑
他
人
の
�
違
の
眞
似
を
す
る
と
盜
作
に
な
る
)
︒
よ
っ

て
�
人
の
考
え
方
に
よ
っ
て
言
論
の
士
の
�
違
を
論
じ
る
の
は
︑
錦
紳
・
玉
佩

の
職
工
の
立
場
か
ら
á
堂
の
禮
典
を
論
じ
る
よ
う
な
も
の
で
︑
お
門
È
い
だ
︒

或
曰
：
古
人
辭
命
︐
草
創
加
以
修
潤
︐
後
世
詩
�
︐
亦
V
一
字
之
師
；
如

R
重
在
)
︐
而
辭
非
R
計
︐
譬
如
á
堂
行
禮
︐
雖
不
計
其
紳
佩
︐
而
紳
佩
敝
裂
︐

不
中
制
度
︐
亦
豈
可
行
¡
︹
一
︺

︒

答
曰
：
此
就
�
論
�
︐
別
自
爲
一
�
也
︒
就
�
論
�
︐
先
師
V
辭
¿
之
訓
︐

曾
子
V
鄙
悖
︹
二
︺

之
戒
；
�
門
設
科
︐
�
學
言
語
竝
存
︐
說
辭
亦
貴
V
善
爲

者
；
古
人
�
辭
︐
未
嘗
不
求
工
也
︐
而
︹
三
︺

非
R
論
於
此
疆
彼
界
︐
爭
論
�
必

己
出
︐
以
矜
私
耳
︒
自
魏
︑
晉
以
ñ
︐
論
�
亦
自
V
專
家
矣
︒
樂
府
改
舊
什
之

鏗
鏘
︐︽
�
o
︾
裁
�
人
之


什
︐
竝
�
聲
*
色
采
︐
非
同
著
営
科
也
︒︽
會
昌

制
集
︾
之
序
︐
½
亞
�
義
山
之
腴
︑
元
和
︽
�
蝕
︾
之
歌
︐
韓
公
擢
玉
川
之

怪
；
或
存
原
款
︹
四
︺

以
歸
其
人
︐
或
改
標
題
以
入
己
集
︒
雖
論
�
末
技
︐
V
精

焉
者
︐
R
得
既
深
︐
亦
不
復
�
量
於
彼
我
字
句
之
瑣
也
︒

〔一
︺﹁
¡
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
耶
﹂
︐
下
同
︒

〔二
︺﹁
悖
﹂
︐
嘉
業
堂
本
︑
何
氏
抄
本
作
﹁
倍
﹂︒

〔三
︺
嘉
業
堂
本
﹁
而
﹂
下
V
﹁
特
﹂
字
︒
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〔四
︺﹁
款
﹂
︐
貴
陽
本
作
﹁
欵
﹂︒

あ
る
者
が
言
う
︒
古
人
の
外
�
y
節
の
言
葉
に
は
︑
ま
ず
草
稿
が
あ
っ
て
そ

こ
に
修
Ë
・
潤
色
を
加
え
た
し(
11
)
︑
後
世
の
詩
�
に
も
﹁
一
字
の
師
﹂
が
い
た(12
)
︒

假
に
彼
ら
が
重
視
す
る
も
の
が
)
味
內
容
で
あ
っ
て
�
違
は
考
慮
に
入
れ
な
い

の
な
ら
︑
た
と
え
ば
á
堂
で
祭
禮
を
行
う
に
あ
た
っ
て
︑
錦
紳
・
玉
佩
に
氣
を

配
ら
な
い
と
し
て
も
︑
錦
紳
・
玉
佩
が
壞
れ
て
禮
制
に
C
わ
な
く
な
っ
た
場
合
︑

ど
う
し
て
祭
禮
を
行
え
よ
う
か

(言
論
の
士
は
�
違
の
こ
と
を
重
視
し
な
い
と
は
い

え
︑
�
違
が
な
け
れ
ば
)
を
傳
え
ら
れ
な
い
以
上
︑
�
違
を
考
慮
し
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
)
︒

答
え
て
言
う
︒
こ
れ
は
�
の
觀
點
か
ら
�
を
論
じ
る
も
の
で
︑
ま
た
別
の
�

理
が
あ
る
︒
�
か
ら
�
を
論
じ
る
と
︑
孔
子
に
は
﹁
辭
は
¿
す
る
の
み
﹂
(﹃
論

語
﹄
衞
靈
公
)
と
い
う
敎
え
が
あ
り
︑
曾
子
に
は
﹁
辭
氣
を
出
せ
ば
︑
斯
れ
鄙

倍
よ
り
X
ざ
か
る
﹂
(﹃
論
語
﹄
泰
伯
)
の
戒
め
が
あ
る(13
)
︒
�
人
の
門
下
の
科
目

に
は
﹁
�
學
﹂
と
﹁
言
語
﹂
が
竝
存
し(
14
)
︑﹁
說
辭
﹂
も
得
)
な
者
が
い
る
こ
と

は
大
切
に
さ
れ
た(
15
)
︒
つ
ま
り
古
人
の
�
違
で
は
︑
�
違
の
巧
み
さ
を
求
め
な
い

こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
が(
16
)
︑
そ
の
論
點
が
彼
我
の
差
に
置
か
れ
︑
�
が
必
ず
自

作
で
あ
る
こ
と
を
爭
い
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
自
慢
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ

た(
17
)
︒
魏
晉
以
來
︑
�
違
を
改
作
す
る
こ
と
に
も
專
家
が
生
ま
れ
た
︒
樂
府
は
古

い
詩


の
響
き
を
改
變
し
た
も
の(
18
)
︑﹃
�
o
﹄
は
�
人
の
詩


を
切
り
取
っ
た

も
の
で
あ
り
︑
い
ず
れ
も
聲
>
や
*
感
︑
�
Ë
を
�
と
し
︑
言
論
の
科
と
は
衣

な
る
︒﹃
會
昌
制
集
﹄
の
序
は
½
亞
が
李
義
山
の
冗
漫
な
�
を
�
っ
た
も
の
で(19
)
︑

元
和
年
閒
の
﹁
�
蝕
﹂
の
歌
は
韓
¡
が
盧
仝
の
奇
拔
な
�
を
拔
き
出
し
た
も
の

で
あ
る(
20
)
︒
あ
る
者
は
原
題
を
殘
し
て
そ
の
人

(の
功
)
に
歸
し
︑
あ
る
者
は
標

題
を
改
め
て
自
分
の
�
集
に
入
れ
る
︒
�
を
論
じ
る
こ
と
は
取
る
に
足
ら
な
い

技
能
で
は
あ
る
が
︑
精
確
な
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
︑
理
解
が
深
け
れ
ば
︑
そ

れ
以
上
彼
我
の
字
句
の
瑣
末
な
差
を
比
べ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い(21
)
︒

或
曰
：
昔
者
樂
廣
善
言
︐
而
摯
2
妙
筆
︐
樂
談
摯
不
能
對
︐
摯
筆
樂
不
能

復
︐
人
各
V
ç
長
矣
︒
然
則
V
能
言
而
不
能
�
者
︐
不
妨
藉
人
爲
操
筆
¡
︒

答
曰
：
潘
嶽
亦
爲
樂
廣
X
讓
表
矣
︐
必
得
廣
之
辭
旨
︐
而
後
ª
爲
名
筆
︐
�

亦
未
嘗
不
兩
稱
之
︒
兩
漢
以
下
︐
人
少
ë
長
︐
優
學
而
或
歉
於
辭
︐
善
�
而
或

疎
於
記
︒
以
至
學
問
之
中
︐
印
V
ç
擅
︐
�
辭
一
�
︐
印
V
專
長
︒
本
可
�
助

爲
功
︐
而
世
多
�
譏
互
詆
︐
是
以
大
�
F
不
可
得
而
見
也
︒
�
辭
末
也
︐
苟
去

封
畛
而
集
專
長
︐
 
V
卓
然
之
不
朽
︹
一
︺

︐
而
︹
二
︺

況
由
學
問
而
Å
求
古
人
之

大
體
乎
︒
然
而
自
古
至
今
︐
無
其
人
焉
︐
是
無
可
如
何
者
也
︒

〔一
︺
何
氏
抄
本
﹁
不
朽
﹂
下
V
﹁
之
作
﹂︒

〔二
︺﹁
而
﹂
︐
何
氏
抄
本
無
︒

あ
る
者
が
言
う
︒
昔
︑
樂
廣
は
辯
が
立
ち
︑
摯
2
は
�
才
が
あ
っ
た
︒
樂
が

話
す
と
摯
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
ま
た
摯
が
書
く
と
樂
は
答
え
る
こ
と
が

で
き
ず(22
)
︑
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
長
R
に
ç
り
が
あ
る(23
)
︒
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
辨
は

立
つ
が
�
才
が
な
い
人
は
︑
他
人
の
手
を
借
り
て
代
作
し
て
も
ら
っ
て
も
よ
い

の
だ
ろ
う
か
︒

答
え
て
言
う
︒
潘
岳
が
樂
廣
の
た
め
に
辭
表
を
X
じ
た
際
に
は
︑
必
ず
樂
廣

の
言
葉
と
)
圖
を
把
握
し
︑
そ
の
後
に
名
筆
を
振
る
っ
た
の
で
あ
っ
て(24
)
︑
�
官

は
こ
の
兩
者
を
合
わ
せ
て
稱
贊
し
て
い
る(25
)
︒
兩
漢
以
後
︑
樣
々
な
長
R
を
ë
ね

る
人
は
少
な
く
︑
學
問
に
秀
で
た
人
が
�
違
に
劣
る
こ
と
も
あ
る
し
︑
�
違
に

優
れ
た
人
が
記
憶
力
は
粗
略
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
︒
學
問
の
中
で
も
得
)
不
得

)
が
分
か
れ
る
の
だ
か
ら
︑
�
違
一
つ
の
�
に
つ
い
て
も
同
じ
く
得
)
不
得
)

が
あ
る
︒
本
來
は
相
互
に
助
け
合
っ
て
成
果
を
上
げ
る
も
の
な
の
だ
が
︑
世
閒
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で
は
多
く
相
互
に
非
難
し
合
っ
て
い
て
︑
こ
れ
で
は
大
�
は
�
後
ま
で
現
れ
る

こ
と
が
な
い
︒
�
違
は
末
事
で
あ
る
が
︑
人
の
垣
根
を
取
り
去
っ
て
長
R
を
集

め
れ
ば(
26
)
︑
卓
拔
と
し
た
不
朽
の
作
品
に
な
る
の
だ
か
ら
︑
學
問
か
ら
Å
ん
で
古

人
の
重
�
な
眞
理
を
求
め
る
場
合
は
言
う
ま
で
も
な
い(27
)
︒
し
か
し
︑
昔
か
ら
今

ま
で
︑
そ
の
任
に
ふ
さ
わ
し
い
人
は
お
ら
ず
︑
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
だ
︒

或
曰
：
�
如
子
言
︐
�
違
學
問
︐
可
以
互
託
︒
苟
V
黠
者
︐
本
無
R
長
︐

而
謬
爲
公
義
︐
以
濫
竽
其
中
︐
將
何
以
辨
之
︒

答
曰
：
千
鈞
之
鼎
︐
兩
人
擧
之
︐
不
能
�
五
百
鈞
者
︐
仆
且
蹶
矣
︒
李
廣

入
¦
不
識
之
軍
︐
而
旂
旌
︹
一
︺

壁
壘
︐
爲
之
一
怨
︒
才
智
苟
�
於
¦
︐
一
軍
亂

矣
︒
富
人
X
出
︐
不
持
一
錢
︐
V
R
需
而
稱
貸
︐
人
爭
與
之
︐
他
人
不
能
者
何

也
︒
惟
富
於
錢
︐
而
後
可
以
貸
人
之
錢
也
︒
故
�
學
苟
志
於
公
︐
彼
無
實
者
︐

不
能
冒
也
︒

〔一
︺﹁
旂
旌
﹂
︐
嘉
業
堂
本
作
﹁
旗
旌
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
旌
旗
﹂︒

あ
る
者
が
言
う
︒
も
し
あ
な
た
の
言
う
�
り
な
ら
︑
�
違
や
學
問
に
お
い
て

は
相
互
に
助
け
合
う
べ
き
だ
が
︑
假
に
狡
猾
な
人
が
い
て
︑
も
と
は
何
の
長
R

も
な
い
の
に
︑
公
義
で
あ
る
と
僞
っ
て
︑
大
勢
の
笛
吹
き
の
中
に
混
じ
っ
て
し

ま
っ
た
ら

(能
力
の
無
い
者
が
大
勢
に
混
じ
っ
て
し
ま
っ
た
ら(28
)

)
︑
い
っ
た
い
ど
う

や
っ
て
見
分
け
ら
れ
よ
う
か
︒

答
え
て
言
う
︒
千
鈞
の
重
さ
の
鼎
を
二
人
で
持
ち
上
げ
る
時
︑
五
百
鈞
を
持

ち
上
げ
ら
れ
な
い
者
は
︑
伏
し
て
倒
れ
て
し
ま
う

(二
人
で
共
作
す
る
時
︑
一
人

が
實
力
不
足
だ
と
良
い
作
品
は
生
ま
れ
な
い
)
︒
李
廣
が
¦
不
識
の
軍
に
入
り
︑
軍

旗
や
陣
地
を
一
怨
し
た
が
︑
彼
の
才
智
が
¦
氏
よ
り
劣
っ
て
い
た
な
ら
ば
︑
軍

�
體
が
亂
れ
よ
う

(實
力
の
無
い
者
が
作
品
を
引
き
繼
ぐ
と
︑
作
品
�
體
を
亂
し
て
し

ま
う(29
)

)
︒
金
持
ち
が
X
出
し
て
一
錢
も
持
た
な
か
っ
た
場
合
︑
金
が
必
�
に
な
っ

て
借
り
よ
う
と
す
れ
ば(30
)
︑
人
は
爭
っ
て
彼
に
貸
す
だ
ろ
う
が
︑
他
人

(貧
し
い

人
)
の
場
合
は
こ
れ
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒
金
を
豐
富
に
持
っ
て

は
じ
め
て
︑
他
人
の
金
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る

(も
と
も
と
の
實
力

が
な
け
れ
ば
︑
協
力
者
は
現
れ
な
い
)
︒
よ
っ
て
�
學
は
公
に
志
が
あ
っ
た
と
し
て

も
︑
中
身
の
な
い
者
は
︑
手
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒

或
曰
：
�
人
之
�
︐
不
能
盡
善
︐
後
人
從
而
點
竄
以
示
法
︐
亦
可
爲
之
歟
︒

答
曰
：
難
言
之
矣
︒
著
営
改
竄
�
人
︐
其
)
別
V
R
�
︐
故
無
傷
也
︒
論

�
改
竄
�
人
︐
�
心
不
同
︐
亦
如
人
面
︐
未
可
以
己
R
見
︐
遽
謂
�
�
人
也
︒

劉
氏
︽
�
�
︾
著
︽
點
煩
》︹
一
︺

之


矣
︐
左
︑
馬
以
影
︐
竝
V
塗
改
︐
人
或
譏

其
知
�
不
知
�
也
︒
然
劉
氏
V
R
爲
而
爲
之
︐
得
失
 
可
互
見
；
若
夫
專
事
論

�
︐
則
宜
愼
矣
︒
今
古
聰
敏
智
o
︐
亦
自
難
窮
︐
今
人
R
見
︐
未
必
盡
不
如
古
︒

大
á
無
心
偶
會
︐
則
收
點
金
之
功
；
V
)
{
張
︐
必
多
畫
墁
之
誚
︒
蓋
論
�
貴

於
天
機
自
B
︐
不
欲
人
事
爲
穿
鑿
耳
︹
二
︺

︒

〔一
︺﹁
點
煩
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
斥
繁
﹂
︒

〔二
︺﹁
不
欲
人
事
爲
穿
鑿
耳
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
不
可
失
之
穿
鑿
耳
﹂︒

あ
る
者
が
問
う
︒
�
人
の
�
違
が
完
璧
な
も
の
で
は
な
い
場
合
︑
後
人
が
そ

れ
に
沿
っ
て
修
改
し
法
を
示
す
の
は(31
)
︑
行
っ
て
も
よ
い
こ
と
だ
ろ
う
か
︒

答
え
て
言
う
︒
こ
れ
は
鯵
單
に
は
言
え
な
い
問
題
だ
︒
言
論
の
�
で
は
�
人

の
作
を
修
改
し
て
も
︑
そ
の
)
は

(字
面
と
は
)
別
に
決
め
ら
れ
る
も
の
で
︑

傷
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
�
に
つ
い
て
論
じ
る
と
︑
�
人
の
作
を
修
改
す

る
の
は
︑
�
の
心
が
衣
な
る
こ
と
は
人
の
顏
の
よ
う
で
あ
る
か
ら(32
)
︑
自
分
の
見

解
に
よ
っ
て
修
改
し
た
と
し
て
︑
た
だ
ち
に
�
人
よ
り
優
れ
て
い
る
と
言
う
こ
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と
は
で
き
な
い
︒
劉
知
�
﹃
�
�
﹄
で
は
﹁
點
煩
﹂


を
著
し
︑﹃
左
傳
﹄﹃
�

記
﹄
以
下
を
い
ず
れ
も
修
改
し(
33
)
︑
あ
る
人
は
�
を
知
る
が
�
を
知
ら
な
い
と
し

て
こ
れ
を
非
難
し
て
い
る
︒
し
か
し
劉
氏
は
理
由
が
あ
っ
て
こ
れ
を
行
っ
た
の

で
あ
り
︑
良
い
面
を
惡
い
面
も
あ
る
︒
�
の
改
作
を
專
ら
に
す
る
の
は
︑
愼
重

で
あ
る
べ
き
だ
︒
古
今
の
人
々
の
聰
M
な
智
o
は
︑
や
は
り
M
ら
か
に
し
盡
く

せ
な
い
も
の
で
あ
る
が
︑
今
人
の
見
た
も
の
が
︑
古
と
�
く
s
ば
な
い
と
も
限

ら
な
い
︒
槪
し
て
︑
無
心
で
た
ま
た
ま
で
き
た
場
合
に
は
︑
點
金

(舊
作
を
C

作
に
作
り
變
え
る
こ
と
)
の
成
果
を
得
ら
れ
る
が(34
)
︑
作
り
變
え
よ
う
と
い
う
)
圖

が
あ
る
と(
35
)
︑
無
駄
な
裝
Ë
で
あ
る
と
い
う
非
難
が
き
っ
と
多
く
な
る(36
)
︒
思
う
に
︑

�
の
改
作
に
お
い
て
は
︑
天
の
は
た
ら
き
が
自
ず
か
ら
現
れ
る
こ
と
を
貴
ぶ
の

で
あ
り(
37
)
︑
人
爲
"
に
無
理
や
り
こ
じ
つ
け
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い(38
)
︒

或
問
：
�
世
如
方
苞
氏
︐
删
改
K
︑
宋
大
家
︐
亦
V
補
歟
︹
一
︺

︒

夫
方
氏
不
�
古
人
︹
二
︺

︐
R
謂
︹
三
︺

本
不
甚
深
︐
況
印
加
以
私
心
�
氣
︐

非
徒
無
補
於
�
︐
而
反
開
後
生
小
子
無
忌
憚
之
漸
也
︹
四
︺

︒
小
o
私
智
︐
一
知

q
解
︐
未
必
不
可
攻
古
人
之
閒
︐
拾
�
人
之
�
；
此
論
於
學
-
︐
則
可
附
於
不

賢
識
小
之
例
︐
存
其
說
以
備
後
人
之
J
︹
五
︺

擇
可
也
︒
若
論
於
�
辭
︹
六
︺

︐

則
︹
七
︺

無
關
大
義
︐
皆
可
置
而
不
論
︒
卽
人
心
不
同
如
面
︐
不
必
强
齊
之
)
也
︒

果
於
是
非
得
失
︐
後
人
既
V
R
見
︹
八
︺

︐
自
不
容
默
矣
︐
必
也
出
之
︐
如
不
得

已
︐
詳
審
至
再
而
後
爲
之
︒
如
國
家
之
議
舊
違
︐
名
臣
之
策
利
,
︐
非
V
顯
然

什
百
之
相
懸
︹
九
︺

︐
寧
守
舊
而
毋
妄
{
張
矣
︹
十
︺

︒
苟
非
深
知
此
)
︐
而
輕
議

古
人
︐
是
庸
妄
之
尤
︐
卽
未
必
無
尺
寸
之
得
︐
而
不
足
償
其
¯
丈
之
失
也
︒
方

氏
删

改
大
家
︐
V
必
不
得
已
者
乎
︒
V
是
非
得
失
︐
顯
然
什
百
相
懸
者

乎
︹
十
一
︺

︒
V
如
國
家
之
議
舊
違
︐
名
臣
之
策
利
,
︐
寧
守
舊
而
毋
妄
{
張
之

本
)
者
乎
︒
在
方
氏
亦
不
敢
自
謂
然
也
︒
然
則
私
心
�
氣
︐
求
�
古
人
︐
此
方

氏
之
R
以
F
不
至
古
人
也
︒
凡
能
與
古
爲
¶
者
︐
必
先
於
古
人
繩
度
尺
寸
不
敢

逾
越
者
也
︒
蓋
非
信
之
專
而
守
之
篤
︐
則
入
古
不
深
︐
不
深
則
不
能
¶
︒
譬
如

人
於
D
友
︐
能
�
管
︑
鮑
�
財
之
義
︐
非
嚴
一
介
取
與
之
節
者
︐
必
不
能
也
︒

故
學
古
而
不
敢
曲
泥
乎
古
︐
乃
Ö
古
而
謹
嚴
之
至
︐
非
輕
古
也
︒
方
氏
不
知
古

人
之
)
︐
而
惟
狥
︹
十
二
︺

於
�
辭
；
且
R
得
於
�
辭
者
︐
本
不
甚
深
︐
其
私
智

小
o
︐
印
C
足
窺
見
古
人
之
當
然
︐
而
不
知
其
V
R
不
盡
然
︐
宜
其
奮
筆
改
竄

之
易
易
也
︒

〔一
︺﹁
亦
V
補
歟
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
亦
V
補
于
�
歟
﹂︒

〔二
︺﹁
古
人
﹂
︐
嘉
業
堂
本
作
﹁
�
人
﹂︒

〔三
︺﹁
R
謂
﹂
︐
嘉
業
堂
本
作
﹁
R
得
﹂︒

〔四
︺
｢夫
方
氏
不
�
古
人
﹂
至
﹁
無
忌
憚
之
漸
也
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
答
曰
︐
非
徒

無
補
︐
且
開
後
生
小
子
無
忌
憚
之
漸
也
﹂
︒
嘉
業
堂
本
此
下
改
行
︒

〔五
︺﹁
J
﹂
︐
嘉
業
堂
本
作
﹁
采
﹂︒

〔六
︺﹁
此
論
於
學
-
﹂
至
﹁
若
論
於
�
辭
﹂
︐
何
氏
抄
本
無
︒

〔七
︺﹁
則
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
但
﹂
︒

〔八
︺﹁
後
人
既
V
R
見
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
確
V
R
見
﹂︒

〔九
︺﹁
什
百
之
相
懸
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
什
伯
相
懸
者
﹂︒

〔十
︺﹁
矣
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
焉
﹂
︒

〔十
一
︺﹁
什
百
相
懸
﹂
︐
何
氏
抄
本
作
﹁
什
伯
相
懸
者
﹂
︒

〔十
二
︺﹁
狥
﹂
︐
諸
本
作
﹁
徇
﹂
︒

あ
る
者
が
問
う
︒
�
頃
の
方
苞
氏
は
︑
K
宋
の
大
家
の
�
を
删
改
し
て
い
る

が(39
)
︑
こ
れ
も

(
�
に
お
い
て
)
役
に
立
つ
も
の
だ
ろ
う
か(40
)
︒

方
氏
は
た
だ
の
�
人
で
︑
そ
の
學
問
は
元
々
さ
し
て
深
く
は
な
い
の
に
︑
ま

し
て
こ
れ
に
私
心
と
强
い
氣
性
を
加
わ
り
︑
た
だ
�
に
役
立
つ
と
こ
ろ
が
な
い

ば
か
り
で
な
く
︑
後
世
の
つ
ま
ら
ぬ
連
中
が
忌
憚
な
く

(
�
を
修
改
)
す
る
液
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れ
を
開
い
た
︒
愚
か
で
身
�
手
な
知
惠
で(41
)
︑
中
p
q
端
に
し
か
理
解
し
て
い
な

く
て
も(
42
)
︑
古
人
の
隙
を
責
め
︑
�
人
の
�
失
を
拾
う
こ
と
が
�
く
で
き
な
い
と

は
限
ら
な
い
︒
こ
う
し
た
手
合
い
が
學
-
に
つ
い
て
論
じ
る
な
ら
︑﹁
不
賢
な

る
も
の
は
小
を
識
る
﹂
(﹃
論
語
﹄
子
張
)
の
例
に
附
す
こ
と
が
で
き(43
)
︑
そ
の
主

張
を
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
後
人
の
o
擇
に
備
え
て
お
け
ば
よ
い
︒
�
違
に
つ
い

て
論
じ
る
な
ら
︑
大
義
と
は
關
わ
り
が
な
い
の
だ
か
ら
︑
�
て
そ
の
ま
ま
に
し

て
論
じ
な
く
て
よ
い(
44
)
︒
こ
れ
は
つ
ま
り
︑
人
の
心
が
衣
な
る
こ
と
は
顏
が
衣
な

る
の
と
同
じ
で
︑
必
ず
し
も
無
理
に
合
わ
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
)
味
で
あ
る
︒

も
し
是
非
得
失
に
つ
い
て
後
人
に
自
分
の
考
え
が
あ
る
な
ら
︑
自
ら
默
っ
て
お

く
こ
と
は
で
き
ず(
45
)
︑
そ
れ
を
出
す
こ
と
と
し
︑
已
む
を
得
な
い
と
な
れ
ば
︑
慎

重
に
檢
討
を
重
ね
て
そ
の
後
に
こ
れ
を
行
う
も
の
だ
︒
た
と
え
ば
國
家
が
古
の

典
違
を
議
論
し
︑
名
臣
が
政
治
の
利
Ø
を
獻
策
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
は
っ

き
り
と
し
た
大
き
な
相
È
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば(46
)
︑
古
來
の
も
の
を
守
る
方
が

よ
く
︑
で
た
ら
め
に
作
り
變
え
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
じ
だ
︒
そ
の

)
味
を
深
く
知
ら
な
い
の
に
︑
輕
々
し
く
古
人
を
議
論
す
る
の
は
︑
淺
は
か
さ

の
甚
だ
し
い
も
の
で
︑
µ
か
な
成
果
も
な
い
と
は
言
え
な
く
て
も
︑
そ
の
大
き

な
損
失
を
償
う
に
は
十
分
で
な
い(
47
)
︒
方
氏
は
大
家
の
�
を
删
改
す
る
が
︑
こ
れ

は
必
ず
や
む
を
得
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
是
非
得
失
に
は
っ
き
り
と
し
た

大
き
な
相
È
が
あ
る
も
の
だ
ろ
う
か
︒
國
家
が
古
の
典
違
を
議
論
す
る
こ
と
や

名
臣
が
政
治
の
利
Ø
を
獻
策
す
る
こ
と
と
い
っ
た
も
の
で
︑
古
來
の
も
の
を
守

る
方
が
よ
く
︑
作
り
變
え
る
)
圖
は
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ

う
か
︒
(こ
れ
ら
の
問
い
に
對
し
て
︑
)
方
氏
の
側
も
﹁
そ
う
だ
﹂
と
は
言
い
か
ね

る
だ
ろ
う
︒
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
私
心
か
ら
古
人
に
�
る
こ
と
を
求
め
て
い
る

と
い
う
點
が
︑
方
氏
が
結
局
古
人
に
至
る
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
で
あ
る
︒
古

と
一
體
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
す
べ
て
︑
必
ず
先
に
古
人
の
基
準
を
踏
み

外
す
こ
と
が
な
い
者
で
あ
る
︒
思
う
に
︑
(古
を
)
信
じ
る
こ
と
が
專
一
で
守
る

こ
と
が
篤
實
で
な
い
者
は
︑
古
の
考
え
に
入
り
こ
む
こ
と
が
深
く
な
く
︑
深
く

な
い
の
で
古
と
一
體
¶
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
人
は
友
人
に
對

し
て
︑
管
仲
・
鮑
叔
の
よ
う
に
財
產
の
融
�
を
利
か
せ
る
�
義
は
や
り
と
お
す

こ
と
が
で
き
て
も(48
)
︑
一
本
の
雜
草
も
ã
�
し
な
い
ほ
ど
の
節
度
の
嚴
し
さ
が
な

け
れ
ば(49
)
︑
必
ず

(古
と
一
體
¶
す
る
こ
と
は
)
で
き
な
い
︒
よ
っ
て
︑
古
を
學
ん

で
も
古
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
な
く
︑
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
古
に
忠
實
で
あ
る
こ

と
が
謹
嚴
の
極
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
古
を
輕
ん
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

(こ
と
が
求
め
ら
れ
る
)
︒
方
氏
は
古
人
の
)
が
分
か
ら
ず
︑
た
だ
�
違
に
從
順
な

だ
け
だ
︒
そ
の
う
え
�
違
に
つ
い
て
の
理
解
も
︑
も
と
も
と
さ
し
て
深
い
も
の

で
は
な
く
︑
そ
の
愚
か
で
身
�
手
な
知
惠
で
は
︑
古
人
の
あ
る
べ
き
Æ
を
垣
閒

見
る
に
は
十
分
か
も
し
れ
な
い
が
︑
古
人
が
す
べ
て
そ
う
あ
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
が
分
か
ら
ず
︑
筆
を
振
る
っ
て
安
易
に
改
變
し
て
し
ま
う
の
も
當
然
で
あ

る
︒

(1
)

｢
�
﹂
を
﹁
公
﹂
ま
た
﹁
器
﹂
と
す
る
違
學
�
の
考
え
方
は
︑
本
書
卷

二
﹁
言
公
上
﹂
の
﹁
古
人
之
言
︐
R
以
爲
公
也
︐
未
嘗
矜
於
�
辭
︐

而
私
據
爲
己
V
也
﹂
(
內


二
譯
�

(二
)
︑
六
八
頁
)
︑﹁
言
公
中
﹂

の
﹁
�
︐
虛
器
也
；
�
︐
實
指
也
﹂
(
內


二
譯
�

(二
)︑
八
八
頁
)
︑

本
卷
﹁
.
學
﹂
の
﹁
蓋
�
違
雖
曰
公
器
︐
而
男
女
實
千
古
大
防
︐

凜
然
名
義
綱
常
︐
何
可
誣
耶
﹂
(本
稿
︑
三
三
六
頁
)
な
ど
に
見
え

る
︒
な
お
︑
本


の
內
容
は
�
體
"
に
﹁
吳
澄
野
太
�
歷
代
詩
鈔

商
語
﹂
(嘉
業
堂
本
卷
十
三
﹃
校
讎
�
義
﹄
外


)
と
�
く
︑﹁
詩
�
乃

天
下
公
器
︐
點
竄
塗
改
︐
古
人
不
諱
︐
�
於
一
是
而
已
︒
莊
子
點

竄
︽
列
子
︾
而
�
於
︽
列
子
︾
︐
�
�

點
竄
︽
國
策
︾
而
�
於

︽
國
策
︾︒
卽
如
︽
論
語
︾
接
輿
之
歌
︐
莊
子
增
改
其
�
︐
亦
自
V

妙
境
︒
雖
�
經
賢
傳
︐
亦
何
�
於
衣
本
別
出
耶
︒
若
事
關
考
據
︐
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�
V
取
於
駅
�
證
M
︐
則
雖
村
書
俚
說
︐
亦
一
字
不
容
移
易
︐
理

各
V
R
當
也
︒
論
�
別
V
專
長
︐
固
不
得
以
此
爲
拘
︒
但
庸
妄
一

液
︐
任
)
改
易
古
人
面
目
︐
自
V
毫
釐
千
里
之
別
︐
不
容
於
影
附

也
︒
⁝
⁝
梁
人
增
減
︽
隴
頭
歌
︾
︐
楊
愼
增
減
︽
緜
州
歌
︾﹂
な
ど

と
あ
る
︒

(2
)

原
�
﹁
後
人
営
而
不
必
作
也
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
営
而
﹁
営
而
不
作
︐
信

而
好
古
︐
竊
比
於
我
老
彭
﹂
を
踏
ま
え
る

(葉
長
靑
)
︒

(3
)

原
�
﹁
賦
詩
斷
違
︐
不
啻
若
自
其
口
出
也
﹂
は
︑﹃
左
傳
﹄
襄
公
二
十

八
年
﹁
賦﹅

詩﹅

斷﹅

違﹅

︐
餘
取
R
求
焉
︹
杜
�
：
賦
詩
者
取
其
一
違
而

巳
︺﹂
と
﹃
尙
書
﹄
秦
誓
﹁
不﹅

啻﹅

若﹅

自﹅

其﹅

口﹅

出﹅

︐
是
能
容
之
﹂
を

踏
ま
え
た
表
現
︒
本
書
卷
二
﹁
言
公
中
﹂
(
內


二
譯
�

(二
)︑
八

八
頁
)
に
同
�
が
あ
る

(葉
長
靑
)
︒
ま
た
︑
卷
四
﹁
說
林
﹂
に
は

﹁
著
作
之
體
︐
e
引
古
義
︐
襲
用
成
�
︐
不
標
R
出
︐
非
爲
掠
美
︐

體
勢
V
R
不
暇
s
也
﹂
と
似
た
內
容
が
見
え
る

(
內


四
譯
�
︑
一

二
三
頁
)
︒

(4
)

こ
れ
を
讀
み
手
の
側
か
ら
論
じ
た
議
論
が
︑
本
書
卷
四
﹁
知
難
﹂
に
あ

り
︑﹁
讀
其
書
者
︐
天
下
比
比
矣
；
知
其
言
者
︐
千
不
得
百
焉
︒

知
其
言
者
︐
天
下
寥
寥
矣
；
知
其
R
以
爲
言
者
︐
百
不
得
一
焉
﹂

と
い
う

(
內


四
譯
�
︑
一
四
三
頁
)
︒

(5
)

本
書
卷
四
﹁
砭
俗
﹂
に
似
た
議
論
が
あ
り
︑﹁
夫
�
R
以
將
其
)
也
︒

)
無
R
以
自
申
︐
而
槪
與
從
同
︐
則
古
人
不
別
爲
辭
︒
如
冠
男
之

祝
︐
醮
女
之
命
︐
但
擧
成
�
故
牘
而
已
矣
﹂
と
あ
る

(
內


四
譯

�
︑
二
五
五
頁
)
︒

(6
)

陳
琳
と
曹
洪
に
つ
い
て
は
︑
陳
琳
﹁
爲
曹
洪
與
魏
�
�
書
﹂
(﹃
�
o
﹄

卷
四
十
一
)
に
﹁
得
九
�
二
十
日
書
︐
讀
之
喜
笑
︐
把
玩
無
猒
︐

亦
欲
令
陳
琳
作
報
︒
琳
頃
多
事
︐
不
能
得
爲
︒
念
欲
X
以
爲
懽
︐

故
自
竭
老
夫
之
思
︒
辭
多
不
可
一
一
︐
粗
擧
大
綱
︐
以
當
談
笑
﹂︑

ま
た
﹁
閒
自
入
益
部
︐
仰
司
馬
楊
王
�
風
︐
V
子
�
斐
然
之
志
︒

故
頗
奮
�
辭
︐
衣
於
他
日
︒
怪
乃
輕
其
家
丘
︐
謂
爲
倩
人
︐
是
何

言
歟
﹂
と
あ
る
︒
本
書
卷
四
﹁
說
林
﹂
に
既
出

(葉
長
靑
・
葉
瑛
︒

內


四
譯
�
︑
一
二
一
頁
)
︒

(7
)

丁
敬
禮

(丁
廙
)
と
曹
子
円

(曹
Ó
)
は
︑
曹
Ó
﹁
與
楊
德
祖
書
﹂
(﹃
�

o
﹄
卷
四
十
二
)
に
﹁
昔
丁
敬
禮
常
作
小
�
︐
y
僕
潤
Ë
之
︐
僕

自
以
才
不
�
若
人
︐
辭
不
爲
也
︒
敬
禮
謂
僕
：
卿
何
R
疑
難
︐
�

之
佳
惡
︐
吾
自
得
之
︐
後
世
誰
相
知
定
吾
�
者
¡
︒
吾
常
歎
此
¿

言
︐
以
爲
美
談
﹂
と
あ
る
の
に
基
づ
く
︒
ま
た
︑
本
書
卷
四
﹁
說

林
﹂
に
既
出

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
︒
內


四
譯
�
︑
一
二
一
頁
頁
)
︒

(8
)

韓
¡
﹁
南
陽
樊
紹
営
墓
誌
銘
﹂
(﹃
昌
黎
先
生
�
集
﹄
卷
三
十
四
)
に
﹁
惟

古
於
詞
必
己
出
︐
影
而
不
能
乃
剽
Ú
︒
後
皆
指
�
公
相
襲
︐
從
漢

ó
今
用
一
律
﹂
と
い
う
︒
本
書
卷
三
﹁
辨
似
﹂
に
既
出

(葉
長

靑
・
葉
瑛
)
︒﹁
辨
似
﹂
に
は
﹁
立
言
之
士
︐
以
)
爲
宗
︐
蓋
與
辭

違
家
液
不
同
科
也
︒
人
同
此
心
︐
心
同
此
理
︒
宇
宙
遼
擴
︐
故
籍

紛
揉
︐
安
能
必
其
R
言
古
人
皆
未
言
耶
︒
此
無
傷
者
一
也
︒
人
心

印
V
不
同
︐
如
其
面
焉
︒
茍
無
)
而
偶
同
︐
則
其
委
曲
輕
重
︐
必

V
不
盡
同
者
︐
人
自
得
而
辨
之
︒
此
無
傷
者
二
也
︒
著
書
宗
旨
無

多
︐
其
言
則
萬
千
而
未
V
已
也
︐
偶
與
古
人
相
同
︐
不
�
一
二
︐

R
不
同
者
︐
足
以
槪
其
偶
同
︒
此
無
傷
者
三
也
﹂
(
內


三
譯
�
︑

三
六
六
頁
)
と
あ
り
︑
�
中
の
﹁
立
言
之
士
﹂
が
本


の
﹁
著
営
﹂︑

﹁
辭
違
家
﹂
が
﹁
�
人
﹂
に
當
た
る
︒

(9
)

原
�
﹁
假
�
辭
以
¿
之
而
已
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
衞
靈
公
﹁
辭
¿
而
已
矣

︹
朱
�
：
辭
取
¿
)
而
止
︐
不
以
當
麗
爲
工
︺﹂
を
踏
ま
え
た
表
現
︒

本
書
卷
三
﹁
辨
似
﹂
に
既
出

(
內


三
譯
�
︑
三
六
五
頁
)
︒
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(10
)

原
�
﹁
錦
紳
﹂
は
︑﹃
說
�
解
字
﹄
十
三


上
︑
絲
部
に
﹁
紳
︐
大
帶

也
﹂
と
あ
り
︑
錦
を
用
い
た
大
帶
の
こ
と
︒﹁
玉
佩
﹂
は
︑﹃
毛

詩
﹄
秦
風
︑
渭
陽
に
﹁
何
以
贈
之
︐
瓊
瑰
玉﹅

佩﹅

﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

ま
た
︑﹃
禮
記
﹄
玉
藻
に
は
﹁
天
子
佩
白
玉
而
玄
組
綬
︒
⁝
⁝
越

子
之
節
也
︐
緇
布
衣
︐
錦
緣
︐
錦
紳
幷
紐
︐
錦
束
髮
︐
皆
朱
錦

也
﹂
と
あ
る
︒

(11
)

原
�
﹁
草
創
加
以
修
潤
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
憲
問
に
﹁
爲
命
︐
裨
諶
草﹅

創﹅

之
︐
世
叔
討
論
之
︐
行
人
子
羽
修﹅

Ë
之
︐
東
里
子
產
潤﹅

色
之
︹
朱

�
：
裨
諶
以
下
四
人
︐
皆
½
大
夫
︒
草
︐
略
也
︒
創
︐
K
也
︐
謂

K
爲
草
藁
也
︒
⁝
⁝
討
︐
¯
究
也
︒
論
︐
õ
議
也
︒
⁝
⁝
修
Ë
︐

謂
增
損
之
︒
⁝
⁝
潤
色
︐
謂
加
以
�
采
也
︒
½
國
之
爲
辭
命
︐
必

{
此
四
賢
之
手
而
成
︐
詳
審
精
密
︐
各
盡
R
長
︺﹂
と
あ
る
︒
本

書
卷
四
﹁
說
林
﹂
に
﹁
�
辭
非
古
人
R
重
︐
草﹅

創﹅

︑
討
論
︑
修﹅

Ë
︑

潤﹅

色
︐
固
已
合
眾
力
而
爲
辭
矣
：
=
於
盡
善
︐
不
=
於
矜
私
也
﹂

と
い
う

(葉
長
靑
・
葉
瑛
︒
內


四
譯
�
︑
一
一
九
頁
)
︒

(12
)

原
�
﹁
一
字
之
師
﹂
は
齊
己
と
½
谷
の
逸
話
が
も
と
に
な
っ
て
お
り
︑

陶
嶽
﹃
五
代
�
補
﹄
僧
齊
己
傳
に
﹁
齊
己
因
㩦
R
X
詩
§
謁
︐
焉

V
早
梅
︐
詩
曰
：
�
村
深
�
裏
︐
昨
夜
數
映
開
︒
谷
笑
謂
曰
：
數

映
非
早
︐
不
若
﹃
一
映
﹄
則
佳
︒
齊
己
矍
然
︐
不
覺
ë
三
衣
叩
地

膜
拜
︐
自
是
士
林
以
谷
爲
齊
己
一﹅

字﹅

之﹅

師﹅

﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・

葉
瑛
)
︒

(13
)

『朱
子
語
類
﹄
卷
三
五
︑
黃
義
剛
錄
に
﹁
出
辭
氣
︐
斯
X
鄙
倍
︐
是
修

辭
立
其
�
)
思
﹂
と
あ
る
︒
本
書
卷
二
﹁
原
�
下
﹂
(
內


二
譯
�

(一
)︑
二
七
九
頁
)
︑
卷
三
﹁
�
理
﹂
(
內


三
譯
�
︑
二
九
九
頁
)
︑

﹁
辨
似
﹂
(同
︑
三
六
五
頁
)
︑
卷
四
﹁
說
林
﹂
(
內


四
譯
�
︑
一
二
七

頁
)
に
既
出
︒
本
書
卷
三
﹁
�
理
﹂
と
﹁
辨
似
﹂
で
は
︑
本
節
と

同
じ
く
孔
子
・
曾
子
の
發
言
が
セ
ッ
ト
で
引
か
れ
て
い
る
︒
こ
の

う
ち
﹁
辨
似
﹂
は
特
に
本
節
と
內
容
が
�
く
︑﹁
夫
言
R
以
M
理
︐

而
�
辭
則
R
以
載
之
之
器
也
︒
虛
車
徒
Ë
︐
而
�
者
無
聞
︐
故
溺

於
�
辭
者
︐
不
足
與
言
�
也
︒
⁝
⁝
傳
曰
：
『辭
¿
而
已
矣
﹄︒
曾

子
曰
：
『出
辭
氣
︐
斯
X
鄙
倍
矣
﹄︒
經
傳
�
賢
之
言
︐
未
嘗
不
以

�
爲
貴
也
﹂
と
い
う
︒

(14
)

『論
語
﹄
先
Å
に
﹁
德
行
：
顏
淵
︐
閔
子
騫
︐
冉
伯
牛
︐
仲
弓
︒
言﹅

語﹅

：
宰
我
︐
子
貢
︒
政
事
：
冉
V
︐
季
路
︒
�﹅

學﹅

：
子
游
︐
子
夏
﹂

と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(15
)

原
�
﹁
說
辭
亦
貴
V
善
爲
者
﹂
は
︑﹃
孟
子
﹄
公
孫
丑
上
﹁
宰
我
︑
子

貢
善﹅

爲﹅

說﹅

辭﹅

︹
朱
�
：
說
辭
︐
言
語
也
︺﹂
を
踏
ま
え
る

(葉
長

靑
)
︒

(16
)

本
書
卷
二
﹁
原
�
下
﹂
に
﹁
曾
子
敎
人
辭
X
鄙
倍
︐
而
宋
儒
則
曰
：

『工
�
則
Ø
�
︒﹄
夫
宋
儒
之
言
︐
豈
非
末
液
良
藥
石
哉
︒
然
藥
石

R
以
攻
臟
腑
之
疾
耳
︐
宋
儒
之
)
︐
似
見
疾
在
臟
腑
︐
Z
欲
竝
臟

腑
而
去
之
﹂
と
い
う

(
內


二
譯
�

(
1
)︑
二
七
六
頁
)
︒

(17
)

原
�
﹁
而
非
R
論
於
此
疆
彼
界
︐
爭
論
�
必
己
出
︐
以
矜
私
耳
﹂
に
つ

い
て
︑
本
書
卷
四
﹁
黠
陋
﹂
に
﹁
古
人
不
以
�
辭
相
矜
私
︐
�
�

印
不
可
以
憑
虛
而
別
搆
﹂
と
あ
る

(
內


四
譯
�
︑
二
一
八
頁
)
︒

(18
)

原
�
﹁
鏗
鏘
﹂
は
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
下
﹂
に
既
出

(葉
長
靑
︒
內


二

譯
�

(2
)︑
九
九
頁
)
︒
樂
府
が
古
い
詩


を
改
變
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
︑﹃
�
心
雕
龍
﹄
樂
府
に
﹁
凡
樂
辭
曰
詩
︐
詩
聲
曰
歌
︐

聲
來
被
辭
︐
辭
繁
難
節
︒
故
陳
思
稱
李
�
年
閑
於
增
損
古
辭
︐
多

者
則
宜
減
之
︐
M
貴
á
也
﹂
と
あ
り
︑﹁
增
損
古
辭
﹂
は
︑
古
辭

を
取
っ
て
樂
に
組
み
$
み
︑
響
き
に
合
わ
せ
て
字
句
を
增
損
す
る

こ
と
を
指
す

(葉
瑛
)
︒
ま
た
︑
違
學
�
は
﹁
言
公
下
﹂
で
﹁
女
蘿

『���義』內
五譯�
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薛
荔
︐
陌
上
演
山
鬼
之
辭
；
綺
液
黃
︐
狹
N
襲
.
艷
之
故
︹
樂
府

︽
陌
上
桑
︾
與
︽
三
.
艷
︾
之
辭
也
︺︒
梁
人
改
︽
隴
頭
︾
之
歌

︹
增
減
古
辭
爲
之
︺﹂
と
営
べ
て
い
る

(九
九
頁
)
︒

(19
)

『會
昌
一
品
集
﹄
に
つ
い
て
︑﹃
直
齋
書
錄
解
題
﹄
別
集
類
上
に
は

﹁︽
會
昌
一
品
集
︾
二
十
卷
︐︽
別
集
︾
十
卷
︐︽
外
集
︾
四
卷
︒
K

宰
相
趙
郡
李
德
裕
�
饒
X
︒
一
品
集
者
︐
皆
會
昌
在
相
位
制
誥
︑

詔
册
︑
表
駅
之
類
也
﹂
と
あ
る
︒﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
七
百
六
に
は

﹁
太
尉
衞
公
會
昌
一
品
制
集
序
﹂
二
首

(½
亞
序
・
李
商
隱
序
)
が

收
め
ら
れ
︑
彭
叔
夏
﹃
�
苑
英
華
辨
證
﹄
卷
七
は
﹁︽
李
德
裕
集
︾

敍
二
首
︐
�


½
亞
作
︐
蓋
亞
爲
桂
帥
時
X
︐
今
︽
德
裕
集
︾
用

之
︒
後


李
商
隱
作
︐
疑
亞
先
委
S
官
商
隱
代
作
︐
亞
後
改
定
︐

故
V
衣
同
﹂
と
い
う
︒
ま
た
︑
淸
徐
樹
穀
箋
︑
淸
徐
炯
�
﹃
李
義

山
�
集
﹄
(康
熙
四
十
七
年
刊
本
)
の
卷
九
は
﹁
太
尉
衞
公
會
昌
一

品
集
序
﹂
と
﹁
�
題
︹
今
一
品
集
用
此
︐
乃
½
亞
改
定
義
山
作

也
︺﹂
と
あ
る
ほ
か
︑
淸
馮
浩
X
﹃
樊
南
�
集
詳
Á
﹄
(乾
隆
四
十

五
年
重
校
刊
本
)
な
ど
に
も
同
樣
の
記
載
が
あ
る
︒

(20
)

韓
¡
と
盧
仝
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
下
﹂
に
既
出

(葉
長
靑
︒

內


二
譯
�

(2
)︑
九
九
頁
)
︒

(21
)

原
�
﹁
末
技
﹂
は
︑
班
固
﹁
幽
�
賦
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
十
四
)
に
﹁
操
末﹅

技﹅

 
必
然
兮
︐
矧
耽
躬
於
�
眞
︹
李
�
：
言
由
基
李
廣
奮
精
�
於
末

映
︐
感
獸
而
開
石
︐
豈
況
乃
能
推
至
精
耽
身
於
大
�
之
中
乎
︺﹂

と
見
え
る
︒

(22
)

『世
說
怨
語
﹄
�
學
に
﹁
太
叔
廣
甚
辯
給
︐
而
摯
仲
治
長
於
Æ
墨
︐
俱

爲
列
卿
︒
每
至
公
坐
︐
廣
談
︐
仲
治
不
能
對
︒
½
著
筆
難
廣
︐
廣

印
不
能
答
︹
劉
�
：
王
隱
︽
晉
書
︾
曰
﹁
廣
字
季
思
︐
東
¬
人
︒

拜
成
都
王
爲
太
弟
︐
欲
y
詣
洛
︐
廣
子
孫
多
在
洛
︐
慮
Ø
︐
乃
自

殺
︒
摰
2
字
仲
治
︐
京
兆
長
安
人
︒
祖
茂
︐
秀
才
︒
父
模
︐
太
僕

卿
︒
2
少
好
學
︐
師
事
皇
甫
謐
︐
善
校
練
�
義
︐
多
R
著
営
︒

⁝
⁝
2
與
廣
名
位
略
同
︐
廣
長
口
才
︐
2
長
筆
才
︐
俱
少
政
事
︒

衆
坐
廣
談
︐
2
不
能
對
︒
2
½
筆
難
廣
︐
廣
不
能
答
︒
於
是
{
相

嗤
笑
︐
紛
然
於
世
︒
廣
無
可
記
︐
2
多
R
錄
︐
於
斯
爲
�
也
︺﹂

と
あ
る
︒
違
學
�
が
﹁
樂
廣
﹂
の
話
と
す
る
の
は
P
り
で
︑
正
し

く
は
﹁
太
叔
廣
﹂
の
逸
話
で
あ
る

(
葉
瑛
)
︒

(23
)

原
�
﹁
ç
長
﹂
は
︑
韓
¡
﹁
與
袁
相
公
書
﹂
(﹃
昌
黎
先
生
�
集
﹄
卷
十
九
)

に
﹁
印
n
於
�
職
︐
識
時
知
變
︐
非
如
儒
生
�
士
止
V
ç﹅

長﹅

﹂
と

あ
る
︒

(24
)

『世
說
怨
語
﹄
�
學
に
﹁
樂
令
善
於
淸
言
︐
而
不
長
於
手
筆
︒
將
讓
河

南
尹
︐
R
潘
嶽
爲
表
︒
潘
云
：
『可
作
耳
︒
�
當
得
君
)
︒﹄
樂
爲

営
己
R
以
爲
讓
︐
標
位
二
百
許
語
︒
潘
直
取
錯
綜
︐
I
成
名
筆

︹
劉
�
：
2
預
︽
晉
書
︾
曰
﹁
樂
廣
字
彥
輔
︐
南
陽
人
︐
淸
夷
沖

曠
︐
加
V
理
識
︐
纍
�
侍
中
︐
河
南
尹
︐
在
 
廷
︐
用
心
虛
淡
︐

時
人
重
其
貞
貴
︺﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(25
)

原
�
﹁
�
亦
未
嘗
不
兩
稱
之
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
晉
書
﹄
樂
廣
傳
に
﹁
時

人
咸
云
：
若
廣
不
假
嶽
之
筆
︐
嶽
不
取
廣
之
旨
︐
無
以
成
斯
美

也
﹂
と
あ
る
︒

(26
)

原
�
﹁
封
畛
﹂
は
︑﹃
左
傳
﹄
定
公
四
年
に
﹁
封﹅

畛﹅

土
略
︐
自
武
父
以

南
︐
s
圃
田
之
北
悦
﹂
と
あ
り
︑
直
接
に
は
領
土
・
封
域
を
指
す
︒

こ
こ
で
は
人
の
得
)
分
野
を
表
す
比
喩
表
現
︒

(27
)

原
�
﹁
古
人
之
大
體
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
雜


・
天
下
に
﹁
後
世
之
學
者
︐

不
幸
不
見
天
地
之
純
︐
古﹅

人﹅

之﹅

大﹅

體﹅

︐
�
-
將
爲
天
下
裂
︹
郭
�

：
大
體
各
歸
根
U
一
︐
則
天
地
之
純
也
︺﹂
と
あ
る
︒
本
書
卷
三

﹁
�
集
﹂
に
既
出

(
內


三
譯
�
︑
三
一
四
頁
)
︒

東 方 學 報
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(28
)

原
�
﹁
濫
竽
其
中
﹂
は
︑﹃
韓
非
子
﹄
內
Ô
說
上
に
﹁
齊
宣
王
y
人
吹

竽
︐
必
三
百
人
︐
南
郭
處
士
R
爲
王
吹
竽
︐
宣
王
說
之
︐
廩
食
以

數
百
人
︒
宣
王
死
︐
湣
王
立
︐
好
一
一
聽
之
︐
處
士
V
﹂
と
あ
る
︒

本
書
卷
二
﹁
言
公
下
﹂
に
既
出

(葉
長
靑
・
葉
瑛
︒
內


二
譯
�

(二
)︑
九
九
頁
)
︒

(29
)

李
廣
と
¦
不
識
の
逸
話
は
︑﹃
�
記
﹄
李
將
軍
列
傳
の
﹁
¦
不
識
故
與

李
廣
俱
以
邊
太
守
將
軍
屯
︒
s
出
擊
胡
︐
而
廣
行
無
部
伍
行
陳
︐

就
善
水
草
屯
︐
舍
止
︐
人
人
自
I
︐
不
擊
刀
斗
以
自
衞
︐
莫
府
省

á
�
書
籍
事
︐
然
亦
X
斥
候
︐
未
嘗

Ø
︒
¦
不
識
正
部
曲
行
伍

營
陳
︐
擊
刀
斗
︐
士
�
治
軍
�
至
M
︐
軍
不
得
休
息
︐
然
亦
未
嘗


Ø
︒
不
識
曰
：
『李
廣
軍
極
鯵
易
︐
然
虜
卒
犯
之
︐
無
以
禁

也
；
而
其
士
卒
亦
佚
樂
︐
咸
樂
爲
之
死
︒
我
軍
雖
煩
擾
︐
然
虜
亦

不
得
犯
我
︒﹄
是
時
漢
邊
郡
李
廣
︑
¦
不
識
皆
爲
名
將
﹂
に
よ
る
︒

本
書
卷
四
﹁
說
林
﹂
に
は
﹁
�
辭
︐
 
三
軍
也
；
志
識
︐
其
將
帥

也
︒
李
廣
入
¦
不
識
之
軍
︐
而
旌
旗
壁
壘
一
怨
焉
︐
固
未
嘗
物
物

而
變
︐
事
事
而
{
之
也
︒
知
此
)
者
︐
可
以
襲
用
成
�
︐
而
不
必

己
出
者
矣
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
︒
內


四
譯
�
︑
一
二
三
頁
)
︒

(30
)

原
�
﹁
稱
貸
﹂
は
︑﹃
孟
子
﹄
滕
�
公
上
に
﹁
爲
民
父
母
︐
y
民
盻
盻

然
︐
將
F
歲
勤
動
︐
不
得
以
養
其
父
母
︐
印
稱﹅

貸﹅

而
益
之
︹
朱
�

：
稱
︐
擧
也
︒
貸
︐
借
也
︒
取
物
於
人
︐
而
出
息
以
償
之
也
︺﹂

と
あ
り
︑
お
金
を
借
り
る
こ
と
を
指
す
︒

(31
)

�
辭
の
點
竄
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
下
﹂
で
は
﹁
別
V
辭
人

點
竄
︐
略
仿
�
删
︹
因
襲
成
�
︐
或
稍
加
點
竄
︐
惟
�
家
義
例
V

然
︒
詩
�
集
中
︐
本
無
此
例
︒
閒
V
同
此
例
者
︐
大
V
神
奇
臭
腐

之
別
︐
不
可
不
辨
︺﹂
と
い
う

(
內


二
譯
�

(二
)︑
九
九
頁
)
︒
ま

た
︑
卷

四
﹁
說

林
﹂
に

は
﹁
司

馬

�

點

竄
︽
尙

書
︾︑︽
左
︾︑

︽
國
︾
之
�
︐
班
固
點
竄
司
馬
�
之
�
︐
非
好
衣
也
︐
理
勢
之
不

得
不
然
也
﹂
と
あ
る

(
內


四
譯
�
︑
一
二
〇
頁
)
︒

(32
)

原
�
﹁
�
心
﹂
は
︑﹃
�
心
雕
龍
﹄
序
志
に
﹁
夫
�﹅

心﹅

者
︐
言
爲
�
之

用
心
也
︒
昔
涓
子
︽
琴
心
︾
︐
王
孫
︽
巧
心
︾
︐
心
哉
美
矣
︐
故
用

之
焉
﹂
と
あ
る
︒
本
書
卷
三
﹁
�
德
﹂
に
既
出

(葉
瑛
︒
內


三
譯

�
︑
二
八
九
頁
)
︒
ま
た
︑
原
�
﹁
人
心
如
面
﹂
は
︑﹃
左
傳
﹄
襄

公
三
十
一
年
﹁
人﹅

心﹅

之
不
同
︐
如﹅

其
面﹅

焉
﹂
を
踏
ま
え
た
表
現
で
︑

本
書
卷
二
﹁
言
公
中
﹂
(
內


二
譯
�

(二
)︑
八
八
頁
)
に
既
出

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
ま
た
﹃
�
�
﹄
自
敍
に
﹁
詞
人
屬
�
︐
其
體
非

一
︐
譬
甘
辛
殊
味
︐
丹
素
衣
�
︒
後
來
祖
営
︐
識
昧
圓
�
︐
家
V

詆
訶
︐
人
相
掎
摭
︐
故
劉
勰
�﹅

心﹅

生
焉
﹂
と
い
う
︒

(33
)

『
�
�
﹄
の
﹁
點
煩
﹂


に
お
い
て
︑
樣
々
な
�
書
の
修
改
が
試
み
ら

れ
て
い
る
︒﹃
�
�
﹄
自
敍
に
は
﹁
其
於
�
傳
也
︐
嘗
欲
自
班
︑

馬
已
影
︐
ó
于
姚
︑
李
︑
令
狐
︑
顏
︑
孔
諸
書
︐
莫
不
因
其
舊
義
︐

;
加
釐
革
﹂
と
い
う

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
な
お
︑
原
�
に
は
﹁
左
︑

馬
以
影
︐
竝
V
塗
改
﹂
と
あ
る
が
︑
點
煩


で
は
﹃
左
傳
﹄
に
は

修
改
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
︒

(34
)

原
�
﹁
點
金
﹂
は
︑
も
と
も
と
は
煉
丹
-
の
﹁
點
鐵
成
金
﹂
の
こ
と
で
︑

﹃
景
德
傳
燈
錄
﹄
に
﹁
靈
丹
一
粒
︐
點﹅

鐵
成
金﹅

︐
至
理
一
言
︐
點

凡
成
�
﹂
と
あ
る
︒
の
ち
に
︑
�
違
を
修
改
し
C
作
に
仕
立
て
る

こ
と
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
︑
そ
の
用
例
に
黃
庭
堅
﹁
答
洪
駒

父
書
﹂
(﹃
豫
違
黃
先
生
�
集
﹄
卷
十
九
)
に
﹁
古
之
能
爲
�
違
者
︐

眞
能
陶
冶
萬
物
︐
雖
取
古
人
之
陳
言
入
於
Æ
墨
︐
如
靈
丹
一
粒
︐

點﹅

鐵
成
金﹅

也
﹂
な
ど
が
あ
る

(
葉
瑛
)
︒

(35
)

原
�
﹁
{
張
﹂
は
︑﹃
漢
書
﹄
董
仲
舒
傳
に
﹁
竊
譬
之
︐
琴
瑟
不
>
甚

者
︐
必
解
而
{﹅

張﹅

之
︐
乃
可
鼓
也
﹂
と
見
え
る
︒
本
書
卷
一
﹁
書

『���義』內
五譯�
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敎
中
﹂
に
既
出

(葉
長
靑
︒
內


一
譯
�
︑
一
八
一
頁
)
︒

(36
)

原
�
﹁
畫
墁
﹂
は
︑﹃
孟
子
﹄
滕
�
公
下
に
﹁
V
人
於
此
︐
衛
瓦
畫﹅

墁﹅

︐

其
志
將
以
求
食
也
︐
則
子
食
之
乎
︹
朱
�
：
墁
︐
牆
壁
之
Ë
也
︺﹂

と
見
え
る

(葉
瑛
)
︒

(37
)

原
�
﹁
天
機
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
秋
水
﹁
今
予
動
吾
天﹅

機﹅

︐
而
不
知
其
R

以
然
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
ま
た
︑﹁
天
機
自
B
﹂
は
︑﹁
吳
澄
野
太

�
歷
代
詩
鈔
商
語
﹂
に
﹁
雖
諸
子
百
家
未
嘗
無
精
´
神
妙
之
解
︐

以
天﹅

機﹅

無
)
而
自﹅

B﹅

也
﹂
と
似
た
表
現
が
あ
る
︒

(38
)

原
�
﹁
不
欲
人
事
爲
穿
鑿
耳
﹂
は
︑
違
學
�
﹁
朱
先
生

(朱
筠
)
墓
誌

銘
﹂
(﹃
碑
傳
集
﹄
卷
四
十
九
)
に
﹁
蓋
先
生
得
天
者
�
力
R
未
至
︐

不
用
人
事
穿
鑿
︐
轉
得
大
)
﹂
と
似
た
表
現
が
あ
る
︒

(39
)

方
苞

(康
熙
七
年
～
乾
隆
十
四
年
)
は
字
靈
皐
︑
安
徽
桐
城
の
人
︒
著
作

に
﹃
周
官
析
疑
﹄﹃
禮
記
析
疑
﹄﹃
儀
禮
析
疑
﹄﹃
左
傳
義
法
擧
�
﹄

な
ど
が
あ
る
ほ
か
︑﹃
管
子
﹄﹃
荀
子
﹄
の
删
定
︑
ま
た
﹃
�
志
堂

經
解
﹄
の
删
定
を
行
っ
た

(﹃
國
 
先
正
事
略
﹄
卷
十
四
)
︒
彼
の
�

張
は
﹁
古
�

á

o

序
例
﹂
(﹃
�

溪
集
﹄
外
�

卷
四
)
に
見
え
︑

﹁︽
詩
︾︑︽
書
︾︑︽
春
秋
︾
s
︽
四
書
︾
︐
一
字
不
可
增
減
︐
�
之

極
則
也
︒
影
而
︽
左
傳
︾︑︽
�
記
︾︑
韓
�
︐
雖
長


︐
句
字
可

薙
芟
者
甚
少
︒
其
餘
諸
家
︐
雖
擧
世
傳
誦
之
�
︐
義
映
辭
宂
者
︐

或
不
免
矣
︒
未
I
�
去
︐
姑
鉤
劃
於
旁
︐
俾
觀
者
別
擇
焉
﹂
と
い

う

(葉
瑛
)
︒﹃
古
�
á
o
﹄
(雍
正
十
一
年
果
親
王
序
刊
本
)
に
は
︑

兩
漢
の
�
違
の
ほ
か
︑
K
宋
八
大
家
の
�
違
を
修
改
し
た
も
の
が

載
せ
ら
れ
て
い
る
︒﹃
古
�
á
o
﹄
は
︑
果
親
王
の
名
の
も
と
で

方
苞
が
>
纂
を
擔
當
し
た
書
物
で
あ
り
︑
蕭
穆
﹁
劉
海
峰
先
生
K

宋
八
家
�
o
序
﹂
(﹃
敬
孚
類
藁
﹄
卷
二
)
に
は
﹁
以
穆
R
見
︐
國
 

惟
和
碩
果
親
王
︽
古
�
á
o
︾
︐
竝
高
宗
純
皇
�
︽
御
o
K
宋
�

醇
︾
︐
大
體
�
正
嚴
謹
︐
足
爲
後
學
之
R
宗
仰
︒
而
果
親
王
之
本
︐

實
出
吾
邑
方
侍
郞
之
手
︐
R
錄
惟
漢
人
散
�
︐
s
K
宋
八
家
專
集
︐

t
點
確
實
︐
鉤
劃
精
當
︐
二
本
皆
足
以
開
後
學
神
智
﹂︑
ま
た

﹁
校
刊
古
�
辭
類
篹
序

(代
)
﹂
(﹃
敬
孚
類
藁
﹄
卷
二
)
に
は
﹁
印
桐

城
老
輩
︐
如
方
�
溪
侍
郞
代
果
親
王
R
爲
︽
古
�
á
o
︾
︐
劉
海

峰
學
\
R
爲
︽
K
宋
八
家
�
á
o
︾
︐
均
用
圈
點
︐
學
者
稱
之
﹂

と
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹃
古
�
á
o
﹄
の
>
纂
に
は
當
時
か
ら
批
S

も
あ
り
︑
梁
違
鉅
﹃
制
義
叢
話
﹄
卷
十
に
は
﹁
張
惕
菴
曰
：
方
�

溪
先
生
以
庚
午
科
掄
元
︐
⁝
⁝
先
生
自
命
甚
高
︐
V
︽
古
�
á

o
︾
一
書
︐
於
劉
向
︑
揚
雄
�
皆
爲
繩
�
︐
人
或
非
笑
之
︒
然
先

生
學
問
實
未
易
窺
測
︐
視
董
︑
賈
︑
韓
︑
蘇
未
知
何
如
︐
元
︑
M

閒
�
違
家
X
不
如
也
﹂
と
あ
る
︒
な
お
︑
原
�
で
﹁
方
苞
氏
﹂
と

人
名
に
﹁
氏
﹂
を
付
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
三
﹁
�

德
﹂
の
�
釋

(四
)
を
參
照
︒

(40
)

原
�
﹁
亦
V
補
歟

(
亦
V
補
于
�
歟
)
﹂
に
つ
い
て
︑
王
安
石
﹁
上
人
書
﹂

(﹃
臨
川
先
生
�
集
﹄
卷
七
十
七
)
に
﹁
且
R
謂
�
者
︐
務
爲
V
補
於

世
而
已
矣
︒
R
謂
辭
者
︐
 
器
之
V
刻
鏤
繪
畫
也
﹂
と
あ
る
︒

(42
)

原
�
﹁
一
知
q
解
﹂
は
︑
嚴
羽
﹁
詩
辯
﹂
(﹃
滄
浪
集
﹄
卷
一
)
に
﹁
悟
V

淺
深
︐
V
分
限
︐
V
^
園
之
悟
︐
V
但
得
一﹅

知﹅

q﹅

解﹅

之
悟
﹂
と
見

え
る
︒

(43
)

原
�
﹁
不
賢
識
小
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
子
張
﹁
�
武
之
�
︐
未
�
於
地
︐

在
人
︒
賢
者
識
其
大
者
︐
不﹅

賢﹅

者
識﹅

其
小﹅

者
︐
莫
不
V
�
武
之
�

焉
︒
夫
子
焉
不
學
︒
而
亦
何
常
師
之
V
﹂
を
踏
ま
え
た
表
現

(葉

長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(44
)

原
�
﹁
皆
可
置
而
不
論
﹂
は
︑
朱
熹
﹁
與
趙
尙
書
書
﹂
(﹃
晦
菴
集
﹄
卷
二

十
九
)
に
﹁
其
它
閑
慢
非
安
危
存
z
R
繫
者
︐
皆﹅

可﹅

置﹅

而﹅

不﹅

論﹅

︐
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如
學
校
之
政
是
也
﹂
と
見
え
る
︒

(45
)

原
�
﹁
不
容
默
﹂
は
︑
朱
熹
﹁
與
趙
帥
書
﹂
(﹃
晦
菴
集
﹄
第
二
十
八
)
に

﹁
¬
日
愛
君
憂
國
之
心
︐
與
今
之
從
政
者
不
可
同
日
而
議
︐
C
此

�
會
︐
似
亦
不﹅

容﹅

默﹅

默﹅

以
自
同
於
衆
人
也
﹂
と
似
た
表
現
が
見
え

る
︒

(46
)

原
�
﹁
什
百
之
相
懸
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
許
衡
﹃
魯
齋
�
書
﹄
卷
一
の

﹁
夫
賢
者
識
治
之
體
︐
知
事
之
�
︐
與
庸
人
相﹅

懸﹅

_
︐
蓋
十﹅

百﹅

而

千
萬
也
﹂
な
ど
に
例
が
あ
る
︒

(47
)

原
�
﹁
寸
尺
﹂
と
﹁
¯
丈
﹂
は
︑﹃
荀
子
﹄
儒
效
に
﹁
禮
者
︐
人
�
之

R
以
爲
群
臣
寸﹅

尺﹅

¯﹅

丈﹅

檢
式
也
﹂
と
見
え
る
︒

(48
)

原
�
﹁
能
�
管
︑
鮑
�
財
之
義
﹂
は
︑﹃
�
記
﹄
管
晏
列
傳
に
﹁
管
仲

夷
吾
者
︐
潁
上
人
也
︒
少
時
常
與
鮑
叔
牙
游
︐
鮑
叔
知
其
賢
︒
管

仲
貧
困
︐
常
欺
鮑
叔
︐
鮑
叔
F
善

之
︐
不
以
爲
言
﹂
と
見
え
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒﹁
�
財
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
周
禮
﹄
司
寇
︑
士
師

に
﹁
令
移
民
�﹅

財﹅

糾
守
`
𠛬
︹
½
�
：
移
民
就
賤
救
困
也
︒
�
財
︐

補
不
足
也
︺﹂
と
あ
る
︒

(49
)

原
�
﹁
非
嚴
一
介
取
與
之
節
者
﹂
は
︑﹃
孟
子
﹄
萬
違
上
﹁
非
其
義
也
︐

非
其
�
也
︐
一
介
不
以
與
人
︐
一
介
不
以
取
諸
人
︹
朱
�
：
介
與

草
芥
之
芥
同
︒
言
其
辭
�
取
與
︐
無
大
無
細
︐
一
以
�
義
而
不
苟

也
︺﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

古
�
公
式

【
成
立
年
代
︼

『
違
實
齋
先
生
年
�
﹄
嘉
慶
元
年

(一
七
九
六
︑
違
學
�
五
十
九
歲
)
の
條
に
︑

﹁
是
歲
R
作
�
�
�
義
稿
︐
名
爲
丙
辰
山
中
草
︐
凡
十
六


︒
⁝
⁝
此
外
印
V

劄
記
二
段
︐
後
與
丁
巳
年

(=

a
嘉
慶
二
年
)
劄
記
二
段
合
爲
古
�
公
式


﹂
と

あ
り
︑
嘉
慶
元
年
か
ら
執
筆
し
て
い
た
草
稿
を
a
嘉
慶
二
年
に
書
き
足
し
て
本



と
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
右
に
記
す
嘉
慶
元
年
執
筆
の
﹃
�
�
�
義
﹄
原

稿
に
は
﹁
答
問
﹂﹁
古
�
十
,
﹂


が
含
ま
れ
て
い
た
︒



名
に
見
え
る
﹁
公
式
﹂
は
︑
公
�
書
の
書
式
や
作
成
上
の
規
則
を
)
味
す

る
︒
K
令
に
は
︑﹁
公
式
令
﹂
が
あ
り
︑
ま
た
そ
れ
を
模
倣
し
た
日
本
の
養
老

令
に
は
﹁
公
式
令
﹂
が
あ
り
︑
公
�
書
の
書
式
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑
本
書
外


一
﹁
州
縣
R
立
志
科
議
﹂
に
も
︑﹁
故
州
縣
之
志
︐
不
可
取
辦

於
一
時
︐
¬
日
當
於
諸
典
�
中
︐
特
立
志
科
︐
僉
典
�
之
稍
M
於
�
法
者
︐
以

閏
其
o
︒
而
且
立
爲
成
法
︐
俾
如
法
以
紀
載
︐
略
如
案
牘
之
V
公
式
焉
︐
則
無

妄
作
聰
M
之
,
矣
﹂
と
あ
り
︑
公
式
�
書
の
書
式
の
重
視
が
﹁
公
式
﹂
の
語
と

と
も
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
廬
江
何
氏
抄
本
に
本


な
し
︒

古
�
體
制
源
液
︐
初
學
入
門
︐
當
首
辨
也
︒
蘇
子
瞻
︽
表
忠
觀
碑
︾
︐
�

錄
趙
抃
奏
議
︐
�
無
增
損
︐
其
下
卽
綴
銘
詩
︒
此
乃
漢
碑
常
例
︐
見
於
金
石
諸

書
者
不
可
�
載
︐
卽
K
宋
八
家
�
中
︐
如
柳
子
厚
︽
壽
州
安
豐
孝
門
碑
︾
亦
用

其
例
︐
本
不
足
奇
︒
王
介
甫
詫
謂
是
學
︽
�
記
・
諸
侯
王
年
表
︾
︐
眞
學
究
之

言
也
︒
李
耆
卿
謂
其
�
學
︽
漢
書
︾
︐
亦
�
不
可
解
︒
此
極
是
¯
常
耳
目
中
事
︐

諸
公
何
至
怪
怪
奇
奇
︐
看
成
骨
董
︒
且
如
�
日
市
井
鄉
閭
︐
如
V
利
,
得
失
︐

公
議
興
禁
︐
R
官
á
法
︐
立
碑
垂
久
︐
其
碑
卽
刻
官
府
�
書
吿
諭
原
�
︐
毋
庸

增
損
字
句
︐
亦
古
法
也
︒
豈
介
甫
諸
人
︐
於
此
等
碑
刻
 
未
見
耶
︒
當
日
王
氏

門
客
之
訾
摘
駭
怪
︐
{
不
直
一
笑
矣
︒

古
�
の
體
裁
の
源
と
液
れ
は
︑
初
學
者
が
入
門
の
際
に
︑
�
初
に
わ
き
ま
え

て
お
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
蘇
子
瞻

(蘇
軾
)
の
﹁
表
忠
觀
碑
﹂
は
︑
趙
抃
の

上
奏
を
�
�
收
め
て
あ
り(1
)
︑
�
違
に
加
え
た
り
�
っ
た
り
し
た
R
が
な
く
︑
そ

『���義』內
五譯�
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の
後
に
銘
詩
を
續
け
て
書
い
て
い
る(

2
)
︒
こ
れ
は
漢
代
の
碑
の
�
例
で
あ
っ
て(3
)
︑

金
石
の
諸
書
に
見
え
る
例
は
枚
舉
に
暇
が
な
く(4
)
︑
し
た
が
っ
て
K
宋
八
家
�
に

卽
し
て
見
て
も
︑
柳
子
厚

(柳
宗
元
)
の
﹁
壽
州
安
豐
孝
門
碑
﹂
な
ど
が
や
は

り
そ
の
�
例
に
據
っ
て
い
る
の
は(

5
)
︑
そ
も
そ
も
不
思
議
と
す
る
に
s
ば
な
い(6
)
︒

(と
こ
ろ
が
)
王
介
甫

(王
安
石
)
が
い
ぶ
か
し
ん
で

(﹁
表
忠
觀
碑
﹂
を
何
度
も
讀

み
r
し
)
﹃
�
記
﹄
諸
侯
王
年
表
に
倣
っ
た
と
言
っ
た
の
は(7
)
︑
ま
さ
に
穿
鑿
學
者

の
言
で
あ
る(

8
)
︒
(ま
た
)
李
耆
卿
が
そ
の
�
違
を
﹃
漢
書
﹄
に
倣
っ
た
と
言
っ
た

の
も(

9
)
︑
ま
っ
た
く
理
解
に
苦
し
む
︒
こ
れ
は
ご
く
當
た
り
�
に
見
聞
き
す
る
や

り
か
た
で
あ
る
の
に
︑
彼
ら
は
ど
う
し
て

(そ
れ
を
)
い
ぶ
か
し
ん
で
奇
拔
が

り
︑
骨
董
の
よ
う
な
も
の
と
見
な
し
て
し
ま
っ
た
の
か
︒
そ
れ
に
�
�
の
市
中

巷
閒
で
し
て
い
る
よ
う
に
︑
利
Ø
や
損
失
が
あ
れ
ば
︑
公
"
に
議
論
し
て
禁
制

を
發
令
し
た
り
︑
役
人
に
�
R
し
て
法
規
を
定
め
た
り
し
︑
碑
を
立
て
て
長
く

傳
え
る
場
合
︑
そ
の
碑
に
は
官
署
の
�
書
の
吿
示
の
原
�
を
刻
し
︑
語
句
を
加

え
た
り
�
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
だ
が
︑
そ
れ
も
古
の
法
式
で
あ
る
︒

ど
う
し
て
介
甫
等
の
よ
う
な

(學
識
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
)
人
た
ち
が
︑
こ
れ

ら
の
碑
の
刻
�
を
目
に
し
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
(ま
し
て
や
)

そ
の
時
の
王
氏
の
門
客
が

(そ
の
蘇
軾
の
碑
�
を
)
非
難
し
て
い
ぶ
か
し
ん
だ
の

は
︑
な
お
さ
ら
一
笑
に
付
す
る
に
も
值
し
な
い
の
だ
︒

以
�
辭
而
論
︐
趙
淸
獻
R
修
表
忠
觀
原
奏
︐
未
必
如
蘇
氏
碑
�
之
古
�
︒

�
家
記
事
記
言
︐
因
襲
成
�
︐
原
V
點
竄
塗
改
之
法
︒
蘇
氏
此
碑
︐
雖
似
鈔
繕

成
�
︐
實
費
經
營
裁
製
也
︒
第
�
辭
可
以
點
竄
︐
而
制
度
則
必
從
時
︒
此
碑



首
﹁
臣
抃
言
﹂
三
字
︐


末
﹁
制
曰
可
﹂
三
字
︐
恐
非
宋
時
奏
議
上
陳
︑
詔
旨

下
¿
之
體
︐
而
蘇
氏
)
中
︐
揣
ì
︽
秦
本
紀
︾﹁
丞
相
臣
斯
昧
死
言
﹂
s
﹁
制

曰
可
﹂
等
語
太
熟
︐
則
不
免
如
劉
知
�
之
R
譏
︐
貌
同
而
心
衣
也
︒

�
違

(の
表
現
)
面
か
ら
論
ず
れ
ば
︑
趙
淸
獻

(趙
抃
)
が

(廢
寺
と
な
っ
て

い
た
杭
州
の
妙
因
院
を
)
表
忠
觀
と
し
て
修
築
す
る
こ
と
を
R
願
し
た
も
と
の
上

奏
�
は
︑
蘇
氏
の
碑
�
の
よ
う
に
古
�
で
あ
っ
た
と
は
か
ぎ
ら
な
い(10
)
︒
�
家
が

君
�
の
行
い
を
記
し
君
�
の
言
論
を
記
す
際
に
は(11
)
︑
旣
成
の
�
違
を
踏
襲
す
る

に
も
︑
は
や
く
か
ら
︑
�
字
や
語
句
を
修
改
す
る
方
法
が
あ
っ
た(12
)
︒
蘇
氏
の
こ

の
碑
は
︑
(そ
の
�
家
の
方
法
の
よ
う
に
)
旣
成
の
�
違
を
書
き
寫
し

(そ
れ
を
)

修
改
し
て
仕
上
げ
た
よ
う
に
見
え
る
が
︑
實
際
に
は

(自
身
の
)
@
想
と
@
成

に
力
を
費
や
し

(自
身
で
著
し
)
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
し

(具
體
"
內
容
に
あ
た

る
)
�
違
は
書
き
改
め
て
も
よ
い
が
︑
�
書
の
公
"
な
書
式
は
必
ず
時
代
に

沿
っ
た
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
碑
一


の
冒
頭
の
﹁
臣
抃
言
﹂

(臣
抃
言
す
)
の
三
字
や
︑
末
尾
の
﹁
制
曰
可
﹂
(
制
に
曰
く
︑﹁
可
な
り
﹂
)
の
三

字
は
︑
宋
代
に
お
け
る
上
奏
�
の
獻
上
や
詔
敕
の
下
¿
の
體
例
で
は
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
が(13
)
︑
蘇
氏
の
つ
も
り
と
し
て
は
︑
(﹃
�
記
﹄
)
秦
本
紀
の
﹁
丞
相
臣

斯
昧
死
し
て
言
す
﹂
や
﹁
制
に
曰
く
︑﹃
可
な
り
﹄﹂
等
の
表
現
に
n
熟
し
き
っ

て
い
た

(こ
と
か
ら
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
e
用
し
よ
う
と
し
︑
實
際
に
そ
れ
を
し
た
)

た
め
に(14
)
︑
劉
知
�
が
譴
責
し
た
﹁
う
わ
べ
は
同
樣
で
も
心
が
È
っ
て
い
る
﹂
こ

と
を
V
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る(15
)
︒

余
昔
修
︽
和
州
志
︾
︐
V
︽
乙
亥
義
烈
傳
︾
︐
專
記
M
末
崇
禎
八
年
闖
Ú
攻

破
和
州
︐
官
�
紳
民
男
.
殉
難
之
事
︒
用
記
事
本
末
之
例
︐
以
事
爲
經
︐
以
人

爲
雲
︐
詳
悉
具
載
︒
而
州
中
是
非
鬨
c
︒
蓋
因
闖
Ú
怒
拒
守
而
屠
城
︐
被
屠
者

之
子
孫
︐
歸
咎
於
創
議
守
城
者
陷
Ø
滿
城
生
命
︐
印
V
著
論
指
斥
守
城
者
部
署

非
法
︐
以
致
城
陷
；
甚
至
V
誣
創
議
守
城
者
︐
縋
城
欲
V
︐
爲
Ú
擒
殺
︐
竝
非

眞
殉
難
者
︒

私
が
か
つ
て
>
集
し
た
﹃
和
州
志
﹄
に
﹁
乙
亥
義
烈
傳
﹂
が
あ
る
が(16
)
︑
こ
れ
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に
は
M
末
の
崇
禎
八
年

(一
六
三
五
)
の
こ
と
︑
闖
Ú

(李
自
成
)
が
和
州
を
攻

め
破
り
︑
上
下
の
役
人
も
︑
�
紳

(地
�
)
も
庶
民
も
︑
男
も
女
も
︑
國
難
で

犧
牲
と
な
っ
た
事
件
を
も
っ
ぱ
ら

(集
á
し
て
)
記
し
た
︒
記
事
本
末
の
體
例

を
用
い(
17
)
︑
出
來
事
を

經
た
て
い
と

と
し
︑
人
物
を

雲
よ
こ
い
と

と
し
て
︑
詳
細
か
つ
具
體
"
に

書
い
た
︒
と
こ
ろ
が

(そ
の
傳
に
つ
い
て
)
州
の
中
で
批
S
の
爭
論
が
も
ち
あ

が
っ
た
︒
そ
の

(爭
論
が
生
じ
た
)
理
由
は
︑
闖
Ú
は
︑
防
戰
し
た
こ
と
に
怒
っ

て
城
市
ま

ち

の
人
々
を
皆
殺
し
に
し
た
が
︑
殺
戮
さ
れ
た
者
の
子
孫
た
ち
が
︑
(あ
る

者
は
)
城
市
の
防
守
を
發
議
し
た
者
が
城
市
じ
ゅ
う
の

(人
々
の
)
命
を
Ø
す

る
に
至
ら
せ
た
せ
い
だ
と
し
︑
ま
た

(別
の
者
は
)
自
論
を
展
開
し
城
市
を
防

衞
す
る
者
の
部
署
が
法
則
ど
お
り
に
動
か
ず

(抵
抗
し
)
︑
そ
の
せ
い
で
城
市
が

陷
落
し
た
と
指
彈
し
︑
さ
ら
に
は
城
市
の
防
守
を
發
議
し
た
者
が
繩
に
す
が
り

城
郭
を
下
り
て
V
げ
よ
う
と
し(
18
)
︑
Ú
に
捉
え
ら
れ
殺
さ
れ
た
か
ら
眞
の
犧
牲
者

な
ど
で
は
な
い
と
濡
れ
衣
を
着
せ
る
者
ま
で
い
る
た
め
だ
︒

余
搜
得
鳳
陽
n
︹
一
︺

撫
朱
大
典
奏
報
和
州
失
陷
︐
官
紳
殉
難
*
k
︐
乃
據

江
防
州
同
申
報
︐
轉
據
同
在
圍
城
V
脫
難
民
口
営
親
目
R
見
*
事
︐
官
紳
忠
烈
︐

均
不
可
誣
︒
余
因
�
錄
奏
報
︐
以
爲
是


之
序
︒
中
閒
�
字
點
竄
︐
甚
V
佳
處
︒

然


首
必
云
：
｢崇
禎
九
年
二
�
日
︐
n
撫
鳳
陽
提
督
軍
務
都
察
院
右
副
都
御

�
臣
朱
大
典
謹
奏
︐
爲
和
城
陷
Ú
︐
官
紳
殉
難
堪
憐
︐
乞
賜
旌
表
︐
以
頴
義
烈

事
﹂︒
其


末
云
：
｢奉
旨
︐
覽
奏
憫
惻
︐
該
部
察
例
施
行
︒﹂
此
實
當
時
奏
陳

詔
報
式
也
︒

〔一
︺﹁
n
﹂
︐
貴
陽
本
作
﹁
廵
﹂︒
下
同
︒

(一
方
)
わ
た
し
は
︑
鳳
陽
の
n
撫
で
あ
っ
た
朱
大
典
が(19
)
︑
和
州
が
陷
落
し
︑

高
官
や
�
紳
が
犧
牲
に
な
っ
た

(眞
の
)
顛
末
を

(皇
�
に
)
上
奏
し
て
報
吿
し

た
こ
と

(
�
料
)
を
探
り
當
て
た(20
)
︒
と
こ
ろ
が

(
そ
の
�
料
中
の
)
和
州
の
江
防

州
同
の
上
吿
に
據
る
と(21
)
︑
そ
れ

(=

先
営
し
た
爭
論
)
と
は
反
對
に
︑
®
圍
さ
れ

た
街
に
同
樣
に
在
p
し

(
亂
の
時
に
外
に
)
V
れ
た
難
民
が
目
擊
し
た
狀
況
を

(直
接
)
話
し
た
こ
と
に
よ
る
と
︑
高
官
も
�
紳
も
忠
義
を
盡
く
し
犧
牲
と
な
っ

た
の
で
あ
り
︑
(そ
れ
ら
の
人
々
に
は
)
お
し
な
べ
て
︑
罪
を
着
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
わ
た
し
は
︑
上
奏
報
吿
�
を
�
�
記
錄
し
︑
こ

の

(傳
の
)
序
と
し
た
︒
中
閒
の
字
句
の
修
改
に
よ
っ
て
︑
す
こ
ぶ
る
よ
い
R

が
生
じ
た

(と
自
Ý
し
て
い
る
)
︒
し
か
し


首
に
は
﹁
崇
禎
九
年
二
�
日
︑
n

撫
鳳
陽
提
督
軍
務
・
都
察
院
右
副
都
御
�
︑
臣
朱
大
典
謹
ん
で
奏
す
︑
和
城
Ú

に
陷お

ち
︑
官
紳
の
殉
難
憐
む
に
堪
え
︑
乞
う
ら
く
は
旌
表
を
賜
り
︑
以
て
義
烈

を
頴
す
の
事
の
爲
に
す
﹂
と
い
い
︑
そ
の


末
に
は
﹁
旨
を
奉
ぜ
よ
︑
奏
を
覽

ず
る
に
憫
惻
す
︑
該
部
は
例
を
察
し
て
施
行
せ
よ
﹂
と
い
う
必
�
が
あ
っ
た
︒

こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
當
時
の
上
奏
�
と
皇
�
の
命
令
の
書
式
で
あ
る(22
)
︒

或
謂
中
閒
奏
�
︐
旣
已
盈
改
古
�
︐
其
�
後
似
可
一
例
潤
色
︒
余
謂
奏
�

辭
句
︐
竝
無
一
定
體
式
︐
故
可
點
竄
古
�
︐
不
礙
事
理
︒
�
後
自
是
當
時
公
式
︐

豈
可
以
秦
︑
漢
之
衣
冠
︐
繪
M
人
之
圖
宴
耶
︒
蘇
氏
︽
表
忠
觀
碑
︾
︐
�
人
不

知
︐
而
相
與
駭
怪
︐
自
是
�
人
不
學
之
�
︒
蘇
氏
之
�
︐
本
無
可
議
︒
至
人
相

n
而
不
以
爲
怪
︐
其
實
不
可
�
者
︐
惟
�
後
不
Ô
公
式
之
六
字
耳
︒
夫
�
辭
不

察
義
例
︐
而
惟
以
古
�
爲
徇
︐
則
﹁
臣
抃
言
﹂
三
字
︐
何
如
﹁
岳
曰
於
﹂
三
字

{
古
︒﹁
制
曰
可
﹂
三
字
︐
何
如
﹁
�
曰
俞
﹂
三
字
{
古
︒
舍
K
︑
2
而
法
秦
︑

漢
︐
未
見
其
能
好
古
也
︒

あ
る
人
が
︑﹁
中
閒
の
上
奏
�
は
古
�
に
修
改
し
た
の
だ
か
ら
︑
そ
の
�
後

も
同
じ
よ
う
に

(
�
の
)
�
り
を
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
﹂
と
言
う
︒
わ

た
し
は
︑
(中
閒
の
)
上
奏
�
の
語
句
や
�
に
は
定
ま
っ
た
體
例
書
式
な
ど
特
に
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な
い
の
だ
か
ら
︑
古
�
に
修
改
し
た
と
し
て
も
︑
事
の
�
理
を
妨
げ
な
い
と
思

う
︒
(し
か
し
)
�
後
は
も
ち
ろ
ん
當
時
の
公
定
の
書
式
な
の
だ
か
ら
︑
ど
う
し

て
秦
・
漢
の
衣
冠

(=

決
ま
っ
た
書
式
)
に
よ
っ
て
︑
M
人
の
圖
宴
を
描
く
よ
う

な
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒
蘇
氏
の
﹁
表
忠
觀
碑
﹂
は
︑
�
人

(=

宋
代
の
王
安

石
)
が
知
り
も
し
な
い
の
に
︑
そ
れ
を

(奇
拔
だ
と
)
い
ぶ
か
し
ん
だ
の
は
︑

も
ち
ろ
ん
�
人
の
不
學
に
よ
る
�
P
で
あ
っ
て
︑
蘇
氏
の
�

(の
中
身
)
は
︑

そ
も
そ
も

(そ
れ
を
い
ぶ
か
し
む
)
議
論
の
餘
地
が
な
い
︒
人
が
n
慣
に
な
っ
て

い
て
い
ぶ
か
し
く
思
わ
な
い
け
れ
ど
も
︑
實
は
そ
れ
で
よ
し
と
し
て
は
な
ら
な

い
も
の
と
は
何
か
と
い
う
と
︑
�
後
に
あ
る
︑
公
定
の
書
式
に
則
っ
て
い
な
い

六
字

(﹁
臣
忭
言
﹂
と
﹁
制
曰
可
﹂
)
に
盡
き
る
︒
そ
も
そ
も
�
違
の
體
例
を
見
き

わ
め
ず
に
︑
古
�
に
x
從
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
︑﹁
臣
抃
言
﹂
の
三
字
よ
り

も

(﹃
尙
書
﹄
舜
典
の
)
﹁
岳
曰
於
﹂
(の
三
字
)
の
ほ
う
が
古
い
こ
と
は
ど
う
な
の

か
︒﹁
制
曰
可
﹂
の
三
字
よ
り
も

(同
・
堯
典
の
)
﹁
�
曰
俞
﹂
(の
三
字
)
の
ほ

う
が
古
い
こ
と
は
ど
う
な
の
か
︒
(ど
う
せ
古
�
を
極
め
る
な
ら
こ
れ
ら
に
則
れ
ば

よ
い
も
の
を
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
中
p
q
端
で
あ
り
︑
)
K
・
2
を
}
て
て
秦
・
漢
の

法
式
に
則
っ
て
い
れ
ば
︑﹁
古
を
好
む
﹂
(﹃
論
語
﹄
営
而
の
語
)
と
¹
め
ら
れ
る

は
ず
も
な
い(
23
)
︒

汪
鈍
&
X
︽
睢
州
湯
烈
.
旌
門
頌
序
︾
︐
首
錄
n
按
御
�
奏
報
︐
本
屬
常

例
︐
無
可
訾
︐
亦
無
足
矜
也
︒
但
汪
氏
不
知
�
用
古
法
︐
而
公
式
必
Ô
時
制
︐

秦
︑
漢
奏
報
之
式
︐
不
可
以
改
今
�
也
︒


首
著
﹁
監
察
御
�
臣
粹
然
言
﹂
︐

此
印
讀
︽
表
忠
觀
碑
︾﹁
臣
抃
言
﹂
三
字
太
熟
︐
而
不
知
蘇
氏
已
非
法
也
︒
�

代
違
奏
︐


首
敘
銜
︐
無
不
稱
姓
︐
亦
公
式
也
︒
粹
然
何
姓
︐
汪
氏
豈
可
因
ì

古
而
盈
之
︒
且
�
代
違
奏
︐
銜
名
之
下
︐
必
書
﹁
謹
奏
﹂
︐
無
稱
﹁
言
﹂
者
︒

一
語
µ
四
字
︐
而
兩
È
公
式
︐
不
知
何
以
爲
古
�
辭
也
︒
.
人
V
名
者
稱
名
︐

無
名
者
稱
姓
︐
曰
張
曰
李
可
也
︒
�
代
官
府
�
書
︐
民
閒
詞
狀
︐
§
§
舍
姓
而

空
稱
曰
氏
︐
甚
至
V
稱
爲
該
氏
者
︐
�
屬
俚
俗
不
典
；
然
令
︹
一
︺

無
M
�
︐
胥

�
茍
V
知
識
︐
仍
稱
爲
張
爲
李
︐
官
R
不
禁
︐
則
 
是
�
融
之
�
法
也
︒
汪
氏

於
一
定
不
易
之
公
式
︐
則
故
改
爲
秦
︑
漢
古
欵
︐
已
是
貌
同
而
心
衣
矣
︒
至
於

正
俗
�
行
之
稱
謂
︐
則
印
ç
舍
正
而
徇
俗
︐
何
顛
倒
之
甚
耶
︒
結
句
印
云
﹁
臣

謹
昧
死
以
聞
﹂
︐
亦
非
今
制
︒

〔一
︺﹁
令
﹂
︐
�
光
本
︑
貴
陽
本
俱
作
﹁
今
﹂︒
今
據
劉
刻
本
改
︒

汪
鈍
&
が
X
営
し
た
﹁
睢
州
湯
烈
.
旌
門
頌
序
﹂
に
お
い
て(24
)
︑
冒
頭
に
n
按

御
�
の
上
奏
の
報
吿
を
錄
し
て
い
る
の
は
︑
�
例
に
屬
す
る
こ
と
で
︑
誹
る
こ

と
は
で
き
な
い
が
︑
(
¼
に
そ
の
書
き
方
を
)
自
慢
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い(25
)
︒

し
か
し
�
體
は
古
い
法
式
を
用
い
て
も
︑
公
定
の
書
式
は
必
ず
時
代
に
沿
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
秦
・
漢
の
上
奏
の
報
吿
の
法
式
を
︑
今
の
�
違
を
修
改

す
る
の
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
︑
汪
氏
は
知
ら
な
い
︒


首
に
﹁
監
察

御
�
臣
粹
然
言
﹂
(監
察
御
�
臣
粹
然
言
す
)
と
著
し
た
の
も
︑
同
じ
く
﹁
表
忠

觀
碑
﹂
の
﹁
臣
抃
言
﹂
三
字
を
熟
讀
し
て
い
て
慣
れ
き
っ
て
い
た
が
︑
蘇
氏

(の
そ
の
書
き
方
)
が
實
は
法
式
に
外
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
︒
�
代
の
上
奏
�
に
お
い
て
︑


首
に
Í
書
を
敘
営
し
姓
を
必
ず
稱
す
る
の

も
︑
公
定
の
書
式
で
あ
る
︒
粹
然
の
姓
は
何
な
の
か
に
つ
い
て
︑
汪
氏
は
な
ぜ

古
に
倣
っ
て
こ
れ
を
省
い
た
の
か(26
)
︒
し
か
も
�
代
の
上
奏
�
は
︑
Í
書
の
下
に
︑

﹁
謹
奏
﹂
(
謹
ん
で
奏
す
)
と
書
か
な
く
て
は
な
ら
ず
︑﹁
言
﹂
(
言
す
)
と
は
い
わ

な
い
も
の
だ
︒
一
句
は
わ
ず
か
に

(﹁
臣
粹
然
言
﹂
の
)
四
字
で
あ
る
の
に
︑
二

箇
R
も
公
定
の
書
式
を
È
え
て
い
る
の
は
︑
古
�
辭
の
何
た
る
か
を
知
ら
な
い

の
だ
︒
(し
か
も
)
女
性
は
名
が
知
ら
れ
て
い
る
人
は
名
を
稱
す
る
が
︑
無
名
の

人
は
姓
を
稱
し
︑﹁
張
﹂
や
﹁
李
﹂
(と
稱
す
る
の
)
で
あ
れ
ば
よ
い(27
)
︒
(ま
た
)

�
代
の
地
方
官
の
�
書
で
は
︑
民
閒
の
訴
訟
狀
に
︑
と
き
ど
き

(そ
の
人
の
)
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姓
を
省
い
て
單
に
﹁
氏
﹂
と
稱
す
る
も
の
が
あ
り
︑
は
て
は

(上
�
を
�
け
て
)

﹁
該
氏
﹂
(=

當
該
の
氏
)
と
稱
す
る
も
の
ま
で
あ
る
の
は
︑
ま
さ
し
く
鄙
俗
で

粗
野
な
部
類
に
屬
す
る
︒
し
か
し
な
が
ら
は
っ
き
り
し
た
法
式
が
決
め
ら
れ
て

い
な
い
も
の
は
︑
地
方
官
の
下
s
役
人
が
も
し
知
識
が
あ
れ
ば
︑
法
式
は
な
い

も
の
の
﹁
張
﹂
や
﹁
李
﹂
と
稱
し
た
と
し
て
も
︑
官
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
︑
そ
う
で
あ
っ
て
も
容
¹
さ
れ
る
�
違
の
法
式

(の
よ
う
な
も
の
)
だ
︒

汪
氏
が
定
ま
っ
た
不
變
の
公
定
の
書
式
に
つ
い
て
︑
こ
と
さ
ら
に
秦
・
漢
の
古

式
に
修
改
し
た
の
は
︑
そ
れ
だ
け
で
さ
え
﹁
容
貌
は
同
じ
で
も
心
が
衣
な
る
﹂

と
い
う
こ
と
だ
︒
(そ
れ
な
の
に
)
正
式
な
呼
稱
と
俗
稱
が
y
わ
れ
て
い
る
人
の

呼
稱
に
つ
い
て
ま
で
︑
同
樣
に

(法
式
に
し
た
が
わ
ず
)
む
ざ
む
ざ
正
式
な
呼
稱

を
}
て
て
俗
稱
に
し
た
が
う
の
は
︑
い
っ
た
い
ど
う
い
う
轉
倒
の
至
り
で
あ
ろ

う
か
︒
結
び
の
�
に
さ
ら
に
﹁
臣
謹
昧
死
以
聞
﹂
(臣
謹
ん
で
昧
死
し
て
以
て
聞ぶ
ん

す
)
と
い
う
の
も
︑
今
日
の
決
ま
っ
た
書
式
で
は
な
い
︒

汪
氏
¬
日
以
古
�
辭
高
自
矜
詡
︐
而
庸
陋
如
此
︐
何
耶
︒
汪
之
序
�
︐
於

﹁
臣
粹
然
言
﹂
句
下
︐
直
c
云
﹁
睢
州
諸
生
湯
某
妻
趙
氏
︐
值
M
末
李
自
成
之

亂
﹂
云
云
︐
是
亦
未
善
︒
當
云
﹁
故
M
睢
州
諸
生
湯
某
妻
趙
氏
︐
值
李
自
成
之

亂
﹂
︐
於
辭
爲
順
︒
蓋
突
c
似
現
在
之
人
︐
下
句
補
出
﹁
值
M
末
李
自
成
﹂
︐
�

氣
亦
�
滯
也
︒
學
�
者
︐
當
於
此
等
留
)
辨
之
︒

汪
氏
は
¬
生
か
ら
古
�
辭
に
つ
い
て
自
身
を
高
く
t
價
し
才
能
を
誇
っ
て
い

る
が
︑
こ
の
よ
う
に
凡
庸
で
淺
ð
な
の
は
︑
ど
う
し
た
こ
と
か
︒
汪
氏
の
序
�

で
は
︑﹁
臣
粹
然
言
す
﹂
と
い
う
句
の
後
に
︑
そ
の
ま
ま
つ
な
げ
て
�
を
c
こ

し
﹁
睢
州
の
諸
生
︑
湯
某
の
妻
趙
氏
︑
M
末
の
李
自
成
の
亂
に
值
い
て
﹂
云
々

と
い
う
が(
28
)
︑
そ
れ
も
よ
く
な
い
︒﹁
故こ

M
の
睢
州
の
諸
生
︑
湯
某
の
妻
趙
氏
︑

李
自
成
の
亂
に
值
い
て
﹂
と
い
い
︑
こ
と
ば
を
正
し
い
順
序
に
す
る
の
が
よ
い
︒

思
う
に
︑
い
き
な
り
今
存
在
す
る
人
か
の
よ
う
に
書
き
c
こ
し
︑
後
�
で
﹁
M

末
の
李
自
成
⁝
⁝
に
值
い
て
﹂
と
付
け
足
し
て
い
る
が
︑
�
の
氣
は
や
は
り
液

れ
が
よ
く
な
い
︒
�
を
學
ぶ
者
は
︑
こ
れ
ら
の
こ
と
に
留
)
し
て

(善
し
惡
し

を
)
見
き
わ
め
る
が
よ
い
︒

(1
)

蘇
軾
﹁
表
忠
觀
碑
�
﹂
は
︑
杭
州
龍
山
の
廢
佛
寺
の
妙
因
院
を
�
觀
に

修
築
し
吳
越
國
王
錢
氏
の
墳
á
に
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
�
︒
�

q
部
分
は
︑
ª
の
よ
う
に
趙
抃
の
奏
上
�
と
そ
の
答
を
中
心
と
す

る
︒﹁
熈
寧
十
年
十
�
戊
子
︐
�
政
殿
大
學
士
右
諫
議
大
夫
知
杭

州
軍
州
事
臣﹅

抃﹅

言﹅

：
『故
吳
越
國
王
錢
氏
墳
á
s
其
父
祖
妃
夫
人

子
孫
之
墳
︐
在
錢
塘
者
二
十
V
六
︐
在
臨
安
者
十
V
一
︐
皆
蕪
廢

不
治
︒
⁝
⁝
今
錢
氏
功
德
︐
殆
�
于
融
︐
而
未
s
百
年
︐
墳
á
不

治
︐
行
�
傷
嗟
︐
甚
非
R
以
勸
奬
忠
臣
︐
慰
答
民
心
之
義
也
︒
臣

願
以
龍
山
廢
佛
祠
曰
妙
因
院
者
爲
觀
︐
y
錢
氏
之
孫
爲
�
士
曰
自

然
者
居
之
︒
凡
墳
á
之
在
錢
塘
者
︐
以
付
自
然
︒
其
在
臨
安
者
︐

以
付
其
縣
之
淨
土
寺
僧
曰
�
㣲
︒
嵗
各
度
其
徒
一
人
︐
y
世
掌
之
︒

籍
其
地
之
R
入
︐
以
時
脩
其
祠
宇
︐
封
殖
其
草
木
︒
V
不
治
者
︐

縣
令
丞
察
之
︐
甚
者
易
其
人
︒
庶
�
永
F
不
�
︐
以
稱
 
廷
待
錢

氏
之
)
︒
臣﹅

抃﹅

昧﹅

死﹅

以﹅

聞﹅

﹄︒
制﹅

曰﹅

：
『可﹅

﹄︒
其
妙
因
院
攺
賜
名

曰
表
忠
觀
﹂
(呂
祖
v
﹃
皇
 
�
鑑
﹄
卷
第
七
十
七
︒
傍
點
部
は
後
�
に

問
題
と
さ
れ
る
部
分
)
︒

右
の
奏
上
を
行
っ
た
趙
抃
は
︑﹃
宋
�
﹄
趙
抃
傳
に
﹁
趙
抃
︐

字
閱
�
︐
衢
州
西
安
人
︒
Å
士
s
第
︐
爲
武
安
軍
k
度
推
官
︒

⁝
⁝
Æ
林
學
士
曾
公
亮
未
之
識
︐
薦
爲
殿
中
侍
御
�
︐
彈
云
不
!

權
倖
︐
聲
稱
凜
然
︐
京
師
目
爲
﹃
鐵
面
御
�
﹄︒
⁝
⁝
擢
參
知
政

事
︒
⁝
⁝
元
豐
七
年
︐
薨
︐
年
七
十
七
︒
贈
太
子
少
師
︐
謚
曰
淸

『���義』內
五譯�
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獻
﹂
と
あ
り
︑
舊
法
黨
の
人
物
で
あ
っ
た
︒

(2
)

銘
詩
は
碑
�
や
墓
誌
に
著
さ
れ
る
銘
の
こ
と
だ
が
︑
韻
�
な
の
で
﹁
銘

詩
﹂
と
い
う
︒﹁
銘
詩
﹂
の
語
の
K
代
以
�
の
用
例
は
少
な
く
宋

代
以
影
に
多
い
︒﹁
胡
安
國
奏
狀
﹂
(﹃
二
¦
�
書
附
錄
﹄﹃
二
¦
集
﹄

上
)
に
は
︑﹁
(
¦
)
顥
雖
未
s
著
営
︐
而
門
弟
子
質
疑
R
益
答
問

之
語
︐
存
於
世
者
甚
多
︐
印
V
書
駅
銘﹅

詩﹅

︐
竝
行
於
世
而
傳
者
︐

多
失
其
眞
﹂
と
あ
る
︒
な
お
蘇
軾
﹁
表
忠
觀
碑
�
﹂
の
銘
詩
に
當

た
る
後
q

(
�
一
引
用
部
分
に
續
く
�
)
に
は
﹁
銘
曰
：
天
目
之
山
︐

苕
水
出
焉
︒
龍
飛
鳯
舞
︐
萃
于
臨
安
︒
⁝
⁝
龍
山
之
陽
︐
巋
焉
怨

宫
︒
匪
私
于
錢
︐
唯
以
勸
忠
︒
非
忠
無
君
︐
非
孝
無
親
︒
凡
百
V

位
︐
視
此
刻
�
﹂
と
あ
る
︒

(3
)

こ
こ
で
違
學
�
が
﹁
漢
碑
﹂
の
�
例
と
い
っ
て
い
る
の
は
︑
�
q
が
上

奏
�
︑
後
q
が
銘
か
ら
な
る
碑
�
の
形
式
を
指
し
て
い
よ
う
︒
上

奏
�
を
具
え
た
漢
碑
の
例
と
し
て
︑
ª
に
引
用
す
る
﹁
孔
á
置
守

á
百
石
孔
龢
碑
﹂
(乙
瑛
碑
)
が
あ
る
︒﹁
司
徒
臣
雄
︑
司
空
臣
戒
︐

稽
首
言
：
『魯
�
相
瑛
書
言
：
｢詔
書
：
崇
�
�
︐
勉
□
蓺
︒
孔
子

作
春
秋
︐
制
孝
經
︐
□
□
五
經
︐
演
易
繫
辭
︐
經
雲
天
地
︐
幽
讚

神
M
︐
故
特
立
á
︒
褒
成
侯
四
時
來
祠
︐
事
已
卽
去
︒
á
V
禮
器
︐

無
常
人
掌
領
︒
R
置
百
石
卒
�
一
人
︐
典
�
守
á
︐
春
秋
@
禮
︒

財
出
王
家
錢
︐
給
大
酒
直
︐
須
報
︒
謹
問
大
常
祠
曹
掾
馮
牟
︑
�

郭
玄
辭
對
︐
故
事
辟
雍
禮
未
行
︒
祠
先
�
師
︐
侍
祠
者
孔
子
子
孫
︐

大
宰
︑
大
祝
︐
令
各
一
人
︐
皆
備
z
︒
大
常
丞
監
祠
︐
河
南
尹
給

牛
羊
豕
雞
□
□
各
一
︒
大
司
農
給
米
︐
祠
﹂︒
臣
愚
以
爲
如
瑛
言
︒

孔
子
大
�
︐
則
象
乾
坤
︒
爲
漢
制
作
︐
先
世
R
±
︒
祠
用
衆
牲
︒

長
�
備
□
□
欲
加
寵
子
孫
︒
敬
恭
M
祀
︐
済
于
罔
極
︒
可
許
臣
R
︐

魯
相
爲
孔
子
á
置
百
石
卒
�
一
人
︐
掌
領
禮
器
︒
出
王
家
錢
︐
給

大
酒
直
︐
他
如
故
事
︒
臣
雄
︑
臣
戒
愚
戇
︐
�
惶
�
恐
︐
頓
首
頓

首
︐
死
罪
死
罪
︒
臣
稽
首
以
聞
﹄︒
制
曰
：
『可
﹄︒
／
元
嘉
三
年

(一
五
三
)
三
�
廿
七
日
壬
寅
奏
雒
陽
宮
︒
／
司
徒
公
河
南
原
武
吳

□
字
季
高
︒
／
司
空
公
蜀
郡
成
都
趙
戒
字
)
伯
︒
⁝
⁝
讚
曰
：

｢巍
巍
大
�
︐
赫
赫
彌
違
︒﹂
(﹃
隸
釋
﹄
卷
一
)
︒

(4
)

金
石
書
と
し
て
︑
北
宋
の
歐
陽
脩
が
秦
漢
か
ら
五
代
ま
で
の
各
地
の
金

石
�
の
目
錄
を
>
纂
し
た
﹃
集
古
錄
﹄
十
卷
が
現
存
す
る
早
い
も

の
で
あ
り
︑
同
じ
く
趙
M
�
﹃
金
石
錄
﹄
三
十
卷
が
あ
る
︒
碑
�

�
�
を
收
錄
し
た
書
物
と
し
て
は
︑
洪
适
﹃
隸
釋
﹄
二
十
七
卷
︑

同
﹃
隸
續
﹄
二
十
一
卷
が
X
営
さ
れ
︑
そ
の
後
淸
代
ま
で
盛
行
し

た
︒

(5
)

柳
宗
元
﹁
壽
州
安
豐
縣
孝
門
銘
并
序
﹂
(﹃
增
廣
Á
釋
g
辯
K
柳
先
生
集
﹄

卷
二
十
)
に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
上
奏
�
の
�
�
を
錄
す
る

(葉

長
靑
・
葉
瑛
)
︒﹁
壽﹅

州﹅

刺﹅

�﹅

臣﹅

承﹅

思﹅

言﹅

：
『九
�
丁
亥
︐
安
豐
縣
令

臣
某
上
R
部
>
户
甿
李
興
︐
父
被
惡
疾
︐
嵗
�
就
亟
︐
興
自
}
股

肉
︐
假
託
饋
獻
︐
其
父
老
病
︐
已
不
能
啖
啜
︐
宿
而
死
︒
興
號
呼

撫
臆
︐
口


垂
血
︐
捧
土
就
墳
︐
沾
漬
涕
洟
︒
墳
左
作
小
廬
︐
蒙

以
苫
~
︐
伏
�
其
中
︐
扶
Ö
頓
踊
︐
晝
夜
哭
訴
︒
孝
�
幽
逹
︐
神

爲
見
衣
︐
廬
上
產
紫
芝
︑
白
芝
二
本
︐
各
長
一
寸
︒
廬
中
醴
泉
湧

出
︐
奇
形
衣
狀
︐
應
驗
圖
記
︒
此
皆
陛
下
孝
理
神
¶
︐
隂
中
其
心
︐

而
克
致
斯
事
︒
謹
案
興
z
庶
賤
陋
︐
循
n
淺
下
︐
性
非
�
字
R
�
︐

生
與
耨
耒
爲
業
︐
而
能
鍾
彼
醇
孝
︐
超
出
古
列
︐
天
)
神
�
︐
 

錫
瑞
物
︐
以
表
殊
衣
︒
伏
惟
陛
下
V
K
堯
如
天
如
神
之
德
︐
宜
加

旌
褒
︐
合
于
上
下
︒
R
表
其
里
閭
︐
刻
石
M
白
︐
宣
�
風
美
︐
觀

示
後
祀
︐
永
永
無
極
︒
臣﹅

昧﹅

死﹅

上﹅

R﹅

﹄︒
制﹅

曰﹅

﹃
可﹅

﹄︒
其
銘
云
：

『⁝
⁝
﹄﹂
(傍
點
部
は
後
�
に
問
題
と
さ
れ
る
部
分
)
︒
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な
お
﹁
壽
州
安
豐
縣
孝
門
銘
并
序
﹂
は
︑﹁
墓
銘
辨
例
﹂
(劉
刻
本

﹃
違
氏
�
書
﹄
卷
八
外


一
)
に
も
言
s
さ
れ
る
︒
�

(8
)
參
照
︒

(6
)

�
繩
祖
﹁
表
忠
觀
碑
體
孝
門
銘
﹂
(﹃
學
齋
佔
畢
﹄
卷
二
)
に
以
下
の
�
が

あ
り

(葉
瑛
)
︑
柳
宗
元
﹁
壽
州
安
豐
縣
孝
門
銘
﹂
と
蘇
軾
﹁
表
忠

觀
碑
﹂
を
比
�
し
︑
後
者
が
�
者
に
倣
っ
て
い
て
さ
ら
に
す
ぐ
れ

て
い
る
こ
と
︑
兩
者
と
も
そ
の
內
容
が
﹁
�
法
﹂
に
C
っ
て
い
る

こ
と
を
営
べ
る
︒﹁
東
坡
︽
表
忠
觀
碑
︾
先
列
奏
狀
以
爲
序
︐
至

﹁
制
曰
﹃
可
﹄﹂
而
系
之
以
銘
︐
其
格
甚
怨
︒
乃
倣
柳
柳
州
R
作

︽
壽
州
安
豐
縣
孝
門
銘
︾
︐
蓋
以
忠
比
孝
︐
�
用
其
體
制
︒
且
柳
宗

元
︽
孝
門
銘
︾
︐
�
臣
旣
�
載
於
K
孝
友
傳
︐
�
甚
典
�
︐
蘇
軾

︽
表
忠
觀
碑
︾
視
柳
V
加
︐
宜
乎
金
陵
王
氏

(=

安
石
)
以
太
�
公

R
作
年
表
許
之
︒
二
�
旨
)
︐
其
允
合
於
�
法
矣
﹂︒

な
お
こ
の
末
尾
の
王
安
石
に
つ
い
て
は
︑
�

(7
)
s
び
�

(8
)
も
參
照
︒

(7
)

｢表
忠
觀
碑
﹂
の
�
は
﹃
�
記
﹄
の
模
倣
で
あ
る
と
王
安
石
が
t
し
た

逸
話
は
︑
徐
度
﹃
卻
Þ
>
﹄
卷
下
に
ª
の
よ
う
に
見
え
る

(葉
瑛
︒

た
だ
し
﹁
卷
中
﹂
と
P
る
)
︒﹁
東
坡
初
爲
趙
淸
獻
公
作
︽
表
忠
觀

碑
︾
︐
或
持
以
示
王
荊
公
︐
公
讀
之
沉
吟
曰
：
『此
何
語
¡
﹄︒
時

客
V
在
傍
者
遽
指
摘
而
詆
訿
之
︐
公
不
答
︐
讀
至
再
三
︐
印
攜
之

而
c
︐
行
且
讀
︐
忽
嘆
曰
：
『此
﹁
三
王
世
家
﹂
也
︐
可
謂
奇
矣
﹄︒

客
大
慙
﹂︒
な
お
�

(6
)
も
參
照
︒
ま
た
こ
の
逸
話
に
見
え
る

﹃
�
記
﹄
三
王
世
家
に
は
︑
皇
子
三
人
を
王
に
立
て
る
た
め
の
上

奏
と
皇
�
の
答
が
計
五
囘
記
さ
れ
︑
奏
�
の
冒
頭
に
は
た
と
え
ば

﹁
丞
相
臣
靑
翟
︑
太
僕
臣
賀
︑
行
御
�
大
夫
事
太
常
臣
閏
︑
太
子

少
傅
臣
安
行
宗
正
事
昧﹅

死﹅

言﹅

﹂
と
あ
り
︑
皇
�
の
答
に
は
﹁
制﹅

曰﹅

：
『可﹅

﹄﹂
な
ど
と
あ
る

(傍
點
部
は
後
�
に
問
題
と
さ
れ
る
部
分
)
︒

ま
た
︑
違
學
�
が
こ
れ
を
﹁
三
王
世
家
﹂
と
せ
ず
﹁
諸
侯
王
年

表
﹂
と
す
る
の
は
︑
王
安
石
の
故
事
に
合
わ
な
い
︒
葉
長
靑
・
葉

瑛
は
︑
違
學
�
が
李
耆
卿
﹃
�
違
精
義
﹄
に
依
據
し
た
た
め
に
生

じ
た
P
り
だ
と
い
う
が

(
�

(9
)
參
照
)︑
四
庫
提
�
に
よ
れ

ば
︑﹃
�
違
精
義
﹄
に
は
四
庫
�
書
と
そ
の
R
據
本
で
あ
る
永
樂

大
典
本
以
外
に
は
傳
本
が
な
く
︑
永
樂
大
典
本
・
四
庫
�
書
本
と

も
違
學
�
が
直
接
讀
み
え
た
と
は
考
え
に
く
い
︒
潘
淳
﹃
潘
子
眞

詩
話
﹄
に
︑﹁
東
坡
作
︽
表
忠
觀
碑
︾
︐
榎
公
寘
坐
隅
︐
葉
致
X
︑

楊
德
�
二
人
在
坐
︐
V
客
問
曰
：
『相
公
亦
喜
斯
人
之
作
也
﹄︒
公

曰
：
『斯
作
絕
似
西
漢
﹄︒
坐
客
歎
譽
不
已
︒
公
笑
曰
：
『西
漢
誰

人
可
擬
﹄︒
德
�
對
曰
：
『王
褒
﹄︒
蓋
易
之
也
︒
公
曰
：
『不
可
草

草
﹄︒
德
�
復
曰
：
『司
馬
相
如
︑
揚
雄
之
液
乎
﹄︒
公
曰
：
『相
如

賦
︽
子
虛
︾︑︽
大
人
︾
洎
︽
喩
蜀
�
︾︑︽
封
禪
書
︾
耳
︐
雄
R
著

︽
太
玄
︾︑︽
法
言
︾
︐
以
準
︽
易
︾︑︽
論
語
︾
︐
未
見
其
敍
事
典
贍

若
此
也
︒
直
須
與
子
長
馳
騁
上
下
﹄︒
坐
客
印
從
而
贊
之
︒
公
曰

：
『畢
悦
似
子
長
何
語
﹄︒
坐
客
悚
然
︒
公
徐
曰
：
『︽
楚
漢
以
來
諸

侯
王
年
表
︾
也
﹄﹂
(﹃
苕
溪
漁
隱
叢
話
�
集
﹄
卷
三
十
八
R
引
︒
こ
の

話
は
他
に
﹃
野
客
叢
書
﹄
卷
六
︑
﹃
經
Å
東
坡
�
集
事
略
﹄
卷
五
等
に
も

見
え
る
)
と
あ
り
︑
違
學
�
は
こ
ち
ら
に
據
っ
た
も
の
か
︒

た
だ
し
︑
�

(10
)
に
営
べ
る
よ
う
に
︑
桐
城
*
の
方
苞
は

﹁
表
忠
觀
碑
﹂
に
つ
い
て
﹁
用
︽
�
記
︾
三﹅

王﹅

世﹅

家﹅

體
﹂
と
t
し

て
お
り
︑
本


に
そ
の
方
苞
へ
の
批
S
が
$
め
ら
れ
て
い
た
と
考

え
る
と
︑
違
學
�
は
蘇
軾
が
﹃
�
記
﹄
三
王
世
家
に
倣
っ
た
と
す

る
說
が
あ
る
こ
と
も
¹
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

(8
)

原
�
﹁
學
究
﹂
は
︑
本
書
卷
三
﹁
朱
陸
﹂
に
﹁
荒
俚
無
稽
之
學
究
﹂
と

あ
る

(
內


三
譯
�
︑
二
七
〇
頁
︑
同
�

(16
)
も
參
照
)
︒
ま
た
︑

『���義』內
五譯�
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こ
の
王
安
石
に
對
す
る
批
S
は
︑﹁
墓
銘
辨
例
﹂
(劉
刻
本
﹃
違
氏
�

書
﹄
卷
八
外


一
)
に
も
︑﹁
柳
州
︽
孝
門
︾
之
銘
︐
錄
奏
爲
序
︐

乃
︽
西
嶽
華
á
︾
s
︽
孔
á
卒
�
︾
諸
碑
之
�
︐
本
屬
漢
人
常
例
︐

而
宋
人
一
見
蘇
氏
︽
表
忠
觀
碑
︾
︐
卽
鶻
突
不
得
其
解
︐
末
學
拘

繩
︐
少
見
多
怪
︐
從
古
然
矣
﹂
と
あ
る
︒

(9
)

李
耆
卿
﹃
�
違
精
義
﹄
に
﹁
子
瞻
︽
表
忠
觀
碑
︾
︐
F


営
趙
淸
獻
公

奏
︐
不
增
損
一
字
︐
是﹅

學﹅

︽
漢﹅

書﹅

︾︒
但
王
介
甫
以
爲
﹁
諸﹅

侯﹅

王﹅

年﹅

表﹅

﹂
則
非
也
﹂
と
當
該
逸
話
が
見
え
る

(葉
瑛
)
︒
な
お
�

(7
)
を
參
照
︒

(10
)

｢表
忠
觀
碑
﹂
に
錄
さ
れ
る
上
奏
�
が
︑
趙
坂
の
X
で
あ
る
か
蘇
軾
の

X
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
︒﹃
古
�
á
o
﹄
(雍
正
十

一
年
序
刊
本
)
R
收
﹁
表
忠
觀
碑
﹂
の
方
苞
t
に
︑﹁
趙
公
奏
本
︐

軒
豁
老
永
︐
故
可
用
︽
�
記
︾
三
王
世
家
體
︒
然
趙
果
能
此
︐
則

其
他
�
傳
世
行
後
者
宜
多
︐
豈
奏
故
子
瞻
代
爲
耶
﹂
と
あ
り
︑
方

苞
は
陳
奏
を
趙
抃
で
は
な
く
蘇
軾
が
代
作
し
た
と
見
て
い
る

(葉

瑛
)
︒
こ
れ
に
對
し
︑
違
學
�
は
趙
坂
に
よ
る
表
忠
觀
修
築
を
R

願
し
た
﹁
原
奏
﹂
を
想
定
し
て
い
る
︒

そ
の
後
︑
桐
城
*
の
蕭
穆
は
﹁
跋
�
�
�
義
﹂
(﹃
敬
孚
類
稿
﹄
卷

五
)
に
︑﹁
違
氏
V
云
：
『
¬
心
而
論
︐
趙
公
原
奏
未
必
如
蘇
氏
之

古
�
﹄︒
似
以
爲
趙
公
當
日
本
V
原
奏
︐
蘇
公
爲
銘
︐
後
來
入
集
︐

卽
就
趙
公
原
奏
點
竄
而
潤
色
之
︐
此
印
非
也
︒
蓋
趙
公
此
奏
︐
當

日
卽
直
屬
蘇
公
代
爲
�
稿
︐
今
︽
趙
淸
獻
公
�
集
︾
竝
無
此
奏
︐

蘇
公
以
此
事
本
趙
公
�
名
︐
故
仍
存
當
日
代
爲
�
稿
原
銜
︐
乃
至

當
也
﹂
と
営
べ
︑
蘇
軾
が
趙
坂
の
た
め
に
代
筆
し
制
作
し
た
も
の

で
あ
り
︑
趙
坂
の
原
奏
は
�
初
か
ら
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
と

し
て
違
學
�
の
說
を
否
定
し
て
い
る

(葉
瑛
)
︒
ま
た
︑
蕭
穆
の
本



へ
の
反
論
に
つ
い
て
は
︑
�

(13
)
(23
)
も
參
照
︒

(11
)

原
�
﹁
記
事
記
言
﹂
に
關
し
て
︑﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
︑
六
藝
略
﹁
春
秋
﹂

の
小
序
に
﹁
古
之
王
者
世
V
�
官
︐
君
舉
必
書
︐
R
以
愼
言
行
︐

昭
法
式
也
︒
左
�
記﹅

言﹅

︐
右
�
記﹅

事﹅

︐
事﹅

爲
︽
春
秋
︾
︐
言﹅

爲

︽
尙
書
︾﹂
と
あ
る
が
︑
違
學
�
は
君
�
の
行
い
を
記
す
の
が
﹃
春

秋
﹄
で
あ
り
君
�
の
言
論
を
記
す
の
が
﹃
尙
書
﹄
で
あ
る
と
い
う

の
は
P
解
で
あ
り
︑
古
人
は
事
柄
と
發
言
と
を
分
け
て
別
物
と
は

し
な
か
っ
た

(
本
書
卷
一
﹁
書
敎
上
﹂︑
內


一
譯
�
︑
一
七
四
頁
)
︒

(12
)

原
�
﹁
點
竄
﹂﹁
塗
改
﹂
は
︑
K
・
李
商
隱
の
﹁
韓
碑
﹂
詩
に
﹁
點﹅

竄﹅

堯
典
舜
典
字
︐
塗﹅

改﹅

淸
á
生
民
詩
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
本
書
卷
二

﹁
言
公
下
﹂
の
自
�

(
內


二
譯
�

(
2
)︑
九
九
頁
)
に
﹁
因
襲
成

�
︐
或
稍
加
點
竄
︐
惟
�
家
義
例
自
然
﹂
と
あ
り
︑
違
學
�
は
︑

旣
成
の
�
違
に
修
改
を
加
え
る
の
は
�
家
の
義
例
に
限
ら
れ
る
こ

と
で
あ
り
︑
詩
�
集
で
は
そ
の
よ
う
な
方
法
を
J
ら
な
い
と
言
う
︒

(13
)

原
�
﹁
此
碑


首
﹁
臣
抃
言
﹂
三
字
︐


末
﹁
制
曰
可
﹂
三
字
︐
恐
非

宋
時
奏
議
上
陳
︑
詔
旨
下
¿
之
體
﹂
に
つ
い
て
︑
蕭
穆
﹁
跋
�
�

�
義
﹂
は
︑
�

(10
)
に
舉
げ
た
本


へ
の
反
論
に
加
え
︑
さ
ら

に
反
論
す
る
︒
�

(23
)
を
參
照
︒

(14
)

秦
が
郡
縣
制
を
試
行
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
︑﹃
�
記
﹄
秦
本
紀
に

は
︑
李
斯
の
上
奏
�
に
﹁
丞﹅

相﹅

臣﹅

斯﹅

昧﹅

死﹅

言﹅

﹂
云
々
と
見
え
︑
そ

の
時
の
皇
�
の
命
令
に
つ
い
て
﹁
制﹅

曰﹅

：
『可﹅

﹄﹂
と
記
す

(葉
瑛
)
︒

(15
)

原
�
の
劉
知
�
の
﹁
貌
同
而
心
衣
﹂
は
︑﹃
�
�
﹄
卷
八
︑
摸
擬
第
二

十
八
に
ª
の
よ
う
に
あ
る
︒﹁
夫
営
者
相
效
︐
自
古
而
然
︒
故
列

禦
寇
之
言
理
也
︐
則
憑
李
叟
；
揚
子
雲
之
草
︽
玄
︾
也
︐
�
師
孔

公
︒
符
�
則
比
迹
於
莊
周
︐
范
曄
則
參
蹤
於
賈
𧨏
︒
況
�
臣
�
記
︐

其
言
浩
\
︒
若
不
仰
範
�
哲
︐
何
以
貽
厥
後
來
︒
蓋
摸
擬
之
體
︐
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厥
p
V
二
：
一﹅

曰﹅

貌﹅

同﹅

而﹅

心﹅

衣﹅

︐
二﹅

曰﹅

貌﹅

衣﹅

而﹅

心﹅

同﹅

﹂︒
(以
上
葉

瑛
)
﹁
何
以
言
之
︒
蓋
古
者
列
國
命
官
︐
卿
與
大
夫
爲
別
︐
必
於

國
�
R
記
︐
則
卿
亦
呼
爲
大
夫
︒
此
︽
春
秋
︾
之
例
也
︒
當
秦
V

天
下
︐
地
廣
殷
周
︐
變
諸
侯
爲
�
王
︐
目
宰
輔
爲
丞
相
︒
而
譙
周

X
︽
古
�
考
︾
︐
思
欲
擯
抑
馬
︽
記
︾
︐
師
仿
孔
︽
經
︾︒
其
書
李

斯
之
棄
市
也
︐
乃
云
：
『秦
殺
其
大
夫
李
斯
﹄︒
夫
以
諸
侯
之
大
夫

名
天
子
之
丞
相
︐
以
此
而
擬
︽
春
秋
︾
︐
R
謂
貌﹅

同﹅

而﹅

心﹅

衣﹅

也﹅

﹂

(以
上
︑
葉
長
靑
)
︒

(16
)

『
違
實
齋
先
生
年
�
﹄
乾
隆
三
十
八
年

(一
七
七
三
︑
三
十
六
歲
)
條
に
︑

﹁
二
�
︐
由
寧
波
�
會
稽
︐
太
¬
︐
至
和
州
︐
似
因
朱
筠
之
介
︐

應
知
州
劉
長
城
之
聘
︐
>﹅

ì﹅

︽
和﹅

州﹅

志﹅

︾﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒

ま
た
a
年
の
條
に
︑﹁
X
︽
和
州
志
︾
四
十
二


︒
>
ì
旣
訖
︐

因
J
州
中
著
営
V
裨
�
獻
︐
s
�
辭
典
�
者
︐
輯
爲
︽
和
州
�

徵
︾
八
卷

(︽
和
州
�
徵
序
列
︾
)
：
計
奏﹅

議﹅

二
卷
︐
徵
営
二
卷
︐
論

著
一
卷
︐
詩
賦
二
卷
︒
上
其
書
於
安
徽
學
政
秦
潮
︒
⁝
⁝
乃
盈
存

爲
二
十


︐
名
曰
︽
志
隅
︾﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
ま
た
違
學
�
も

﹁
自
序
曰
：
⁝
⁝
½
樵
V
�
識
而
未
V
�
學
︐
曾
鞏
具
�
學
而
不

具
�
法
︐
劉﹅

知﹅

�﹅

得﹅

�﹅

法﹅

而﹅

不﹅

得﹅

�﹅

)﹅

︒
此﹅

豫﹅

︽
�﹅

�﹅

�﹅

義﹅

︾
R﹅

爲﹅

作﹅

也﹅

︒︽
�
義
︾
示
人
而
人
 
疑
信
參
之
︒
蓋
空
言
不
s
徵
諸

實
事
也
︒︽
志
隅
︾
二
十


︐
略
示
推
行
之
一
端
︒
能
反
其
隅
︐

︽
�
義
︾
非
迂
言
可
比
也
︒
⁝
⁝
乾
隆
三
十
九
年
季
夏
之
�
﹂

(﹃
靈
鶼
閣
叢
書
﹄
第
四
集
︑﹃
�
�
�
義
補
>
﹄
)
と
い
う
︒
ま
た
﹁
乙

亥
義
烈
傳
﹂
に
つ
い
て
︑
葉
瑛
は
︑
劉
刻
﹃
違
氏
�
書
﹄﹁
和
州

志
﹂
は
列
傳
第
十
か
ら
二
十
一
ま
で
を
缺
し
︑
そ
の
中
に
あ
っ
た

た
め
現
存
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
︒

(17
)

記
事
本
末
體
は
眞
の
﹃
尙
書
﹄
の
�
法
で
あ
る
と
し
て
︑
違
學
�
は
高

く
t
價
し
て
い
た
︒
本
書
卷
一
﹁
書
敎
下
﹂
(
內


一
譯
�
︑
一
八

九
頁
)
を
參
照
︒

(18
)

原
�
﹁
縋
城
﹂
は
繩
に
す
が
っ
て
城
壁
を
下
り
る
こ
と
︒﹃
舊
K
書
﹄

李
絳
傳
に
﹁
絳
初
登
陴
︐
左
右
R
絳
縋﹅

城﹅

︐
可
以
!
免
︐
絳
不
從
︐

乃
幷
從
事
趙
存
á
︑
薛
齊
俱
死
焉
﹂
と
あ
る
︒

(19
)

崇
禎
八
︑
九
年
に
鳳
陽
が
陷
落
し
た
後
︑
朱
大
典
が
鎭
を
移
し
て
Ú
を

½
け
名
譽
囘
復
し
た
い
き
さ
つ
は
︑﹃
M
�
﹄
卷
二
百
七
十
六
︑

朱
大
典
傳
に
︑﹁
朱
大
典
︐
字
�
之
︐
金
華
人
︒
⁝
⁝
︒
崇
禎

⁝
⁝
八﹅

年﹅

二﹅

�﹅

︐
液
Ú
陷
鳳
陽
︐
衛
皇
陵
︐
總
督
楊
一
�
被
�
︒

詔﹅

大﹅

典﹅

總﹅

督﹅

漕﹅

]﹅

ë﹅

n﹅

撫﹅

廬﹅

︑
鳳﹅

︑
淮﹅

︑
揚﹅

四﹅

郡﹅

︐
移﹅

鎭﹅

鳳﹅

陽﹅

︒

時
江
北
州
縣
多
陷
︒
M﹅

年﹅

正﹅

�﹅

︐
Ú
圍
滁
州
︐
連
營
百
餘
里
︐
總

兵
祖
寬
大
破
之
︒
大
典
會
總
理
盧
象
昇
x
襲
︐
復
破
之
︒
Ð
ñ
兵

遏
Ú
眾
於
鳳
陽
︐
Ú
始
½
︒
十
一
年
︐
Ú
復
入
江
北
︐
謀
竄
茶
山
︒

大
典
與
安
慶
n
撫
�
可
法
提
兵
遏
之
︐
Ú
乃
西
�
︒
大
典
先
坐
失

州
縣
︐
貶
秩
視
事
︒
是
年
四
�
以
¬
Ú
踰
=
︐
再
貶
三
秩
︒
¯
敍

e
剿
s
轉
漕
功
︐
盡
復
其
秩
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(20
)

葉
長
靑
は
朱
大
典
の
こ
の
奏
上
�
は
佚
し
た
と
い
う
が
︑
朱
大
典
﹁
液

Ú
陷
和
州
揭
﹂
(﹃
歷
陽
典
錄
補
﹄
卷
五
︑
藝
�
四
)
に
﹁
爲
和
城
陷

Ú
極
慘
︐
官
紳
殉
k
堪
憐
︐
謹
據
實
詳
報
︐
祈
�
鑒
俯
賜
恩
卹
事
︒

⁝
⁝
正
�
二
十
日
︑
接
和
州
江
防
同
知
陳
得
姚
申
稱
﹂
云
々
と
あ

る
︒

(21
)

原
�
﹁
江
防
州
同
﹂
は
官
職
名
︒
�
�
に
引
用
し
た
朱
大
典
﹁
液
Ú
陷

和
州
揭
﹂
に
﹁
和
州
江
防
同
知
﹂
と
あ
る
の
が
そ
れ
に
當
た
る
︒

(22
)

こ
こ
で
違
學
�
は
︑
自
身
が
上
奏
�
の
具
體
"
內
容
は
修
改
し
た
が
︑

�
後
の
枠
組
に
當
た
る
書
式
は
M
代
當
時
の
方
法
に
合
わ
せ
︑
上

奏
�
の
﹁
正
し
い
﹂
書
き
方
を
實
踐
し
た
と
�
張
し
て
い
る
︒

『���義』內
五譯�
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(23
)

�
�
﹁
此
碑


首
﹁
臣
抃
言
﹂
三
字
︐


末
﹁
制
曰
可
﹂
三
字
︐
恐
非

宋
時
奏
議
上
陳
︑
詔
旨
下
¿
之
體
﹂
と
本
段
の
﹁
夫
�
辭
不
察
義

例
︐
而
惟
以
古
�
爲
徇
︐
⁝
⁝
舍
K
︑
2
而
法
秦
︑
漢
︐
未
見
其

能
好
古
也
﹂
に
つ
い
て
︑
蕭
穆
﹁
跋
�
�
�
義
﹂
は
︑
�

(10
)

に
舉
げ
た
本


へ
の
反
論
以
外
に
も
︑
ª
の
よ
う
に
批
S
す
る
︒

﹁
違
氏
R
論
V
﹃
�
違
可
以
學
古
︐
而
制
度
則
必
從
時
﹄
︐
此
眞
爲

千
古
名
言
︐
後
著
作
之
家
R
當
奉
爲
嚴
師
之
訓
也
︒
乃
今
觀
其
論

蘇
�
忠
公
︽
表
忠
觀
碑
︾
︐
則
印
V
大
不
其
然
者
︒
彼
曰
：
『﹁
臣

忭
言
﹂︑﹁
制
曰
﹃
可
﹄﹂
︐
爲
秦
漢
時
之
制
︐
宋
時
陳
奏
之
制
必
不

如
是
﹄︒
夫
必
先
M
宋
時
陳
奏
之
制
畢
悦
何
者
爲
是
︐
方
能
議
彼

之
R
以
不
是
也
︒
乃
於
宋
時
陳
奏
之
制
漫
無
發
M
︐
而
曰
﹃
與
其

用
﹁
臣
忭
言
﹂
︐
何
不
曰
﹁
岳
曰
于
﹂
︐﹁
制
曰
﹃
可
﹄﹂
︐
何
不
曰

﹁
�
曰
俞
﹂︒
舍
三
代
而
法
秦
漢
︐
未
見
其
能
好
古
﹄
︐
此
眞
�
人

�
黑
白
也
︒
其
實
此
制
自
漢
至
宋
︐
歷
代
相
沿
︐
竝
未
{
改
︐
蘇

公
此
�
卽
當
時
陳
奏
原
式
︐
K
宋
名
臣
之
集
奏
議
R
載
︐
一
一
可

考
︒
姑
以
杜
︑
韓
兩
集
言
之
︐
杜
公
︽
上
三
大
禮
賦
表
︾
曰
：

『臣
甫
言
﹄
︐
韓
公
︽
論
佛
骨
表
︾︑︽
潮
州
刺
�
謝
上
表
︾
均
曰
：

『臣
¡
言
﹄︒
宋
代
諸
名
公
集
R
載
奏
議
︐
莫
不
如
是
︒
其
�
昭
晰

顯
見
者
︐
莫
逾
於
司
馬
�
正
公
︽
Å
�
治
�
鑑
表
︾
︐
宋
元
刊
本

均
載
之
︐
一
依
當
時
陳
奏
原
本
格
式
︒
違
氏
旣
以
一
代
�
學
自
Ý
︐

\
覽
羣
書
︐
豈
於
歷
代
陳
奏
之
制
尙
無
稽
考
︐
竝
K
宋
名
人
之
集

s
司
馬
公
︽
Å
�
治
�
鑑
表
︾
本
格
式
槪
未
之
見
¡
︒
抑
己
各
V

R
見
︐
槪
以
爲
諸
家
皆
謬
爲
仿
古
︐
尙
未
暇
一
一
斥
駁
︐
特
於
蘇

氏
此
碑
�
後
不
Ô
時
王
之
制
︐
反
|
闢
之
︐
以
槪
其
餘
¡
︒
善
讀

違
氏
之
書
者
︐
凡
V
R
疑
未
見
實
據
者
︐
尙
應
細
爲
決
擇
參
考
之

可
也
﹂︒

こ
れ
に
對
し
て
︑
劉
咸
炘
﹁
�
�
�
義
識
語
﹂
は
︑
ª
の
よ
う

に
蕭
穆
﹁
跋
�
�
�
義
﹂
の
本


へ
の
批
S
に
反
論
し
︑
葉
瑛
は

﹁
識
語
﹂
の
ª
の
說
を
荏
持
し
て
い
る
︒﹁
蕭
說
非
也
︒
K
︑
宋
人

書
奏
表
式
︐
表
首
具
官
姓
名
之
下
︐
曰
臣
某
言
︐
末
云
臣
謹
頓
首

頓
首
︐
奏
表
以
聞
︒
駅
奏
則
分
劄
子
與
狀
︐
其
首
具
年
�
�
官
︐

曰
某
某
狀
奏
︐
或
劄
子
奏
︐
右
臣
竊
以
云
云
︒
狀
末
云
︐
謹
錄
奏

聞
︐
伏
候
敕
旨
︒
劄
子
末
云
︐
取
Å
止
︒
此
眞
K
宋
名
人
集
中
頴

頴
具
在
之
格
式
︒
表
惟
施
於
陳
乞
慶
賀
辭
謝
︐
不
用
以
奏
事
︐
乃

K
︑
宋
一
定
不
易
之
法
︒
趙
公
此
奏
︐
必
用
劄
子
狀
︐
必
不
用
表
︐

卽
表
必
不
昧
死
以
聞
︒
宋
制
︐
敕
不
稱
制
︒
表
奏
V
批
答
︐
亦
不

但
云
﹃
可
﹄︒
蘇
氏
顯
然
摹
古
︐
何
可
囘
護
﹂︒

(24
)

汪
鈍
&
は
淸
の
汪
琬
︑
字
は
苕
�
︑
號
は
鈍
庵
︑
江
蘇
長
洲
の
人
︑
K

宋
八
家
古
�
を
鼓
吹
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
內


四
譯
�
︑

﹁
砭
俗
﹂


の
�

(30
)
(31
)
を
參
照
︒
同


の
自
�
に
﹁
汪
鈍

&
以
古
�
自
命
︐
動
輒
呵
責
他
人
︐
其
實
V
才
無
識
︒
好
爲
無
謂

之
!
忌
︐
反
自
矜
爲
V
識
︐
大
抵
如
此
﹂
と
あ
り
︑
�
違
の
實
質

"
內
容
で
は
な
い
外
"
な
�
體
・
�
Ë
へ
の
こ
だ
わ
り
を
批
S
す

る
�
ò
の
中
で
︑
古
�
に
長
け
て
い
る
と
標
榜
し
他
者
の
�
違
を

痛
烈
に
責
め
る
汪
琬
に
は
見
識
が
な
い
と
違
氏
は
営
べ
る
︒

ま
た
﹁
睢
州
湯
烈
.
旌
門
頌
序
﹂
は
︑
汪
琬
﹃
堯
峰
�
鈔
﹄
卷

三
十
七
に
ª
の
よ
う
に
あ
る
︒﹁
睢
州
湯
烈
順
治
十
七
年
︐
n﹅

按﹅

河﹅

南﹅

︑
監﹅

察﹅

御﹅

�﹅

臣﹅

粹﹅

然﹅

言﹅

：
『睢
州
諸
生
湯
祖
契
妻
趙
氏
︐
值

M
末
李
自
成
之
亂
︐
Ú
入
祖
契
家
︐
挺
}
劫
氏
︐
將
驅
之
出
︒
氏

厲
聲
呵
曰
：
｢國
家
何
Ý
於
若
︐
乃
至
屠
割
民
人
︐
羸
辱
女
.
︒

天
誅
將
影
︐
行
見
磔
若
曹
肉
︐
餧
飤
犬
彘
︒
曾
不
愍
死
︐
尙
敢
以

刀
鋸
脅
我
﹂︒
Ú
大
怒
︐
Z
}
之
以
死
︒
ó
令
舉
州
液
傳
︐
言
發
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涕
下
︐
華
顛
衛
齒
︐
一
無
衣
辭
︒
於
是
士
民
某
等
︐
白
其
狀
於
長
︐

其
長
上
諸
府
若
司
�
︐
以
¿
於
臣
︒
臣
加
|
覈
︐
謂
宜
旌
氏
門
閭
︐

用
勸
液
俗
︒
臣﹅

謹﹅

昧﹅

死﹅

以﹅

聞﹅

﹄
(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

｢湯
祖
契
妻
趙
氏
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
M
�
﹄
列
女
傳
三
︑
趙
氏
傳

に
ª
の
よ
う
に
あ
る
︒﹁
湯
祖
契
妻
趙
氏
︒
祖
契
︐
睢
州
諸
生
︒

氏
知
書
︐
V
志
k
︒
崇
禎
十
五
年
︐
Ú
陷
太
康
︐
將
抵
睢
︒
氏
語

家
人
曰
：
『州
爲
兵
衝
︐
未
易
保
也
︒
脫
變
c
︐
V
死
耳
﹄︒
s
城

破
︐
屬
祖
契
Ý
其
母
以
V
︐
而
己
闔
戶
自
經
︐
家
人
解
之
︐
投
井
︐

復
爲
家
人
R
阻
︐
怒
曰
：
『
Ú
至
不
死
︐
非
k
也
︐
死
不
以
時
︐

非
義
也
﹄︒
Ú
至
︐
³
}
相
向
︐
牽
之
出
︐
厲
聲
訶
Ú
︐
Z

Ø
﹂︒

(25
)

原
�
﹁
無
足
矜
也
﹂
は
︑
違
學
�
の
汪
琬
に
對
す
る
批
S
が
$
め
ら
れ

て
い
る
︒
そ
れ
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
四
﹁
砭
俗
﹂


の
自
�
に

﹁
反
自
矜
爲
V
識
︐
大
抵
如
此
﹂
と
あ
る
︒
�

(24
)
を
參
照
︒

(26
)

原
�
﹁
ì
古
﹂
は
︑
本
書
卷
三
﹁
�
理
﹂
に
﹁
今
舍
己
之
R
求
︐
而
ì

古
人
之
形
似
︐
是
杞
梁
之
妻
︐
善
哭
其
夫
︐
而
西
家
偕
老
之
.
︐

亦
學
其
悲
號
﹂
と
あ
る
︒
內


三
譯
�
︑
二
九
九
頁
を
參
照
︒

(27
)

原
�
﹁
.
人
V
名
者
稱
名
︐
⁝
⁝
則
 
是
�
融
之
�
法
也
﹂
は
︑
汪
琬

が
湯
祖
契
の
妻
の
趙
氏
に
つ
い
て
︑﹁
睢
州
湯
烈
.
旌
門
頌
序
﹂

に
﹁
趙
﹂
の
名
を
用
い
ず
︑﹁
挺
}
劫
氏﹅

﹂﹁
氏﹅

厲
聲
呵
﹂
な
ど
と

單
に
﹁
氏
﹂
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
批
S
し
て
い
る
︒

(28
)

｢睢
州
湯
烈
.
旌
門
頌
序
﹂
に
﹁
睢
州
諸
生
湯
祖
契
妻
趙
氏
︐
值
M
末

李
自
成
之
亂
﹂
と
あ
る
︒
�

(24
)
を
參
照
︒

古
�
十
�

【
成
立
年
代
︼

胡
C
﹃
違
實
齋
先
生
年
�
﹄
に
よ
る
と
︑
嘉
慶
元
年

(
一
七
九
六
)
に
書
か

れ
た
﹁
丙
辰
山
中
草
﹂
十
六


の
一
つ
と
い
う
︒﹃
內
�
�
庫
藏
鈔
本
違
氏
�

書
﹄
の
﹁
違
氏
�
書
目
錄
﹂
(王
宗
炎
>
ª
)
に
は
︑
內


二
に
﹁
古
�
十
,

丙
辰
山
中
鈔
草
﹂
と
あ
る
︒
本
書
內


卷
三
﹁
�
德
﹂︑
卷
四
﹁
質
性
﹂﹁
俗

�
﹂﹁
砭
俗
﹂︑
卷
五
﹁
答
問
﹂﹁
古
�
公
式
﹂
の
成
立
年
代
に
關
す
る
說
M
も

參
照
︒余

論
古
�
辭
義
例
︐
自
與
知
好
諸
君
書
︐
凡
數
十
�
；
筆
爲
論
著
︐
印
V

︽
�
德
︾︑︽
�
理
︾︑︽
質
性
》︹
一
︺

︑︽
黠
陋
︾︑︽
俗
�
︾︑︽
俗
忌
︾
諸


︐
亦
詳

哉
其
言
之
矣
︒
然
多
論
古
人
︐
鮮
s
�
世
︒
茲
見
�
日
作
者
︐
R
V
言
論
與
其

X
著
︐
頗
V
不
安
於
心
︐
因
取
�
淺
�
者
︐
條
爲
十
�
︐
思
與
同
志
諸
君
相
爲

õ
M
︒
若
他


R
已
s
者
不
複
営
︐
覽
者
可
互
見
焉
︒
此
不
足
以
盡
�
之
隱
︐

然
一
隅
三
反
︐
亦
庶
�
其
�
之
矣
︒

〔一
︺﹁
質
性
﹂
︐
嘉
業
堂
本
︑
何
氏
鈔
本
作
﹁
莊
騷
﹂︒

私
が
古
�
辭
の
義
例
を
論
じ
て
︑
學
を
知
り
學
を
好
む
友
人
諸
君
に
�
っ
た

書
信
は
お
よ
そ
數
十
�
あ
る
︒
筆
を
執
っ
て
論
著
と
し
た
も
の
と
し
て
は
︑
ほ

か
に
﹁
�
德
﹂︑﹁
�
理
﹂︑﹁
質
性
﹂︑﹁
黠
陋
﹂︑﹁
俗
�
﹂︑﹁
俗
忌
﹂
の
諸


が

あ
り
︑
や
は
り
言
葉
を
盡
く
し
た
も
の
で
あ
る(1
)
︒
し
か
し
多
く
は
古
人
を
論
じ

た
も
の
で
︑
�
世
に
言
s
す
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
︒
�
�
の
著
者
の
あ
ら
ゆ

る
言
論
と
著
作
を
見
る
と
︑
ま
っ
た
く
し
っ
く
り
し
な
い
も
の
で
︑
そ
の
た
め

�
も
卑
�
な
も
の
を
o
ん
で
︑
十
條
と
し
て
竝
べ
︑
志
を
同
じ
く
す
る
諸
君
に

『���義』內
五譯�

291



說
き
M
か
そ
う
と
思
う
︒
他
の


で
す
で
に
言
s
し
た
こ
と
は
繰
り
r
さ
ず
︑

讀
者
は
相
互
に
參
照
さ
れ
た
い
︒
こ
れ
は
�
の
祕
奧
を
盡
く
す
に
は
足
り
な
い

が
︑
一
隅
三
反
し
て

(一
つ
を
取
り
上
げ
て
他
の
こ
と
を
類
推
す
る
︒﹃
論
語
﹄
営

而
)
︑
(祕
奧
に
)
�
づ
く
こ
と
を
=
待
す
る
︒

一
曰
︐
凡
爲
古
�
辭
者
︐
必
先
識
︹
一
︺

古
人
大
體
︐
而
�
辭
工
拙
︐
印
其

ª
焉
︒
不
知
大
體
︐
則
胸
中
是
非
︐
不
可
以
憑
︐
其
R
論
ª
︐
未
必
俱
當
事
理
︒

而
事
理
本
無
病
者
︐
彼
反
見
爲
不
然
而
補
救
之
︐
則
�
天
下
之
人
而
禍
仁
義
矣
︒

V
名
士
投
其
母
氏
行
営
︐
R
大
興
朱
先
生
作
誌
︒
敍
其
母
之
節
孝
︒
則
謂
乃
祖

衰
年
病
廢
臥
床
︐
溲
I
無
時
︐
家
無
ª
丁
︐
乃
母
不
!
穢
褻
︐
躬
親
薰
±
︒
其

事
既
已
美
矣
︒
印
営
乃
祖
於
時
蹙
然
不
安
︐
乃
母
肅
然
對
曰
：
｢
.
年
五
十
︐

今
事
八
十
老
&
︐
何
�
何
疑
︒﹂
嗚
呼
︒
母
行
可
嘉
︐
而
子
�
不
�
甚
矣
︒
本

無
介
帶
︹
二
︺

︐
何
V
�
疑
︒
節
母
既
M
大
義
︐
定
知
無
是
言
也
︒
此
公
無
故
自

生
�
疑
︐
特
添
�
以
斡
旋
其
事
︐
方
自
以
謂
得
體
︐
而
不
知
C
如
冰
�
肌
膚
︐

剜
成
瘡
痏
︐
不
免
¡
±
¡
痕
瘢
矣
︒
人
茍
不
解
�
辭
︐
如

此
等
︐
但
須
據
事

直
書
︐
不
可
無
故
妄
加
雕
Ë
；
妄
加
雕
Ë
︐
謂
之
剜
肉
爲
瘡
︐
此
�
人
之
�
,

也
︒

〔一
︺﹁
識
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
具
﹂︒

〔二
︺﹁
介
帶
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
芥
蔕
﹂︒

第
一
︒
お
よ
そ
古
�
辭
に
取
り
組
む
者
は
︑
必
ず
あ
ら
か
じ
め
古
人
の
根
本

を
知
ら
ね
ば
な
ら
ず(

2
)
︑
�
辭
の
巧
拙
は
二
の
ª
で
あ
る
︒
根
本
を
知
ら
な
け
れ

ば
︑
胸
中
の
是
非

(の
S
斷
)
は
據
り
R
が
な
く(3
)
︑
論
じ
て
書
き
連
ね
る
こ
と

は(
4
)
︑
必
ず
し
も
す
べ
て
事
理
に
當
た
る
も
の
で
は
な
く
な
る
︒
そ
し
て
事
理
と

し
て
は
も
と
も
と
落
ち
度
が
な
い
の
に
︑
¼
に
正
し
く
な
い
と
み
な
し
て
そ
れ

を
補
お
う
と
す
れ
ば
︑﹁
天
下
の
人
を
卷
き
$
ん
で
仁
義
に
禍
を
な
す
﹂
(﹃
孟

子
﹄
吿
子
上
)
の
で
あ
る
︒
あ
る
名
士
が
自
分
の
母
の
行
営
を
�
り
つ
け
︑
大

興
の
朱
先
生

(朱
筠
)
に
墓
誌
を
作
る
よ
う
R
う
た
︒
そ
の
母
の
節
孝
を
営
べ

れ
ば
︑
義
父

(夫
の
父
)
が
老
い
衰
え
病
に
倒
れ
寢
た
き
り
と
な
り
︑
し
き
り

に
排
泄
す
る
が
︑
家
に
は
男
手
が
無
い
の
で
︑
母
は
不
淨
を
!
け
ず
︑
自
ら
淸

Þ
に
あ
た
っ
た
︑
と
言
う
︒
そ
の
こ
と
自
體
は
十
分
に
美
し
い
こ
と
で
あ
る
︒

ま
た
︑
乃
祖
は
そ
の
時
そ
わ
そ
わ
し
て
不
安
だ
っ
た
が
︑
母
は
改
ま
っ
て
對
應

し
て
﹁
わ
た
く
し
は
五
十
歲
で
︑
今
八
十
の
老
父
に
仕
え
て
お
り
ま
す
︒
何
の

疑
い
が
あ
り
ま
し
ょ
う
﹂
と
言
っ
た
︑
と
営
べ
る
︒
あ
あ
︑
母
の
行
い
は
稱
贊

す
べ
き
だ
が
︑
子
の
�
は
ひ
ど
く
似
つ
か
わ
し
く
な
い
︒
も
と
も
と
引
っ
掛
か

り
も
な
い
の
だ
か
ら(5
)
︑
何
の
疑
い
が
あ
ろ
う
︒
節
母
は
大
義
に
M
ら
か
で
あ
る

以
上
︑
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
確
實
に
分
か
る
の
だ
︒

こ
の
人
物
は
原
因
も
な
く
�
手
に
疑
い
を
生
じ
︑
こ
と
さ
ら
に
�
釋
を
付
け
加

え
て
取
り
繕
い
︑
自
分
で
樣
式
に
C
っ
て
い
る
と
言
う
が
︑
ち
ょ
う
ど
冰
�
の

よ
う
に
^
き
�
っ
た
肌
を
︑
切
開
し
て
治
療
し
よ
う
と
し
て
か
え
っ
て
傷
を

作
っ
て
し
ま
い(6
)
︑
こ
す
れ
ば
こ
す
る
ほ
ど
跡
が
殘
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
だ(7
)
︒

假
に
も
�
辭
を
解
し
な
い
人
が
︑
も
し
も
こ
う
し
た
こ
と
に
n
り
合
わ
せ
た
な

ら
ば
︑
た
だ
事
柄
に
從
っ
て
そ
の
ま
ま
書
く
べ
き
で(8
)
︑
故
な
く
妄
り
に
修
Ë
を

加
え
て
は
な
ら
な
い(9
)
︒
妄
り
に
修
Ë
を
加
え
る
こ
と
を
︑
肉
を
引
っ
搔
い
て
傷

に
し
て
し
ま
う
と
言
い(10
)
︑
こ
れ
は
�
人
の
�
,
で
あ
る
︒

二
曰
︐︽
春
秋
︾
書
內
不
諱
小
惡
︒
歲
�
知
松
柏
之
後
彫
︹
一
︺

︐
然
則
欲
表

松
柏
之
貞
︐
必
M
霜
�
之
厲
︐
理
勢
之
必
然
也
︒
自
世
多
�
忌
︐
將
表
松
柏
︐

而
印
恐
霜
�
懷
慚
︐
則
觸
手
皆
荊
棘
矣
︒
但
大
惡
諱
︐
小
惡
不
諱
︐︽
春
秋
︾

之
書
內
事
︐
自
V
其
權
衡
也
︒
江
南
舊
家
︐
輯
V
宗
�
︒
V
羣
從
先
世
爲
子
聘

某
氏
女
︐
後
以
�
X
家
貧
︐
力
不
能
婚
︐
恐
失
婚
時
︐
僞
報
子
殤
︐
俾
女
別
聘
︒
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其
女
Z
不
食
死
︐
不
知
其
子
故
在
︒
是
於
︹
二
︺

守
貞
殉
烈
︐
兩
無
R
處
︒
而
女

之
行
事
︐
實
不
愧
於
貞
烈
︐
不
忍
泯
也
︒
據
事
直
書
︐
於
&
�
不
能
無
歉
然
矣
︒

第
︽
周
官
︾
媒
氏
禁
嫁
殤
︐
是
女
本
無
死
法
也
︒︽
曾
子
問
︾
︐
娶
女
V
日
︐
而

其
︹
三
︺

父
母
死
︐
y
人
致
命
女
氏
︒
�
謂
恐
失
人
嘉
會
之
時
︐
是
古
V
辭

昏
︹
四
︺

之
禮
也
︒
今
制
︐
壻
X
游
︐
三
年
無
聞
︐
聽
.
吿
官
別
嫁
︐
是
律
V
X

絕
離
昏
之
條
也
︒
是
︹
五
︺

則
某
&
詭
託
子
殤
︐
比
例
原
*
︐
尙
不
足
爲
大
惡
而

必
須
諱
也
︒
而
其
族
人
動
色
相
戒
︐
必
不
容
於
直
書
︐
則
�
其
辭
︹
六
︺

曰
：
｢書

報
幼
子
之
︹
七
︺

殤
︐
而
女
家
悞
聞
以
爲
壻
也
﹂︒
夫
千
萬
里
外
︐
無
故
報
幼
子
殤
︐

而
印
不
�
s
男
女
昏
=
︐
M
者
知
其
無
是
理
也
︒
則
�
違
病
矣
︒
人
非
�
人
︐

安
能
無
失
︒
古
人
敍
一
人
之
行
事
︐
尙
不
�
於
得
失
互
見
也
；
今
敍
一
人
之
事
︐

而
欲
í
其
上
下
左
右
�
後
之
人
︐
皆
無
小
疵
︐
難
矣
︒
是
之
謂
八
面
求
圓
︹
八
︺

︐

印
�
人
之
�
,
也
︒

〔一
︺﹁
雕
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
凋
﹂︒

〔二
︺﹁
於
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
以
﹂︒

〔三
︺﹁
其
﹂
︐
嘉
業
堂
本
作
﹁
婿
﹂︒

〔四
︺﹁
昏
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
婚
﹂
︐
下
同
︒

〔五
︺﹁
是
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
然
﹂︒

〔六
︺﹁
辭
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
*
﹂︒

〔七
︺
何
氏
鈔
本
無
﹁
之
﹂
字
︒

〔八
︺﹁
圓
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
�
﹂︒

第
二
︒﹃
春
秋
﹄
は
內

(魯
の
國
內
事
*
)
を
書
く
の
に
小
惡
を
諱
ま
な
い(11
)
︒

﹁
歲
�
く
し
て
松
柏
の
後
に
彫
む
を
知
る
﹂
(﹃
論
語
﹄
子
罕
)
が
︑
す
る
と
松
柏

の
正
し
さ
を
表
そ
う
と
す
れ
ば
︑
霜
�
の
嚴
し
さ
を
M
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
が(
12
)
︑
理
勢
の
必
然
で
あ
る(
13
)
︒
世
に
忌
!
す
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
か

ら
と
い
う
も
の
︑
松
柏

(
の
正
し
さ
)
を
表
そ
う
と
し
て
も
︑
霜
�
に
恥
を
か

か
せ
る
こ
と
を
恐
れ
て(14
)
︑
差
し
障
り
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ(15
)
︒
し
か
し

大
惡
は
諱
み
︑
小
惡
は
諱
ま
な
い
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
春
秋
﹄
が
內
を
書
く
こ

と
に
︑
お
の
ず
と
輕
重
を
測
る
基
準
が
あ
る
の
だ(16
)
︒
江
南
の
舊
家
で
は
宗
�
を

>
輯
し
た
︒
先
代
か
ら
男
子
の
た
め
に
某
氏
の
女
子
を
娶
っ
た
一
族
が
あ
っ
た

が
︑
後
に
�
離
が
X
く
家
が
貧
し
く
な
り
︑
婚
姻
で
き
る
力
が
な
く
な
っ
て
︑

婚
=
を
逸
失
す
る
こ
と
を
恐
れ
︑
僞
っ
て
男
子
が
z
く
な
っ
た
と
知
ら
せ
︑
女

子
に
他
に
娶
ら
れ
る
よ
う
に
さ
せ
た
︒
そ
の
女
子
は
と
う
と
う
絕
食
し
て
死
ん

だ
が
︑
そ
の
男
子
が
元
の
ま
ま
生
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
︒
こ
れ

は
︑
貞
k
を
守
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
︑
夫
に
殉
ず
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
も
︑
共
に
落
ち
着
く
と
こ
ろ
が
な
い(17
)
︒
し
か
し
女
子
の
行
動
と
し
て
は
︑

ま
っ
た
く
貞
k
を
守
り
殉
ず
る
こ
と
に
恥
じ
ず
︑
埋
沒
さ
せ
る
に
忍
び
な
い
の

で
あ
っ
た
︒
事
柄
に
從
っ
て
そ
の
ま
ま
書
け
ば
︑
(男
子
の
)
父
に
と
っ
て
︑
�

憾
で
な
い
と
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
い
︒
た
だ
﹃
周
官
﹄
媒
氏
で
は
夭

折
し
た
者
に
嫁
ぐ
こ
と
を
禁
じ
て
お
り(18
)
︑
こ
の
女
子
に
は
も
と
も
と
死
ぬ
�
理

は
無
か
っ
た
の
で
あ
る
︒﹁
曾
子
問
﹂
で
は
︑
結
�
の
後
數
日
し
て
︑
婿
の
父

母
が
死
ね
ば
︑
人
に
女
子
の
側
に

(婚
姻
を
取
り
.
す
)
命
を
傳
え
さ
せ
る
と
あ

る
︒
�
で
は
︑
人
の
婚
姻
の
良
い
機
會
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
る
た
め
で
あ
る
と

言
う(19
)
︒
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
古
に
は
婚
姻
を
辭
す
る
と
い
う
禮
が
あ
っ
た

の
だ
︒
今
の
制
度
で
は
︑
婿
が
X
く
に
出
掛
け
て
︑
三
年
知
ら
せ
が
な
け
れ
ば
︑

妻
が
官
衙
に
報
吿
し
て
別
に
嫁
ぐ
こ
と
を
許
す
︑
と
さ
れ
て
い
る(20
)
︒
こ
れ
は
︑

法
律
に
は
X
く
g
信
が
p
絕
え
て
離
婚
す
る
と
い
う
條
�
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒
す
る
と
︑
某
父
が
僞
っ
て
男
子
が
z
く
な
っ
た
こ
と
に
し
た
の
は
︑

先
例
を
勘
案
し
當
事
者
の
心
*
を
汲
む
と
︑
大
惡
で
あ
っ
て
必
ず
諱
ま
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
の
一
族
は
動
搖
し
て
警
戒

し
︑
絕
對
に
そ
の
ま
ま
書
く
こ
と
を
拒
否
し
た
の
で
︑
狀
況
を
隱
し
て
こ
う
書

『���義』內
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い
た
︒﹁
書
信
で
幼
子
が
z
く
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
た
が
︑
女
子
の
側
の
家

は
P
っ
て
婿
が
z
く
な
っ
た
と
理
解
し
た
﹂
と
︒
X
く
離
れ
て
い
る
の
に
︑
幼

子
が
z
く
な
っ
た
こ
と
を
原
因
も
な
く
知
ら
せ
︑
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
男
女
の

婚
禮
の
日
取
り
に
言
s
し
て
お
ら
ず
︑
M
察
す
る
者
は
こ
の
よ
う
な
理
は
な
い

こ
と
が
分
か
る
の
だ
︒
こ
れ
は
�
違
の
ま
ず
さ
で
あ
る
︒
人
は
�
人
で
は
な
い

限
り
︑
ど
う
し
て
�
失
が
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
古
人
は
あ
る
人
の
行
狀
を

営
べ
る
の
に
︑
な
お
得
失
が
共
に
表
れ
る
こ
と
を
厭
わ
な
か
っ
た
︒
今
あ
る
人

の
こ
と
を
営
べ
る
の
に
︑
そ
の
周
圍
の
人
す
べ
て
を
見
囘
し
て
︑
す
べ
て
小
さ

な
瑕
疵
も
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
す
る
の
は
︑
困
難
で
あ
る
︒
こ
れ
を
八
方
に

圓
滿
を
求
め
る
と
言
い
︑
こ
れ
ま
た
�
人
の
�
,
で
あ
る
︒

三
曰
︐
�
欲
如
其
事
︐
未
聞
事
欲
如
其
�
︹
一
︺

者
也
︒
嘗
見
名
士
爲
人
X

誌
︐
其
人
蓋
V
D
友
氣
誼
︐
誌
�
乃
倣
韓
昌
黎
之
誌
柳
州
也
︐
一
步
一
趨
︹
二
︺

︐

惟
恐
其
或
失
也
︒
中
閒
感
歎
世
*
反
復
︐
已
覺
無
病
費
呻
吟
矣
︒
末
敍
喪
費
出

於
貴
人
︐
s
內
親
竭
勞
其
事
︒
詢
之
其
家
︐
則
貴
人
贈
賻
稍
厚
︐
非
能
任
喪
費

也
︒
而
內
親
則
µ
一
臨
穴
而
已
︐
亦
竝
未
任
其
事
也
︒
且
其
子
俱
長
成
︐
非
若

柳
州
之
幼
子
孤
露
︐
必
待
人
爲
經
理
者
也
︒
詰
其
何
爲
失
實
至
此
︐
則
曰
倣
韓

誌
柳
墓
F


V
云
：
歸
葬
費
出
觀
察
y
裴
君
行
立
︐
印
舅
弟
盧
Ô
︐
既
葬
子
厚
︐

印
將
經
紀
其
家
︐
附
紀
二
人
︐
�
*
深
厚
︐
今
誌
欲
似
之
耳
︒
余
嘗
擧
以
語
人
︐

人
多
笑
之
︒
不
知
臨
�
摹
古
︐
�
就
重
輕
︐
印
§
§
似
之
矣
︒
是
之
謂
�
趾
C

屨
︐
印
�
人
之
�
,
也
︒

〔一
︺﹁
人
﹂
︐
據
何
氏
鈔
本
改
爲
﹁
�
﹂︒

〔二
︺﹁
一
步
一
趨
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
亦
步
亦
趨
﹂︒

第
三
︒
�
は
事
柄
の
�
り
で
あ
る
よ
う
に
す
る
が
︑
事
柄
を
そ
の
�
の
�
り

に
し
よ
う
と
す
る
と
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
︒
か
つ
て
︑
あ
る
名
士
が
人
の
た

め
に
墓
誌
を
作
り
︑
そ
の
人
に
は
友
人
の
誼
み
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︑
墓

誌
の
�
は
な
ん
と
韓
昌
黎

(
韓
¡
)
の
柳
州

(柳
宗
元
)
へ
の
墓
誌
に
倣
い
︑
い

ち
い
ち
x
隨
し
て(21
)
︑
た
だ
た
だ

(
韓
¡
の
墓
誌
か
ら
)
外
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
︒

中
ほ
ど
で
は
︑
世
*
を
繰
り
r
し
歎
き
︑
も
う
病
氣
で
も
な
い
の
に
う
め
い
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た(22
)
︒
末
尾
に
は
葬
禮
の
費
用
が
貴
人
か
ら
荏
出
さ
れ
た
こ

と
︑
同
姓
の
親
戚
が
そ
の
た
め
に
苦
勞
を
盡
く
し
た
こ
と
を
営
べ
て
い
た
︒
そ

の
家
に
¯
ね
る
と
︑
貴
人
の
�
っ
た
財
物
は
少
し
ば
か
り
手
厚
か
っ
た
が
︑
葬

禮
費
用
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
そ
し
て
同
姓
の
親

戚
は
た
だ
哀
悼
し
た(23
)
だ
け
で
あ
っ
て
︑
葬
儀
に
は
あ
ず
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
︒

ま
た
︑
そ
の
子
は
み
な
成
人
に
な
っ
て
い
て
︑
柳
州
が
幼
子
を
殘
し(24
)
︑
誰
か
が

世
話
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た(25
)
の
と
は
衣
な
る
︒
ど
う
し
て
實
際
と
こ
れ

ほ
ど
衣
な
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
問
い
質
す
と
︑
韓
¡
の
柳
宗
元
へ
の
墓
誌
で

末
尾
に
︑
葬
禮
の
費
用
は
觀
察
y
・
裴
君
行
立
に
よ
り
荏
出
さ
れ
た
と
あ
り
︑

ま
た
母
方
の
從
兄
弟
の
盧
Ô
が
︑
子
厚
を
葬
り
︑
柳
家
を
世
話
し
た
と
あ
っ
て
︑

(裴
君
と
盧
Ô
の
)
二
人
を
附
記
し(26
)
︑
�
に
こ
め
ら
れ
た
*
緖
が
深
く
厚
か
っ
た

の
で(27
)
︑
今
の
墓
誌
で
そ
れ
に
似
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
︑
と
言
う
︒
私
は
以
�
こ

の
例
を
擧
げ
て
他
の
人
に
語
っ
た
と
こ
ろ
︑
多
く
は
6
笑
し
た
が
︑
�
を
書
こ

う
と
し
て
古
を
模
倣
し
︑
力
點
の
置
き
R
を
古
人
の
�
に
合
わ
せ
る
と
︑
ま
た

§
々
に
し
て
こ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
を
知
ら
な
い
の
だ
︒
こ
れ
を
足

を
�
っ
て
靴
に
合
わ
せ
る
と
言
い(28
)
︑
こ
れ
ま
た
�
人
の
�
,
で
あ
る
︒

四
曰
︐
仁
智
爲
�
︐
夫
子
不
敢
自
居
︒
瑚
璉
名
器
︐
子
貢
安
能
自
定
︒
稱

人
之
善
︐
尙
恐
不
得
其
實
；
自
作
品
題
︐
豈
宜
誇
耀
成
︹
一
︺

風
耶
︒
嘗
見
名
士

爲
人
作
傳
︐
自
云
吾
鄉
︹
二
︺

學
者
︐
鮮
知
根
本
︐
惟
余
︹
三
︺

與
某
甲
︐
爲
功
於

經
-
耳
︒
R
謂
某
甲
︐
固
V
時
名
︹
四
︺

︐
亦
未
見
必
長
經
-
也
︹
五
︺

︒
作
者
乃
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欲
e
附
爲
名
︐
高
自
標
榜
︐
恧
矣
︒
印
V
江
湖
游
士
︐
以
詩
著
名
︐
實
亦
未
足

副
也
︒
然
V
名
實
X
出
其
人
下
者
︐
爲
人
作
詩
集
序
︹
六
︺

︐
営
人
R
序
之
言
曰

：
｢君
與
某
甲
齊
名
︐
某
甲
既
已
辨
言
︐
君
烏
得
無
題
品
︹
七
︺

﹂︒
夫
齊
名
本
無

其
說
︐
則
R
者
必
無
是
言
︐
而
自
詡
齊
名
︐
藉
人
炫
己
︐
顏
頰
不
復
知
忸
怩
矣
︒

且
經
e
Ö
︑
½
︐
詩
攀
李
︑
杜
︐
 
曰
高
山
景
仰
；
若
某
甲
之
經
︐
某
甲
之
詩
︐

本
非
可
恃
︐
而
 
藉
爲
名
︐
是
之
謂
私
署
頭
銜
︐
印
�
人
之
�
,
也
︒

〔一
︺﹁
成
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
咸
﹂︒

〔二
︺﹁
吾
鄉
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
大
江
以
西
﹂︒

〔三
︺﹁
余
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
想
﹂︒

〔四
︺﹁
固
V
時
名
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
以
嘗
擧
經
學
知
名
R
著
﹂︒

〔五
︺﹁
亦
未
見
必
長
經
-
也
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
亦
未
甚
見
稱
也
﹂︒

〔六
︺﹁
詩
集
序
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
詩
序
﹂︒

〔七
︺﹁
題
品
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
品
題
﹂︒

第
四
︒
仁
智
に
よ
っ
て
�
人
で
あ
る
と
︑
夫
子
は
自
¹
し
よ
う
と
せ
ず(29
)
︑

(宗
á
の
貴
重
な
禮
器
で
あ
る
)
瑚
璉
の
よ
う
な
名
器
と(30
)
︑
子
貢
は
ど
う
し
て
自
分

を
¹
定
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
︒
人
の
善
を
稱
贊
す
る
の
に
︑
な
お
實
際
に
合
わ

な
い
こ
と
を
恐
れ
る
︒
自
分
で
品
t
を
す
る
の
に(31
)
︑
ど
う
し
て
ひ
け
ら
か
す
風

潮
を
作
っ
て
良
い
だ
ろ
う
か
︒
名
士
が
人
の
た
め
に
傳
を
書
き
︑
我
が
鄉
里
の

學
者
は
根
本
を
知
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
が
︑
た
だ
自
分
と

(傳
の
對
象
で

あ
る
)
誰
そ
れ
の
み
が
經
-
に
成
果
を
舉
げ
た
︑
と
自
分
で
言
う
の
を
目
に
し

た
こ
と
が
あ
る
︒
そ
こ
で
言
わ
れ
た
誰
そ
れ
に
は
︑
も
と
よ
り
當
時
聲
�
が

あ
っ
た
が
︑
閒
È
い
な
く
經
-
に
長
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
か
っ
た
︒

そ
う
で
あ
る
の
に
︑
(傳
の
)
作
者
は

(誰
そ
れ
に
)
か
こ
つ
け
て
聲
名
を
作
り

出
し
て
︑
高
々
と
ひ
け
ら
か
す
の
は(
32
)
︑
恥
ず
か
し
い
こ
と
だ
︒
ま
た
あ
る
民
閒

の
游
士
が
お
り
︑
詩
に
よ
っ
て
著
名
で
あ
っ
た
が
︑
實
際
は
名
に
副
わ
な
い
も

の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
名
も
實
も
X
く
そ
の
人
の
下
に
あ
る
者
が
︑
人
の
た
め

に
詩
集
の
序
を
作
り
︑
人
が
序
を
R
う
て
﹁
貴
殿
と
誰
そ
れ
と
は
名
聲
が
齊
し

く
︑
誰
そ
れ
は
も
う

(私
の
た
め
に
)
序
�
を
著
し
て
く
れ
ま
し
た
が
︑
貴
殿

は
ど
う
し
て
品
t
せ
ず
に
濟
み
ま
し
ょ
う
か(33
)
﹂
と
言
っ
た
︑
と
営
べ
る
︒
名
聲

が
齊
し
い
と
い
う
話
な
ど
も
と
も
と
無
い
の
だ
か
ら
︑
R
う
た
者
に
こ
の
よ
う

な
言
葉
が
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
の
に
︑
自
分
で
名
聲
が
齊
し
い
な
ど
と
ひ
け
ら

か
し
︑
人
に
か
こ
つ
け
て
自
分
を
顯
示
す
る
の
は
︑
お
よ
そ
恥
と
い
う
も
の
を

知
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う(34
)
︒
ま
た
︑
經
に
つ
い
て
は
Ö
虔
・
½
玄
を
持
ち
出
し
︑

詩
に
つ
い
て
は
李
白
・
杜
甫
に
こ
じ
つ
け
て
︑
高
山
を
仰
ぎ
見
る
な
ど
と
言
い

さ
え
す
る(35
)
︒
も
し
誰
そ
れ
の
經
-
︑
誰
そ
れ
の
詩
で
あ
れ
ば
︑
も
と
も
と
恃
む

べ
き
で
は
な
く
︑
そ
う
な
の
に
な
お
そ
れ
に
か
こ
つ
け
て
名
聲
と
す
る
︒
こ
れ

を
自
分
で
�
手
に
Í
書
き
を
つ
け
る
と
言
い(36
)
︑
こ
れ
ま
た
�
人
の
�
,
で
あ
る
︒

五
曰
︐
物
以
少
爲
貴
︐
人
亦
宜
然
也
︒
天
下
皆
�
賢
︐
孔
︑
孟
亦
弗
±
尙

矣
︒
淸
言
自
可
破
俗
︐
然
在
典
午
︐
則
滔
滔
皆
是
也
︒
�
人
譏
︽
晉
書
︾
列
傳

同
於
小
說
︐
正
以
J
掇
淸
言
︐
多
而
少
擇
也
︒
立
 
風
節
︐
强
項
敢
言
︐
�
�

侈
爲
美
談
︒
M
中
葉
後
︐
門
戶
D
黨
︐
聲
氣
相
激
︐
誰
非
敢
言
之
士
︒
觀
人
於

此
︐
君
子
必
V
辨
矣
︒
不
得
因
其
强
項
申
︹
一
︺

威
︐
I
標
風
烈
︐
理
固
然
也
︒

我
憲
皇
�
澄
淸
�
治
︐
裁
革
陋
規
︐
整
飭
官
方
︐
懲
治
貪
墨
︐
實
爲
千
載
一
時
︒

彼
時
居
官
︐
大
法
小
廉
︐
殆
成
風
俗
︐
貪
冒
︹
二
︺

之
徒
︐
莫
不
�
風
革
面
︐
時

勢
然
也
︒
今
觀
傳
誌
碑
狀
之
�
︐
敍
雍
正
年
府
州
縣
官
︐
盛
稱
杜
絕
饋
�
︐
搜

除
積
,
︐
淸
苦
自
守
︐
革
除
例
外
供
荏
︐
其
�
洵
︹
三
︺

不
愧
於
循
�
傳
矣
︒
不

知
彼
時
õ
於
功
令
︐
不
得
不
然
︐
千
萬
人
之
R
同
︐
不
足
以
爲
盛
節
︒
豈
可
見

奄
寺
而
頌
其
不
好
色
哉
︒
山
居
而
貴
薪
木
︐
涉
水
而
寶
魚
蝦
︐
人
知
無
是
理

也
；
而
稱
人
者
乃
獨
不
然
︐
是
之
謂
不
¿
時
勢
︐
印
�
人
之
�
,
也
︒
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〔一
︺﹁
申
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
伸
﹂︒

〔二
︺﹁
冒
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
墨
﹂︒

〔三
︺
何
氏
鈔
本
無
﹁
洵
﹂
字
︒

第
五
︒
物
は
少
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
貴
く
な
り(37
)
︑
人
も
同
樣
の
は
ず
で
あ
る
︒

天
下
す
べ
て
�
賢
で
あ
れ
ば
︑
孔
孟
も
ま
た
±
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
淸
談
は

お
の
ず
と
卑
俗
さ
を
打
ち
破
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
司
馬

(氏
の
王
 
の
晉
)
に

あ
っ
て
は(
38
)
︑
す
べ
て
が
そ
れ
で
あ
っ
た

(﹃
論
語
﹄
´
子
)
︒
先
人
が
﹃
晉
書
﹄

の
列
傳
が
小
說
と
同
じ
だ
と
譏
っ
た
の
は(39
)
︑
正
に
淸
談
を
J
用
し
た
も
の
の
︑

多
す
ぎ
て
o
擇
が
少
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
 
廷
に
立
つ
時
の
立
ち
居
振
る

舞
い
と
は
︑
剛
毅
で
直
言
す
る
も
の
で(
40
)
︑
以
�
の
�
書
で
は
美
談
と
し
て
褒
め

そ
や
し
た
︒
M
の
中
葉
以
後
は
︑
門
戶
・
D
黨
の
議
論
が
激
し
く
︑
直
言
し
な

い
者
な
ど
い
な
か
っ
た
︒
こ
う
し
た
狀
況
に
お
い
て
人
を
觀
察
す
れ
ば
︑
君
子

は
必
ず
區
別
を
す
る
︒
剛
毅
で
壓
倒
す
る
か
ら
と
い
っ
て(41
)
︑
風
格
が
模
範
と
な

る
と
公
¹
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
︑
理
と
し
て
當
然
で
あ
ろ
う
︒
我
が
憲

皇
�

(雍
正
�
)
は
官
�
の
氣
風
を
淸
淨
に
し
︑
n
慣
¶
し
た
不
正
な
手
續
き

を
改
め
︑
官
衙
を
整
頓
し
︑
腐
敗
を
ê
戒
な
さ
っ
た
が
︑
實
に
得
難
い
機
會
で

あ
っ
た
︒
そ
の
時
官
職
に
あ
っ
た
者
は
︑
大
臣
は
法
に
則
り
︑
小
官
は
淸
廉
で(42
)
︑

そ
れ
が
ほ
ぼ
風
n
と
な
り
︑
腐
敗
し
た
輩
は
︑
そ
の
樣
子
を
見
て
自
ら
態
度
を

改
め
よ
う
と
し
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
の
は(43
)
︑
そ
の
よ
う
な
時
勢
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
︒
今
︑
傳
記
・
墓
誌
・
碑
�
・
行
狀
の
�
を
觀
る
と
︑
雍
正
年
閒
の

府
・
州
・
縣
の
官
�
を
営
べ
る
の
に
︑
賄
賂
を
杜
絕
し
︑
積
年
の
,
Ø
を
除
去

し
︑
淸
貧
を
守
り
︑
先
例
に
な
い
荏
出
を
撤
廢
し
た
こ
と
を
盛
ん
に
稱
贊
し
︑

そ
の
�
は
ま
こ
と
に
循
�
傳
に
恥
じ
な
い
︒
當
時
は
法
令
に
�
ら
れ
て
︑
そ
う

せ
ざ
る
を
得
ず
︑
萬
人
が
同
じ
で
あ
っ
て
︑
節
操
の
高
さ
と
考
え
る
に
は
足
り

な
い
︒
宦
官
を
見
て
︑
色
を
好
ま
な
い
こ
と
を
稱
え
る
こ
と
が
ど
う
し
て
で
き

よ
う
か
︒
山
に
居
な
が
ら
薪
木
を
貴
重
と
し
た
り
︑
川
や
海
を
股
に
か
け
な
が

ら
魚
や
蝦
を
寶
と
す
る
と
は
︑
人
は
そ
ん
な
�
理
は
無
い
と
知
っ
て
い
る
︒
し

か
し
人
を
稱
贊
す
る
者
だ
け
は
そ
う
で
は
な
い
︒
こ
れ
を
時
勢
を
理
解
し
な
い

と
言
い
︑
こ
れ
ま
た
�
人
の
�
,
で
あ
る
︒

六
曰
︐
�
旣
成
家
︐
�
存
互
見
︐
V
如
︽
管
晏
列
傳
︾
︐
而
勳
詳
於
︹
一
︺

︽
齊
世
家
︾
︐
張
耳
分
題
︐
而
事
總
於
︽
陳
餘
傳
︾︒
非
惟
︹
二
︺

命
)
V
殊
︐
抑
亦

詳
略
之
體
R
宜
然
也
︒
若
夫
�
集
之
中
︐
單
行
傳
記
︐
凡

牽
聯
R
s
︐
{
無

互
著
之


︐
勢
必
加
詳
︐
亦
其
理
也
︒
但
必
權
其
事
理
︐
足
以
副
乎
其
人
︐
乃

不
病
其
繁
重
爾
︒
如
K
¬
淮
西
︐︽
韓
碑
︾
歸
功
裴
度
︐
可
謂
當
矣
︒
後
中
讒

衛
︐
改
命
於
段
�
昌
︐
千
古
爲
之
歎
惜
︒
但
�
昌
徇
於
李
愬
︐
愬
功
本
不
可
沒
︐

其
失
 
未
甚
也
︒
假
令
當
日
無
名
ç
裨
︐
不
關
得
失
之
人
︐
身
後
表
阡
︐
侈
陳

淮
西
功
績
︐
則
無
是
理
矣
︒
朱
先
生
嘗
爲
故
︹
三
︺

>
修
蔣
君
X
誌
︐
中
敍
國
家

�
後
¬
︹
四
︺

定
準
囘
�
略
︐
則
以
蔣
君
總
修
︽
方
略
︾
︐
獨
力
勤
勞
︐
書
成
身
死
︐

而
不
得
敍
功
故
也
︒
然
誌
�
�
永
︐
學
者
慕
之
︒
後
見
某
中
書
舍
人
死
︐
V
爲

作
家
傳
者
︐
�
襲
︽
蔣
誌
︾
原
�
︐
蓋
其
人
嘗
任
分
纂
數
�
︐
於
例
得
列
銜
名

者
耳
︐
其
實
於
書
未
寓
目
也
︒
是
與
無
名
ç
裨
︐
居
淮
西
功
︐
印
何
以
衣
︒
而

�
人
喜
於
摭
事
︐
�
等
軍
�
攘
功
︐
何
可
訓
也
︒
是
之
謂
同
里
銘
旌
︒
昔
V
夸

夫
︐
F
身
未
膺
一
命
︐
好
襲
頭
銜
︐
將
死
︐
�
︹
五
︺

召
R
知
︐
籌
計
銘
旌
題
字
︒

或
徇
其
)
︐
假
藉
︹
六
︺

例
封
待
贈
修
職
登
仕
諸
階
︐
彼
皆
掉
頭
不
悅
︒
�
後
V

善
諧
者
︐
取
其
鄕
之
貴
顯
︐
大
書
勳
階
師
保
殿
閣
部
院
某
國
某
封
某
公
同
里
某

人
之
柩
︒
人
傳
爲
笑
︒
故
凡
無
端
而
影
附
︹
七
︺

者
︐
謂
之
同
里
銘
旌
︐
不
謂
�

人
亦
效
之
也
︐
是
印
�
人
之
�
,
也
︒

〔一
︺
｢於
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
于
﹂
︐
除
第
八
條
﹁
於
斯
﹂
︑
第
十
條
﹁
於
引
端
﹂︑

﹁
於
刊
�
﹂
之
﹁
於
﹂
外
︐
下
同
︒
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〔二
︺﹁
惟
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
爲
﹂︒

〔三
︺
劉
刻
違
氏
�
書
本
無
﹁
故
﹂
字
︒

〔四
︺
何
氏
鈔
本
無
﹁
¬
﹂
字
︒

〔五
︺﹁
�
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
徧
﹂︒

〔六
︺﹁
藉
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
借
﹂︒

〔七
︺﹁
附
﹂
︐
三
味
堂
本
︑
寶
墨
齋
本
作
﹁
坿
﹂︒

第
六
︒
�
書
で

(
著
営
と
し
て
)
一
家
を
成
す
も
の
に
つ
い
て
は(44
)
︑
(關
連
す

る
)
記
営
が
別
の
箇
R
に
見
え
る
こ
と
に
な
り(45
)
︑
例
え
ば

(﹃
�
記
﹄
に
)
﹁
管
晏

列
傳
﹂
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑
(齊
の
宰
相
と
し
て
の
管
仲
・
晏
嬰
の
)
功
績
は
﹁
齊

世
家
﹂
に
詳
し
く(
46
)
︑
張
耳
は

(列
傳
の
)
表
題
に

(陳
餘
と
)
名
を
竝
べ
る
が
︑

事
跡
は

(
p
中
か
ら
)
﹁
陳
餘
傳
﹂
に
一
括
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
だ(47
)
︒
(こ
れ
は



の
)
�
旨
が
衣
な
る
の
み
な
ら
ず(
48
)
︑
そ
れ
こ
そ
が
然
る
べ
き
精
粗
の
在
り
方

だ
っ
た
た
め
で
も
あ
る(
49
)
︒
�
集
の
中
に
あ
る
︑
單
獨
の
傳
記
は
と
い
え
ば(50
)
︑
總

じ
て

(對
象
の
人
物
に
)
關
連
す
る
事
柄
に
つ
い
て
︑
別
に
そ
れ
を
記
す


な
ど

そ
も
そ
も
無
い
の
だ
か
ら(
51
)
︑
必
ず
や
記
営
は
詳
し
く
な
る
が
︑
そ
れ
も
も
っ
と

も
な
こ
と
で
あ
る
︒
た
だ
も
し
物
事
の
�
理
に
卽
し
て
考
え
︑
そ
の
人
物
に
閏

分
相
應
し
い
な
ら
ば
︑
記
営
が
繁
雜
だ
と
氣
に
す
る
こ
と
は
無
い
︒
例
え
ば
K

が
淮
西
を
¬
ら
げ
る
と
︑﹁
韓
碑
﹂
は
手
柄
を
裴
度
に
歸
し
た
が(52
)
︑
�
當
な
こ

と
と
い
え
る(
53
)
︒
後
に
中
傷
に
è
い
︑
(
 
廷
は
)
改
め
て
段
�
昌
に

(
碑
�
の
執

筆
を
)
命
じ
た
が
︑
古
來
こ
れ
は
惜
し
い
こ
と
だ
っ
た
と
嘆
か
れ
て
い
る(54
)
︒
だ

が
�
昌
は
李
愬
に
x
從
し
た
が
︑
愬
の
手
柄
は
本
來
無
か
っ
た
こ
と
に
で
き
な

い
も
の
で
︑
そ
の
�
ち
は
そ
れ
で
も
�
く
は
な
い
︒
も
し
も
當
時
の
名
も
な
い

武
將
で(
55
)
︑
(戰
い
の
)
成
否
に
關
わ
ら
な
い
者
が
︑
沒
後
の
墓
碑
で(56
)
︑
淮
西
で
の

勳
功
を
大
袈
裟
に
語
る
な
ら
ば
︑
そ
の
理
屈
は
�
ら
な
い
︒
朱
先
生

(朱
筠
)

は
も
と
の
>
修
蔣
君

(蔣
雍
Ó
)
の
た
め
に
墓
誌
を
著
し
︑
そ
の
中
で
國
家
が

�
後
し
て
準
部
・
囘
部
を
¬
定
し
た
槪
略
を
営
べ
て
お
ら
れ
る
が
︑
こ
れ
は
蔣

君
が
﹃
¬
定
準
噶
爾
方
略
﹄
の
>
纂
を
瓜
べ(57
)
︑
獨
り
で
力
を
盡
く
し
た
の
に
︑

書
物
は
完
成
し
た
も
の
の
自
身
は
沒
し
て
し
ま
い
︑
論
功
に
與
れ
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る(58
)
︒
し
か
し
墓
誌
の
�
違
は
上
品
で
勢
い
が
あ
る
の
で(59
)
︑
學
問
を
す
る

者
は
こ
れ
に
心
を
寄
せ
た
︒
後
に
あ
る
內
閣
中
書
が
沒
し
て(60
)
︑
そ
の
た
め
に
家

傳
を
作
る
者
が
お
り(61
)
︑﹁
蔣
君
墓
誌
﹂
の
原
�
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
取
り
$

ん
だ
が
︑
そ
れ
は
こ
の
人
は
數
箇
�

(﹃
方
略
﹄
の
)
>
纂
を
分
擔
す
る
よ
う
命

じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
︑
慣
例
で

(
>
纂
者
の
名
�
に
)
官
職
・
姓
名
を
列
ね
ら

れ
た
か
ら
で
︑
實
の
と
こ
ろ
そ
の
書
物
に
目
を
�
し
た
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
こ
れ
も
ま
た
名
も
な
い
武
將
が
︑
淮
西
で
の
手
柄
を
我
が
物
に
す
る
こ

と
と
︑
ど
う
衣
な
る
だ
ろ
う
か
︒
け
れ
ど
も
�
人
が
好
ん
で
事
跡
を
拾
い
集
め

る
こ
と
は
︑
武
官
が
手
柄
を
盜
む
こ
と
と
ほ
ぼ
同
じ
で(62
)
︑
ど
う
し
て
手
本
に
で

き
よ
う
か(63
)
︒
こ
れ
を
同
じ
村
の
銘
旌
と
い
う(64
)
︒
む
か
し
見
榮
っ
張
り
な
男
が
い

て
︑
生
涯
に
一
つ
も
官
職
を
ã
け
ら
れ
な
か
っ
た
が(65
)
︑
Í
書
き
を
連
ね
る
こ
と

が
好
き
で(66
)
︑
死
に
際
し
て
︑
廣
く
知
り
合
い
を
呼
ん
で
︑
銘
旌
の
題
字
を
思
案

し
た
︒
あ
る
者
は
そ
の
思
い
に
x
從
し
︑
例
封(67
)
・
待
贈(68
)
の
語
や
修
職
郞
・
登
仕

郞
な
ど
の
官
階(69
)
を
假
に
y
お
う
と
し
た
が
︑
彼
は
か
ぶ
り
を
振
っ
て
滿
足
し
な

か
っ
た
︒
�
後
に
冗
談
の
上
手
い
者
が
い
て
︑
そ
の
土
地
の
身
分
が
±
く
名
高

い
人
物
を
取
り
上
げ
︑
(そ
の
人
物
の
)
官
階
︑
三
師
や
殿
閣
大
學
士
の
稱
號
︑

六
部
や
Æ
林
院
・
都
察
院
で
の
職
︑
某
國
を
冠
す
る
封
z
に
續
け
て
某
公
の
同

じ
村
の
某
人
の
棺
と
大
き
く
記
し
た(70
)
︒
人
々
は

(こ
れ
を
)
言
い
傳
え
て
笑
い

種
と
し
た
︒
だ
か
ら
總
じ
て
い
わ
れ
の
無
い
附
會
を
︑
同
じ
村
の
銘
旌
と
い
う

が
︑
は
か
ら
ず
も
�
人
も
や
は
り
そ
れ
に
倣
っ
て
お
り
︑
こ
れ
ま
た
�
人
の
�

,
で
あ
る
︒

七
曰
︐
陳
¬
佐
漢
︐
志
見
社
肉
︐
李
斯
z
秦
︐
兆
端
廁
鼠
︒
推
´
知
著
︐
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固
智
︹
一
︺

士
之
相
︹
二
︺

機
；
搜
閒
傳
︹
三
︺

神
︐
亦
�
家
之
妙
用
也
︒
但
必
得
其
神

志
R
在
︐
則
如
圖
畫
名
家
︐
頰
上
妙
於
增
毫
；
苟
徒
慕
�
人
�
辭
之
佳
︐
强
¯

猥
瑣
︐
以
求
其
似
；
則
如
見
桃
花
而
V
悟
︐
Z
取
桃
花
作
飯
︐
其
中
豈
復
V
神

妙
哉
︒
印
�
來
學
者
︐
喜
求
︹
四
︺

徵
實
︐
每
見
殘
碑
斷
石
︐
餘
�
︹
五
︺

剩
字
︐

不
關
於
正
義
者
︐
§
§
藉
以
考
古
制
度
︐
補
�
缺
�
︐
斯
固
善
矣
︒
因
是
行
�
︐

貪
多
務
得
︐
M
知
贅
餘
非
�
︐
卻
爲
V
益
後
世
推
求
︐
不
憚
辭
費
︒
是
不
特
�

無
體
�
︐
抑
思
居
今
世
而
欲
備
後
世
考
徵
︐
正
如
董
澤
矢
材
︐
可
�
旣
︹
六
︺

乎
︒

夫
傳
人
者
�
如
其
人
︐
営
事
者
�
如
其
事
︐
足
︹
七
︺

矣
︒
其
或
V
關
考
徵
︐
�

必
本
質
R
具
︐
卽
或
閒
*
逸
出
︐
正
︹
八
︺

爲
阿
�
傳
神
︒
不
此
之
務
︐
但

知
︹
九
︺

市
�
求
增
︹
十
︺

︐
是
之
謂
畫
蛇
添
足
︐
印
�
人
之
�
,
也
︒

〔一
︺﹁
智
﹂
︐
何
氏
鈔
本
︑
劉
刻
違
氏
�
書
本
作
﹁
相
﹂︒

〔二
︺﹁
相
﹂
︐
何
氏
鈔
本
︑
劉
刻
違
氏
�
書
本
作
﹁
元
﹂︒

〔三
︺﹁
傳
﹂
︐
寶
墨
齋
本
作
﹁
轉
﹂︒

〔四
︺﹁
求
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
于
﹂︒

〔五
︺﹁
�
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
辭
﹂︒

〔六
︺
｢
旣
﹂
︐
底
本
︑
粤
�
堂
叢
書
本
︑
三
味
堂
本
︑
寶
墨
齋
本
劉
刻
違
氏
�
書
本

作
﹁
曁
﹂︒
據
︽
春
秋
左
氏
傳
︾︑
何
氏
鈔
本
改
︒

〔七
︺﹁
足
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
止
﹂︒

〔八
︺
粤
�
堂
叢
書
本
︑
三
味
堂
本
無
﹁
正
﹂
字
︒

〔九
︺﹁
知
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
如
﹂︒

〔十
︺﹁
增
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
益
﹂︒

第
七
︒
陳
¬
は
漢
を
補
佐
し
た
が
︑
そ
の
志
は

(土
地
神
を
祀
る
)
や
し
ろ
の

肉
に
現
れ
た
し(
71
)
︑
李
斯
は
秦
で
命
を
失
っ
た
が
︑
そ
の
兆
し
は
I
R
の
鼠
に
端

を
發
し
た(
72
)
︒
´
か
な
�
觸
れ
か
ら
M
ら
か
な
結
果
を
知
る
こ
と
は(73
)
︑
も
と
よ
り

智
者
が
機
´
を
察
す
る
在
り
方
だ
し(74
)
︑
何
氣
な
い
と
こ
ろ
で

(人
物
の
)
眞
髓

を
傳
え
る
こ
と
も(75
)
︑
や
は
り
�
違
家
の
巧
み
な
働
き
で
あ
る(76
)
︒
し
か
し

(そ
の

た
め
に
は
對
象
と
な
る
人
物
の
)
精
神
・
氣
槪
の
在
り
處
を
捉
え
て(77
)
︑
繪
畫
の
名

人
の
よ
う
に
︑
頰
に
巧
み
に
毛
を
加
え

(眞
髓
を
傳
え
)
ね
ば
な
ら
な
い
の
に(78
)
︑

虛
し
く
先
人
の
字
句
の
美
し
さ
に
心
を
寄
せ
︑
無
理
に
細
々
し
た
こ
と
を
x
い

求
め(79
)
︑
そ
れ
ら
し
く
見
せ
よ
う
と
�
め
ば
︑
桃
の
花
を
見
て
悟
り
を
開
く
者
が

い
た
か
ら(80
)
︑
そ
れ
で
桃
の
花
を
J
っ
て
食
事
に
し
た
よ
う
な
も
の
で(81
)
︑
そ
こ
に

は
も
は
や

(
�
違
の
)
玄
妙
な
働
き
が
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
�
頃
の
學
問
を

す
る
者
は
︑
好
ん
で
考
證
す
る
こ
と
を
�
み
︑
損
壞
し
た
石
碑
を
見
る
度
に
︑

殘
餘
の
�
字
で
︑
經
書
の
本
義
と
關
わ
ら
な
い
も
の
を
�
じ
て
︑
し
ば
し
ば
古

え
の
制
度
を
考
え
︑
�
書
の
缺
落
を
補
う
が
︑
こ
れ
は
�
に
結
@
な
こ
と
だ
︒

(だ
が
)
そ
の
よ
う
に
し
て
�
違
を
著
し
︑
知
識
を
貪
欲
に
取
り
$
も
う
と
す
れ

ば(82
)
︑
大
切
で
は
な
い
餘
計
な
事
柄
と
よ
く
分
か
っ
て
い
な
が
ら
︑
¼
に
後
の
世

の
求
め
に
役
立
た
せ
る
た
め
︑
言
葉
を
費
や
す
こ
と
を
!
け
な
く
な
る(84
)
︒
こ
れ

で
は
�
違
が

(
�
題
に
つ
い
て
)
�
を
得
な
く
な
る
し(85
)
︑
ま
た(86
)
今
の
世
に
い
な
が

ら
後
の
世
の
考
證
に
備
え
よ
う
と
し
て
も(87
)
︑
ち
ょ
う
ど
董
澤
に
生
え
る
矢
の
材

料

(に
な
る
カ
ワ
ヤ
ナ
ギ
)
を
︑
用
い
盡
く
せ
な
い
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か(88
)
︒

い
っ
た
い
人
の
傳
を
著
す
な
ら
ば
�
違
は
そ
の

(對
象
の
)
人

(の
人
閒
性
・
事

跡
)
の
と
お
り
と
し
︑
事
柄
を
営
べ
る
な
ら
ば
�
違
は
そ
の
事
柄
の
と
お
り
に

し
た
ら
︑
閏
分
だ
︒
(
�
違
と
は
)
そ
の
中
に
考
證
に
關
わ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
︑

實
質
を
具
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
︑
た
と
え
本
題
を
外
れ
た
思
い

が
脇
に
表
れ
た
と
し
て
も
︑
(そ
れ
は
)
正
に
そ
こ
か
ら
眞
髓
を
傳
え
る
も
の
と

な
る
の
で
あ
る(89
)
︒
こ
こ
に
力
を
�
が
な
け
れ
ば(90
)
︑
た
だ
野
�
を
買
う
際
に
量
を

多
く
す
る
よ
う
�
む
こ
と
を
知
る
だ
け
で(91
)
︑
そ
れ
は
蛇
を
畫
い
て
足
を
付
け
加

え
る
と
い
う
が(92
)
︑
こ
れ
ま
た
�
人
の
�
,
で
あ
る
︒
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八
曰
︐
�
人
固
能
�
矣
︐
�
人
R
書
之
人
︐
不
必
盡
能
�
也
︒
敍
事
之
�
︐

作
者
之
言
也
︒
爲
�
爲
質
︐
惟
其
R
欲
︐
=
如
其
事
而
已
矣
︒
記
言
之
�
︐
則

非
作
者
之
言
也
；
爲
�
爲
質
︐
=
於
C
如
其
人
之
言
︐
非
作
者
R
能
自
�
也
︒

貞
烈
.
女
︐
M
詩
n
禮
︐
固
V
之
矣
︒
其
V
未
嘗
學
問
︐
或
出
鄕
曲
委
巷
︐
甚

至
傭
嫗
鬻
婢
︐
貞
k
孝
義
︐
皆
出
天
性
之
優
︐
是
其
質
雖
不
愧
古
人
︐
�
則
難

=
於
儒
�
也
︒
每
見
此
等
傳
記
︐
営
其
言
辭
︐
原
本
︽
論
語
︾︑︽
孝
經
︾
︐
出

入
︽
毛
詩
︾︑︽
內
則
︾
︐
劉
向
之
︽
傳
︾
︐
曹
昭
之
︽
誡
︾
︐
不
啻
自
其
口
出
︐

可
謂
�
矣
︒
抑
思
善
相
夫
者
︐
何
必
盡
識
鹿
車
鴻
案
︐
善
敎
子
者
︐
豈
皆
熟
記

畫
荻
丸
熊
︒
自
�
人
胸
V
成
竹
︐
Z
致
閨
修
︐
皆
如
板
印
︒
與
其
�
而
失
實
︐

何
如
質
以
傳
眞
也
︒
由
是
推
之
︐
名
將
c
於
卒
伍
︐
義
俠
或
奮
閻
閭
︹
一
︺

︐
言

辭
不
必
經
生
︐
記
営
貴
於
宛
�
︒
而
世
V
作
者
︐
於
斯
多
不
致
思
︐
是
之
謂
優

伶
演
劇
︒
蓋
優
伶
歌
曲
︐
雖
�
氓
役
隸
︐
矢
口
皆
叶
︹
二
︺

宮
商
︐
是
以
謂
之
戲

也
︒
而
記
傳
之
筆
︐
從
而
效
之
︐
印
�
人
之
�
,
也
︒

〔一
︺
｢閻
閭
﹂
︐
何
氏
鈔
本
︑
粤
�
堂
叢
書
本
︑
三
味
堂
本
︑
寶
墨
齋
本
作
﹁
閭

閻
﹂︒

〔二
︺﹁
叶
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
協
﹂︒

第
八
︒
�
人
は
も
と
よ
り
�
違
を
書
く
が
︑
�
人
が

(
�
違
に
)
著
す
者
が
︑

�
て
�
違
を
解
す
る
と
は
限
ら
な
い
︒
事
柄
を
営
べ
る
�
違
は
︑
書
き
手
の
言

葉
で
あ
り
︑
�
�
に
せ
よ
質
樸
に
せ
よ
︑
そ
の

(書
き
手
の
)
�
む
ま
ま
︑
そ

の
事
柄
の
よ
う
で
あ
ろ
う
と
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い(93
)
︒
言
葉
を
記
す
�
違
は
︑
書

き
手
の
言
葉
で
は
な
い
の
で
︑
�
�
に
せ
よ
質
樸
に
せ
よ
︑
ま
さ
し
く
そ
の

(言
葉
を
發
し
た
)
者
の
言
葉
の
よ
う
に
す
る
の
で
あ
っ
て
︑
書
き
手
の
思
い
�

り
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る(94
)
︒
貞
女
・
烈
.
に
は
︑﹃
詩
﹄
に
M
る

く
﹃
禮
﹄
に
n
熟
し
た
者
も(
95
)
︑
も
と
よ
り
存
在
す
る
︒
(だ
が
)
彼
女
ら
に
は
學

問
を
し
た
こ
と
が
無
い
者
も
い
る
し(96
)
︑
あ
る
者
は
田
舍
や
陋
巷
の
出
身
だ
し(97
)
︑

果
て
は
端
女
・
物
賣
り
女
で
︑
貞
操
・
孝
義
は
︑
い
ず
れ
も
生
來
の
美
質
に
由

來
し(98
)
︑
そ
れ
で
そ
の
性
質
は
古
人
に
恥
じ
な
い
と
は
い
え
︑
�
辭
が
典
�
だ
と

は
�
み
難
い(99
)
︒
(と
こ
ろ
が
)
こ
う
い
っ
た
者
た
ち
の
傳
記
を
見
る
と
︑
そ
の
言

葉
を
営
べ
る
の
に
︑﹃
論
語
﹄・﹃
孝
經
﹄
に
基
づ
き
︑﹃
毛
詩
﹄・﹁
內
則(
100
)
﹂
や
︑

劉
向
の
﹃
列
女
傳(
101
)
﹄︑
班
昭
の
﹃
女
誡(
102
)
﹄
を
涉
獵
し
︑
ま
さ
に
書
き
手
の
口
か

ら
出
た
も
の
と
變
わ
ら
ず(
103
)
︑
�
�
と
い
え
る
︒
と
こ
ろ
が
夫
を
上
手
く
助
け
る

者
が(
104
)
︑
ど
う
し
て
必
ず
鹿
車(
105
)
や
梁
鴻
の
膳

(
の
故
事(106
)

)
を
知
っ
て
い
よ
う
か
︒

子
供
を
上
手
く
敎
え
る
者
が
︑
ど
う
し
て
み
な
オ
ギ
で
�
字
を
書
い
た
こ
と(
107
)
や

熊
の

(肝
の
)
丸
藥

(の
故
事(108
)

)
に
�
じ
て
い
よ
う
か
︒
�
人
は
心
に
竹
の
さ
ま

を
仕
上
げ

(そ
れ
で
繪
を
描
く
よ
う
に
出
來
合
い
の
表
現
を
用
い
)
る
か
ら(
109
)
︑
か
く

て
女
性
の
德
を(
110
)
︑
い
ず
れ
も
S
で
押
し
た
よ
う
に

(描
寫
)
し
て
し
ま
う
︒
(だ

が
)
�
�
で
あ
ろ
う
と
し
て
事
實
と
合
わ
な
い
よ
り
は
︑
質
樸
で
も
眞
實
を
傳

え
る
方
が
よ
い
︒
こ
こ
か
ら
推
し
量
る
と
︑
名
將
で
兵
卒
か
ら
身
を
c
こ
し(
111
)
︑

義
俠
で
村
里
か
ら
奮
い
立
っ
た
者
だ
と(
112
)
︑
(そ
の
)
言
葉
^
い
は
必
ず
し
も
書
生

が
著
し
た
よ
う
で
は
な
く
︑
記
錄
は
あ
り
の
ま
ま
を
±
ぶ
も
の
だ(
113
)
︒
け
れ
ど
も

世
の
書
き
手
は
︑
多
く
こ
こ
に
思
い
を
致
さ
ず
︑
こ
れ
を
役
者
の
芝
居
と
い
っ

て
い
る
︒
そ
も
そ
も
役
者
の
歌
は(
114
)
︑
(そ
の
者
の
�
役
が
)
農
民
や
下
働
き
で
さ

え
も(
115
)
︑
口
を
開
け
ば
い
ず
れ
も
g
律
に
叶
う
か
ら(
116
)
︑
そ
れ
で

(た
わ
む
れ
と
い
う

)
味
を
持
つ
�
字
を
用
い
て
)
こ
れ
を
戲
と
い
う
の
で
あ
る
︒
け
れ
ど
も
傳
記
の

筆
致
が
︑
そ
れ
を
模
倣
す
る
の
は(
117
)
︑
こ
れ
ま
た
�
人
の
�
,
で
あ
る
︒

九
曰
︐
古
人
�
成
法
立
︐
未
嘗
V
定
格
也
︒
傳
人
C
如
其
人
︐
営
事
C
如

其
事
︐
無
定
之
中
︐
V
一
定
焉
︒
知
其
)
者
︐
旦
暮

之
︒
不
知
其
)
︐
襲
其

形
貌
︐
神
弗
�
也
︒
§
余
X
︽
和
州
故
給
事
成
性
志
傳
︾
︐
性
以
円
言
著
稱
︐

故
采
錄
其
奏
議
︒
然
性
少
è
亂
離
︐
�
家
被
Ø
︐
x
悼
先
世
︐
每
見
�
辭
︒
而

『���義』內
五譯�
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︽
猛
省
︾
之


尤
沈
痛
︐
可
以
敎
孝
︐
故
於
F


�
錄
其
�
︒
其
鄕
V
知
名
士

賞
余
�
曰
：
｢
�
載
如
許
奏
違
︐
若
無
︽
猛
省
︾
之


︐
譬
如
行
�
︐
鷁
首
重

而
︹
一
︺

舵
樓
輕
矣
︒
今
此
婪
尾
︐
可
謂
善
謀


也
︒﹂
余
戲
詰
云
：
｢設
成
君
本

無
此


︐
此
�
F
不
行
耶
︒﹂
蓋
塾
師
õ
ã
︽
四
書
︾
�
義
︐
謂
之
時
�
︐
必

V
法
度
以
合
¦
式
︒
而
法
度
難
以
空
言
︐
則
§
§
取
譬
以
示
蒙
學
︒
擬
於
�
室
︐

則
V
R
謂
閒
架
結
@
；
擬
於
身
體
︐
則
V
R
謂
眉
目
筋
k
；
擬
於
繪
畫
︐
則
V

R
謂
點
睛
添
毫
；
擬
於
形
家
︹
二
︺

︐
則
V
R
謂
來
龍
結
穴
︒
隨
時
取
譬
︹
三
︺

︒

然
爲
初
學
示
法
︐
亦
自
不
得
不
然
︐
無
庸
責
也
︒
惟
時
�
結
n
︐
深
錮
腸

腑
︹
四
︺

︐
Å
窺
一
切
古
書
古
�
︐
皆
此
時
�
見
解
︐
動
操
塾
師
啟
蒙
議
論
︐
則

如
用
象
棋
枰
布
圍
棋
子
︐
必
不
合
矣
︒
是
之
謂
井
底
天
�
︐
印
�
人
之
�
,
也
︒

〔一
︺
何
氏
鈔
本
無
﹁
重
而
﹂
二
字
︒

〔二
︺﹁
家
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
象
﹂︒

〔三
︺﹁
隨
時
取
譬
﹂
下
︐
何
氏
鈔
本
︑
劉
刻
違
氏
�
書
本
V
﹁
n
陋
成
風
﹂
四
字
︒

〔四
︺﹁
腑
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
肺
﹂︒

第
九
︒
古
人

(の
場
合
)
は
�
違
が
成
っ
て
か
ら
法
則
が
立
ち
現
れ
た
の
で

あ
り(
118
)
︑
決
ま
っ
た
仕
方
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る(
119
)
︒
(た
だ
昔
も
)
人
の
傳

を
著
す
な
ら
ば
正
に
そ
の
人

(の
言
動
)
の
と
お
り
と
し
︑
事
柄
を
営
べ
る
な

ら
ば
正
に
そ
の
事
柄
の
と
お
り
と
し
て(
120
)
︑
(ま
だ
)
決
ま
り
の
無
い
中
に
︑
(相

應
の
)
決
ま
り
は
あ
っ
た
の
だ(
121
)
︒
そ
の
考
え
が
分
か
れ
ば
︑
 
夕
そ
れ
に
出
會

う

(ほ
ど
�
違
の
法
則
に
熟
¿
す
る(122
)

)
︒
そ
の
考
え
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
︑
(古
人

の
)
Æ
形
を
眞
似
し
て
も
︑
精
神
は
似
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
以
�
︑

私
は
﹁
和
州
故
給
事
成
性
志
傳
﹂
を
著
し
た
が
︑
性
は

(皇
�
へ
の
)
円
議
で

名
が
知
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ
で
彼
の
奏
議
を

(傳
に
)
J
錄
し
た(
123
)
︒
し
か
し
な

が
ら
性
は
若
く
し
て
世
の
亂
れ
に
よ
る
憂
い
に
n
り
合
い(
124
)
︑
家
を
舉
げ
て
危
Ø

を
�
け
︑
祖
先
へ
の
x
悼

(
の
念
)
は
︑
(詩
�
の
)
字
句
ご
と
に
表
れ
て
い
る
︒

け
れ
ど
も
﹁
猛
省


﹂
は
と
り
わ
け
痛
切
で
︑
(讀
者
を
)
孝
に
�
け
る
か
ら
︑

そ
れ
で
F
段
に
そ
の
�
を
�
て
收
め
た(
125
)
︒
彼
の
鄕
里
で
名
を
知
ら
れ
た
士
人
が

私
の
�
違
を
褒
め
て
﹁
�
に
こ
の
よ
う
な
上
奏
�
を
載
せ
︑
も
し
﹁
猛
省


﹂

が
無
い
と
︑
�
を
動
か
す
の
に
譬
え
れ
ば
︑
�
首
が
重
く
�
尾
が
輕
い
こ
と
に

な
り
ま
す(
126
)
︒
今
こ
れ
で

(
傳
を
)
閲
め
括
ら
れ
た
の
は(
127
)
︑
上
手
い
@
想
と
い
え

ま
す(
128
)
﹂
と
言
っ
た
︒
私
は
ふ
ざ
け
て
﹁
も
し
成
君
に
元
來
こ
の
作
品
が
無
け
れ

ば
︑
こ
の
�
は
と
う
と
う
Å
ま
な
か
っ
た
の
で
す
か
﹂
と
¯
ね
た
︒
そ
も
そ
も

塾
の
敎
師
は
四
書
の
�
違
の
解
釋
を
õ
じ(
129
)
︑
こ
れ
を
時
�
と
い
う
が(
130
)
︑
(そ
こ
に

は
)
必
ず
格
式
に
C
う
規
範
が
あ
る
も
の
の
︑
規
範
を
據
り
R
も
無
く
語
る
こ

と
は
難
し
い
か
ら
︑
し
ば
し
ば
譬
え
を
用
い
て
そ
れ
を
初
學
者
に
敎
え
る(
131
)
︒
家

屋
に
擬
え
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
閒
架(
132
)
・
結
@(
133
)
が
あ
り
︑
身
體
に
擬
え
れ
ば
︑
い
わ

ゆ
る
眉
目(
134
)
・
筋
k(
135
)
が
あ
り
︑
繪
畫
に
擬
え
れ
ば
︑
い
わ
ゆ
る
點
睛(
136
)
・
添
毫(
137
)
が
あ

り
︑
地
相
に
擬
え
れ
ば(
138
)
︑
い
わ
ゆ
る
來
龍
・
結
穴
が
あ
る(
139
)
︒
場
合
に
應
じ
て

(身
�
な
)
譬
え
を
用
い
る
︒
し
か
し
な
が
ら
學
び
始
め
の
者
に
法
則
を
敎
え
る

に
は
︑
や
は
り
自
ず
と
そ
う
せ
ざ
る
を
得
ず
︑
(こ
れ
を
)
咎
め
る
に
は
s
ば
な

い
の
で
あ
る
︒
た
だ
時
�
の
根
深
い
n
慣
は
︑
深
く
體
に
染
み
$
み(
140
)
︑
あ
ら
ゆ

る
古
籍
・
古
�
に
分
け
入
る
に
も
︑
い
ず
れ
も
時
�
の
見
方
を
も
っ
て
し(
141
)
︑
と

も
す
れ
ば
無
知
な
者
に
向
け
た
塾
の
敎
師
の
言
說
を
持
し
て
︑
將
棋
盤
に
碁
石

を
置
く
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て(
142
)
︑
必
ず
"
外
れ
に
な
る
︒
そ
れ
を
井
戶
の
底
か

ら
見
る
星
と
い
う
が(
143
)
︑
こ
れ
ま
た
�
人
の
�
,
で
あ
る
︒

十
曰
︐
時
�
可
以
t
o
︐
古
�
經
世
之
業
︐
不
可
以
t
o
也
︒
�
人
業
t

o
之
︐
則
亦
就
�
論
�
可
耳
︒
但
t
o
之
人
︐
多
非
深
知
古
�
之
人
︒
夫
古
人

之
書
︐
今
不
盡
傳
︐
其
�
見
於
�
傳
︐
t
o
之
家
︐
多
從
�
傳
采
錄
︒
而
�
傳

之
例
︐
§
§
盈
k
原
�
︐
以
就
隱
︹
一
︺

括
︐
故
於
�
體
R
具
︐
不
盡
�
也
︒
t
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o
之
家
︐
不
察
其
故
︐
悞
︹
二
︺

謂
原
�
如
是
︐
印
從
而
爲
之
辭
焉
︒
於
引
端
不

具
︐
而
截
中
徑
c
者
︐
詡
謂
︹
三
︺

發
軔
之
離
奇
；
於
刊
�
餘
�
︐
而
遽
入
正
傳

者
︐
詫
爲


F
之
嶃
峭
︒
於
︹
四
︺

是
好
奇
而
寡
識
者
︐
轉
相
歎
︹
五
︺

賞
︐
刻
)

x
摹
︐
殆
如
左
氏
R
云
：
｢非
子
之
求
︐
而
蒲
之
愛
︹
六
︺

矣
︒﹂
V
M
中
葉
以
來
︐

一
種
︹
七
︺

不
*
不
理
︐
自
命
爲
古
�
者
︐
c
不
知
R
自
來
︐
收
不
知
R
自
§
︐

專
以
此
等
出
人
思
議
︐
誇
爲
奇
特
︐
於
是
坦
蕩
之
塗
︹
八
︺

︐
生
荊
棘
矣
︒
夫
�

違
變
¶
侔
於
鬼
神
︐
斗
然
而
來
︐
戛
然
而
止
︐
何
嘗
無
此
景
︹
九
︺

象
︐
何
嘗
不

爲
奇
特
︒
但
如
山
之
岩
︹
十
︺

峭
︐
水
之
波
瀾
︹
十
一
︺

︐
氣
積
勢
盛
︐
發
於
自
然
；

必
欲
作
而
致
之
︐
無
是
理
矣
︒
�
人
好
奇
︐
易
於
�
惑
︐
是
之
謂
悞
學
邯
鄲
︐

印
�
人
之
�
,
也
︒

〔一
︺﹁
隱
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
櫽
﹂︒

〔二
︺﹁
悞
﹂
︐
何
氏
鈔
本
︑
寶
墨
齋
本
︑
劉
刻
違
氏
�
書
本
作
﹁
P
﹂
︐
下
同
︒

〔三
︺﹁
謂
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
爲
﹂︒

〔四
︺﹁
於
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
如
﹂︒

〔五
︺﹁
歎
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
嘆
﹂︒

〔六
︺
｢愛
﹂
︐
底
本
︑
粤
�
堂
叢
書
本
︑
三
味
堂
本
︑
劉
刻
違
氏
�
書
本
作
﹁
覓
﹂︒

據
︽
春
秋
左
氏
傳
︾︑
何
氏
鈔
本
︑
寶
墨
齋
本
改
︒

〔七
︺
何
氏
鈔
本
無
﹁
一
種
﹂
二
字
︒

〔八
︺﹁
塗
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
p
﹂︒

〔九
︺﹁
景
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
)
﹂︒

〔十
︺﹁
岩
﹂
︐
劉
刻
違
氏
�
書
本
作
﹁
巖
﹂
︐
三
味
堂
本
作
﹁
嵒
﹂︒

〔十
一
︺﹁
瀾
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
潮
﹂
︐
傍
書
﹁
瀾
﹂︒

第
十
︒
時
�
は
批
t
・
o
錄
で
き
る
が
︑
古
�
は
世
の
中
を
治
め
る
仕
事
だ

か
ら(
144
)
︑
批
t
・
o
錄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る(
145
)
︒
先
人
は
旣
に
こ
れ
を

批
t
・
o
錄
し
て
い
る
が
︑
や
は
り
�
か
ら
�
を
論
じ
る
な
ら
ば
そ
れ
は
よ
い(
146
)
︒

し
か
し

(
�
違
を
)
批
t
・
o
錄
す
る
者
は
︑
多
く
が
古
�
を
よ
く
知
る
者
で

は
な
い(
147
)
︒
い
っ
た
い
古
人
の
書
物
は
︑
い
ま
�
て
は
傳
わ
ら
ず
︑
そ
の
�
違
が

�
傳
に
見
え
る
と
︑
批
t
・
o
錄
す
る
者
は
︑
多
く
が
�
傳
か
ら
J
錄
す
る
︒

け
れ
ど
も
�
傳
の
n
わ
し
で
は
︑
し
ば
し
ば
原
�
を
k
略
し
て
︑
筋
が
�
る
よ

う
に
す
る
か
ら(
148
)
︑
そ
れ
で
形
と
し
て
そ
の
�
違
は
︑
完
�
と
い
う
わ
け
で
は
な

い
の
で
あ
る(
149
)
︒
批
t
・
o
錄
す
る
者
は
︑
そ
の
い
き
さ
つ
を
知
ら
ず
︑
P
っ
て

原
�
が
こ
う
だ
と
思
い
︑
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の

(
�
提
で
)
理
屈
を
付
け

る(
150
)
︒
(
k
略
さ
れ
)
冒
頭
が
具
わ
ら
ず(
151
)
︑
p
中
か
ら
Ð
に
始
ま
る
も
の
を
︑
大
仰

に
竝
々
な
ら
な
い
c
筆
だ
と
言
い(
152
)
︑
�
除
を
經
て
殘
っ
た
�
違
が
︑
慌
た
だ
し

く
本
筋
の
敍
営
に
入
る
も
の
を
︑
得
)
氣
に
Ð
峻
な
結
末
だ
と
す
る(
153
)
︒
そ
れ
で

變
わ
っ
た
こ
と
を
喜
び
見
識
の
乏
し
い
者
ら
が
︑
(中
p
q
端
な
�
違
を
)
互
い

に
褒
め
稱
え
合
っ
て
︑
模
倣
に
專
心
す
る
が
︑
(こ
れ
は
)
ほ
と
ん
ど
﹃
左
氏

傳
﹄
に
い
う
﹁
息
子
を
求
め
ず
︑
(
息
子
を
取
り
戾
す
た
め
の
戰
い
で
用
い
る
矢
の

材
料
と
な
る
)
カ
ワ
ヤ
ナ
ギ
を
惜
し
む
﹂
よ
う
な

(見
當
È
い
と
い
う
)
も
の
だ(
154
)
︒

M
代
の
中
頃
以
影(
155
)
︑
*
理
に
則
ら
ず(
156
)
︑
古
�
の
書
き
手
を
自
任
す
る
一
類
の
者

が
お
り(
157
)
︑
(人
々
に
は
彼
ら
が
)
ど
こ
か
ら
筆
を
c
こ
す
の
か
分
か
ら
ず
︑
ど
こ

ま
で
行
っ
て
筆
を
擱
く
の
か
分
か
ら
な
い
の
だ
が
︑
ひ
た
す
ら
こ
れ
ら
人
の
)

表
を
突
く
こ
と
を
︑
類
い
な
く
珍
し
い
と
誇
る
か
ら
︑
そ
れ
で
廣
く
¬
ら
な

(
�
違
の
)
�
に
︑
い
ば
ら
が
生
え
て
し
ま
っ
た(
158
)
︒
い
っ
た
い

(一


の
)
�
違

の

(
�
後
に
お
け
る
)
變
¶
は

(測
り
難
い
)
鬼
神

(の
働
き
)
に
等
し
く(
159
)
︑
Ð
に

や
っ
て
來
て
︑
俄
か
に
止
ま
る
か
ら(
160
)
︑
(古
�
の
書
き
手
を
自
任
す
る
者
と
關
わ
り

な
く
)
ど
う
し
て
今
ま
で

(
�
違
に
)
こ
の

(變
¶
に
富
む
)
V
り
樣
が
無
か
っ

た
だ
ろ
う
か
︑
ど
う
し
て
今
ま
で

(の
�
違
が
)
類
な
く
珍
し
い
も
の
と
い
う

こ
と
が
無
か
っ
た
ろ
う
か
︒
し
か
し
險
し
く
高
い
山
︑
波
立
つ
水
は(
161
)
︑
氣
が
積

も
っ
て
勢
が
盛
ん
と
な
り
︑
自
ず
と
生
じ
た
も
の
だ
が
︑
も
し

(人
が
)
こ
れ
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五譯�
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ら
を
K
り
上
げ
よ
う
と
し
て
も
︑
そ
ん
な
道
理
は
な
い(
162
)
︒
�
人
は
變
わ
っ
た
こ

と
を
喜
ぶ
の
で(
163
)
︑
惑
わ
さ
れ
や
す
く
︑
そ
れ
を
P
っ
て
邯
鄲

(の
步
き
方
)
を

學
ぶ
と
い
う
が(
164
)
︑
こ
れ
ま
た
�
人
の
�
,
で
あ
る
︒

(1
)

そ
れ
ぞ
れ
本
書
に
見
え
る
が
︑﹁
俗
忌
﹂
は
﹁
砭
俗
﹂
の
原
名
で
あ
ろ

う

(
¦
千
帆
﹃
�
論
十
箋
﹄・
葉
瑛
)
︒﹁
古
�
辭
﹂
に
つ
い
て
︑
本
書

內


で
は
他
に
卷
三
﹁
書
朱
陸


後
﹂︑
卷
五
﹁
古
�
公
式
﹂
で

言
s
さ
れ
て
い
る
︒

(2
)

原
�
﹁
古
人
大
體
﹂
は
︑
本
書
內


卷
三
﹁
�
德
﹂︑﹁
書
朱
陸


後
﹂︑

卷
四
﹁
質
性
﹂︑
卷
五
﹁
.
學


書
後
﹂
に
見
え
る
︒﹁
書
朱
陸



後
﹂
�

(1
)
參
照
︒

(3
)

原
�
﹁
胸
中
是
非
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
天
地
﹁
德
人
者
︐
居
無
思
︐
行
無

慮
︐
不
藏
是
非
美
惡
﹂
の
郭
象
�
に
﹁
無
是﹅

非﹅

於
胸﹅

中﹅

︐
而
任
之

天
下
﹂
と
あ
る
︒

(4
)

原
�
﹁
論
ª
﹂
は
︑﹃
�
記
﹄
五
�
本
紀
に
﹁
余
幷
論﹅

ª﹅

︐
擇
其
言
尤

�
者
︐
故
著
爲
本
紀
書
首
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒
孝
武
本

紀
︑
三
代
世
表
︑
封
禪
書
︑
三
王
世
家
︑
儒
林
列
傳
︑
太
�
公
自

序
に
も
見
え
る
︒

(5
)

原
�
﹁
介
帶

(芥
蔕
)
﹂
は
︑
應
劭
﹃
風
俗
�
義
﹄
恠
怪
神
第
九
に
﹁
人

用
物
精
多
︐
V
生
之
�
靈
者
也
︐
何
不
芥﹅

蔕﹅

於
其
胸
腹
︐
而
割
裂

之
哉
﹂
と
あ
る
が
︑
王
利
器
校
�
は
蔕
芥
に
作
る
べ
き
と
す
る
︒

司
馬
相
如
﹁
子
虛
賦
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
七
)
に
﹁
吞
若
雲
夢
者
八
九
︐

於
其
胸
中
曾
不
蔕﹅

芥﹅

﹂
と
あ
る
︒
翟
灝
﹃
�
俗
>
﹄
草
木
に
﹁
今

人
每
顛
倒
言
之
曰
﹃
芥﹅

蔕﹅

﹄
︐
乃
自
宋
人
詩
始
﹂
と
も
言
う
︒

(6
)

原
�
﹁
冰
�
肌
膚
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
逍
遙
游
に
﹁
藐
姑
射
之
山
︐
V
神

人
居
焉
︐
肌﹅

膚﹅

若
冰﹅

�﹅

︐
淖
á
若
處
子
︐
不
食
五
穀
︐
¥
風
飮

露
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒﹁
瘡
痏
﹂
は
︑
焦
贛
﹃
易
林
﹄
噬

嗑
之
益
に
﹁
斧
斤
R
斫
︐
瘡﹅

痏﹅

不
息
﹂
と
あ
る
︒

(7
)

原
�
﹁
痕
瘢
﹂
は
︑﹃
魏
書
﹄
西
域
傳
に
﹁
幷
�
幻
人
︐
稱
能
割
人
喉

脉
令
斷
︐
擊
人
頭
令
骨
陷
︐
皆
血
出
或
數
升
或
盈
斗
︐
以
草
藥
內

其
口
中
︐
令
嚼
咽
之
︐
須
臾
血
止
︐
養
瘡
一
�
復
常
︐
印
無
痕﹅

瘢﹅

﹂
と
あ
る
︒

(8
)

原
�
﹁
據
事
直
書
﹂
は
︑
本
書
卷
四
﹁
繁
稱
﹂
�

(7
)
を
參
照
︒

(9
)

原
�
﹁
雕
Ë
﹂
は
︑
劉
勰
﹃
�
心
雕
龍
﹄
檄
移
に
﹁
�
不
雕﹅

Ë﹅

︐
而
辭

切
事
M
﹂︑
劉
知
�
﹃
�
�
﹄
惑
經
に
﹁
諸
如
此
句
︐
多
是
古
�

�
�
︐
則
知
夫
子
之
R
修
者
︐
但
因
其
成
事
︐
就
加
雕﹅

Ë﹅

︐
仍
舊

而
已
﹂
と
あ
る
︒

(10
)

原
�
﹁
剜
肉
爲
瘡
﹂
は
︑
釋
惠
然
﹃
鎭
州
臨
濟
o
照
禪
師
語
錄
﹄
に

﹁
到
鳳
林
︐
林
問
：
V
事
相
借
問
︐
得
麽
︒
師
云
：
何
得
剜﹅

肉﹅

作

瘡﹅

︒
林
云
：
海
�
澄
無
影
︐
游
魚
獨
自
§
︒
師
云
：
海
�
旣
無
影
︐

游
魚
何
得
§
﹂
と
︑
陳
淵
﹁
和
羅
仲
素
寄
子
靜
長


﹂
(﹃
默
堂
先

生
�
集
﹄
卷
五
)
に
﹁
分
將
肌
肉﹅

剜﹅

爲﹅

瘡﹅

︐
 
說
�
心
乃
¬
常
︒

︹
剜
肉
爲
瘡
︐
¬
常
心
︐
是
�
禪
家
語
也
︺﹂︑
王
守
仁
﹃
傳
n
錄
﹄

下
卷
に
﹁
欲
於
靜
坐
時
︐
將
好
名
好
貨
等
根
︐
¨
一
搜
¯
Þ
除
廓

淸
︐
恐
是
剜﹅

肉﹅

做
瘡﹅

否
﹂
と
︑
胡
渭
﹃
大
學
h
眞
﹄
卷
三
に
﹁
馮

氏
柯
曰
⁝
⁝
以
傳
鯵
之
錯
︐
Z
割
不
錯
之
經
�
以
補
之
︐
則
欲
補

其
瘡
而
先
剜
其
肉
︐
以
爲
瘡
矣
︐
尤
非
也
︒
按
︐
馮
氏
剜﹅

肉﹅

爲﹅

瘡﹅

之
©
︐
切
中
諸
君
子
之
病
﹂
と
あ
る
︒
馮
柯
は
M
代
の
朱
子
學
者
︒

(11
)

原
�
﹁︽
春
秋
︾
書
內
不
諱
小
惡
﹂
は
︑﹃
春
秋
公
羊
傳
﹄
隱
公
十
年
に

﹁
內
大
惡
諱
︐
此
其
言
甚
之
何
︒﹃
春
秋
﹄
錄
內
而
略
外
︐
於
外
大

惡
書
︐
小
惡
不
書
；
於
內
大
惡
諱
︐
小
惡
書
﹂︑
�
に
﹁
M
取
邑

爲
小
惡
︐
一
�
再
取
︐
小
惡
中
甚
者
耳
︐
故
書
也
︒
於
內
大
惡
諱
︐

東 方 學 報
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於
外
大
惡
書
者
︐
M
王
者
c
當
先
自
正
︐
內
無
大
惡
︐
然
後
乃
可

治
諸
夏
大
惡
︐
因
見
臣
子
之
義
︐
當
先
爲
君
父
諱
大
惡
也
︒
內
小

惡
書
︐
外
小
惡
不
書
者
︐
內
V
小
惡
︐
C
可
治
諸
夏
大
惡
︐
未
可

治
諸
夏
小
惡
︐
M
當
先
自
正
然
後
正
人
︒
小﹅

惡﹅

不﹅

諱﹅

者
︐
罪
ð
恥

輕
︒
敗
宋
師
日
者
︐
見
結
日
ç
戰
也
︒
不
言
戰
者
︐
託
王
於
魯
︐

故
不
以
敵
辭
言
之
︐
R
以
彊
王
義
也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(12
)

原
�
﹁
欲
表
松
柏
之
貞
︐
必
M
霜
�
之
厲
﹂
は
︑﹃
易
經
﹄
訟
に
﹁
六

三
︐
食
舊
德
︐
貞﹅

厲﹅

︐
F
吉
﹂︑
駅
に
﹁
貞
︐
正
也
；
厲
︐
危
也
︒

居
爭
訟
之
時
︐
處
兩
剛
之
閒
︐
故
須
貞
正
自
危
厲
︐
故
曰
貞
厲
﹂

と
あ
る
︒

(13
)

原
�
﹁
理
勢
﹂
は
︑
本
書
卷
一
﹁
易
敎
上
﹂
�

(23
)
參
照
︒

(14
)

原
�
﹁
懷
慚
﹂
は
︑
朱
�
﹁
爲
幽
州
牧
與
彭
寵
書
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
四
十

一
)
に
﹁
§
時
遼
東
V
豕
︐
生
子
白
頭
︐
衣
而
獻
之
︒
行
至
河
東

見
羣
豕
皆
白
︐
懷﹅

慙﹅

而
ñ
若
︒
以
子
之
功
論
於
 
廷
︐
則
爲
遼
東

豕
也
﹂
と
あ
る
︒

(15
)

本
書
卷
四
﹁
俗
�
﹂
で
︑
�
忌
が
多
い
た
め
に
世
事
に
關
わ
る
�
違
は

難
し
い
︑
と
営
べ
て
い
た
の
を
參
照

(
內


四
譯
�
︑
二
三
一
～
二

三
二
頁
)
︒

(16
)

原
�
﹁
權
衡
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
深
衣
に
﹁
規
矩
取
其
無
私
︐
繩
取
其
直
︐

權﹅

衡﹅

取
其
¬
﹂
と
あ
る
︒

(17
)

原
�
﹁
兩
無
R
處
﹂
は
︑﹃
論
衡
﹄
ð
葬
に
﹁
以
爲
死
人
V
知
︐
與
生

人
無
以
衣
︐
孔
子
非
之
︐
而
亦
無
以
定
實
然
︒
而
陸
賈
之
論
︐
兩﹅

無﹅

R﹅

處﹅

﹂
と
あ
る
︒

(18
)

原
�
﹁
媒
氏
禁
嫁
殤
﹂
は
︑﹃
周
禮
﹄
地
官
・
媒
氏
に
﹁
禁
�
葬
者
與

嫁
殤
者
﹂
と
あ
り
︑
½
玄
�
に
﹁
殤
︐
十
九
以
下
未
嫁
而
死
者
︒

生
不
以
禮
相
接
︐
死
而
合
之
︐
是
亦
亂
人
倫
者
也
︒
½
司
農
云
︐

嫁
殤
者
謂
嫁
死
人
也
︐
今
時
娶
會
是
也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦

千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(19
)

『禮
記
﹄
曾
子
問
に
﹁
曾
子
問
曰
：
｢昏
禮
旣
�
ª
︐
V
吉
日
︐
女
之
父

母
死
︐
則
如
之
何
﹂︒
孔
子
曰
：
｢壻
y
人
弔
︒
如
壻
之
父
母
死
︐

則
女
之
家
亦
y
人
弔
︒
父
喪
稱
父
︐
母
喪
稱
母
︒
父
母
不
在
︐
則

稱
伯
父
世
母
︒
壻
︐
已
葬
︐
壻
之
伯
父
致
命
女
氏
曰
：
『某
之
子

V
父
母
之
喪
︐
不
得
嗣
爲
兄
弟
︐
y
某
致
命
﹄︒
女
氏
許
諾
︐
而

弗
敢
嫁
︐
禮
也
︒
壻
︐
免
喪
︐
女
之
父
母
y
人
R
︐
壻
弗
取
︐
而

後
嫁
之
︐
禮
也
︒
女
之
父
母
死
︐
壻
亦
如
之
﹂
と
あ
り
︑
½
玄
�

に
﹁
必
致
命
者
︐
不
敢
以
纍
年
之
喪
y
人
失
嘉
會
之
時
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(20
)

『大
淸
律
例
﹄
卷
十
﹁
出
妻
﹂
に
﹁
=
á
已
至
︐
五
年
無
�
不
娶
︐
s

夫
V
z
三
年
不
ñ
者
︐
竝
聽
經
官
吿
給
執
照
︐
別
行
改
嫁
︐
亦
不

x
財
禮
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(21
)

原
�
﹁
一
步
一
趨
﹂
は
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
下
﹂
�

(
121
)
參
照
︒

(22
)

原
�
﹁
無
病
費
呻
吟
﹂
は
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
中
﹂
に
﹁
無﹅

病﹅

而
故
爲

呻﹅

吟﹅

﹂
と
あ
り

(
內


二
譯
�

(2
)︑
八
三
頁
)
︑﹃
莊
子
﹄
盜
跖
に

﹁
丘
R
謂
無﹅

病﹅

而
自
炙
也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒
辛
棄
疾
﹁
臨
江

仙
﹂
に
﹁
百
年
光
景
百
年
心
︐
{
歡
須
歎
息
︐
無﹅

病﹅

也
呻﹅

吟﹅

﹂
と

あ
る

(葉
瑛
)
︒

(23
)

原
�
﹁
臨
穴
﹂
は
︑
潘
嶽
﹁
楊
仲
武
誄
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
五
十
六
)
に
﹁
臨﹅

穴﹅

永
訣
︐
撫
櫬
盡
哀
﹂
と
あ
る
︒

(24
)

原
�
﹁
孤
露
﹂
は
︑
嵇
康
﹁
與
山
巨
源
絕
�
書
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
四
十
三
)

に
﹁
少
加
孤﹅

露﹅

︐
母
兄
見
驕
︐
不
涉
經
學
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒

(25
)

原
�
﹁
柳
州
之
幼
子
孤
露
︐
必
待
人
爲
經
理
者
﹂
は
︑
韓
¡
﹁
柳
子
厚

墓
誌
銘
﹂
(﹃
韓
昌
黎
集
﹄
卷
三
十
二
)
に
﹁
子
厚
V
子
男
二
人
︐
長

『���義』內
五譯�
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曰
周
六
︐
始
四
歲
；
季
曰
周
七
︐
子
厚
卒
乃
生
︒
女
子
二
人
︐
皆

幼
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(26
)

�
�
に
續
い
て
﹁
其
得
歸
葬
也
︐
費
皆
出﹅

觀﹅

察﹅

y﹅

河
東
裴﹅

君﹅

行﹅

立﹅

︒
行

立
V
k
槪
︐
重
然
諾
︐
與
子
厚
結
�
︐
子
厚
亦
爲
之
盡
︐
悦
賴
其

力
︒
葬
子
厚
於
萬
年
之
墓
者
︐
舅﹅

弟﹅

盧﹅

Ô﹅

︒
Ô
︐
溥
涿
人
︐
性
謹

愼
︐
學
問
不
厭
︒
自
子
厚
之
斥
︐
Ô
從
而
家
焉
︐
�
其
死
不
去
︒

旣﹅

§
葬﹅

子﹅

厚﹅

︐
印﹅

將﹅

經﹅

紀﹅

其﹅

家﹅

︐
庶
�
V
始
F
者
︒
銘
曰
：
是
惟

子
厚
之
室
︐
旣
固
旣
安
︐
以
利
其
嗣
人
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(27
)

原
�
﹁
�
*
﹂
は
︑
嘉
業
堂
本
の
本
書
卷
三
﹁
質
性
﹂
(大
梁
本
で
は
內



四
)
冒
頭
に
﹁
�
人
尙
論
*﹅

�﹅

相
生
︐
由
是
論
家
喜
論
�﹅

*﹅

︐

不
知
�
性
實
爲
元
宰
︒
離
性
言
*
︐
珠
z
櫝
在
︒
X
︽
質
性
︾



﹂︑
兩
本
﹁
質
性
﹂
末
尾
に
﹁
族
子
廷
楓
曰
：
『論
�
才
�
學
而

不
論
�
德
︐
論
�﹅

*﹅

�
心
而
不
論
�
性
︐
�
人
自
V
缺
義
︒
此
與

︽
�
德
︾


︐
俱
足
發
�
人
之
|
﹄﹂︑
本
卷
﹁
.
學
﹂
(自
�
)
に

﹁
作
爲
擬
託
︐
�﹅

*﹅

自
深
﹂
(三
三
八
頁
)
︑
嘉
業
堂
本
の
本
書
內



六
﹁
雜
說
﹂
に
﹁
�
以
氣
行
︐
亦
以
*
至
︒
人
之
於
�
︐
§
§
理

M
事
白
︐
於
爲
�
之
初
指
︐
亦
若
可
無
憾
矣
︒
而
人
見
之
者
︐
以

謂
其
理
其
事
︐
不
�
如
是
︐
雖
不
爲
�
可
也
︒
此
非
事
理
本
無
可

取
︐
亦
非
作
者
之
�
︐
不
如
其
事
其
理
︐
�﹅

之
*﹅

未
至
也
︒
今
人

P
解
辭
¿
之
旨
者
︐
以
謂
�
取
理
M
而
事
白
︒
其
他
印
何
求
焉
︒

不
知
�﹅

*﹅

未
至
︐
卽
其
理
其
事
之
*
亦
未
至
也
﹂
と
あ
る
︒﹃
淮

南
子
﹄
繆
稱
訓
に
﹁
�
者
R
以
接
物
也
︒
惟
繫
於
中
而
欲
發
外
者

也
︒
以
�
滅
*
︐
則
失
*
︒
以
*
滅
�
︐
則
失
�
︒
�﹅

*﹅

理
�
︐

則
鳳
麟
極
矣
﹂
と
あ
る
︒
�
ò
か
ら
は
︑﹁
�
*
﹂
の
P
字
と
も

考
え
得
る
か
︒

(28
)

原
�
﹁
�
趾
C
屨
﹂
は
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
中
﹂
に
﹁
後
人
�﹅

趾﹅

以
C﹅

屨
﹂
(
內


一
譯
�
︑
一
八
〇
頁
)
と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒﹃
三
國
志
﹄

魏
書
三
︑
M
�
紀
に
引
く
﹃
魏
略
﹄
に
﹁
亮
反
裘
Ý
薪
︐
裏
盡
毛

殫
︐
刖
趾﹅

C﹅

屨﹅

︐
刻
肌
傷
骨
︐
反
{
稱
說
︐
自
以
爲
能
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒﹃
淮
南
子
﹄
說
林
訓
に
﹁
夫
R
以
養
而
Ø
R
養
︐

譬
 
�﹅

足
而
C﹅

履﹅

︐
殺
頭
而
I
冠
﹂
と
あ
る
︒

(29
)

原
�
﹁
仁
智
爲
�
夫
子
不
敢
自
居
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
営
而
に
﹁
若
�﹅

與

仁﹅

︐
則
吾
豈
敢
﹂
と
あ
り
︑﹃
孟
子
﹄
公
孫
丑
上
に
﹁
昔
者
子
貢

問
於
孔
子
曰
：
『夫
子
�﹅

矣
乎
﹄︒
孔
子
曰
：
『
�﹅

則
吾
不
能
︐
我

學
不
厭
而
敎
不
倦
也
﹄︒
子
貢
曰
：
『學
不
厭
︐
智
也
；
敎
不
倦
︐

仁﹅

也
︒
仁﹅

且
智﹅

︐
夫
子
旣
�﹅

矣
﹄︒
夫
�﹅

︐
孔
子
不﹅

居﹅

﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(30
)

原
�
﹁
瑚
璉
名
器
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
公
冶
長
に
﹁
子
貢
問
曰
：
『賜
也
何

如
﹄︒
子
曰
：
『女
器﹅

也
﹄︒
曰
：
『何
器﹅

也
﹄︒
曰
：
『瑚﹅

璉﹅

也
﹄﹂

と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(31
)

原
�
﹁
品
題
﹂
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
許
劭
傳
に
﹁
劭
與
靖
俱
V
高
名
︐
好

共
覈
論
鄉
黨
人
物
︐
每
�
輒
{
其
品﹅

題﹅

︐
故
汝
南
俗
V
�
旦
t

焉
﹂
と
あ
る

(
葉
瑛
)
︒

(32
)

原
�
﹁
高
自
標
榜
﹂
は
︑﹃
晉
書
﹄
劉
惔
傳
に
﹁
桓
溫
嘗
問
惔
：
會
稽

王
談
{
Å
¡
︒
惔
曰
：
極
Å
︐
然
故
第
二
液
耳
︒
溫
曰
：
第
一
復

誰
︒
曰
：
故
在
我
輩
︒
其
高﹅

自﹅

標﹅

置
如
此
﹂
と
あ
る
︒
陳
東
﹁
登

聞
檢
院
上
欽
宗
皇
�
書
﹂
(﹃
少
陽
集
﹄
卷
一
)
に
﹁
外
示
恭
謹
︐
中

存
險
詐
︐
假
忠
行
佞
︐
藉
賢
濟
奸
︐
盜
我
儒
名
︐
高﹅

自﹅

標﹅

榜﹅

︐
妄

立
名
號
︐
衆
稱
隱
相
︐
欲
攬
國
家
之
柄
盡
歸
諸
己
︐
欲
y
天
下
士

大
夫
盡
出
其
門
﹂
と
あ
る
︒

(33
)

原
�
﹁
題
品
﹂
は
︑﹃
世
說
怨
語
﹄
政
事
﹁
若
得
門
庭
長
如
郭
林
宗
者
︐

當
如
R
白
﹂
の
劉
孝
標
�
に
引
く
﹃
郭
泰
別
傳
﹄
に
﹁
泰
字
林
宗
︐
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V
人
倫
鑒
識
︒
題﹅

品﹅

海
內
之
士
︐
或
在
幼
越
︐
或
在
里
肆
︐
後
皆

成
英
彥
六
十
餘
人
﹂
と
あ
る
︒

(34
)

原
�
﹁
顏
頰
不
復
知
忸
怩
﹂
は
︑﹃
尙
書
﹄
五
子
之
歌
に
﹁
郁
陶
乎
豫

心
︐
顏﹅

厚
V
忸﹅

怩﹅

﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(35
)

原
�
﹁
高
山
景
仰
﹂
は
︑﹃
詩
﹄
小
�
﹁
車
舝
﹂
に
﹁
高﹅

山﹅

仰﹅

止
︐
景﹅

行
行
止
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(36
)

原
�
﹁
私
署
頭
銜
﹂
は
︑
違
と
同
時
代
の
詩
で
あ
る
が
︑
胡
承
珙
﹁
將

至
南
康
柬
½
夢
白
祖
掩
M
府
同
年
﹂
に
﹁
私﹅

署﹅

頭﹅

衘﹅

君
莫
怪
︐
江

州
提
舉
太
¬
宮
﹂
と
あ
る
︒
關
聯
し
て
︑
淸
代
の
詩
に
し
ば
し
ば

見
ら
れ
る
表
現
と
し
て
﹁
自
署
頭
銜
﹂
が
あ
る

(﹁
Ý
暄
獨
愛
蒲
墩


︐
自
署
頭
銜
鯵
靜
&
﹂︑
高
士
奇
﹁
鯵
靜
齋
冬
日
五
首
﹂﹃
高
士
奇
集
﹄

獨
旦
集
卷
六
︑
等
)
︒

(37
)

原
�
﹁
物
以
少
爲
貴
﹂
は
︑﹃
U
朴
子
﹄
內


︑
M
本
に
﹁
然
物﹅

以﹅

少﹅

者
爲﹅

貴﹅

︐
多
者
爲
賤
︐
至
於
人
事
︐
豈
獨
不
然
﹂
と
あ
る
︒

(38
)

原
�
﹁
典
午
﹂
は
︑﹃
三
國
志
﹄
蜀
志
︑
譙
周
傳
に
﹁
周
語
ª
︐
因
書

版
示
立
曰
：
『典﹅

午﹅

忽
兮
︐
�
酉
沒
兮
﹄︒
典
午
者
︐
謂
司
馬
也
；

�
酉
者
︐
謂
八
�
也
︒
至
八
�
而
�
王
果
®
﹂
と
あ
る

(葉
長

靑
・
葉
瑛
)
︒

(39
)

原
�
﹁
�
人
譏
︽
晉
書
︾
列
傳
同
於
小
說
﹂
に
つ
い
て
は
︑
劉
知
�

﹃
�
�
﹄
J
X
に
﹁
晉
世
雜
書
︐
諒
非
一
族
︐
若
︽
語
林
︾︑︽
世

說
︾︑︽
幽
M
錄
︾︑︽
搜
神
記
︾
之
徒
︐
其
R
載
或
恢
諧
小
辯
︐
或

神
鬼
怪
物
︒
其
事
非
�
︐
揚
雄
R
不
觀
；
其
言
亂
神
︐
宣
尼
R
不

語
︒
皇
 
怨
X
︽
晉
�
︾
︐
多
J
以
爲
書
︒
夫
以
干
︑
鄧
之
R
糞

除
︐
王
︑
2
之
R
糠
秕
︐
持
爲
逸
�
︐
用
補
�
傳
︐
此
何
衣
魏
 

之
X
︽
皇
覽
︾
︐
梁
世
之
修
︽
徧
略
︾
︐
務
多
爲
美
︐
聚
\
爲
功
︐

雖
取
說
於
小
人
︐
F
見
嗤
於
君
子
矣
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千

帆
・
葉
瑛
)
︒

(40
)

原
�
﹁
强
項
﹂
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
楊
震
傳
に
﹁
�
嘗
從
容
問
奇
曰
：
『
°

何
如
桓
�
﹄︒
對
曰
：
『陛
下
之
於
桓
�
︐
亦
 
2
舜
比
德
K
堯
﹄︒

�
不
悅
曰
：
『
卿
强﹅

項﹅

︐
眞
楊
震
子
孫
﹄﹂
と
あ
る
︒

(41
)

原
�
﹁
强
項
申
威
﹂
は
︑﹃
�
�
﹄
辨
職
に
﹁
可
以
養
拙
︐
可
以
藏
愚
︐

繡
衣
直
指
R
不
能
繩
︐
强﹅

項﹅

申﹅

威﹅

R
不
能
s
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒

(42
)

原
�
﹁
大
法
小
廉
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
禮
]
に
﹁
大﹅

臣
法﹅

︐
小﹅

臣
廉﹅

︐
官

職
相
序
︐
君
臣
相
正
︐
國
之
肥
也
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(43
)

原
�
﹁
革
面
﹂
は
︑﹃
易
﹄
革
卦
に
﹁
君
子
W
變
︐
小
人
革﹅

面﹅

﹂
と
あ

る

(葉
瑛
)
︒

(44
)

原
�
﹁
�
旣
成
家
﹂
は
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
下
﹂
に
﹁
�﹅

不
成﹅

家﹅

︐
而

事
�
皆
晦
︐
而
 
拘
守
成
法
︐
以
謂
其
書
固
祖
馬
而
宗
班
也
︐
�

學
之
失
傳
也
久
矣
﹂
(
內


一
譯
�
︑
一
八
七
頁
)
︑﹃
永
淸
縣
志
﹄

七
﹁
�
志
列
傳
﹂
(
劉
刻
違
氏
�
書
外


卷
十
二
)
に
﹁
書
旣﹅

成﹅

家﹅

︐

必
V
其
攻
n
︐
如
徐
廣
︑
崔
駰
之
�
馬
︐
伏
虔
︑
應
劭
之
釋
班
︐

是
也
﹂
と
あ
る
︒

(45
)

『
�
�
﹄
內


﹁
二
體
﹂
で
﹃
�
記
﹄﹃
漢
書
﹄
を
﹁
若
乃
同
爲
一
事
︐

分
在
數


︐
斷
續
相
離
︐
�
後
屢
出
︐
於
高
紀
則
云
語
在
項
傳
︐

於
項
傳
則
云
事
具
高
紀
︒
⁝
⁝
此
其
R
以
爲
短
也
﹂
と
t
す
る
が
︑

そ
れ
に
對
し
て
﹁
�


別
錄
例
議
﹂
(劉
刻
違
氏
�
書
本
外


一
)

に
﹁
紀
傳
之
書
︐
類
例
易
求
而
大
勢
難
貫
︐
劉
知
�
謂
一
事
分
書
︐

或
著
事
詳
某
傳
︐
或
標
互
見
某


︐
不
�
繁
瑣
︐
以
爲
,
也
︒
不

知
馬
︑
班
刱
例
︐
已
不
能
周
︐
後
�
相
沿
︐
皆
其
顯
而
易
見
者
耳
︒

倘
y
�
覈
�
書
︐
悉
用
其
例
︐
則
不
至
於
紀
傳
互
殊
︐
�
後
矛
盾
︐

如
校
勘
諸
家
R
糾
擧
者
矣
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒

(46
)

黃
淳
耀
﹁
�
記
t
論
・
吳
太
白
世
家
﹂
(﹃
陶
菴
�
集
﹄
卷
四
)
に
﹁︽
齊

『���義』內
五譯�
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世
家
︾
中
載
管
︑
晏
事
︐︽
吳
世
家
︾
中
載
子
胥
事
︐︽
越
世
家
︾

中
載
范
蠡
事
︐︽
½
世
家
︾
中
載
子
產
事
︐
蓋
皆
掇
其
大
者
︒
而

管
︑
晏
︑
子
胥
另
立
傳
︐
范
蠡
印
入
︽
貨
殖
傳
︾
︐
子
產
印
入

︽
循
�
傳
︾
︐
太
�
公
之
惓
惓
於
五
子
︐
至
矣
︒
獨
不
爲
季
札
地
乎
︐

豈
以
其
讓
國
大
k
已
見
吳
世
家
中
︐
欲
別
立
傳
︐
無
可
稱
営
乎
︒

愚
謂
管
︑
晏
事
功
旣
詳
見
︽
齊
世
家
︾
︐
而
本
傳
止
摘
其
一
二
逸

事
︐
如
札
讓
國
之
外
︐
豈
無
可
論
者
︐
卽
觀
樂
事
︐
已
足
別
立
一

傳
矣
︒
札
爲
�
人
R
許
︐
乃
不
得
與
管
︑
晏
比
︐
太
�
公
於
此
恐

失
大
書
特
書
之
義
也
﹂
と
い
う
︒

(47
)

『
�
�
﹄
內


﹁
列
傳
﹂
に
﹁
印
傳
之
爲
體
︐
大
抵
相
同
︐
而
営
者
多

方
︐
V
時
而
衣
︒
如
二
人
行
事
︐
首
尾
相
隨
︐
則
V
一
傳
ë
書
︐

®
括
令
盡
︒
若
陳﹅

餘﹅

︑
張﹅

耳﹅

合
體
成


︐
陳
�
︑
吳
廣
相
參
竝
錄

是
也
﹂
(
¦

千
帆
)
と
あ
る
︒
ま
た
本
書
卷
一
﹁
書
敎

下
﹂
に

﹁︽
張
耳
陳
餘
︾
︐
因
此
可
以
見
彼
耳
﹂
(葉
長
靑
)
と
あ
る

(
內


一

譯
�
︑
一
八
六
頁
)
︒

(48
)

原
�
﹁
命
)
V
殊
﹂
は
本
書
卷
一
﹁
詩
敎
下
﹂
に
﹁
夫
諸
子
專
家
之
書
︐

指
無
旁
s
︐
而


ª
 
不
可
强
繩
以
類
例
︐
況
�
集
R
裒
︐
體
製

非
一
︐
命﹅

)﹅

各
殊﹅

︐
不
深
求
其
)
指
之
R
出
︐
而
欲
强
以


題
形

貌
相
拘
哉
﹂
(
內


一
譯
�
︑
二
〇
八
頁
)
︑﹃
校
讎
�
義
﹄
卷
三

﹁
漢
志
諸
子
﹂
十
四
之
四
に
﹁
至
於
孟
︑
荀
︑
公
孫
固
︑
韓
非
諸

書
︐
命﹅

)﹅

各
殊﹅

︐
與
︽
春
秋
︾
之
部
︐
不
相
附
麗
﹂
と
あ
る
︒

(49
)

原
�
﹁
詳
略
之
體
﹂
は
﹃
册
府
元
龜
﹄
卷
五
百
六
十
二
︑
國
�
部
九
︑

非
才
に
﹁
夫
�
氏
之
職
︐
掌
四
方
之
志
︐
善
惡
不
隱
︐
言
動
必
書
︐

固
宜
妙
o
良
材
︐
圖
任
M
職
︐
廣
示
ê
勸
之
義
︐
備
C
詳﹅

略﹅

之﹅

體﹅

︐

成
大
典
於
一
代
︐
垂
信
辭
於
千
祀
﹂
と
あ
る
︒

(50
)

本
書
卷
一
﹁
詩
敎
上
﹂
に
﹁
經
學
不
專
家
︐
而
�
集
V
經
義
︐
�
學
不

專
家
︐
而
�﹅

集﹅

V
傳﹅

記﹅

︐
立
言
不
專
家
︹
卽
諸
子
書
也
︺
︐
而
�

集
V
論
辨
︒
後
世
之
�
集
︐
舍
經
義
與
傳
記
︐
論
辨
之
三
體
︐
其

餘
莫
非
辭
違
之
屬
也
﹂
(
內


一
譯
�
︑
一
九
七
頁
)
︑
本
書
卷
四

﹁
黠
陋
﹂
に
﹁
傳
記
之
�
︐
古
人
自
成
一
家
之
書
︐
不
以
入
集
；

後
人
散
著
以
入
集
︐
�
違
之
變
也
︒
旣
爲
集﹅

中﹅

之
傳﹅

記﹅

︐
卽
非
盈

営
專
家
之
書
矣
︒
⁝
⁝
�
學
廢
︐
而
�
集
入
傳
記
︐
若
K
宋
以
ñ
︐

韓
柳
誌
銘
︐
歐
曾
序
営
︐
皆
是
也
﹂
(
內


四
譯
�
︑
二
一
九
頁
)
︑

﹃
校
讎
�
義
﹄
外


﹁
論
修
�
籍
考
�
略
﹂
に
﹁
s
宋
︑
元
以
來
︐

�﹅

人
之
集﹅

︐
傳﹅

記﹅

漸
多
︐
�
學
�
才
︐
混
而
爲
一
﹂
と
あ
る
︒

(51
)

『校
讎
�
義
﹄
卷
一
﹁
互﹅

著﹅

﹂
三
之
五
に
﹁
班
︑
馬
列
傳
家
法
︐
人
事

V
兩
關
者
︐
則
詳
略
互
載
之
︒
如
子
貢
在
︽
仲
尼
弟
子
︾
爲
正
傳
︐

其
入
︽
貨
殖
︾
︐
則
互
見
也
︒︽
儒
林
傳
︾
之
董
仲
舒
︑
王
吉
︑
韋

賢
︐
旣
ª
於
經
師
之


︐
而
別
V
專
傳
︒
蓋
以
事
義
標


︐
人
名

離
合
其
閒
︐
取
其
發
M
而
已
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉

瑛
)
︒

(52
)

K
の
憲
宗
が
 
廷
に
¼
ら
う
淮
西
を
討
た
せ
た
後
︑
韓
¡
が
命
じ
ら
れ

て
そ
れ
を
記
念
し
た
﹁
¬
淮
西
碑
﹂
を
著
し
た
︒
だ
が
總
指
揮
を

執
っ
た
裴
度
の
功
績
を
强
>
し
つ
つ
︑
武
將
の
李
愬
に
よ
る
戰
功

の
²
い
が
小
さ
い
點
が
物
議
を
釀
し
︑
改
め
て
段
�
昌
が
碑
�
を

作
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
內


卷
四
﹁
俗
�
﹂
譯
�

(1
)︑
(2
)

參
照
︒
な
お
﹁
韓
碑
﹂
は
李
商
隱
が
淮
西
の
¬
定
や
碑
�
の
改
修

を
詠
い
︑
韓
¡
の
�
才
を
稱
え
た
詩

(﹃
李
商
隱
詩
集
﹄
卷
上
)
の

表
題
だ
が
︑
こ
こ
で
は
韓
¡
の
﹁
¬
淮
西
碑
﹂
を
指
す
︒

(53
)

韓
¡
が
﹁
¬
淮
西
碑
﹂
で
裴
度
の
功
績
を
重
ん
じ
た
こ
と
を
擁
護
す
る
︑

著
者
と
比
�
"
�
い
時
代
の
議
論
と
し
て
︑
例
え
ば
姚
範
﹁
韓
�

公
集
・
¬
淮
西
碑
﹂
(﹃
e
鶉
堂
筆
記
﹄
卷
四
十
二
)
に
﹁
按
自
元
和
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九
年
︐
用
兵
淮
蔡
︐
至
十
二
年
而
始
¬
︐
銘
s
之
︒
其
閒
命
將
出

師
︐
攻
城
影
卒
︐
俱
非
一
時
事
︐
亦
非
盡
命
裴
度
後
事
也
︒
而
序

皆
類
之
若
一
時
事
者
︐
蓋
序
R
以
聳
K
憲
奮
武
耆
功
︐
申
命
伐
³

之
威
︒
裴
度
以
宰
相
宣
慰
︐
君
臣
協
謀
︐
亦
應
特
書
︒
著
度
之
勳

而
�
威
益
隆
︐
此
︽
江
漢
︾︑︽
常
武
︾
之
義
也
︒
於
以
見
保
大
定

功
︐
綏
馭
震
疊
之
謨
︒
若
詳
著
入
蔡
禽
一
³
臣
︐
此
於
推
崇
K
宗

威
德
替
矣
︒
此
公
表
R
云
：
｢詩
書
之
�
︐
各
V
品
違
條
貫
﹂
者

也
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(54
)

例
え
ば
趙
令
畤
﹁
臨
江
軍
驛
舍
題
詩
﹂
(﹃
侯
�
錄
﹄
卷
二
)
に
引
く
北
宋

の
江
端
友

(字
は
子
我
)
の
詩
に
﹁
晉
公
功
業
冠
皇
K
︐
�
部
�

違
日
�
光
︒
千
載
斷
碑
人
膾
炙
︐
不
知
世
V
段
�
昌
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒﹁
晉
公
﹂
は
裴
度
︑﹁
�
部
﹂
は
韓
¡
を
指
す
︒

(55
)

原
�
﹁
ç
裨
﹂
は
﹃
漢
書
﹄
馮
奉
世
傳
に
﹁
於
是
^
奉
世
將
萬
二
千
人

騎
︐
以
將
屯
爲
名
︒
典
屬
國
任
立
︑
護
軍
都
尉
韓
昌
爲
ç﹅

裨﹅

︐
到

隴
西
︐
分
屯
三
處
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
・
葉
長
靑
)
︒

(56
)

原
�
﹁
表
阡
﹂
は
﹃
漢
書
﹄
é
俠
傳
・
原
涉
に
﹁
初
︐
武
�
時
︐
京
兆

尹
曹
氏
葬
茂
陵
︐
民
謂
其
�
爲
京
兆
仟
︒
涉
慕
之
︐
乃
買
地
開
�
︐

立
表﹅

署
曰
南
陽
仟
︐
人
不
肯
從
︐
謂
之
原
氏
仟
﹂︑
劉
禹
錫
﹁
祭

韓
�
部
�
﹂
(﹃
劉
夢
得
外
集
﹄
卷
十
)
に
﹁
公
鼎
侯
碑
︐
志
隧
表﹅

阡﹅

﹂
と
あ
る
︒

(57
)

淸
 
は
天
山
北
路
の
準
部

(準
噶
爾
︑
ジ
ュ
ン
ガ
ル
)
︑
天
山
南
路
の
囘

部

(東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
)
へ
の
Å
出
を
續
け
︑
同
地

(
怨
疆
)
の
占

領
・
荏
�
を
¿
成
し
た
後
︑
そ
の
經
雲
を
﹃
¬
定
準
噶
爾
方
略
﹄

(本
�
で
は
﹁
方
略
﹂
と
呼
ぶ
)
に
ま
と
め
た
︒
同
書
は
康
煕
三
十
九

年

(一
七
〇
〇
)
か
ら
乾
隆
十
七
年

(一
七
五
二
)
に
至
る
準
噶
爾

の
關
係
�
に
當
た
る
�
>
五
十
四
卷
︑
乾
隆
十
八
年

(一
七
五
三
)

か
ら
同
二
十
五
年

(
一
七
六
〇
)
に
s
ぶ
準
部
・
囘
部
の
¬
定
を

²
う
正
>
八
十
五
卷
︑
同
三
十
年

(一
七
六
五
)
ま
で
の
怨
疆
の

經
營
を
記
す
續
>
三
十
二
卷
か
ら
成
る

(
漢
�
・
滿
�
の
二
種
が
存

在
)
︒﹁
>
修
蔣
君
﹂
こ
と
Æ
林
院
>
修
の
蔣
雍
Ó
は
卷
首
﹁
¬
定

準
噶
爾
方
略
官
衘
﹂
に
據
れ
ば
︑
總
纂
官
の
一
員
と
し
て
﹃
¬
定

準
噶
爾
方
略
﹄
の
>
纂
に
加
わ
っ
た
︒
十
五
年
を
費
や
し
て
︑
同

書
は
乾
隆
三
十
五
年

(一
七
六
五
)
に
成
り

(蔣
雍
Ó
は
同
年
に
¦

去
)
︑
a
々
年
に
刊
行
さ
れ
た
︒
ª
�
參
照
︒

(58
)

朱
筠
﹁
>
修
蔣
君
墓
誌
銘
﹂
(﹃
笥
河
�
集
﹄
卷
十
二
)
に
﹁
君
諱
雍
Ó
︐

字
秦
樹
︐
號
漁
村
︐
印
號
待
園
︒
⁝
⁝
辛
巳
︐
以
二
甲
第
一
人
賜

Å
士
︐
改
庶
吉
士
︐
閏
¬
定
準
噶
爾
方
略
館
纂
修
官
︒
⁝
⁝
庚
寅
︐

閏
武
英
殿
提
>
官
︐
其
年
二
�
卒
︒
君
生
於
康
熙
五
十
九
年
庚
子

正
�
十
六
日
酉
時
︐
卒
於
乾
隆
三
十
五
年
庚
寅
二
�
十
七
日
戌
時
︐

年
五
十
V
一
︒
君
之
在
館
閣
也
︐
矻
矻
獨
勤
︒
君
故
�
六
書
︐
雖

一
字
之
失
不
假
藉
︒
凡
日
�
先
後
︑
地
理
︑
職
官
︐
必
窮
搜
旁
諮
︐

求
得
其
當
然
後
已
︒
以
故
總
裁
諸
公
皆
重
倚
之
︐
令
總
辦
︽
方

略
︾
一
書
︒︽
方
略
︾
者
︐
載
西
事
始
末
︐
自
車
楞
︑
車
楞
烏
巴

什
︑
阿
睦
爾
撒
�
款
關
以
來
︐
至
擒
¿
瓦
齊
︑
耆
定
︑
伊
犂
爲
正

>
︒
其
先
後
誅
大
小
和
卓
木
︐
囘
部
悉
¬
︐
經
理
西
南
屯
田
諸
務

爲
續
>
︒
中
閒
歷
時
五
年
︐
闢
地
二
萬
餘
里
︐
端
緖
千
百
︐
事
實

人
名
︐
纍
譯
而
後
具
︒
館
中
用
車
載
箱
致
︐
君
家
檔
册
閏
屋
︐
莫

能
悦
其
首
尾
︒
君
早
c
坐
書
室
︐
夕
燒
膏
以
繼
︐
肌
分
孔
決
︐
F

始
一
貫
︒
午
食
列
盤
飧
︐
或
不
暇
啜
︐
�
則
以
火
酒
數
杯
自
溫
︒

比
悦
︐
茫
如
也
︒
書
成
久
之
︐
而
君
之
精
殆
銷
z
於
此
矣
︒
書
旣

上
︐
同
修
者
皆
得
優
敍
︐
而
君
名
以
卒
不
與
︒
館
中
諸
公
議
︐
欲

如
故
侍
讀
楊
公
営
曾
贈
銜
例
︐
爲
之
R
︐
已
而
未
果
﹂
と
あ
る

『���義』內
五譯�
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(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒
�
中
の
﹁
侍
讀
楊
公
営
曾
贈
銜
例
﹂

は
Æ
林
院
侍
讀
の
楊
営
曾
が
﹃
御
批
歷
代
�
鑑
輯
覽
﹄
の
>
纂
に

盡
力
し
な
が
ら
︑
完
成
の
直
�
に
沒
し
た
の
で
四
品
職
銜
を
x
贈

さ
れ
た
先
例
を
指
す
︒
な
お
蔣
雍
Ó
は
乾
隆
二
十
六
年

(一
七
六

一
)
に
Å
士
と
な
っ
て
い
る
が
︑
朱
筠
は
同
年
の
會
試
同
考
官
で
︑

そ
の
門
下
に
列
し
た
違
學
�
と
も
面
識
が
あ
っ
た
︒
朱
筠
﹁
椒
花

吟
舫
小
集
序
﹂
(﹃
笥
河
�
集
﹄
卷
五
)
︑﹁
蔣
漁
村
>
修
墓
誌
銘
書

後
﹂
(劉
刻
違
氏
�
書
卷
二
十
一
)
參
照
︒

(59
)

原
�
﹁
�
永
﹂
は
劉
禹
錫
﹁
K
故
柳
州
刺
�
柳
君
集
紀
﹂
(﹃
劉
夢
得
�

集
﹄
卷
二
十
三
)
に
引
く
韓
¡
が
寄
せ
た
書
鯵
の
中
で
︑
z
き
柳

宗
元
の
�
違
を
批
t
す
る
箇
R
に
﹁
吾
嘗
t
其
�
︐
雄
深
�﹅

永﹅

似

司
馬
子
長
︐
崔
︑
蔡
不
足
多
也
﹂
と
あ
る
︒

(60
)

原
�
は
﹁
中
書
舍
人
﹂
だ
が
︑
著
者
よ
り
や
や
遲
い
梁
違
鉅
﹃
浪
跡
叢

談
﹄
卷
四
﹁
學
士
緣
c
﹂
に
﹁
今
人
�
稱
中
書
爲
舍﹅

人﹅

︐
其
實
古

之
中
書
舍
人
︐
±
於
今
之
中
書
X
甚
﹂
と
あ
り
︑
こ
こ
で
は
內
閣

中
書
の
別
稱
と
考
え
た
︒﹁
¬
定
準
噶
爾
方
略
官
衘
﹂
(﹃
¬
定
準
噶

爾
方
略
﹄
卷
首
)
に
列
擧
さ
れ
る
同
書
の
>
纂
者
に
も
︑
內
閣
中

書
の
職
を
帶
び
る
者
が
少
な
く
な
い
︒

(61
)

『隋
書
﹄
經
籍
志
二
﹁
�
部
・
雜
傳
﹂
に
﹁
家
傳
﹂
の
語
を
書
名
に
含

む
漢
魏
・
六
 
の
�
獻
が
二
十
種
以
上
著
錄
さ
れ
︑
ま
た
謝
靈
]

﹁
山
居
賦
﹂
(﹃
宋
書
﹄
謝
靈
]
傳
)
に
﹁
國
�
以
載
�
紀
︐
家﹅

傳﹅

以

申
世
模
﹂
と
あ
る
︒
な
お
宗
�

(家
�
)
の
中
の
傳
記
も
﹁
家
傳
﹂

と
稱
す
る

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒﹃
校
讎
�
義
﹄
外


﹁
高
郵
沈
氏
家

�
敍
例
・
列
傳
第
五
﹂
で
も
︑
そ
の
列
傳
に
つ
い
て
﹁
夫
家﹅

傳﹅

備

�
傳
之
取
裁
︐
例
視
�
傳
加
寬
︐
寬
乃
可
以
備
á
取
爾
︒
然
例
寬

而
辭
無
假
藉
︐
蓋
子
孫
表
揚
祖
父
︐
人
V
同
*
︐
但
事
必
信
而
V

徵
︐
不
敢
矯
誣
失
實
︐
惟
其
謹
嚴
之
至
︐
斯
乃
R
以
敬
其
先
也
﹂

と
営
べ
る
︒

(62
)

原
�
﹁
�
等
軍
�
攘
功
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
周
禮
﹄
夏
官
・
大
司
馬
に

﹁
辨
旗
物
之
用
：
王
載
大
常
︐
諸
侯
載
旂
︐
軍﹅

�﹅

載
旗
︐
師
都
載

旜
︐
鄕
Z
載
物
︐
郊
野
載
旐
︐
百
官
載
旟
︐
各
書
其
事
與
其
號

焉
﹂︑
½
玄
�
に
﹁
軍
�
︐
諸
軍
帥
﹂
(
¦
千
帆
)
︑
賈
公
彥
駅
に

﹁
云
﹁
軍
�
︐
諸
軍
帥
也
﹂
者
︐
亦
謂
從
軍
將
至
下
伍
長
皆
是
軍

�
也
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
﹃
春
秋
穀
梁
傳
﹄
成
公
五
年
に
﹁
孔
子
聞

之
曰
：
｢伯
±
其
無
績
乎
︒
攘
善
也
﹂﹂︑
范
寧
�
に
﹁
攘
︐
盜
也
﹂

と
い
う

(
¦
千
帆
)
︒

(63
)

原
�
﹁
何
可
訓
也
﹂
は
︑﹃
校
讎
�
義
﹄
外


﹁
讀
北
�
儒
林
傳
隨
箚
﹂

に
﹁
隋
牛
弘
引
劉
炫
同
修
律
令
︐
九
品
妻
母
得
再
醮
︐
炫
著
論
以

爲
不
可
︐
弘
從
之
︒
按
品
官
之
妻
︐
再
醮
坐
´
︐
而
隋
制
無
罪
︐

何﹅

可﹅

訓﹅

也﹅

﹂
と
あ
る
︒

(64
)

｢銘
旌
﹂
は
葬
儀
の
際
に
用
い
る
︑
故
人
の
官
位
や
姓
名
を
記
し
た
旗

を
い
う
︒
吳
榮
光
﹃
吾
學
錄
初
>
﹄
卷
十
六
︑
喪
禮
門
二
︑
品
官

喪
一
︑
大
斂
に
﹁
漢
人
以
絳
帛
爲
銘﹅

旌﹅

︹
三
品
以
上
長
九
尺
︐
五
品

以
上
八
尺
︐
七
品
以
上
七
尺
︺
︐
題
曰
：
｢某
官
某
公
︹
內
喪
書
某
封
某

氏
︺
之
柩
﹂
︐
縣
以
竹
杠
︐
依
靈
右
︒
謹
案
銘
旌
︐︽
禮
經
︾
作

﹁
M
旌
﹂
︐
其
制
用
絳
帛
粉
書
︒
帛
廣
閏
幅
︐
長
短
以
品
爲
差
︐
杠

之
長
短
稱
其
旌
︒
品
官
借
銜
題
寫
︐
用
另
紙
書
題
者
姓
名
︐
粘
於

旌
︒
下
葬
時
去
其
名
紙
︐
題
曰
：
｢某
官
某
公
某
封
某
氏
﹂
︐
係
題

者
之
辭
︒
士
喪
不
借
銜
題
︐
則
稱
﹁
顯
考
顯
妣
﹂︒
庶
人
之
喪
︐

不
用
銘
旌
﹂
(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑﹁
墓
銘
辨
例
﹂
(劉
刻
違
氏
�
書
本

卷
八
外


二
)
に
﹁
墓
V
誌
銘
︐
�
人
謂
始
宋
顏
�
之
︒
潘
濟
南

X
引
西
漢
滕
公
︐
或
印
引
︽
莊
子
︾
衞
靈
公
石
槨
之
銘
︐
其
實
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︽
禮
經
︾
銘﹅

旌﹅

之
制
已
µ
其
端
﹂
と
あ
る
︒

(65
)

原
�
﹁
F
身
未
膺
一
命
﹂
は
﹃
楚
辭
﹄
天
問
に
﹁
X
體
協
脅
︐
鹿
何
膺﹅

之
﹂︑
王
逸
�
に
﹁
膺
︐
�
也
﹂
(
¦
千
帆
)
︑
白
居
易
﹁
與
元
九

書
﹂
(﹃
白
氏
�
集
﹄
卷
二
十
八
)
に
﹁
李
白
︑
孟
浩
然
輩
不﹅

s
一﹅

命﹅

︑

窮
悴
F﹅

身﹅

﹂
と
あ
る
︒

(66
)

原
�
﹁
好
襲
頭
銜
﹂
に
い
う
﹁
頭
銜
﹂
は
︑
本


の
第
四
條
に
旣
出
︑

譯
�

(36
)
を
參
照
︒

(67
)

『(光
緖
)
欽
定
大
淸
會
典
﹄
卷
十
二
︑
�
部
︑
驗
封
淸
�
司
に
﹁
凡
覃

恩
予
封
者
︐
辨
其
官
之
任
︐
與
其
s
︐
列
其
應
封
者
之
名
氏
存
故

而
題
焉
︹
本
身
爲
ã
︐
曾
祖
父
母
︑
祖
父
母
︑
父
母
s
妻
︐
存
者
爲
封
︐

歿
者
爲
贈
︺
︒
⁝
⁝
若
貤
封
︐
各
以
其
*
R
焉
︒
得
旨
︐
則
停
其
身

與
妻
之
封
而
豫
之
﹂
(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑﹁
答
某
友
R
碑

誌
書
﹂
(劉
刻
違
氏
�
書
本
卷
九
外


三
)
に
﹁
五
品
以
上
爲
誥
︐
六

品
以
下
爲
敕
一
二
品
同
爲
夫
人
︐
則
加
隆
於
其
±
者
而
稱
一
品
夫

人
︐
七
八
九
品
同
爲
孺
人
︐
則
分
別
於
其
卑
者
而
稱
八
品
孺
人
︐

九
品
孺
人
︐
八
九
品
官
推
貤
得
s
其
母
︐
正
封
不
s
其
妻
︐
故
八

九
品
官
之
母
未
命
可
稱
例﹅

封﹅

例
贈
︐
其
妻
不
得
稱
封
贈
也
︒
此
皆

典
例
胥
�
行
�
之
R
曉
悉
︐
而
學
士
大
夫
︐
§
§
茫
然
﹂
と
あ
る
︒

た
だ
し
︑
こ
こ
で
の
﹁
例
封
﹂
の
實
態
は
︑
ª
�
を
參
照
さ
れ
た

い
︒

(68
)

�
�
に
引
く
﹃
(光
緖
)
欽
定
大
淸
會
典
﹄
に
續
い
て
﹁
凡
官
死
事
者
︐

皆
贈
以
銜
而
廕
其
子
焉
︒
凡
贈
銜
之
等
十
V
八
︐
廕
子
之
等
六
︐

皆
視
其
官
之
職
以
爲
差
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

淸
代
に
一
定
の
地
位
を
得
た
官
人
に
つ
い
て
︑
そ
の
祖
先
や
妻
に

位
階
を
ã
け
︑
ま
た
x
贈
す
る
こ
と
は
�
�
や
こ
の
�
に
舉
げ
る

規
定
を
根
據
と
し
て
い
た
︒
現
に
廖
志
灝
﹃
燕
日
堂
錄
七
種
﹄

(康
煕
刊
本
が
あ
る
)
﹁
廬
雲
小
築
・
靈
神
之
憑
・
竪
銘
旌
﹂
に
﹁
題

銘
旌

淸
待﹅

贈﹅

七
十
三
壽
廖
母
馬
太
君
之
靈
柩
﹂
と
記
錄
さ
れ
る

よ
う
に
︑
銘
旌
に
﹁
待
贈
﹂
の
語
が
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒

た
だ
︑
本
�
に
見
え
る
笑
話
も
そ
う
だ
が
︑
實
際
に
は
そ
の
よ
う

な
�
格
を
持
た
な
い
故
人
の
場
合
も
︑﹁
例
封
﹂
や
﹁
待
贈
﹂
を

冠
し
た
官
階
等
を
銘
旌
な
ど
に
記
す
例
は
︑
古
く
か
ら
見
ら
れ
た

ら
し
い
︒
例
え
ば
葉
良
儀
﹃
餘
年
閒
話
﹄
(康
煕
四
十
五
年
刊
本
が

あ
る
)
卷
二
に
﹁
安
人
︑
孺
人
︐
乃
命
.
之
階
︒
士
庶
之
家
︐
.

死
題
銘﹅

旌﹅

︐
無
可
稱
呼
︐
不
得
不
借
用
安
人
︑
孺
人
︐
故
上
加
待﹅

贈﹅

二
字
︒
若
男
子
死
者
︐
已
仕
則
V
階
可
稱
︐
如
大
夫
s
將
軍
之

類
︒
或
未
ã
階
︐
則
V
官
可
稱
︐
如
某
府
太
守
︐
某
縣
縣
尹
之
類
︒

未
仕
而
V
�
¦
︐
如
舉
人
則
稱
鄕
Å
士
︐
貢
生
則
稱
歲
Å
士
︐
監

生
則
稱
太
學
︐
秀
才
則
稱
�
學
︒
庶
民
無
�
¦
︐
則
稱
處
士
︐
皆

不
必
用
待
贈
二
字
也
︒
�
見
士
人
故
者
︐
銘﹅

旌﹅

多
曰
待﹅

贈﹅

︒
不
知

監
生
︑
秀
才
乃
本
人
已
V
之
�
¦
︐
何
R
待
耶
︒
至
于
庶
民
故
者
︐

以
處
士
爲
無
�
¦
而
不
欲
用
︐
{
爲
可
笑
︒
⁝
⁝
印
題
銘
旌
︐
常

用
待
贈
太
安
人
字
︐
是
不
知
贈
無
太
字
也
﹂
と
あ
る
︒
さ
ら
に
著

者
よ
り
遲
れ
︑
銘
旌
で
は
な
く
訃
吿
に
關
す
る
記
営
だ
が
︑
張
鑒

瀛
輯
﹃
宦
鄕
�
則
﹄
(光
緖
十
六
年
刊
本
が
あ
る
)
卷
五
﹁
喪
事
各

帖
式
﹂
に
﹁
待﹅

贈﹅

者
︐
子
孫
眼
�
無
官
職
︐
µ
V
附
生
︑
監
生
︐

或
幷
無
附
︑
監
︐
未
來
之
�
稱
待
﹂
と
い
う
︒

(69
)

原
�
﹁
修
職
登
仕
諸
階
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
(光
緖
)
欽
定
大
淸
會
典
事

例
﹄
卷
百
四
十
三
﹁
�
部
・
封
贈
・
封
贈
品
秩
﹂
に
﹁
順
治
初
年

定
︐
覃
恩
s
三
年
考
滿
︐
例
給
封
贈
︐
一
品
至
五
品
︐
皆
ã
以
誥

命
︐
六
品
至
九
品
︐
皆
ã
以
敕
命
︒
⁝
⁝
正
八
品
修﹅

職﹅

郞
︐
從
八

品
修
職
佐
郞
︐
正
九
品
登﹅

仕﹅

郞
︐
從
九
品
登
仕
佐
郞
﹂
と
あ
る

『���義』內
五譯�
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(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒
修
職

(佐
)
郞
・
登
仕

(佐
)
郞
は

�
官
の
�
も
低
い
官
階
で
︑
無
官
の
者
の
銘
旌
に
記
す
と
し
て
も
︑

よ
り
抵
抗
が
少
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

(70
)

梁
紹
壬
﹁
詩
傍
門
戶
﹂
(﹃
兩
般
秋
雨
盦
隨
筆
﹄
卷
三
)
に
﹁
嚴
滄
浪
︽
圍

鑪
詩
話
︾
云
：
｢今
人
作
詩
︐
動
稱
盛
K
︒
曾
在
蘇
州
︐
見
一
家

擧
殯
︐
其
銘﹅

旌﹅

云
﹁
皇
M
少
師
�
淵
閣
大
學
士
申
公
閒
壁
荳
腐
店

王
阿
奶
之
靈
柩
﹂
可
以
移
贈
諸
公
﹂︒
此
雖
·
謔
︐
然
依
人
門
戶

者
可
以
戒
矣
﹂
と
あ
る

(
�
も
古
い
�
光
十
七
年
刊
本
で
﹁
嚴
滄
浪
﹂

に
作
る
箇
R
を
︑
他
本
は
﹁
吳
修
齡
﹂
に
改
め
る
)
︒
ま
た
¬
步
靑

﹁
縹
錦
廛
�
筑
下
︹
論
�
︺
・
點
¶
故
事
﹂
(﹃
霞
外
攈
Ö
﹄
卷
七
)
に

﹃
�
�
�
義
﹄
卷
四
﹁
匡
謬
﹂
の
一
k
が
基
づ
く
だ
ろ
う
典
故
が

引
か
れ
た
後
︑﹁
卷
五
古
�
十
,
云
﹂
と
し
て
﹁
昔
V
夸
夫
﹂
か

ら
﹁
不
謂
�
人
亦
效
之
也
﹂
ま
で
を
引
用
し
︑﹃
兩
般
秋
雨
盦
隨

筆
﹄
に
い
う
﹁
曾
在
蘇
州
﹂
よ
り
銘
旌
の
�
言
を
﹁
■
■
詩
話
﹂

(﹁
■
﹂
は
墨
丁
)
か
ら
擧
げ
て
︑﹁
實
齋
蓋
用
此
二
書
︐
以
�
不
�

馴
︐
故
點
¶
出
之
︒
若
e
引
故
事
︐
而
鈔
變
其
時
代
︑
里
居
︑
姓

氏
︒
縱
*
事
不
甚
舛
衣
︐
後
人
讀
之
︐
將
謂
別
一
人
事
︒
輾
轉
引

用
︐
則
郢
書
燕
說
︐
非
R
宜
矣
﹂
と
い
う
︒
な
お
吳
喬

(字
は
修

齡
)
﹃
圍
爐
詩
話
﹄
卷
六
に
李
攀
龍
が
盛
K
の
詩
歌
に
倣
っ
た
表

現
を
用
い
︑
か
え
っ
て
�
題
に
相
應
し
く
な
い
詩
を
作
っ
た
こ
と

を
批
S
す
る
�
ò
の
中
で
︑
や
は
り
彼
の
作
品
を
引
い
て
﹁
至
于

﹃
江
漢
日
高
天
子
氣
︐
樓
臺
秋
敞
大
王
風
﹄
︐
吳
門
謔
好
大
者
︐
題

其
銘﹅

旌﹅

曰
：
『申
相
國
壁
鄰
王
媽
媽
之
柩
﹄
也
︐
直
是
昏
狂
醉
夢
﹂

と
あ
る
が
︑﹃
兩
般
秋
雨
盦
隨
筆
﹄
で
の
引
用
と
一
致
す
る
記
営

は
見
え
な
い
︒

(71
)

陳
¬
は
�
漢
の
創
業
に
功
を
立
て
︑
丞
相
を
務
め
た
︒
原
�
﹁
志
見
社

肉
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
�
記
﹄
陳
丞
相
世
家
に
﹁
陳
丞
相
¬
者
︐

陽
武
戶
牖
鄕
人
也
︒
⁝
⁝
里
中
社﹅

︐
¬
爲
宰
︐
分
肉﹅

食
甚
均
︒
父

老
曰
：
『善
︐
陳
孺
子
之
爲
宰
﹄︒
¬
曰
：
『嗟
乎
︐
y
¬
得
宰
天

下
︐
亦
如
是
肉
矣
﹄﹂
(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑﹃
論
衡
﹄
超
奇

に
﹁
故
曰
：
陳
¬
割
肉﹅

︐
丞
相
之
端
見﹅

︐
叔
孫
敖
決
=
思
︐
令
君

之
兆
著
﹂
と
あ
る
︒

(72
)

李
斯
は
秦
の
天
下
瓜
一
に
貢
獻
し
て
丞
相
に
至
る
が
︑
後
に
𠛬
死
し
た
︒

原
�
﹁
兆
端
廁
鼠
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
�
記
﹄
李
斯
列
傳
に
﹁
李

斯
者
︐
楚
上
蔡
人
也
︒
年
少
時
︐
爲
郡
小
�
︐
見
�
舍
廁﹅

中
鼠﹅

食

不
絜
︐
�
人
犬
︐
數
驚
恐
之
︒
斯
入
倉
︐
觀
倉
中
鼠
︐
食
積
粟
︐

居
大
廡
之
下
︐
不
見
人
犬
之
憂
︒
於
是
李
斯
乃
歎
曰
：
『人
之
賢

不
�
譬
如
鼠
矣
︐
在
R
自
處
耳
﹄︒
乃
從
荀
卿
學
�
王
之
-
︒
學

已
成
︐
度
楚
王
不
足
事
︐
而
六
國
皆
¹
︐
無
可
爲
円
功
者
︐
欲
西

入
秦
︒
辭
於
荀
卿
曰
：
『⁝
⁝
故
斯
將
西
說
秦
王
矣
﹄﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(73
)

原
�
﹁
推
´
知
著
﹂
は
︑﹃
白
虎
�
﹄
*
性
︑
論
五
性
六
*
に
﹁
智
者
︐

知
也
︒
獨
見
�
聞
︐
不
惑
於
事
︐
見
´﹅

知﹅

著﹅

也
﹂︑
蔡
邕
﹁
釋
誨
﹂

(﹃
後
漢
書
﹄
蔡
邕
傳
)
に
﹁
是
以
君
子
推﹅

´﹅

¿
著﹅

︐
¯
端
見
緖
︐
履

霜
知
冰
︐
踐
露
知
暑
﹂︑﹁
�
說
爲
邱
君
題
南
樂
官
舍
﹂
(劉
刻
違
氏

�
書
本
卷
八
外


二
)
に
﹁
惟
卽
性
之
R
�
︐
而
用
力
之
能
勉
者
︐

因
以
推﹅

´﹅

而
知﹅

著﹅

︐
會
ç
而
得
�
︐
斯
古
人
R
以
求
�
之
方
也
﹂

と
あ
る
︒

(74
)

原
�
﹁
相
機
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
周
易
﹄
觀
﹁
六
三
︐
觀
我
生
Å
½
﹂

の
正
義
に
﹁
故
時
可
則
Å
︐
時
不
可
則
½
︐
觀
風
相﹅

�
︐
未
失
其

�
︐
故
曰
：
『觀
我
生
Å
½
﹄
也
﹂
と
あ
る
︒

(75
)

原
�
﹁
搜
閒
傳
神
﹂
の
﹁
搜
閒
﹂
は
︑﹃
爾
�
﹄
釋
詁
下
に
﹁
孔
︑
魄
︑

東 方 學 報
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哉
︑
�
︑
虛
︑
無
︑
之
︑
言
︐
閒﹅

也
﹂︑
郭
璞
�
に
﹁
孔
穴
︑
�
︑

魄
︑
虛
︑
無
皆
V
閒﹅

隙
︒
餘
未
詳
﹂
(
¦
千
帆
)
と
あ
る
︒﹁
傳
神
﹂

に
つ
い
て
は
︑
�

(89
)
參
照
︒

(76
)

原
�
﹁
�
家
之
妙
用
﹂
は
︑
浦
c
龍
﹃
讀
杜
心
解
﹄
卷
一
之
一
が
杜
甫

﹁
é
龍
門
奉
先
寺
﹂
で
地
名
の
﹁
天
闕
﹂
と
指
す
實
體
の
無
い

﹁
雲
臥
﹂
を
對
と
す
る
點
に
つ
い
て
︑﹁
而
﹃
雲
﹄
自
與
﹃
天
﹄
對
︐

﹃
臥
﹄
自
與
﹃
闕
﹄
對
︐
正
以
不
執
死
法
爲
�﹅

家﹅

妙﹅

用﹅

﹂
と
t
す

る
︒

(77
)

原
�
﹁
得
其
神
志
R
在
﹂
は
︑
柳
宗
元
﹁
與
楊
京
兆
憑
書
﹂
(﹃
河
東
先

生
集
﹄
卷
三
十
)
に
﹁
凡
爲
�
︐
以
神﹅

志﹅

爲
�
︒
自
è
責
¨
︐
繼

以
大
故
︐
荒
亂
º
竭
︐
印
常
積
憂
恐
︐
神﹅

志﹅

少
矣
︐
R
讀
書
隨
印

�
忘
﹂︑
鍾
惺
﹁
�
王
永
»
督
學
山
東
序
﹂
(﹃
隱
秀
軒
�
集
﹄﹁
昃

集
・
序
四
﹂
)
に
﹁
讀
書
︑
觀
理
︑
養
氣
︐
得﹅

其﹅

才
*
神﹅

志﹅

R﹅

在﹅

而

已
﹂
と
あ
る
︒

(78
)

原
�
﹁
頰
上
妙
於
增
毫
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
世
說
怨
語
﹄
巧
藝
に
﹁
í
長

康
畫
裴
叔
則
︐
頰﹅

上﹅

益
三
毛
︒
人
問
其
故
︐
í
曰
：
『裴
楷
儁
�

V
識
具
︐
正
此
是
其
識
具
﹄︒
看
畫
者
¯
之
︐
定
覺
益
三
毛
如
V

神
M
︐
殊
�
未
安
時
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(79
)

原
�
﹁
强
¯
猥
瑣
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
�
記
﹄
司
馬
相
如
列
傳
︑﹁
難
蜀

父
老
﹂
に
﹁
且
夫
賢
君
之
踐
位
也
︐
豈
特
委﹅

瑣﹅

握
齪
︐
拘
�
牽
俗
︐

循
誦
n
傳
︐
當
世
取
說
云
爾
哉
﹂︑
索
隱
に
﹁
孔
�
祥
云
：
委
璅
︐

細
碎
﹂
(
¦
千
帆
)
と
あ
り
︑﹁
藉
書
園
書
目
敍
﹂
(劉
刻
違
氏
�
書
本

卷
八
外


二
)
に
﹁
自
學
問
衰
而
液
爲
記
誦
︐
著
作
衰
而
競
於
詞

違
︐
考
徵
猥﹅

瑣﹅

以
炫
\
︐
剽
掠
�
采
以
爲
工
︐
其
致
力
倍
難
於
古

人
︐
觀
書
倍
富
於
�
哲
︐
而
人
才
¡
下
︐
學
識
亦
¡
以
卑
汚
︐
則

專
門
之
業
失
傳
︐
古
職
之
失
守
而
學
者
無
R
向
方
故
也
﹂︑﹁
答
甄

秀
才
論
修
誌
第
二
書
﹂
(
劉
刻
違
氏
�
書
本
卷
十
五
﹃
方
志
略
例
﹄
二
)

に
﹁
而
今
志
猥﹅

瑣﹅

繁
碎
︐
不
啻
市
井
泉
貨
�
�
︐
米
鹽
淩
雜
︐
印

何
觀
焉
﹂
と
あ
る
︒

(80
)

原
�
﹁
見
桃
花
而
V
悟
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
五
燈
會
元
﹄
卷
四
﹁
南
嶽

下
三
世
・
長
慶
安
禪
師
法
嗣
・
靈
雲
志
勤
禪
師
﹂
に
﹁
初
在
潙
山
︐

因
見﹅

桃﹅

華﹅

悟﹅

�
V
偈
曰
：
｢三
十
年
來
¯
劍
客
︐
�
囘
落
葉
印
抽

映
︒
自
從
一
見
桃
華
後
︐
直
至
如
今
{
不
疑
﹂﹂
と
あ
る

(葉
長

靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒
禪
の
�
獻
に
廣
く
見
ら
れ
る
話
柄
だ
が
︑

古
く
は
﹃
祖
堂
集
﹄
卷
十
﹁
玄
沙
和
尙
﹂︑
卷
十
九
﹁
靈
雲
和
尙
﹂

ま
で
d
れ
る
︒

(81
)

原
�
﹁
桃
花
作
飯
﹂
は
︑﹃
東
坡
志
林
﹄
卷
二
︑
衣
事
上
︑
桃
花
悟
�

に
﹁
世
人
V
見
古
德
見
桃
花
悟
�
者
︐
爭
頌
桃
花
︐
I
將
桃﹅

花﹅

作﹅

飯﹅

︐
五
十
年
轉
沒
�
涉
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒

(82
)

原
�
﹁
貪
多
務
得
﹂
は
︑
韓
¡
﹁
Å
學
解
﹂
(﹃
怨
刊
五
百
家
Á
g
辯
昌
黎

先
生
�
集
﹄
卷
十
二
)
に
﹁
記
事
者
必
提
其
�
︐
纂
言
者
必
鉤
其
玄
︐

貪﹅

多﹅

務﹅

得﹅

︐
細
大
不
捐
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
・
葉
長
靑
門
人
陸
家
雎
)
︒

(83
)

原
�
﹁
卻
爲
V
益
後
世
推
求
﹂
は
︑
高
閌
﹃
春
秋
集
Á
﹄
卷
一
﹁
(隱

公
)
三
年
春
王
二
�
己
巳
︑
日
食
V
之
﹂
條
に
﹁
後﹅

世﹅

推﹅

求﹅

臆
度
︐

指
陳
某
事
之
應
︐
則
失
之
矣
﹂︑
本
書
卷
四
﹁
知
難
﹂
に
﹁
夫
不

傳
者
︐
V
部
目
空
存
之
慨
︐
其
傳
者
︐
印
V
推﹅

求﹅

失
旨
之
病
︐
與

愛
憎
不
齊
之
數
﹂
と
あ
る

(
內


四
譯
�
︑
一
四
六
頁
)
︒

(84
)

原
�
﹁
不
憚
辭
費
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
禮
記
﹄
曲
禮
上
に
﹁
禮
不
妄
說

人
︐
不
辭﹅

費﹅

﹂
(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑
½
玄
�
に
﹁
爲
傷
信
︐
君
子
先

行
其
言
而
後
從
之
﹂︑
釋
�
に
﹁
費
︐
芳
味
反
︐
言
而
不
行
爲
辭

費
﹂︑
本
書
卷
四
﹁
砭
俗
﹂
に
﹁
後
人
沿
其
液
而
不
辨
其
源
者
︐

則
槪
爲
之
辭
︐
R
爲
辭﹅

費﹅

也
﹂
と
あ
る

(
內


四
譯
�
︑
二
五
七

『���義』內
五譯�
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頁
)
︒

(85
)

原
�
﹁
�
無
體
�
﹂
は
︑
本
書
卷
三
﹁
辨
似
﹂
に
﹃
尙
書
﹄
畢
命
を
引

き
﹁︽
書
︾
曰
：
｢政
貴
V
恆
︐
詞
尙
體﹅

�﹅

﹂﹂
(﹁
辨
似
﹂
の
譯
�

(34
)
參
照
)
︑
ま
た
劉
刻
違
氏
�
書
卷
二
十
四
﹃
湖
北
�
志
檢
存

稿
﹄
卷
一
﹁
爲
畢
制
府
X
湖
北
�
志
序
﹂
に
﹁
辭
不
可
以
無﹅

體﹅

�﹅

矣
︐
抑
思
�
字
識
職
︐
本
於
官
守
V
常
﹂
と
あ
る
︒

(86
)

原
�
﹁
抑
思
﹂
は
︑﹁
書
坊
刻
詩
話
後
﹂
(劉
刻
違
氏
�
書
本
內


五
)
に

﹁
興
妖
作
怪
︐
疑
鬼
疑
神
︐
雖
V
識
觀
之
︐
不
直
一
笑
︐
而
亦
無

根
之
智
︐
亦
正
劇
費
苦
心
︐
不
�
爲
阿
�
c
見
耳
︒
抑﹅

思﹅

淸
客
密

¿
︐
大
抵
皆
爲
阿
�
﹂
と
あ
る
他
︑
�
�
に
引
く
﹁
爲
畢
制
府
X

湖
北
�
志
序
﹂
で
も
︑
違
學
�
は
﹁
抑
思
﹂
の
語
を
用
い
る
︒
第

八
條
の
﹁
抑
思
﹂
と
同
じ
く
︑
こ
の
﹁
思
﹂
は
﹁
抑
﹂
に
添
え
る

助
辭
と
解
し
た
︒

(87
)

後
世
の
考
證
に
向
け
た
)
識
に
つ
い
て
は
︑
�
物
の
場
合
だ
が
︑
劉
刻

違
氏
�
書
卷
十
五
﹃
方
志
略
例
﹄
二
﹁
亳
州
志
掌
故
例
議
中
﹂
に

﹁
古
物
苟
存
於
今
︐
雖
戶
版
之
籍
︐
市
井
泉
貨
之
�
︐
未
始
不
可

備
攷
證
也
︒
如
欲
皆
存
而
無
裁
制
︐
則
岱
嶽
不
足
供
藏
書
︐
滄
海

不
足
爲
墨
瀋
也
﹂
と
あ
る

(劉
咸
炘
)
︒

(88
)

原
�
﹁
正
如
董
澤
矢
材
可
�
旣
乎
﹂
は
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
宣
公
十
二

年
條
に
基
づ
き

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑
本
書
卷
四
﹁
黠
陋
﹂

に
﹁
取
蒲
於
董﹅

澤﹅

︐
承
考
於
︽
長
楊
︾
︐
矜
謁
者
之
�
︐
著
卜
肆

之
應
︐
人
謂
其
黠
也
；
非
黠
也
︐
陋
也
﹂
と
あ
る
︒﹁
黠
陋
﹂
の

譯
�

(1
)
參
照
︒

(89
)

原
�
﹁
阿
�
傳
神
﹂
は
︑﹃
世
說
怨
語
﹄
巧
藝
に
﹁
í
長
康
畫
人
︐
或

數
年
不
點
目
精
︒
人
問
其
故
︐
í
曰
：
『四
體
姸
蚩
︐
本
無
關
於

妙
處
；
傳﹅

神﹅

寫
照
︐
正
在
阿﹅

�﹅

中
﹄﹂
(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑

劉
刻
違
氏
�
書
本
卷
九
外


三
﹁
答
某
友
R
碑
誌
書
﹂
に
﹁
至
於

世
祿
之
家
︐
推
解
是
其
應
爾
；
家
傳
如
是
︐
學
古
亦
屬
媿
辭
︐
.

事
姑
疾
︐
人
事
之
常
；
繡
佛
長
齋
︐
亦
非
典
�
；
彼
則
侈
爲
人
倫

盛
事
︐
«
陳
纍
牘
連


︐
則
其
人
懿
美
︐
昔
人
R
謂
傳﹅

神﹅

寫
照
在

阿﹅

�﹅

者
︐
印
茫
如
矣
﹂
と
あ
る
︒﹁
阿
�
﹂
の
語
義
に
關
す
る
考

證
は
︑﹃
嬾
眞
子
錄
﹄
卷
三
︑﹃
靖
康
湘
素
雜
記
﹄
卷
五
﹁
阿
�
﹂︑

﹃
容
齋
隨
筆
﹄
卷
四
﹁
寧
馨
阿
�
﹂︑﹃
野
客
叢
書
﹄
卷
八
﹁
阿
�

此
君
﹂︑﹃
滹
南
詩
話
﹄
卷
中
な
ど
に
見
え
る
︒

(90
)

原
�
﹁
不
此
之
務
﹂
は
︑﹃
呂
氏
春
秋
﹄
季
春
紀
﹁
功
名
﹂
に
﹁
故
當

今
之
世
︐
V
仁
人
在
焉
︐
不
可
而
不﹅

此﹅

務﹅

；
V
賢
�
︐
不
可
而
不

此
事
﹂︑
高
誘
�
に
﹁
務
其
仁
義
﹂︑
劉
敞
﹁
寓
辯
﹂
(﹃
公
是
集
﹄

卷
四
十
八
)
に
﹁
不﹅

此﹅

之﹅

務﹅

︐
而
委
兵
以
俟
�
秦
︐
竊
爲
大
王
不

取
也
﹂
と
あ
る
︒

(91
)

原
�
﹁
市
�
求
增
﹂
に
つ
い
て
は
︑
皇
甫
謐
﹃
高
士
傳
﹄
(﹃
後
漢
書
﹄

逸
民
列
傳
︑
嚴
光
傳
の
李
賢
�
)
に
﹁
(侯
)
霸
y
西
曹
屬
侯
子
�
奉

書
︐
⁝
⁝
子
�
求
報
︒
⁝
⁝
乃
口
ã
之
︒
y
者
�
少
︐
可
{
足
︒

光
曰
：
『買
�﹅

乎
︒
求﹅

益
也
﹄﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉

瑛
)
︒

(92
)

原
�
﹁
畫
蛇
添
足
﹂
は
︑﹃
戰
國
策
﹄
齊
策
二
に
見
え
る
V
名
な
故
事

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒
ま
た
︑﹁
爲
畢
制
軍
與
錢
辛
楣
宮
詹

論
續
鑑
書
﹂
(
劉
刻
違
氏
�
書
本
卷
九
外


三
)
に
﹁
大
á
頰
上
添
毫

與
蛇
下
畫
足
︐
相
去
止
在
�
希
之
閒
；
�
於
著
之
V
故
︐
則
稗
稊

亦
珍
︐
否
則
怨
奇
亦
塵
垢
耳
﹂
と
あ
っ
て
︑
�
違
の
�
體
を
引
き

立
て
る
�
言
や
そ
れ
を
加
え
る
こ
と
を
指
す
﹁
添
毫
﹂
と
餘
計
な

字
句
や
そ
の
附
加
を
い
う
﹁
蛇
足
﹂
は
紙
一
重
だ
と
営
べ
ら
れ
る
︒

(93
)

原
�
﹁
敍
事
之
�
⁝
⁝
=
如
其
事
而
已
矣
﹂
は
︑
本
書
卷
四
﹁
黠
陋
﹂
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に
﹁
至
於
序
事﹅

之﹅

�﹅

︐
古
人
如﹅

其﹅

事﹅

而
出
之
也
﹂
と
あ
る

(
內



四
譯
�
︑
二
二
二
頁
)
︒
ま
た
︑
こ
れ
以
下
の
二
�
に
つ
い
て
は
︑

�

(
120
)
參
照
︒

(94
)

發
話
者
に
そ
ぐ
わ
な
い
︑
古
典
を
踏
ま
え
た
發
言
が
�
書
に
見
え
る
事

例
の
指
摘
と
し
て
︑﹃
�
�
﹄
外


﹁
雜
說
下
・
諸
�
﹂
に
﹁
昔

劉
勰
V
云
：
『自
卿
︑
淵
已
�
︐
多
役
才
而
不
課
學
；
向
︑
雄
已

後
︐
頗
引
書
以
助
�
﹄︒
然
�
�
R
載
︐
亦
多
如
是
︒
故
雖
V
王

¬
R
識
︐
µ
�
十
字
；
霍
光
無
學
︐
不
知
一
經
︒
而
営
其
言
語
︐

必
稱
典
誥
︒
良
由
才
乏
天
然
︐
故
事
�
虛
Ë
者
矣
︒
案
︽
宋
書
︾

稱
武
�
入
關
︐
以
鎭
惡
不
伐
︐
X
方
馮
衣
；
於
渭
濱
é
覽
︐
x
思

太
公
︒
夫
以
宋
祖
無
學
︐
愚
智
R
委
︐
安
能
e
引
古
事
︐
以
酬
答

羣
臣
者
乎
︒
斯
不
然
矣
︒
{
V
甚
於
此
者
︐
覩
周
︑
齊
二
國
︐
俱

出
陰
山
︐
必
言
類
互
鄕
︐
則
宇
�
尤
甚
︹
案
王
邵
︽
齊
志
︾
：
宇
�

公
呼
高
祖
曰
﹁
漢
兒
﹂
︐
夫
以
獻
武
g
詞
未
變
胡
俗
︐
王
︑
宋
R
載
︐
其

鄙
甚
多
矣
︒
周
�
仍
稱
之
以
華
夏
︐
則
知
其
言
不
�
於
齊
X
矣
︺
︒
而
牛

弘
︹
作
︽
周
�
︾︺
︑
王
邵
︹
作
︽
齊
志
︾︺
︐
竝
掌
策
書
︐
其
載
齊
言

也
︐
則
淺
俗
如
彼
；
其
載
周
言
也
︐
則
�
�
若
此
︒
夫
如
是
︐
何

哉
︒
非
兩
邦
V
夷
夏
之
殊
︐
由
二
�
V
虛
實
之
衣
故
也
︒
夫
以
記

宇
�
之
言
︐
而
動
Ô
經
典
︐
多
依
�
︑
漢
︹︽
周
�
︾
営
太
祖
論
梁

元
�
曰
：
｢蕭
繹
可
謂
天
之
R
廢
︐
誰
能
興
之
者
乎
﹂︒
印
宇
�
測
爲
汾
州
︐

或
譖
之
︐
太
祖
怒
曰
：
｢何
爲
閒
我
骨
肉
︐
生
此
貝
錦
﹂︒
此
竝
六
經
之
言

也
︒
印
曰
：
｢榮
權
吉
士
也
︐
寡
人
與
之
言
無
二
﹂︒
此
三
國
志
之
辭
也
︒

其
餘
言
皆
如
此
︐
豈
是
宇
�
之
語
耶
︒
印
案
裴
政
︽
梁
太
淸
實
錄
︾
稱
元

�
y
王
琛
聘
魏
︐
長
孫
儉
謂
宇
�
曰
：
『王
琛
眼
睛
�
不
轉
﹄︒
公
曰
：

『瞎
奴
y
癡
人
來
︐
豈
得
怨
我
﹄︒
此
言
與
王
︑
宋
R
載
相
類
︐
可
謂
眞
宇

�
之
言
︐
無
愧
於
實
錄
矣
︺
︐
此
何
衣
莊
子
営
鮒
魚
之
對
而
辯
類
蘇
︑

張
︐
賈
生
敍
鵩
鳥
之
辭
而
�
同
屈
︑
宋
︐
施
於
寓
言
則
可
︐
求
諸

實
錄
則
否
矣
︒
世
稱
�
�
>
語
︹
謂
﹁
言
語
﹂
之
﹁
語
﹂
也
︺
︐
唯
周

多
美
辭
︒
夫
以
\
J
古
�
而
聚
成
今
說
︐
是
則
俗
之
R
傳
V
︽
雞

九
錫
︾︑︽
酒
孝
經
︾︑︽
�
中
志
︾︑︽
醉
鄕
記
︾
︐
或
師
範
五
經
︐

或
規
模
三
�
︐
雖
�
皆
�
正
︐
而
其
事
悉
虛
無
︐
豈
可
I
謂
南
︑

董
之
才
︐
宜
居
班
︑
馬
之
職
也
﹂
と
あ
る
︒

(95
)

原
�
﹁
M
詩
n
禮
﹂
は
︑
宋
玉
﹁
登
徒
子
好
色
賦
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
十
九
)

に
﹁
因
�
�
而
辭
!
︐
蓋
徒
以
´
辭
相
感
動
︐
精
神
相
依
憑
︐
目

欲
其
顏
︐
心
í
其
義
︐
揚
詩﹅

守
禮﹅

︐
F
不
�
差
︐
故
足
稱
也
﹂

(
¦
千
帆
)
︑
曹
Ó
﹁
洛
神
賦
﹂
(同
卷
十
九
)
に
﹁
嗟
佳
人
之
信
脩

兮
︐
羌
n﹅

禮﹅

而
M﹅

詩﹅

﹂︑
�
に
﹁
佳
人
信
脩
整
︐
n
禮
謂
立
德
︐

M
詩
謂
善
言
辭
﹂
と
あ
る
︒
本
卷
﹁
.
學
﹂
の
�

(13
)
を
參
照
︒

(96
)

原
�
﹁
未
嘗
學
問
﹂
は
﹃
孟
子
﹄
滕
�
公
上
に
﹁
謂
然
友
曰
：
｢吾
他

日
未﹅

嘗﹅

學﹅

問﹅

︐
好
馳
馬
試
劍
﹂﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒

(97
)

原
�
﹁
出
鄕
曲
委
巷
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
胠
篋
に
﹁
闔
四
悦
之
內
︐
R
以

立
宗
á
社
稷
︐
治
邑
屋
州
閭
鄕﹅

曲﹅

者
︐
曷
嘗
不
法
�
人
哉
﹂
(
¦
千

帆
)
︑﹃
禮
記
﹄
檀
弓
上
に
﹁
曾
子
曰
：
小
功
不
爲
位
也
者
︐
是
委﹅

巷﹅

之
禮
也
︒﹂︑
陳
澔
﹃
禮
記
集
說
﹄
に
﹁
委
︐
曲
也
︒
曲
巷
︐
 

言
陋
巷
﹂
(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
と
あ
る
︒

(98
)

原
�
﹁
出
天
性
之
優
﹂
は
︑
本
卷
﹁
.
學
﹂
に
﹁
.
人
�
字
︐
非
其
職

業
︐
閒
V
擅
者
︐
出﹅

於
天﹅

性﹅

之﹅

優﹅

︐
非
V
爭
於
風
氣
︐
騖
於
聲
名

者
也
﹂
と
あ
る

(
三
三
二
頁
)
︒

(99
)

孔
安
國
﹁
尙
書
序
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
四
十
五
)
に
﹁
漢
室
龍
興
︐
開
設
學
校
︐

旁
求
儒﹅

�﹅

︐
以
闡
大
猷
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒

(
100
)

½
玄
﹃
三
禮
目
錄
﹄
(﹃
禮
記
﹄
內
則
正
義
)
に
﹁
名
曰
︽
內﹅

則﹅

︾
者
︐
以

其
記
男
女
居
室
事
父
母
舅
姑
之
法
︐
此
於
︽
別
錄
︾
屬
︽
子
法
︾︒

『���義』內
五譯�
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以
閨
門
之
內
︐
軌
儀
可
則
︐
故
曰
︽
內
則
︾﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
・

葉
瑛
)
︒

(
101
)

原
�
﹁
劉
向
之
傳
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
漢
書
﹄
楚
元
王
傳
に
﹁
(劉
)
向﹅

以
爲
王
敎
由
內
s
外
︐
自
�
者
始
︒
故
J
取
詩
書
R
載
賢
妃
貞
.
︐

興
國
顯
家
可
法
則
︐
s
孽
嬖
亂
z
者
︐
序
ª
爲
︽
列
女
傳﹅

︾
︐
凡

八


︐
以
戒
天
子
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)

(
102
)

原
�
﹁
曹
昭
之
誡
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
後
漢
書
﹄
列
女
傳
に
﹁
扶
風
曹﹅

世

叔
妻
者
︐
同
郡
班
彪
之
女
也
︐
名
昭﹅

︐
字
惠
班
︐
一
名
姬
︒
\
學

高
才
︒
世
叔
早
卒
︐
V
k
行
法
度
︒
⁝
⁝

(和
)
�
數
召
入
宮
︐

令
皇
后
諸
貴
人
師
事
焉
︐
號
曰
大
家
︒
⁝
⁝
作
︽
女
誡﹅

︾
七


︐

V
助
內
訓
︒
其
辭
曰
：
⁝
⁝
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉

瑛
)
︒
班
昭

(曹
大
家
)
を
﹁
曹
昭
﹂
と
呼
ぶ
例
は
朱
a
﹃
猗
覺
寮

雜
記
﹄
卷
下
に
﹁
古
者
.
人
女
子
亦
V
名
字
︐
如
孟
光
字
德
Ä
︐

曹﹅

昭﹅

字
惠
班
之
類
是
也
︒
其
自
稱
也
亦
以
名
︐
如
曹
大
家
上
書
曰

：
｢妾
昭
﹂
之
類
是
也
﹂
と
あ
る
︒
著
者
も
同
じ
呼
稱
を
本
卷

﹁
.
學
﹂
(三
三
〇
頁
)
︑
劉
刻
違
氏
�
書
外
>
卷
十
二
﹃
永
淸
縣

志
﹄﹁
列
女
傳
﹂
序
で
各
二
囘
︑﹃
校
讎
�
義
﹄
卷
二
﹁
½
樵
P
校

漢
志
﹂
十
一
之
三
︑
劉
刻
違
氏
�
書
卷
十
五
﹃
方
志
略
例
﹄
二

﹁
答
甄
秀
才
論
修
誌
第
二
書
﹂
で
各
一
囘
用
い
る
︒

(
103
)

原
�
﹁
不
啻
自
其
口
出
﹂
は
﹃
尙
書
﹄
秦
誓
に
﹁
人
之
彥
�
︐
其
心
好

之
︐
不﹅

啻﹅

若
自﹅

其﹅

口﹅

出﹅

︐
是
能
容
之
﹂
(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑

﹃
�
心
雕
龍
﹄
事
類
に
﹁
凡
用
舊
合
機
︐
不﹅

啻﹅

自﹅

其﹅

口﹅

出﹅

；
引
事

乖
謬
︐
雖
千
載
而
爲
瑕
﹂︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
中
﹂
に
﹁
且
賦
詩

斷
違
︐
不﹅

啻﹅

若
自﹅

其﹅

口﹅

出﹅

︐
而
本
指
V
R
不
拘
也
﹂
と
あ
る

(
內



二
譯
�

(2
)︑
八
八
頁
)
︒

(
104
)

原
�
﹁
相
夫
﹂
に
つ
い
て
は
︑
二
句
後
の
﹁
敎
子
﹂
と
共
に
王
安
石

﹁
仙
é
縣
太
君
羅
氏
墓
誌
銘
﹂
(﹃
臨
川
先
生
�
集
﹄
卷
百
)
に
﹁
少

監
君
行
治
勞
烈
稱
天
下
︐
V
施
於
後
世
︐
其
子
孫
蕃
衍
︐
能
中
其

家
法
︐
皆
由
太
君
善
相﹅

其
夫﹅

而
能
敎﹅

子﹅

﹂︑
陸
游
﹁
夫
人
孫
氏
墓

誌
銘
﹂
(﹃
渭
南
�
集
﹄
卷
三
十
五
)
に
﹁
相﹅

夫﹅

以
正
︐
敎﹅

子﹅

以
嚴
﹂

と
あ
る
︒

(
105
)

原
�
﹁
鹿
車
﹂
は
﹃
後
漢
書
﹄
列
女
傳
に
﹁
勃
海
鮑
宣
妻
者
︐
桓
氏
之

女
也
︐
字
少
君
︒
宣
嘗
就
少
君
父
學
︐
父
奇
其
淸
苦
︐
故
以
女
妻

之
︐
裝
�
�
賄
甚
盛
︒
宣
不
悅
︐
謂
妻
曰
：
『少
君
生
富
驕
︐
n

美
Ë
︐
而
吾
實
貧
賤
︐
不
敢
當
禮
﹄︒
妻
曰
：
『大
人
以
先
生
脩
德

守
á
︐
故
y
賤
妾
侍
執
巾
櫛
︒
旣
奉
承
君
子
︐
唯
命
是
從
﹄︒
宣

笑
曰
：
『能
如
是
︐
是
吾
志
也
﹄︒
妻
乃
悉
歸
侍
御
Ö
Ë
︐
{
著
短

布
裳
︐
與
宣
共
挽
鹿﹅

車﹅

歸
鄕
里
︒
拜
姑
禮
畢
︐
提
甕
出
汲
︒
脩
行

.
�
︐
鄕
邦
稱
之
︒
宣
︐
哀
�
時
官
至
司
隸
校
尉
︒
子
永
︐
中
興

初
爲
魯
郡
太
守
︒
永
子
昱
從
容
問
少
君
曰
：
『太
夫
人
寧
復
識
挽

鹿﹅

車﹅

時
不
﹄︒
對
曰
：
｢先
姑
V
言
：
『存
不
忘
z
︐
安
不
忘
危
︒

吾
焉
敢
忘
乎
﹄﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
¦

千
帆
・
葉
瑛
)
︒
な
お
︑

﹃
風
俗
�
﹄
(﹃
後
漢
書
﹄
趙
憙
傳
李
賢
�
)
に
﹁
俗
說
鹿﹅

車﹅

窄
小
︐
裁

容
一
鹿
﹂
と
い
う
︒

(
106
)

『後
漢
書
﹄
逸
民
傳
に
﹁
梁
鴻
字
伯
鸞
︐
扶
風
¬
陵
人
也
︒
⁝
⁝
同
縣

孟
氏
V
女
︐
狀
肥
醜
而
黑
︐
力
舉
石
臼
︐
擇
對
不
嫁
︐
至
年
三
十
︒

父
母
問
其
故
︒
女
曰
：
『欲
得
賢
如
梁
伯
鸞
者
﹄︒
鴻
聞
而
娉
之
︒

女
求
作
布
衣
︑
:
屨
︐
織
作
筐
緝
績
之
具
︒
s
嫁
︐
始
以
裝
Ë
入

門
︒
七
日
而
鴻
不
荅
︒
妻
乃
跪
床
下
R
曰
：
『竊
聞
夫
子
高
義
︐

鯵
斥
數
.
︐
妾
亦
偃
蹇
數
夫
矣
︒
今
而
見
擇
︐
敢
不
R
罪
﹄︒
鴻

曰
：
『吾
欲
裘
褐
之
人
︐
可
與
俱
隱
深
山
者
爾
︒
今
乃
衣
綺
縞
︐

傅
粉
墨
︐
豈
鴻
R
願
哉
﹄︒
妻
曰
：
『以
觀
夫
子
之
志
耳
︒
妾
自
V
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隱
居
之
Ö
﹄︒
乃
{
爲
椎
髻
︐
著
布
衣
︐
操
作
而
�
︒
鴻
大
喜
曰

：
『此
眞
梁
鴻
妻
也
︒
能
奉
我
矣
﹄︒
字
之
曰
德
Ä
︐
名
孟
光
︒

⁝
⁝
Z
至
吳
︐
依
大
家
皐
伯
�
︐
居
廡
下
︐
爲
人
賃
舂
︒
每
歸
︐

妻
爲
具
食
︐
不
敢
於
鴻﹅

�
仰
視
︐
舉
案﹅

齊
眉
︒
伯
�
察
而
衣
之
︐

曰
：
『彼
傭
能
y
其
妻
敬
之
如
此
︐
非
凡
人
也
﹄︒
乃
方
舍
之
於

家
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(
107
)

原
�
﹁
畫
荻
﹂
は
︑﹃
宋
�
﹄
歐
陽
脩
傳
に
﹁
四
歲
而
孤
︐
母
½
︐
守

k
自
誓
︐
親
誨
之
學
︐
家
貧
︐
至
以
荻﹅

畫﹅

地
學
書
﹂
と
あ
る

(葉

長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒
蘇
轍
﹁
歐
陽
�
忠
公
神
�
碑
﹂
(﹃
欒
城
後

集
﹄
卷
二
十
三
)
︑
吳
閏
﹁
行
狀
﹂
(﹃
歐
陽
�
忠
公
集
﹄
附
錄
一
)
︑
歐

陽
發
等
﹁
事
迹
﹂
(同
附
錄
卷
五
)
に
も
︑
同
じ
逸
話
が
見
え
る
︒

(
108
)

『
怨
K
書
﹄
柳
仲
郢
傳
に
﹁
仲
郢
字
諭
蒙
︒
母
韓
︐
卽
皋
女
也
︐
善
訓

子
︐
故
仲
郢
幼
嗜
學
︐
嘗
和
熊﹅

膽
丸﹅

︐
y
夜
咀
嚥
以
助
勤
﹂
と
あ

る

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)

(
109
)

原
�
﹁
胸
V
成
竹
﹂
は
蘇
軾
﹁
�
與
可
畫
篔
簹
谷
偃
竹
記
﹂
(﹃
東
坡
集
﹄

卷
三
十
二
)
に
﹁
故
畫
竹
必
先
得
成﹅

竹﹅

於
胸﹅

中
︐
執
筆
孰
視
︐
乃

見
其
R
欲
畫
者
︐
Ð
c
從
之
︐
振
筆
直
Z
︐
以
x
其
R
見
︐
如
兔

c
鶻
落
︐
少
縱
則
¦
矣
﹂
(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑
晁
補
之

﹁
贈
�
潛
甥
楊
克
一
學
�
與
可
畫
竹
求
詩
﹂
(﹃
濟
北
晁
先
生
雞
肋
集
﹄

卷
八
)
に
﹁
與
可
畫
竹
時
︐
胸﹅

中﹅

V﹅

成
竹﹅

﹂
(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
と

あ
る
︒

(
110
)

原
�
﹁
閨
修
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
古
列
女
傳
﹄
母
儀
傳
・
鄒
孟
軻
母
に

﹁
故
V
閨﹅

內
之
修﹅

︐
而
無
境
外
之
志
﹂
と
あ
る
︒
い
ま
女
性
の
德

と
解
し
て
お
く
︒

(
111
)

原
�
﹁
名
將
c
於
卒
伍
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
韓
非
子
﹄
顯
學
に
﹁
故
M

�
之
�
︐
宰
相
必
c
於
州
部
︐
猛
將﹅

必
發
於﹅

卒﹅

伍﹅

﹂
と
あ
る
︒

(
112
)

原
�
﹁
義
俠
或
奮
閻
閭
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
�
記
﹄
游
俠
列
傳
に
﹁
至

如
閭﹅

巷
之
俠﹅

︐
脩
行
砥
名
︐
聲
施
於
天
下
︐
莫
不
稱
賢
︐
是
爲
難

耳
﹂
(
¦
千
帆
)
︑﹃
晉
書
﹄
劉
頌
傳
に
﹁
頌
在
郡
上
駅
曰
：
⁝
⁝
今

閻﹅

閭﹅

少
名
士
︐
官
司
無
高
能
︐
其
故
何
也
﹂
と
あ
る
︒

(
113
)

原
�
﹁
貴
於
宛
�
﹂
に
つ
い
て
は
︑
洪
邁
﹃
夷
堅
志
補
﹄
卷
一
﹁
謝
小

�
﹂
に
﹁
時
.
方
姙
︐
臨
蓐
︐
夢
&
入
�
︐
寤
而
生
子
︐
狀
貌
宛﹅

�﹅

&
﹂
と
あ
る
︒

(
114
)

原
�
﹁
優
伶
歌
曲
﹂
は
︑
本
卷
﹁
.
學
﹂
に
﹁
是
 
優﹅

伶﹅

登
場
演
古
人

事
︐
妄
疑
古
人
動
止
︐
必
先
歌﹅

曲﹅

也
︹
優﹅

伶﹅

演
古
人
故
事
︐
其
歌﹅

曲﹅

之
�
︐
正
如
�
傳
中
夾
論
贊
體
︐
蓋
V
)
中
之
言
︐
決
非
出
於
口
者
︐
亦

V
旁
觀
之
見
︐
斷
不
出
本
人
者
︐
曲
�
皆
R
不
!
︺
﹂
と
あ
る

(三
三
三

頁
)
︒

(
115
)

原
�
﹁
�
氓
役
隸
﹂
に
つ
い
て
は
︑
賈
誼
﹁
�
秦
論
﹂
(﹃
�
記
﹄
秦
始
皇

本
紀
)
で
陳
�

(陳
涉
)
を
﹁
甿

隸﹅

之
人
﹂
と
稱
し
︑
集
解
に

﹁
如
淳
曰
：
甿
︐
古
氓
字
︒
氓
︐
民
也
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒

(
116
)

原
�
﹁
矢
口
皆
叶
宮
商
﹂
に
つ
い
て
は
﹃
法
言
﹄
五
百
に
﹁
�
人
矢﹅

口﹅

而
成
言
︐
肆
筆
而
成
書
︐
言
可
聞
而
不
可
殫
︐
書
可
觀
而
不
可

盡
﹂
(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑
吳
祕
�
に
﹁
矢
︐
放
也
﹂
と
あ
る
︒
ま
た

本
卷
﹁
.
學
﹂
に
﹃
詩
﹄
の
中
で
女
性
の
手
に
成
る
と
い
う
作
品

に
つ
い
て
﹁
矢
口
成
違
﹂
の
語
が
三
囘
用
い
ら
れ
る
他
︑
同
﹁
.

學


書
後
﹂
に
も
﹁
蓋
以
*
理
言
之
︐
蚩
氓
.
豎
︐
矢﹅

口﹅

成
違
︐

X
出
後
世
�
人
之
上
︐
古
今
不
應
若
是
懸
殊
﹂
と
あ
る
︒
本
稿

﹁
.
學
﹂
の
�

(31
)
を
參
照
︒

(
117
)

原
�
﹁
從
而
效
之
﹂
は
︑﹃
韓
非
子
﹄
忠
孝
に
﹁
故
烈
士
內
不
爲
家
︐

亂
世
絕
嗣
︐
而
外
矯
於
君
︐
朽
骨
爛
肉
︐
施
於
土
地
︐
液
於
川
谷
︐

不
!
蹈
水
火
︐
y
天
下
從﹅

而﹅

效﹅

之﹅

︐
是
天
下
徧
死
而
願
夭
也
︐
此

『���義』內
五譯�

315



皆
釋
世
而
不
治
是
也
﹂︑﹃
校
讎
�
義
﹄
卷
三
﹁
漢
志
諸
子
﹂
十
四

之
八
に
﹁
劉
向
R
敍
六
十
七


︐
部
於
儒
家
︐
則
︽
世
說
︾︑︽
怨

序
︾︑︽
說
苑
︾︑︽
列
女
傳
頌
圖
︾
四
種
書
也
︒
此
劉
歆
︽
七
略
︾

R
收
︐
�
無
倫
類
︒
班
固
從﹅

而﹅

效﹅

之﹅

︐
因
V
揚
雄
R
敍
三
十
七


︐

不
分
︽
太
玄
︾︑︽
法
言
︾︑︽
樂
︾︑︽
箴
︾
四
種
之
,
也
﹂
と
あ
る
︒

(
118
)

原
�
﹁
古
人
�
成
法
立
﹂
は
︑
郝
經
﹁
答
友
人
論
�
法
書
﹂
(﹃
郝
�
忠

公
陵
川
�
集
﹄
卷
二
十
三
)
に
﹁
故
古﹅

之
爲
�
︐
法﹅

在
�﹅

成﹅

之
後
︐

辭
由
理
出
︐
�
自
辭
生
︐
法
以
�
著
︐
相
因
而
成
也
︐
非
與
求
法

而
作
之
也
︒
後
世
之
爲
�
也
則
不
然
︐
先
求
法
度
︐
然
後
措
辭
以

求
理
︒
若
U
杼
軸
︐
求
人
之
絲
枲
而
織
之
︐
經
營
比
ª
︐
絡
繹
接

續
︐
以
求
端
緖
︒
未
措
一
辭
︐
鈐
制
夭
閼
於
胸
中
︐
惟
恐
其
不
工

而
無
法
︒
故
後
之
爲
�
︐
法
在
�
成
之
�
︐
以
理
從
辭
︐
以
辭
從

�
︐
以
�
從
法
︐
一
�
於
人
而
無
我
︒
是
以
¡
工
而
¡
不
工
︐
¡

V
法
而
¡
無
法
︐
秪
爲
�
世
之
�
︐
弗
�
乎
古
矣
﹂
(
¦
千
帆
)
と

あ
る
︒
本
書
卷
四
﹁
釋
�
﹂︑
同
﹁
匡
謬
﹂
に
も
﹁
�
成
法
立
﹂

の
用
例
が
見
え
る
︒
各
々
の
譯
�

(35
)︑
(14
)
參
照
︒

(
119
)

原
�
﹁
定
格
﹂
は
本
書
卷
二
﹁
\
á
下
﹂
に
﹁
�
之
�
而
力
能
勉
者
︐

人
人
R
V
︐
則
人
人
可
自
得
也
︐
豈
可
執
定﹅

格﹅

以
相
强
歟
﹂
(
內



二
譯
�

(1
)︑
三
〇
六
頁
)
︑
劉
刻
違
氏
�
書
本
卷
八
外


二
﹁
墓

銘
辨
例
﹂
に
﹁
古
人
一
字
一
言
︐
皆
可
稱
銘
稱
誌
︐
�
多
�
少
︐

亦
無
定﹅

格﹅

﹂
と
あ
る
︒
ま
た
本
書
卷
三
﹁
傳
記
﹂
に
﹁
古
人
�
無

定
體
︐
經
�
亦
無
分
科
﹂
と
い
う

(
內


三
譯
�
︑
二
五
七
頁
)
︒

(
120
)

原
�
﹁
C
如
其
事
﹂
は
︑
劉
刻
違
氏
�
書
本
卷
九
外


三
﹁
答
邵
二

雲
﹂
に
﹁
古
人
記
言
與
記
事
之
�
︐
莫
不
V
本
︒
本
於
口
耳
之
�

ã
者
︐
筆
�
於
創
︐
創
則
=
於
C﹅

如﹅

其﹅

事﹅

與
言
而
已
；
本
於
竹
帛

之
成
�
者
︐
筆
生
於
因
︐
因
則
=
於
C
如
其
�
之
指
︐
或
錄
成
�

而
無
R
{
易
︐
或
就
字
句
而
小
作
{
張
﹂
と
あ
る
︒
�

(93
)
參

照
︒

(
121
)

原
�
﹁
無
定
之
中
V
一
定
焉
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
四
﹁
匡
謬
﹂
に

﹁
蓋
V﹅

一﹅

定﹅

之
名
︐
與
無﹅

定﹅

之﹅

名
︐
�
皆
取
辨
甲
乙
︐
非
V
深
)

也
﹂
と
あ
る
︒﹁
匡
謬
﹂
の
譯
�

(24
)
參
照
︒

(
122
)

原
�
﹁
知
其
)
者
旦
暮

之
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
齊
物
論
に
﹁
萬
世
之
後

而
一

大
�
︐
知﹅

其﹅

解
者﹅

︐
是
旦﹅

暮﹅

﹅

之﹅

也
﹂
(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑

劉
刻
違
氏
�
書
卷
九
外


三
﹁
與
邵
二
雲
﹂
に
﹁
�
心
律
)
︐
非

作
家
老
�
不
能
神
M
︐
非
方
圓
規
矩
R
能
盡
也
；
然
用
功
純
熟
︐

可
以
旦﹅

暮﹅

﹅

之﹅

﹂
と
あ
る
︒

(
123
)

劉
刻
違
氏
�
書
外
>
卷
十
八
﹃
和
州
志
﹄
列
傳
第
十
二
に
成
性
の
傳
が

立
て
ら
れ
︑
彼
の
上
駅
を
八


引
い
て
︑﹁
性
由
給
事
中
擢
掌
科

印
︐
�
後
四
年
︐
違
駅
大
者
凡
數
十
上
︐
皆
切
實
V
當
利
病
﹂
と

記
す

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒
成
性
は
和
州
の
人
で
︑
順
治
六
年

(一

六
四
九
)
の
Å
士
︑
官
は
工
科
給
事
中
に
至
る
︒

(
124
)

�
�
で
觸
れ
た
成
性
の
傳
に
﹁
乙
亥
之
變
︐
円
中
一
家
死
Ú
難
︐
Ú
擄

性
去
︒
Ú
.
V
李
氏
者
︐
見
而
憐
之
︐
俾
�
草
中
︐
M
日
Ú
去
乃

免
︒
性
時
年
十
V
四
耳
︒
離
亂
中
︐
寄
蹟
僧
寺
︐
讀
書
尤
刻
苦
﹂

と
あ
る
︒﹁
乙
亥
之
變
﹂
は
崇
禎
八
年

(一
六
三
五
)
に
李
自
成
の

一
黨
に
抗
っ
た
和
州
が
陷
落
し
た
後
に
p
民
が
多
く
殺
さ
れ
た
こ

と
を
指
し

(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑
本
卷
﹁
古
�
公
式
﹂
に
も
言
s
が

あ
る

(二
八
二
頁
)
︒
な
お
﹁
円
中
﹂
は
成
性
の
祖
父
の
名
を
い
う
︒

(
125
)

成
性
の
傳

(
�
々
�
參
照
)
の
F
段
に
﹁
性
位
�
�
顯
︐
然
自
少
遘
凶

閔
︐
x﹅

念
先﹅

世﹅

︐
未
嘗
不
歔
欷
︐
著
︽
百
思
草
︾
s
︽
先
k
家

烈
︾︑︽
猛﹅

省﹅

︾
諸


︐
以
致
其
)
︐
�
多
不
載
︒
錄
其
︽
猛
省



︾
曰
﹂
と
あ
っ
て
︑
早
く
に
父
母
を
喪
い
孝
養
を
盡
く
せ
な
い
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こ
と
を
悲
し
む
﹁
猛
省


﹂
と
題
す
る
�
違
が
引
か
れ
る

(葉
長

靑
)
︒
な
お
﹁
猛
省


﹂
と
い
う
表
題
は
見
え
な
い
が
︑
同
じ
�

違
が
梁
顯
祖
輯
﹃
大
呼
集
﹄
(康
煕
刊
本
が
あ
る
)
卷
七
に
收
め
ら

れ
る
︒

(
126
)

原
�
﹁
鷁
首
重
而
舵
樓
輕
矣
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
淮
南
子
﹄
本
經
訓
に

﹁
⁝
⁝
鷁﹅

首﹅

�
吹
以
娛
︐
此
�
於
水
也
﹂︑
高
誘
�
に
﹁
鷁
︐
大
鳥

也
︒
畫
其
宴
著
�
頭
︐
故
曰
鷁
首
﹂
(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︑

﹃
方
言
﹄
第
九
に
﹁
首
謂
之
閤
閭
︐
或
謂
之
艗
艏
﹂︑
郭
璞
�
に

﹁
鷁
︐
鳥
名
也
︒
今
江
東
貴
人
�
�
作
靑
崔
︐
是
其
宴
也
﹂
と
あ

る

(
¦
千
帆
)
︒
な
お
﹁
知
名
士
﹂
と
著
者
と
の
會
話
の
背
景
と
し

て
︑
M
・
袁
黃
輯
﹃
é
藝
塾
續
�
規
﹄
卷
二
﹁
虹
臺
沈
先
生
論

�
・
�
違
布
置
﹂
に
﹁
�
違
�
�
相
生
ª
序
︐
如
先
虛
後
寔
︐
先

略
後
詳
︐
此
其
常
也
︒
亦
V
先
寔
後
虛
︐
先
詳
後
略
者
︐
則
其
變

也
︒
知
此
布
置
︐
則
�
V
c
伏
︐
V
首
尾
︐
輕
重
徐
疾
︐
各
得
其

R
︐
觀
者
不
厭
﹂
と
い
う
よ
う
な
�
違
論
が
存
在
し
の
だ
ろ
う
︒

(
127
)

原
�
﹁
婪
尾
﹂
は
︑
蘇
鶚
﹃
蘇
氏
演
義
﹄
卷
下
に
﹁
今
人
以
酒
n
匝
爲

婪﹅

尾﹅

︐
印
云
：
婪
︐
貪
也
︒
謂
處
于
座
末
得
酒
爲
貪
婪
﹂
と
い
う
︒

こ
の
語
に
つ
い
て
は
︑
他
に
も
﹃
靖
康
湘
素
雜
記
﹄
卷
三
﹁
婪

尾
﹂︑﹃
雞
肋
>
﹄
卷
中
︑﹃
觀
林
詩
話
﹄︑﹃
石
林
燕
語
﹄
卷
八
︑

﹃
容
齋
四
筆
﹄
卷
九
﹁
藍
尾
酒
﹂︑﹃
詩
律
武
庫
後
集
﹄
卷
二
・
酒

飮
門
﹁
藍
尾
﹂
に
考
證
が
見
え
る
︒﹁
婪
﹂
は
﹁
籃
﹂︑﹁
藍
﹂
に

も
作
る
が
︑
古
く
は
﹃
河
東
記
﹄
(﹃
太
¬
廣
記
﹄
卷
四
百
二
十
九
︑

虎
四
︑
申
屠
澄
)
に
飮
酒
の
描
寫
で
﹁
&
卽
n
行
︐
澄
當
婪﹅

尾﹅

﹂

と
い
う
用
例
が
あ
る
︒

(
128
)

原
�
﹁
可
謂
善
謀


﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
�
心
雕
龍
﹄
神
思
に
創
作
を

始
め
る
經
雲
を
営
べ
た
後
︑﹁
此
蓋
馭
�
之
首
-
︐
謀﹅


﹅

之
大
端
﹂

と
あ
る
︒

(
129
)

原
�
﹁
蓋
塾
師
õ
ã
四
書
�
義
﹂
に
い
う
﹁
塾
師
﹂
に
つ
い
て
は
︑
劉

刻
違
氏
�
書
本
卷
七
外


一
﹁
論
�
辨
僞
﹂
に
﹁
三
家
村
塾
蒙

師
﹂︑
同
卷
九
外


三
﹁
與
喬
�
安
M
府
論
初
學
課
業
三
鯵
﹂
三

に
﹁
村
塾
蒙
師
﹂
の
呼
稱
が
見
え
る
︒
ま
た
八
股
�
が
確
立
し
た

後
に
﹁
四
書
﹂
と
﹁
�
義
﹂
を
Ì
せ
た
表
現
と
し
て
︑
王
世
貞

﹁
雲
閒
二
生
�
義
小
敍
﹂
(﹃
弇
州
山
人
四
部
續
稿
﹄
卷
四
十
一
)
に

﹁
雲
閒
二
生
︐
范
顯
先
︑
于
鳦
先
︐
其
長
者
µ
¹
冠
︐
各
以
其
R

梓
︽
四﹅

書﹅

︾
�﹅

義﹅

︐
就
余
而
R
正
焉
︐
且
R
一
言
之
辨
﹂︑
劉
刻

違
氏
�
書
本
卷
九
外


三
﹁
答
沈
楓
墀
論
學
﹂
に
﹁
自
雍
正
初
年

至
乾
隆
十
許
年
︐
學
士
印
以
︽
四﹅

書﹅

︾
�﹅

義﹅

相
爲
矜
尙
︒
僕
年
十

五
六
時
︐
 
聞
老
生
宿
儒
自
±
R
業
︐
至
目
�
經
Ö
古
謂
之
雜
學
︐

詩
古
�
辭
謂
之
雜
作
︐
士
不
工
︽
四
書
︾
�
︐
不
得
爲
�
︐
印
成

不
可
藥
之
蠱
矣
﹂
と
あ
る
︒

(
130
)

本
書
卷
三
﹁
�
理
﹂
に
時
�

(八
股
�
)
へ
の
言
s
が
見
え
︑
例
え
ば

﹁
故
�
代
時
�
家
之
言
古
�
者
︐
多
宗
歸
氏
﹂
と
あ
る

(
內


三
譯

�
︑
二
九
八
頁
)
︒﹁
歸
氏
﹂
は
歸
V
光
を
指
す
︒

(
131
)

原
�
﹁
取
譬
以
示
蒙
學
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
論
語
﹄
雍
也
に
﹁
子
曰
：

⁝
⁝
能
�
取﹅

譬﹅

︐
可
謂
仁
之
方
也
已
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒

(
132
)

空
閒
の
�
置
に
關
わ
る
﹁
閒
架
﹂
は
本
書
卷
四
﹁
砭
俗
﹂
に
も
用
例
が

見
え
る
が

(
內


四
譯
�
︑
二
五
五
頁
)
︑﹃
朱
子
語
類
﹄
卷
十
九

﹁
論
語
一
・
語
孟
綱
領
﹂
に
﹁
某
因
讀
︽
孟
子
︾
︐
見
得
古
人
作
�

法
︐
亦
V
似
今
人
閒﹅

架﹅

﹂︑
陳
繹
曾
﹃
�
說
﹄
分
閒
法
で
�
違
を

頭
・
腹
・
腰
・
尾
の
四
段
で
@
成
す
る
こ
と
を
営
べ
︑
各
々
を
定

義
し
た
後
に
﹁
凡
�
如
長


古
律
︐
詩
騷
古
辭
︐
古
賦
碑
碣
之
類
︐

長
者
腹
中
閒﹅

架﹅

或
至
二
三
十
段
︐
然
其
�
亦
不
�
作
三
k
而
已
︒

『���義』內
五譯�
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其
閒
小
段
︐
閒﹅

架﹅

極
�
分
M
︐
而
不
欲
y
人
見
其
閒﹅

架﹅

之
跡
﹂
と

あ
る
︒
な
お
ª
�
に
舉
げ
る
﹃
兒
女
英
雄
傳
﹄
で
も
︑
�
違
の
@

成
に
關
わ
っ
て
﹁
閒
架
﹂
の
語
が
用
い
ら
れ
る
︒

(
133
)

｢結
@
﹂
の
語
は
本
書
卷
三
﹁
�
理
﹂
に
も
見
え
る
が

(
內


三
譯
�
︑

二
九
七
頁
)
︑
円
築
と
作
�
と
を
關
連
づ
け
た
記
営
と
し
て
︑
¦
然

﹁
�
違
一
貫
後
序
﹂
(高
琦
﹃
�
違
一
貫
﹄
卷
末
)
に
﹁
晴
谿
子
欲
居

室
於
岑
山
︐
求
R
謂
工
師
者
而
經
畫
焉
︒
工
師
曰
：
『吾
之
@
室
︐

 
子
之
@
�
也
︒
⁝
⁝
然
吾
聞
之
：
�
之
立
)
︐
室
之
築
基
也
；

�
之
氣
象
︐
室
之
規
模
也
；
�
之


違
句
字
︐
室
之
扆
宧
簃
槉

也
；
�
之
c
端
︐
室
之
經
始
也
；
�
之
繳
結
︐
室
之
結﹅

@﹅

也
；
�

之
敍
事
︑
議
論
︑
引
用
︑
譬
喩
︑
含
蓄
︑
形
容
︑
�
接
︐
室
之
布

置
閲
繕
也
：
莫
不
V
規
矩
存
焉
﹄﹂
と
い
う
︒
ま
た
本
書
よ
り
後

の
例
に
な
る
が
︑
�
康
﹃
兒
女
英
雄
傳
﹄
第
十
六
囘
に
﹁
Y
稗
官

野
�
雖
說
是
個
頑
)
兒
︐
其
爲
法
則
則
如
�
違
家
一
也
；
必
先
分

出
個
正
傳
附
傳
︐
�
位
賓
位
︐
伏
筆
應
筆
︐
虛
寫
實
寫
︐
然
後
纔

得
V
個
閒﹅

架﹅

結﹅

@﹅

﹂
と
あ
る
︒

(
134
)

陳
繹
曾
﹃
�
荃
﹄
古
�
�
小
四
︑
製
︑
一
︑
體
段
六
に
�
違
を
�
大
で

c
・
承
・
鋪
・
敍
・
�
・
結
の
六
段
で
@
成
す
る
こ
と
を
說
き
︑

各
々
を
定
義
す
る
中
で
﹁
c
貴
M
切
︐
如
人
之
V
眉﹅

目﹅

﹂
な
ど
と

人
體
の
部
位
に
譬
え
る
︒

(
135
)

高
仲
武
輯
﹃
中
興
閒
氣
集
﹄
卷
上
﹁
韓
翃
﹂
t
語
に
﹁
其
比
興
深
於
劉

員
外
︐
筋﹅

k﹅

成
於
皇
甫
冉
也
﹂︑
M
末
淸
初
の
徐
枋
﹁
與
楊
M
X

書
︹
名
炤
︺
﹂
(﹃
居
易
堂
集
﹄
卷
一
)
に
﹁
夫
作
�
貴
V
筋﹅

k﹅

︐
筋﹅

k﹅

者
段
落
也
︒
于
�
則
爲
段
落
︐
于
人
則
爲
骨
格
︐
夫
人
之
骨
V
長

者
︐
V
短
者
︐
V
巨
者
︐
V
細
者
︐
V
橫
者
︐
V
竪
者
︐
V
圜
者
︐

V
銳
者
︐
V
合
用
者
︐
V
獨
用
者
︐
V
接
續
以
爲
用
者
︒
體
類
不

同
︐
各
C
其
款
︐
然
後
貫
之
以
筋
ò
︐
而
]
之
以
氣
血
︐
則
爲
人

矣
︒
�
 
是
也
﹂
と
あ
る
︒

(
136
)

｢點
睛
﹂
は
�

(89
)
に
引
く
﹃
世
說
怨
語
﹄
を
參
照
︒
た
だ
し
︑
同

じ
語
に
つ
い
て
は
自
作
の
龍
の
壁
畫
に
睛
を
點
じ
な
い
梁
の
張
僧

繇
に
强
い
て
點
じ
さ
せ
た
と
こ
ろ
︑
龍
が
飛
び
去
っ
た
と
い
う
話

柄
も
あ
る

(﹃
歷
代
名
畫
記
﹄
卷
七
)
︒
�
學
論
で
﹁
點
睛
﹂
を
用
い

る
際
も
︑
そ
ち
ら
を
)
識
す
る
場
合
が
多
く
︑
例
え
ば
M
末
淸
初

の
賀
貽
孫
﹃
詩
筏
﹄
に
﹁
煉
字
如
壁
龍
點﹅

睛﹅

︐
鱗
甲
飛
動
︐
一
字

之
警
︐
能
y
�
句
皆
奇
﹂
と
い
う
︒

(
137
)

｢添
毫
﹂
は
�

(92
)
參
照
︒
例
え
ば
何
焯
﹃
義
門
讀
書
記
﹄
卷
三
十

八
﹁
歐
陽
�
忠
公
�
上
﹂
で
歐
陽
脩
﹁
�
王
世
ª
圖
序
﹂
に
見
え

る
﹁
而
舜
︑
禹
皆
壽
百
世
﹂
と
い
う
句
を
﹁
添﹅

毫﹅

﹂
と
t
す
る
︒

(
138
)

原
�
﹁
擬
於
形
家
﹂
は
﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
・
數
-
略
・
形
法
序
に
﹁
形

法
者
︐
大
舉
九
州
之
勢
以
立
城
郭
室
舍
形
︐
人
s
六
畜
骨
法
之
度

數
︑
器
物
之
形
容
以
求
其
聲
氣
貴
賤
吉
凶
﹂
(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・

葉
瑛
)
︑﹃
校
讎
�
義
﹄
外


﹁
天
玉
經
解
義
序
﹂
に
﹁︽
漢
志
︾
形﹅

家﹅

者
液
︐
以
︽
山
海
經
︾
與
︽
相
人
︾
之
書
同
著
爲
部
︐
則
地
理

之
必
合
陰
陽
五
行
︐
其
來
已
久
︒
而
著
兵
家
形
勢
之
書
︐
印
與
地

理
形﹅

家﹅

分
部
︐
則
其
同
源
衣
液
︐
各
專
家
學
︐
古
人
辨
之
︐
未
嘗

不
詳
且
析
也
︒
⁝
⁝
郭
氏
︽
葬
經
︾
︐
爲
後
世
形﹅

家﹅



祖
而
R
傳

已
非
完
本
﹂
と
あ
る
︒﹃
山
海
經
﹄・﹃
相
人
﹄・﹃
葬
經
﹄
は
み
な

﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
で
は
形
法
類
に
著
錄
さ
れ
て
お
り
︑
著
者
の
い

う
﹁
形
家
﹂
は
形
法
︑
卽
ち
觀
相
︑
こ
こ
で
は
地
相
を
觀
る
︑
風

水
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒

(
139
)

原
�
﹁
V
來
龍
結
穴
﹂
は
︑
錢
v
益
﹁
再
答
蒼
略
書
﹂
(
牧
齋
﹃
V
學
集
﹄

卷
三
十
八
)
に
﹁
讀
班
︑
馬
之
書
︐
辨
論
其
同
衣
︐
當
知
其
大
段

東 方 學 報
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落
︑
大
關
鍵
︐
來﹅

龍﹅

何
處
︐
結﹅

局
何
處
︐
手
中
V
手
︐
眼
中
V
眼
︐

一
字
一
句
︐
龍
ò
歷
然
︒
⁝
⁝
而
古
今
之
�
法
違
ò
︐
來﹅

龍﹅

結﹅

局
︐

紆
迴
演
迤
︐
正
在
�
從
字
順
之
中
﹂
(
¦
千
帆
)
︑
d
っ
て
元
末
M

初
の
宋
禧
﹃
�
違
緖
論
﹄
に
﹁
�
違
變
¶
之
妙
︐
固
不
易
識
︐
試

以
地
理
之
法
M
之
︐
則
V
吻
合
者
︒
蓋
大
地
之
結﹅

穴﹅

者
︐
V
發
將
︐

V
來﹅

龍﹅

︐
V
�
峽
︐
V
脫
却
︐
V
到
頭
︐
V
護
�
︐
V
 
樂
︐
龍

穴
沙
水
︐
種
種
V
*
︐
然
後
爲
善
地
矣
︒
�
違
家
得
此
法
者
︐
方

是
作
手
﹂
と
あ
る
︒

(
140
)

原
�
﹁
深
錮
腸
腑
﹂
に
つ
い
て
は
︑
庾
Í
吾
﹁
八
關
齋
夜
賦
四
城
門
{

作
四
首
・
第
一
賦
韻
東
城
門
病
﹂
(﹃
廣
弘
M
集
﹄
卷
三
十
)
に
﹁
.

渴
腠
腸﹅

腑﹅

︐
疼
蹇
嬰
映
k
﹂
と
あ
る
︒

(
141
)

八
股
�
の
�
領
で
古
�
を
著
す
傾
向
︑
時
�
の
古
�
へ
の
惡
影
×
は
︑

著
者
よ
り
や
や
遲
い
が
︑
®
世
臣
﹁
再
與
楊
季
子
書
﹂
(﹃
藝
舟
雙

楫
﹄
卷
一
)
に
﹁
自
�
M
諸
君
子
泥
子
瞻
�
c
八
代
之
言
︐
Z
斥

o
學
爲
別
裁
僞
體
︐
良
以
應
德
︑
順
甫
︑
煕
甫
諸
君
︐
心
力
悴
於

八
股
︐
一
切
誦
讀
︐
皆
爲
制
舉
之
�
︐
Z
取
八
家
下
乘
︐
橫
空
c

議
︐
照
應
鉤
勒
之


︐
以
爲
準
"
︐
小
儒
目
眯
︐
�
¡
後
許
︐
精

深
閎
茂
︐
反
在
屛
棄
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒
な
お
著
者
と
ほ
ぼ
同

時
代
の
議
論
と
し
て
は
︑
例
え
ば
錢
大
昕
﹁
與
友
人
書
﹂
(﹃
潛
硏

堂
�
集
﹄
卷
三
十
三
)
に
﹁
若
方
氏
乃
眞
不
讀
書
之
甚
者
︒
吾
兄
特

以
其
�
之
波
瀾
)
度
�
於
古
而
喜
之
︐
豫
以
爲
方
R
得
者
古
�
之

糟
粕
︐
非
古
�
之
神
理
也
︒
王
若
霖
言
：
『靈
皋
以
古
�
爲
時
�
︐

却
以
時
�
爲
古
�
﹄︒
方
F
身
病
之
︐
若
霖
可
謂
洞
中
垣
一
方
癥

結
者
矣
﹂
と
い
う
︒
同
﹁
跋
方
�
溪
�
﹂
(卷
三
十
一
)
に
も
︑
王

澍

(字
は
若
霖
︑
金
壇
の
人
)
に
よ
る
方
苞

(號
は
靈
皋
・
�
溪
)
へ

の
こ
の
批
t
が
引
か
れ
﹁
論
者
以
爲
深
中
�
溪
之
病
﹂
と
あ
る
︒

ま
た
袁
枚
﹃
隨
園
詩
話
﹄
卷
八
に
﹁
¦
魚
門
云
：
時
�
之
學
︐
V

Ø
于
古
�
︐
詞
曲
之
學
︐
V
Ø
于
詩
︒﹂
と
い
う

(魚
門
は
¦
晉
芳

の
字
)
︒

(
142
)

原
�
﹁
用
象
棋
枰
布
圍
棋
子
﹂
は
︑﹃
朱
子
語
類
﹄
卷
八
十
六
﹁
禮

三
・
周
禮
・
地
官
﹂
で
﹃
周
禮
﹄
に
い
う
Û
保
制
を
t
し
て
﹁
他

Y
箇
一
如
碁
盤
相
似
︐
枰﹅

布﹅

定
後
︐
碁
子
方
V
放
處
﹂
と
あ
る
︒

(
143
)

原
�
﹁
是
之
謂
井
底
天
�
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
尸
子
﹄
廣

(﹃
羣
書
治
�
﹄

卷
三
十
六
)
に
﹁
自
井
中
視
星
︐
R
見
不
�
數
星
︐
自
丘
上
以
視
︐

則
見
其
始
出
︐
印
見
其
入
︐
非
M
益
也
︐
勢
y
然
也
﹂
(﹃
藝
�
類

聚
﹄
天
部
上
・
星
に
引
く
佚
�
と
は
衣
同
が
あ
る
)
と
い
う

(
葉
長
靑
・

¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

(
144
)

原
�
﹁
經
世
之
業
﹂
は
︑
本
書
卷
四
﹁
俗
�
﹂
に
﹁
嗟
乎
︐
經﹅

世﹅

之﹅

業﹅

︐

不
可
以
爲
涉
世
之
�
﹂
と
あ
る
︒﹁
俗
�
﹂
の
譯
�

(37
)
參
照
︒

(
145
)

時
�
と
古
�
を
對
照
さ
せ
る
議
論
と
し
て
は
︑
本
書
卷
三
﹁
�
理
﹂
に

﹁
時
�
當
知
法
度
︐
古
�
亦
當
知
V
法
度
︒
時
�
法
度
顯
而
易
言
︐

古
�
法
度
隱
而
難
喩
︐
能
熟
於
古
�
當
自
得
之
﹂
と
あ
る

(
內



三
譯
�
︑
三
〇
一
～
三
〇
二
頁
)
︒

(
146
)

原
�
﹁
就
�
論
�
﹂
は
本
卷
﹁
答
問
﹂
に
﹁
答
曰
︐
此
就﹅

�﹅

論﹅

�﹅

︐
別

自
爲
一
�
也
︒
就﹅

�﹅

論﹅

�﹅

︐
先
師
V
辭
¿
之
訓
︐
曾
子
V
鄙
悖
之

戒
﹂
(二
七
一
頁
)
︑
劉
刻
違
氏
�
書
本
卷
九
外


三
﹁
與
吳
胥
石

鯵
﹂
に
﹁
不
知
正
是
就﹅

�﹅

論﹅

�﹅

︐
斯
人
豈
V
片
言
之
可
取
乎
﹂
と

あ
る
︒

(
147
)

古
�
を
對
象
と
し
た
旣
存
の
o
集
や
そ
の
>
者
に
對
す
る
著
者
の
不
滿

は
︑
例
え
ば
劉
刻
違
氏
�
書
本
卷
九
外


三
﹁
與
吳
胥
石
鯵
﹂
に

﹁
去
年
於
吳
閶
見
吳
敬
齋
R
X
刻
之
︽
國
 
二
十
四
家
古
�
︾
︐
北

上
揚
州
︐
水
¦
三
日
︐
§
復
觀
之
︒
噫
︐
古
�
故
不
易
言
︐
自
來
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五譯�
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t
o
之
家
︐
類
多
不
解
古
�
原
委
︐
豈
敢
輕
加
責
備
︒
⁝
⁝
嗚
呼
︐

衡
�
至
此
︐
曾
不
若
三
家
村
塾
︽
古
�
觀
止
︾︑︽
古
�
析
義
︾
︐

庸
惡
陋
劣
︐
 
未
得
罪
名
敎
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
本
卷
﹁
答
問
﹂
で

も
︑
方
苞
の
﹃
古
�
á
o
﹄
を
批
S
す
る
︒
同


の
�

(39
)
を

參
照
︒

(
148
)

原
�
﹁
以
就
隱
括
﹂
は
︑
本
書
卷
四
﹁
釋
�
﹂
に
﹁
至
於
高
氏
︽
小

�
︾︑
姚
氏
︽
瓜
�
︾
之
屬
︐
則
撙
k
繁
�
︐
自
就﹅

隱﹅

括﹅

者
也
︒

⁝
⁝
惟
�
�
後
而
勒
成
一
家
︐
則
例
由
義
c
︐
自
就﹅

隱﹅

括﹅

﹂
と
い

う
︒
本
卷
﹁
申
½
﹂
に
﹁
就
隱
括
﹂
の
用
例

(二
三
八
頁
)
が
見

え
る

(葉
瑛
)
︒﹁
釋
�
﹂
の
譯
�

(69
)
參
照
︒

(
149
)

�
傳
に
引
く
�
違
が
k
略
さ
れ
て
い
る
例
と
し
て
︑﹃
�
記
﹄
司
馬
相

如
列
傳
に
司
馬
相
如
の
﹁
上
林
賦
﹂
を
引
用
し
た
後
に
﹁
無
是
公

言
天
子
上
林
廣
大
︐
山
谷
水
泉
萬
物
︐
乃
子
虛
言
楚
雲
夢
R
V
甚

衆
︐
侈
靡
�
其
實
︐
且
非
義
理
R
尙
︐
故
盈
取
其
�
︐
歸
正
�
而

論
之
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
た
だ
し
﹃
漢
書
﹄
司
馬
相
如
傳
上
に
見

え
る
同
じ
記
営
に
對
す
る
顏
師
古
�
は
︑
こ
れ
を
﹁
�
家
刊
剟
﹂

と
は
考
え
な
い
︒
な
お
本
書
よ
り
後
に
な
る
が
︑﹃
漢
書
﹄
と

﹃
�
o
﹄
に
收
め
ら
れ
る
�
違
を
比
べ
て
後
者
の
分
量
が
多
い
例

を
指
摘
し
た
議
論
と
し
て
︑
兪
正
燮
﹁
�
o
自
校
本
跋
﹂
(﹃
癸
巳

存
稿
﹄
卷
十
二
)
に
﹁︽
�
o
︾
見
於
�
策
者
極
多
︐
一
一
校
存
之
︐

備
衣
同
斟
d
耳
︒
o
家
例
V
甄
別
�
增
盈
：
其
本
V
視
他
本
增
多

者
︐︽
西
都

賦
︾
視
︽
漢

書
︾
多
﹁
衆
液

之
隈
︐
汧

涌
其
西
﹂︒

︽
東
都
賦
︾
詩
視
︽
漢
書
︾
多
﹁
嘉
祥
阜
兮
集
皇
都
﹂︒
司
馬
子
長

︽
報
任
少
卿
書
︾
視
︽
漢
書
︾
多
﹁
太
�
公
牛
馬
走
司
馬
�
再
拜

言
﹂
十
二
字
︒
東
方
朔
︽
答
客
難
︾
視
︽
漢
書
︾
多
﹁
傳
曰
天
下

無
Ø
災
﹂
二
十
七
字
︒
蓋
昭
M
得
他
本
增
入
者
﹂
と
あ
る

(
¦
千

帆
)
︒
ま
た
本
書
卷
一
﹁
詩
敎
下
﹂
で
も
︑
�
傳
に
お
け
る
�
違

の
引
用
に
言
s
す
る

(
¦
千
帆
)
︒﹁
詩
敎
下
﹂
の
譯
�

(28
)︑

(30
)
參
照
︒

(
150
)

原
�
﹁
印
從
而
爲
之
辭
焉
﹂
は
︑﹃
孟
子
﹄
公
孫
丑
下
に
基
づ
く
︒
本

書
卷
四
﹁
繁
稱
﹂
の
譯
�

(9
)
參
照
︒

(
151
)

原
�
﹁
引
端
不
具
﹂
に
つ
い
て
は
︑
劉
刻
違
氏
�
書
本
卷
九
外


三

﹁
與
邵
二
雲
﹂
に
﹁
兒
子
寄
到
亳
州
家
書
︐
內
鈔
足
下
書
稿
寄
來
︐

則
略
V
論
�
之
)
︐
而
引﹅

端﹅

印
未
見
其
緖
︐
以
此
益
知
X
涉
江
湖
︐

欲
溯
都
門
舊
雨
§
復
論
�
︐
良
不
易
也
﹂
と
あ
る
︒

(
152
)

原
�
﹁
詡
謂
發
軔
之
離
奇
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
楚
辭
﹄
離
騷
に
﹁
 
發﹅

軔﹅

於
蒼
梧
兮
︐
夕
余
至
乎
縣
圃
；
欲
少
留
此
靈
瑣
兮
︐
日
忽
忽
其

將
暮
﹂︑
洪
興
祖
補
�
に
﹁︽
戰
國
策
︾
云
：
『陛
下
嘗
軔
車
於
趙

矣
﹄︒
軔
︐
止
車
之
木
︐
將
行
則
發
之
﹂
(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉

瑛
)
︑﹃
漢
書
﹄
鄒
陽
傳
に
引
く
鄒
陽
の
上
書
に
﹁
蟠
木
根
柢
︐
輪

囷
離﹅

奇﹅

︐
而
爲
萬
乘
器
者
︐
以
左
右
先
爲
之
容
也
﹂︑
張
晏
�
に

﹁
輪
囷
離
奇
︐
委
曲
盤
戾
也
﹂
(
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
と
あ
る
︒

(
153
)

原
�
﹁
詫
爲


F
之
嶃
峭
﹂
に
つ
い
て
は
︑
苻
載
﹁
泳
閣
寺
常
準
上
人

精
院
記
﹂
(﹃
�
苑
英
華
﹄
卷
八
百
十
七
)
に
﹁
峯
巒
不
巉﹅

峭﹅

︐
無
以

爲
泰
華
︐
院
宇
不
嚴
麗
︐
無
以
爲
泳
閣
﹂︑
宋
濂
﹁
謝
翺
傳
﹂

(﹃
宋
學
士
先
生
�
集
輯
補
﹄
︑﹃
晞
髮
集
﹄
卷
末
)
に
﹁
�
尤
嶄﹅

拔
峭﹅

勁
︐

雷
電
恍
惚
出
入
風
雨
中
﹂︑
洪
邁
﹃
夷
堅
志
﹄
乙
志
卷
十
三
﹁
海

島
大
竹
﹂
に
﹁
皁
衣
不
應
︐
夾
捽
以
�
︐
滿
路
嶄﹅

峭﹅

︐
如
棘
針
而

甚
大
︐
刺
足
底
絕
痛
︐
不
可
行
﹂︑
吳
澄
﹁
仙
巖
元
禧
觀
記
﹂

(﹃
草
廬
吳
�
正
公
集
﹄
卷
二
十
六
)
に
﹁
觀
之
陽
諸
巖
斬﹅

峭﹅

︐
或
嗆

|
而
中
空
︐
或
瑰
瑋
而
外
見
；
川
液
中
貫
︐
風
帆
上
下
︐
探
僻
搜

怪
者
時
時
而
至
﹂︑
本
書
よ
り
遲
れ
る
が
方
東
樹
﹃
昭
昧
詹
言
﹄
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卷
八
﹁
杜
公
﹂
に
﹁
斷
¡
多
︐
¡
I
用
奇
︐
¡
斬﹅

峭﹅

︐
¡
見
筆

力
﹂
と
あ
る
︒

(
154
)

原
�
﹁
殆
如
左
氏
R
云
非
子
之
求
而
蒲
之
愛
矣
﹂
は
︑
本


第
七
條
に

旣
出
︑
�

(88
)
參
照
︒

(
155
)

原
�
﹁
V
M
中
葉
以
來
﹂
以
下
の
一
�
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
三
﹁
傳

記
﹂
に
﹁
M
自
嘉
靖
而
後
︐
論
�
各
分
門
户
︐
其
V
好
爲
高
論
者
︐

輒
言
傳
乃
�
職
︐
身
非
�
官
︐
豈
可
爲
人
作
傳
﹂
と
あ
る

(葉
長

靑
)
︒﹁
傳
記
﹂
の
譯
�

(14
)
參
照
︒

(
156
)

原
�
﹁
一
種
不
*
不
理
﹂
は
︑﹁
石
園
�
集
題
詞
﹂
(萬
斯
同
﹃
石
園
�

集
﹄
卷
首
)
に
收
め
ら
れ
る
劉
獻
廷
の
題
詞
に
﹁
復
V
一﹅

種﹅

不﹅

*﹅

不﹅

緖
之
想
︐
出
乎
筆
墨
之
外
﹂︑
王
印
槐

(乾
隆
年
閒
の
人
)
﹃
辨
案

�
略
﹄
論
駁
案
に
﹁
若
非
*
理
︐
)
欲
苛
求
︐
彼
旣
可
以
不﹅

*﹅

不﹅

理﹅

之
語
牽
强
駁
之
︐
我
何
難
以
V
*
V
理
之
話
委
婉
|
之
﹂
と
あ

る
︒

(
157
)

原
�
﹁
自
命
爲
古
�
者
﹂
と
彼
ら
が
奇
態
な
�
違
へ
の
自
覺
が
乏
し
い

こ
と
に
つ
い
て
は
︑
劉
刻
違
氏
�
書
本
卷
九
外


三
﹁
答
某
友
R

碑
誌
書
﹂
に
﹁
今
乃
稱
其
先
德
耽
詩
︐
出
入
東
坡
︑
香
山
之
閒
︐

印
不
知
爲
何
許
語
也
︒
K
白
氏
居
易
︐
宋
蘇
氏
軾
︐
入
傳
紀
�
︐

稱
爲
樂
天
︑
子
瞻
︐
已
失
愼
重
；
如
云
東
坡
︑
香
山
︐
則
峰
泉
邱

壑
︐
因
寄
爲
名
︐
人
V
同
焉
者
矣
︐
安
在
其
必
蘇
︑
白
¡
︒
必
云

蘇
︑
白
人
R
共
識
︐
正
恐
讀
者
未
如
作
者
之
\
洽
多
聞
︒
且
人
R

共
識
︐
莫
如
夫
子
︐
而
馬
�
︽
世
家
︾
︐
未
嘗
諱
不
書
名
；
後
世

功
令
崇
奉
︐
雖
朱
子
亦
不
稱
名
︐
然
傳
記
之
�
︐
不
以
功
令
稱
子

而
以
紫
陽
︑
考
亭
之
類
爲
之
名
號
︐
亦
豈
可
以
爲
訓
乎
︒
而
是
�

営
其
先
世
之
�
︐
多
出
一
時
名
輩
︐
乃
云
：
『松
陵
︑
義
門
諸
先

生
︐
推
Ö
R
爲
時
藝
﹄︒
夫
義
門
爲
浦
江
½
氏
擅
稱
︐
不
聞
其
家

V
時
藝
名
者
︒
或
云
長
洲
何
焯
亦
V
此
稱
︐
然
豈
可
獨
擅
¡
︒
不

知
松
陵
印
是
何
人
︐
詢
之
時
�
家
液
︐
悦
未
V
能
知
其
諦
者
︐
此

則
�
如
禁
方
內
之
藥
名
︐
牙
市
中
之
�
號
︐
以
此
入
�
︐
印
不
知

爲
何
許
語
也
︒
他
如
営
D
黨
之
徵
¨
則
曰
﹁
夜
鯉
晨
鳬
﹂
︐
敍
幼

學
之
能
�
則
曰
﹁
龍
�
虎
脊
﹂
︐
高
才
不

曰
﹁
荊
玉
屢
蹶
﹂
︐
晚

歲
亨
佳
曰
﹁
蔗
味
囘
甘
﹂
︐
祝
父
壽
考
曰
﹁
椿
庭
長
蔭
﹂
︐
稱
.
k

行
曰
﹁
柏
舟
矢
志
﹂
︐
諸
如
此
類
︐
或
似
優
伶
科
諢
︐
或
似
觴
政

藏
謎
︐
對
之
如
墮
雲
霧
︐
不
知
說
鬼
說
夢
︒
名
不
可
正
︐
言
不
可

順
︐
至
於
此
極
︐
殆
於
�
字
之
否
厄
矣
︒
而
一
時
�
人
才
士
或
自﹅

命﹅

古﹅

�﹅

辭
者﹅

︐
於
此
多
不
甚
爲
怪
也
︒
旣
已
n
而
不
怪
︐
則
必
以

怪
者
爲
怪
︐
故
非
今
日
窒
於
事
理
︐
推
之
R
名
實
V
不
可
得
言
︐

R
言
實
V
不
可
得
行
︐
如
上
R
云
云
︐
則
亦
何
敢
È
衆
昌
言
以
取

謗
¡
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
本
書
卷
四
﹁
砭
俗
﹂
に
﹁
汪
鈍
&
以
古﹅

�﹅

自﹅

命﹅

︐
動
輒
呵
責
他
人
︐
其
實
V
才
無
識
︒
好
爲
無
謂
之
!
忌
︐

反
自
矜
爲
V
識
︐
大
抵
如
此
﹂
と
い
う
︒﹁
砭
俗
﹂
の
譯
�

(30
)︑

(31
)
參
照
︒

(
158
)

原
�
﹁
坦
蕩
之
塗
生
荊
棘
矣
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
営
而
に
﹁
君
子
坦﹅

蕩﹅

蕩
︐

小
人
長
戚
戚
﹂︑
集
解
に
﹁
½
曰
：
坦
蕩
蕩
︐
寬
廣
貌
﹂︑
李
淸

﹃
南
渡
錄
﹄
卷
三
・
冬
十
�
甲
戌
條
に
引
く
南
M
の
張
捷
の
駅
に

﹁
先
�
末
K
︐
諸
臣
之
心
皆
壞
︐
渾
同
之
域
︐
自
K
藩
籬
︐
坦﹅

蕩﹅

之﹅

p
︐
橫
生﹅

荊﹅

棘﹅

﹂
と
あ
る
︒

(
159
)

原
�
﹁
夫
�
違
變
¶
侔
於
鬼
神
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
三
﹁
�
理
﹂

に
﹁
執
古
�
而
示
人
以
法
度
︐
則
�﹅

違﹅

變﹅

¶﹅

︐
非
一
成
之
�
R
能

限
也
﹂
と
あ
る

(
內


三
譯
�
︑
三
〇
二
頁
)
︒

(
160
)

原
�
﹁
斗
然
而
來
戛
然
而
止
﹂
に
類
す
る
言
葉
で
�
學
作
品
を
批
t
し

た
例
と
し
て
︑﹃
讀
杜
心
解
﹄
卷
三
之
六
﹁
野
�
﹂
t
に
﹁
斗﹅

然﹅
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而﹅

來﹅

︐
飄
然﹅

而﹅

去
︐
格
勢
絕
佳
﹂︑﹃
御
o
K
宋
詩
醇
﹄
卷
六
・
李

白
﹁
秋
日
魯
郡
堯
祠
亭
上
宴
別
杜
補
闕
范
侍
御
﹂
t
に
﹁
飄
然﹅

而﹅

來﹅

︐
戛﹅

然﹅

而﹅

止﹅

︒
格
>
高
逸
︐
V
如
�
�
未
息
︐
翩
翩
而
自
¦
﹂

と
あ
る
︒

(
161
)

原
�
﹁
山
之
岩
峭
水
之
波
瀾
﹂
は
︑﹁
皇
甫
持
正
�
集
書
後
﹂
(劉
刻
違

氏
�
書
本
卷
八
外


二
)
に
﹁
如
李
生
初
問
︐
以
謂
今
之
工
�
或
先

於
奇
怪
；
則
當
對
以
水﹅

之﹅

波﹅

瀾﹅

︐
山﹅

之﹅

巖
峭﹅

︐
R
積
深
厚
︐
發
於

外
者
不
知
其
然
而
然
︐
乃
可
y
後
生
者
知
�
違
之
本
於
R
積
︐
是

亦
韓
氏
仁
義
之
p
︐
詩
書
之
源
之
旨
也
﹂
と
あ
る
︒﹁
李
生
初
問
﹂

は
皇
甫
湜
﹁
荅
李
生
第
一
書
﹂
(﹃
皇
甫
持
正
�
集
﹄
卷
四
)
を
い
う
︒

後
に
皇
甫
湜
は
李
生
な
る
人
物
の
問
い
に
答
え
︑
奇
や
怪
と
共
に

﹁
自
然
﹂
を
重
ん
じ
る
旨
の
�
學
論
を
示
し
た
︒
な
お
︑﹁
韓
氏
﹂

は
韓
¡
を
指
す
︒

(
162
)

無
理
に
﹁
奇
﹂
を
求
め
て
も
︑
�
違
に
そ
れ
を
表
せ
な
い
と
い
う
議
論

と
し
て
︑
例
え
ば
陳
師
�
﹃
後
山
詩
話
﹄
に
﹁
揚
子
雲
之
�
︐
好

奇
而
卒
不
能
奇
也
︐
故
思
苦
而
詞
艱
︒
善
爲
�
者
︐
因
事
以
出
奇
︐

江
河
之
行
︐
順
下
而
已
︒
至
其
觸
山
赴
谷
︐
風
搏
物
激
︐
然
後
盡

天
下
之
變
︒
子
雲
惟
好
奇
︐
故
不
能
奇
也
﹂
と
あ
る

(
¦
千
帆
)
︒

(
163
)

張
耒
﹁
答
李
推
官
書
﹂
(﹃
柯
山
集
﹄
卷
四
十
六
)
に
﹁
自
K
以
來
至
今
︐

�﹅

人﹅

好﹅

奇﹅

者
不
一
﹂
と
あ
る
︒

(
164
)

原
�
﹁
悞
學
邯
鄲
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
莊
子
﹄
秋
水
に
﹁
且
子
獨
不
聞

夫
壽
陵
餘
子
之
學﹅

行
於
邯﹅

鄲﹅

與
︒
未
得
國
能
︐
印
失
其
故
行
矣
︐

直
匍
匐
而
歸
耳
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
¦
千
帆
・
葉
瑛
)
︒

浙
東
學
�

【
成
立
年
代
︼

柯
氏
鈔
本
﹁
庚
申
雜
訂
﹂
に
こ
の


が
收
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
嘉
慶

五
年

(一
八
〇
〇
年
)
︑
違
學
�
六
十
三
歲
の
作
と
考
え
ら
れ
る
︒
違
學
�
は
a

年
に
死
去
し
て
い
る
た
め
︑
�
晚
年
の
著
営
に
屬
す
る

(葉
瑛
)
︒
ま
た
︑
內
�

�
庫
藏
の
鈔
本
違
氏
�
書
本
﹃
�
�
�
義
﹄
は
卷
二
に
本


を
收
め
る
が
︑
そ

の
目
ª
の
﹁
浙
東
學
-
﹂
の
標
目
の
下
に
﹁
庚
申
雜
訂
﹂
と
あ
る
︒
な
お
︑
本



と
內
容
上
關
連
が
深
い
﹁
朱
陸
﹂


は
︑
一
七
七
七
年
の
X
で
あ
る
︒
王
宗

炎
>
ª
の
﹁
違
氏
�
書
﹂
で
は
︑
こ
の
﹁
浙
東
學
-
﹂


を
﹃
�
�
�
義
﹄
卷

二
﹁
朱
陸
﹂


の
直
�
に
�
置
し
て
い
る
︒

浙
東
之
學
︐
雖
出
婺
源
︐
然
自
三
袁
之
液
︐
多
宗
江
西
陸
氏
︐
而
�
經
Ö

古
︐
絕
不
空
言
德
性
︐
故
不
悖
於
朱
子
之
敎
︒
至
陽
M
王
子
︐
揭
孟
子
之
良
知
︐

復
與
朱
子
抵
牾
；
蕺
山
劉
氏
︐
本
良
知
而
發
M
愼
獨
︐
與
朱
子
不
合
︐
亦
不
相

詆
也
︒
梨
洲
黃
氏
︐
出
蕺
山
劉
氏
之
門
︐
而
開
萬
氏
弟
兄
經
�
之
學
；
以
至
�

氏
祖
�
輩
尙
存
其
)
︐
宗
陸
而
不
悖
於
朱
者
也
︒
惟
西
河
毛
氏
︐
發
M
良
知
之

學
︐
頗
V
R
得
；
而
門
戶
之
見
︐
不
免
攻
之
太
�
︐
雖
浙
東
人
亦
不
甚
以
爲
然

也
︒浙

東

(浙
江
東
部
)
の
學
問
は(1
)
︑
婺
源

(
朱
熹
の
本
貫
は
江
西
の
婺
源
)
か
ら
出

て
き
た
と
は
い
え(2
)
︑
三
袁

(袁
燮
︑
袁
肅
︑
袁
甫
)
の
液
*
以
影
は(3
)
︑
多
く
は
江

西
の
陸
氏

(陸
九
淵
)
を
祖
と
す
る
が
︑
し
か
し

(朱
子
の
よ
う
に
)
經
書
に
�

曉
し
古
の
世
に
心
Ö
し(4
)
︑
ま
っ
た
く
�
德
や
性
理
に
つ
い
て
空
言
せ
ず(5
)
︑
そ
の

た
め
朱
子
の
敎
え
に
背
反
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
王
陽
M
先
生

(王
守
仁
)

が
孟
子
の
良
知
說
を
揭
げ
る
よ
う
に
な
る
と(6
)
︑
ま
た

(陸
九
淵
の
後
に
再
び
)
朱

東 方 學 報
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子
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
な
っ
た(

7
)
︒
劉
蕺
山
氏

(劉
宗
周
)
は
︑
良
知
說
に
基
づ

き
つ
つ
愼
獨
說
を
發
展
さ
せ(

8
)
︑
朱
子
の
思
想
と
は
合
わ
な
か
っ
た
が
︑
互
い
に

批
S
し
合
う
こ
と
も
な
か
っ
た
︒
黃
梨
洲
氏

(
黃
宗
羲
)
は
劉
蕺
山
の
門
下
か

ら
出
て(

9
)
︑
萬
氏
兄
弟

(萬
斯
大
︑
萬
斯
同
)
の
經
書
と
�
書
に
關
す
る
學
問
を
も

た
ら
し(
10
)
︑
�
祖
�
氏
た
ち
の
代
に
至
っ
て
も(11
)
︑
ま
だ
そ
の
)
志
を
留
め
て
お
り
︑

陸
學
を
奉
じ
つ
つ
も
︑
朱
子
學
に
背
反
す
る
こ
と
が
な
い
も
の
だ
っ
た
︒
た
だ

し
︑
毛
西
河
氏

(毛
奇
齡
)
に
つ
い
て
は
︑
良
知
の
思
想
を
發
展
さ
せ
︑
大
い

に
自
ら
得
る
こ
と
が
あ
っ
た
が(
12
)
︑
そ
の
門
戶
の
見
は
︑
他
者
を
責
め
立
て
る
こ

と
が
�
剩
と
い
う
こ
と
を
免
れ
得
ず(
13
)
︑
浙
東
の
人
で
さ
え
も
︑
そ
の
說
を
强
く

は
肯
定
し
な
い(
14
)
︒

世
推
í
亭
林
氏
爲
開
國
儒
宗
︐
然
自
是
浙
西
之
學
︒
不
知
︐
同
時
V
黃
梨

洲
氏
︐
出
於
浙
東
︐
雖
與
í
氏
竝
峙
︐
而
上
宗
王
︑
劉
︐
下
開
二
萬
︐
�
之
í

氏
︐
源
X
而
液
長
矣
︒
í
氏
宗
朱
︐
而
黃
氏
宗
陸
︒
蓋
非
õ
學
專
家
︐
各
持
門

戶
之
見
者
︐
故
互
相
推
Ö
︐
而
不
相
非
詆
︒
學
者
不
可
無
宗
�
︐
而
必
不
可
V

門
戶
︐
故
浙
東
︑
浙
西
︐
�
竝
行
而
不
悖
也
︒
浙
東
貴
專
家
︐
浙
西
尙
\
�
︐

各
因
其
n
而
n
也
︒

世
閒
で
は
í
亭
林
氏

(
í
炎
武
)
を
淸
 
創
業
=
の
儒
學
の
大
先
生
と
±
ぶ

が(
15
)
︑
結
局
の
と
こ
ろ
浙
西

(浙
江
西
部
)
の
學
だ(16
)
︒
實
は
︑
同
時
=
に
黃
宗
羲

氏

(號
は
梨
洲
)
が
お
り
︑
浙
東
か
ら
出
て
き
て
お
り
︑
í
氏
と
竝
び
立
っ
て
︑

d
れ
ば
王
守
仁
や
劉
宗
周
を
奉
じ
︑
時
代
が
下
れ
ば
萬
斯
大
・
萬
斯
同
兄
弟
を

も
た
ら
し
︑
こ
れ
を
í
氏
と
比
べ
る
に
︑
そ
の
來
源
は
古
く
液
傳
が
長
い
の
だ
︒

í
氏
は
朱
子
を
祖
と
し
︑
黃
氏
は
陸
九
淵
を
祖
と
す
る
︒
思
う
に
︑
門
戶
の
見

に
と
ら
わ
れ
た
õ
義
の
專
門
家
で
は
な
か
っ
た
か
ら(17
)
︑
そ
の
た
め
互
い
に
±
重

し
て
︑
誹
謗
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
︒
學
ぶ
者
に
は
奉
ず
る
も
の
が
な
く
て
は

な
ら
な
い
が
︑
必
ず
門
戶
の
見
が
あ
っ
て
は
な
ら
ず
︑
そ
れ
故
︑
浙
東
と
浙
西

と
は
︑
そ
の
�
は
竝
び
立
っ
て
ぶ
つ
か
る
こ
と
が
な
い
の
だ
︒
浙
東
は
一
家
の

學
を
±
び(18
)
︑
浙
西
は
\
識
・
典
�
を
±
び(19
)
︑
ど
ち
ら
も
そ
の
n
慣
に
從
っ
て
學

n
し
て
い
る
︒

天
人
性
命
之
學
︐
不
可
以
空
言
õ
也
︒
故
司
馬
�
本
董
氏
天
人
性
命
之
說
︐

而
爲
經
世
之
書
︒
儒
者
欲
±
德
性
︐
而
空
言
義
理
以
爲
功
︐
此
宋
學
之
R
以
見

譏
於
大
�
也
︒
夫
子
曰
：
｢我
欲
託
之
空
言
︐
不
如
見
諸
行
事
之
深
切
著
M

也
︒﹂
此
︽
春
秋
︾
之
R
以
經
世
也
︒
�
如
孔
子
︐
言
爲
天
鐸
︐
 
且
不
以
空

言
制
�
︐
況
他
人
乎
︒
故
善
言
天
人
性
命
︐
未
V
不
切
於
人
事
者
︒
三
代
學
-
︐

知
V
�
而
不
知
V
經
︐
切
人
事
也
︒
後
人
貴
經
-
︐
以
其
卽
三
代
之
�
耳
︒
�

儒
談
經
︐
似
於
人
事
之
外
︐
別
V
R
謂
義
理
矣
︒
浙
東
之
學
︐
言
性
命
者
必
究

於
�
︐
此
其
R
以
卓
也
︒

天
と
人
や
性
と
命
に
關
す
る
學
問
は(20
)
︑
空
言
し
て
論
じ
て
は
い
け
な
い
︒
そ

う
で
あ
る
の
で
︑
司
馬
�
は
董
仲
舒
氏
の
天
と
人
や
性
と
命
に
關
す
る
說
に
基

づ
い
て
︑
世
を
治
め
る
書
物
を
著
し
た
の
だ(21
)
︒
儒
者
は
德
性
を
±
ぼ
う
と
し
て

(﹃
中
庸(22
)

﹄
)
︑
義
理
を
空
言
し
て
は
そ
れ
を
手
柄
と
し
た
の
は
︑
宋
學
が
大
�
の

人

(實
質
に
見
合
っ
た
名
聲
を
得
て
い
る
人
)
か
ら
咎
め
ら
れ
る
R
以
で
あ
る(23
)
︒
夫

子
が
﹁
私
は
こ
の
こ
と
を
空
言
に
託
そ
う
と
し
た
が
︑
事
實
の
切
實
で
M
ら
か

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
の
に
は
s
ば
な
い(24
)
﹂
と
言
っ
た
の
は
︑﹃
春
秋
﹄

が
世
を
治
め
る
方
法
で
あ
る
︒
�
賢
で
あ
る
こ
と
孔
子
の
よ
う
で
︑
そ
の
發
言

が
天
の
警
吿
で
あ
っ
て
も(25
)
︑
な
お
空
言
に
よ
っ
て

(
相
手
に
)
優
越
し
よ
う
と

す
る
こ
と
な
ど
は
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
︑
ま
し
て
や
そ
の
他
の
者
は
な
お
さ

ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
故
︑
天
人
や
性
命
に
つ
い
て
效
果
"
に
語
る
人
は
︑
必
ず

人
閒
社
會
の
事
𧰼
に
ぴ
た
り
と
合
う
も
の
だ
︒
三
代
の
學
-
に
は
︑
�
學
は

『���義』內
五譯�
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あ
っ
て
も
經
學
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
の
は
︑
そ
れ
は

(
�
學
が
)
人
閒
社

會
の
事
𧰼
に
ぴ
た
り
と
合
う
か
ら
で
あ
る
︒
後
の
人
が
經
學
を
±
ぶ
の
は
︑
そ

れ
が
つ
ま
り
三
代
の
歷
�
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
�
�
の
儒
者
は
經
書

を
論
じ
て
は
︑
人
閒
社
會
の
事
𧰼
の
外
に
︑
そ
れ
と
は
別
に
い
わ
ゆ
る
義
理
が

あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
浙
東
の
學
-
が
︑
性
や
命
を
論
ず
る
際
に
必
ず
歷
�

に
お
い
て
究
M
し
よ
う
と
す
る
の
は
︑
そ
れ
が
卓
越
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
︒

朱
陸
衣
同
︐
干
戈
門
戶
︐
千
古
桎
梏
之
府
︐
亦
千
古
荊
棘
之
林
也
︒
究
其

R
以
紛
綸
︐
則
惟
à
空
言
而
不
切
於
人
事
耳
︒
知
�
學
之
本
於
︽
春
秋
︾
︐
知

︽
春
秋
︾
之
將
以
經
世
︐
則
知
性
命
無
可
空
言
︐
而
õ
學
者
必
V
事
事
︐
不
特

無
門
戶
可
持
︐
亦
且
無
以
持
門
戶
矣
︒
浙
東
之
學
︐
雖
源
液
不
衣
︐
而
R

不

同
︒
故
其
見
於
世
者
︐
陽
M
得
之
爲
事
功
︐
蕺
山
得
之
爲
節
義
︐
梨
洲
得
之
爲

隱
逸
︐
萬
氏
兄
弟
得
之
爲
經
-
�
裁
︒
ã
�
雖
出
於
一
︐
而
面
目
迥
殊
︐
以
其

各
V
事
事
故
也
︒
彼
不
事
R
事
︐
而
但
空
言
德
性
︐
空
言
問
學
︐
則
黃
茅
白
葦
︐

極
面
目
雷
同
︐
不
得
不
殊
門
戶
︐
以
爲
自
見
地
耳
︒
故
惟
陋
儒
則
爭
門
戶
也
︒

朱
子
と
陸
九
淵
に
衣
同
が
あ
り
︑
激
し
く
門
戶
を
爭
っ
て
き
た
の
は(26
)
︑
大
昔

か
ら
續
く
固
執
の
積
み
重
ね
で
あ
り
︑
ま
た
大
昔
か
ら
續
く
も
め
ご
と
の
繰
り

r
し
で
あ
る(
27
)
︒
紛
糾
す
る
理
由
を
つ
き
つ
め
れ
ば
︑
た
だ
空
言
を
盛
ん
に
し
て
︑

人
閒
社
會
の
事
𧰼
に
密
着
し
て
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
�
學
が
﹃
春

秋
﹄
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
知
り(
28
)
︑﹃
春
秋
﹄
が
世
を
治
め
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
︑
性
や
命
を
空
言
す
べ
き
で
な
い
こ
と
が
わ
か
り
︑

學
問
を
õ
ず
る
も
の
は
必
ず
具
體
"
な
事
物
に
卽
し
て
取
り
組
む
よ
う
に
な
り
︑

た
だ
固
持
す
る
門
戶
が
な
い
ば
か
り
か
︑
門
戶
の
見
を
持
つ
こ
と
も
な
く
な
る

の
だ
︒
浙
東
の
學
問
は
︑
源
と
展
開
は
衣
な
ら
な
い
と
い
っ
て
も
︑
彼
ら
の
直

面
し
た
狀
況
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
っ
た
︒
そ
れ
故
︑
そ
の
世
に
現
れ
る
も
の
を
見
て

い
け
ば
︑
王
陽
M
は
同
じ
浙
東
の
學
を
體
得
し
て
治
績
を
擧
げ(29
)
︑
劉
蕺
山
は
そ

れ
を
體
得
し
て
k
義
を
爲
し(30
)
︑
黃
梨
洲
は
そ
れ
を
體
得
し
て
隱
逸
し(31
)
︑
萬
氏
兄

弟
は
そ
れ
を
體
得
し
て
經
學
の
硏
究
や
�
書
の
>
纂
を
行
っ
た(32
)
︒
敎
え
の
繼
承

と
傳
ã
は
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
出
て
き
た
と
は
い
え
︑
現
れ
方
が
大
い
に
衣
な
る

の
は
︑
彼
ら
が
各
々
事
物
に
卽
し
て
取
り
組
ん
だ
か
ら
だ
︒
か
の
自
分
た
ち
が

取
り
組
ん
で
い
る
事
に
卽
し
て
取
り
組
ん
で
お
ら
ず
︑
た
だ
德
性
を
空
言
し
︑

問
學
を
空
言
す
る
よ
う
な
者
は
︑
ど
れ
も
似
た
り
寄
っ
た
り
で(33
)
︑
現
れ
方
は
極

め
て
付
和
雷
同
で(34
)
︑
門
戶
を
別
に
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ず
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
自

分
の
見
解
を
持
っ
た
氣
に
な
っ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
そ
れ

故
︑
た
だ
卑
俗
の
儒
者
が
門
戶
を
爭
う
の
だ
︒

或
問
：
｢事
功
氣
節
︐
果
可
與
著
営
相
提
竝
論
乎
﹂︒
曰
：
�
學
R
以
經
世
︐

固
非
空
言
著
営
也
︒
且
如
六
經
︐
同
出
於
孔
子
︐
先
儒
以
爲
其
功
莫
大
於
︽
春

秋
︾
︐
正
以
切
合
當
時
人
事
耳
︒
後
之
言
著
営
者
︐
舍
今
而
求
古
︐
舍
人
事
而

言
性
天
︐
則
吾
不
得
而
知
之
矣
︒
學
者
不
知
斯
義
︐
不
足
言
�
學
也
︹
整
輯
排

比
︐
謂
之
�
纂
︐
參
互
搜
討
︐
謂
之
�
考
；
皆
非
�
學
︺︒

あ
る
者
が
問
う
︒﹁
治
績
や
k
義
は
︑
結
局
︑
著
営
と
と
も
に
合
わ
せ
て
竝

べ
論
ず
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か(35
)
﹂︒
答
え
て
言
う
︒
�
學
が
世
を
治

め
る
方
法
と
い
う
の
は
︑
そ
も
そ
も
空
言
の
著
営
な
ど
で
は
な
い
︒
例
え
ば
六

經
が
す
べ
て
孔
子
に
由
來
し
︑
先
儒
が
そ
の
功
績
は
﹃
春
秋
﹄
よ
り
大
き
い
も

の
は
な
い
︑
と
言
っ
た
の
は
︑
ま
さ
に

(﹃
春
秋
﹄
の
內
容
が
)
當
時
の
人
々
の

行
い
に
ぴ
た
り
と
合
う
か
ら
に
他
な
ら
な
い
︒
後
の
時
代
の
︑
著
営
を
言
う
も

の
が
︑
現
代
を
¯
上
げ
に
し
て
古
の
世
を
x
い
求
め
︑
人
の
行
い
を
¯
上
げ
に

し
て
性
や
天
を
論
じ
て
い
る
の
は
︑
私
に
は
理
解
で
き
な
い
︒
學
ぶ
者
は
そ
の

)
味
を
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
︑
�
學
を
語
る
に
足
ら
な
い
︹
�
書
の
記
営
を
整
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理
・
>
集
し
て
�
置
す
る
こ
と
を
﹁
�
纂
﹂
と
呼
び(36
)
︑
比
�
し
て
探
し
檢
討
す

る
こ
と
を
﹁
�
考
﹂
と
呼
ぶ
︒
ど
ち
ら
も
﹁
�
學
﹂
で
は
な
い
︺︒

(1
)

原
�
﹁
浙
東
之
學
﹂
に
つ
い
て
︑
浙
東
と
は
︑
寧
波
・
紹
興
・
台
州
・

金
華

(
婺
州
)
・
衢
州
・
嚴
州
・
溫
州
・
處
州
の
八
府
の
地
を
指
す

(
周
振
甫
)
︒
樣
々
な
學
*
が
發
展
し
た
南
宋
の
浙
學
は
︑
�
學
や

事
功
の
重
視
を
特
色
と
し
︑
朱
・
陸
と
同
時
=
の
呂
祖
v

(
婺
州
)
︑

陳
傅
良

(
溫
州
)
︑
陳
亮

(
婺
州
)
な
ど
を
そ
の
淵
源
と
見
る
こ
と

が
一
般
"
で
あ
る
が
︑
違
學
�
は
こ
こ
で
は
こ
れ
ら
に
論
s
せ
ず
︑

朱
子
や
陸
九
淵
の
影
×
を
强
>
す
る

(葉
瑛
)
︒
浙
東
地
域
に
お
け

る
陸
九
淵
の
影
×
の
强
さ
を
指
摘
す
る
見
解
は
︑
南
宋
の
頃
か
ら

あ
る
こ
と
は
以
下
を
參
照
︒﹃
朱
子
語
類
﹄
卷
一
一
三
︑
訓
門
人

一
に
﹁
如
今
浙
東
學
者
多
陸
子
靜
門
人
︐
類
能
卓
然
自
立
︐
相
見

之
ª
︐
I
毅
然
V
不
可
犯
之
色
﹂
と
あ
る
︒

(2
)

浙
東
の
永
嘉
地
域
に
お
け
る
朱
子
學
の
傳
搬
者
に
は
葉
味
�
や
陳
埴
な

ど
が
い
る

(葉
瑛
)
︒

(3
)

原
�
﹁
三
袁
之
液
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
宋
元
學
案
﹄
卷
七
十
五
﹁
絜
齋
學

案
﹂
に
﹁
袁
燮
︐
字
和
叔
︐
鄞
縣
人
︒
⁝
⁝
乾
�
初
︐
入
太
學
︐

時
陸
復
齋
九
齡
爲
學
錄
︐
先
生
�
其
德
容
肅
然
︐
亟
親
炙
之
︒

⁝
⁝
初
︐
先
生

象
山
于
都
城
︐
象
山
卽
指
本
心
洞
園
�
貫
︐
先

生
Z
師
事
︐
而
硏
精
覃
思
︐
V
R
未
合
︐
不
敢
自
信
︒
居
一
日
︐

豁
然
大
悟
︐
因
筆
于
書
曰
：
以
心
求
�
︐
萬
別
千
差
︐
�
體
吾
�
︐

�
不
在
他
﹂︑﹁
袁
肅
︐
號
晉
齋
︐
絜
齋
之
子
也
︒
從
廣
¬
于
怨
安
︐

其
後
知
名
于
世
﹂︑﹁
袁
甫
︐
字
廣
´
︐
絜
齋
之
子
也
︒
嘉
定
七
年

Å
士
第
一
︐
纍
官
權
兵
部
尙
書
︒
⁝
⁝
少
Ö
父
訓
︐
謂
：
學
者
當

師
�
人
︐
以
自
得
爲
貴
︒
⁝
⁝
著
V
︽
蒙
齋
中
庸
õ
義
︾
四
卷
︐

R
闡
多
陸
氏
宗
旨
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
)
︒

(4
)

原
�
﹁
�
經
Ö
古
﹂
は
︑
本
書
卷
三
﹁
朱
陸
﹂
に
﹁
但
旣
自
承
朱
氏
之

ã
�
︐
而
攻
陸
︑
王
︐
必
且
\
學
多
聞
︐
�﹅

經﹅

Ö﹅

古﹅

︐
若
西
山
︑

鶴
山
︑
東
發
︑
伯
厚
諸
公
之
勤
業
︐
然
後
閏
其
R
見
︐
當
以
空
言

德
性
爲
虛
無
也
﹂
と
あ
る

(
內


三
譯
�
︑
二
七
〇
頁
)
︒

(5
)

原
�
﹁
空
言
德
性
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
空
言
﹂
は
﹁
具
體
"
な
事
柄
に
基

づ
か
ず
に
抽
象
"
な
議
論
を
す
る
こ
と
﹂︑
本
書
卷
一
﹁
易
敎
上
﹂

�

(18
)
を
參
照
︒﹁
朱
陸
﹂


に
既
出
︒
�

(4
)
參
照
︒

(6
)

原
�
﹁
至
陽
M
王
子
︐
揭
孟
子
之
良
知
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
M
儒
學
案
﹄

卷
十
︑
姚
江
學
案
に
﹁
王
守
仁
字
伯
安
︐
學
者
稱
爲
陽
M
先
生
︐

餘
姚
人
也
︒
⁝
⁝
江
右
以
後
︐
專
提
致
良
知
三
字
︐
默
不
假
坐
︐

心
不
待
澄
︐
不
n
不
慮
︐
出
之
自
V
天
則
﹂
と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
︑

王
陽
M
は
正
德
十
六
年

(一
五
二
一
)
の
南
京
õ
學
以
影
︑
致
良

知
說
を
說
く
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒﹁
良
知
﹂
や
王
陽
M

の
﹁
致
良
知
﹂
說
は
本
書
卷
二
﹁
\
á
下
﹂
�

(2
)
を
參
照
︒

(7
)

原
�
﹁
復
與
朱
子
抵
牾
﹂
に
つ
い
て
︑
王
陽
M
の
﹁
致
良
知
﹂
說
は
︑

﹃
大
學
﹄
の
﹁
格
物
致
知
﹂
の
﹁
知
﹂
を
︑﹃
孟
子
﹄
盡
心
上


の

﹁
良
知
﹂
の
こ
と
と
解
す
る
解
釋
で
あ
り
︑
朱
子
の
よ
う
に
心
に

外
在
す
る
事
物
の
理
の
解
M
よ
り
も
︑
心
に
內
在
す
る
理
の
解
M

を
重
ん
じ
た
こ
と
で
︑
朱
子
の
解
釋
と
衝
突
し
た
︒﹁
答
í
東
樵

璘
書
﹂
(﹃
王
�
成
公
�
書
﹄
卷
二
︑
﹃
傳
n
錄
﹄
中
)
に
﹁
朱
子
R
謂

格
物
云
者
︐
在
卽
物
而
窮
其
理
︐
卽
物
窮
理
是
就
事
事
物
物
上
求

其
R
謂
定
理
者
也
︒
是
以
吾
心
而
求
理
於
事
事
物
物
之
中
︐
祈
心

與
理
面
爲
二
矣
︒
⁝
⁝
若
鄙
人
R
謂
致
知
格
物
者
︐
致
吾
心
之
良

知
於
事
事
物
物
也
︒
吾
心
之
良
知
卽
R
謂
天
理
也
︒
致
吾
心
之
天

理
於
事
事
物
物
︐
則
事
事
物
物
皆
得
其
理
矣
︒
致
吾
心
之
良
知
者

『���義』內
五譯�
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致
知
也
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(8
)

原
�
﹁
蕺
山
劉
氏
︐
本
良
知
而
發
M
愼
獨
﹂
に
つ
い
て
︑
劉
宗
周

(一

五
七
八

−

一
六
四
五
)
︑
字
は
c
東
・
»
棟
︑
號
は
念
臺
︑
蕺
山
先

生
と
も
稱
さ
れ
る
︒
紹
興
の
人
︒
陽
M
學
を
奉
じ
﹁
愼
獨
﹂
の
修

養
を
重
ん
じ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
︒﹃
大
學
雜
辨
﹄
(﹃
劉
子
�
書
﹄

卷
三
十
八
)
に
︑﹁
良﹅

知﹅

之
於
物
︐
如
鑑
之
於
姸
媸
︐
衡
之
於
高
下
︐

而
規
矩
之
於
方
圓
也
︒
鑑
不
離
物
而
定
姸
媸
︐
衡
不
離
物
而
取
高

下
︐
規
矩
不
離
物
而
辨
是
非
︐
一
也
︒
故
曰
致
知
在
格
物
︒
然
而

致
吾
心
之
聰
︐
非
無
不
聞
之
謂
也
︐
聞
吾
至
善
而
已
矣
︒
致
吾
心

之
M
︐
非
無
不
見
之
謂
也
︐
見
吾
至
善
而
已
矣
︒
聞
吾
至
善
︐
r

于
無
聞
矣
︐
見
吾
至
善
︐
r
于
無
見
矣
︐
知
無
知
矣
︒︽
中
庸
︾

曰
：
｢戒
愼
乎
其
R
不
睹
︐
恐
懼
乎
其
R
不
聞
︒﹂
不
動
而
敬
︐
不

言
而
信
︐
其
�
歸
于
愼﹅

獨﹅

︐
此
格
物
眞
下
手
處
︒
故
格
物
卽
格
其

反
身
之
物
︐
不
離
修
者
是
；
而
致
知
卽
致
其
R
性
之
知
︐
不
離
止

者
是
﹂
と
あ
る
︒

(9
)

原
�
﹁
梨
洲
黃
氏
︐
出
蕺
山
劉
氏
之
門
﹂
に
つ
い
て
︑
黃
宗
羲

(一
六

一
〇

−

一
六
九
五
)
︑
字
は
太
沖
︑
號
は
南
雷
・
梨
洲
︑
紹
興
の
人
︒

劉
宗
周
に
師
事
し
︑
陽
M
學
を
奉
じ
︑
反
淸
復
M
]
動
に
參
加
し

た
後
︑
淸
 
に
よ
る
中
國
瓜
一
後
︑﹃
M
儒
學
案
﹄
を
著
す
︒﹃
南

雷
�
定
五
集
﹄
附
錄
︑
黃
百
家
﹁
先
�
獻
�
孝
公
棃
洲
府
君
行

略
﹂
に
︑﹁
府
君
諱
宗
羲
︐
字
大
冲
︐
號
棃
洲
︒
⁝
⁝
海
昌
陳
鯵

齋
先
生
曰
⁝
⁝
棃
洲
黃
子
於
蕺
山
門
爲
晚
出
︐
獨
能
駅
�
其
´
言
︐

證
M
其
大
義
︐
推
離
ñ
源
以
合
於
先
�
不
傳
之
旨
︐
然
後
蕺
山
之

學
如
日
中
天
︐
黃
子
R
謂
魯
國
而
儒
者
一
人
歟
﹂
と
あ
る
︒

(10
)

原
�
﹁
開
萬
氏
弟
兄
經
�
之
學
﹂
に
つ
い
て
︑
萬
斯
大

(一
六
三
三

−

一
六
八
三
)
︑
字
は
閏
宗
︑
號
は
跛
&
︑
寧
波
の
人
︒
萬
斯
同

(一

六
三
八

−

一
七
〇
二
)
︑
字
は
季
野
︒﹃
國
 
先
正
事
略
﹄
卷
三
十

二
・
萬
閏
宗
先
生
事
略
に
︑﹁
萬
先
生
斯
大
︐
字
閏
宗
︐
浙
江
鄞

人
︒
⁝
⁝
︒
戶
部

(=

萬
泰
)
八
子
皆
�
業
棃
洲
先
生
之
門
︐
稱

高
座
弟
子
︒
⁝
⁝
生
�
喪
亂
︐
不
事
科
舉
業
︐
湛
思
諸
經
︐
以
爲

非
盡
�
諸
經
不
能
�
一
經
︐
非
悟
傳
�
之
失
不
能
�
經
︐
非
以
經

釋
經
亦
無
由
悟
傳
�
之
失
︒
於
是
融
會
考
證
︐
奉
正
朔
以
批
閏
位
︐

百
�
Z
無
堅
城
︒
舉
諸
家
聚
訟
︐
條
分
而
縷
析
之
︐
劃
如
也
︒
尤

精
︽
春
秋
︾︑︽
三
禮
︾︒
⁝
⁝
爲
書
三
百
卷
︐
其
别
出
者
曰
︽
學

禮
質
疑
︾
二
卷
︑︽
周
官
辨
非
︾
二
卷
︑︽
儀
禮
商
︾
二
卷
︑︽
禮

記
偶
箋
︾
二
卷
︐
棃
洲
皆
序
而
行
之
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
)
︒

(11
)

�
祖
�

(一
七
〇
五

−

一
七
五
五
)
︑
字
は
紹
衣
︑
號
は
謝
山
︒
寧
波
の

人
︒﹃
國
 
先
正
事
略
﹄
卷
三
十
四
︑
�
謝
山
先
生
事
略
に
︑﹁
先

生
姓
�
氏
︐
名
祖
�
︐
字
紹
衣
︐
一
字
謝
山
︐
浙
江
鄞
縣
人
︒

⁝
⁝
南
歸
後
修
南
雷
黃
氏
︽
宋
元
儒
學
案
︾
七
校
︽
水
經
�
︾﹂

と
あ
る
︒

(12
)

毛
奇
齡
が
王
陽
M
の
﹁
致
良
知
﹂
說
の
)
義
を
特
筆
し
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
は
︑﹁
朱
陸
﹂
�

(九
)
を
參
照
︒

(13
)

毛
奇
齡
が
朱
子
の
�
釋
の
內
容
を
批
S
し
て
い
た
こ
と
は
︑﹁
朱
陸
﹂

�

(9
)
を
參
照
︒

(14
)

例
え
ば
︑
�
祖
�
﹁
蕭
山
毛
檢
討
別
傳
﹂
(﹃
鮚
埼
亭
集
外
>
﹄
卷
十
三
)

は
︑﹁
西
河
之
才
�
非
液
輩
R
易
�
︐
y
其
¬
心
易
氣
以
立
言
︐

其
足
以
附
h
儒
苑
無
疑
也
︒
乃
以
狡
獪
行
其
暴
橫
︐
雖
未
嘗
無
發

M
可
采
者
而
敗
闕
繁
多
︐
得
罪
�
敎
︐
惜
夫
﹂
と
毛
奇
齡
を
t
す

る
︒

(15
)

í
炎
武

(一
六
一
三

−

一
六
八
二
)
︑
字
は
寧
人
︑
號
は
亭
林
︑
江
蘇
崑

山
の
人
︒
í
炎
武
の
學
問
に
つ
い
て
は
︑
í
炎
武
﹁
答
友
人
論
學
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書
﹂
(﹃
亭
林
�
集
﹄
卷
六
)
に
﹁︽
大
學
︾
言
心
不
言
性
︐︽
中
庸
︾

言
性
不
言
心
︒
來
敎
單
提
心
字
而
未
悦
其
說
︐
未
敢
漫
爲
許
可
︐

以
墮
于
上
蔡
︑
橫
浦
︑
象
山
三
家
之
學
︒
竊
以
爲
�
人
之
�
︐
下

學
上
¿
之
方
︐
其
行
在
孝
弟
忠
信
︐
其
職
在
灑
Þ
︑
應
對
︑
Å
½
︐

其
�
在
︽
詩
︾︽
書
︾
三
︽
禮
︾︽
周
易
︾︽
春
秋
︾
︐
其
用
之
身
在

出
處
辭
�
取
︐
與
其
施
之
天
下
︐
在
政
令
敎
¶
𠛬
法
︐
其
R
著
之

書
︐
皆
以
爲
撥
亂
反
正
︐
移
風
易
俗
︐
以
馴
致
乎
治
¬
之
用
︐
而

無
益
者
不
談
︒
⁝
⁝
其
于
世
儒
盡
性
至
命
之
說
︐
必
歸
之
V
物
V

則
︐
五
行
五
事
之
常
︐
而
不
入
于
空
虛
之
論
︒
僕
之
R
以
爲
學
者
︐

如
此
︒
以
質
諸
大
方
之
家
︐
未
免
以
爲
淺
�
而
不
足
觀
︒
雖
然
︐

亦
可
以
弗
â
矣
︒
⁝
⁝
世
之
君
子
︐
苦
\
學
M
善
之
難
︐
而
樂
夫

一
超
頓
悟
之
易
︐
滔
滔
者
天
下
皆
是
也
﹂
と
あ
る
の
を
參
照

(葉

瑛
)
︒

(16
)

浙
西
は
︑
浙
江
西
部
を
指
し
︑
杭
州
・
嘉
興
・
湖
州
を
指
す
の
が
;
�

だ
が
︑
違
氏
は
︑
安
¿
や
江
蘇
を
含
む
︑
よ
り
ã
い
錢
塘
江
以
西

の
地
域
を
言
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒

(17
)

õ
學
を
行
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
門
戶
の
見
の
形
成
を
×
う
と
見
な
さ
れ

た
こ
と
は
︑﹃
M
儒
學
案
﹄
江
右
王
門
學
案
・
鄒
元
標
に
︑﹁
兵
科

朱
越
蒙
言
：
憲
臣
議
開
õ
學
之
壇
︐
國
家
恐
啟
門
戶
之
漸
︐
宜
安

心
本
分
︐
以
東
林
爲
戒
﹂
と
あ
る
の
を
參
照
︒

(18
)

原
�
﹁
浙
東
貴
專
家
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
專
家
﹂
の
學
問
に
つ
い
て
は
︑

本
書
卷
一
﹁
詩
敎
上
﹂
に
﹁
後
世
之
�
︐
其
體
皆
備
於
戰
國
︒
何

謂
也
︒
曰
：
子
�
衰
而
�
集
之
體
盛
︐
著
作
衰
而
辭
違
之
學
興
︒

�
集
者
︐
辭
違
不
專
家
︐
而
萃
聚
�
墨
︐
以
爲
蛇
尤
之
菹
也
︒
後

賢
承
而
不
廢
者
︐
江
河
�
而
其
勢
不
容
復
遏
也
︒
經
學
不
專
家
︐

而
�
集
V
經
義
；
�
學
不
專
家
︐
而
�
集
V
傳
記
：
立
言
不
專
家
︐

卽
諸
子
書
也
﹂
と
あ
る

(
內


一
譯
�
︑
一
九
六
〜
一
九
七
頁
)
︒

(19
)

原
�
﹁
專
家
﹂﹁
\
�
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
專
家
﹂
と
﹁
\
�
﹂
の
對
比
は
︑

本
書
卷
二
﹁
\
á
中
﹂
(
內


二
譯
�

(
一
)︑
三
〇
〇
頁
)
︑
本
書
卷

五
﹁
申
½
﹂
に
も
見
え
る

(
二
三
八
頁
)
︒

(20
)

原
�
﹁
天
人
性
命
之
學
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
三
﹁
朱
陸
﹂
�

(1
)
を
參
照
︒

(21
)

原
�
﹁
司
馬
�
本
董
氏
天
人
性
命
之
說
︐
而
爲
經
世
之
書
﹂
に
つ
い
て

は
︑﹃
漢
書
﹄
董
仲
舒
傳
に
﹁
僕
竊
不
�
︐
�
自
託
於
無
能
之
辭
︐

網
羅
天
下
放
失
舊
聞
︐
考
之
行
事
︐
稽
其
成
敗
興
壞
之
理
︐
凡
百

三
十


︐
亦
欲﹅

以﹅

究﹅

天﹅

人﹅

之﹅

際﹅

︐
�
古
今
之
變
︐
成
一
家
之
言
﹂

と
あ
る
︒

(22
)

原
�
﹁
±
德
性
﹂
に
つ
い
て
︑
朱
子
と
陸
九
淵
は
︑﹃
中
庸
﹄
の
中
で

Ì
稱
さ
れ
る
﹁
±
德
性
﹂﹁
�
問
學
﹂
の
語
に
よ
っ
て
互
い
の
學

問
を
特
色
付
け
て
t
價
し
て
お
り
︑
自
ら
の
學
問
に
缺
け
て
い
る

點
を
相
手
に
見
出
し
て
い
た
︒
本
書
卷
三
﹁
朱
陸
﹂
�

(13
)
を

參
照
︒
そ
の
中
で
は
﹁
±
德
性
﹂
は
陸
九
淵
の
學
問
の
特
色
と
さ

れ
た
︒

(23
)

原
�
﹁
大
�
﹂
は
︑
劉
刻
本
違
氏
�
書
︑
內


五
﹁
詩
話
﹂
に
﹁
學
者

亦
知
�
俗
之
別
乎
︒
�
者
︐
正
也
︐
亦
曰
常
也
︒
安
其
正
而
守
其

常
︐
實
至
而
名
自
歸
之
︐
斯
天
下
之
大﹅

�﹅

也
﹂
と
あ
る
︒

(24
)

原
�
﹁
我
欲
託
之
空
言
︐
不
如
見
諸
行
事
之
深
切
著
M
也
﹂
は
︑﹃
�

記
﹄
太
�
公
自
序
に
も
見
え
る
が
︑
趙
岐
﹁
孟
子
題
辭
﹂
の
方
が

本
�
の
表
現
に
�
い
︒
趙
岐
﹁
孟
子
題
辭
﹂
に
﹁
仲
尼
V
云
：
我

欲
託
之
空
言
︐
不
如
載
之
行
事
之
深
切
著
M
也
﹂
と
あ
る
︒

(25
)

原
�
﹁
�
如
孔
子
︐
言
爲
天
鐸
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
八
佾
に
﹁
儀
封
人
R

見
︒
曰
：
『君
子
之
至
於
斯
也
︐
吾
未
嘗
不
得
見
也
﹄︒
從
者
見
之
︒

『���義』內
五譯�
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出
曰
：
｢二
三
子
︐
何
患
於
喪
乎
︒
天
下
之
無
�
也
久
矣
︐
天
將

以
夫
子
爲
木
鐸
﹄﹂︑
朱
�
﹁
木
鐸
︐
金
口
木
舌
︐
施
政
敎
時
R
振
︐

以
警
眾
者
也
︒
言
亂
極
當
治
︐
天
必
將
y
夫
子
得
位
設
敎
︐
不
久

失
位
也
︒
封
人
一
見
夫
子
而
遽
以
是
稱
之
︐
其
R
得
於
觀
感
之
閒

者
深
矣
﹂
と
あ
る
の
に
基
づ
く

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(26
)

原
�
﹁
朱
陸
衣
同
︐
干
戈
門
戶
﹂
に
つ
い
て
︑
朱
子
學
と
陸
王
心
學
の

相
È
や
︑
そ
の
思
想
"
對
立
は
﹃
�
�
�
義
﹄
の
中
で
繰
り
r
し

論
じ
ら
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
︒
卷
二
﹁
\
á
下
﹂︑﹁
原
�
下
﹂︑

卷
三
﹁
朱
陸
﹂
に
關
連
す
る
記
営
が
あ
る
︒

(27
)

原
�
﹁
千
古
桎
梏
之
府
︐
亦
千
古
荊
棘
之
林
也
﹂
は
︑
陸
機
﹁
�
賦
﹂

(﹃
�
o
﹄
卷
十
七
)
に
﹁
é
�
違
之
林﹅

府﹅

︐
嘉
麗
藻
之
彬
彬
﹂
と
あ

り
︑
五
臣
�
に
﹁
Æ
曰
︑
林﹅

府﹅

謂
多
如
林
木
︐
冨
如
府
庫
也
﹂
と

あ
る
︒

(28
)

原
�
﹁
�
學
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
下
﹂
に
﹁
�
不
成
家
︐

而
事
�
皆
晦
︐
而
 
拘
守
成
法
︐
以
謂
其
書
固
祖
馬
而
宗
班
也
︐

而
�﹅

學﹅

之
失
傳
也
久
矣
﹂
(
內


一
譯
�
︑
一
八
七
頁
)
︑
同
﹁
詩
敎

上
﹂
に
﹁
經
學
不
專
家
︐
而
�
集
V
經
義
；
�﹅

學﹅

不
專
家
︐
而
�

集
V
傳
記
﹂
(同
︑
一
九
七
頁
)
と
あ
る
︒

(29
)

王
守
仁
は
︑
正
德
十
一
年

(一
五
一
六
)
以
影
數
年
に
わ
た
っ
て
廣
西
・

福
円
地
域
で
の
農
民
反
亂
を
¬
定
し
︑
正
德
十
四
年

(一
五
一
九
)

に
は
寧
王
宸
濠
の
亂
を
¬
定
し
︑
嘉
靖
六
年

(一
五
二
七
)
に
は

廣
西
の
瑤
族
の
反
亂
を
¬
定
す
る
な
ど
︑
多
く
の
軍
功
を
擧
げ
た
︒

﹁
攻
治
盜
Ú
二
策
駅
﹂
(﹃
王
�
成
公
�
書
﹄
卷
九
)
に
﹁
查
得
先
因

地
方
︐
盜
Ú
日
熾
︐
民
被
荼
詠
︐
竊
計
兵
力
寡
¹
︐
旣
不
足
以
防

遏
Ú
勢
︐
事
權
輕
撓
︐
復
不
足
以
齊
一
人
心
︒
乞
�
申
M
賞
罰
︐

假
臣
等
令
旗
令
牌
y
得
I
宜
行
事
︐
庶
�
舉
動
如
)
︐
而
事﹅

功﹅

可

成
﹂
と
あ
る
︒

(30
)

劉
宗
周
は
︑
淸
軍
に
よ
っ
て
杭
州
が
落
と
さ
れ
る
と
︑
絕
食
の
末
に
M

 
に
殉
じ
た
︒﹃
M
儒
學
案
﹄
卷
六
十
二
︑
蕺
山
學
案
に
﹁
浙
省

影
︐
先
生
慟
哭
曰
：
此
余
正
命
時
也
︒
⁝
⁝
世
無
V
死
之
宰
相
︐

亦
豈
V
V
死
之
御
�
大
夫
乎
︒
君
臣
之
義
︐
本
以
*
決
︐
舍
*
而

言
義
︐
非
義
也
︒
父
子
之
親
︐
固
不
可
解
於
心
︒
君
臣
之
義
亦
不

可
解
於
心
︒
今
謂
可
以
不
死
而
死
︐
可
以
V
待
而
死
︐
死
爲
�
名

則
隨
地
出
脫
︐
F
成
一
貪
生
畏
死
之
徒
而
已
矣
︒
絕
食
二
十
日

卒
﹂
と
あ
る
︒

(31
)

黃
宗
羲
は
︑
 
廷
か
ら
�
度
も
出
仕
を
求
め
ら
れ
た
が
固
辭
し
て
�
け

ず
︑
生
涯
淸
 
に
仕
え
な
か
っ
た
︒﹃
國
 
先
正
事
略
﹄
卷
二
十

七
︑
黃
梨
洲
先
生
事
略
に
﹁
戊
午
︐
詔
徵
\
學
鴻
儒
︒
葉
學
士
方

藹
擬
駅
薦
︐
陳
庶
常
錫
嘏
曰
：
『是
將
y
先
生
爲
疊
山
︑
九
靈
之

殺
身
也
﹄
︐
力
止
之
︒
會
修
M
�
︐
徐
學
士
元
�
謂
：
先
生
非
可

召
試
者
︐
然
或
可
聘
之
修
�
︒
乃
與
興
¶
李
公
淸
同
徵
︐
詔
督
撫

以
禮
敦
^
︐
先
生
固
辭
﹂
と
あ
る
︒

(32
)

本


�

(10
)
を
參
照
︒

(33
)

原
�
﹁
黃
茅
白
葦
﹂
は
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
下
﹂
に
﹁
孰
茅
葦
於
¬

洲
﹂
と
旣
出

(葉
瑛
︒
內


二
譯
�

(2
)︑
一
〇
二
頁
)
︑
そ
の
�

(
155
)
を
參
照
︒

(34
)

原
�
﹁
面
目
﹂
は
︑﹃
詩
經
﹄
小
�
﹁
何
人
斯
﹂
に
﹁
V
靦
面﹅

目﹅

︐
視

人
罔
極
﹂︑
朱
�
に
﹁
靦
然
V
面﹅

目﹅

與
人
相
視
︐
無
窮
極
之
時
︒

豈
其
*
F
不
可
測
哉
﹂
と
あ
り
︑﹁
雷
同
﹂
は
﹃
禮
記
﹄
曲
禮
上

に
﹁
毋
剿
說
︐
毋
雷﹅

同﹅

︒
必
則
古
昔
︐
稱
先
王
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(35
)

原
�
﹁
事
功
氣
節
︐
果
可
與
著
営
相
提
竝
論
乎
﹂
は
︑
陳
獻
違
﹁
書
澷

筆
後
﹂
(﹃
白
沙
子
﹄
卷
四
)
に
﹁
�
違
︑
功﹅

業
︑
氣﹅

k﹅

︐
果
皆
自
吾
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滋
養
中
來
︐
三
者
皆
實
學
也
︒
惟
大
本
不
立
︐
徒
以
三
者
自
名
︐

R
務
者
小
︐
R
喪
者
大
︐
雖
V
聞
於
世
︐
亦
其
才
之
�
人
耳
︐
其

志
不
足
稱
也
﹂
と
あ
り
︑﹃
傳
n
錄
﹄
に
も
王
陽
M
の
言
葉
と
し

て
﹁
先
生
曰
：
�
賢
非
無
功﹅

業
氣﹅

k﹅

︒
但
其
循
著
Y
天
理
︐
則
I

是
�
︐
不
可
以
事﹅

功﹅

氣﹅

k﹅

名
矣
﹂
と
あ
る
︒

(36
)

原
�
﹁
�
纂
﹂
は
︑﹁
與
邵
二
雲
論
修
宋
�
書
﹂
(本
書
外


三
)
に

﹁
�
X
書
敎
之


︐
R
見
�
�
似
V
Å
境
︒
⁝
⁝
夫
︽
�
鑑
︾
爲

�
k
之
�
粗
︐
而
︽
紀
事
本
末
︾
印
爲
�
鑑
之
綱
紀
奴
僕
︒
僕
嘗

以
爲
此
不
足
爲
�
學
︐
而
止
可
爲
�﹅

纂﹅

︑
�
鈔
者
也
﹂
と
あ
る
︒

�
學

【
成
立
年
代
︼

『
違
實
齋
先
生
年
�
﹄
嘉
慶
二
年
丁
巳

(一
七
九
七
)
の
條
に
よ
る
と
︑﹃
�

�
�
義
﹄
に
は
︑
女
性
の
弟
子
を
多
く
集
め
た
袁
枚

(一
七
一
六
︱
一
七
九
七
)

を
攻
擊
す
る
)
圖
を
V
す
る
�
が
五


あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
﹁
.
學
﹂
と
︑

﹁
.
學


書
後
﹂
(本
卷
)
︑﹁
詩
話
﹂
(本
卷
)
︑﹁
書
坊
刻
詩
話
後
﹂
(劉
刻
本
違
氏

�
書
︑
卷
五
﹁
詩
話
﹂
附
錄
)
︑﹁
論
�
辨
僞
﹂
(劉
刻
本
違
氏
�
書
︑
卷
七
)
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の


は
︑
嘉
慶
二
年
か
ら
書
き
始
め
ら
れ
た
︑
と
﹃
年
�
﹄
に
い
う
︒

《
周
官
︾
V
女
祝
︑
女
�
︐
漢
制
V
內
c
居
�
︐
.
人
之
於
�
字
︐
於
古

蓋
V
R
用
之
矣
︒
.
學
之
名
︐
見
於
︽
天
官
︾
內
職
︐
德
言
容
功
︐
R
該
者
廣
︐

非
如
後
世
祗
以
�
藝
爲
學
也
︒
然
︽
易
︾
訓
﹁
正
位
乎
內
﹂
︐
禮
職
.
功
絲
枲
︐

︽
春
秋
傳
︾
稱
賦
事
獻
功
︐︽
小
�
︾


言
酒
食
是
議
︐
則
.
人
職
業
︐
亦
á
略

可
知
矣
︹
男
子
弧
矢
︐
女
子
鞶
帨
︐
自
V
分
別
︒
至
於
典
禮
�
辭
︐
男
.
皆
R

Ö
n
︐
蓋
后
妃
︑
夫
人
︑
內
子
︑
命
.
︐
於
賓
享
喪
祭
︐
皆
V
禮
�
︐
非
學
不

可
︺︒『

周
禮
﹄
に
は
女
祝
・
女
�
の
官
が
設
け
ら
れ(1
)
︑
漢
代
の
制
度
に
も

(女
官
が

皇
�
の
日
常
を
記
錄
す
る
)
內
c
居
�
の
官
が
あ
る
の
で(2
)
︑
古
代
に
お
い
て
も
女

性
が
�
字
を
用
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う(3
)
︒﹁
.
學
﹂
(女
性
が
な
す
學
問
)

と
い
う
名
稱
は
︑
(﹃
周
禮
﹄
)
天
官
に
宮
中
の
職

(
九
嬪
職
)
と
し
て
見
え
て
お

り
︑
(そ
こ
に
記
さ
れ
る
職
務
で
あ
る
)
德
・
言
・
容
・
功

(を
敎
育
す
る
こ
と
)
は

|
う
範
圍
も
廣
く(4
)
︑
後
世
の
よ
う
に
︑
た
だ
�
藝
ば
か
り
﹁
.
學
﹂
と
み
な
す

の
と
は
衣
な
っ
て
い
た
︒
(廣
い
と
は
い
え
)
し
か
し
な
が
ら

(經
書
に
現
れ
る
女

性
の
仕
事
を
見
る
と
)
︑﹃
易
﹄
に
は

(
女
性
が
)
﹁
家
庭
內
の
位
を
正
し
く
す
る
こ

と
﹂
を
敎
え(5
)
︑
禮

(﹃
禮
記
﹄
)
で
は
女
性
の
仕
事
と
し
て
の
絹
絲
や
:
絲
を
そ

の
つ
と
め
と
定
め(6
)
︑﹃
春
秋
傳
﹄
(
こ
こ
で
は
﹃
春
秋
外
傳
國
語
﹄
を
指
す
)
で
は
祭

祀
に
お
い
て
穀
物
や
布
を
奉
�
す
る
こ
と
を
営
べ(7
)
︑
(﹃
詩
﹄
の
)
小
�
で
は
酒

や
食
事
の
こ
と
に
の
み
氣
を
�
る
と
い
っ
て
お
り(8
)

︑
こ
う
い
っ
た
具
合
で
あ
る

か
ら
︑
(古
代
に
お
け
る
)
女
性
の
仕
事
と
い
う
も
の
が
︑
ほ
ぼ
理
解
さ
れ
よ
う

︹
(出
生
後
に
︑
)
男
子
の
場
合
は
弓
矢
を
用
)
し
︑
女
子
の
場
合
は
帶
と
手
ぬ
ぐ

い
を
用
)
し(9
)
︑
お
の
ず
と
區
別
が
あ
っ
た
︒
し
か
し
儀
禮
や
�
筆
に
つ
い
て
は
︑

男
女
と
も
に
n
う
も
の
で
あ
っ
て
︑
后
妃
・
夫
人
・
內
子
・
命
.
も(10
)
︑
賓
客
の

接
待
︑
神
へ
の
奉
�
︑
喪
禮
︑
祭
祀
な
ど
に
つ
い
て
︑
い
ず
れ
も
禮
の
M
�
が

存
在
し
て
お
り(11
)
︑
學
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︺︒

.
學
之
目
︐
德
言
容
功
︒
½
�
：
｢言
爲
辭
令
﹂︒
自
非
嫺
於
經
禮
︐
n
於

�
違
︐
不
足
爲
學
︒
乃
知
誦
︽
詩
︾
n
禮
︐
古
之
.
學
︐
略
亞
丈
夫
︒
後
世
.

女
之
�
︐
雖
稍
ç
於
華
采
︐
�
其
淵
源
R
自
︐
宜
知
V
R
�
也
︒

(先
営
の
﹃
周
禮
﹄
に
あ
る
�
り
︑
)
女
性
が
な
し
た
學
問
の
科
目
は
︑
德

(
�

『���義』內
五譯�
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德
)
・
言

(言
辭
)
・
容

(立
ち
居
振
る
舞
い
)
・
功

(
�
に
衣
Ö
作
り
に
關
す
る
仕
事
)

で
あ
っ
た
︒
½
玄
は
�
釋
し
て
︑﹁
言
と
は
︑
言
辭
に
よ
る
應
對
の
こ
と
で
あ

る
﹂
と
い
う(
12
)
︒
經
典
や
禮
法
に
n
熟
し
︑
�
違
に
慣
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
︑

學
問
と
は
い
え
な
い
︒
こ
う
い
う
わ
け
で
︑﹃
詩
經
﹄
を
口
ず
さ
み
禮
法
を
n

う
こ
と
こ
そ(
13
)
︑
古
代
の
女
性
の
學
問
で
あ
り
︑
そ
れ
は
ほ
ぼ
男
性
に
準
ず
る
も

の
で
あ
っ
た
と
分
か
る(
14
)
︒
後
世
の
女
性
の

(
n
う
)
�
違
も
︑
華
美
な
�
學
に

ç
っ
て
は
い
る
も
の
の
︑
淵
源
の
由
來
を
探
れ
ば
︑
そ
れ
が

(古
く
か
ら
)
傳

承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
知
ら
れ
よ
う
︒

.
學
掌
於
九
嬪
︐
敎
法
行
乎
宮
壼
︐
內
而
臣
采
︐
外
s
侯
封
︐
六
典
未
詳
︐

自
可
例
測
︒︽
�
覃
︾
師
氏
︐
著
於
風
詩
︹
侯
封
.
學
︺；
婉
娩
姆
敎
︐
垂
於

︽
內
則
︾︹
卿
士
大
夫
︺︒
歷
覽
︽
春
秋
︾
內
外
諸
傳
︐
諸
侯
夫
人
︐
大
夫
內
子
︐

竝
能
稱
�
�
故
︐
斐
然
V
違
︒
若
乃
盈
滿
之
祥
︐
鄧
曼
詳
推
於
天
�
；
利
貞
之

義
︐
穆
姜
精
解
於
乾
元
︒
魯
穆
伯
之
令
妻
︐
典
言
垂
訓
；
齊
司
徒
之
內
�
︐
V

禮
加
封
︒
士
師
考
F
牖
下
︐
妻
V
誄
�
；
國
殤
魂
r
沙
場
︐
嫠
辭
郊
弔
︒
以
至

泉
水
毖
液
︐
委
宛
賦
懷
歸
之
什
；
燕
飛
上
下
︐
淒
涼
�
歸
媵
之
詩
︒

女
性
の
な
し
た
學
問
は
︑
(﹃
周
禮
﹄
の
)
九
嬪
の
職
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て

お
り
︑
そ
の
敎
え
は
宮
廷
に
行
き
わ
た
り(15
)
︑
王
都
の
內
で
は
臣
下
に
ま
で
︑
王

都
の
外
は
諸
侯
に
ま
で
s
ん
で
お
り
︑
(﹃
周
禮
﹄
天
官
の
)
六
典

(六
つ
の
敎
え
︒

治
典
・
禮
典
・
敎
典
・
政
典
・
𠛬
典
・
事
典
)
に
M
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
︑
實
例

か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
(た
と
え
ば
﹃
詩
經
﹄
周
南
の
)
﹁
�
覃
﹂
の
詩

の
﹁
師
氏
﹂
(女
子
を
敎
え
る
女
性
敎
師
)
の
こ
と
が(16
)
︑﹃
詩
經
﹄
國
風
に
記
さ
れ

て
お
り
︹
こ
れ
は
諸
侯
の
女
性
の
學
問
︺︑
ま
た
保
母
が
言
葉
^
い
や
立
ち
居

振
る
舞
い
を
敎
え
る
と
い
う
の
は(
17
)
︑
(﹃
禮
記
﹄
)
內
則
に
傳
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
︹
こ
れ
は
卿
大
夫
の
も
の
︺︒﹃
春
秋
﹄
の
內
傳

(た
る
﹃
左
氏
傳
﹄
)
や
外
傳

(た
る
﹃
國
語
﹄
)
な
ど
に
ざ
っ
と
目
を
�
す
と
︑
諸
侯
の
夫
人
た
ち
︑
大
夫
の

妻
た
ち
も
︑
み
な
�
を
綴
り
故
實
を
語
る
こ
と
が
で
き
て
お
り
︑
見
事
な
風
采

を
示
し
て
い
る(18
)
︒
も
の
が
滿
ち
れ
ば
限
度
に
¿
す
る
�
兆
を
察
知
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
︑
(楚
の
武
王
の
夫
人
の
)
鄧
曼
が
"
確
に
天
�
を
推
し
は
か
っ
た
例

が
あ
り(19
)
︑
ま
た
﹃
易
﹄
の
﹁
利
﹂
や
﹁
貞
﹂
と
は
何
か
に
つ
い
て
︑
(魯
の
宣
公

の
夫
人
の
)
穆
姜
が
﹃
周
易
﹄
の
乾
卦
の
解
釋
に
精
�
し
て
い
た
例
が
あ
る(20
)
︒

魯
の
穆
伯
の
妻

(敬
姜
)
は
立
*
な
言
葉
で

(息
子
の
公
父
�
伯
に
)
敎
え
を
垂

れ(21
)
︑
齊
の
司
徒

(辟
司
徒
︒
防
塁
を
守
る
官
)
の
妻
は
禮
に
か
な
っ
た
言
動
に

よ
っ
て
領
地
を
與
え
ら
れ
た(
22
)
︒
士
師

(柳
下
惠
)
が
天
壽
を
�
う
し
て
z
く
な

る
と(23
)
︑
そ
の
妻
は
誄
の
�
を
執
筆
し(24
)
︑
國
の
た
め
に
犧
牲
と
な
っ
た
人

(杞
梁
︒

杞
殖
)
の
魂
が

(
z
く
な
っ
た
)
戰
場
か
ら
戾
っ
て
く
る
と
︑
(杞
梁
の
の
こ
さ
れ

た
)
寡
.
は
郊
外
で

(齊
の
莊
公
か
ら
)
�
け
た
弔
辭
を
辭
½
し
た(25
)
︒
さ
ら
に

(﹃
詩
﹄
に
�
目
す
る
と
)
︑﹁
泉
の
水
が
液
れ
出
る
﹂
(﹃
詩
﹄
邶
風
﹁
泉
水
﹂
)
と
い

う
の
は(26
)
︑
實
家
に
戾
り
た
い
と
い
う
思
い
を
柔
ら
か
に
詠
ん
だ


で
あ
り
︑

﹁
燕
が
上
下
に
飛
び
囘
る
﹂
(﹃
詩
﹄
邶
風
﹁
燕
燕
﹂
)
と
い
う
の
は(27
)
︑
さ
め
ざ
め
と

媵

(正
室
と
と
も
に
輿
入
れ
し
た
側
室
)
を
�
り
歸
す
の
を
歌
っ
た
詩
で
あ
る

(以
上
︑
女
性
に
敎
養
が
あ
っ
た
證
據
が
樣
々
あ
る
)
︒

凡
斯
經
禮
典
法
︐
�
采
風
液
︐
與
名
卿
大
夫
V
何
殊
別
︒
然
皆
因
事
牽
聯
︐

偶
見
載
籍
︐
非
特
著
也
︒
若
出
後
代
︐
�
必
專


︐
類
徵
列
女
︐
則
如
曹
昭
︑

蔡
琰
＊

故
事
︐
其
爲
矞
皇
彪
炳
︐
當
十
倍
於
劉
︑
范
之
書
矣
︒
是
知
.
學
亦
自

後
世
失
傳
︐
三
代
之
隆
︐
竝
與
男
子
儀
�
︐
�
由
故
事
︐
初
不
爲
矜
︹
一
︺

衣
也

︹
不
學
之
人
︐
以
︽
溱
洧
︾
諸
詩
爲
淫
者
自
営
︐
因
謂
古
之
孺
.
︹
二
︺

︐
矢
口
成

違
︐
�
於
後
之
�
人
︒
不
知
萬
無
此
理
︐
詳
辨
其
說
於
後
︐
此
處
未
暇
論
也
︒

但
.
學
則
古
實
V
之
︐
惟
行
於
卿
士
大
夫
︐
而
非
齊
民
.
女
皆
知
學
耳
︺︒
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〔一
︺﹁
矜
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
奇
﹂︒

〔二
︺﹁
孺
.
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
.
女
﹂︒

以
上
の
よ
う
な
經
典
に
則
っ
た
禮
法
や
典
�
な
振
る
舞
い
︑
�
�
や
風
液
な

ど(
28
)
︑
(女
性
の
學
び
は
)
名
の
�
っ
た
卿
大
夫
た
ち
の
そ
れ
と
何
の
È
い
が
あ
ろ

う
か
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
い
ず
れ
も
あ
る
こ
と
が
ら
に
ち
な
ん
で
關
連
し
て
︑

た
ま
た
ま
書
物
に
見
え
た
も
の
で
あ
り
︑
わ
ざ
わ
ざ
書
き
著
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
︒
(古
代
の
彼
女
た
ち
が
)
も
し
後
世
に
出
現
し
︑
�
書
で
き
ま
っ
て

(女
性

の
た
め
の
)
獨
立
し
た


を
設
け
︑
C
出
し
た
女
性
を
集
め
求
め
る
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
な
ら
ば
︑
(後
漢
で
譬
え
れ
ば
)
曹
昭

(班
昭
)
や
蔡
琰
と
い
っ
た

女
性
た
ち
に
も
等
し
い
故
事
が
︑
錚
々
た
る
樣
子
で
竝
び(29
)
︑
き
っ
と
劉
向

(﹃
列
女
傳
﹄
)
や
范
曄

(﹃
後
漢
書
﹄
列
女
傳
)
の
著
作
の
十
倍
も
そ
ろ
っ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
︒
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
︑
女
性
の
な
す
學
問
は
後
世
に
な
っ
て
傳

承
を
絕
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
の
︑
(夏
殷
周
)
三
代
の
盛
時
に
あ
っ
て
は

(女
性

も
)
男
性
と
�
�
を
等
し
く
し
た
の
で
あ
っ
て
︑
以
上
の
故
事
か
ら
し
て
も
︑

ま
っ
た
く
衣
と
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
︹
學
を
積
ん
で
い
な
い
人
は
︑﹁
溱
洧
﹂

な
ど
の
い
く
つ
か
の
詩
が(
30
)
︑
い
や
ら
し
い
者
た
ち
み
ず
か
ら
営
べ
た
と

(朱
子

が
)
い
う
の
を
根
據
と
し
て(
31
)
︑
古
代
の
若
者
や
女
性
た
ち
は
︑
口
に
任
せ
て
�

辭
を
作
り
上
げ(
32
)
︑
後
世
の
�
人
を
し
の
ぐ
ほ
ど
の
力
量
を
持
っ
て
い
た
と
言
う
︒

そ
ん
な
�
理
は
萬
が
一
に
も
あ
る
は
ず
が
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
︒
こ

れ
に
つ
い
て
は
後
續
の
�
で
詳
說
す
る
が(33
)
︑
こ
こ
で
論
ず
る
餘
裕
は
な
い
︒
た

だ
︑
女
性
の
な
す
學
問
は
確
か
に
古
代
に
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
卿
士
大
夫
の
身

分
に
行
わ
れ
た
だ
け
で
あ
り
︑
一
般
庶
民
の
.
女
ま
で
み
な
學
問
を
知
っ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い

(こ
と
の
み
指
摘
し
て
お
く
)
︺︒

春
秋
以
影
︐
官
師
分
職
︐
學
不
守
於
職
司
︐
�
字
液
爲
著
営
︹
古
無
私
門

著
営
︐
說
詳
︽
�
讎
�
義
︾︺︒
丈
夫
之
秀
衣
者
︐
咸
以
性
*
R
�
︐
X
営
名
家

︹
此
指
戰
國
先
秦
諸
子
︹
一
︺

家
言
︐
以
s
西
京
以
ñ
經
�
專
門
之
業
︹
二
︺

︺︒
至

於
影
爲
辭
違
︐
亦
以
才
美
R
優
︐
標
著
�
采
︹
此
指
西
漢
元
︑
成
而
後
s
東
京

而
下
諸
人
詩
�
集
︺︒
而
.
女
之
奇
o
殊
能
︐
鍾
於
閒
氣
︐
亦
Z
得
以
�
辭
ç

著
︐
而
爲
今
古
之
R
稱
︐
則
亦
時
勢
y
然
而
已
︒

〔一
︺
何
氏
鈔
本
﹁
子
﹂
下
V
﹁
百
﹂
字
︒

〔二
︺﹁
業
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
學
﹂︒

春
秋
時
代
以
影
︑
行
政
と
敎
育
が
別
々
の
仕
事
と
な
っ
て
し
ま
う
と(34
)
︑
學
問

は
擔
當
の
官
職
に
守
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
︑
�
字

(に
よ
っ
て
書
か
れ
る
も

の
)
は
變
¶
し
て

(個
人
の
)
著
営
と
な
っ
た
︹
古
に
お
い
て
個
人
の
著
営
が

存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
は
︑﹃
校
讎
�
義
﹄
に
詳
営
し
た(35
)
︺︒
C
出
し
た
男
性
は
︑

そ
れ
ぞ
れ
己
の
性
質
の
傾
向
に
應
じ
て
︑
�
違
を
著
し
て
一
家
を
成
し
た
︹
こ

れ
は
︑
戰
國
時
代
の
諸
子
百
家
の
言
說
︑
お
よ
び
�
漢
以
後
の
經
學
�
學
の
專

門
"
な
學
問
を
指
し
て
い
る
︺︒
そ
れ
が
品
く
だ
っ
て
�
辭
と
な
り
︑
ま
た
才

能
の
優
秀
さ
に
よ
っ
て
︑
華
美
な
�
違
と
し
て
目
立
つ
よ
う
に
表
現
さ
れ
た

︹
こ
れ
は
︑
�
漢
の
元
�
・
成
�
=
以
影
︑
そ
し
て
後
漢
以
影
の
︑
諸
人
の
詩

�
集
を
指
し
て
い
る
︺︒
一
方
︑
女
性
が
ず
ば
拔
け
た
知
惠
や
才
能
を
持
っ
て

お
り
︑
C
出
し
た
氣
が
そ
の
人
物
に
集
ま
っ
て(36
)
︑
そ
う
し
て
�
辭
に
よ
っ
て
特

に
V
名
に
な
り
︑
古
今
を
�
じ
て
稱
贊
さ
れ
る
例
も
︑
(男
性
の
場
合
と
あ
る
)

味
同
樣
︑
)
ま
た
時
勢
が
そ
の
よ
う
に
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
︒

然
漢
廷
儒
-
之
盛
︐
班
固
以
謂
︹
一
︺

利
祿
之
p
y
然
︒
蓋
功
令
R
崇
︐
賢

才
爭
奮
︐
士
之
學
業
︐
等
於
農
夫
治
田
︐
固
其
理
也
︒
.
人
�
字
︐
非
其
職
業
︐

閒
V
擅
者
︐
出
於
天
性
之
優
︐
非
V
爭
於
風
氣
︐
騖
於
聲
名
者
也
︹
好
名
之
n
︐

『���義』內
五譯�
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c
於
中
晚
�
人
︒
古
人
雖
V
好
名
之
病
︐
不
區
區
於
�
藝
閒
也
︒
丈
夫
而
好
�

名
︐
已
爲
識
者
R
鄙
；
.
女
而
騖
聲
名
︐
則
非
陰
類
矣
︺︒

〔一
︺﹁
謂
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
爲
﹂︒

し
か
し
な
が
ら
︑
漢
王
 
に
お
い
て
儒
敎
に
よ
る
瓜
治
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ

と
に
つ
き
︑
班
固
は
﹁
利
祿
の
p

(利
益
と
俸
祿
を
得
る
た
め
の
手
段
)
﹂
が
そ
う

さ
せ
た
と
い
っ
た(
37
)
︒
法
令
に
よ
っ
て

(儒
敎
を
)
重
ん
じ
︑
賢
者
や
才
能
が
あ

る
者
が

(そ
の
分
野
で
)
競
い
合
う
よ
う
に
な
り
︑
士
た
る
も
の
の
學
業
も

(
;

�
の
仕
事
に
な
り
)
農
民
が
農
業
を
す
る
の
と
變
わ
ら
な
く
な
っ
た
の
も(38
)
︑
も
ち

ろ
ん
當
た
り
�
だ
︒
女
性
の
�
學
は
︑
彼
女
た
ち
の
職
業
で
は
な
く
︑
た
ま
た

ま
そ
れ
に
長
じ
た
者
が
世
に
現
れ
て
も
︑
天
性
の
素
晴
ら
し
さ
か
ら
生
じ
た
も

の
で
︑
(男
性
と
は
衣
な
り
)
時
代
の
氣
風
の
中
で
競
い
合
い
︑
名
聲
に
向
か
っ

て
突
き
Å
む
の
で
は
な
か
っ
た
︹
名
聲
を
好
む
n
慣
は(39
)
︑
中
ご
ろ
�
ご
ろ
の
�

人
に
始
ま
っ
た(
40
)
︒
古
人
に
も
名
聲
を
好
む
缺
點
は
あ
っ
た
が
︑
そ
れ
は
�
藝
の

分
野
に
F
始
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
�
違
に
よ
る
名
聲
を
好
む
男
性
は
︑

識
者
か
ら
い
や
し
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
名
聲
に
突
き
Å
む
女
性
な
ど
陰
の

氣
を
�
け
た
存
在
と
も
言
え
な
い(
41
)
︺︒

K
山
︽
�
中
︾
之
歌
︐
班
姬
︽
長
信
︾
之
賦
︐︽
風
︾︑︽
�
︾
正
變
︹︽
�
︾
指

︽
�
中
︾
︐︽
風
︾
指
︽
長
信
︾︺
︐
c
於
宮
闈
︐
事
關
國
故
︐
�
策
載
之
︒
其
餘



什
寥
寥
︐
傳
者
蓋
寡
︐︽
藝
�
︾
R
錄
︐
á
略
可
以
觀
矣
︒
若
夫
樂
府
液
傳
︐

聲
詩
則
效
︹
一
︺

︐︽
木
蘭
︾
征
戍
︐︽
孔
雀
︾
乖
離
︐
以
s
陌
上
采
桑
之


︐
山

下
蘼
蕪
之
什
︐
四
時
︽
白
紵
︾
︐︽
子
夜
︾
芳
香
︐
其
聲
以
`
︐
其
節
柔
以
靡
；

則
自
兩
漢
古
辭
︹
皆
無
名
氏
︺
︐
訖
於
六
 
雜
擬
︐
竝
是
騷
客
擬
辭
︐
思
人
寄

興
；
*
雖
託
於
兒
女
︐
義
實
本
於
風
人
︒
故
其
辭
多
駘
宕
︐
不
以
男
女
酬
答
爲

�
也
︹
如
︽
陌
上
桑
︾︑︽
羽
林
郞
︾
之
類
︐
雖
以
貞
î
自
許
︹
二
︺

︐
然
幽
閑
女

子
︐
豈
喋
喋
與
狂
且
爭
口
舌
哉
︒
出
於
擬
作
︐
佳
矣
︺︒

〔一
︺﹁
效
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
傚
﹂︒

〔二
︺﹁
自
許
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
著
﹂
︒

(
�
漢
高
祖
の
妃
の
)
K
山
夫
人
が
作
っ
た
﹁
�
中
祠
樂
﹂
の
歌
や(42
)
︑
(
�
漢
成

�
の
妃
の
)
班
婕
妤
が
作
っ
た
﹁
長
信
賦
﹂
は(43
)
︑
(正
風
・
變
風
︑
正
�
・
變
�
と
)

正
と
變
に
分
類
さ
れ
る

(﹃
詩
﹄
の
)
風

(
國
風
)
や
�

(小
�
・
大
�
)
の
作
品

と
同
じ
で
あ
り
︹
�
と
言
っ
た
の
は
﹁
�
中
祠
樂
﹂
の
こ
と
で
︑
風
と
は
﹁
長

信
賦
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︺︑
宮
中
の
門
の
う
ち
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
︑

國
の
故
實
に
關
わ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
歷
�
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ

以
外
の
作
品
は
數
も
少
な
く
︑
傳
え
ら
れ
た
も
の
も
わ
ず
か
で
あ
っ
た
ら
し
く
︑

(﹃
漢
書
﹄
)
藝
�
志
の
著
錄
に
よ
り
大
體
察
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う(44
)
︒
樂
府
の
傳

承
に
つ
い
て
い
う
な
ら
ば(45
)
︑
g
樂
と
歌
詞
と
が
n
い
傳
え
ら
れ
︑
(具
體
"
な
作

品
を
舉
げ
る
な
ら
ば
︑
)
﹁
木
蘭
﹂
は
戰
爭
を
営
べ(46
)
︑﹁
孔
雀
﹂
は
別
離
を
営
べ(47
)
︑

ま
た
︑
陌
上
で
桑
を
J
る
作
品

(﹁
陌
上
桑(48
)

﹂
)
︑
山
の
下
に
生
え
る
蘼
蕪
の
作
品(49
)
︑

四
季
ご
と
の
﹁
白
紵
歌
﹂
や(50
)
︑
香
り
高
い
﹁
子
夜
歌
﹂
な
ど(51
)
︑
樂
府
の
g
>
は

ゆ
っ
た
り
と
し
て
ゆ
る
や
か
で(52
)
︑
そ
の
リ
ズ
ム
は
柔
ら
か
く
美
し
い
︒
こ
う
見

て
み
る
と
︑
兩
漢
の
昔
の
作
品
︹
ど
の
作
品
も
作
者
が
知
ら
れ
な
い
︺
か
ら
︑

六
 
時
代
の
樣
々
な
擬
作
ま
で
︑﹃
楚
辭
﹄
に
連
な
る
作
者
た
ち
が
模
作
し
た

も
の
で
あ
り
︑
對
象
に
思
い
を
寄
せ
る
詩
人
が
﹁
興
﹂
の
表
現
手
法

(事
物
を

手
が
か
り
に
感
*
を
営
べ
る
手
法
)
に
託
し
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
表
現
さ
れ
た
思

い
は
若
い
男
女
の
立
場
に
假
託
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑
そ
の
大
義
は
ま
こ
と
に

(﹃
詩
經
﹄
)
國
風
の
作
者
を
手
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
樂
府
の

言
葉
は
ま
と
ま
り
が
な
く
︑
男
女
の
閒
の
や
り
取
り
な
ど
も
!
け
な
い
の
で
あ
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る
︹﹁
陌
上
桑
﹂﹁
羽
林
郞
﹂
な
ど
の
作
品
は(53
)
︑
貞
k
な
女
性
の
立
場
を
自
¹
す

る
も
の
で
あ
る
が
︑
し
か
し
ゆ
っ
た
り
と
し
た
女
性
が
︑
騷
々
し
く
戀
人
と
口

喧
嘩
な
ど
す
る
は
ず
が
な
い(
54
)
︒
(女
性
に
な
り
か
わ
っ
て
作
っ
た
)
擬
作
で
あ
る
か

ら
︑
こ
れ
は
こ
れ
で
よ
い
の
で
あ
る
︺︒

至
於
閨
�


什
︐
閒
V
R
傳
︐
其
人
無
論
貞
淫
︐
而
措
語
俱
V
邊
幅
︒
�

君
︐
淫
奔
人
也
︐
而
︽
白
頭
︾
止
諷
相
如
；
蔡
炎
︹
一
︺

︐
失
節
.
也
︐
而
鈔
書

懇
辭
十
�
︒
其
他
安
常
處
順
︐
s
以
貞
節
著
者
︐
凡
V


違
︐
莫
不
靜
如
止
水
︐

穆
若
淸
風
；
雖
�
藻
出
於
天
嫺
︐
而
範
思
不
逾
閫
外
︒
此
則
.
學
雖
衣
於
古
︐

亦
不
悖
於
敎
¶
者
也
︒

〔一
︺﹁
蔡
炎
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
�
姫
﹂︒

(本
當
に
)
旣
婚
女
性
の
作
っ
た
作
品
に
つ
い
て
も
︑
世
に
傳
え
ら
れ
た
も
の

も
あ
る
が
︑
作
者
が
貞
k
で
あ
ろ
う
と
淫
奔
で
あ
ろ
う
と
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
言

葉
^
い
に
は
潤
Ë
が
あ
る
も
の
だ(
55
)
︒
(司
馬
相
如
の
妻
の
)
卓
�
君
は
淫
奔
な
人

物
だ
が(
56
)
︑﹁
白
頭
吟
﹂
の
な
か
で
は
司
馬
相
如
を
諫
め
る
だ
け
で
あ
る
し(57
)
︑
蔡

琰
は
貞
k
を
守
れ
な
か
っ
た
女
性
だ
が(58
)
︑
(彼
女
の
父
︑
蔡
邕
の
)
著
書
の
複
寫

(を
曹
操
が
希
�
し
た
が
︑
そ
)
の
際
︑
(曹
操
が
差
し
向
け
た
)
十
人
の
抄
寫
役
の

者
の
*
^
を
彼
女
は
丁
寧
に
辭
½
し
た
の
で
あ
っ
た(59
)
︒
こ
の
よ
う
な
例
以
外
の
︑

安
寧
に
何
事
も
な
く
順
>
に
生
き
た
女
性
︑
さ
ら
に
貞
k
に
よ
っ
て
名
を
知
ら

れ
た
人
物
は
︑
作
品
を
作
っ
て
い
て
も
︑
み
な
液
れ
の
な
い
水
の
よ
う
に
靜
か

で(
60
)
︑
爽
や
か
な
風
の
よ
う
に
穩
や
か
で
あ
り(61
)
︑
た
と
え
天
與
の
�
�
か
ら
生
ま

れ
た
�
學
で
あ
っ
て
も
︑
そ
の
@
想
が
家
庭
の
門
外
に
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た(62
)
︒

こ
う
し
て
見
る
と
︑
(
漢
代
以
影
の
)
女
性
の
な
す
學
問
も
︑
古
代
と
衣
な
っ
て

は
い
る
が
︑
そ
れ
で
も

(王
の
)
敎
¶
と
矛
盾
す
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒《國

風
︾
男
女
之
辭
︐
皆
出
詩
人
R
擬
︒
以
漢
︑
魏
︑
六
 


什
證
之
︐

{
無
可
疑
︹
古
今
一
理
︐
不
應
古
人
兒
女
︐
矢
口
成
違
︐
後
世
學
士
︐
力
x
而

F
不
�
也
︺︒
譬
之
男
優
︐
Ë
靜
女
以
登
場
︐
F
不
似
閨
�
之
�
素
也
︒
昧
者

不
知
斯
理
︐
妄
謂
古
人
雖
兒
女
子
︐
亦
能
矢
口
成
違
︐
因
謂
.
女
宜
於
風
�
；

是
 
見
優
伶
登
場
演
古
人
事
︐
妄
疑
古
人
動
止
︐
必
先
歌
曲
也
︹
優
伶
演
古
人

故
事
︐
其
歌
曲
之
�
︐
正
如
�
傳
中
夾
論
贊
體
︒
蓋
V
)
中
之
言
︐
決
非
出
於

口
者
︐
亦
V
旁
觀
之
見
︐
斷
︹
一
︺

不
出
本
人
者
︐
曲
�
皆
R
不
!
︒
故
君
子
V

時
涉
於
自
贊
︐
ë
︹
二
︺

小
V
時
或
至
自
6
︐
俾
觀
者
如
讀
�
傳
︐
而
ë
得
詠
嘆

之
)
︒
體
應
如
是
︐
不
爲
�
也
︒
如
y
眞
出
君
子
小
人
之
口
︐
無
是
理
矣
︒

︽
國
風
︾
男
女
之
辭
︐
與
古
人
擬
男
女
辭
︐
正
當
作
如
是
觀
︒
如
謂
眞
出
男
女

之
口
︐
毋
︹
三
︺

論
淫
者
萬
無
如
此
自
暴
︐
卽
貞
者
亦
萬
無
如
此
自
䙝
也
︺︒

〔一
︺﹁
斷
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
必
﹂︒

〔二
︺﹁
ë
﹂
︐
何
氏
鈔
本
無
︒

〔三
︺﹁
毋
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
無
﹂
︒

(﹃
詩
經
﹄
)
國
風
に
お
い
て
︑
男
女
が
�
わ
す
言
葉
は
︑
い
ず
れ
も
詩
人
が
模

し
た
も
の
で
あ
る
︒
漢
魏
六
 
の
作
品
を
も
と
に
考
え
て
み
れ
ば
︑
(こ
の
こ
と

は
)
な
お
さ
ら
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
が
な
い
︹
古
も
今
も
�
理
は
同
じ
で
あ
り
︑

古
代
の
若
者
が
口
に
任
せ
て
見
事
な
�
違
を
作
り
︑
後
世
の
士
大
夫
が
努
力
し

て
も
x
い
つ
か
な
い
︑
な
ど
と
い
う
は
ず
が
な
い
︺︒
た
と
え
る
な
ら
ば
︑
男

性
俳
優
が
靜
か
な
女
性
の
出
立
で
舞
臺
に
上
が
っ
て
も
︑
閨
�
の
う
ち
に
い
る

女
性
の
�
な
Æ
に
は
少
し
も
似
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る

(男
性
作
者
が
女
性
に

な
り
か
わ
っ
て
も
︑
結
局
︑
う
ま
く
似
せ
る
の
は
難
し
い
)
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
�
理
を

『���義』內
五譯�
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知
ら
な
い
者
は
︑
根
據
も
な
し
に
﹁
古
人
は
若
者
で
も
口
に
任
せ
て
見
事
な
�

違
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
い
い
︑
さ
ら
に
女
性
は
風
�
に
ふ
さ
わ

し
い
と
い
う
が
︑
こ
れ
は
俳
優
が
舞
臺
で
古
人
を
演
じ
る
の
を
見
て
︑
古
人
は

動
作
を
す
る
�
に
決
ま
っ
て
歌
を
歌
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
︑
根
據
も
な
し
に

思
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︹
俳
優
が
古
人
の
故
事
を
演
じ
る
際
の
歌
曲
の
臺
詞

は
︑
ち
ょ
う
ど
�
書
の
傳
記
の
な
か
に
﹁
論
﹂
や
﹁
贊
﹂
(と
い
っ
た
�
家
の
t

價
)
が
さ
し
は
さ
ま
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒
心
の
な
か
に
思
っ
た
こ
と
で
︑

決
し
て
口
か
ら
出
た
言
葉
で
は
な
い
も
の
や
︑
周
り
の
人
々
の
見
解
で
︑
ま
っ

た
く
本
人
が
言
う
こ
と
で
な
い
も
の
な
ど
が
あ
る
時
︑
歌
曲
の
�
句
は
そ
う

い
っ
た
も
の
を
!
け
る
こ
と
が
な
い

(つ
ま
り
︑
そ
れ
ら
を
演
者
に
歌
わ
せ
る
)
︒

だ
か
ら
登
場
人
物
が
君
子
の
場
合
は
自
贊
す
る
こ
と
も
あ
る
し
︑
小
人
物
の
場

合
は
自
6
す
る
こ
と
ま
で
あ
り
︑
觀
客
が
ま
る
で
�
書
の
傳
記
を
讀
む
か
の
よ

う
に
工
夫
し
︑
ま
た
あ
わ
せ
て
詠
嘆
の
氣
分
を
味
わ
わ
せ
る
の
だ
︒
形
式
が
そ

う
な
っ
て
い
る
以
上
︑
こ
の
演
出
を
!
け
な
い
︒
こ
れ
ら
の
歌
が
︑
君
子
や
小

人
の
口
か
ら
本
當
に
發
せ
ら
れ
た
と
い
う
な
ら
︑
そ
ん
な
�
理
が
あ
る
は
ず
が

な
い
︒
(﹃
詩
經
﹄
)
國
風
に
見
え
る
男
女
閒
の
言
葉
や
︑
古
人
が
男
女
の
言
葉
を

模
し
た
�
な
ど
も
︑
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
に
見
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
も

し
本
當
に
そ
う
い
っ
た
男
女
の
口
か
ら
發
せ
ら
れ
た
と
み
な
す
な
ら
ば
︑
淫
奔

な
者
も
決
し
て
そ
の
よ
う
な
自
暴
自
棄
な
こ
と
は
言
わ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
︑

貞
k
な
者
も
決
し
て
そ
の
よ
う
な
輕
は
ず
み
な
こ
と
は
い
わ
な
い(63
)

(そ
の
こ
と

が
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
)
︺︒

昔
者
班
氏
︽
漢
書
︾
︐
未
成
而
卒
︐
詔
其
女
弟
曹
昭
︐
躬
就
東
觀
︐
踵
而

成
之
︒
於
是
公
卿
大
臣
︐
執
贄
R
業
︹
大
儒
馬
融
︐
從
�
︽
漢
書
︾
句
讀
︺
︐

可
謂
擴
千
古
之
R
無
矣
︒
然
專
門
絕
學
︐
家
V
淵
源
︐
書
不
盡
言
︐
非
其
人
卽

無
R
�
爾
︒
印
苻
秦
初
円
學
校
︐
廣
置
\
士
經
師
︐︽
五
經
︾
粗
備
︐
而
︽
周

官
︾
失
傳
︒
\
士
上
奏
︐
太
常
韋
ì
之
母
宋
氏
︐
家
傳
︽
周
官
︾
g
義
︐
詔
卽

其
家
õ
堂
︐
置
生
員
百
二
十
人
︐
_
絳
幃
而
�
業
︐
賜
宋
氏
z
號
爲
宣
�
君
︐

此
亦
擴
千
古
之
R
無
矣
︒
然
彼
時
�
獻
︐
盛
於
江
左
；
苻
氏
割
據
山
東
︐
�
經

絕
業
︐
幸
存
世
學
家
女
︐
非
名
公
卿
R
能
强
與
聞
也
︒
此
二
母
者
︐
竝
是
以
.

人
身
行
丈
夫
事
︒
蓋
傳
經
営
�
︐
天
人
�
法
R
關
︐
恐
其
湮
沒
失
傳
︐
世
�
不

得
不
破
格
而
崇
禮
︐
非
謂
才
華
炫
耀
︐
驚
液
俗
也
︒

卽
如
靖
邊
之
V
譙
洗
夫
人
︐
佐
命
之
V
¬
陽
柴
�
︐
亦
千
古
R
罕
矣
；
一

則
特
開
幕
府
︐
辟
署
官
屬
︐
一
則
羽
葆
鼓
吹
︐
虎
賁
班
劍
︒
以
爲
隋
︑
K
之
�

措
置
非
宜
︐
固
屬
不
可
；
必
欲
天
下
.
人
以
是
爲
法
︐
非
惟
不
可
︐
亦
無
是
理

也
︒か

つ
て
︑
班
固
の
﹃
漢
書
﹄
は
そ
の
完
成
を
見
な
い
う
ち
に
本
人
が
z
く

な
っ
て
し
ま
い
︑
詔
敕
が
下
さ
れ
て
彼
の
妹
の
曹
昭

(曹
氏
に
嫁
い
だ
班
昭
の
こ

と
)
︑
(彼
女
)
み
ず
か
ら
東
觀

(後
漢
洛
陽
の
宮
中
に
あ
っ
た
藏
書
樓
)
に
赴
き
︑

(兄
の
事
業
を
)
引
き
繼
い
で
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た(64
)
︒
そ
こ
で
公
卿
や
大
臣
た
ち

も
︑
禮
物
を
手
に
取
っ
て

(班
昭
に
)
敎
え
を
R
い
︹
大
學
者
の
馬
融
は

(班

昭
に
)
つ
い
て
﹃
漢
書
﹄
の
句
讀
を
n
っ
た(65
)
︺︑
大
昔
に
ま
で
亘
っ
て
も
例
を
見

な
い
︒
し
か
し
專
門
の
卓
絕
し
た
學
問
は(66
)
︑
家
庭
に
淵
源
を
持
つ
も
の
で
あ
り
︑

書
物
に
す
べ
て
言
い
盡
く
さ
れ
た
わ
け
で
な
く(67
)
︑
か
の
人
で
な
け
れ
ば
傳
�
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
苻
秦

(苻
氏
の
立
て
た
�
秦
︒

三
五
一
〜
三
九
四
)
時
代
の
初
=
︑
學
校
を
円
て
︑
大
々
"
に
\
士
や
敎
師
を
官

に
つ
け
︑
五
經
そ
れ
ぞ
れ
を
ほ
ぼ
|
う
こ
と
が
で
き
た
が
︑﹃
周
禮
﹄
だ
け
は

傳
承
す
る
者
が
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
\
士
が
上
奏
し
て
︑
太
常
の
官
に
あ
る
韋

ì
の
母
︑
宋
氏
が
︑
家
傳
と
し
て
﹃
周
禮
﹄
の
g
義
を
�
け
て
い
る
と
奏
上
し

た
と
こ
ろ
︑
詔
敕
が
下
さ
れ
︑
宋
氏
の
家
の
堂
上
に
て
︑
學
生
百
二
十
人
の
定

員
を
設
け
︑
赤
い
と
ば
り
を
_
て
て

(
學
生
に
宋
氏
の
)
敎
え
を
�
け
さ
せ
︑
宋
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氏
に
宣
�
君
と
い
う
z
號
を
ã
與
し
た
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ま
た
大
昔
に
ま
で

亘
っ
て
も
例
を
見
な
い(
68
)
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
時
代
の
�
獻
は
︑
江
南
の
地

(南
 
)
に
盛
ん
で
あ
っ
た
の
だ
が
︑
苻
氏
は
山
東

(太
行
山
ò
の
東
側
)
の
地

に
國
を
@
え
て
お
り(
69
)
︑
殘
缺
し
た
經
書
や
學
問
が
︑
幸
い
に
も
代
々
學
者
を
輩

出
し
た
家
の
娘
に
傳
え
ら
れ
て
お
り
︑
名
の
�
っ
た
公
卿
で
あ
っ
て
も
︑
無
理

に
關
わ
り
え
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
二
人
の
女
性
は
︑
女
性
で
あ
り
な
が
ら

み
ず
か
ら
男
性
と
同
じ
行
い
を
し
た
わ
け
で
あ
る
︒
思
う
に
こ
れ
は
經
學
や
�

學
の
傳
承
は
︑
天
と
人
閒
の
閒
に
存
す
る
�
の
法
則
に
關
わ
る
も
の
で
あ
り
︑

そ
れ
が
滅
ん
で
し
ま
う
危
險
が
あ
り
︑
君
�
と
し
て
は
�
常
の
方
法
を
破
っ
て

ま
で
相
手
を
敬
い
禮
を
盡
く
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
︑
(二
人
の
)
才

能
が
際
立
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
れ
で
世
俗
を
驚
か
そ
う
と
し
た
わ
け

で
は
な
い
︒

邊
境
の
混
亂
を
收
め
た
人
物
と
し
て
は
譙
國
夫
人
の
洗
氏
が
お
り(70
)
︑
王
者
の

天
命
を
補
助
し
た
人
物
と
し
て
は

(
K
の
)
¬
陽
柴
�
が
い
る
が(71
)
︑
彼
女
た
ち

も
ま
た
大
昔
に
ま
で
亘
っ
て
例
の
少
な
い
も
の
で
︑
�
者
は
幕
府
を
開
き
︑
下

僚
を
招
き
í
う
こ
と
を

(隋
の
皇
�
か
ら
)
特
別
に
許
さ
れ
︑
後
者
は

(
K
の
皇

�
か
ら
)
羽
根
Ë
り
の
つ
い
た
儀
仗
や
鼓
吹
î
を
賜
り
︑
天
子
に
�
侍
す
る
兵

を
特
別
に
與
え
ら
れ
て
い
る(
72
)
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
︑
隋
K
の
君
�
た
ち
の
措
置

を
不
當
と
考
え
る
の
は
も
ち
ろ
ん
よ
く
な
い
が
︑
し
か
し
天
下
す
べ
て
の
女
性

が
彼
女
た
ち
を
手
本
に
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
の
も
︑
ま
た
よ
く
な
い
う
え
に

無
理
で
あ
る

(同
樣
に
班
氏
・
宋
氏
も
�
て
の
女
性
の
手
本
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
)
︒

晉
人
崇
尙
玄

*
風
︐
任
*
作
¿
︐
丈
夫
則
糟
粕
六
藝
︐
.
女
亦
�
尙
淸
言
︒

步
障
解
圍
之
談
︐
怨
.
參
軍
之
戲
︐
雖
大
節
未
失
︐
而
名
敎
蕩
然
︒
論
者
以
十

六
國
分
裂
︐
生
靈
塗
炭
︐
轉
︹
一
︺

咎
淸
談
之
滅
禮
敎
︐
�
探
本
之
論
也
︒

〔一
︺﹁
轉
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
歸
﹂︒

晉
代
の
人
々
は
玄
學
を
重
視
し
︑
自
分
の
*
に
ま
か
せ
て
¿
觀
し
た
生
き
方

を
し
て
︑
男
性
は
﹁
六
藝
な
ど
︑
酒
の
し
ぼ
り
か
す
だ
﹂
と
言
い
放
ち
︑
女
性

も
淸
談
を
大
切
に
し
た
︒
(
謝
氏
が
)
シ
ェ
ー
ド
に
隱
れ
て

(夫
の
)
苦
境
を

救
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
や(73
)
︑﹁
も
し
私
が
參
軍
と
結
婚
し
て
い
た
な
ら
ば
﹂
と

(王
渾
の
妻
の
鍾
氏
が
)
冗
談
を
言
っ
た
逸
話
な
ど
は(74
)
︑
大
い
な
る
k
義
を
失
っ

た
も
の
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
︑
し
か
し
名
敎

(名
分
を
±
ぶ
敎
え
)
が
な
い
が

し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
︒
(西
晉
滅
z
後
に
は
)
十
六
國
が
分
裂
し
︑
民
衆
が
塗
炭

の
苦
し
み
を
�
け
た
こ
と
に
つ
き
︑
(魏
晉
に
液
行
し
た
)
淸
談
が
禮
に
基
づ
く

敎
え

(儒
敎
)
を
滅
ぼ
し
た
せ
い
で
あ
る
と
論
者
は
と
が
め
た
が(75
)
︑
そ
れ
は
ま

こ
と
に
根
本
を
探
り
得
た
議
論
で
あ
る
︒

王
︑
謝
大
家
︐
雖
愆
禮
法
︐
然
其
淸
言
名
理
︐
會
心
甚
遙
︹
一
︺

︐
既
n
儒

風
︐
亦
暢
玄

*
旨
︐
方
於
士
學
︐
如
中
行
之
失
︐
液
爲
狂
鯵
者
耳
︹
�
於
衣
端
︐

非
�
於
娼
優
也
︺︒
非
µ
能
>
五
言
七
字
︐
自
詡
�
於
四
德
三
從
者
也
︒
若
其

綺
旎
風
光
︐
�
溫
酬
答
︐
描
ì
纖
曲
︐
刻
畫
形
似
︐
脂
粉
增
其
潤
色
︐
標
榜
Ë

其
虛
聲
；
晉
人
雖
曰
虛
°
︐
如
其
見
此
︐
挈
妻
子
而
V
矣
︹
王
︑
謝
大
家
︐
雖

愆
禮
法
︐
然
實
讀
書
知
學
︐
故
)
思
深
X
︒
非
如
才
子
佳
人
︐
一
味
淺
俗
好
名

者
比
也
︺︒

〔一
︺﹁
遙
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
X
﹂︒

(六
 
を
代
表
す
る
)
王
氏
や
謝
氏
と
い
っ
た
大
貴
族
の
奧
方
た
ち
に
は(76
)
︑
禮

法
に
外
れ
る
行
い
が
あ
り
は
し
た
も
の
の
︑
し
か
し
論
理
に
つ
い
て
淸
談
し
︑

非
常
に
奧
深
い
と
こ
ろ
に
心
が
叶
っ
て
お
り
︑
儒
敎
も
學
び
つ
つ
︑
同
時
に
玄
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學
に
é
ん
だ
の
で
あ
っ
て
︑
こ
れ
を
男
性
の
學
び
に
な
ぞ
ら
え
て
い
う
な
ら
ば
︑

中
庸
の
行
い
か
ら
外
れ
て
﹁
狂
鯵
﹂
(志
は
立
*
だ
が
行
爲
が
と
も
な
わ
な
い
人
々
)

に
液
れ
た
も
の
と
い
え
る(
77
)
︹
(彼
女
た
ち
の
行
い
は
)
衣
端
に
�
く
は
あ
る
が
︑

藝
能
者
に
�
い
わ
け
で
は
な
い
︺︒
五
言
・
七
言
の
詩
を
整
え
る
力
が
あ
る
ば

か
り
で
︑
(女
性
が
な
す
べ
き
と
さ
れ
た
)
四
德

(
.
德
・
.
言
・
.
容
・
.
功
)
・

三
從

(父
・
夫
・
子
に
從
え
と
い
う
敎
え
)
の
敎
え
を
し
の
ぐ
こ
と
を
ひ
け
ら
か

す
よ
う
な
手
合
い
で
は
な
か
っ
た(
78
)
︒
自
然
の
風
光
を
美
し
く
描
き(79
)
︑
�
さ
暑
さ

な
ど
季
k
ご
と
に
挨
拶
を
し
︑
物
事
を
細
か
く
描
寫
し(80
)
︑
對
象
に
似
る
よ
う
細

か
く
表
現
し(
81
)
︑
¶
粧
を
施
し
て
�
�
の
魅
力
を
增
し(82
)
︑
宣
傳
に
よ
っ
て
實
質
を

と
も
な
わ
な
い
名
聲
を
高
め
よ
う
と
し
た
り
す
る

(︑
昨
今
の
女
性
た
ち
が
行
っ

て
い
る
)
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
晉
代
の
人
々
に
は
確
か
に
大
袈
裟
な
傾
向
が

あ
っ
た
が
︑
(昨
今
の
)
こ
の
よ
う
な
風
潮
を
見
れ
ば
︑
き
っ
と
妻
子
を
連
れ
て

V
げ
出
す
こ
と
だ
ろ
う
︹
王
氏
や
謝
氏
と
い
っ
た
大
貴
族
の
奧
方
た
ち
に
は
︑

禮
法
に
外
れ
る
行
い
が
あ
り
は
し
た
も
の
の
︑
し
か
し
本
當
に
讀
書
し
て
學
問

を
脩
め
て
い
た
か
ら
︑
こ
め
ら
れ
た
思
想
は
深
X
で
あ
る
︒
(い
ま
の
)
才
子
佳

人
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
一
律
に
淺
ð
で
名
聲
を
好
む
の
と
は
ま
っ
た
く
衣
な

る
︺︒

K
︑
宋
以
ñ
︐
.
才
之
可
見
者
︐
不
�
春
閨
秋
怨
︐
花
草
榮
凋
︐
短
什
小



︐
傳
其
高
秀
︒
閒
V
別
出
著
作
︐
如
宋
尙
宮
之
︽
女
論
語
︾
︐
侯
½
氏
之

︽
女
孝
經
︾
︐
雖
才
識
不
免
迂
陋
︹
欲
作
女
訓
︐
不
知
學
曹
大
家
︽
女
誡
︾
之
禮
︐

而
妄
擬
�
經
︐
等
於
︽
七
林
︾
設
問
︐
子
虛
︑
烏
V
︺
︐
而
趨
向
尙
�
�
正
︒

藝
林
稱
営
︐
恕
其
志
足
嘉
爾
︹
此
皆
古
人
.
學
失
傳
︐
故
V
志
者
︐
R
成
不
�

如
此
︺︒
李
易
安
之
︽
金
石
︾
>
ì
︐
管
�
升
之
書
畫
精
妙
︐
後
世
亦
鮮
V
其

儷
矣
︒
然
琳
琅
欵
識
︐
惟
�
對
勘
於
湖
州
；
筆
墨
精
能
︐
亦
藉
觀
ì
於
承
旨
︐

未
聞
宰
相
子
.
︐
得
偕
三
舍
論
�
︹
李
易
安
與
趙
M
�
集
︽
金
石
錄
︾
︐
M
�

方
在
太
學
︐
故
云
爾
︺；
Æ
林
夫
人
︐
可
共
九
卿
揮
麈
︒
蓋
�
違
雖
曰
公
器
︐

而
男
女
實
千
古
大
防
︐
凜
然
名
義
綱
常
︐
何
可
誣
耶
︒

K
宋
以
後
に
な
る
と
︑
女
性
の
才
能
が
現
れ
る
と
こ
ろ
は
︑
せ
い
ぜ
い
春
の

閨
�
や
秋
の
怨
嗟
や(83
)
︑
も
の
の
盛
衰
を
詠
ん
だ
短
い
作
品
の
う
ち
︑
ず
ば
拔
け

た
も
の
が
傳
え
ら
れ
る
の
み
と
な
っ
た
︒
そ
れ
以
外
に
︑
時
に

(女
性
の
)
著

作
が
世
に
出
る
こ
と
も
あ
り
︑
宋
尙
宮

(宋
若
昭
)
の
﹃
女
論
語(84
)
﹄︑
(侯
莫
陳
邈

の
妻
の
)
½
氏
の
﹃
女
孝
經
﹄
な
ど(85
)
︑
才
能
見
識
は
見
劣
り
す
る
も
の
の
︹
女

性
の
た
め
の
敎
え
を
作
ろ
う
と
す
る
の
に
︑
曹
大
家

(班
昭
)
の
﹁
女
誡
﹂
に

示
さ
れ
た
禮
に
倣
う
こ
と
を
知
ら
ず(86
)
︑
�
手
に
�
な
る
經
典
を
眞
似
た
の
で
は
︑

﹁
七
林
﹂
に
設
け
ら
れ
た

(架
空
の
)
問
答
や
︑
子
虛
・
烏
V
の
よ
う
な

(賦
の

な
か
の
架
空
の
)
人
物
と
變
わ
ら
な
い(87
)
︺︑
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
の
趣
旨
は
典
�
で

正
し
い
あ
り
方
に
�
い
︒
�
學
を
事
と
す
る
人
士
が
彼
女
た
ち
を
稱
贊
す
る
の

は
︑
彼
女
た
ち
の
志
が
褒
め
る
に
値
い
す
る
の
を
汲
ん
で
の
こ
と
だ
︹
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
古
代
の
女
性
の
た
め
の
學
問
が
傳
承
を
絕
っ
た
せ
い
で
︑
志
あ
る

人
で
も
こ
の
よ
う
に
し
か
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︺︒
李
易
安

(李
淸
照
)
の

﹃
金
石
錄
﹄
>
纂
や(88
)
︑
管
�
升
の
書
畫
が
絕
妙
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
は(89
)
︑
後
世

に
も
ñ
敵
す
る
例
が
少
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
(李
淸
照
は
)

玉
器
や
靑
銅
器
の
銘
�
に
つ
い
て
︑
湖
州
に
て

(﹃
金
石
錄
﹄
)
校
勘
の
手
助
け

を
し
た
に
と
ど
ま
り(90
)
︑
(管
�
升
は
)
筆
墨
が
精
妙
で
あ
っ
て
も
︑
(Æ
林
學
士
)

承
旨

(の
官
に
あ
っ
た
夫
の
趙
孟
頫
)
を
觀
察
し
て
學
ん
だ
だ
け
で
あ
り(91
)
︑
宰
相

の
子

(で
あ
っ
た
趙
M
�
)
の
妻

(
た
る
李
淸
照
)
が

(趙
M
�
の
勤
務
し
た
)
太

學
の
人
々
と
�
學
を
論
じ
ら
れ
た
と
は
聞
か
な
い
し
︹
李
淸
照
は
趙
M
�
と
一

緖
に
﹃
金
石
錄
﹄
を
>
纂
し
︑
趙
M
�
が
そ
の
こ
ろ
太
學
に
い
た
の
で
︑
こ
う

言
う(92
)
︺︑
Æ
林
夫
人

(の
管
�
升
)
が
九
卿
た
ち
と
と
も
に
麈
尾
を
ふ
る
っ
て
議

論
し
た
と
も
聞
か
な
い

(
つ
ま
り
男
女
が
同
席
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
)
︒
�
違
は
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公
器
で
は
あ
る
が
︑
男
女
の
_
て
と
い
う
も
の
は
ま
こ
と
に
太
古
以
來
の
大
い

な
る
堤
防
で
あ
っ
て(
93
)
︑
嚴
然
た
る
大
義
名
分
と
三
綱
五
常
と
を(94
)
︑
ど
う
し
て
歪

め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
︒

蓋
自
K
︑
宋
以
訖
�
M
︐
國
制
不
廢
女
樂
︒
公
卿
入
直
︐
則
V
�
袖
薰

爐
︹
一
︺

；
官
司
供
張
︐
每
見
紅
裙
侑
酒
︒
梧
桐
金
井
︐
驛
亭
V
秋
感
之
緣
；
蘭

麝
天
香
︐
曲
江
V
春
M
之
誓
︐
見
於
紀
載
︐
蓋
亦
詳
矣
︒
印
�
 
·
政
︐
凡

縉
︹
二
︺

紳
籍
沒
︐
波
s
妻
孥
︐
以
致
詩
禮
大
家
︐
多
淪
北
里
︒
其
V
妙
ë
色
藝
︐

o
擅
聲
詩
︐
都
士
大
夫
︐
從
而
酬
唱
︒
大
抵
*
綿
春
草
︐
思
X
秋
楓
；
投
贈
類

於
�
游
︐
殷
勤
�
於
燕
婉
；
詩
*
闊
¿
︐
不
復
�
疑
︐
閨
閣
之


︐
鼓
鐘

閫
︹
三
︺

外
︐
其
�
固
當
然
耳
︒
且
如
聲
詩
盛
於
三
K
︐
而
女
子
傳


亦
寡
︒
今

就
一
代
計
之
︐


什
�
富
︐
莫
如
李
冶
︑
薛
濤
︑
魚
玄
*
機
三
人
︐
其
他
莫
能

竝
焉
︒
是
知
女
冠
坊
妓
︐
多
�
因
酬
接
之
繁
︒
禮
法
名
門
︐


鯵
自
非
儀
之
誡
︐

此
亦
其
M
徵
矣
︒

〔一
︺﹁
爐
﹂
︐
嘉
業
堂
本
作
﹁
鑪
﹂︒

〔二
︺﹁
縉
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
搢
﹂︒

〔三
︺﹁
閫
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
聞
﹂︒

思
う
に
︑
K
宋
か
ら
M
代
ま
で
︑
國
家
制
度
と
し
て
女
性
の
舞
樂
を
廢
止
せ

ず
に
續
け
た
︒
公
卿
が
宮
中
に
宿
直
す
れ
ば
︑
女
性
の
衣
裝
や
香
爐
を
眼
に
し(95
)
︑

官
廳
で
宴
會
が
開
か
れ
る
時
に
は(
96
)
︑
赤
い
裳
を
身
に
つ
け
た
女
性
が
酒
を
勸
め

た
︒﹁
金
井
の
梧
桐
﹂
の
句
が
︑
驛
亭
の
む
す
め
が
秋
の
寂
し
さ
を
感
ず
る
緣

と
な
っ
た
し(
97
)
︑﹁
蘭
麝
天
香
﹂
の
句
に
よ
り
︑
曲
江
の
ほ
と
り
で
必
ず
仕
官
す

る
と
い
う
誓
い
を
立
て
た
が(
98
)
︑
(そ
の
よ
う
な
男
女
の
出
會
い
の
故
事
が
)
�
獻
に

見
え
て
お
り
︑
詳
し
く
知
ら
れ
よ
う
︒
さ
ら
に
�
代
の
M
代
の
暴
·
な
政
治
に

お
い
て
は
︑
士
大
夫
が

(罪
に
問
わ
れ
て
)
財
產
を
沒
收
さ
れ
た
際
︑
そ
れ
が
妻

や
娘
に
ま
で
s
ぼ
さ
れ
︑﹃
詩
﹄
や
禮
を
學
び
傳
え
る
大
家
庭
が(99
)
︑
妓
女
に
身

を
落
と
す
こ
と
さ
え
多
く
あ
っ
た(
100
)
︒
美
貌
と
藝
を
ë
ね
備
え
︑
賢
く
歌
聲
や
詩

作
に
名
聲
の
あ
っ
た
女
性
が
い
る
と
︑
士
大
夫
た
ち
は
そ
れ
に
倣
っ
て
唱
和
し

た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
多
く
は
春
の
野
草
に
思
い
を
託
し
︑
秋
の
楓
に
思
い
を

X
く
こ
と
寄
せ
た
も
の
で
︑
詩
を
贈
る
あ
り
方
は

(男
性
同
士
の
)
付
き
合
い

と
類
似
し
︑
そ
の
丁
寧
さ
は
﹃
詩
﹄
に
い
う
穩
や
か
さ
と
�
じ
る
も
の
で
あ
り(
101
)
︑

詩
*
は
自
由
闊
¿
で
︑
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
も
な
く
︑
こ
う
い
っ
た
女
性
た
ち
の

作
品
が
︑
妓
院
の
門
外
に
ま
で
大
き
く
傳
え
ら
れ
た
の
は(
102
)
︑
あ
り
方
と
し
て
當

然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
︒
ち
な
み
に
︑
詩
は
K
代
に
こ
そ
盛
ん
で
あ
っ
た
が
︑

し
か
し
女
性
の
詩
が
傳
え
ら
れ
た
も
の
は
ど
う
も
少
な
い
︒
こ
こ
で
K
一
代
に

つ
い
て
數
え
て
み
る
と
︑
作
品
數
が
�
も
多
い
の
は
李
冶
・
薛
濤
・
魚
玄
機
の

三
名
に
ほ
か
な
ら
ず(
103
)
︑
ほ
か
の
女
性
詩
人
は
同
列
に
竝
び
え
な
い
︒
こ
う
し
て

み
る
と
︑
女
性
�
士
や
妓
女
は
�
違
が
多
い
が
そ
れ
は
付
き
合
い
が
盛
ん
な
こ

と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
︑
禮
に
n
熟
し
た
名
門
の
家
庭
に
お
い
て
は
︑
�
違
は

﹁
非
難
も
さ
れ
ず
ほ
め
ら
れ
も
せ
ず
﹂
と
い
う
敎
え
が
あ
り(
104
)
︑
こ
れ
も
ま
た
そ

の
證
據
で
あ
る
︒

夫
傾
城
名
妓
︐
屢
接
名
液
︐
酬
答
詩
違
︐
其
命
)
也
︐
ë
具
夫
妻
D
友
︐

可
謂
善
藉
辭
矣
︒
而
古
人
思
君
懷
友
︐
多
託
男
女
殷
*
︒
若
詩
人
風
刺
¡
淫
︐

�
代
姣
狂
︹
一
︺

自
営
︒
區
分
三
種
︐
蹊
徑
略
同
︐
品
騭
韻
言
︐
不
可
不
知
R
辨

也
︒
夫
忠
臣
誼
友
︐
隱
7
存
懇
摯
之
�
；
諷
惡
嫉
¡
︐
言
外
見
憂
傷
之
)
︒
自

序
說
放
廢
︐
而
詩
之
得
失
懸
殊
︐
本
旨
不
M
︐
而
辭
之
工
拙
迥
衣
︹︽
離
騷
︾

求
女
爲
眞
*
︐
則
語
無
倫
ª
；︽
國
風
︾
溱
︑
洧
爲
自
営
︐
亦
徑
直
無
味
︒
作

爲
擬
託
︐
�
*
自
深
︺︒
故
無
名
男
女
之
詩
︐
殆
如
太
極
陰
陽
之
理
︐
存
諸
天

壤
︐
而
智
者
見
智
︐
仁
者
自
見
仁
也
︒
名
妓
工
詩
︐
亦
�
古
義
︐
轉
以
男
女
慕
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悅
之
實
︐
託
於
詩
人
溫
厚
之
辭
；
故
其
^
︹
二
︺

言
︐
�
而
V
則
︐
眞
而
不
穢
︐

液
傳
千
載
︐
得
耀
鯵
>
︐
不
能
以
人
廢
也
︒
第
立
言
V
體
︐
.
衣
於
男
︒
比
如

︽
薤
露
︾
雖
工
︐
惟
施
於
挽
郞
爲
稱
；︽
櫂
歌
︾
縱
妙
︐
亦
用
於
舟
.
爲
宜
︒
彼

之
贈
李
和
張
︐
R
處
應
爾
︒
良
家
閨
閣
︐
內
言
且
不
可
聞
︐
門
外
唱
酬
︐
此
言

何
爲
而
至
耶
︹
自
官
妓
革
︐
而
閨
閣
不
當
V
門
外
唱
酬
︐
丈
夫
擬
爲
男
女
之
辭
︐

不
可
藉
以
爲
例
︐
古
之
列
女
皆
然
︺︒

〔一
︺
｢
�
代
姣
狂
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
印
代
狡
狂
﹂
︐﹃
藝
海
珠
塵
﹄
作
﹁
印
代
姣

狂
﹂︒

〔二
︺﹁
^
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
�
﹂︒

一
液
の
名
妓
が(
105
)
し
ば
し
ば
著
名
な
詩
人
と
�
液
し
て
詩
を
取
り
�
わ
す
場
合
︑

そ
の
詩
想
は
夫
.
・
D
友
の
關
係
を
ë
ね
た
も
の
で
︑
�
辭
を
借
り
る
こ
と
に

長
け
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
他
方
︑
古
人
は
�
君
や
友
人
を
思
う
場

合
︑
多
く
男
女
の
*
愛
に
假
託
し
た(
106
)
︒
ま
た
︑﹃
詩
經
﹄
の
詩
人
が
淫
¡
を
風

刺
す
る
場
合
︑
淫
¡
な
者
が
自
ら
営
べ
る
言
葉
に
か
こ
つ
け
た(
107
)
︒
以
上
の
三
つ

の
タ
イ
プ
は
︑
そ
の
手
法
は
ほ
ぼ
同
樣
と
は
い
え
︑
韻
�
作
品
を
品
t
す
る
に

當
た
っ
て
は
︑
そ
の
閒
の
區
別
を
知
ら
ず
に
は
す
ま
さ
れ
な
い
︒
忠
臣
や
親
友

に
お
い
て
は
︐
�
�
の
う
ち
に
�
實
な
眞
心
が
仄
見
え
る
も
の
だ
し
︑
¡
惡
を

風
刺
す
る
際
に
は
︑
言
外
に
憂
患
の
念
慮
が
滲
み
出
る
も
の
で
あ
る
︒﹁
詩
序
﹂

の
說
が
}
て
去
ら
れ
て
よ
り(
108
)
︑
詩
の
良
し
惡
し

(の
t
價
)
が
懸
け
離
れ
る
よ

う
に
な
り
︐
(﹃
楚
辭
﹄
の
)
本
來
の
趣
旨
が
見
失
わ
れ
て
よ
り
︑
辭
賦
の
工
拙

(の
t
價
)
が
大
き
く
分
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︹﹁
離
騷
﹂
に
言
う
﹁
女
を
求

む
﹂
が
實
際
の
心
*
だ
と
す
れ
ば
�
違
の
ö
褄
が
合
わ
な
く
な
る
し(
109
)
︑
國
風

(½
風
)
の
﹁
溱
洧
﹂
が
本
人
の
發
言
だ
と
す
れ
ば
露
骨
で
味
わ
い
が
失
わ
れ
る(
110
)
︒

假
託
だ
か
ら
こ
そ
�
中
の
思
い
が
お
の
ず
と
深
み
を
帶
び
る
の
で
あ
る
︺︒
ゆ

え
に
無
名
の
男
女
の
詩
も
︑
あ
た
か
も
太
極
・
陰
陽
の
�
理
が
天
地
の
う
ち
に

存
在
す
る
よ
う
に
︑
(立
場
は
È
え
ど
も
)
智
者
は
そ
こ
に
智
を
看
て
取
り
︑
仁

者
は
そ
こ
に
仁
を
看
て
取
る
の
だ(
111
)
︒
名
妓
は
詩
作
に
巧
み
で
︑
(﹃
詩
﹄
の
)
古

い
)
義
に
も
�
じ
て
お
り
︑
¼
に
男
女
の
戀
愛
と
い
う
內
容
を
﹃
詩
﹄
の
溫
厚

な
�
辭
を
借
り
て
表
現
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
そ
の
言
葉
^
い
は
�
�
で
あ
り
な

が
ら
法
則
に
C
い
︑
眞
心
が
あ
り
な
が
ら
ふ
し
だ
ら
で
は
な
く
︑
千
年
の
後
に

も
傳
わ
り
︑
書
物
を
輝
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
︑
妓
女
の
作
だ
か
ら
と

い
っ
て
排
除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い(
112
)
︒
た
だ
︑
立
言
に
は
體
例
が
あ
り
︑
女
性

は
男
性
と
は
衣
な
る
も
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
挽
歌(
113
)
は
い
か
に
巧
み
で
あ
っ
て

も
柩
を
挽
く
男
に
こ
そ
相
應
し
く
︑
舟
歌(
114
)
は
た
と
え
優
れ
て
い
て
も
舟
を
渡
す

女
に
こ
そ
似
つ
か
わ
し
い
よ
う
に
︑
そ
れ
は
李
某
に
贈
り
張
某
に
和
し
て
こ
そ

處
を
得
る
の
で
あ
る(
115
)
︒
良
家
の
女
子
の
居
室
で
は
︑
室
內
の
發
言
す
ら
外
に
漏

れ
聞
こ
え
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
︑
門
外
で
詩
を
取
り
�
わ
す
言
葉
が
︑
ど

う
し
て
耳
に
屆
く
は
ず
が
あ
ろ
う
か
︹
官
妓
の
制
度
が
除
か
れ(
116
)
︑
女
性
が
門
外

と
詩
の
^
り
取
り
を
す
る
こ
と
が
あ
り
え
な
く
な
っ
て
よ
り
︑
男
性
が
男
女
の

戀
愛
に
擬
え
た
�
辭
は
︑
手
本
と
し
て
借
り
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
︒
古

の
列
女
は
み
な
そ
う
で
あ
っ
た
︺︒

夫
敎
坊
曲
里
︐
雖
非
先
王
法
制
︐
實
�
代
故
事
相
沿
；
自
非
濂
︑
洛
諸
公
︐

何
妨
小
德
出
入
︒
故
V
功
名
匡
濟
之
佐
︐
忠
義
氣
節
之
液
︐
�
違
�
德
之
儒
︐

高
尙
隱
逸
之
士
︐
§
§
閒
*
V
寄
︐
著
於
鯵
>
︐
禁
網
R
施
︐
亦
不
甚
爲
盛
德

累
也
︒
第
�
違
可
以
學
古
︐
而
制
度
則
必
從
時
︒
我
 
禮
敎
精
嚴
︐
�
疑
愼
別
︐

三
代
以
ñ
︐
未
V
如
是
之
肅
者
也
︒
自
宮
禁
革
除
女
樂
︐
官
司
不
設
敎
坊
︐
則

天
下
男
女
之
際
︐
無
V
可
以
假
藉
者
矣
︒
其
V
液
娼
頓
妓
︐
漁
色
售
奸
︐
竝
干

三
尺
嚴
條
︐
決
杖
不
能
e
贖
︹
職
官
生
監
︐
竝
是
行
止
V
虧
︐
永
不
敍
用
︺︒

雖
吞
舟
V
漏
︐
未
必
盡
罣
爰
書
；
而
君
子
懷
𠛬
︐
豈
可
自
拘
司
敗
︒
每
見
名
液
︐
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板
鐫
詩
稿
︐
未
窺
�
集
︐
先
閱
標
題
︒
或
紀
紅
粉
麗
*
︐
或
著
靑
樓
唱
和
︐
自

命
風
液
倜
儻
︐
以
謂
︹
一
︺

古
人
同
然
；
不
知
生
今
之
世
︐
爲
今
之
人
︐
茍
於
禁

令
未
嫺
︐
{
何
論
乎
�
墨
︒
周
公
制
禮
︐
同
姓
不
昏
︒
假
令
生
周
之
後
︐
以
謂

上
古
男
女
無
別
︐
而
瀆
亂
人
倫
︐
行
同
禽
獸
︐
以
謂
古
人
V
然
︐
可
乎
︒︹
名

士
詩
集
︐
先
自
具
枷
杖
供
招
︐
雖
謂
未
識
字
可
矣
︺︒

〔一
︺﹁
以
謂
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
以
爲
﹂
︐
下
同
︒

(宮
中
の
女
性
の
舞
樂
を
掌
る
)
敎
坊(
117
)
や
妓
院(
118
)
は

(
周
代
の
)
先
王
の
制
度
で
は

な
い
と
は
い
え
︑
︐
實
際
に
�
代
の
先
例
と
し
て
繼
承
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ

り
︑
周
濂
溪
︑
¦
M
�
︑
¦
伊
川
の
よ
う
な
�
學
者
で
も
な
い
限
り(
119
)
︑
;
�
の

善
良
な
人
閒
が
出
入
す
る
の
を
咎
め
立
て
す
る
い
わ
れ
は
な
い(
120
)
︒
そ
れ
ゆ
え
︑

救
國
の
功
あ
る
大
臣
も
︑
忠
義
や
k
操
を
貴
ぶ
一
*
も
︑
�
違
や
�
德
を
õ
じ

る
學
者
も
︑
高
î
を
旨
と
す
る
隱
逸
の
士
も
︑
し
ば
し
ば
寬
い
だ
心
*
を
寄
せ
︑

書
物
に
著
し
︑
た
ま
た
ま
法
禁
に
觸
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
本
人
の

德
に
傷
が
つ
く
わ
け
で
は
な
い
︒
た
だ
︑
�
違
は
§
古
に
學
ぶ
こ
と
が
で
き
る

が
︑
制
度
は
必
ず
そ
の
時
代
の
も
の
に
從
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
我
が
淸
 

の
禮
敎
は
嚴
正
で
︑
疑
わ
し
い
と
こ
ろ
を
愼
重
に
識
別
し
︑
三
代
以
影
︑
こ
れ

ほ
ど
嚴
格
な
時
代
は
な
か
っ
た
︒
宮
中
か
ら
女
性
の
舞
樂
が
除
か
れ
︑
官
府
に

敎
坊
が
設
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
は(
121
)
︑
世
上
の
男
女
の
關
係
に
は
假
託
す
る

こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
點
が
な
く
な
っ
た
︒
も
し
も
あ
ち
こ
ち
移
り
步
い
た
り

一
と
こ
ろ
に
留
ま
っ
た
り
す
る
娼
妓
を
相
手
に(
122
)
︑
女
色
を
漁
っ
た
り
奸
計
に

陷
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば(
123
)
︑
み
な
法
律
の
嚴
し
い
條
�
を
犯
す
こ
と
に

な
り(
124
)
︑
棒
打
ち
の
𠛬
を
�
け
て
贖
罪
も
叶
わ
な
い
︹
官
僚
や
そ
の
候
補
生
は
み

な
素
行
に
問
題
が
あ
れ
ば
F
生
登
用
さ
れ
な
い(
125
)
︺︒
た
し
か
に
法
の
網
は
舟
を

飮
み
$
む
ほ
ど
の
大
魚
を
捕
ら
え
そ
こ
な
う
こ
と
も
あ
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
に(
126
)
︑

必
ず
供
営
>
書
に
記
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
が(
127
)
︑﹁
君
子
は
𠛬
を
懷
う
﹂
か
ら

に
は(
128
)
︑
ど
う
し
て
自
分
か
ら
罪
に
陷
る
よ
う
な
こ
と
を
す
る
は
ず
が
あ
ろ
う(
129
)
︒

著
名
な
詩
人
の
作
品
が
出
版
さ
れ
る
の
を
見
る
た
び
に
︑
詩
集
の
す
べ
て
を
讀

ま
ず
と
も
︑
ま
ず
標
題
に
目
を
�
せ
ば
︑﹁
紅
粉
の
麗
*
﹂
だ
の
﹁
靑
樓
の
唱

和(
130
)
﹂
だ
の
と
書
い
て
あ
っ
て
︑
風
液
で
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
を
自
¹
し
︑
古
人

も
同
じ
で
あ
っ
た
と
思
い
$
ん
で
い
る
︒
し
か
し
今
の
世
に
生
ま
れ(
131
)
︑
今
の
人

で
あ
り
な
が
ら
︑
法
律
す
ら
十
分
に
理
解
せ
ず
に
︑
�
違
に
つ
い
て
何
が
わ
か

る
と
い
う
の
か
︒
周
公
は
同
姓
不
婚
の
禮
を
定
め
た
が(
132
)
︑
も
し
周
代
以
影
に
生

ま
れ
た
者
が
︐
上
古
に
は
男
女
の
け
じ
め
な
ど
な
か
っ
た
と
考
え
︐
倫
理
を
破

壞
し
︑
禽
獸
同
然
の
行
い
を
し
て
︑
古
人
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
�
張
し
た
ら
︑

許
さ
れ
よ
う
か
︹
名
士
の
詩
集
は
︑
�
も
っ
て
自
ら
枷
を
つ
け
棒
を
攜
え
て
罪

狀
を
供
営
す
る
よ
う
な
も
の
で
︑
�
字
を
知
ら
ぬ
者
と
言
っ
て
も
か
ま
わ
な

い
︺︒夫

才
須
學
也
︐
學
貴
識
也
︒
才
而
不
學
︐
是
爲
小
o
︒
小
o
無
識
︐
是
爲

不
才
︒
不
才
小
o
之
人
︐
無
R
不
至
︐
以
纖
佻
輕
ð
爲
風
�
︹
�
者
︐
正
也
︐

與
惡
俗
相
反
︒
n
染
風
氣
謂
之
俗
︐
纖
佻
鄙
俚
皆
俗
也
︒
鄙
俚
之
俗
︐
 
無
傷

於
世
�
人
心
︐
纖
佻
之
俗
︐
則
風
�
之
罪
人
也
︺
︐
以
K
Ë
標
榜
爲
聲
名
︹
好

名
之
人
︐
未
V
不
俗
者
也
︺
︐
炫
耀
後
生
︐
猖
披
士
女
︐
人
心
風
俗
︐
液
,
不

可
�
言
矣
︒
夫
佻
¿
出
於
子
衿
︐
古
人
R
V
；
矜
標
︹
一
︺

液
於
巾
幗
︐
�
代
R

無
︒
蓋
實
不
足
而
爭
騖
於
名
︐
己
非
夫
而
藉
人
爲
重
︐
男
子
V
志
︐
皆
恥
爲
之
︒

乃
至
誼
絕
絲
蘿
︐
禮
殊
ã
�
︐
輒
以
緣
*
綺
靡
之
作
︐
託
於
斯
�
氣
類
之
�
；

因
而
聽
甲
乙
於
臚
傳
︐
求
品
題
於
�
旦
︒
此
則
釵
樓
勾
︹
二
︺

曲
︐
�
代
§
§
V

之
；
靜
女
閨
姝
︐
自
V
天
地
以
來
︐
未
聞
V
是
禮
也
︒

〔一
︺﹁
標
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
榜
﹂︒
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〔二
︺﹁
勾
﹂
︐
嘉
業
堂
本
作
﹁
句
﹂︒

才
能
は
學
問
を
必
�
と
し
︑
學
問
は
見
識
を
重
視
す
る
︒
才
能
が
あ
っ
て
も

學
問
が
な
け
れ
ば
︑
小
利
口
な
だ
け
で
あ
り
︑
小
利
口
で
あ
っ
て
見
識
が
な
け

れ
ば
︑
結
局
才
能
も
な
い
こ
と
に
な
る
︒
才
能
が
な
く
小
利
口
な
人
は
︑
何
事

に
も
齒
止
め
が
な
く
︑
輕
佻
�
ð
な
こ
と
を
風
�
と
思
い
$
み
︹﹁
�
﹂
と
は

正
し
い
こ
と
で
あ
り
︑
劣
惡
な
俗
と
相
反
す
る
︒
風
氣
に
染
ま
る
こ
と
を
俗
と

い
う
︒
輕
佻
で
あ
る
こ
と
と
野
卑
で
あ
る
こ
と
は
︑
ど
ち
ら
も
俗
で
あ
る
︒
野

卑
の
俗
は
ま
だ
し
も
世
�
人
心
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
が
︑
輕
佻
の
俗
は
風
�

の
罪
人
で
あ
る
︺︑
粉
Ë
し
ひ
け
ら
か
す
こ
と
を
名
聲
と
思
い
$
み
︹
名
聲
を

求
め
る
人
に
俗
で
な
い
者
は
な
い
︺
︐
後
の
世
代
に
ひ
け
ら
か
し
︑
男
女
い
ず

れ
に
も
惡
影
×
を
s
ぼ
し
︑
人
心
・
風
俗
に
對
す
る
,
Ø
は
計
り
知
れ
な
い
︒

輕
佻
で
あ
る
こ
と
は
學
生(
133
)
の
な
ら
い
で
︑
古
人
に
も
あ
っ
た
が
︑
見
せ
び
ら
か

す
こ
と
が
女
性(
134
)
の
閒
に
ま
で
液
行
す
る
な
ど
︑
以
�
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ

る
︒
お
そ
ら
く
實
質
が
不
足
す
る
た
め
に
名
聲
を
競
い
求
め
る
の
で
あ
り
︑
自

身
は
一
廉
の
丈
夫
で
は
な
い
の
に(
135
)
他
人
を
賴
っ
て
重
き
を
な
そ
う
と
す
る
が
︑

志
の
あ
る
男
子
は
み
な
そ
れ
を
恥
と
す
る
︒﹁
�
義
と
し
て
夫
.
に
區
別
が
あ

り(
136
)
︑
禮
と
し
て
男
女
が
直
接
物
を
�
け
渡
し
し
な
い
﹂
の
が
原
則
な
の
に(
137
)
︑
と

こ
ろ
が
何
か
と
い
う
と
*
緖
"
で
纖
細
な
作
品
に
よ
っ
て(
138
)
�
人
た
ち
の
共
感
を

得
る
こ
と
に
賴
り(
139
)
︑
そ
う
や
っ
て
t
S
が
喧
傳
さ
れ
る
の
を
耳
に
し(
140
)
︑
名
士
に

よ
り
品
t
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
に
至
っ
て
い
る(
141
)
︒
こ
う
し
た
こ
と
は
妓
樓
に

お
い
て(
142
)
�
代
に
よ
く
見
ら
れ
た
こ
と
だ
が
︑
貞
靜
な
女
子
に
お
い
て
は(
143
)
︑
天
地

開
闢
以
來
︑
そ
の
よ
う
な
禮
が
あ
っ
た
と
は
聞
か
な
い
︒

古
之
.
學
︐
如
女
�
︑
女
祝
︑
女
巫
︐
各
以
職
業
爲
學
︐
略
如
男
子
之
專

藝
而
守
官
矣
︒
至
於
�
方
之
學
︐
�
於
德
︑
言
︑
容
︑
功
︐
德
隱
難
名
︹
必
如

任
︑
姒
之
�
︐
方
稱
德
之
�
體
︺
︐
功
粗
易
擧
︹
一
︺

︹
蠶
績
之
類
︐
�
乎
士
庶
︺︒

至
其
學
之
�
於
�
者
︐
言
容
二
事
爲
�
重
也
︒
蓋
自
家
庭
︹
二
︺

內
則
︐
以
至
天

子
︑
諸
侯
︑
卿
︑
大
夫
︑
士
︐
莫
不
n
於
禮
容
；
至
於
 
聘
喪
祭
︐
后
妃
︑
夫

人
︑
內
子
︑
命
.
︐
皆
V
職
事
︒
¬
日
õ
求
不
預
︐
臨
事
何
以
成
�
︒
漢
之
經

師
︐
多
以
違
句
言
禮
︐
尙
賴
徐
生
︐
善
爲
容
者
︐
蓋
以
威
儀
Å
止
︐
非
徒
誦
說

R
能
盡
也
︒
是
.
容
之
必
n
於
禮
︐
後
世
大
儒
︐
且
V
不
得
聞
也
︹
但
觀
傳
載

敬
姜
之
言
︐
森
然
禮
法
︐
豈
後
世
經
師
大
儒
R
能
s
︺︒
至
於
.
言
�
於
辭
命
︐

古
者
內
言
不
出
於
閫
︐
R
謂
辭
命
︐
亦
必
禮
�
之
R
須
也
︒
孔
子
云
：
｢不
學

︽
詩
︾
︐
無
以
言
﹂︒
善
辭
命
者
︐
未
V
不
深
於
詩
︹
但
觀
春
秋
.
人
辭
命
︐
婉

而
多
風
︺︒
乃
知
古
之
.
學
︐
必
由
禮
而
�
詩
︹
非
禮
不
知
容
︐
非
詩
不
知
言
︺
︐

六
藝
或
其
ë
擅
者
耳
︹
穆
姜
論
︽
易
︾
之
類
︺︒
後
世
.
學
失
傳
︐
其
秀
穎
而

知
�
者
︐
方
自
謂
女
ë
士
業
︐
德
色
見
於
面
矣
︐
不
知
.
人
本
自
V
學
︐
學
必

以
禮
爲
本
；
舍
其
本
業
而
妄
託
於
詩
︐
而
詩
印
非
古
人
之
R
謂
n
辭
命
而
善
.

言
也
︒
是
則
卽
以
學
言
︐
亦
如
農
夫
之
舍
其
田
︐
而
士
失
出
疆
之
贄
矣
︐
何
足

徵
.
學
乎
︒
嗟
乎
︒
古
之
.
學
︐
必
由
禮
以
�
詩
︐
今
之
.
學
︐
轉
因
詩
而
敗

禮
︒
禮
防
決
︐
而
人
心
風
俗
不
可
復
言
矣
︒
夫
固
由
無
行
之
�
人
︐
倡
¡
說
以

陷
之
︒
彼
眞
知
.
學
者
︐
其
視
無
行
�
人
︐
若
糞
土
然
︹
無
行
�
人
學
本
淺
陋
︐

眞
知
學
者
不
難
窺
破
︺
︐
何
至
爲
R
惑
哉
︹
古
之
賢
女
︐
貴
V
才
也
︒
�
人
V

云
﹁
女
子
無
才
I
是
德
﹂
者
︐
非
惡
才
也
︐
正
謂
小
V
才
而
不
知
學
︐
乃
爲
矜

Ë
騖
名
︐
轉
︹
三
︺

不
如
村
嫗
︹
四
︺

田
嫗
︐
不
致
貽
笑
於
大
方
也
︺︒

〔一
︺﹁
擧
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
學
﹂

〔二
︺﹁
庭
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
廷
﹂︒

〔三
︺﹁
轉
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
反
﹂︒

〔四
︺﹁
嫗
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
姬
﹂︒

東 方 學 報
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古
の
女
性
の
學
問
は
︑
女
�
・
女
祝
・
女
巫
な
ど
︑
そ
れ
ぞ
れ
仕
事
を
�
し

て
學
ん
だ
の
で
あ
り
︑
ほ
ぼ
男
性
が
專
門
の
技
藝
に
よ
っ
て
官
職
を
守
っ
た
の

と
同
樣
で
あ
っ
た(
144
)
︒
(職
務
を
問
わ
ず
)
共
�
に
學
ぶ
こ
と
と
し
て
は
︑
德
・

言
・
容
・
功
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
德
は
隱
´
で
名
づ
け
に
く
く

︹
周
の
�
王
の
母
で
あ
る
太
任
や
妃
で
あ
る
太
姒
の
よ
う
な
�
な
る
存
在
で

あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
德
が
完
�
で
あ
る
と
す
る
に
値
す
る
︺︑
功
は
粗
大
で

擧
げ
や
す
い
︹
養
蠶
や
紡
績
の
類
は
貴
族
と
庶
民
に
共
�
す
る
︺︒
そ
れ
ら

(女
性
が
)
學
ぶ
こ
と
の
う
ち
で
も
�
に
關
係
の
�
い
も
の
と
し
て
は
︐
言
と
容

の
二
事
が
�
も
重
�
で
あ
る
︒
お
お
よ
そ
家
庭
の
子
女
敎
育
か
ら
︑
天
子
・
諸

侯
・
卿
大
夫
・
士
ま
で
︑
禮
に
C
っ
た
立
ち
居
振
る
舞
い
を
學
ば
な
い
者
は
な

い
︒
 
見
・
喪
事
・
祭
祀
の
禮
に
至
る
ま
で
︑
后
妃
・
夫
人
・
內
子
・
命
.
に

は
み
な
役
目
が
あ
っ
た
︒
¬
素
よ
り
硏
究
し
準
備
し
て
お
か
な
け
れ
ば
︑
ど
う

し
て
實
際
の
場
面
に
臨
ん
で
�
�
を
施
す
こ
と
が
で
き
よ
う(
145
)
︒
漢
代
の
經
師
に

は
違
句
を
作
っ
て
禮
を
說
く
者
が
多
か
っ
た(
146
)
が
︑
そ
れ
で
も
な
お
徐
生
の
よ
う

な
容
止
に
長
じ
た
者
が
重
用
さ
れ
た
の
は(
147
)
︑
お
そ
ら
く
威
儀
や
Å
½
に
つ
い
て

は
︑
た
だ
�
違
を
誦
ん
じ
る
の
み
で
は
十
分
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り

女
性
の
容
止
は
必
ず
禮
の
n
得
を
と
も
な
う
も
の
で
︐
そ
こ
に
は
後
世
の
大
儒

で
す
ら
學
び
得
な
い
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
た
︹
傳

(﹃
國
語
﹄
)
に
載
せ
る
敬
姜

の
言
葉
を
見
た
だ
け
で
も
︑
森
嚴
と
し
て
禮
法
に
C
っ
て
お
り
︑
後
世
の
經
師

や
大
儒
の
s
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
︺︒
ま
た
女
性
の
言
語
に
つ
い
て
言
え
ば
︑

應
對
の
辭
が
中
心
で
あ
り
︑
古
は
家
庭
內
の
言
葉
が
門
外
に
出
る
こ
と
は
な

か
っ
た
か
ら(
148
)
︑
應
對
の
辭
と
い
っ
て
も
や
は
り
禮
の
�
辭
と
し
て
必
�
と
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
た
︒
孔
子
は
﹁﹃
詩
﹄
を
學
ば
な
け
れ
ば
言
う
す
べ
が
な
い
﹂

(﹃
論
語
﹄
季
氏
)
と
言
っ
た
︒
應
對
に
長
じ
た
者
で
﹃
詩
﹄
に
精
�
し
て
い
な

い
者
は
な
い
︹﹃
春
秋
﹄
に
お
け
る
.
人
の
應
對
の
辭
を
見
た
だ
け
で
も
︑
婉

曲
に
し
て
風
刺
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︺︒
か
く
し
て
︑
古
の
女
性
の

學
問
は
︐
必
ず
禮
に
始
ま
り
﹃
詩
﹄
に
�
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
︹
禮
に
よ
ら
な

け
れ
ば
容
を
知
る
こ
と
は
で
き
ず
︐﹃
詩
﹄
に
よ
ら
な
け
れ
ば
言
を
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
︺︑
た
だ
時
に
六
藝
の
う
ち
の
あ
る
も
の
に
ë
ね
て
長
じ
る
場
合

も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︹
穆
姜
が
﹃
易
﹄
を
論
じ
た

類
︺︒
後
世
に
は
女
性
の
學
問
は
傳
承
を
絕
ち
︑
特
に
秀
で
て
�
違
を
知
る
者

の
み
が
︑
女
性
に
し
て
男
性
の
事
業
を
ë
ね
る
と
自
¹
し
︑
得
)
げ
な
顏
を
し

て
い
る
が
︑
女
性
に
は
も
と
も
と
女
性
の
學
問
が
あ
り
︑
そ
の
學
問
は
必
ず
禮

に
も
と
づ
い
て
い
た
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
本
來
の
務
め
を

}
て
て
無
闇
に
詩
を
手
立
て
と
す
る
が
︑
そ
の
詩
と
い
う
の
も
︑
古
人
の
言
う

よ
う
な
︑
應
對
の
辭
に
n
熟
し
女
性
の
言
に
長
じ
た
も
の
と
は
衣
な
る
︒
そ
の

よ
う
に
し
て
言
語
を
學
ん
で
も
︑
そ
れ
は
農
夫
が
�
地
を
}
て
︑
士
が
外
�
の

禮
物
を
失
う
よ
う
な
も
の
で(
149
)
︑
ど
う
し
て
女
性
の
學
問
の
何
た
る
か
を
證
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
︒
あ
あ
︑
古
の
女
性
の
學
問
は
必
ず
禮
に
始
ま
り
﹃
詩
﹄
に

�
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
今
の
女
性
の
學
問
は
か
え
っ
て
詩
に
よ
っ
て
禮
を

損
な
う
も
の
で
あ
る
︒
禮
と
い
う
堤
防
が
決
壞
す
れ
ば(
150
)
︑
人
心
・
風
俗
は
も
は

や
名
狀
し
が
た
い
あ
り
さ
ま
と
な
ろ
う
︒
そ
れ
は
も
と
よ
り
︑
不
品
行
な
�
人

が
¡
說
を
鼓
吹
し
て
陷
れ
た
た
め
で
あ
る
︒
眞
に
女
性
の
學
問
を
理
解
す
る
者

は
︑
不
品
行
な
�
人
な
ど
︑
糞
土
の
よ
う
に
輕
視
す
る
も
の
だ
︹
不
品
行
な
�

人
は
學
問
が
そ
も
そ
も
淺
ð
な
の
で
︑
眞
に
學
問
の
あ
る
者
が
見
破
る
の
は
難

し
く
な
い
︺︒
ど
う
し
て
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
︹
古
の
賢
女
は
才
能
が

あ
る
ゆ
え
に
±
重
さ
れ
た
︒
先
人
に
﹁
女
子
は
才
能
の
な
い
こ
と
こ
そ
が
德

だ
﹂
と
言
っ
た
者
が
あ
る
が(
151
)
︑
そ
れ
は
才
能
を
�
惡
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
小

才
ば
か
り
あ
っ
て
學
問
を
知
ら
な
い
か
ら
こ
そ
︑
虛
Ë
・
虛
名
を
x
求
す
る
の

で
あ
り
︑
か
え
っ
て
村
里
の
農
.
の
方
が
︑
識
者
の
6
り
を
免
れ
て
い
る
點
で

ま
し
で
あ
る
︑
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
︺︒

『���義』內
五譯�
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Ë
時
髦
之
中
駟
︐
爲
閨
閣
之
絕
塵
︐
彼
假
藉
︹
一
︺

以
品
題
︹
或
譽
�
其
實
︐

或
改
Ë
其
�
︺
︐
不
�
憐
其
色
也
︒
無
行
�
人
︐
其
心
不
可
問
也
︒
嗚
呼
︒
己

方
以
爲
才
而
炫
之
︐
人
且
以
爲
色
而
憐
之
︒
不
知
其
故
而
趨
之
︐
愚
矣
︒
´
知

其
故
︐
而
亦
且
趨
之
︐
愚
之
愚
矣
︒
女
子
佳
稱
︐
謂
之
靜
女
︐
靜
則
�
於
學
矣
︒

今
之
號
才
女
者
︐
何
其
動
耶
︒
何
擾
擾
之
甚
耶
︒
噫
︒

〔一
︺﹁
藉
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
借
﹂︒

液
行
詩
人
の
う
ち
の
中
¦
度
の
者
を(
152
)
︑
女
液
詩
人
の
�
高
峰
と
Ë
り
立
て
る(
153
)
︒

名
士
の
品
t
を
後
ろ
盾
と
す
る
が
︹
時
に
稱
贊
が
實
際
を
超
え
て
お
り
︑
時
に

�
違
を
粉
Ë
す
る
︺︑
そ
の
容
貌
が
好
ま
れ
て
い
る
に
�
ぎ
な
い(
154
)
︒
不
品
行
な

�
人
は
︑
そ
の
本
心
は
わ
か
っ
た
も
の
で
は
な
い
︒
あ
あ
︑
自
分
で
は
才
能
が

あ
る
と
信
じ
て
ひ
け
ら
か
す
が
︑
他
人
か
ら
は
美
貌
が
あ
る
と
見
ら
れ
て
好
ま

れ
る
だ
け
だ
︒
理
由
も
知
ら
ず
に
靡
く
の
は
愚
か
で
あ
る
︒
多
少
は
そ
の
理
由

に
氣
づ
い
て
い
な
が
ら
︑
そ
れ
で
も
な
お
靡
く
の
は
︑
さ
ら
に
愚
か
で
あ
る
︒

女
性
に
對
す
る
±
稱
を
﹁
靜
女
﹂
と
い
う
︒﹁
靜
﹂
で
あ
れ
ば
學
問
に
�
い
︒

今
︑
才
女
と
呼
ば
れ
る
者
ど
も
は
︑
な
ぜ
こ
う
も
動
き
囘
る
の
か
︒
な
ぜ
こ
う

も
騷
騷
し
い
の
か
︒
あ
あ
︒

(1
)

『
周
禮
﹄
天
官
︑
冢
宰
に
﹁
女﹅

祝﹅

四
人
︐
奚
八
人
︒
女﹅

�﹅

八
人
︐
奚
十

V
六
人
﹂
と
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
女﹅

祝﹅

掌
王
后
之
內
祭
祀
︐
凡
內
禱

祠
之
事
︒
掌
以
時
招
梗
禬
禳
之
事
︐
以
除
疾
殃
︒
女﹅

�﹅

掌
王
后
之

禮
職
︐
掌
內
治
之
貳
︐
以
詔
后
治
內
政
︐
¼
內
宮
︐
書
內
令
︒
凡

后
之
事
以
禮
從
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(2
)

『隋
書
﹄
經
籍
志
︑
�
部
︑
c
居
�
類
の
序
に
﹁
c
居
�
者
︐
錄
紀
人

君
言
行
動
止
之
事
︒︽
春
秋
傳
︾
曰
：
｢君
舉
必
書
︐
書
而
不
法
︐

後
嗣
何
觀
﹂︒︽
周
官
︾
內
�
掌
王
之
命
︐
Z
書
其
副
而
藏
之
︐
是

其
職
也
︒
漢
武
�
V
禁
中
c
居
�
︐
後
漢
M
德
馬
后
X
M
�
c
居

�
︐
然
則
漢﹅

時﹅

c﹅

居﹅

︐
似﹅

在﹅

宮﹅

中﹅

︐
爲﹅

女﹅

�﹅

之﹅

職﹅

︒
然
皆
零
落
︐

不
可
復
知
︒
今
之
存
者
︐
V
漢
獻
�
s
晉
代
已
來
c
居
�
︐
皆
�

侍
之
臣
R
錄
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(3
)

�
廷
式
﹃
純
常
子
映
語
﹄
(
光
緖
九
年
刊
本
)
卷
三
十
六
に
︑﹁
女
敎
之
�
︐

違
實
齋
︽
.
學
︾
一


︐
言
之
頗
詳
﹂
と
い
い
︑
こ
の


へ
の
言

s
が
見
え
る
︒
ま
た
︑
楊
鍾
羲
﹃
�
橋
詩
話
﹄
(民
國
三
年
刊
本
)

卷
十
に
も
︑﹁
R
爲
︽
.
學
︾
一


︐
持
論
尤
洩
︐
皆
�
學
士
R

當
膺
Ö
﹂
と
い
う
︒

(4
)

『
周
禮
﹄
天
官
︑
九
嬪
に
﹁
九
嬪
掌
.
學
之
法
︐
以
敎
九
御
.
德﹅

︑
.

言﹅

︑
.
容﹅

︑
.
功﹅

︐
各
帥
其
屬
而
以
時
御
敘
于
王
R
︒
凡
祭
祀
︐

贊
玉
粢
︐
贊
後
薦
︑
園
豆
籩
︒
若
V
賓
客
︐
則
從
後
︒
大
喪
︐
帥

敘
哭
者
亦
如
之
﹂
と
あ
り

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︑
½
�
に
﹁
.﹅

德﹅

謂

貞
順
︐
.﹅

言﹅

謂
辭
令
︐
.﹅

容﹅

謂
婉
娩
︐
.﹅

功﹅

謂
絲
枲
﹂
と
い
う
︒

九
嬪
が
﹁
.
德
﹂﹁
.
言
﹂﹁
.
容
﹂﹁
.
功
﹂
の
四
者
を
敎
え
る

と
い
う
︒
こ
の
四
者
は
﹁
四
得
﹂
と
呼
ば
れ
︑
本


に
も
そ
の
語

が
見
え
る
︒

(5
)

『
周
易
﹄
家
人
卦
の
彖
傳
に
﹁
家
人
︐
女
正﹅

位﹅

乎﹅

內﹅

︐
男
正
位
乎
外
︐

男
女
正
︐
天
地
之
大
義
也
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(6
)

原
�
﹁
.
功
﹂
は
�

(4
)
參
照
︒
原
�
﹁
絲
枲
﹂
は
絹
絲
と
:
絲
の

こ
と
で
︑
ひ
い
て
裁
ù
�
般
を
指
す
︒﹃
周
禮
﹄
天
官
︑
大
宰
に

﹁
以
九
職
任
萬
民
：
一
曰
三
農
︐
生
九
穀
︒
⁝
⁝
七
曰
嬪
.
︐
¶

治
絲﹅

枲﹅

︒
⁝
⁝
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
一
般
女
性
と
裁
ù
と
の
關
連

に
お
い
て
は
︑﹃
禮
記
﹄
內
則
に
﹁
女
子
十
年
不
出
︐
姆
敎
婉
娩

聽
從
︒
執
:
枲﹅

︐
治
絲﹅

繭
︐
織
紝
組
紃
︐
學
女
事
以
共
衣
Ö
﹂
と
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あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(7
)

原
�
﹁
賦
事
獻
功
﹂
は
︑
祭
祀
に
お
い
て
穀
物
や
布
を
奉
�
す
る
こ
と

で
︑﹃
國
語
﹄
魯
語
下
に
﹁
王
后
親
織
玄
紞
︐
公
侯
之
夫
人
加
之

以
紘
︑
綖
︐
卿
之
內
子
爲
大
帶
︐
命
.
成
祭
Ö
︐
列
士
之
妻
加
之

以
 
Ö
︐
自
庶
士
以
下
︐
皆
衣
其
夫
︒
社
而
賦﹅

事﹅

︐
蒸
而
獻﹅

功﹅

︐

男
女
效
績
︐
愆
則
V
辟
︐
古
之
制
也
﹂
と
あ
り
︑
韋
昭
�
に
﹁
社
︐

春
分
祭
社
也
︒
事
︐
農
桑
之
屬
也
︒
冬
祭
曰
蒸
︐
蒸
而
獻
五
穀
︑

布
帛
之
屬
也
﹂
と
い
う

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(8
)

『詩
﹄
小
�
﹁
斯
干
﹂
に
﹁
乃
生
女
子
︐
載
寢
之
地
︒
載
衣
之
裼
︐
載

弄
之
瓦
︒
無
非
無
儀
︐
唯
酒﹅

食﹅

是﹅

議﹅

︐
無
父
母
詒
罹
﹂
と
あ
り

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︑
そ
の
½
箋
に
﹁
.
人
之
事
︐
惟
議﹅

酒﹅

食﹅

爾
︐
無

�
父
母
之
憂
﹂
と
い
う
︒

(9
)

『禮
記
﹄
內
則
に
﹁
至
於
子
生
︐
夫
復
y
人
日
再
問
之
︐
夫
齊
則
不
入

側
室
之
門
︒
子
生
︐
男
子
設
弧﹅

於
門
左
︐
女
子
設
帨﹅

於
門
右
︒
三

日
︐
始
Ý
子
︐
男
射
女
否
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
ま
た
男
子
に
つ
い

て
は
︑
同
書
︑
射
義
に
も
﹁
故
男
子
生
︐
桑
弧﹅

]
矢﹅

六
︐
以
射
天

地
四
方
︒
天
地
四
方
者
︐
男
子
之
R
V
事
也
︒
故
必
先
V
志
於
其

R
V
事
︐
然
後
敢
用
穀
也
︒
飯
食
之
謂
也
﹂
と
あ
る
︒

(10
)

天
子
の
后
妃
︑
諸
侯
の
夫
人
︑
卿
の
內
子
︑
大
夫
の
命
.
と
い
う
︑
そ

れ
ぞ
れ
の
身
分
の
妻
を
指
す
︒

(11
)

『
周
禮
﹄
天
官
︑
內
小
臣
職
に
﹁
掌
王
后
之
命
︐
正
其
Ö
位
︒
後
出
入
︐

則
�
驅
︒
若
V
祭
祀
︑
賓
客
︑
喪
紀
︐
則
擯
︐
詔
後
之
禮
事
︐
相

九
嬪
之
禮
事
︐
正
內
人
之
禮
事
︐
園
後
之
俎
﹂︒

(12
)

�

(4
)
を
參
照
︒

(13
)

原
�
﹁
誦
詩
n
禮
﹂
は
︑﹃
荀
子
﹄
勸
學
に
﹁
學
惡
乎
始
︐
惡
乎
F
︒

曰
：
其
數
則
始
乎
誦﹅

經
︐
F
乎
讀
禮﹅

﹂
と
あ
り
︑
曹
Ó
﹁
洛
神

賦
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
十
九
)
に
﹁
嗟
佳
人
之
信
脩
兮
︐
羌
n﹅

禮﹅

而
M

詩﹅

﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
本
卷
﹁
古
�
十
,
﹂
に
﹁
貞
烈
.
女
︐
M

詩﹅

n﹅

禮﹅

︐
固
V
之
矣
﹂
と
見
え
る
の
が
關
連
す
る

(
301
頁
)
︒

(14
)

古
代
に
お
け
る
男
子
の
學
問
に
つ
い
て
は
︑﹃
禮
記
﹄
王
制
に
﹁
樂
正

崇
四
-
︐
立
四
敎
︐
順
先
王
︽
詩
︾︑︽
書
︾
禮
樂
以
K
士
︒
春
︑

秋
敎
以
禮
樂
︐
冬
︑
夏
敎
以
︽
詩
︾︑︽
書
︾﹂
と
あ
る

(
葉
瑛
)
︒

(15
)

原
�
﹁
宮
壼
﹂
は
宮
中
の
こ
と
で
︑﹃
爾
�
﹄
釋
宮
に
﹁
宮﹅

中
衖
︐
謂

之
壼﹅

﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
)
︒
壼

(
閫
に
�
ず
)
は
壼
と
别
字
︒

(16
)

『詩
﹄
周
南
﹁
�
覃
﹂
に
﹁
言
吿
師﹅

氏﹅

︐
言
吿
言
歸
︒
ð
汚
我
私
︐
ð

澣
我
衣
︒
Ø
澣
Ø
否
︐
歸
寧
父
母
﹂
と
あ
り
︑
毛
傳
に
﹁
師﹅

︐
女

師
也
︒
古
者
︐
女
師
敎
以
.
德
︑
.
言
︑
.
容
︑
.
功
﹂
と
い
い

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︑
½
箋
に
﹁
我
吿
師﹅

氏﹅

者
︐
我
見
敎
吿
于
女﹅

師﹅

也
︒

敎
吿
我
以
C
人
之
�
﹂
と
い
う
︒

(17
)

原
�
﹁
婉
娩
姆
敎
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
內
則
に
﹁
女
子
十
年
不
出
︐
姆﹅

敎﹅

婉﹅

娩﹅

聽
從
︐
執
:
枲
︐
治
絲
繭
︐
織
紝
組
紃
︐
學
女
事
以
共
衣
Ö
︐

觀
於
祭
祀
︐
�
酒
漿
︑
籩
豆
︑
菹
醢
︐
禮
相
助
奠
﹂
と
あ
り
︑
½

玄
�
に
﹁
婉﹅

謂
言
語
也
︒
娩﹅

之
言
媚
也
︒
媚
謂
容
貌
也
﹂
と
い
う

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(18
)

原
�
﹁
斐
然
V
違
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
公
冶
長
に
﹁
子
在
陳
曰
：
歸
與
︐

歸
與
︒
吾
黨
之
小
子
狂
鯵
︐
斐﹅

然﹅

成
違﹅

︐
不
知
R
以
裁
之
﹂
と
あ

る
の
に
基
づ
く

(
葉
長
靑
)
︒

(19
)

鄧
曼
は
楚
の
武
王
の
夫
人
で
︑
賢
.
人
と
さ
れ
た
︒﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄

莊
公
四
年
に
﹁
春
︐
王
三
�
︐
楚
武
王
荊
尸
︐
ã
師
孑
焉
︐
以
伐

隨
︐
將
齊
︐
入
吿
夫
人
鄧
曼
曰
：
『余
心
蕩
﹄︒
鄧
曼
歎
曰
：
『王

祿
盡
矣
︒
盈
而
蕩
︐
天
之
�
也
︒
先
君
其
知
之
矣
︐
故
臨
武
事
︐

將
發
大
命
︐
而
蕩
王
心
焉
︒
若
師
徒
無
虧
︐
王
薨
於
行
︐
國
之
福

『���義』內
五譯�
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也
﹄﹂
と
見
え

(葉
長
靑
補
正
・
葉
瑛
)
︑
武
王
の
戰
死
を
豫
言
し
て

い
る
︒

(20
)

『春
秋
左
氏
傳
﹄
襄
公
九
年
に
﹁
穆
姜
薨
於
東
宮
︐
始
§
而
筮
之
︐


艮
之
八
︒
�
曰
：
『是
謂
艮
之
隨
︐
隨
其
出
也
︐
君
必
ü
出
﹄︒
姜

曰
：
『
z
︒
是
於
︽
周
易
︾
曰
：
隨
︐
元
亨
利
貞
︐
咎
︒
元
︐
體

之
長
也
；
亨
︐
嘉
之
會
也
；
利
︐
義
之
和
也
；
貞
︐
事
之
幹
也
︒

體
仁
足
以
長
人
︐
嘉
德
足
以
合
禮
︐
利
物
足
以
和
義
︐
貞
固
足
以

幹
事
︐
然
故
不
可
誣
也
︒
是
以
雖
隨
无
咎
︒
今
我
.
人
而
與
於
亂
︐

固
在
下
位
︐
而
V
不
仁
︐
不
可
謂
元
；
不
靖
國
家
︐
不
可
謂
亨
；

作
而
Ø
身
︐
不
可
謂
利
；
棄
位
而
姣
︐
不
可
謂
貞
︒
V
四
德
者
︐

隨
而
無
咎
︐
我
皆
無
之
︐
豈
隨
也
哉
︒
我
則
取
惡
︐
能
無
咎
乎
︒

必
死
於
此
︐
弗
得
出
矣
﹂
と
あ
り

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︑
穆
姜
が
︑

占
い
を
事
と
す
る
�
官
よ
り
も
銳
い
占
斷
を
し
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
︒

(21
)

穆
伯
の
妻
で
あ
る
敬
姜
が
︑
息
子
の
公
父
�
伯
を
諭
し
た
言
葉
が
︑

﹃
國
語
﹄
魯
語
下
に
見
え
︑﹁
公
父
�
伯
½
 
︐
 
其
母
︐
其
母
方

績
︒
�
伯
曰
：
『以
歜
之
家
而
�
 
績
︐
懼
憾
季
孫
之
怒
也
︒
其

以
歜
爲
不
能
事
�
乎
﹄︒
其
母
嘆
曰
：
『魯
其
z
乎
︒
y
僮
子
備
官

而
未
之
聞
耶
︒
居
︐
吾
語
女
︒
昔
�
王
之
處
民
也
︐
擇
瘠
土
而
處

之
︐
勞
其
民
而
用
之
︐
故
長
王
天
下
︒
夫
民
勞
則
思
︐
思
則
善
心

生
︒
逸
則
淫
︐
淫
則
忘
善
︐
忘
善
則
惡
心
生
︒
沃
土
之
民
不
材
︐

逸
也
︒
瘠
土
之
民
莫
不
向
義
︐
勞
也
︒
是
故
天
子
大
采
 
日
︐
與

三
公
︑
九
卿
祖
識
地
德
︒
日
中
考
政
︐
與
百
官
之
政
事
︐
師
尹
維

旅
︑
牧
︑
相
宣
序
民
事
︒
少
采
夕
�
︐
與
大
�
︑
司
載
糾
虔
天
𠛬
︒

日
入
監
九
御
︐
y
î
奉
禘
︑
郊
之
粢
盛
︐
而
後
卽
安
︒
諸
侯
 
修

天
子
之
業
命
︐
晝
考
其
國
職
︐
夕
省
其
典
𠛬
︐
夜
儆
百
工
︐
y
無

慆
淫
︐
而
後
卽
安
︒
卿
大
夫
 
考
其
職
︐
晝
õ
其
庶
政
︐
夕
序
其

業
︐
夜
庀
其
家
事
︐
而
後
卽
安
︒
士
 
�
業
︐
晝
而
õ
貫
︐
夕
而

n
復
︐
夜
而
計
�
無
憾
︐
而
後
卽
安
︒
自
庶
人
以
下
︐
M
而
動
︐

晦
而
休
︐
無
日
以
怠
︒
王
后
親
織
玄
紞
︐
公
侯
之
夫
人
加
之
以
纮
︑

綖
︐
卿
之
內
子
爲
大
帶
︐
命
.
成
祭
Ö
︐
列
士
之
妻
加
之
以
 
Ö
︐

自
庶
士
以
下
︐
皆
衣
其
夫
︒
社
而
賦
事
︐
蒸
而
獻
功
︐
男
女
效
績
︐

愆
則
V
辟
︐
古
之
制
也
︒
君
子
勞
心
︐
小
人
勞
力
︐
先
王
之
訓
也
︒

自
上
以
下
︐
誰
敢
由
心
舍
力
︒
今
我
︐
寡
也
︐
爾
印
在
下
位
︐
 

夕
處
事
︐
 
恐
忘
先
人
之
業
︒
況
V
怠
惰
︐
其
何
以
!
辟
︒
吾
冀

而
 
夕
修
我
曰
：
必
無
廢
先
人
︒
爾
今
曰
：
胡
不
自
安
︒
以
是
承

君
之
官
︐
余
懼
穆
伯
之
絕
嗣
也
﹄︒
仲
尼
聞
之
曰
：
『弟
子
志
之
︐

季
氏
之
.
不
淫
矣
﹄﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒﹃
列
女
傳
﹄
母
儀
︑
魯
季

敬
姜
に
も
同
じ
話
が
見
え
る

(
葉
長
靑
)
︒

(22
)

『春
秋
左
氏
傳
﹄
成
公
二
年
に
﹁
齊
侯
免
︐
求
丑
父
︐
三
入
三
出
︒
每

出
齊
師
以
帥
½
︐
入
于
狄
卒
︒
狄
卒
皆
抽
戈
楯
冒
之
︒
以
入
于
衞

師
︐
衞
師
免
之
︒
Z
自
徐
關
入
︐
齊
侯
見
保
者
曰
：
『
勉
之
︐
齊

師
敗
矣
﹄︒
辟
女
子
︒
女
子
曰
：
『君
免
乎
﹄︒
曰
：
『
免
矣
﹄︒
曰

：
『
銳
司
徒
免
乎
﹄︒
曰
：
『
免
矣
﹄︒
曰
：
『苟
君
與
吾
父
免
矣
︐

可
若
何
﹄︒
乃
奔
︒
齊
侯
以
爲
V
禮
︐
旣
而
問
之
︐
辟
司
徒
之
妻

也
︐
予
之
石
窌
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(23
)

士
師
は
︑
春
秋
時
代
の
魯
の
大
夫
︑
柳
下
惠
の
こ
と
︒
ま
た
原
�
﹁
考

F
牖
下
﹂
は
︑
長
壽
を
得
て
z
く
な
る
)
で
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄

哀
公
二
年
に
﹁
畢
萬
ñ
夫
也
︐
七
戰
皆
獲
︐
V
馬
百
乘
︐
死
於
牖﹅

下﹅

﹂
と
あ
り
︑
そ
の
杜
預
�
に
﹁
死
於
牖﹅

下﹅

︐
言
得
壽
F
﹂
と
い

う
︒

(24
)

『列
女
傳
﹄
賢
M
︑
柳
下
惠
妻
に
﹁
魯
大
夫
柳
下
惠
之
妻
也
︒
柳
下
惠

東 方 學 報

344



處
魯
︐
三
黜
而
不
去
︐
憂
民
救
亂
︒
⁝
⁝
柳
下
旣
死
︐
門
人
將
誄

之
︒
妻
曰
：
『將
誄
夫
子
之
德
耶
︐
則
二
三
子
不
如
妾
知
之
也
﹄︒

乃
誄
曰
：
『夫
子
之
不
伐
兮
︐
夫
子
之
不
竭
兮
︐
夫
子
之
信
�
而

與
人
無
Ø
兮
︐
屈
柔
從
俗
︐
不
强
察
兮
︐
蒙
恥
救
民
︐
德
彌
大
兮
︐

雖

三
黜
︐
F
不
z
兮
︐
愷
悌
君
子
︐
永
能
厲
兮
︐
嗟
乎
惜
哉
︐

乃
下
世
兮
︐
庶
�
遐
年
︐
今
Z
¦
兮
︐
嗚
呼
哀
哉
︐
魂
神
泄
兮
︐

夫
子
之
諡
︐
宜
爲
惠
兮
﹄︒
門
人
從
之
以
爲
誄
︐
莫
能
竄
一
字
﹂

と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(25
)

『春
秋
左
氏
傳
﹄
襄
公
二
十
三
年
に
﹁
莒
子
親
鼓
之
︐
從
而
伐
之
︐
獲

杞
梁
︒
莒
人
︐
行
成
︒
齊
侯
歸
︐

杞
梁
之
妻
於
郊
︐
y
弔
之
︒

辭
曰
：
『殖
之
V
罪
︐
何
辱
命
焉
︒
若
免
於
罪
︐
 
V
先
人
之
敝

廬
在
︐
下
妾
不
得
與
郊
弔
︐
齊
侯
弔
諸
其
室
﹄﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

同
じ
話
が
︑﹃
禮
記
﹄
檀
弓
下
に
引
く
曾
子
の
言
葉
に
﹁
齊
莊
公

襲
莒
于
奪
︐
杞
梁
死
焉
︒
其
妻
�
其
柩
於
路
而
哭
之
哀
︐
莊
公
y

人
吊
之
︐
對
曰
：
『君
之
臣
不
免
於
罪
︐
則
將
肆
諸
市
 
︐
而
妻

妾
執
︒
君
之
臣
免
於
罪
︐
則
V
先
人
之
敝
廬
在
︒
君
無
R
辱
命
﹄﹂

と
見
え
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(26
)

『詩
﹄
邶
風
﹁
泉
水
﹂
に
﹁
毖
彼
泉
水
︐
亦
液
于
淇
︒
V
懷
于
衞
︐
靡

日
不
思
︒
孌
彼
諸
姫
︐
聊
與
之
謀
﹂
と
あ
り
︑
そ
の
序
に
﹁
泉
水
︐

衞
女
思
歸
也
︒
嫁
於
諸
侯
︐
父
母
F
思
歸
寧
而
不
得
︐
故
作
是
詩

以
自
見
也
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
ま
た
毛
傳
に
は
﹁
興
也
︒
泉
水
始

出
︐
毖
然
液
也
︒
淇
︐
水
名
也
﹂︑
½
箋
に
は
﹁
泉
水
液
而
入
淇
︐

 
.
人
出
嫁
於
衣
國
﹂
と
い
う

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(27
)

『詩
﹄
邶
風
﹁
燕
燕
﹂
に
﹁
燕
燕
于
飛
︐
下
上
其
g
︒
之
子
于
歸
︐
X

�
于
南
︒
瞻
�
弗
s
︐
實
勞
我
心
﹂
と
あ
り
︑
序
に
﹁
燕
燕
︐
衞

莊
姜
�
歸
妾
也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(28
)

原
�
﹁
�
采
風
液
﹂
は
︑
杜
甫
﹁
丹
靑
引
﹂
(﹃
九
家
集
�
杜
詩
﹄
卷
八
)

に
﹁
將
軍
魏
武
之
子
孫
︐
於
今
爲
庶
爲
淸
門
︒
英
雄
割
據
雖
已
矣
︐

�﹅

�﹅

風﹅

液﹅

 
尙
存
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
)
︒

(29
)

原
�
﹁
矞
皇
﹂
は
︑﹃
太
玄
經
﹄
�
に
﹁
陽
�
於
陰
︐
陰
�
於
陽
︐
物

登
M
堂
︐
矞﹅

矞﹅

皇﹅

皇﹅

﹂
と
あ
る

(
葉
瑛
)
︒
原
�
﹁
彪
炳
﹂
は
︑

﹃
西
京
雜
記
﹄
第
六
に
﹁
制
爲
枕
案
︐
�
違
璀
璨
︐
彪﹅

炳﹅

渙
汗
﹂

と
あ
る
︒

(30
)

『詩
﹄
½
風
に
﹁
溱
洧
﹂
の
詩
が
あ
り
︑﹁
溱
與
洧
︐
方
渙
渙
兮
︒
士
與

女
︐
方
秉
蕑
兮
︒
女
曰
觀
乎
︐
士
曰
旣
且
︐
且
§
觀
乎
︒
洧
之
外
︐

洵
訏
且
樂
︒
維
士
與
女
︐
伊
其
相
謔
︐
贈
之
以
勺
藥
﹂
と
い
う
︒

こ
れ
に
對
し
︑
朱
�
は
﹁
此
詩
淫
奔
者
自
敍
之
詞
﹂
と
い
う
︒
戀

愛
の
詩
で
あ
る
が
︑
詩
序
で
は
﹁
溱
洧
︐
刺
亂
也
︒
兵
革
不
息
︐

男
女
相
棄
︐
淫
風
大
行
︐
莫
之
能
救
焉
﹂
と
言
っ
て
︑
社
會
が
荒

廢
し
て
亂
れ
た
男
女
關
係
を
批
S
し
た
詩
で
あ
る
と
見
立
て
て
お

り
︑
違
學
�
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
ら
し
く
︑
單
純
な
戀
愛

詩
と
は
見
な
い
︒

(31
)

こ
の
部
分
は
︑
袁
枚
を
批
S
す
る
も
の
ら
し
い
︒
袁
枚
﹁
策
秀
才
�
五

�
﹂
其
二

(﹃
小
倉
山
�
�
集
﹄
卷
二
十
四
)
に
﹁
朱
子
�
︽
詩
︾
不

取
傳
︑
箋
︐
頗
爲
昔
人
R
訾
︒
⁝
⁝
采
蘭
贈
u
︐
不
無
男
女
之
思
︐

而
以
爲
刺
國
政
︒
⁝
⁝
朱
子
廓
淸
之
功
︐
安
可
少
歟
﹂
と
い
っ
て
︑

﹁
溱
洧
﹂
の
詩
に
つ
い
て
も
︑
朱
子
を
擁
護
し
て
い
る
︒

(32
)

原
�
﹁
矢
口
成
違
﹂
は
︑﹃
法
言
﹄
五
百
に
﹁
�
人
矢﹅

口﹅

而
成﹅

言
︐
肆

筆
而
成
書
﹂
と
あ
り
︑﹃
�
記
﹄
樗
里
子
甘
茂
列
傳
﹁
樗
里
子
滑

稽
多
智
﹂
の
索
隱
に
︑﹁
一
云
：
滑
稽
︐
酒
器
︐
可
轉
�
吐
酒
不

已
︒
以
言
俳
優
之
人
︐
出
口﹅

成﹅

違﹅

︐
詞
不
窮
竭
︐
如
滑
稽
之
吐
酒

不
已
也
﹂
と
あ
る
の
に
�
い
︒
ま
た
︑
蘇
軾
﹁
黃
州
再
祭
�
與
可

『���義』內
五譯�
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�
﹂
(﹃
東
坡
�
集
﹄
卷
九
十
一
)
に
﹁
脫
口﹅

成﹅

違﹅

︐
粲
莫
可
耘
﹂
と

あ
る

(葉
長
靑
�
補
正
)
︒
本
卷
﹁
古
�
十
,
﹂
に
も
﹁
蓋
優
伶
歌

曲
︐
雖
�
氓
役
隸
︐
矢﹅

口﹅

皆
叶
宮
商
︐
是
以
謂
之
戲
也
﹂
と
見
え

る

(二
九
九
頁
)
︒

(33
)

後
�
の
﹁︽
國
風
︾
男
女
之
辭
︐
皆
出
詩
人
R
擬
﹂
以
下
の
段
落

(三
三

三
頁
)
︒

(34
)

原
�
﹁
官
師
分
職
﹂
と
は
︑
上
古
に
お
い
て
は
國
の
官
職
と
敎
育
が
一

致
し
て
い
た
の
が
︑
春
秋
戰
國
時
代
に
分
¶
し
て
ゆ
く
と
す
る
違

學
�
の
見
立
て
に
基
づ
く
も
の
で
︑
本
書
卷
一
﹁
經
解
上
﹂
に

﹁
至
於
官﹅

師﹅

旣
分﹅

︐
處
士
橫
議
︐
諸
子
紛
紛
著
書
立
說
︐
而
�
字

始
V
私
家
之
言
︐
不
盡
出
於
典
違
政
敎
也
﹂
と
あ
る

(
內


一
譯

�
︑
二
一
六
頁
)
︒
ま
た
︑﹃
校
讎
�
義
﹄
原
�
第
一
に
﹁
官
守
學

業
皆
出
於
一
︐
而
天
下
以
同
�
爲
治
︐
故
私
門
無
著
営
�
字
﹂
と

あ
る

(葉
瑛
)
︒

(35
)

�
�
を
參
照
︒

(36
)

原
�
﹁
閒
氣
﹂
は
︑
特
別
に
優
れ
た
氣
を
�
け
た
者
を
指
し
︑﹃
春
秋

演
孔
圖
﹄
(﹃
藝
�
類
聚
﹄
卷
十
一
R
引
)
に
﹁
正
氣
爲
�
︐
閒﹅

氣﹅

爲

臣
︐
秀
氣
爲
人
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
ま
た
柳
宗
元
﹁
祭

楊
憑
詹
事
�
﹂
(﹃
柳
河
東
集
﹄
卷
四
十
)
に
﹁
公
稟
閒﹅

氣﹅

︐
心
靈
洞

開
︐
翺
�
自
得
︐
誰
Ö
羣
猜
﹂
と
あ
る
︒

(37
)

『
漢
書
﹄
儒
林
傳
の
班
固
の
贊
に
﹁
自
武
�
立
五
經
\
士
︐
開
弟
子
員
︐

設
科
射
策
︐
勸
以
官
祿
︐
訖
於
元
始
︐
百
V
餘
年
︐
傳
業
者
寖
盛
︐

荏
葉
蕃
滋
︐
一
經
說
至
百
餘
萬
言
︐
大
師
衆
至
千
餘
人
︐
蓋
祿﹅

利﹅

之﹅

路﹅

然
也
﹂
と
あ
り
︑
顏
師
古
�
に
﹁
言
爲
經
學
者
則
�
z
祿
而

獲
其
利
︐
R
以
益
勸
﹂
と
い
う

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
本
書
卷
二

﹁
原
學
下
﹂
に
﹁
後
王
以
謂
儒
-
不
可
廢
︐
故
立
\
士
︐
置
弟
子
︐

而
設
科
取
士
︐
以
爲
誦
法
先
王
者
勸
焉
︒
蓋
其
始
也
︐
以
利﹅

祿﹅

勸

儒
-
；
而
其
究
也
︐
以
儒
-
徇
利﹅

祿﹅

︐
斯
固
不
足
言
也
﹂
(
內


二

譯
�

(1
)︑
二
九
一
頁
)
と
あ
る
︒

(38
)

含
)
が
や
や
衣
な
る
が
︑﹃
孟
子
﹄
滕
�
公
下
に
﹁
士
之
仕
也
︐
 
農

夫
之
�
也
︒
農
夫
豈
爲
出
疆
舍
其
耒
耜
哉
﹂
と
あ
り
︑
士
と
農
夫

と
の
共
�
性
を
言
う
︒

(39
)

原
�
﹁
好
名
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
中
に
し
ば
し
ば
言
s
が
あ
る
が
︑

名
聲
を
好
む
こ
と
を
批
S
す
る
卷
四
﹁
鍼
名
﹂


に
ま
と
ま
っ
た

記
営
が
あ
り
︑﹁
好﹅

名﹅

者
液
︐
徇
名
而
忘
實
︐
於
是
見
不
忘
者
之

爲
實
爾
﹂
な
ど
と
あ
る

(
內


四
譯
�
︑
二
四
六
頁
)
︒

(40
)

原
�
﹁
中
晚
�
人
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公
下
﹂
に
﹁
蓋
利

祿
之
p
旣
廣
︐
則
揣
ì
之
功
´
至
︒
中﹅

晚﹅

�﹅

人﹅

之
集
︐
强
q
捉
刀

之
技
﹂
と
あ
る

(
內


二
譯
�

(
2
)︑
九
七
頁
)
︒

(41
)

原
�
﹁
陰
類
﹂
は
︑
男
女
を
陰
陽
に
�
當
し
た
場
合
︑
男
が
陽
︑
女
が

陰
に
當
て
ら
れ
る
︒﹃
周
易
﹄
繫
辭
下
傳
に
﹁
子
曰
：
乾
坤
其
易

之
門
¡
︒
乾
︐
陽
物
也
︒
坤
︐
陰﹅

物﹅

也
︒
陰
陽
合
德
︐
而
剛
柔
V

體
︐
以
體
天
地
之
X
︐
以
�
神
M
之
德
﹂
と
あ
る
︒

(42
)

『
漢
書
﹄
禮
樂
志
に
﹁
印
V
�﹅

中﹅

祠
樂
︐
高
祖
K﹅

山﹅

夫
人
R
作
也
︒
周

V
�﹅

中﹅

樂
︐
至
秦
名
曰
壽
人
︒
凡
樂
︐
樂
其
R
生
︐
禮
不
忘
本
︒

高
祖
樂
楚
聲
︐
故
�﹅

中﹅

樂
楚
聲
也
︒
孝
惠
二
年
︐
y
樂
府
令
夏
侯

寬
備
其
簫
管
︐
{
名
曰
安
世
樂
﹂
と
あ
り
︑
K
山
夫
人
に
つ
き
︑

顏
�
の
引
く
Ö
虔
は
﹁
高
�
姬
也
﹂
と
い
い
︑
ま
た
韋
昭
は
﹁
K

山
︐
姓
也
﹂
と
い
う

(
葉
長
靑
)
︒

(43
)

�
漢
成
�
の
女
官
で
あ
る
班
婕
妤
が
長
信
宮
に
て
作
っ
た
作
品
︒﹃
樂

府
詩
集
﹄
卷
四
十
三
﹁
相
和
歌
辭
・
楚
>
曲
﹂
の
陸
機
﹁
班
婕

妤
﹂
に
つ
い
て
の
�
と
し
て
﹁
一
曰
︽
婕
妤
怨
︾︒︽
漢
書
︾
曰
：
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孝
成
班
婕
妤
初
入
宮
爲
少
y
蛾
︐
而
大
幸
爲
婕
妤
︒
⁝
⁝
班
婕
妤

失
寵
稀
︐
復
Å
見
趙
氏
姊
弟
驕
妬
︐
婕
妤
恐
久
見
危
︐
求
供
養
太

后
長﹅

信﹅

宮
︐
�
許
焉
︒︽
樂
府
解
題
︾
曰
：
︽
婕
妤
怨
︾
者
︐
爲

漢
成
�
班
婕
妤
作
也
︒
婕
妤
︐
徐
令
彪
之
姑
︐
況
之
女
︐
美
而
能

�
︒
初
爲
�
R
寵
愛
︐
後
幸
趙
飛
鷰
姊
弟
︐
冠
於
後
宮
︒
婕
妤
自

知
見
ð
︐
乃
½
居
東
宮
︐
作
賦
s
︽
紈


詩
︾
︐
以
自
傷
悼
︒
後

人
傷
之
而
爲
︽
婕
妤
怨
︾
也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒

(44
)

『
漢
書
﹄
藝
�
志
︑
詩
賦
略
に
は
︑﹃
李
夫
人
s
幸
貴
人
歌
詩
﹄
三


も

見
え
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(45
)

違
學
�
が
樂
府
を
ど
う
と
ら
え
た
か
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
二
﹁
言
公

下
﹂
の
﹁
至
如
︽
詩
︾︑︽
騷
︾
體
變
︐
樂
府
登
場
﹂
以
下
の
部
分

に
詳
し
い

(
內


二
譯
�

(2
)︑
九
九
頁
)
︒

(46
)

｢木
蘭
賦
﹂
は
﹃
樂
府
詩
集
﹄
卷
二
十
五
に
見
え
る
︒

(47
)

｢孔
雀
東
南
飛
︐
五
里
一
徘
徊
﹂
と
始
ま
る
古
詩
﹁
爲
焦
仲
卿
妻
作
﹂

(﹃
玉
臺
怨
詠
﹄
卷
一
︑
s
び
﹃
藝
�
類
聚
﹄
卷
三
十
二
︑﹃
樂
府
詩
集
﹄

卷
七
十
三
な
ど
)
︒

(48
)

｢日
出
東
南
隅
︐
照
我
秦
氏
樓
﹂
と
始
ま
る
﹁
日
出
東
南
隅
行
﹂
(﹃
玉
臺

怨
詠
﹄
卷
一
︑
s
び
﹃
藝
�
類
聚
﹄
卷
四
十
一
︑﹃
樂
府
詩
集
﹄
卷
二
十

八
な
ど
)
︒

(49
)

｢上
山
J
蘼
蕪
︐
下
山
�
故
夫
﹂
と
始
ま
る
﹁
古
詩
八
首
﹂
の
其
一

(﹃
玉
臺
怨
詠
﹄
卷
一
︑
s
び
﹃
藝
�
類
聚
﹄
卷
八
十
一
な
ど
)
︒
違
學
�

が
﹁
山
下
﹂
と
い
う
の
は
︑﹁
山
上
﹂
の
P
り
か
︒

(50
)

『藝
�
類
聚
﹄
卷
四
十
三
に
﹁
蘭
葉
參
差
桃
q
紅
︐
飛
芳
舞
縠
戲
春
風
﹂

と
始
ま
る
﹁
春
白
紵
歌
﹂
以
下
︑﹁
夏
白
紵
歌
﹂﹁
秋
白
紵
歌
﹂

﹁
冬
白
紵
歌
﹂
が
見
え
る
︒

(51
)

｢落
日
出
�
門
︐
瞻
矚
見
子
度
︒
冶
容
多
Æ
鬢
︐
芳
香
已
盈
路
﹂
と
始

ま
る
﹁
子
夜
歌
﹂
四
十
二
首
は
︑﹃
樂
府
詩
集
﹄
卷
四
十
四
に
見

え
る
︒

(52
)

原
�
﹁
嘽
以
`
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
樂
記
に
﹁
其
樂
心
感
者
︐
其
聲
嘽﹅

以﹅

`﹅

﹂
と
あ
り
︑
½
�
に
﹁
嘽﹅

︐
寬
綽
貌
﹂
と
い
う

(葉
瑛
)
︒
ま
た

﹃
�
記
﹄
樂
書
に
﹁
是
故
志
´
焦
衰
之
g
作
︐
而
民
思
憂
；
嘽﹅

`﹅

慢
易
繁
�
鯵
k
之
g
作
︐
而
民
康
樂
﹂
と
あ
る
︒
な
お
︑﹃
禮
記
﹄

樂
記
は
こ
の
部
分
を
﹁
嘽﹅

諧
慢
易
﹂
と
作
る

(
葉
長
靑
)
︒

(53
)

｢
羽
林
郞
﹂
は
︑﹁
昔
V
霍
家
奴
︐
姓
馮
名
子
都
﹂
と
始
ま
る
辛
�
年
の

作
品
で
︑﹃
玉
臺
怨
詠
﹄
卷
一
︑﹃
樂
府
詩
集
﹄
卷
六
十
三
な
ど
に

見
え
る
︒

(54
)

原
�
﹁
狂
且
﹂
は
︑﹃
詩
﹄
½
風
﹁
山
V
扶
蘇
﹂
に
﹁
山
V
扶
蘇
︑
隰

V
荷
華
︒
不
見
子
都
︑
乃
見
狂﹅

且﹅

﹂
と
あ
る
︒

(55
)

原
�
﹁
邊
幅
﹂
は
︑
�
違
表
現
上
の
>
整
の
こ
と
︒

(56
)

卓
�
君
が
司
馬
相
如
と
驅
け
落
ち
し
た
こ
と
を
指
す
︒﹃
�
記
﹄
司
馬

相
如
列
傳
に
見
え
る

(
葉
長
靑
)
︒

(57
)

『西
京
雜
記
﹄
第
三
に
﹁
相
如
將
聘
茂
陵
人
女
爲
妾
︐
卓
�
君
作
︽
白

頭
吟
︾
以
自
絕
︐
相
如
乃
止
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
)
︒

(58
)

蔡
邕
の
娘
の
蔡
琰
は
︑
も
と
衞
仲
�
の
妻
で
あ
っ
た
が
後
に
胡
人
に
嫁

ぎ
︑
さ
ら
に
董
祀
に
も
嫁
い
だ
こ
と
が
︑﹃
後
漢
書
﹄
列
女
傳
の

本
傳
に
見
え
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(59
)

『後
漢
書
﹄
列
女
傳
の
本
傳
に
﹁
(曹
)
操
因
問
曰
：
『聞
夫
人
家
先
多

墳
籍
︐
 
能
憶
識
之
不
﹄
�
姬
曰
：
『昔
z
父
賜
書
四
千
許
卷
︐

液
離
塗
炭
︐
罔
V
存
者
︒
今
R
誦
憶
︐
裁
四
百
餘


耳
﹄︒
操
曰

：
『今
當
y
十﹅

�﹅

就
夫
人
寫
之
﹄︒
�
姬
曰
：
『妾
聞
男
女
之
別
︐

禮
不
親
ã
︒
乞
給
紙
筆
︐
眞
草
唯
命
﹄︒
於
是
繕
書
�
之
︐
�
無

�
P
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

『���義』內
五譯�
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(60
)

原
�
﹁
止
水
﹂
は
︑
本
書
卷
四
﹁
說
林
﹂
に
も
﹁
波
者
水
之
風
︐
風
者

空
之
波
︐
夢
者
心
之
華
︐
�
者
�
之
私
︒
止﹅

水﹅

無
波
︐
靜
空
無
風
︐

至
人
無
夢
︐
至
�
無
私
﹂
と
︑
そ
の
比
喩
が
見
え
る

(
內


四
譯

�
︑
一
二
七
頁
)
︒

(61
)

原
�
﹁
穆
若
淸
風
﹂
は
︑﹃
詩
﹄
大
�
﹁
烝
民
﹂
に
﹁
吉
甫
作
誦
︐
穆﹅

如
淸﹅

風﹅

︒
仲
山
甫
永
懷
︐
以
慰
其
心
﹂
と
見
え
る

(葉
長
靑
・
葉

瑛
)
︒

(62
)

原
�
﹁
不
逾
閫
外
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
曲
禮
上
の
﹁
外
言
不
入
於
梱
︐
內

言
不﹅

出
於
梱﹅

﹂
を
踏
ま
え
た
も
の

(梱
は
閫
に
�
じ
︑
門
の
«
居
の

こ
と
︒
葉
瑛
は
出
典
を
﹃
禮
記
﹄
內
則
と
P
記
)
︒

(63
)

�
夢
蘭
﹃
止
園
筆
談
﹄
(光
緖
四
年
刊
本
)
卷
三
に
︑﹁
違
學
�
︐
字
實
齋
︐

浙
江
會
稽
人
︒
乾
隆
戊
戌
Å
士
︐
官
國
子
監
典
籍
︒
R
著
︽
.

學
︾
一
書
︐
其
中
V
云
﹂
と
い
っ
て
︑
こ
の
違
學
�
の
自
�
の
�

�
を
引
用
し
︑﹁
說
詩
�
妙
﹂
と
t
す
る
︒

(64
)

『後
漢
書
﹄
列
女
傳
に
﹁
扶
風
曹
世
叔
妻
者
︐
同
郡
班
彪
之
女
也
︐
名

昭
︐
字
惠
班
︐
一
名
姬
︒
\
學
高
才
︒
世
叔
早
卒
︐
V
k
行
法
度
︒

兄
固
著
︽
漢
書
︾
︐
其
八
表
s
︽
天
�
志
︾
未
s
悦
而
卒
︐
和
�

詔
昭
就﹅

東﹅

觀﹅

臧
書
閣
︐
踵﹅

而﹅

成﹅

之﹅

︒
�
數
召
入
宮
︐
令
皇
后
諸
貴

人
師
事
焉
︐
號
曰
大
家
﹂
と
あ
る
︒

(65
)

�

(64
)
に
引
い
た
﹃
後
漢
書
﹄
列
女
傳
の
後
�
に
﹁
時
︽
漢
書
︾
始

出
︐
多
未
能
�
者
︐
同
郡
馬﹅

融﹅

伏
於
閣
下
︐
從﹅

昭
�﹅

讀﹅

︐
後
印
詔

融
兄
續
繼
昭
成
之
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
こ
と
に
つ
き
︑
違
學
�
は
本

書
卷
三
﹁
�
�
﹂
に
﹁
馬
融
乃
伏
閣
下
︐
從
其
女
弟
�
業
︐
然
後

其
學
始
顯
﹂
と
い
い

(
內


三
譯
�
︑
二
四
八
頁
)
︑
本
卷
﹁
答
客

問
中
﹂
に
﹁
此
�
�
之
R
以
必
欲
傳
之
其
人
︐
而
班
固
之
書
R
以

必
待
馬
融
�
業
於
其
女
弟
︐
然
後
其
學
始
顯
也
﹂
と
い
う
な
ど

(二
五
七
頁
)
︑
た
び
た
び
言
s
し
て
い
る
︒

(66
)

原
�
﹁
絕
學
﹂
は
︑
極
め
盡
く
さ
れ
た
學
問
︑
の
)
と
解
さ
れ
る
︒
本

卷
﹁
申
½
﹂
に
﹁
夫
�
�
絕﹅

學﹅

︐︽
春
秋
︾
之
後
︐
一
人
而
已
﹂

と
あ
り
︑
同


に
½
樵
の
學
問
を
稱
し
て
﹁
�
R
謂
專﹅

門﹅

絕﹅

業﹅

︐

漢
︑
K
諸
儒
不
可
得
聞
者
也
﹂
と
あ
る
の
も
︑
同
)
で
あ
ろ
う

(二
三
九
︑
二
三
六
頁
)
︒﹁
朱
先
生
墓
誌
書
後
﹂
(
劉
刻
�
書
本
︑
外



卷
二
)
に
も
︑﹁
夫
專﹅

門﹅

絕﹅

學﹅

︐
自
可
寶
貴
︐
立
言
之
士
︐
擇
其
善

而
從
之
︐
R
謂
爲
高
因
丘
陵
也
﹂
と
あ
る
︒

(67
)

家
庭
內
の
口
傳
が
あ
っ
た
と
違
氏
は
推
測
す
る
︒
原
�
﹁
書
不
盡
言
﹂

は
︑﹃
易
﹄
繫
辭
上
傳
に
﹁
子
曰
：
書﹅

不﹅

盡﹅

言﹅

︐
言
不
盡
)
﹂
と

あ
る
の
を
借
り
た
表
現
︒

(68
)

『晉
書
﹄
列
女
傳
︑
韋
ì
母
宋
氏
傳
に
︑
宋
氏
の
傳
が
あ
り
︑﹁
韋
ì
母

宋
氏
︐
不
知
何
郡
人
也
︐
家
世
以
儒
學
稱
︒
宋
氏
幼
喪
母
︐
其
父

躬
自
養
之
︒
s
長
︐
ã
以
︽
周
官
︾
g
義
︐
謂
之
曰
：
『吾
家
世

學
周
官
︐
傳
業
相
繼
︐
此
印
周
公
R
制
︐
經
紀
典
誥
︐
百
官
品
物
︐

備
於
此
矣
︒
吾
今
無
男
可
傳
︐
汝
可
�
之
︐
勿
令
絕
世
﹄︒
屬
天

下
喪
亂
︐
宋
氏
諷
誦
不
輟
︒
⁝
⁝
ì
Z
學
成
名
立
︐
仕
苻
堅
爲
太

常
︒
堅
嘗
幸
其
太
學
︐
問
\
士
經
典
︐
乃
憫
禮
樂
�
闕
︒
時
\
士

盧
壼
對
曰
：
『廢
學
旣
久
︐
書
傳
零
落
︐
比
年
綴
X
︐
正
經
粗
集
︐

唯
︽
周
官
禮
︾
�
未
V
其
師
︒
竊
見
太
常
韋
ì
母
宋
氏
世
學
家
女
︐

傳
其
父
業
︐
得
︽
周
官
︾
g
義
︐
今
年
八
十
︐
視
聽
無
闕
︐
自
非

此
母
無
可
以
傳
ã
後
生
﹄︒
於
是
就
宋
氏
家
立
õ
堂
︐
置
生
員
百

二
十
人
︐
_
絳
紗
幔
而
�
業
︐
號
宋
氏
爲
宣
�
君
︐
賜
侍
婢
十
人
︒

︽
周
官
︾
學
復
行
於
世
︐
時
稱
韋
氏
宋
母
焉
﹂
と
あ
る

(
葉
瑛
)
︒

(69
)

宋
氏
の
息
子
で
あ
る
韋
ì
は
︑
�
秦
の
苻
堅
に
仕
え
て
お
り
︑
そ
の
首

都
は
長
安
で
あ
る
か
ら
︑
こ
こ
で
違
氏
が
山
東
と
い
う
の
は
︑
事
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實
に
合
わ
な
い
︒

(70
)

譙
國
夫
人
は
︑
六
世
紀
な
か
ご
ろ
︑
梁
・
陳
・
隋
に
か
け
て
嶺
南
の
地

で
勢
力
を
誇
っ
た
女
性
首
領
︒﹃
隋
書
﹄
列
女
傳
︑
譙
國
夫
人
に

﹁
譙
國
夫
人
者
︐
高
涼
洗
氏
之
女
也
︒
世
爲
南
越
首
領
︐
跨
據
山

洞
︐
部
落
十
餘
萬
家
︒
夫
人
幼
賢
M
︐
多
籌
略
︐
在
父
母
家
︐
撫

循
部
眾
︐
能
行
軍
用
師
︐
壓
Ö
諸
越
︒
⁝
⁝
s
寶
卒
︐
嶺
表
大
亂
︐

夫
人
懷
集
百
越
︐
數
州
晏
然
︒
至
陳
永
定
二
年
︐
其
子
僕
年
九
歲
︐

^
帥
諸
首
領
 
于
丹
陽
︐
c
家
拜
陽
春
郡
守
︒
後
廣
州
刺
�
歐
陽

紇
謀
反
︐
召
僕
至
高
安
︐
誘
與
爲
亂
︒
僕
^
y
歸
吿
夫
人
︒
⁝
⁝

Z
發
兵
拒
境
︐
帥
百
越
�
長
�
違
昭
¿
︒
內
外
õ
之
︐
紇
徒
潰
散
︒

僕
以
夫
人
之
功
︐
封
信
都
侯
︐
加
¬
越
中
郞
將
︐
轉
石
龍
太
守
︒

詔
y
持
k
册
夫
人
爲
中
郞
將
︑
石
龍
太
夫
人
︐
賚
繡
幰
油
絡
駟
馬

安
車
一
乘
︐
給
鼓﹅

吹﹅

一
部
︐
幷
麾
幢
旌
k
︐
其
鹵
�
一
如
刺
�
之

儀
︒
至
德
中
︐
僕
卒
︒
後

陳
國
z
︐
嶺
南
未
V
R
附
︐
數
郡
共

奉
夫
人
︐
號
爲
�
母
︐
保
境
安
民
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(71
)

¬
陽
公
�
は
︑
K
高
祖
の
第
三
女
で
﹁
娘
子
軍
﹂
を
�
い
て
戰
い
︑
K

の
円
國
に
寄
與
し
た
︒﹃
舊
K
書
﹄
柴
紹
傳
に
﹁
¬
陽
公
�
︐
高

祖
第
三
女
也
︐
太
穆
皇
后
R
生
︒
義
兵
將
c
︐
公
�
與
紹
竝
在
長

安
︐
^
y
密
召
之
︒
紹
謂
公
�
曰
：
『
±
公
將
Þ
淸
多
難
︐
紹
欲

�
接
義
旗
︐
同
去
則
不
可
︐
獨
行
恐
罹
後
患
︐
爲
計
若
何
﹄︒
公

�
曰
：
『君
宜
ü
去
︒
我
一
.
人
︐
臨
時
易
可
藏
隱
︐
當
別
自
爲

計
矣
﹄︒
紹
卽
閒
行
赴
太
原
︒
公
�
乃
歸
鄠
縣
莊
R
︐
Z
散
家
�
︐

招
引
山
中
z
命
︐
得
數
百
人
︐
c
兵
以
應
高
祖
︒
時
V
胡
Ú
何
潘

仁
聚
眾
於
司
竹
園
︐
自
稱
總
管
︐
未
V
R
屬
︒
公
�
^
家
僮
馬
三

寶
說
以
利
Ø
︐
潘
仁
攻
鄠
縣
︐
陷
之
︒
三
寶
印
說
羣
盜
李
仲
�
︑

向
善
志
︑
丘
師
利
等
︐
各
�
眾
數
千
人
來
會
︒
時
京
師
留
守
頻
^

軍
討
公
�
︐
三
寶
︑
潘
仁
屢
挫
其
鋒
︒
公
�
掠
地
至
盩
厔
︑
武
功
︑

始
¬
︐
皆
下
之
︒
每
申
M
法
令
︐
禁
兵
士
無
得

掠
︐
故
X
�
奔

赴
者
甚
眾
︐
得
兵
七
萬
人
︒
公
�
令
閒
y
以
聞
︐
高
祖
大
悅
︒
s

義
軍
渡
河
︐
^
紹
將
數
百
騎
趨
華
陰
︐
傍
南
山
以
�
公
�
︒
時
公

�
引
精
兵
萬
餘
與
太
宗
軍
會
於
渭
北
︐
與
紹
各
置
幕
府
︐
俱
圍
京

城
︐
營
中
號
曰
﹁
娘
子
軍
﹂︒
京
城
¬
︐
封
爲
¬
陽
公
�
︐
以
獨

V
軍
功
︐
每
賞
賜
衣
於
他
�
﹂
と
あ
る

(
葉
瑛
)
︒

(72
)

原
�
﹁
羽
葆
鼓
吹
﹂
に
相
當
す
る
內
容
は
︑﹃
舊
K
書
﹄
柴
紹
傳
に

﹁
(武
德
)
六
年
︐
薨
︒
s
將
葬
︐
詔
加
�
後
部
羽﹅

葆﹅

鼓﹅

吹﹅

︑
大
輅
︑

麾
幢
︑
班
劍
四
十
人
︑
虎
賁
甲
卒
︒
太
常
奏
議
︐
以
禮
︐
.
人
無

鼓﹅

吹﹅

︒
高
祖
曰
：
『鼓﹅

吹﹅

︐
軍
樂
也
︒
§
者
公
�
於
司
竹
舉
兵
以

應
義
旗
︐
親
執
金
鼓
︐
V
克
定
之
勳
︒
周
之
�
母
︐
列
於
十
亂
︐

公
�
功
參
佐
命
︐
非
常
.
人
之
R
ñ
也
︒
何
得
無
鼓﹅

吹﹅

﹄︒
Z
特

加
之
︐
以
旌
殊
績
﹂
と
あ
り
︑
一
般
に
は
女
性
に
付
與
さ
れ
な
い

鼓
吹
が
與
え
ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒﹁
虎
賁
﹂
は
﹃
�
記
﹄

晉
世
家
﹁
虎
賁
三
百
人
﹂
の
集
解
に
引
く
賈
逵
�
に
﹁
天
子
卒
曰

虎﹅

賁﹅

﹂
と
い
い
︑
天
子
直
屬
の
兵
卒
の
こ
と
︒﹁
班
劍
﹂
は
﹃
太

¬
御
覽
﹄
卷
六
百
八
十
一
﹁
班
劍
﹂
に
引
く
﹃
晉
公
卿
禮
秩
﹄
に

﹁
諸
公
s
開
府
位
從
公
者
︐
給
虎
賁
二
十
人
︐
持
班﹅

劍﹅

﹂
と
あ
り
︑

虎
賁
が
持
つ
刀
劍

(
實
際
は
木
劍
)
の
こ
と
︒

(73
)

『晉
書
﹄
列
女
傳
︑
王
凝
之
妻
謝
氏
に
﹁
凝
之
弟
獻
之
嘗
與
賓
客
談
議
︐

詞
理
將
屈
︐
�
韞
^
婢
白
獻
之
曰
：
『欲
爲
小
郞
解﹅

圍﹅

﹄︒
乃
施
靑

綾
步
鄣
自
z
︐
申
獻
之
�
議
︐
客
不
能
屈
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・

葉
瑛
)
︒

(74
)

『世
說
怨
語
﹄
排
>
に
﹁
王
渾
與
.
鍾
氏
共
坐
︐
見
武
子
從
庭
�
︐
渾

欣
然
謂
.
曰
：
『生
兒
如
此
︐
足
慰
人
)
﹄︒
.
笑
曰
：
『若
y
怨﹅

『���義』內
五譯�
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.﹅

得
�
參﹅

軍﹅

︐
生
兒
故
可
不
啻
如
此
﹄﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(75
)

東
晉
時
代
に
は
玄
學
批
S
が
堰
出
し
た
が
︑
そ
の
典
型
は
范
寧
で
あ
り
︑

﹃
晉
書
﹄
范
寧
傳
に
﹁
時
以
�
虛
相


︐
儒
�
日
替
︐
甯
以
爲
其

源
始
於
王
弼
︑
何
晏
︐
二
人
之
罪
深
於
桀
紂
﹂
と
あ
り
︑
さ
ら
に

そ
の
論
を
引
い
て
︑﹁
或
曰
：
『
黃
K
緬
邈
︐
至
�
淪
翳
︐
濠
濮
輟

詠
︐
風
液
靡
託
︐
爭
奪
兆
於
仁
義
︐
是
非
成
於
儒
墨
︒
¬
叔
神
懷

超
絕
︐
輔
嗣
妙
思
�
´
︐
振
千
載
之
穨
綱
︐
落
周
孔
之
塵
網
︒
斯

蓋
軒
冕
之
龍
門
︐
濠
梁
之
宗
匠
︒
嘗
聞
夫
子
之
論
︐
以
爲
罪
�
桀

紂
︐
何
哉
﹄︒
答
曰
：
『⁝
⁝
︒
王
何
蔑
棄
典
�
︐
不
Ô
禮
度
︐
游

辭
�
說
︐
波
蕩
後
生
︐
Ë
華
言
以
翳
實
︐
騁
繁
�
以
惑
世
︒
搢
紳

之
徒
︐
�
然
改
轍
︐
洙
泗
之
風
︐
緬
焉
將
�
︒
Z
令
仁
義
幽
淪
︐

儒
�
蒙
塵
︐
禮
壞
樂
®
︐
中
原
傾
|
︒
古
之
R
謂
言
僞
而
辯
︐
行

僻
而
堅
者
︐
其
斯
人
之
徒
歟
︒
昔
夫
子
斬
少
正
於
魯
︐
太
公
戮
華

士
於
齊
︐
豈
非
曠
世
而
同
誅
乎
︒
桀
紂
暴
·
︐
正
足
以
滅
身
|
國
︐

爲
後
世
鑒
戒
耳
︐
豈
能
迴
百
姓
之
視
聽
哉
︒
王
何
叨
海
內
之
�
譽
︐

�
膏
粱
之
傲
°
︐
畫
螭
魅
以
爲
巧
︐


無
檢
以
爲
俗
︒
½
聲
之
亂

樂
︐
利
口
之
|
邦
︐
信
矣
哉
︒
吾
固
以
爲
一
世
之
禍
輕
︐
歷
代
之

罪
重
︐
自
喪
之
釁
小
︐
§
眾
之
愆
大
也
﹄﹂
と
い
う

(葉
瑛
)
︒
�

中
に
﹁
中
原
傾
|
﹂
と
い
う
の
が
︑
西
晉
が
滅
z
し
︑
十
六
國
の

時
代
に
な
っ
た
こ
と
を
指
す
︒

(76
)

｢大
家
﹂
は
︑
こ
こ
で
は
﹁
大
姑
﹂
と
同
義
と
見
る
︒
女
性
の
±
稱
︒

(77
)

｢中
行
﹂
と
﹁
狂
﹂
の
關
係
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
四
﹁
質
性
﹂
に

﹁︽
洪
範
︾
三
德
︐
正
直
協
中
︐
剛
柔
互
克
︐
以
劑
其
�
與
不
s
；

是
á
天
下
之
心
知
血
氣
︐
聰
M
才
力
︐
無
出
於
三
者
之
外
矣
︒
孔

子
之
敎
弟
子
︐
不
得
中﹅

行﹅

︐
則
思
狂﹅

狷
︐
是
亦
三
德
之
取
材
也
﹂

と
あ
る
の
が
參
考
に
な
る
︒﹃
論
語
﹄
子
路
の
﹁
子
曰
：
『不
得
中﹅

行﹅

而
與
之
︐
必
也
狂﹅

狷
乎
﹄﹂
を
踏
ま
え
た
も
の

(
內


四
譯
�
︑

二
〇
五
頁
を
參
照
)
︒
原
�
﹁
狂
鯵
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
公
冶
長
に
﹁
子

在
陳
曰
：
『歸
與
︐
歸
與
︒
吾
黨
之
小
子
狂﹅

鯵﹅

︐
斐
然
成
違
︐
不

知
R
以
裁
之
﹄﹂
と
あ
り
︑
そ
の
朱
�
に
﹁
吾
黨
小
子
︐
指
門
人

之
在
魯
者
︒
狂﹅

鯵﹅

︐
志
大
而
略
於
事
也
︒
⁝
⁝
夫
子
初
心
︐
欲
行

其
�
於
天
下
︐
至
是
而
知
其
F
不
用
也
︒
於
是
始
欲
成
就
後
學
︐

以
傳
�
於
來
世
︒
印
不
得
中
行
之
士
而
思
其
ª
︐
以
爲
狂
士
志
)

高
X
︐
 
或
可
與
Å
於
�
也
︒
但
恐
其
�
中
失
正
︐
而
或
陷
於
衣

端
耳
︐
故
欲
歸
而
裁
之
也
﹂
と
い
う
︒

(78
)

原
�
﹁
三
從
﹂
は
︑
女
性
の
自
由
を
否
定
す
る
�
�
代
の
儒
敎
�
德
で
︑

﹃
儀
禮
﹄
喪
Ö
の
傳
に
﹁
.
人
V
三﹅

從﹅

之
義
︐
無
專
用
之
�
︒
故

未
嫁
從
父
︐
旣
嫁
從
夫
︐
夫
死
從
子
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒﹁
五

言
・
七
言
の
詩
を
整
え
る
力
が
あ
る
ば
か
り
で
︑
四
德
・
三
從
の

敎
え
を
し
の
ぐ
こ
と
を
ひ
け
ら
か
す
よ
う
な
手
合
い
﹂
は
︑
袁
枚

門
下
の
女
弟
子
を
念
頭
に
置
く
表
現
で
あ
ろ
う
︒

(79
)

原
�
﹁
綺
旎
﹂
は
︑﹁
旖
旎
﹂
と
書
く
の
が
一
般
"
で
︑
楊
雄
﹁
甘
泉

賦
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
七
)
に
﹁
à
淸
霄
而
軼
�
景
兮
︐
夫
何
旟
旐
郅

偈
之
旖
旎
也
﹂
と
あ
り
︑
李
善
�
に
﹁
Ö
虔
曰
：
旖
旎
︐
從
風
柔

¹
貌
︒
⁝
⁝
善
曰
：
⁝
⁝
旖
︐
於
綺
切
︒
旎
︐
女
氏
切
﹂
と
い
う
︒

(80
)

原
�
﹁
描
ì
纖
曲
﹂
は
︑﹃
�
心
雕
龍
﹄
宗
經
に
﹁
違
條
纖﹅

曲﹅

︐
執
而

後
顯
﹂
と
あ
り
︑
周
振
甫
�
に
﹁
違
¦
條
例
細
密
詳
盡
︒
曲﹅

︐
曲

折
詳
盡
﹂
と
あ
る
︒
劉
刻
本
﹁
詩
話
﹂
に
﹁
今
乃
玉
石
不
分
︐
苗

莠
無
別
︐
§
§
詩
話
識
其
名
姓
︐
邂
逅
偶

斯
人
︐
實
乃
風
塵
游

乞
︐
庸
奴
賤
品
︐
助
語
不
辨
虛
實
︐
引
喩
�
乖
向
方
︐
臃
腫
無
知
︐

贅
瘤
可
厭
︐
亦
不
乏
其
徒
焉
︒
⁝
⁝
乃
知
閨
閣
稱
詩
︐
何
從
按
實
︒

觀
其
鏤
雕
纖﹅

曲﹅

︐
醞
釀
尖
怨
︐
雖
面
目
萬
殊
︐
而
*
態
不
衣
︐
其

東 方 學 報
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爲
竄
易
Ë
僞
︐
*
狀
顯
然
︒
豈
無
靜
女
名
姝
︐
淸
思
佳
什
﹂
と
あ

る
︒

(81
)

原
�
﹁
刻
畫
﹂
は
︑
詩
�
に
よ
っ
て
對
象
を
細
か
く
描
く
こ
と
で
︑
杜

甫
﹁
白
鹽
山
﹂
(﹃
杜
詩
詳
Á
﹄
卷
十
五
)
に
﹁
詞
人
取
佳
句
︐
刻﹅

畫﹅

悦
誰
傳
﹂
と
あ
る
︒
原
�
﹁
形
似
﹂
は
︑﹃
�
心
雕
龍
﹄
物
色
に

﹁
自
�
代
以
來
︐
�
貴
形﹅

似﹅

︐
窺
*
風
景
之
上
︐
鑽
貌
草
木
之
中
﹂

と
あ
り

(葉
瑛
)
︑
こ
れ
も
�
學
表
現
上
の
寫
實
に
關
わ
る
︒

(82
)

原
�
﹁
潤
色
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
憲
問
に
﹁
爲
命
︐
裨
諶
草
創
之
︐
世
叔

討
論
之
︐
行
人
子
羽
脩
Ë
之
︐
東
里
子
產
潤﹅

色﹅

之
﹂
と
あ
る
︒

(83
)

原
�
﹁
春
閨
﹂
は
︑
女
性
が
物
憂
い
春
の
閨
�
に
い
る
こ
と
で
︑
王
僧

孺
に
﹁
愁
來
不
理
鬢
︐
春
至
{
攢
眉
﹂
か
ら
始
ま
る
﹁
春﹅

閨﹅

V

怨
﹂
詩

(﹃
玉
臺
怨
詠
﹄
卷
六
)
が
あ
る
︒

(84
)

『舊
K
書
﹄
后
妃
傳
下
︑
女
學
士
尙
宮
宋
氏
傳
に
﹁
女
學
士
︑
尙
宮
宋

氏
者
︐
名
若
昭
︐
貝
州
淸
陽
人
︒
父
庭
芬
︐
世
爲
儒
學
︐
至
庭
芬

V
詞
藻
︒
生
五
女
︐
皆
聰
惠
︐
庭
芬
始
敎
以
經
藝
︐
旣
而
課
爲
詩

賦
︐
年
未
s
笄
︐
皆
能
屬
�
︒
長
曰
若
莘
︐
ª
曰
若
昭
︑
若
倫
︑

若
憲
︑
若
荀
︒
若
莘
︑
若
昭
�
尤
淡
麗
︐
性
復
貞
素
閑
�
︐
不
尙

紛
華
之
Ë
︒
嘗
白
父
母
︐
誓
不
從
人
︐
願
以
藝
學
揚
名
顯
親
︒
若

莘
敎
誨
四
妹
︐
V
如
嚴
師
︒
著
︽
女
論
語
︾
十


︐
其
言
模
倣

︽
論
語
︾
︐
以
韋
ì
母
宣
�
君
宋
氏
代
仲
尼
︐
以
曹
大
家
等
代
顏
︑

閔
︐
其
閒
問
答
︐
悉
以
.
�
R
尙
︒
若
昭
�
解
︐
皆
V
理
致
﹂
と

見
え
︑
現
存
す
る

(﹁
說
郛
﹂
本
等
)
︒

(85
)

『宋
�
﹄
藝
�
志
︑
子
部
に
﹁﹃
女
孝
經
﹄
一
卷
︑
侯
莫
陳
邈
妻
½
氏

X
﹂
と
見
え
︑
現
存
す
る

(﹁
津
�
祕
書
﹂
本
等
)
︒

(86
)

『後
漢
書
﹄
列
女
傳
︑
曹
世
叔
妻
傳
に
﹁
作
︽
女
誡
︾
七


︐
V
助
內

訓
﹂
と
し
て
︑
そ
の
�
違
を
引
く
︒

(87
)

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
一
﹁
經
解
下
﹂
に
も
﹁
宋
氏
之
︽
女
孝

經
︾
︐
½
氏
之
︽
女
論
語
︾
︐
以
謂
女
子
V
才
︐
嘉
尙
其
志
可
也
︒

但
彼
如
欲
M
女
敎
︐
自
以
其
)
立
說
可
矣
︒
假
設
班
氏
惠
姬
與
諸

女
相
問
答
︐
則
是
將
以
書
爲
訓
典
︐
而
先
自
託
於
子
虛
︑
z
是
之

液
︐
y
人
何
R
C
從
﹂
と
見
え
︑
內
容
が
一
致
す
る

(
內


一
譯

�
︑
二
三
〇
頁
)
︒
ま
た
︑﹁
七
林
﹂
の
問
答
が
假
託
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
一
﹁
詩
敎
下
﹂
に
﹁︽
七
林
︾
之
�
皆
設

問
也
﹂
と
あ
り

(
內


一
譯
�
︑
二
一
〇
頁
)
︑
ま
た
卷
四
﹁
黠
陋
﹂

に
﹁
七
林
之
答
問
︐
不
必
V
是
言
也
﹂
と
あ
る
な
ど

(
內


四
譯

�
︑
二
二
五
頁
)
︑
し
ば
し
ば
言
s
が
見
え
る
︒

(88
)

李
淸
照
︑
號
は
易
安
居
士
︑
北
宋
の
著
名
な
女
性
詞
人
で
金
石
に
も
詳

し
く
︑
夫
の
趙
M
�
と
と
も
に
﹃
金
石
錄
﹄
を
>
纂
し
た
︒
李
氏

の
�
に
﹁
金
石
錄
後
序
﹂
が
あ
る
︒

(89
)

管
�
升

(管
�
昇
)
は
元
の
ひ
と
で
︑
書
畫
に
お
い
て
名
聲
が
あ
り
︑

趙
孟
頫
の
妻
︒
陶
宗
儀
﹃
書
�
會
�
﹄
卷
七
に
﹁
管
夫
人
諱
�
昇
︐

字
仲
姫
︒
吳
興
人
︐
趙
魏
公
室
︐
封
魏
國
夫
人
︒
V
才
略
︐
聰
M

�
人
︒
爲
詞
違
︐
作
墨
竹
︐
筆
)
淸
絕
︐
亦
能
書
︒
仁
宗
嘗
取
夫

人
書
合
魏
公
s
子
雍
書
︐
善
裝
爲
卷
軸
︐
識
以
御
寶
︐
命
藏
之
祕

書
監
曰
：
『
y
後
世
知
我
 
V
一
家
夫
.
父
子
皆
善
書
也
﹄﹂
と
あ

る
︒

(90
)

湖
州
は
夫
妻
が
﹃
金
石
錄
﹄
を
>
纂
し
た
土
地
で
︑
李
氏
の
﹁
金
石
錄

後
序
﹂
に
﹁
夏
五
�
︐
至
池
陽
︐
被
旨
知
湖
州
﹂
と
あ
る

(葉
長

靑
・
葉
瑛
)
︒

(91
)

原
�
﹁
觀
ì
﹂
は
︑
人
の
す
る
こ
と
を
よ
く
觀
察
し
て
學
ぶ
こ
と
で
︑

﹃
禮
記
﹄
學
記
に
﹁
大
學
之
法
︐
禁
於
未
發
之
謂
豫
︐
當
其
可
之

謂
時
︐
不
陵
k
而
施
之
謂
孫
︐
相
觀﹅

而
善
之
謂
ì﹅

﹂
と
あ
り
︑
½

『���義』內
五譯�
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�
に
﹁
不
竝
問
則
敎
者
思
專
也
︒
ì﹅

︐
相
切
磋
也
﹂
と
い
う
︒

(92
)

原
�
﹁
三
舍
﹂
と
は
太
學
の
こ
と
で
︑
北
宋
元
豐
年
閒
以
後
︑
太
學
が

上
舍
︑
內
舍
︑
外
舍
の
三
舍
に
分
け
ら
れ
た
こ
と
が
曾
慥
﹃
高
齋

漫
錄
﹄
に
見
え
る
︒
趙
M
�
は
太
學
の
學
生
で
あ
っ
た
︒

(93
)

原
�
は
﹁
男
女
實
千
古
大
防
﹂︒﹃
禮
記
﹄
坊
記
に
﹁
子
云
：
『夫
禮
︐

坊﹅

民
R
淫
︐
違
民
之
別
︐
y
民
無
�
︐
以
爲
民
紀
者
也
﹄︒
故
男

女
無
媒
不
�
︐
無
ª
不
相
見
︐
恐
男
女
之
無
別
也
︒
以
此
坊﹅

民
︐

民
 
V
自
獻
其
身
﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え
る

(﹁
坊
﹂
は
堤
防
︑
ま

た
防
ぐ
こ
と
)
︒

(94
)

原
�
﹁
凜
然
﹂
は
︑﹃
孔
子
家
語
﹄
致
思
に
﹁
夫
子
凜﹅

然﹅

而
對
曰
：
『美

哉
︐
德
也
﹄﹂
と
あ
る
︒
原
�
﹁
何
可
誣
耶
﹂
は
︑﹃
論
語
﹄
子
張

に
見
え
る
子
夏
の
言
葉
に
﹁
君
子
之
�
︐
焉
可﹅

誣﹅

也﹅

﹂
と
あ
り
︑

朱
�
に
﹁
若
不
量
其
淺
深
︐
不
問
其
生
熟
︐
而
槪
以
高
且
X
者
强

而
語
之
︐
則
是
誣﹅

之
而
已
﹂
と
い
う
︒

(95
)

原
�
﹁
�
袖
﹂
は
︑
靑
綠
色
の
上
着
の
袖
の
こ
と
で
︑
女
子
の
裝
束
を

指
す
︒
杜
甫
﹁
佳
人
﹂
(﹃
杜
詩
詳
�
﹄
卷
七
)
に
﹁
天
�
�﹅

袖﹅

ð
︐

日
暮
倚
修
竹
﹂
と
あ
る
︒

(96
)

原
�
﹁
供
帳
﹂
は
︑
宴
會
の
た
め
に
と
ば
り
や
飮
食
を
設
け
る
こ
と
で
︑

班
固
﹁
東
都
賦
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
一
)
に
﹁
爾
乃
盛
禮
興
樂
︐
供﹅

帳﹅

置
乎
雲
龍
之
庭
﹂
と
あ
る
︒

(97
)

原
�
﹁
梧
桐
金
井
﹂
は
︑
宋
の
陸
游
が
﹁
金
井
梧
桐
﹂
の
�
句
を
作
っ

た
驛
卒
の
娘
を
見
そ
め
た
故
事
で
︑
陳
世
崇
﹃
隨
隱
漫
錄
﹄
卷
五

に
﹁
陸
放
&
宿
驛
中
見
題
壁
云
：
『玉
堦
蟋
蟀
閙
淸
夜
︐
金﹅

井﹅

梧﹅

桐﹅

辭
故
映
︒
一
枕
凄
凉
眠
不
得
︐
呼
燈
c
作
感
秋
詩
﹄︒
放
&
詢

之
︐
驛
卒
女
也
︐
Z
�
爲
妾
︒
方
餘
q
載
︐
夫
人
¨
之
︒
妾
賦
卜

算
子
云
：
『只
知
眉
上
愁
︐
不
識
愁
來
路
︒
窗
外
V
芭
蕉
︐
陣
陣

黃
昏
雨
︒
曉
c
理
殘
粧
︐
整
頓
敎
愁
去
︒
不
合
畫
春
山
︐
依
舊
留

愁
p
﹄﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(98
)

原
�
﹁
蘭
麝
天
香
︐
曲
江
V
春
M
之
誓
﹂
は
︑
出
典
未
詳
︒
こ
こ
で
は

假
の
譯
を
施
し
た
︒
原
�
﹁
春
M
﹂
は
︑
仕
官
す
る
こ
と
と
と
ら

え
た
︒
錢
v
益
﹁
寄
長
安
諸
公
書
﹂
(﹃
牧
齋
初
學
集
﹄
卷
八
十
)
に

﹁
v
益
衰
頽
晼
晚
︐
放
棄
M
時
︒
春﹅

M﹅

之
夢
已
殘
︐
京
華
之
書
久

絕
︒
此
執
事
之
R
知
也
﹂
と
あ
る
︒

(99
)

『莊
子
﹄
外
物
に
﹁
儒
以
詩﹅

禮﹅

發
冢
﹂
と
あ
る
︒

(
100
)

原
�
﹁
北
里
﹂
は
︑
é
郭
の
)
︒
K
の
長
安
城
の
北
側
に
位
置
す
る
¬

康
里
は
北
里
と
も
呼
ば
れ
︑
そ
こ
に
妓
院
が
あ
っ
た
の
で
︑
そ
う

い
う
︒
孫
棨
﹁
北
里
志
序
﹂
(﹃
說
郛
﹄
卷
七
十
八
上
)
に
﹁
諸
妓
居

¬
康
里
︒
舉
子
怨
s
第
Å
士
︐
三
司
幕
府
但
未
�
 
籍
︐
未
直
館

殿
者
︐
咸
可
就
詣
︒
⁝
⁝
常
聞
蜀
妓
薛
濤
之
才
辯
︐
必
謂
人
�
言
︐

s
覩
北﹅

里﹅

二
三
子
之
徒
︐
則
薛
濤
X
V
慚
德
矣
﹂
と
あ
る

(葉
長

靑
・
葉
瑛
)
︒

(
101
)

原
�
﹁
燕
婉
﹂
は
︑
穩
や
か
に
從
う
こ
と
で
︑﹃
詩
﹄
邶
風
﹁
怨
臺
﹂

に
﹁
怨
臺
V
泚
︐
河
水
瀰
瀰
︒
燕﹅

婉﹅

之
求
︐
籧
篨
不
鮮
﹂
と
あ
り
︑

毛
傳
に
﹁
燕
︐
安
︒
婉
︐
順
也
﹂
と
い
う

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(
102
)

原
�
﹁
鼓
鐘
﹂
は
︑﹃
詩
﹄
小
�
﹁
白
華
﹂
に
﹁
鼓﹅

鐘﹅

于
宮
︐
聲
聞
于

外
︒
念
子
懆
懆
︐
視
我
邁
邁
﹂
と
あ
る

(
葉
瑛
)
︒

(
103
)

李
冶
︑
字
は
季
蘭
︑
K
代
の
女
性
の
�
士
︑﹃
K
詩
紀
事
﹄
卷
七
十
八

に
記
事
が
あ
る
︒
薛
濤
︑
字
は
洪
度
︑
K
代
の
樂
妓
︑﹃
K
才
子

傳
﹄
卷
六
に
記
事
が
あ
る
︒
魚
玄
機
︑
字
は
幼
´
︑
K
代
の
女
性

�
士
︑﹃
K
詩
紀
事
﹄
卷
七
十
八
に
記
事
が
あ
る
︒

(
104
)

原
�
﹁
非
儀
之
誡
﹂
は
︑
�

(8
)
に
営
べ
た
�
り
︑﹃
詩
﹄
小
�

﹁
斯
干
﹂
に
﹁
無
非﹅

無
儀﹅

﹂
と
あ
る
の
に
據
る
︒
本
卷
﹁
.
學
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書
後
﹂
に
も
﹁
.
人
雖
V
非﹅

儀﹅

之﹅

誡﹅

︐
至
於
執
禮
�
詩
︐
則
如
日

用
飮
食
︐
不
可
斯
須
去
也
﹂
と
あ
る

(三
五
九
頁
)
︒

(
105
)

原
�
﹁
傾
城
﹂
は
︑﹃
漢
書
﹄
外
戚
傳
上
に
﹁
(李
)
�
年
侍
上
c
舞
︐

歌
曰
：
｢北
方
V
佳
人
︐
絕
世
而
獨
立
︐
一
í
傾﹅

人
城﹅

︐
再
í
傾

人
國
︒
寧
不
知
傾﹅

城﹅

與
傾
國
︐
佳
人
難
再
得
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒

(
106
)

王
逸
﹁
離
騷
經
違
句
序
﹂
に
﹁︽
離
騷
︾
之
�
︐
依
︽
詩
︾
取
興
︐
引

類
譬
諭
︐
故
善
鳥
香
草
︐
以
�
忠
貞
；
惡
禽
臭
物
︐
以
比
讒
佞
；

靈
脩
美
人
︐
以
媲
於
君
；
宓
妃
佚
女
︐
以
譬
賢
臣
；
虬
龍
鸞
鳳
︐

以
託
君
子
；
飄
風
雲
霓
︐
以
爲
小
人
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(
107
)

原
�
﹁
姣
狂
﹂
は
︑﹃
毛
詩
﹄
で
は
﹁
狡
狂
﹂
に
作
り
︑
½
風
﹁
山
V

扶
蘇
﹂
に
﹁
不
見
子
都
︑
乃
見
狂﹅

且
﹂︑﹁
不
見
子
閏
︐
乃
見
狡﹅

越
﹂
と
あ
り
︑
½
箋
に
﹁
狡
越
V
貌
而
無
實
﹂
と
す
る
︒
ま
た
︑

同
じ
く
﹁
狡
越
﹂
に
﹁
彼
狡﹅

越
兮
︐
不
與
我
言
兮
﹂︑﹁
褰
裳
﹂
に

﹁
子
不
我
思
︐
豈
無
他
人
︒
狂﹅

越
之
狂
也
且
﹂
等
と
あ
る
︒
こ
れ

ら
の
詩
が
諷
刺
詩
で
あ
る
こ
と
は
︑
三


の
小
序
に
そ
れ
ぞ
れ

﹁︽
山
V
扶
蘇
︾
︐
刺
忽
也
︒
R
美
非
美
然
﹂﹁︽
狡
越
︾
︐
刺
忽
也
︒

君
¹
臣
强
︐
不
倡
而
和
也
﹂﹁︽
褰
裳
︾
︐
思
見
正
也
︒
狂
越
恣
行
︐

國
人
思
大
國
之
正
己
也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒
な
お
︑﹃
左
傳
﹄

襄
公
九
年
﹁
棄
位
而
姣﹅

﹂
杜
�
に
﹁
姣﹅

︑
淫
之
別
名
﹂
と
あ
る
︒

(
108
)

黃
震
﹃
黃
氏
日
抄
﹄
卷
四
に
﹁
�
山
王
公
質
︑
夾
漈
½
公
樵
始
皆
去

︽
序
︾
而
言
︽
詩
︾
︐
與
諸
家
之
說
不
同
︒
晦
庵
先
生
因
½
公
之
說

盡
去
美
刺
︐
探
求
古
始
︐
其
說
頗
驚
俗
︐
雖
東
萊
不
能
無
疑
焉
﹂

と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒

(
109
)

｢離
騷
﹂
に
﹁
聊
�
游
而
求﹅

女﹅

﹂
と
あ
る
︒

(
110
)

｢
溱
洧
﹂
に
つ
い
て
は
�

(30
)
を
參
照
︒

(
111
)

『
周
易
﹄
繫
辭
上
傳
に
﹁
易
V
太
極
︐
是
生
兩
儀
﹂﹁
一
陰
一
陽
之
謂
�
︐

繼
之
者
善
也
︐
成
之
者
性
也
︒
仁
者
見
之
謂
之
仁
︐
知
者
見
之
謂

之
知
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(
112
)

『論
語
﹄
衞
靈
公
に
﹁
君
子
不
以
言
擧
人
︐
不
以
人
廢
言
﹂
と
あ
る
の

に
も
と
づ
く

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(
113
)

原
�
﹁
薤
露
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
四
﹁
砭
俗
﹂
�

(11
)
を
參
照
︒

(
114
)

原
�
﹁
櫂
歌
﹂﹁
舟
女
﹂
に
つ
い
て
は
︑
班
固
﹁
西
都
賦
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷

一
)
に
﹁
櫂﹅

女﹅

謳
︑
鼓
吹
震
︒
聲
激
越
︑
謍
厲
天
﹂
と
あ
る
︒

(
115
)

孟
棨
﹃
本
事
詩
﹄
*
感
第
一
に
︑
李
司
空
と
い
う
人
物
が
劉
禹
錫
の
た

め
に
宴
を
開
き
︑
妙
妓
の
歡
待
を
�
け
た
劉
禹
錫
が
詩
を
贈
っ
た

と
い
う
話
が
見
え
る
︒﹃
�
K
詩
﹄
卷
三
百
六
十
五
に
そ
の
詩
を

﹁
贈
李
司
空
妓
﹂
と
題
し
て
收
め
る
︒
ま
た
白
居
易
﹁
燕
子
樓
三

首
﹂
序

(﹃
白
氏
�
集
﹄
卷
十
五
)
に
︑
張
尙
書
と
い
う
人
物
に
宴

に
招
か
れ
た
際
に
︑
そ
の
愛
妓
の
眄
眄

(下
�
に
は
盼
盼
に
作
る
)

に
も
て
な
し
を
�
け
︑
詩
を
贈
っ
た
と
い
う
話
が
見
え
る
︒
計
V

功
﹃
K
詩
紀
事
﹄
卷
七
十
八
に
も
同
話
を
載
せ
る
が
︑
後
日
談
に

衣
同
が
見
ら
れ
る
︒

(
116
)

�

(
121
)
を
參
照
︒

(
117
)

『
怨
K
書
﹄
百
官
志
三
に
﹁
武
德
後
︐
置
內
敎
坊
于
禁
中
︒
武
后
如
)

元
年
︐
改
曰
雲
韶
府
︐
以
中
官
爲
y
︒
開
元
二
年
︐
印
置
內
敎
坊

于
]
萊
宮
側
︐
⁝
⁝
京
都
置
左
右
敎
坊
︐
掌
俳
優
雜
技
︒
自
是
不

隸
太
常
︐
以
中
官
爲
敎
坊
y
﹂
と
あ
る
︒

(
118
)

原
�
﹁
曲
里
﹂
は
︑
上
�
﹁
北
里
﹂
と
同
義
か
︒
孫
棨
﹃
北
里
志
﹄

﹁
海
論
三
曲
中
事
﹂
條
に
﹁
¬
康
里
入
北
門
︐
東
囘
三
曲
︐
卽
諸

妓
R
居
之
聚
也
︒
妓
中
V
錚
錚
者
︐
多
在
南
曲
中
曲
︒
其
循
墙
一

曲
︐
卑
Ö
妓
R
居
︐
頗
爲
二
曲
輕
斥
之
﹂
と
あ
る
︒

(
119
)

た
と
え
ば
馮
夢
龍
﹃
古
今
�
槪
﹄
迂
腐
部
第
一
に
﹁
兩
¦
夫
子
赴
一
士

『���義』內
五譯�
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夫
宴
︐
V
妓
侑
觴
︒
伊
川
拂
衣
c
︐
M
�
盡
歡
而
罷
︒
ª
日
︐
伊

川
�
M
�
齋
中
︐
慍
�
未
解
︒
M
�
曰
：
『昨
日
座
中
V
妓
︐
吾

心
中
却
無
妓
︒
今
日
齋
中
無
妓
汝
心
中
V
妓
﹄︒
伊
川
自
謂
不
s
﹂

と
い
う
逸
話
が
見
え
る
︒

(
120
)

『論
語
﹄
子
張
に
﹁
大
德
不
踰
閑
︐
小
德
出
入
可
也
﹂
と
あ
る
の
に
も

と
づ
く

(葉
長
靑
)
︒

(
121
)

『皇
 
�
獻
�
考
﹄
卷
一
百
七
十
四
︑
樂
考
二
十
に
﹁
國
初
亦
設
立
敎

坊
司
︐
而
 
會
宴
享
R
奏
︐
V
用
時
俗
曲
>
者
︐
蓋
沿
M
代
之
舊

也
︒
迨
雍
正
七
年
︐
改
敎
坊
之
名
︐
除
樂
戶
之
籍
︐
盡
革
�
M
陋

制
度
﹂
と
あ
る
︒

(
122
)

原
�
﹁
液
娼
頓
妓
﹂
に
つ
い
て
︑
葉
瑛
は
﹁
頓
﹂
は
液
動
に
對
す
る
停

留
の
)
と
す
る
︒

(
123
)

原
�
﹁
漁
色
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
坊
記
に
﹁
諸
侯
不
下
漁﹅

色﹅

﹂
と
あ
り
︑

½
�
に
﹁
謂
不
內
取
於
國
中
也
︒
內
取
國
中
爲
下
漁
色
︒
⁝
⁝
國

君
而
內
取
︐
象
捕
魚
然
︐
中
網
取
之
︐
是
無
R
擇
﹂
と
あ
る
︒

(
124
)

原
�
﹁
三
尺
﹂
は
︑﹃
漢
書
﹄
�
�
傳
︑
杜
周
に
﹁
不
循
三﹅

尺﹅

法
﹂
と

あ
り

(﹃
�
記
﹄
も
同
じ
)
︑
孟
康
の
說
に
﹁
以
三﹅

尺﹅

竹
鯵
書
法
律

也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
︒﹃
�
記
集
解
﹄
に
引
く
﹃
漢
書
g
義
﹄

も
同
じ
)
︒

(
125
)

『大
淸
律
例
﹄
卷
三
十
三
︑
𠛬
律
﹁
官
�
宿
娼
﹂
條
に
﹁
凡

(
�
武
)
官

�
宿
娼
者
杖
六
十

(挾
妓
飮
酒
亦
坐
此
律
)
︒
媒
合
人
減
一
等
︒
若

官
員
子
孫

(應
襲
廕
)
宿
娼
者
︐
罪
亦
如
之
︒
條
例
一
：
監
生
︑

生
員
撒
潑
嗜
酒
︐
挾
制
師
長
︐
不
守
監
規
學
規
︐
s
挾
妓
賭
\
︐

出
入
官
府
︐
c
滅
詞
訟
︐
說
事
�
錢
︐
®
攬
物
料
等
項
者
︐
問
發

爲
民
︐
各
治
以
應
得
之
罪
︒
得
贓
者
︐
計
贓
從
重
論
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)

(
126
)

『
�
記
﹄
�
�
列
傳
序
に
﹁
網
漏
於
吞
舟
之
魚
﹂
と
あ
る
の
に
も
と
づ

く

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(
127
)

原
�
﹁
爰
書
﹂
は
︑﹃
�
記
﹄
お
よ
び
﹃
漢
書
﹄
�
�
傳
︑
張
湯
に

﹁
傳
爰﹅

書﹅

﹂
と
あ
り
︑
顏
師
古
の
�
に
﹁
爰﹅

︐
奄
也
︐
以
�
書
代

奄
其
口
辭
也
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
)
︒

(
128
)

『論
語
﹄
里
仁
に
﹁
君
子
懷
𠛬
︐
小
人
懷
惠
﹂
と
あ
る
の
に
も
と
づ
く

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(
129
)

『左
傳
﹄
宣
公
四
年
お
よ
び
定
公
三
年
に
﹁
自
拘
於
司
敗
﹂
と
あ
る
の

に
も
と
づ
く

(
葉
長
靑
)
︒

(
130
)

｢
靑
樓
﹂
は
﹁
紅
粉
﹂
と
同
じ
く
妓
女
を
謂
う
︒
袁
枚
﹃
隨
園
詩
話
﹄

卷
十
二
に
﹁
齊
武
�
於
興
光
樓
上
施
靑
漆
︐
謂
之
﹃
靑
樓
﹄；
是

靑
樓
乃
�
王
之
居
︒
故
曹
Ó
詩
﹃
靑
樓
臨
大
路
﹄；
駱
賓
王
詩

﹁
大
�
靑
樓
十
二
重
｣
：
言
其
華
也
︒
今
以
妓
爲
靑
樓
︐
P
矣
︒
梁

劉
邈
詩
曰
：
『倡
女
不
�
愁
︐
結
束
下
靑
樓
﹄︒
殆
稱
妓
居
之
始
﹂

と
あ
る
︒
な
お
︑
劉
邈
の
詩
﹁
萬
山
見
采
桑
人
﹂
は
﹃
玉
臺
怨

詠
﹄
卷
八
に
收
め
る

(﹁
女
﹂
を
﹁
妾
﹂
に
作
る
)
︒

(
131
)

『中
庸
﹄
に
﹁
生
乎
今
之
世
︐
反
古
之
�
︐
如
此
者
烖
s
其
見
者
也
﹂

と
あ
る
の
に
も
と
づ
く
︒

(
132
)

『禮
記
﹄
大
傳
に
﹁
雖
百
世
而
昏
姻
不
�
者
︐
周
�
然
也
﹂
と
あ
る
︒

(
133
)

原
�
﹁
挑
¿
﹂﹁
子
矜
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
詩
﹄
½
風
﹁
子
矜
﹂
に
﹁
靑

靑
子﹅

矜﹅

﹂
と
あ
り
︑
毛
傳
に
﹁
靑
矜
︐
靑
領
也
︐
學
子
之
R
Ö
﹂

と
あ
る
︒
ま
た
﹁
挑﹅

兮
¿﹅

兮
︐
在
城
闕
兮
﹂
と
あ
り
︑
毛
傳
に

﹁
挑﹅

¿﹅

︐
§
來
相
見
貌
﹂︑
集
傳
に
﹁
挑﹅

︐
輕
儇
跳
7
之
貌
︒
¿﹅

︐

放
恣
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(
134
)

原
�
﹁
巾
幗
﹂
は
︑﹃
三
國
志
﹄
魏
書
︑
M
�
紀
�
に
引
く
﹃
魏
氏
春

秋
﹄
に
﹁
亮
既
屢
^
y
�
書
︐
印
致
巾﹅

幗﹅

.
人
之
Ë
︐
以
怒
宣
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王
﹂
と
あ
る
︒
女
性
の
頭
巾
と
髮
Ë
り
か
ら
轉
じ
て
女
性
を
指
す
︒

(
135
)

原
�
﹁
非
夫
﹂
は
︑﹃
左
傳
﹄
宣
公
十
二
年
に
﹁
聞
敵
强
而
½
︐
非﹅

夫﹅

也
﹂
と
あ
り
︐
杜
預
の
�
に
﹁
非
丈
夫
﹂
と
あ
る

(嚴
C
・
武
秀

成
﹃
�
�
�
義
�
譯
﹄
)
︒

(
136
)

原
�
﹁
絲
蘿
﹂
は
︑
Ñ
絲
と
女
蘿
︒
と
も
に
蔓
草
の
名
で
︑
絡
み
合
っ

て
容
易
に
ほ
ど
け
な
い
こ
と
か
ら
結
婚
の
譬
喩
と
し
て
用
い
ら
れ

る
︒﹁
古
詩
十
九
首
﹂
の
﹁
冉
冉
孤
生
竹
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
二
十
九
)

に
﹁
與
君
爲
怨
婚
︐
Ñ
絲﹅

附
女
蘿﹅

﹂
と
あ
る

(嚴
C
・
武
秀
成
)
︒

(
137
)

『孟
子
﹄
離
婁
上
に
﹁
男
女
ã
�
不
親
︐
禮
也
﹂
と
あ
り

(葉
長
靑
)
︑

﹃
禮
記
﹄
曲
禮
上
に
﹁
男
女
不
雜
坐
︐
不
同
椸
枷
︐
不
同
巾
櫛
︐

不
親
ã
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(
138
)

原
�
﹁
緣
*
綺
靡
﹂
は
︑
陸
機
﹁
�
賦
﹂
(﹃
�
o
﹄
卷
十
七
)
に
﹁
詩
緣﹅

*﹅

而
綺﹅

靡﹅

︐
賦
體
物
而
瀏
亮
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(
139
)

原
�
﹁
氣
類
﹂
は
︑﹃
南
齊
書
﹄
�
學
︑
陸
厥
傳
に
﹁
吳
興
沈
á
︑
陳

郡
謝
朓
︑
琅
¡
王
融
以
氣﹅

類﹅

相
推
轂
﹂
と
あ
る
︒

(
140
)

原
�
﹁
臚
傳
﹂
は
︑
殿
試
の
合
格
者
を
皇
�
が
召
見
す
る
際
に
︑
成
績

順
に
名
を
呼
び
傳
え
る
こ
と

(嚴
C
・
武
秀
成
)
︒
楊
萬
里
﹁
四
�

十
七
日
侍
立
集
英
殿
觀
Å
士
唱
名
﹂
(﹃
�
齋
集
﹄
卷
二
十
二
)
に

﹁
殿
上
臚﹅

傳﹅

第
一
聲
︐
殿
�
拭
目
萬
人
驚
﹂
と
あ
る
︒

(
141
)

原
�
﹁
品
題
﹂﹁
�
旦
﹂
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
許
劭
傳
に
﹁
初
︐
劭
與
靖
俱

V
高
名
︐
好
共
覈
論
鄉
黨
人
物
︐
每
�
輒
{
其
品﹅

題﹅

︐
故
汝
南
俗

V
�﹅

旦﹅

t
焉
﹂
と
あ
る
︒

(
142
)

原
�
﹁
釵
樓
勾
曲
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
釵
樓
﹂
は
本
書
卷
二
﹁
言
公
下
﹂

に
﹁
金
羈
白
馬
︐
酒
市
釵﹅

樓﹅

︐
年
少
之
樂
也
﹂
と
あ
り
︑
K
宋
時

代
咸
陽
に
あ
っ
た
酒
樓

(寶
釵
樓
)
を
指
す

(
內


二
譯
�

(2
)︑

九
九
頁
)
︒
ま
た
﹁
勾
曲
﹂
は
劉
刻
﹃
違
氏
�
書
﹄
卷
五
﹁
詩
話
﹂

に
﹁
至
乃
陪
公
子
於
靑
樓
︹
貴
人
公
子
︐
時
同
句﹅

曲﹅

︺
︐
頌
嬌
Æ

於
金
屋
︹
貴
人
愛
寵
︐
無
不
詳
於
筆
記
︺
︐
尤
稱
絕
技
︐
備
極
精

能
﹂
と
あ
り
︑
廬
江
何
氏
鈔
本
は
﹁
句
曲
﹂
を
﹁
勾
曲
﹂
に
作
る

(底
本
に
は
こ
の
部
分
は
な
い
)
︒

(
143
)

原
�
﹁
靜
女
閨
姝
﹂
は
︑﹃
詩
﹄
邶
風
﹁
靜
女
﹂
に
﹁
靜﹅

女﹅

其
姝﹅

︐
俟

我
於
城
隅
﹂
と
あ
り

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︑
毛
傳
に
﹁
靜
︐
貞
靜
也
︒

女
德
貞
靜
而
V
法
度
︐
乃
可
說
也
︒
姝
︐
美
色
也
﹂
と
あ
る
︒

(
144
)

原
�
﹁
專
藝
而
守
官
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
二
﹁
原
�
中
﹂
(
內


二

譯
�

(2
)︑
二
七
〇
頁
)
お
よ
び
卷
三
﹁
�
釋
﹂
(
內


三
譯
�
︑
二

四
〇
頁
)
に
﹁
各
守
專
官
﹂
と
あ
る
の
を
參
照
︒

(
145
)

原
�
﹁
成
�
﹂
は
︑﹃
白
虎
�
﹄
*
性
に
﹁
禮
者
︐
履
也
︐
履
�
成﹅

�﹅

也
﹂
と
あ
る
︒

(
146
)

葉
長
靑
は
︑
兩
漢
を
�
じ
て
禮
の
違
句
は
橋
仁
の
﹃
禮
記
違
句
﹄
の
み

(﹃
後
漢
書
﹄
橋
玄
傳
に
見
え
る
)
と
す
る
︒

(
147
)

『
�
記
﹄
儒
林
列
傳
に
﹁
魯
徐
生
善
爲
容
︐
孝
�
�
時
︐
徐
生
以
容
爲

禮
官
大
夫
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
本
書
卷
四
﹁
橫
�
﹂
�

(18
)
を
參
照
︒

(
148
)

『禮
記
﹄
曲
禮
上
に
﹁
外
言
不
入
於
梱
︐
內
言
不
出
於
梱
﹂
と
あ
る
︒

(
149
)

『孟
子
﹄
滕
�
公
下
に
﹁
出
疆
必
載
質
︐
何
也
︒
曰
：
士
之
仕
也
︐
 

農
夫
之
�
也
︐
農
夫
豈
爲
出
疆
舍
其
耒
耜
哉
﹂
と
あ
る

(葉
長

靑
・
葉
瑛
)
︒

(
150
)

原
�
﹁
禮
防
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
坊
記
に
﹁
夫
禮﹅

︐
坊﹅

民
R
淫
﹂
と
あ
る
︒

(
151
)

陳
繼
儒
﹃
安
得
長
者
言
﹄
に
﹁
男
子
V
德
I
是
才
︐
女
子
無
才
I
是

德
﹂
と
あ
る
︒
こ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
論
t
は
︑
馮
夢
龍
﹃
智

囊
﹄
卷
二
十
五
﹁
閨
智
部
總
序
﹂︑
蒲
秉
權
﹁
封
太
孺
人
何
氏
行

狀
﹂
(﹃
碩
薖
園
集
﹄
卷
四
)
︑
王
相
の
母
劉
氏
の
X
と
傳
え
ら
れ
る
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﹃
女
範
捷
錄
﹄
才
德
な
ど
︑
M
末
の
諸
書
に
散
見
す
る
︒

(
152
)

原
�
﹁
時
髦
﹂
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
孝
順
孝
沖
孝
質
�
紀
贊
に
﹁
孝
順
初

立
︐
時﹅

髦﹅

允
集
﹂
と
あ
り
︑
李
賢
の
�
に
﹁︽
爾
�
︾
曰
：
『髦
︐

俊
也
﹄︒
郭
璞
�
曰
：
『士
中
之
俊
︐
 
毛
中
之
髦
﹄︒
時
張
晧
︑

王
龔
︑
龐
參
︑
張
衡
︑
李
郃
︑
李
固
︑
黃
瓊
之
儔
也
﹂
と
あ
る
︒

ま
た
﹁
中
駟
﹂
は
︑﹃
�
記
﹄
孫
子
吳
c
列
傳
に
﹁
孫
子
曰
：
『今

以
君
之
下
駟
與
彼
上
駟
︐
取
君
上
駟
與
彼
中﹅

駟﹅

︐
取
君
中﹅

駟﹅

與
彼

下
駟
﹄︒
既
馳
三
輩
畢
︐
而
田
忌
一
不
�
而
再
�
﹂
と
あ
る

(葉
長

靑
・
葉
瑛
)
︒

(
153
)

原
�
﹁
絕
塵
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
田
子
方
に
﹁
夫
子
奔
逸
絕﹅

塵﹅

︐
而
囘
瞠

若
乎
後
矣
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒
本
書
卷
二
﹁
言
公
下
﹂
�

(
121
)

を
參
照
︒

(
154
)

本
書
卷
四
﹁
橫
�
﹂
に
同
樣
の
議
論
が
あ
る

(
內


四
譯
�
︑
一
七
四

頁
)
︒

�
學
�
書
後

【
成
立
年
代
︼

本
卷
﹁
.
學
﹂
譯
�
を
參
照
︒
姚
名
¿
﹃
違
實
齋
先
生
學
�
年
�
﹄
の
嘉
慶

二
年
丁
巳
條
は
︑﹃
丁
巳
箚
記
﹄
に
見
え
る
袁
枚
批
S
の
記
営
を
あ
げ
て
︑﹁
攻

袁
之
端
始
見
於
此
年
﹂
と
す
る
︒
嘉
慶
二
年
は
︑
袁
枚
の
沒
年

(八
十
三
歲
)

で
あ
り
︑﹁
.
學


﹂﹁
同
書
後
﹂
を
は
じ
め
袁
枚
を
批
S
す
る
�
違
の
X
営
は

こ
れ
よ
り
時
閒
"
に
d
る
可
能
性
も
あ
る
︒

.
學
之


︐
R
以
救
頽
風
︐
維
世
敎
︐
飭
倫
紀
︐
別
人
禽
︐
蓋
V
R
不
得

已
而
爲
之
︐
非
好
辨
也
︒
說
者
謂
解
︽
詩
︾
與
朱
子
衣
指
︐
È
於
功
令
︒
不
知

諸
經
參
取
古
義
︐
未
始
非
功
令
也
︒
蓋
以
*
理
言
之
︐
蚩
氓
.
豎
︐
矢
口
成
違
︐

X
出
後
世
�
人
之
上
︐
古
今
不
應
若
是
懸
殊
︒
且
兩
漢
之
去
春
秋
︐
�
於
今
日

之
去
兩
漢
︒
漢
人
詩
�
︐
存
於
今
者
︐
無
不
高
古
渾
樸
︒
人
Z
疑
漢
世
人
才
︐

X
�
後
代
︒
然
觀
金
石
諸
>
︐
漢
人
�
辭
︐
不
著
竹
素
︑
而
以
金
石
傳
後
代
者
︐

其
中
實
多
蕪
蔓
冗
闒
︐
與
�
人
不
能
�
者
︐
未
始
懸
殊
︒
可
知
漢
人
不
盡
能
�
︐

傳
者
特
其
尤
善
者
耳
︒
三
代
傳
�
︐
當
亦
如
是
︒
必
謂
彼
時
.
豎
矢
g
︐
皆
足

以
垂
經
訓
︐
豈
理
也
哉
︒

.
學


を
著
し
た
の
は
︑
®
れ
た
風
氣
を
救
い
︑
禮
敎
を
荏
え
︑
倫
理
を
正

し
︑
人
と
禽
獸
と
の
區
別
を
つ
け
る
が
た
め
で
あ
る
︒
や
む
を
え
ず
し
て
つ

く
っ
た
の
で
あ
り
︑
爭
い
論
ず
る
の
を
好
ん
で
の
こ
と
で
は
な
い(1
)
︒
論
者
は
︑

﹃
詩
﹄
を
解
す
る
上
で
朱
子
と
趣
旨
を
衣
に
す
る
の
は
︑
公
式
の
規
定
に
È
背

し
て
い
る(2
)
︑
な
ど
と
い
う
が
︑
實
の
と
こ
ろ
は
︑
諸
經
に
つ
い
て
︑
(朱
子
﹃
詩

集
傳
﹄
よ
り
�
の
)
古
義
を
も
あ
わ
せ
て
用
い
る
の
は
︑
公
式
の
規
定
に
ま
っ
た

く
反
し
て
い
な
い
︒
*
理
に
照
ら
し
て
考
え
て
み
よ
う
︒
(い
に
し
え
に
あ
っ
て
)

純
樸
な
人
民(3
)
や
.
女
・
子
供
が
口
か
ら
出
る
に
ま
か
せ
て
�
を
つ
く
っ
て(4
)
︑
そ

れ
が
︑
後
世
の
�
違
家
に
は
る
か
に
ま
さ
る
︑
と
︒
古
今
の
閒
で
懸
_
が
そ
れ

ほ
ど
ま
で
に
は
な
は
だ
し
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
え
よ
う
か
︒
ひ
と
ま
ず

(い

に
し
え
の
人
と
今
の
人
と
が
︑
詩
�
を
著
す
こ
と
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
か
け
は
な
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
︑
兩
漢
と
今
と
の
差
衣
を
ひ
き
あ
い
に
)
考
え
る
と
︑
兩
漢

が
春
秋
か
ら
時
閒
"
に
_
た
る
度
合
い
は
︑
現
在
が
兩
漢
か
ら
_
た
っ
て
い
る

よ
り
も
�
い
︒
漢
代
の
人
の
詩
�
で
︑
今
日
に
傳
わ
っ
て
い
る
の
は
︑
す
べ
て
︑

い
に
し
え
ぶ
り
の
格
>
あ
る
素
朴
さ
を
そ
な
え
て
い
る
︒
そ
こ
で
人
は
︑
漢
代

の
人
才
は
︑
は
る
か
に
後
世
に
�
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
う
︒
し
か
し

な
が
ら
︑
金
石
に
刻
ま
れ
た
�
を
收
錄
し
た
書
物
を
見
る
に
︑
漢
人
の
�
違
で
︑

竹
帛(5
)
に
著
し
て
書
物
に
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
金
石
に
刻
ま
れ
た
形
で
の
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み
後
世
に
傳
わ
っ
て
い
る
�
違
に
つ
い
て
い
う
と
︑
そ
の
中
に
は
︑
ご
て
ご
て

と
冗
長
な
も
の
が
多
く
︑
�
人
の
う
ち
で
�
違
が
上
手
く
な
い
者
と
そ
れ
ほ
ど

差
は
無
い
︒
し
て
み
る
と
︑
漢
人
の
誰
も
が
�
に
た
く
み
で
あ
っ
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
︑
傳
存
し
て
い
る
�
違
が
特
に
優
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
だ
︑
と

わ
か
る
で
あ
ろ
う
︒
三
代
か
ら
傳
わ
っ
て
い
る
�
に
つ
い
て
も
︑
事
*
は
こ
れ

と
同
樣
で
あ
る
は
ず
だ
︒﹁
.
女
や
子
供
が
g
を
つ
ら
ね
て
詠
ん
だ
詩
が
︑
い

ず
れ
も
敎
訓
を
垂
れ
る
だ
け
の
內
容
を
そ
な
え
た
﹂
と
考
え
る
の
は
︑
不
自
然

で
は
な
い
か
︒

朱
子
之
解
︐
初
不
�
自
存
一
說
︐
宜
若
無
大
Ø
也
︒
而
�
日
不
學
之
徒
︐

e
據
以
誘
無
知
士
女
︐
逾
閑
蕩
檢
︐
無
復
人
禽
之
分
︒
則
解
詩
之
P
︐
何
衣
P

解
︽
金
縢
︾
而
»
︹
一
︺

居
攝
︐
P
解
︽
周
禮
︾
而
»
靑
苗
︒
朱
子
豈
知
液
禍
至

於
斯
極
︒
卽
當
日
與
朱
子
辨
難
者
︑
亦
不
知
液
禍
之
至
斯
極
也
︒
從
來
詩
貴
風

�
︒
卽
K
︑
宋
詩
話
︐
論
詩
雖
至
淺
�
︐
不
�
�
論
工
拙
︐
比
擬
字
句
︐
爲
古

人
R
不
Ö
�
耳
︒
彼
不
學
之
徒
︐
無
端
標
爲
風
趣
之
目
︐
盡
抹
¡
正
貞
淫
︑
是

非
得
失
︐
而
y
人
但
求
風
趣
︒
甚
至
言
采
蘭
贈
u
之
詩
︐
V
何
關
係
而
夫
子
錄

之
︐
以
證
風
趣
之
說
︒
無
知
士
女
︐
頓
忘
廉
檢
︐
從
風
波
靡
︒
是
以
︽
六
經
︾

爲
�
欲
宣
淫
之
具
︐
則
非
�
無
法
矣
︒

〔一
︺
｢
»
居
攝
﹂
︐
嘉
業
堂
違
氏
�
書
本
作
﹁
c
居
攝
﹂︒

(﹃
詩
﹄
の
淫
奔
を
內
容
と
す
る
諸


に
つ
い
て
︑﹁
詩
人
で
は
な
く
︑
當
事
者
た
る
男

女
が
歌
っ
た
詩
だ
﹂
と
す
る
)
朱
子
の
解
釋
は
︑
一
の
別
解
と
し
て
殘
し
て
お
い

た
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て(

6
)
︑
そ
れ
ほ
ど
問
題
と
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
っ
た
︒

と
こ
ろ
が
︑
�
�
の
不
學
の
輩
が
︑
(﹁
男
女
が
歌
っ
た
戀
愛
詩
で
あ
る
﹂
と
の
說

を
)
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
︑
無
知
な
士
人
や
.
女
を
た
ぶ
ら
か
し
︑
け
じ
め
を

な
し
®
し
に
し
︑
人
と
禽
獸
と
の
區
別
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
こ
う

な
る
と
︑﹃
詩
﹄
を
解
釋
す
る
上
で
の
P
り
が
禍
Ø
を
引
き
c
こ
す
の
は
︑

﹃
書
﹄
の
金
縢


を
曲
げ
て
解
し
て
︑
(王
厭
が
)
攝
政
位
に
就
い
て
政
務
を
代

行
す
る
事
態
に
�
を
ひ
ら
き(7
)
︑﹃
周
禮
﹄
を
曲
げ
て
解
し
て
︑
靑
苗
法
が
實
施

さ
れ
る
事
態
を
引
き
c
こ
し
た(8
)
の
と
衣
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
︒
朱
子
は
︑
結
果

"
に
禍
Ø
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
な
る
と
ど
う
し
て
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
︒

當
時
に
あ
っ
て
︑
朱
子
と
︑﹃
詩
﹄
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
討
論
し
た
者
も(9
)
︑
や

は
り
引
き
c
こ
さ
れ
る
禍
Ø
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
な
る
と
は
知
ら
な
か
っ
た
︒

か
つ
て
︑
詩
は
︑
風
�
を
±
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
︒
K
宋
の
詩
話
は
と
い
え
ば
︑

詩
を
論
ず
る
そ
の
あ
り
方
は
︑
ご
く
皮
相
で
あ
っ
て
︑
工
拙
を
�
べ
論
じ
︑
字

句
を
つ
き
あ
わ
せ
る
だ
け
の
內
容
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
(そ
れ
は
)
古
人
に
と
っ

て
論
ず
る
の
を
好
み
は
し
な
い
事
柄
で
あ
っ
た
に
�
ぎ
な
い

(=

こ
と
さ
ら
に
咎

め
だ
て
る
よ
う
な
內
容
で
は
な
い
)
︒
か
の
不
學
の
輩
は
と
い
え
ば
︑
む
や
み
に(10
)

﹁
風
趣(11
)
﹂
を
眼
目
と
し
︑
¡
正
と
貞
淫
︑
是
非
と
得
失
と
い
っ
た
區
別
を
こ
と

ご
と
く
.
し
去
り
︑
人
に
專
ら
に
風
趣
ば
か
り
を
x
求
さ
せ
︑
は
な
は
だ
し
く

は
︑﹁
蘭
を
J
り
u
を
贈
る(12
)
と
い
っ
た
詩
は
︑
(
綱
常
や
褒
貶
と
)
何
ら
か
か
わ
り

が
な
い
け
れ
ど
も
︑
夫
子
は
こ
れ
を
﹃
詩
﹄
に
J
錄
し
て
い
る
で
は
な
い
か
﹂

と
営
べ
て(13
)
︑
み
ず
か
ら
の
﹁
詩
は
風
趣
を
重
ん
ず
﹂
と
の
說
を
裏
づ
け
る
ま
で

に
至
っ
て
い
る
︒
無
知
な
る
士
人
と
.
女
は
︑
正
し
く
律
す
る
こ
と
を
す
ぐ
さ

ま
忘
れ
︑
風
に
吹
か
れ
波
に
搖
ら
れ
る
も
同
然
に
液
行
に
x
隨
し
て
し
ま
っ
て

い
る(14
)
︒
こ
れ
は
︑
六
經
を
︑
*
欲
を
�
き
淫
亂
を
宣
揚
す
る
た
め
の
�
具
と
す

る
行
い
で
あ
っ
て
︑
�
人
を
誹
謗
し
︑
禮
法
を
な
み
す
る
も
の
だ
︒

或
曰
：
︽
詩
序
︾
�
不
可
盡
廢
矣
︒
í
謂
古
之
氓
庶
︐
不
應
能
詩
︐
則
如

役
者
之
謠
︐
輿
人
之
祝
︐
皆
出
氓
庶
︐
其
辭
至
今
誦
之
︐
豈
傳
記
之
誣
歟
︒

答
曰
：
此
當
日
諺
語
︐
非
復
�
言
︐
正
如
先
儒
R
謂
殷
盤
周
誥
︐
因
於
土
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俗
︐
歷
時
久
X
︐
轉
爲
古
奧
︐
故
其
辭
多
奇
崛
︒
非
如
風
詩
和
¬
莊
�
︐
出
於

�
學
士
者
︐
亦
如
典
謨
之
�
︐
雖
歷
久
而
無
難
於
誦
識
也
︒
以
風
詩
之
和
�
︐

與
民
俗
之
謠
諺
︐
絕
然
不
同
︐
益
知
國
風
男
女
之
辭
︐
皆
出
詩
人
諷
刺
︐
而
非

蚩
氓
男
女
R
能
作
也
︒
是
則
風
趣
之
說
︐
不
待
攻
而
破
︐
不
待
敎
而
誅
者
也
︒

あ
る
人
が
い
う
︒
詩
序
の
說
は
︑
す
べ
て
を
}
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

﹁
い
に
し
え
の
庶
民
が
︑
詩
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず
が
な
い
﹂
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
︑
勞
役
に
從
事
す
る
者
の
は
や
り
歌(15
)
や
︑
人
民
が
呪
っ
た
り
た
た

え
た
り
し
た
歌(
16
)
と
い
っ
た
類
が
︑
い
ず
れ
も
庶
民
の
口
か
ら
出
て
︑
そ
の
歌
の

こ
と
ば
が
今
日
に
至
る
ま
で
讀
み
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
︑
古
�
獻
の
で
た
ら
め

だ
と
い
う
の
か
︒

答
え
︒
こ
れ
は
當
時
に
言
い
慣
わ
さ
れ
た
決
ま
り
�
句(17
)
で
あ
っ
て
︑
品
格
あ

る
整
っ
た
こ
と
ば(
18
)
で
は
な
い
︒
ま
さ
に
先
儒
の
い
う
﹁
殷
の
盤
︑
周
の
誥(19
)
﹂
の

よ
う
に
讀
み
づ
ら
く
︑
土
地
の
言
葉
に
根
ざ
し
て
︑
は
る
か
に
X
く
時
を
經
て
︑

今
日
か
ら
す
れ
ば
古
め
か
し
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
︒
そ
の
た
め
︑

そ
の
こ
と
ば
に
は
︑
な
め
ら
か
さ
を
缺
い
て
讀
み
に
く
い
箇
R(20
)
が
多
い
︒﹃
詩
﹄

國
風
の
諸


は
︑
お
だ
や
か
で
氣
高
く
︑
�
違
を
こ
と
と
す
る
人
士
の
手
に
な

る
作
品
で
あ
り
︑﹃
書
﹄
に
お
け
る
典
や
謨
と
同
樣
で
あ
っ
て
︑
長
ら
く
時
を

經
て
も
︑
容
易
に
讀
み
な
ら
う
こ
と
が
で
き
る
︒
庶
民
の
口
か
ら
出
て
う
た
い

繼
が
れ
た
歌
謠
は
こ
う
で
は
な
い
︒﹃
詩
﹄
國
風
の
お
だ
や
か
で
整
っ
た
さ
ま

は
︑
民
閒
で
う
た
い
繼
が
れ
た
歌
謠
と
は
ま
っ
た
く
衣
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑

一
層
は
っ
き
り
わ
か
る
の
だ
︑﹁
國
風
に
見
え
る
男
女
の
こ
と
ば
は
︑
詩
人
の

諷
刺
に
由
來
し
︑
無
知
な
る
庶
民
の
男
女
が
作
り
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
﹂
と
︒
こ
う
し
て
見
れ
ば
︑﹁
詩
は
風
趣
を
眼
目
と
す
る
﹂
と
の
說
は
︑
批

S
す
る
ま
で
も
な
く
お
の
ず
と
破
綻
を
來
し
︑
敎
え
さ
と
す
ま
で
も
な
く
い
き

な
り
處
罰
し
て
し
ま
っ
て(
21
)
よ
い
も
の
で
あ
る
︒

至
於
古
人
.
學
︐
雖
衣
丈
夫
︐
然
於
禮
陶
樂
淑
︐
則
上
自
王
公
后
妃
︐
下

s
民
閒
俊
秀
︐
男
女
無
不
相
Ö
n
也
︒
蓋
四
德
之
中
︐
非
禮
不
能
爲
容
︐
非
詩

不
能
爲
言
︒
詩
敎
故
�
於
樂
︐
故
︽
關
雎
︾
¶
c
�
中
︐
而
天
下
夫
.
無
不
治

也
︒
三
代
以
後
︐
小
學
廢
︐
而
儒
多
師
說
之
歧
︒
.
學
廢
︐
而
士
少
齊
家
之
效
︒

師
說
歧
︐
而
衣
端
得
亂
其
敎
︐
自
古
以
爲
病
矣
︒
若
夫
.
學
之
廢
︐
人
謂
家
政

不
甚
修
耳
︒
豈
知
千
載
而
後
︐
乃
V
不
學
之
徒
︐
創
爲
風
趣
之
說
︹
一
︺

︐
Z
y

閨
閣
不
安
義
分
︐
慕
賤
士
之
趨
名
︒
其
禍
烈
於
洪
水
猛
獸
︐
名
義
君
子
︐
能
無

世
�
憂
哉
︒
昔
歐
陽
氏
病
佛
敎
之
蔓
�
︐
則
欲
修
先
王
之
政
︐
自
固
元
氣
︐

︽
本
論
︾
R
爲
作
也
︒
今
不
學
之
徒
︐
以
¡
說
蠱
惑
閨
閣
︐
亦
惟
.
學
不
修
︐

故
閨
閣
易
爲
惑
也
︒

〔一
︺﹁
創
爲
風
趣
之
說
﹂
︐
嘉
業
堂
違
氏
�
書
本
作
﹁
剏﹅

爲
風
趣
之
說
﹂︒

い
に
し
え
に
お
け
る
.
人
の
學
問
は
と
い
え
ば
︑
男
性
の
學
問
と
衣
な
る
と

は
い
っ
て
も
︑﹁
禮
に
よ
り
陶
冶
し
樂
に
よ
り
品
位
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
﹂
の

は
︑
上
は
王
公
后
妃
か
ら
︑
下
は
民
閒
の
す
ぐ
れ
た
者
に
至
る
ま
で
︑
男
女
の

誰
も
が
熟
¿
す
る
事
柄
で
あ
っ
た
︒
思
う
に
︑
(
.
人
が
修
め
る
べ
き
)
四
德(22
)
の

う
ち
で
も
︑﹁
容
貌
を
と
と
の
え
る
﹂
と
い
う
德
は
︑
禮
に
よ
っ
て
こ
そ
成
り
︑

﹁
言
葉
づ
か
い
を
正
す
﹂
と
い
う
德
は
︑
詩
に
よ
っ
て
こ
そ
成
る
︒
詩
の
敎
え

は
︑
本
來
︑
樂
と
も
共
�
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
︑﹁
關
雎
﹂
の

詩
に
託
さ
れ
た
敎
¶
の
は
た
ら
き
は
︑
閨
�
中
の
女
性
か
ら
c
こ
り
︑
(﹁
樂
﹂

が
﹁
品
位
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
﹂
の
と
同
樣
に
)
天
下
の
夫
.
す
べ
て
を
正
し
い
あ

り
方
に
か
な
う
よ
う
に
�
い
た
の
で
あ
る(23
)
︒
三
代
よ
り
後
︑
小
學(24
)
が
廢
れ
て
し

ま
う
と
︑
儒
家
の
閒
で
も
︑
師
か
ら
繼
承
す
る
說
が
多
樣
に
分
岐
し
て
し
ま
い
︑

.
人
の
學
問
が
廢
れ
て
し
ま
う
と
︑
士
は
家
を
と
と
の
え
お
さ
め
る
の
が
う
ま

く
い
か
な
い
よ
う
に
な
っ
た
︒
師
說
が
分
岐
し
て
︑
衣
端
が
そ
の
敎
を
亂
し
得
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る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
い
に
し
え
よ
り
こ
れ
を
問
題
視
し
て
き

た
︒
(一
方
︑
)
.
人
の
學
問
が
廢
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
人
々
は
︑

家
政
が
あ
ま
り
修
ま
ら
な
く
な
っ
た
點
を
問
題
だ
と
考
え
る
に
と
ど
ま
る
︒
ま

さ
か
︑
千
年
の
後
︑
不
學
の
輩
が
出
て
︑﹁
詩
は
風
趣
を
眼
目
と
す
る
﹂
と
の

說
を
創
り
出
し
て
︑
そ
の
說
の
影
×
に
よ
っ
て
︑
女
性(25
)
が
そ
の
本
分
に
安
ん
ぜ

ず
︑
人
格
陋
劣
な
士
人
が
名
聲
を
得
よ
う
と
奔
走
す
る
の
を
手
本
と
す
る
*
況

(=

女
性
も
ま
た
﹁
賤
士
﹂
さ
な
が
ら
に
標
榜
を
こ
と
と
す
る
︑
と
い
う
*
況
)
に
至
ろ

う
と
は
知
る
よ
し
も
な
か
っ
た
︒
(
.
人
の
學
問
が
廢
れ
た
結
果
で
あ
る
)
こ
う
し

た
風
潮
の
も
た
ら
す
禍
Ø
は
︑
洪
水
や
猛
獸
よ
り
も
は
な
は
だ
し
い
も
の
が
あ

る(
26
)
︒
�
義
の
±
ぶ
べ
き
を
知
る
君
子
た
る
も
の(27
)
︑
世
�
の
た
め
に
憂
え
る
こ
と

な
く
い
ら
れ
よ
う
か
︒
昔
︑
歐
陽
氏

(脩
)
は
︑
佛
敎
が
蔓
�
す
る
の
を
憂
え

た
が
た
め
に
︑
先
王
の
政
を
修
め
て
︑
根
源
の
生
命
力
を
確
固
た
る
も
の
と
し

よ
う
と
し
た
︒
彼
が
﹁
本
論
﹂
を
著
し
た
動
機
で
あ
る(28
)
︒
今
︑
不
學
の
徒
が
︑

¡
說
に
よ
っ
て
女
性
を
た
ぶ
ら
か
し
て
い
る
の
も
︑
や
は
り
︑
.
人
の
學
問
が

修
め
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
.
人
が
容
易
に
惑
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら

こ
そ
の
事
態
で
あ
る
︒

.
人
雖
V
非
儀
之
誡
︐
至
於
執
禮
�
詩
︐
則
如
日
用
飮
食
︐
不
可
斯
須
去

也
︒
或
以
.
職
絲
枲
中
饋
︐
�
辭
非
R
當
先
︐
則
印
�
矣
︒
夫
聰
M
秀
o
︐
天

之
賦
畀
初
不
擇
於
男
女
︐
如
草
木
之
V
英
華
︐
山
川
之
V
珠
玉
︐
雖
�
人
未
嘗

不
寶
貴
也
︒
豈
可
遏
抑
︒
正
當
善
成
之
耳
︒
故
女
子
生
而
質
樸
︐
但
y
粗
M
內

敎
︐
不
陷
�
失
而
已
︒
如
其
秀
o
�
書
︐
必
也
因
其
R
�
︐
申
M
詩
禮
淵
源
︐

Å
以
古
人
大
體
︐
班
姫
︑
韋
母
︐
何
必
去
人
X
哉
︒
夫
以
班
姫
︑
韋
母
爲
師
︐

其
視
不
學
之
徒
︐
直
妄
人
爾
︒

.
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
︑﹁
責
め
も
し
な
け
れ
ば
褒
め
も
し
な
い

(=

も
っ
ぱ
ら
に
飮
食
の
家
事
を
本
分
と
す
る
の
み
で
あ
る
)
﹂
と
の
敎
え(29
)
が
あ
り
は
す
る

も
の
の
︑﹁
禮
を
行
い
詩
を
と
り
か
わ
す
﹂
と
い
う
の
は
︑
日
頃
の
飮
食
も
同

樣
の
�
常
事
で
あ
っ
て
︑
い
さ
さ
か
も
離
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
だ
︒

﹁
.
人
の
つ
と
め
と
い
う
の
は
︑
糸
を
繰
り
:
を
つ
む
こ
と(30
)
や
祭
祀
に
あ
っ
て

食
事
を
整
え
る(31
)
と
い
っ
た
事
柄
で
あ
っ
て
︑
�
違
を
つ
づ
る
こ
と
は
︑
優
先
し

て
と
り
く
む
べ
き
事
柄
で
は
な
い
﹂
と
考
え
る
人
も
い
る
が
︑
ま
っ
た
く
閒

È
っ
て
い
る
︒
人
の
聰
M
さ
度
合
い
と
い
う
の
は
︑
天
が
賦
與
す
る
に
あ
た
っ

て
︑
男
性
か
女
性
か
で
區
別
を
つ
け
る
わ
け
で
は
な
く
︑
草
木
の
う
ち
に
も
と

り
わ
け
美
し
い
も
の
が
あ
り
︑
山
川
の
う
ち
に
も
珠
玉
を
產
出
す
る
の
と
同
樣

で
あ
っ
て
︑
(す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
る
場
合
に
は
)
�
人
も
こ
れ
を
寳
と
し
て
貴
ぶ

の
だ
︒
ど
う
し
て
お
さ
え
つ
け
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
︒
天
か
ら
稟
け
た
よ
い
�

質
を
成
就
さ
せ
る
べ
き
な
の
だ(32
)
︒
女
子
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
︑
性
質
が
質

樸
で
あ
る
か
ら
︑
女
性
の
敎
え
だ
け
を
お
お
よ
そ
理
解
さ
せ
れ
ば
︑
あ
や
ま
ち

に
陷
る
こ
と
は
な
い
︒
特
別
に
聰
M
で
書
物
に
�
ず
る
者
に
つ
い
て
は
︑
必
ず

�
じ
て
い
る
と
こ
ろ
を
足
が
か
り
に
し
て
︑
(
そ
の
女
性
に
對
し
て
)
﹃
詩
﹄﹃
禮
﹄

の
根
本
を
営
べ
M
ら
か
に
し
︑
古
人
の
あ
り
よ
う
を
提
示
す
れ
ば
︑
班
姫
・
韋

母
も
︑
常
人
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
目
標
た
り
う
る
︒
班
姫(33
)
︑

韋
母(34
)
を
手
本
と
す
れ
ば
︑
か
の
不
學
の
輩
を
ま
っ
た
く
の
妄
人
で
あ
る
と
見
な

す
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

(1
)

原
�
﹁
蓋
V
R
不
得
已
而
爲
之
︐
非
好
辨
也
﹂
は
︑﹃
孟
子
﹄
滕
�
公

下
に
﹁
公
都
子
曰
：
『外
人
皆
稱
夫
子
好
辯
︐
敢
問
何
也
﹄︒
孟
子

曰
：
『予
豈
好
辯
哉
︒
予
不
得
已
也
︒
⁝
⁝
我
亦
欲
正
人
心
︐
息

¡
說
︐
�
跛
行
︐
放
淫
辭
︐
以
承
三
�
者
︒
豈
好
辯
哉
︒
予
不
得

已
也
︒
能
言
�
楊
墨
者
︐
�
人
之
徒
也
﹄﹂
と
あ
る
の
を
踏
ま
え

る
︒
本
書
卷
二
﹁
原
�
下
﹂
に
﹁
夫
子
曰
：
『予
欲
無
言
﹄︒
欲
無
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言
者
︐
不
能
不
V
R
言
也
︒
孟
子
曰
：
『予
豈
好
辨
哉
︒
予
不
得

已
也
﹄︒
後
世
載
筆
之
士
︐
作
爲
�
違
︐
將
以
信
今
而
傳
後
︐
其

亦
尙
念
欲
無
言
之
旨
︐
與
夫
不
得
已
之
*
︐
庶
�
哉
﹂
と
あ
る

(
內


二
譯
�

(1
)︑
二
七
七
頁
)
︒

(2
)

科
舉
に
お
い
て
︑﹃
詩
﹄
の
解
釋
は
︑
元
 
以
來
︑
朱
熹
﹃
詩
集
傳
﹄

が
基
準
の
�
釋
と
な
っ
て
い
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
朱
熹
は
︑

﹃
詩
﹄
國
風
に
見
え
る
﹁
男
女
相
與
詠
歌
﹂
の
諸


に
つ
い
て
︑

﹃
詩
序
﹄
に
從
わ
ず
︑﹁
詩
人
が
諷
刺
す
る
た
め
に
擬
作
し
た
の
で

は
な
く
︑
當
事
者
の
男
女
が
詠
ん
だ
﹂
と
解
し
︑﹁
周
南
・
召
南

を
除
け
ば
︑
¡
正
・
是
非
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒
朱
熹

﹃
詩
集
傳
﹄
序
︑﹁
凡
︽
詩
︾
之
R
謂
︽
風
︾
者
︐
多
出
於
里
巷
歌

謠
之
作
︐
R
謂
男
女
相
與
詠
歌
︐
各
言
其
*
者
也
︒
惟
︽
周
南
︾

︽
召
南
︾
︐
親
被
�
王
之
¶
以
成
德
︐
而
人
皆
V
以
得
其
性
*
之
正

⁝
⁝
自
︽
邶
︾
而
下
︐
則
其
國
之
治
亂
不
同
︐
人
之
賢
否
亦
衣
︐

其
R
感
而
發
者
︐
V
¡
正
是
非
之
不
齊
﹂︒
違
學
�
は
︑﹁
.
學



﹂
で
︑﹁︽
國
風
︾
男
女
之
辭
︑
皆
出
詩
人
R
擬
﹂
と
し
て
︑

﹃
詩
序
﹄
に
從
う
立
場
か
ら
立
說
し
て
お
り

(三
三
三
頁
)
︑
こ
の

﹁
書
後
﹂
で
は
︑
公
定
の
朱
熹
說
に
È
背
す
る
こ
と
へ
の
批
S
を

想
定
し
て
應
答
す
る
︒

(3
)

原
�
﹁
蚩
氓
﹂
は
︑﹃
詩
﹄
衞
風
﹁
氓
﹂
の
﹁
氓﹅

之
蚩﹅

蚩﹅

︐
U
布
貿
絲
﹂

に
も
と
づ
い
て
︑﹁
無
知
純
樸
な
庶
民
﹂
を
い
う
︒
毛
傳
﹁︽
氓
︾
︐

民
也
︒
蚩
蚩
︐
敦
厚
之
貌
﹂︒﹁
氓
﹂
詩
に
つ
い
て
︑﹃
詩
序
﹄
は
︑

﹁
氓
︐
刺
時
也
︒
宣
公
之
時
︐
禮
義
.
z
︐
淫
風
大
行
︐
男
女
無

別
︐
Z
相
奔
誘
⁝
⁝
故
序
其
事
以
風
焉
﹂
と
し
︑
一
方
︑
朱
熹

﹃
詩
集
傳
﹄
は
﹁
此
淫
.
爲
人
R
棄
︐
而
自
敍
其
事
︐
以
�
其
悔

恨
之
)
﹂
(卷
三
)
と
解
す
る
︒

(4
)

原
�
﹁
矢
口
成
違
﹂
は
﹁
.
學


﹂
に
三
度
︑
見
え
る
︒﹁
矢
口
﹂
は
︑

﹁
口
に
ま
か
せ
て
﹂︒﹁
矢
口
而
成
言
︑
肆
筆
而
成
書
﹂
(揚
雄
﹃
法

言
﹄
五
百
︑
宋
吳

祕
�
﹁
矢
︐
放
也
﹂
)
︒﹁
古
�

十
,
﹂
の
�

(
116

﹁
矢
口
皆
叶
宮
商
﹂
)
︑﹁
.
學
﹂
の
�

(32
)
を
參
照
︒

(5
)

原
�
﹁
竹
素
﹂︒
竹
鯵
と
白
絹
︒﹁
竹
帛
﹂
に
同
じ
く
﹁
記
錄
・
�
違
﹂

の
)
︒﹃
三
國
志
﹄
陸
凱
傳
に
﹁
M
王
�
�
取
士
以
賢
︐
不
拘
卑

賤
︒
故
其
功
德
洋
溢
︐
名
液
竹
素
︐
非
求
顏
色
而
取
好
Ö
︑
捷
口
︑

容
悅
者
也
﹂
と
あ
る
︒

(6
)

原
�
﹁
朱
子
之
解
︐
初
不
�
自
存
一
說
﹂︒
む
し
ろ
朱
熹
﹃
詩
集
傳
﹄

は
︑﹁
正
し
い
解
釋
﹂
と
し
て
淫
詩
說
を
J
用
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
︑﹁
一
家
の
說

(=

正
解
で
は
な
い
が
見
る
と
こ
ろ
の
あ
る
參

考
說
)
と
し
て
J
錄
し
て
い
る
﹂
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒
朱

熹
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
︑
½
風
・
衞
風
に
は
淫
奔
詩
が
含
ま
れ
︑

特
に
½
風
は
︑
淫
奔
詩
の
割
合
が
高
く
︑
か
つ
︑
譏
刺
の
)
も
見

ら
れ
ず
︑
そ
れ
ゆ
え
に
孔
子
は
特
に
︑﹁
½
聲
﹂
の
み
を
名
指
し

て
批
S
し
た

(﹃
論
語
﹄
衞
靈
公
﹁
放
½
聲
︐
X
佞
人
︒
½
聲
淫
︒
佞
人

殆
﹂︑
同
陽
貨
﹁
惡
½
聲
之
亂
�
樂
也
﹂
)
︒
朱
熹
﹃
詩
集
傳
﹄
卷
五
︑

½
風
に
﹁
½
︑
衞
之
樂
︐
皆
爲
淫
聲
︒
然
以
︽
詩
︾
考
之
︐︽
衞

詩
︾
三
十
V
九
︐
而
淫
奔
之
詩
才
四
之
一
︒︽
½
詩
︾
二
十
V
一
︐

而
淫
奔
之
詩
已
不
翅
七
之
五
︒
衞
 
爲
男
悅
女
之
詞
︐
而
½
皆
爲

女
惑
男
之
語
︒
衞
人
 
多
刺
譏
ê
創
之
)
︐
而
½
人
�
於
蕩
然
無

復
羞
愧
悔
悟
之
!
︒
是
則
½
聲
之
淫
︐
V
甚
於
衞
矣
︒
故
夫
子
論

爲
邦
︐
獨
以
½
聲
爲
戒
︐
而
不
s
衞
︐
蓋
舉
重
而
言
︐
固
自
V
ª

第
也
︒︽
詩
︾
可
以
觀
︐
豈
不
信
哉
﹂
と
あ
る
︒

(7
)

原
�
﹁
P
解
︽
金
縢
︾
而
»
居
攝
﹂︒﹃
尙
書
﹄
金
縢
に
見
え
る
と
こ
ろ

で
は
︑
武
王
が
病
臥
し
た
お
り
︑
周
公
が
み
ず
か
ら
の
命
に
代
え

東 方 學 報
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て
武
王
の
治
ì
を
祖
先
に
祈
り
︑
祈
願
の
册
�
を
金
封
の
箱
︹
金

匱
︺
に
お
さ
め
た
︒
王
厭
は
︑
政
權
を
掌
握
す
る
�
¦
に
お
い
て
︑

﹃
尙
書
﹄
諸


に
見
え
る
周
公
の
事
蹟
を
踏
襲
し
て
︑
み
ず
か
ら

を
こ
れ
に
擬
え
て
お
り
︑
そ
の
一
³
と
し
て
︑
元
始
五
年
︑
¬
�

が
病
臥
す
る
と
︑
泰
畤
に
治
ì
を
祈
っ
て
み
ず
か
ら
の
命
に
代
え

る
こ
と
求
め
て
︑
祈
願
の
册
�
を
や
は
り
金
縢
に
收
め
た
︒
同
年
︑

¬
�
が
®
じ
︑
孺
子
嬰
が
卽
位
す
る
と
︑
王
厭
は
攝
政
の
地
位
に

あ
っ
て
政
權
を
代
行
す
る
に
至
る
︒﹃
漢
書
﹄
王
厭
傳
上
︑﹁
元
始

五
年
冬
︑
熒
惑
入
�
中
︑
¬
�
疾
︒
厭
作
策
R
命
於
泰
畤
︑
戴
璧

秉
珪
︐
願
以
身
代
︒
藏
策
金
縢
︐
置
於
�
殿
︐
敕
諸
公
勿
敢
言
﹂

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
王
厭
が
周
公
に
範
を
と
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑

本
書
卷
一
﹁
經
解
下
﹂
譯
�
の
�

(12
)
(原
�
﹁
劉
歆
爲
王
厭
作

︽
大
誥
︾﹂
の
�
)
も
參
照
︒

(8
)

原
�
﹁
P
解
︽
周
禮
︾
»
靑
苗
﹂︒﹃
周
禮
﹄
地
官
︑
泉
府
に
は
︑
そ
の

職
掌
と
し
て
︑
民
へ
の
財
貨
の
貸
付

(﹁
民
之
貸
﹂
)
を
行
い
︑
國

の
定
め
る
稅
�

(﹁
國
息
﹂
)
に
應
じ
て
利
息
を
と
る
こ
と
が
定
め

ら
れ
て
い
る
︒
王
安
石
の
怨
法
政
策
の
一
で
あ
る
靑
苗
法
は
︑
常

¬
倉
の
穀
物
を
原
�
に
︑
靑
苗
錢
を
民
に
貸
し
與
え
利
子
を
と
り
︑

王
安
石
は
こ
の
貸
付
制
を
泉
府
の
﹁
民
之
貸
﹂
に
擬
え
た
︒
王
安

石
へ
の
批
S
者
は
︑
泉
府
の
制
の
e
用
を
こ
じ
つ
け
で
あ
る
と
難

ず
る
︒
李
燾
﹃
續
�
治
�
鑑
長
>
﹄
卷
二
百
四
十
︑
神
宗
煕
寧
五

年

(一
〇
七
二
)
十
一
�
丁
巳
條
﹁
安
石
曰
：
『⁝
⁝
︽
周
官
︾
固

已
征
商
︐
然
不
云
須
�
錢
以
上
乃
徵
之
︒
泉
府
之
法
︐
物
貨
之
不

售
︐
貨
之
滯
於
民
用
者
︐
以
其
價
買
之
︐
以
待
買
者
︐
印
不
言
�

千
以
上
乃
買
︒
印
珍
衣
V
滯
者
︐
斂
而
入
于
膳
府
︐
供
王
膳
︐
乃

取
市
物
之
滯
者
︒
周
公
制
法
如
此
︐
不
以
煩
碎
爲
恥
者
︐
�
大
竝

舉
︐
乃
爲
政
體
︐
但
±
者
任
其
大
︐
卑
者
務
其
細
︐
此
先
王
之
法
︐

乃
天
地
自
然
之
理
⁝
⁝
﹄﹂︒﹃
朱
子
語
類
﹄
卷
一
百
三
十
︑
本
 

四
︑
自
煕
寧
至
靖
康
用
人
︑
第
三
條

(潘
時
舉
錄
)
に
﹁
荊
公

⁝
⁝
後
來
纔
作
參
政
第
二
日
︐
I
專
措
置
理
財
︐
�
置
囘
易
庫
︐

以
籠
天
下
之
利
︐
謂
︽
周
禮
︾
泉
府
之
職
正
是
如
此
︒
卻
不
知
周

公
之
制
︐
只
爲
天
下
之
貨
V
不
售
︐
則
商
旅
留
滯
而
不
能
行
︐
故

以
官
錢
買
之
︐
y
後
來
V
欲
買
者
︐
官
中
卻
給
與
之
︐
初
未
嘗
以

此
求
利
息
也
﹂
と
あ
る
︒

(9
)

原
�
﹁
當
日
與
朱
子
辨
難
者
﹂︒
呂
祖
v
が
︑﹃
詩
﹄
に
つ
い
て
︑
序
に

信
を
置
い
て
解
す
る
立
場
を
と
っ
て
﹃
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
﹄
を
著

し
︑
朱
熹
と
の
閒
で
直
接
に
討
論
を
か
わ
し
て
い
る
︒
呂
祖
v

﹁
與
朱
侍
õ
答
問
・
印
詩
說
辨
疑
﹂︑
(﹃
東
萊
呂
太
�
別
集
﹄
卷
十
六
)

朱
熹
﹁
呂
氏
家
塾
讀
詩
記
序
﹂
に
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
が
見
え
る
︒

朱
熹
が
︑﹃
詩
﹄
の
解
釋
を
め
ぐ
っ
て
討
論
し
た
書
鯵
お
よ
び
發

言
に
つ
い
て
は
︑
王
懋
竑
﹃
朱
子
年
�
﹄
卷
二
︑
淳
煕
四
年
丁
酉

﹁︽
詩
集
傳
︾
成
﹂
條
を
參
照
︒

(10
)

原
�
﹁
無
端
﹂
は
︑﹁
い
わ
れ
も
な
く
﹂
の
)
︒
本
卷
﹁
古
�
十
,
﹂

に
﹁
故
凡
無﹅

端﹅

而
影
附
者
︐
謂
之
同
裏
銘
旌
︐
不
謂
�
人
亦
效
之

也
﹂
と
あ
る

(
二
九
七
頁
)
︒

(11
)

原
�
﹁
風
趣
﹂︒
劉
勰
﹃
�
心
雕
龍
﹄
體
性
に
﹁
故
辭
理
庸
儁
︐
莫
能

�
其
才
︒
風﹅

趣﹅

剛
柔
︐
寧
或
改
其
氣
︒
事
義
淺
深
︐
未
聞
乖
其
學
︒

體
式
�
½
︐
鮮
V
反
其
n
︒
沈
á
﹁
與
á
法
師
書
﹂
(﹃
廣
弘
M
集
﹄

卷
二
十
八
上
)
に
﹁
周
中
書
風﹅

趣﹅

高
奇
︐
志
托
夷
X
︐
眞
*
素
韻
︐

水
桂
齊
質
﹂
と
い
っ
た
用
例
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
に
見
え
る
﹁
風

趣
﹂
は
︑﹁
風
氣
︑
風
格
﹂
の
)
に
�
い

(
黃
侃
﹃
�
心
雕
龍
札
記
﹄

﹁
風﹅

趣﹅

卽
風
氣
︒
稱
風
氣
︐
或
稱
風
力
︐
或
稱
體
氣
︐
或
稱
風
辭
︐
或
稱

『���義』內
五譯�
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)
氣
皆
同
一
義
﹂
)
︒
袁
枚
は
︑
楊
萬
里
の
說
を
«
衍
し
︑﹁
格
>
﹂

(形
式
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
ª
元
の
風
格
)
に
對
置
し
て
︑
性
*
の

は
た
ら
き
に
よ
っ
て
そ
な
わ
る
﹁
風
趣
﹂
を
揭
げ
て
お
り
︑
こ
の

場
合
の
﹁
風
趣
﹂
は
︑
單
な
る
﹁
風
格
﹂
で
は
な
く
︑
人
の
性
*

に
根
ざ
し
は
た
ら
く
點
で
︑
よ
り
深
い
ª
元
で
の
興
趣
を
含
)
し

て
い
る
︒
袁
枚
﹃
隨
園
詩
話
﹄
卷
一
第
二
條
︑﹁
楊
�
齋
曰
：
『從

來
天
分
低
拙
之
人
︐
好
談
格
>
︐
而
不
解
風﹅

趣﹅

︒
何
也
︒
格
>
是

空
架
子
︐
V
腔
口
易
描
︒
風
趣
專
寫
性
靈
︐
非
天
才
不
辦
﹄︒
余

深
愛
其
言
︒
須
知
V
性
*
︐
I
V
格
律
︒
格
律
不
在
性
*
外
︒

︽
三
百


︾
q
是
勞
人
思
.
�
)
言
*
之
事
︒
誰
爲
之
格
︐
誰
爲

之
律
︒
而
今
之
談
格
>
者
︐
能
出
其
範
圍
否
︒
況
皋
︑
禹
之
歌
︐

不
同
乎
︽
三
百


︾︽
國
風
︾
之
格
︐
不
同
乎
︽
�
︾︽
頌
︾︒
格

豈
V
一
定
哉
︒
許
渾
云
：
『吟
詩
好
似
成
仙
骨
︐
骨
裏
無
詩
莫
浪

吟
﹄︒
詩
在
骨
不
在
格
也
﹂
(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
楊
萬
里

(
�
齋
)

王
十
D
說
の
出
處
は
未
詳
︒

(12
)

原
�
﹁
采
蘭
贈
u
之
詩
﹂︒
本
卷
﹁
.
學
﹂
�

(30
)︑
(31
)
參
照
︒

『詩
﹄
½
風
﹁
溱
洧
﹂
に
︑﹁
士
と
女
と
が
と
も
に
蘭
を
執
り
︑
戲

れ
あ
っ
て
は
u
藥
を
贈
る
﹂︹
⁝
⁝
士
與
女
︑
方
秉
蕑
兮
︒
⁝
⁝

維
士
與
女
︑
伊
其
相
謔
︑
贈
之
以
勺
藥
︺
と
の
內
容
が
見
え
る
︒

詩
序
は
︑
淫
亂
の
風
氣
を
譏
刺
し
た
詩
と
し
︑
一
方
︑
朱
熹
﹃
詩

集
傳
﹄
は
︑
淫
奔
者
が
自
ら
営
べ
た
詩
と
し
て
解
す
る
︒﹃
詩
﹄

﹁
溱
洧
序
﹂
に
﹁︽
溱
洧
︾
︐
刺
亂
也
︒
兵
革
不
息
︐
男
女
相
棄
︐

淫
風
大
行
︐
莫
之
能
救
焉
﹂
と
あ
り
︑﹃
詩
集
傳
﹄
卷
四
︑
½
風

﹁
溱
洧
﹂
に
﹁
½
國
之
俗
︐
三
�
上
己
之
辰
︐
采
蘭
水
上
︐
以
祓

除
不
祥
︒
故
其
女
問
於
士
曰
：
『盍
§
觀
乎
﹄︒
士
曰
：
『吾
旣
§

矣
﹄︒
女
復
�
之
曰
：
『且
觀
乎
﹄︒
蓋
洧
水
之
外
︐
其
地
信
%
大

而
可
樂
也
︒
於
是
士
女
相
與
戲
謔
︐
且
以
勺
藥
相
贈
︐
而
結
恩
*

之
厚
也
︒
此
詩
淫
奔
者
自
敍
之
詞
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(13
)

原
�
﹁
甚
至
言
采
蘭
贈
u
之
詩
︐
V
何
關
係
而
夫
子
錄
之
﹂
は
袁
枚
の

R
說
を
い
う
︒
袁
枚
は
綱
常
名
敎
を
內
容
と
す
る
詩
を
重
ん
ず
る

人
々
を
批
S
し
て
︑﹁
u
藥
を
贈
り
蘭
を
と
る
︑
と
い
っ
た
綱
常

名
敎
と
關
わ
り
の
無
い
詩
で
あ
っ
て
も
︑
�
人
は
盈
る
こ
と
な
く

﹃
詩
﹄
に
收
錄
し
て
い
る
で
は
な
い
か
﹂
と
論
ず
る
︒
袁
枚
﹃
隨

園
詩
話
﹄
卷
十
四
︑
第
二
條
に
﹁
o
家
o
�
人
之
詩
︐
V
七
病
焉
︒

⁝
⁝
動
稱
綱
常
名
敎
︐
箴
刺
襃
譏
︐
以
爲
非
V
關
係
者
不
錄
︒
不

知
贈
u
采
蘭
︐
V
何
關
係
︐
而
�
人
不
盈
︒
宋
儒
責
蔡
�
姫
不
應

登
︽
列
女
傳
︾
︐
然
則
十
七
�
列
傳
︐
盡
皆
龍
�
︑
比
干
乎
︒
學

究
條
規
︐
令
人
欲
嘔
︐
四
病
也
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(14
)

原
�
﹁
波
靡
﹂
は
波
に
と
も
な
っ
て
c
伏
す
る
さ
ま
︒﹁
披
靡
﹂
(風
が

草
木
を
な
び
か
せ
る
)
と
同
樣
に
︑
影
×
を
如
實
に
こ
う
む
る
さ
ま

を
形
容
す
る
︒
査
愼
行
﹁
曝
書
亭
集
序
﹂
に
︑﹁
其
稱
詩
︐
以
少

陵
爲
宗
︐
上
x
漢
魏
︐
而
鋭
濫
於
昌
黎
︑
樊
川
︒
句
d
字
斟
︐
務

歸
典
�
︐
不
Ö
隨
俗
波﹅

靡﹅

︐
落
宋
人
淺
易
蹊
徑
﹂
と
あ
る
︒

(15
)

原
�
﹁
役
者
之
謠
﹂︒
春
秋
時
代
︑
宋
國
の
華
元
は
︑
大
棘
の
役
で
½

に
敗
北
し
て
囚
わ
れ
︑
歸
ñ
�
涉
の
�
中
に
V
z
し
て
宋
に
戾
っ

た
︒
後
︑
華
元
が
︑
城
壁
の
K
營
を
n
視
す
る
と
︑
K
營
に
從
事

し
て
い
た
役
夫
が
︑
華
元
の
敗
北
と
V
z
を
揶
揄
す
る
歌
を
う

た
っ
た

(﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
宣
公
二
年
)
︑﹁
二
年
春
︐
½
公
子
歸
生
�

命
于
楚
伐
宋
︐
宋
華
元
︑
樂
呂
御
︒
二
�
壬
子
︐
戰
于
大
棘
︐
宋

師
敗
績
︐
囚
華
元
︐
獲
樂
呂
s
甲
車
四
百
六
十
乘
︐
俘
二
百
五
十

人
︐
馘
百
人
⁝
⁝
宋
人
以
兵
車
百
乘
︑
�
馬
百
駟
以
贖
華
元
于
½
︒

q
入
︐
華
元
V
歸
︒
⁝
⁝
宋
城
︐
華
元
爲
Ó
︐
n
功
︒
城
者
謳
曰

東 方 學 報
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：
『
睅
其
目
︐
皤
其
腹
︐
弃
其
甲
而
復
︒
于
思
于
思
︐
棄
甲
復

來
﹄﹂
(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(16
)

原
�
﹁
輿
人
之
祝
﹂︒﹁
輿
人
﹂
は
︑﹁
衆
人
︑
庶
民
﹂︒
½
の
子
產
が
執

政
し
て
一
年
す
る
と
︑
人
民
︹
輿
人
︺
は
そ
の
政
治
へ
の
不
滿
を

歌
い
︑
三
年
を
經
る
と
︑
今
度
は
子
產
の
政
治
の
成
果
を
た
た
え

歌
っ
た

(﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
襄
公
三
十
年
)
︒﹁
從
政
一
年
︐
輿﹅

人﹅

誦
之

曰
：
『取
我
衣
冠
而
褚
之
︐
取
我
田
疇
而
伍
之
︒
孰
殺
子
產
︐
吾

其
與
之
﹄︒
s
三
年
︐
印
誦
之
曰
：
『我
V
子
弟
︐
子
產
誨
之
︒
我

V
田
疇
︐
子
產
殖
之
︒
子
產
而
死
︐
誰
其
嗣
之
﹄﹂
(葉
瑛
)
︒

(17
)

原
�
﹁
諺
語
﹂
は
︑
言
い
慣
わ
さ
れ
た
こ
と
ば
・
歌
辭
︒
特
に
︑
素
樸

で
寓
)
に
富
む
性
格
の
も
の
︒
大
梁
本
﹃
�
�
�
義
﹄
卷
八
︑
外



三
﹁
修
志
十
議
﹂
に
﹁
謠
歌
諺﹅

語﹅

︐
巷
說
街
談
︐
苟
V
可
觀
︐

皆
用
此
律
﹂
と
あ
る
︒

(18
)

原
�
﹁
�
言
﹂
は
︑﹁
諺
言
﹂﹁
俚
言
﹂
と
い
っ
た
﹁
俗
﹂
な
こ
と
ば
に

對
置
さ
れ
て
︑﹁
規
範
に
合
し
て
上
品
で
あ
る
こ
と
ば
﹂︑
あ
る
い

は
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
書
き
讀
ま
れ
る
著
営
︒﹃
論
語
﹄
営

而
﹁
子
R
�﹅

言﹅

︐
詩
書
執
禮
︐
皆
�﹅

言﹅

也
﹂
に
も
と
づ
く
︒
大
梁

本
﹃
�
�
�
義
﹄
外


卷
六
︑﹁
方
志
立
三
書
議
﹂
に
﹁
�
之
爲

�
也
︐
�
士
�
言
︐
與
胥
�
ð
牘
︐
皆
不
可
用
﹂
と
あ
る
︒

(19
)

原
�
﹁
殷
盤
周
誥
﹂︒﹃
尙
書
﹄
周
書
の
大
誥
・
康
誥
ほ
か
︑﹁
誥
﹂
體

(王
が
い
ま
し
め
吿
げ
る
)
の


は
︑﹃
尙
書
﹄
諸


の
う
ち
で
も
古

層
に
位
置
す
る
︒
商
書
の
盤
庚
も
吿
辭
を
內
容
と
す
る
︒﹁
殷
盤
﹂

と
﹁
周
誥
﹂
で
︑﹃
尙
書
﹄
の
う
ち
︑﹁
誥
﹂
體
を
と
り
︑
特
に
難

讀
の
諸


を
槪
括
す
る
︒﹃
四
庫
�
書
總
目
提
�
﹄
經
部
十
一
︑

書
類
一
︑
蔡
沈
﹃
書
集
傳
﹄
に
﹁
蓋
在
朱
子
之
說
︽
尙
書
︾
︐
�

於
�
R
可
�
︐
而
闕
其
R
不
可
�
︐
見
於
︽
語
錄
︾
首
︐
不
啻
再

三
︒
而
沈
於
殷﹅

盤﹅

︑
周﹅

誥﹅

︐
一
一
必
求
其
解
︐
其
不
能
無
憾
也
固

宜
﹂
と
あ
る
︒

(20
)

原
�
﹁
奇
崛
﹂
は
︑﹁
詰
屈
﹂﹁
佶
屈
﹂
に
同
じ
く
︑
�
が
な
め
ら
か
で

な
く
讀
み
づ
ら
い
さ
ま
を
形
容
す
る
︒
特
に
︑﹃
尙
書
﹄
本
�
の

難
讀
を
指
す
︒
韓
¡
﹁
Å
學
解
﹂
(馬
其
昶
校
�
﹃
韓
昌
黎
�
集
校

�
﹄
卷
二
)
に
﹁
周
誥
殷
盤
︐
詰
屈
聱
牙
︐
春
秋
謹
嚴
︐
左
氏
�

誇
︐︽
易
︾
奇
而
法
︐︽
詩
︾
正
而
葩
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
)
︒

(21
)

原
�
﹁
不
待
敎
而
誅
﹂︒﹃
孟
子
﹄
萬
違
下
﹁︽
康
誥
︾
曰
：
『
殺
越
人
于

貨
︐
閔
不
畏
死
︐
凡
民
罔
不
譈
﹄︒
是
不﹅

待﹅

敎﹅

而﹅

誅﹅

者
也
﹂
を
ふ

ま
え
る
︒
原
則
と
し
て
は
︑﹁
不
敎
而
殺
︐
謂
之
·
﹂
(﹃
論
語
﹄
堯

曰
)
︑﹁
不
敎
而
誅
︐
Ú
也
﹂
(﹃
韓
詩
外
傳
﹄
卷
三
)
で
あ
る
の
だ
が
︑

殺
人
略
奪
を
犯
し
た
者
は
︑
敎
え
る
ま
で
も
な
く
誅
し
て
よ
し
︑

と
さ
れ
る
︒﹁
風
趣
之
說
﹂
の
罪
の
大
き
さ
を
誇
張
し
て
︑
殺
人

略
奪
に
類
比
し
て
い
る

(
葉
長
靑
)
︒

(22
)

女
性
の
お
さ
め
る
べ
き
﹁
四
德
﹂
は
︑﹁
德
﹂﹁
言
﹂﹁
容
﹂﹁
功
﹂
と
さ

れ
る
︒﹃
周
禮
﹄
天
官
︑
九
嬪
に
お
い
て
︑
九
嬪
が
敎
え
る
事
柄

と
し
て
︑﹁
.
德
﹂﹁
.
言
﹂﹁
.
容
﹂﹁
.
功
﹂
を
あ
げ
る

(
½
玄

�
﹁
.
德
︐
謂
貞
順
︒
.
言
︐
謂
辭
令
︒
.
容
︐
謂
婉
娩
︒
.
功
︐
謂
絲

枲
﹂
)
︒
.
學


に
﹁
.
學
之
名
︑
見
於
︽
天
官
︾
內
職
︐
德﹅

言﹅

容﹅

功﹅

︐
R
該
者
廣
﹂︑﹁
.
學
之
目
︐
德﹅

言﹅

容﹅

功﹅

﹂︑﹁
非
µ
能
>
五
言

七
字
︐
自
詡
�
於
四﹅

德﹅

三
從
者
也
﹂
と
し
て
旣
出
︒﹁
.
學
﹂
の

�

(4
)
を
參
照
︒

(23
)

｢故
︽
關
雎
︾
¶
c
�
中
而
天
下
夫
.
無
不
治
也
﹂︒﹁
�
中
﹂
は
︑﹁
閨

�
﹂
に
同
じ
く
﹁
女
性
の
奧
向
き
の
空
閒
﹂
を
い
い
︑
そ
こ
か
ら

推
し
て
女
性
を
指
す
︒﹃
詩
﹄﹁
關
雎
﹂
に
歌
わ
れ
る
后
妃
の
德

(﹁
窈
窕
淑
女
︐
君
子
好
逑
﹂
)
が
︑
天
下
の
夫
.
を
正
す
こ
と
は
︑

『���義』內
五譯�
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﹁
關
雎
﹂
序
に
說
か
れ
る
︒﹃
詩
﹄
周
南
﹁
關
雎
﹂
序
に
﹁
后
妃
之

德
也
︐
風
之
始
也
︐
R
以
風
天
下
而
正
夫
.
也
﹂
と
あ
る

(葉
長

靑
)
︒

(24
)

原
�
﹁
小
學
﹂
は
︑
兒
越
が
學
ぶ
初
等
の
學
校
お
よ
び
小
學
で
學
ば
れ

る
灑
Þ
・
應
對
や
︑
�
字
の
學
を
含
ん
だ
學
問
︒﹃
禮
記
﹄
王
制

に
︑﹁
天
子
命
之
敎
︒
然
後
爲
學
︒
小﹅

學﹅

在
公
宮
南
之
左
︒
大
學

在
郊
﹂︑
本
書
卷
四
﹁
釋
�
﹂
に
﹁︽
爾
�
︾
治
訓
詁
︐
小﹅

學﹅

M
六

書
︐
�
之
謂
也
﹂
と
あ
る

(
內


四
譯
�
︑
一
五
八
頁
)
︒

(25
)

原
�
﹁
閨
閣
﹂
は
︑﹁
閨
門
﹂﹁
閨
閤
﹂
に
同
じ
く
︑﹁
女
性
の
い
る
奧

向
き
の
部
屋

(閨
�
)
に
つ
な
が
る
小
門
﹂
か
ら
推
し
て
︑
女
性

を
指
す
︒
本
卷
﹁
.
學
﹂
に
﹁
詩
*
闊
¿
︐
不
復
�
疑
︐
閨﹅

閣﹅

之



︐
鼓
鐘
閫
外
︐
其
�
固
當
然
耳
﹂
(三
三
七
頁
)
︑﹁
良
家
閨﹅

閣﹅

︐

內
言
且
不
可
聞
︐
門
外
唱
酬
︐
此
言
何
爲
而
至
耶
﹂
(三
三
八
頁
)
︑

﹁
Ë
時
髦
之
中
駟
︐
爲
閨﹅

閣﹅

之
絕
塵
︐
彼
假
藉
以
品
題
︐
不
�
憐

其
色
也
﹂
(三
四
二
頁
)
と
し
て
旣
出
︒

(26
)

原
�
﹁
其
禍
烈
於
洪
水
猛
獸
﹂︒
�
德
秩
序
を
亂
す
こ
と
の
禍
Ø
の
大

き
さ
を
︑
洪
水
・
猛
獸
の
Ø
に
擬
え
る
の
は
︑
孟
子
が
︑
孔
子
が

﹃
春
秋
﹄
を
つ
く
っ
て
亂
臣
Ú
子
を
懼
れ
し
め
た
成
果
を
︑
禹
が

洪
水
を
治
め
︑
周
公
が
夷
狄
と
猛
獸
を
¨
し
た
成
果
と
類
比
し
た

こ
と
に
ち
な
む
︒﹃
孟
子
﹄
滕
�
公
下
に
﹁
昔
者
禹
抑
洪﹅

水﹅

而
天

下
¬
︐
周
公
ë
夷
狄
驅
猛﹅

獸﹅

而
百
姓
寧
︐
孔
子
成
︽
春
秋
︾
而
亂

臣
Ú
子
懼
﹂︑
朱
熹
﹃
集
�
﹄
に
﹁
¡
說
橫
液
︐
壞
人
心
-
︐
甚

於
洪﹅

水﹅

猛﹅

獸﹅

之
災
︐
慘
於
夷
狄
簒
弑
之
禍
︐
故
孟
子
深
懼
而
力
救

之
﹂
と
あ
る
︒
孟
子
の
﹁
辯
を
好
ん
で
の
こ
と
で
は
な
く
︑
や
む

を
え
ず
辯
ず
る
の
だ
﹂
(
�
1
)
と
は
︑
滕
�
公
下
の
こ
の
行
論
で

發
せ
ら
れ
る
︒

(27
)

原
�
﹁
名
義
君
子
﹂︒﹁
名
義
﹂
は
︑﹁
名
敎
﹂
に
同
じ
く
︑﹁
三
綱
五
常

と
い
っ
た
名
分
秩
序
を
內
實
と
す
る
�
德
﹂︒﹁
名
義
君
子
﹂
の
)

味
合
い
は
︑﹁
積
禮
義
之
君
子
﹂
(﹃
荀
子
﹄
王
)
)
︑﹁
知
義
之
君

子
﹂
(呂
祖
v
﹃
左
氏
傳
說
﹄
卷
七
︑
成
公
︑
�
人
內
外
無
患
)
と
同
樣
︒

(28
)

｢歐
陽
氏
⁝
⁝
︽
本
論
︾
R
爲
作
也
﹂︑
歐
陽
脩
﹁
本
論
﹂
三


の
う
ち

中
・
下


が
︑
韓
¡
﹁
原
�
﹂
の
�
題
を
繼
承
し
て
︑
佛
敎
へ
の

批
S
と
對
應
策
を
說
く
︒﹁
本
論
中
﹂
に
說
く
と
こ
ろ
で
は
︑
王

政
・
禮
義
が
廢
れ
た
こ
と
が
︑
中
國
に
佛
敎
が
蔓
�
し
た
原
因

︹
�
患
之
本
︺
で
あ
り
︑
禮
義
を
修
め
る
こ
と
が
佛
敎
の
影
×
を

除
く
根
幹
の
方
策

(﹁
�
佛
之
本
﹂
)
で
あ
る
︒
歐
陽
脩
﹁
本
論
中
﹂

(﹃
歐
陽
�
忠
公
�
集
﹄
卷
十
七
︑﹃
居
士
集
﹄
卷
十
七
)
に
﹁
s
三
代
衰
︐

王
政
闕
︐
禮
義
廢
︐
後
二
百
餘
年
而
佛
至
乎
中
國
︒
由
是
言
王
政

M
而
禮
義
閏
︐
則
雖
V
佛
︐
無
R
施
於
吾
民
矣
︒
此
亦
自
然
之
勢

也
﹂
と
あ
る

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(29
)

原
�
﹁
非
儀
之
誡
﹂︒﹃
詩
﹄
小
�
﹁
斯
干
﹂
(
朱
熹
﹃
詩
集
傳
﹄
は
祈
父
之

什
)
の
第
九
違

(
F
違
)
に
︑
女
子
が
生
ま
れ
た
時
の
養
育
の
あ

り
方
と
敎
え
る
べ
き
女
德
に
つ
い
て
︑﹁
乃
生
女
子
︐
載
寢
之
地
︐

載
衣
之
裼
︐
載
弄
之
瓦
︒
無
非
無
儀
︐
唯
酒
食
是
議
︒
無
父
母
詒

罹
﹂
(﹁
乃
ち
女
子
を
生
み
︑
載
ち
之
を
地
に
寢
ね
し
め
︑
載
ち
之
に
裼
を

衣
せ
︑
載
ち
之
に
瓦
を
弄
せ
し
む
︒
非
な
く
儀
な
く
︑
唯
だ
酒
食
の
み
是

れ
議
す
︒
父
母
に

罹
う
れ
ひ

を
詒の
こ

す
無
し
﹂
)
と
歌
う
︒﹁
無
非
無
儀
﹂
に
つ

い
て
︑
毛
傳
は
︑﹁
非
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
︑
�
Ë
が
少
な
く

威
儀
が
な
い
﹂
(毛
傳
・
孔
穎
¿
駅
)
︑
½
玄
・
朱
熹
は
︑
い
ず
れ
も
︑

﹁
儀
﹂
を
﹁
善
﹂
と
し
て
︑﹁
善
事
も
惡
事
も
.
人
の
か
か
わ
る
こ

と
で
は
な
い
﹂
(½
玄
箋
)
︑﹁
女
性
は
從
順
を
德
と
し
︑
非
が
な
け

れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
︑
善
が
あ
る
こ
と
は
願
う
べ
き
こ
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と
で
は
な
い
﹂
(朱
熹
)
と
す
る
︒
毛
傳
﹁
.
人
質
︐
無
威
儀
也
﹂︑

孔
穎
¿
駅
﹁
此
女
子
至
其
長
大
︐
爲
行
謹
愼
︐
無
R
非
法
︐
質
少

�
Ë
︐
印
無
威
儀
︐
唯
酒
食
︐
於
是
乃
謀
議
之
﹂︑
½
玄
箋
﹁
.

人
無
R
專
於
家
事
︐
V
非
非
.
人
也
︐
V
善
亦
非
.
人
也
︒
.
人

之
事
︐
惟
議
酒
食
爾
︑
無
�
父
母
之
憂
﹂︑
朱
熹
﹃
詩
集
傳
﹄
卷

十
一
︑
小
�
︒
祈
父
之
什
︑﹁
斯
干
﹂
に
﹁
蓋
女
子
以
順
爲
正
︑

無
非
︐
足
矣
︒
V
善
︐
則
亦
非
其
吉
祥
可
願
之
事
﹂
と
い
う
︒

﹁
.
學
﹂
お
よ
び
本


に
お
い
て
違
學
�
が
い
う
﹁
非
儀
之
誡
﹂

と
は
︑
お
そ
ら
く
は
︑﹁
無
非
無
儀
﹂
よ
り
も
﹁
唯
酒
食
是
議
﹂

の
側
に
比
重
が
あ
っ
て
︑﹁
女
子
は
家
に
あ
っ
て
酒
食
の
事
の
み

を
本
分
と
す
る

(
�
辭
を
も
の
す
る
こ
と
は
必
須
と
は
し
な
い
)
﹂
と

の
原
則
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
︒
.
學


に
旣
出
の
﹁
是
知
女
冠

坊
妓
︐
多
�
因
酬
接
之
繁
︐
禮
法
名
門
︐


鯵
自
非﹅

儀﹅

之﹅

誡﹅

︐
此

亦
其
M
�
矣
﹂
も
同
樣
の
)
味
と
解
し
得
る
︒

(30
)

原
�
﹁
絲
枲
﹂
は
︑
生
糸
と
:
︑
轉
じ
て
︑
糸
繰
り

(
煮
た
繭
か
ら
生
糸

を
つ
む
き
だ
す
)
と
:
績
み

(
:
の
纎
維
か
ら
絲
を
と
る
)
を
指
し
︑

﹃
周
禮
﹄
で
は
女
性
の
仕
事
と
さ
れ
る
︒﹃
周
禮
﹄
天
官
︑
大
宰
に

﹁
七
曰
嬪
.
︐
¶
治
絲
枲
﹂︑﹃
周
禮
﹄
天
官
︑
內
宰
に
﹁
以
.
職

之
法
御
九
御
︐
y
各
V
屬
︐
以
作
二
事
﹂︑
½
玄
R
引
の
杜
子
春

は
﹁
二
事
謂
絲﹅

枲﹅

之
事
﹂
と
い
い
︑
陳
亮
﹁
祭
徐
子
宜
內
子
宋
氏

恭
人
�
﹂
(﹃
陳
亮
集
﹄
卷
二
十
五
)
に
﹁
恭
人
之
初
︐
兩
姓
旣
祉
︐

外
事
︽
詩
︾︽
書
︾
︐
內
事
絲﹅

枲﹅

︒
厥
德
�
修
︐
相
尙
以
理
︐
�
德

性
命
︐
施
于
女
美
﹂
と
あ
る
︒

(31
)

原
�
﹁
中
饋
﹂
は
︑﹃
周
易
﹄
家
人
卦
︑
六
二
爻
辭
の
﹁
无
攸
Z
︐
在

中﹅

饋﹅

︐
貞
吉
﹂
に
も
と
づ
く
︒﹁
家
中
に
お
い
て
︑
食
事
を
準
備

し
祭
祀
に
供
す
る
﹂
の
)
︒﹃
周
易
﹄
家
人
卦
︑
六
二
爻
辭
の
孔

穎
¿
駅
に
﹁
其
R
職
�
︐
在
於
家
中﹅

饋﹅

食
供
祭
而
已
︐
得
夫
人
之

正
吉
﹂
と
あ
る
︒

(32
)

原
�
﹁
善
成
﹂
は
︑﹃
周
易
﹄
繫
辭
上
傳
の
﹁
一
陰
一
陽
之
謂
�
︒
繼

之
者
善﹅

︐
成﹅

之
者
性
﹂
(﹁
一
陰
一
陽
す
る
天
の
�
を
人
が
繼
ぐ
と
善
と

な
り
︑
そ
の
善
を
成
就
さ
せ
る
と
性
と
な
る
﹂
)
を
踏
ま
え
る
か
︒
單

に
﹁
善
く
成
す
﹂
で
は
な
く
︑﹁
天
か
ら
稟
�
し
た
善

(聰
M
さ
)

を
完
成
さ
せ
る
﹂
と
い
う
趣
旨
で
﹁
善
も
て
成
す
﹂
と
し
て
解
す
︒

(33
)

｢班
姫
﹂
は
︑
後
漢
の
班
昭

(曹
大
家
)
︒
兄
班
固
の
﹃
漢
書
﹄
を
續
修

し
︑﹁
女
誡
﹂
七


を
作
っ
た
︒
本
書
卷
三
﹁
�
�
﹂
�

(9
)︑

お
よ
び
本
卷
﹁
.
學
﹂
本
�
を
參
照
︒

(34
)

｢韋
氏
﹂
は
︑
�
秦
の
人
︑
韋
ì
の
母
︑
宋
氏
︒
家
學
と
し
て
﹃
周
禮
﹄

を
修
め
た
︒
本
卷
﹁
.
學
﹂
�

(68
)
を
參
照
︒

詩
話

【
成
立
年
代
︼

『
違
實
齋
先
生
年
�
﹄
に
よ
る
と
︑﹁
�
V
無
知
妄
人
︐
以
風
液
自
命
︐
蠱
惑

士
女
︐
大
�
以
優
伶
雜
劇
R
演
才
子
佳
人
惑
人
︒
大
江
以
南
︐
名
門
閨
閣
多
爲

R
誘
︐
�
詩
刻
稿
︐
標
榜
聲
名
﹂
(﹁
丁
巳
劄
記
﹂
)
に
象
�
さ
れ
る
袁
枚
を
論
難

す
る
�
言
が
︑
嘉
慶
二
年

(
一
七
九
七
)
以
影
の
違
氏
の
�
違
に
登
場
す
る
︒

こ
れ
に
よ
り
︑﹃
違
氏
�
書
﹄
R
收
の
袁
枚
批
S
の
�
違

(詩
話


も
そ
の
一
つ
)

は
︑
此
年
以
影
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
て
い
る
︒
な
お
︑
何
氏

鈔
本
︑
s
び
︑
嘉
業
堂
違
氏
�
書
本
に
は
︑
大
梁
本
系
の
刊
本
に
は
見
ら
れ
ぬ

�
違

(假
に
﹁
坊
刻
詩
話
﹂
と
稱
し
て
お
く
)
が
︑
こ
の


に
續
く
形
で
九
條
ほ

ど
付
さ
れ
て
い
る
︒

『���義』內
五譯�
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詩
話
之
源
︐
本
於
鍾
嶸
︽
詩
品
︾︒
然
考
︹
一
︺

之
經
傳
︐
如
云
：
｢爲
此
詩

者
︐
其
知
�
乎
﹂︒
印
云
：
｢未
之
思
也
︐
何
X
之
V
﹂︒
此
論
詩
而
s
事
也
︒

印
如
﹁
吉
甫
作
誦
︐
穆
如
淸
風
︐
其
詩
孔
碩
︐
其
風
肆
好
﹂
︐
此
論
詩
而
s
辭

也
︒
事
V
是
非
︐
辭
V
工
拙
︐
觸
類
旁
�
︐
»
發
實
多
︒
江
河
始
於
濫
觴
︐
後

世
詩
話
家
言
︐
雖
曰
本
於
鍾
嶸
︐
�
其
液
別
滋
繁
︐
不
可
一
端
盡
矣
︒

〔一
︺﹁
考
﹂
︐
嘉
業
堂
違
氏
�
書
本
作
﹁
攷
﹂︒

詩
話
は
鍾
嶸
﹃
詩
品
﹄
を
c
源
と
す
る(1
)
︒
と
こ
ろ
が
︑
こ
れ
を
經
や
傳
の
中

で
探
究
し
て
み
る
と(

2
)
︑﹁
此
の
詩
を
爲
す
者
︑
其
れ
�
を
知
る
か
﹂
(﹃
孟
子
﹄
公

孫
丑
上
の
語
)
と
い
う
一
句
や
︑
ま
た
︑﹁
未
だ
之
を
思
は
ざ
る
な
り
︑
何
の
X

き
こ
と
之
れ
V
ら
ん
﹂
(﹃
論
語
﹄
子
罕
の
語
)
と
い
う
一
句
の
よ
う
な
も
の
は
︑

詩
を
論
じ
て
事
實
に
言
s
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
吉
甫
誦
を
作
り
て
︑
穆や
は

ら
ぐ

る
こ
と
淸
風
の
ご
と
し
﹂
(﹃
詩
﹄
大
�
﹁
烝
民
﹂
の
語
)
︑﹁
其
の
詩
孔
は
な
は

だ
碩お
ほ

ひ
な

り
︑
其
の
風
肆
は
な
は

だ
好
し
﹂
(﹃
詩
﹄
大
�
﹁
崧
高
﹂
の
語
)
の
よ
う
な
一
句
は
︑
詩

を
論
じ
て
�
違
に
言
s
し
て
い
る
︒
事
實
に
は
是
非
が
︑
�
違
に
は
巧
拙
が
あ

り
︑
同
類
の
も
の
を
類
推
し
て
い
く
と(3
)
︑
(
�
藝
批
t
の
可
能
性
が
)
開
か
れ
て

い
く
可
能
性
が
實
に
高
い
︒
大
河
は
盃
を
�
か
べ
る
¦
度
の
細
液
か
ら
始
ま
る

よ
う
に(

4
)
︑
後
代
の
詩
話
に
見
ら
れ
る
�
張
は
鐘
嶸
に

(淵
源
を
)
求
め
ら
れ
る
︑

と
は
言
う
け
れ
ど
も
︑
お
よ
そ
︑
そ
の
荏
液
は
煩
雜
に
分
か
れ
て
い
る
か
ら
︑

一
例
に
よ
っ
て
�
貌
を
言
い
盡
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒

《詩
品
︾
之
於
論
詩
︐
視
︽
�
心
雕
龍
︾
之
於
論
�
︐
皆
專
門
名
家
︐
勒

爲
成
書
之
初
祖
也
︒︽
�
心
︾
體
大
而
慮
周
︐︽
詩
品
︾
思
深
而
)
X
；
蓋
︽
�

心
︾
籠
罩
羣
言
︐
而
︽
詩
品
︾
深
從
六
藝
溯
液
別
也
︹
如
云
某
人
之
詩
︐
其
源

出
於
某
家
之
類
︐
�
爲
V
本
之
學
︒
其
法
出
於
劉
向
父
子
︺︒
論
詩
論
�
︐
而

知
溯
液
別
︐
則
可
以
探
源
經
籍
︐
而
Å
窺
天
地
之
純
︐
古
人
之
大
體
矣
︒
此
)

非
後
世
詩
話
家
液
R
能
喩
也
︹
鍾
氏
R
推
液
別
︐
亦
V
不
甚
可
曉
處
︒
蓋
古
書

多
z
︐
難
以
取
證
︒
但
已
能
窺
見
大
)
︐
實
非
論
詩
家
R
s
︺︒

詩
の
論
評
に
お
け
る
﹃
詩
品
﹄
の
)
義
は
︑﹃
�
心
雕
龍
﹄
に
よ
る
�
の
論

t
に
擬
え
ら
れ
︑
い
ず
れ
も
專
門
の
著
営
で
︑
ま
と
め
て
單
行
の
本
と
し
た
始

祖
と
見
做
さ
れ
る
︒﹃
�
心
雕
龍
﹄
は
�
體
の
規
模
が
壯
大
で
︑
考
察
は
行
き

渡
っ
て
お
り
︑﹃
詩
品
﹄
は
思
想
が
深
淵
で
︑
)
義
は
X
大
で
あ
る
︒
思
う
に
︑

﹃
�
心
雕
龍
﹄
は
諸
家
の
說
を
®
藏
し(

5
)
︑﹃
詩
品
﹄
は
六
藝
に
沿
っ
て
液
*
を
深

く
d
s
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒︹
例
え
ば
︑
あ
る
人
の
詩
は
あ
る
古
い
詩
の
作

風
か
ら
*
出
し
て
い
る
︑
と
い
う
記
営
は
︑
本
源
を
�
も
よ
く
摑
ま
え
た
學
問

で
あ
る
︒
そ
の
法
は
劉
向
・
劉
歆
父
子
に
由
來
す
る
︒︺
詩
�
を
論
t
し
︑
そ

れ
ら
の
液
*
を
d
s
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
︑
經
籍
の
中
に
あ
る
本
源
を
探
究

で
き
︑
さ
ら
に
は
天
地
の
純
朴
さ
と
古
人
の
十
�
さ
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る(6
)
︒
こ
う
い
う
)
義
は
後
世
の
詩
話
の
X
者
た
ち
が
理
解
で
き
る
も
の
で

は
な
い
︒︹
鍾
氏
に
よ
る
液
*
の
推
測
に
は
︑
あ
ま
り
M
瞭
に
で
き
な
い
點
が

あ
る(7
)
︒
古
書
は
多
く
散
佚
し
て
お
り
︑
證
據
を
取
る
こ
と
が
困
難
だ
か
ら
で
あ

る
︒
そ
の
大
)
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
の
は
︑
詩
を
論
t
す
る
者
の

s
ぶ
も
の
で
は
な
い
︒︺

K
人
詩
話
︐
初
本
論
詩
︒
自
孟
棨
︽
本
事
詩
︾
出
︹
亦
本
︽
詩
︾
小
序
︺
︐

乃
y
人
知
國
�
敍
詩
之
)
；
而
好
事
者
踵
而
廣
之
︐
則
詩
話
而
�
於
�
部
之
傳

記
矣
︒
閒
或
詮
釋
名
物
︐
則
詩
話
而
�
於
經
部
之
小
學
矣
︹︽
爾
�
︾
訓
詁
類

也
︺︒
或
泛
営
聞
見
︐
則
詩
話
而
�
於
子
部
之
雜
家
矣
︹
此
二
條
︐
宋
人
以
後

�
多
︺︒
雖
書
旨
︹
一
︺

不
一
其
端
︐
而
大
略
不
出
論
辭
論
事
︐
推
作
者
之
志
︐
=

於
詩
敎
V
益
而
已
矣
︒
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〔一
︺﹁
旨
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
指
﹂︒

K
代
の
詩
話
は
︑
當
初
は
詩
の
論
t
に
由
來
し
て
い
た
︒
孟
棨
﹃
本
事
詩
﹄

が
登
場
し
て
か
ら
と
い
う
も
の(

8
)
︑︹﹃
毛
詩
﹄
小
序
に
も
由
來
す
る
︒︺
讀
者
に

�
官
が
詩
に
つ
い
て
敍
営
す
る
)
義
を
分
か
ら
せ
た
︒
そ
し
て
︑
好
事
者
が
先

例
を
踏
ま
え
つ
つ
こ
れ
を
擴
げ
た
こ
と
で
︑
詩
話
で
あ
り
な
が
ら
�
部
の
傳
記

類
に
�
ず
る
も
の
と
な
っ
た
︒
時
に
︑
名
と
物
を
つ
ぶ
さ
に
解
釋
し
た
も
の
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
詩
話
で
あ
り
な
が
ら
經
部
の
小
學
類
に
�
ず
る
も
の
と

な
っ
た
︒︹﹃
爾
�
﹄
訓
詁
の
類
で
あ
る
︒︺
ま
た
︑
見
聞
を
廣
く
記
営
し
た
も

の
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
詩
話
で
あ
り
な
が
ら
子
部
の
雜
家
類
に
�
ず
る
も
の

と
な
っ
た
︹
こ
の
二
條
は
︑
宋
代
以
後
に
や
や
多
い
︺︒
書
物
の
趣
旨
は
一
つ

で
は
な
い
と
は
言
う
も
の
の
︑
お
お
よ
そ
�
違
や
事
實
を
論
t
し
︑
書
き
手
の

志
向
を
推
察
し
︑
詩
の
敎
え
に
�
¿
す
る
の
に
V
益
で
あ
る
こ
と
を
目
指
す
も

の
か
ら
外
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒

︽
詩
品
︾︽
�
心
︾
︐
專
門
著
営
︐
自
非
學
富
才
優
︐
爲
之
不
易
︐
故
影
而

爲
詩
話
︒
沿
液
忘
源
︐
爲
詩
話
者
︐
不
復
知
著
作
之
初
)
矣
︒
 
之
訓
詁
與
子

�
專
家
︹
子
指
上
違
雜
家
︐
�
指
上
違
傳
記
︺︒
爲
之
不
易
︐
故
影
而
爲
說
部
︒

沿
液
忘
源
︐
爲
說
部
者
︐
不
復
知
專
家
之
初
)
也
︒
詩
話
說
部
之
末
液
︐
糾
紛

而
不
可
犁
別
︐
學
-
不
M
︐
而
人
心
風
俗
或
因
之
而
�
其
敝
︹
一
︺

矣
︒

〔一
︺﹁
敝
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
,
﹂︒

『詩
品
﹄
と
﹃
�
心
雕
龍
﹄
は
︑
專
門
の
著
営
で
あ
り
︑
學
殖
が
豐
か
で
才

能
が
優
れ
て
い
る
者
で
な
け
れ
ば
︑
容
易
に
書
け
る
も
の
で
は
な
く
︑
そ
の
た

め
︑
時
代
が
影
る
と

(そ
の
液
*
は
)
詩
話
と
な
っ
た
︒
液
れ
を
下
っ
て
本
源

を
見
失
い
︑
詩
話
を
作
っ
た
者
は
︑
著
作
の
本
來
の
)
義
を
も
は
や
知
ら
な

か
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
訓
詁
と
子
�
の
專
家

(の
著
営
)
が
︹﹁
子
﹂
は
�
営
の
雜

家
を
︑﹁
�
﹂
は
�
営
の
傳
記
を
指
す
︺︑
容
易
に
書
け
る
も
の
で
は
な
く
︑
そ

の
た
め
︑
時
代
が
影
る
と
說
部

(
逸
話
集
)
と
な
り
︑
液
れ
を
下
っ
て
本
源
を

見
失
っ
て
生
ま
れ
た
說
部
で
は
︑
專
家
の
本
來
の
)
義
は
も
う
M
ら
か
で
は
な

い
の
と
同
じ
で
あ
る
︒
詩
話
や
說
部
の
末
液
は
︑
複
雜
に
入
り
亂
れ
て
區
別
で

き
な
く
な
っ
た
の
で
︑
學
-
の
本
來
の
Æ
が
分
か
ら
な
く
な
り
︑
人
心
や
風
俗

は
そ
れ
に
よ
る
Ý
の
影
×
を
�
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

宋
儒
õ
學
︐
躬
行
實
踐
︐
不
易
爲
也
︒
風
氣
R
趨
︐
X
語
錄
以
�
奴
朱
︑

陸
︐
則
盡
人
可
能
也
︒
論
�
考
︹
一
︺

藝
︐
淵
源
液
別
︐
不
易
知
也
︒
好
名
之
n
︐

作
詩
話
以
黨
伐
同
衣
︐
則
盡
人
可
能
也
︒
以
不
能
名
家
之
學
︹
如
能
名
家
︐
卽

自
成
著
営
矣
︺
︐
入
趨
風
好
名
之
n
︐
挾
人
盡
可
能
之
筆
︐
著
惟
)
R
欲
之
言
︐

可
憂
也
︐
可
危
也
︒

〔一
︺﹁
考
﹂
︐
嘉
業
堂
違
氏
�
書
本
作
﹁
攷
﹂︒

宋
儒
の
學
說
の
う
ち
︑
實
踐
は
鯵
單
に
は
成
就
で
き
な
い
︒
折
々
の
風
潮
に

液
さ
れ(9
)
︑
語
錄
を
X
し
て
︑
朱
熹
・
陸
九
淵
そ
れ
ぞ
れ
の
陣
營
に
わ
か
れ
て

爭
っ
た
が(10
)
︑
こ
れ
は
誰
も
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒
�
違
・
學
-
を
考
察
し
て
︑

そ
の
c
源
と
液
*
を
知
る
の
は
︑
鯵
單
な
こ
と
で
は
な
い
︒
名
聲
を
求
め
る
n

氣
の
も
と
で
は
︑
詩
話
を
作
る
こ
と
で
︑
自
分
の
仲
閒
を
擁
護
し
︑
そ
し
て
︑

敵
對
す
る
相
手
を
攻
擊
す
る
の
だ
が(11
)
︑
こ
れ
は
誰
も
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
︒

一
家
を
名
乘
る
學
問
が
で
き
な
い
た
め
に
︹
一
家
を
名
乘
れ
る
な
ら
ば
︐
自
分

で
著
営
を
成
す
も
の
だ
︺︑
折
々
の
風
潮
に
液
さ
れ
︑
名
聲
を
求
め
る
た
め
の

行
動
に
手
を
染
め
︑
誰
に
も
で
き
る
筆
づ
か
い
に
よ
り
︑
言
い
た
い
こ
と
だ
け
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を
書
き
著
す
と
い
う
の
は
︑
憂
慮
す
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
︑
危
ぶ
む
べ
き
こ
と

で
あ
る
︒

說
部
液
,
︐
至
於
誣
善
黨
奸
︹
一
︺

︐
詭
名
託
姓
︒
�
人
R
論
︐
如
︽
龍
城
錄
︾

︽
碧
雲
騢
︾
之
類
︐
蓋
亦
不
可
�
數
︐
�
家
R
以
V
別
擇
稗
野
之
�
也
︒
事
V

紀
載
可
以
互
證
︐
而
�
則
惟
)
之
R
予
奪
︐
詩
話
之
不
可
憑
︐
或
甚
於
說
部
也
︒

〔一
︺﹁
奸
﹂
︐
嘉
業
堂
違
氏
�
書
本
作
﹁
姦
﹂︒

說
部
に
よ
る
,
Ø
は
︑
善
を
歪
曲
し
て
惡
に
諂
い(12
)
︑
作
者
を
僞
っ
て
假
託
す

る
よ
う
に
な
る
︒
先
人
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
は
︑﹃
龍
城
錄
﹄
や
﹃
碧
雲
騢
﹄

の
よ
う
な
類
は(
13
)
︑
枚
舉
の
遑
が
な
い
ほ
ど
あ
る
の
で
︑
歷
�
家
は
野
�
の
眞
僞

を
鑑
別
す
る
方
策
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
︒
事
實
に
は
記
錄
が
あ
る
の
で

(眞
僞
を
)
比
�
檢
證
で
き
る
も
の
の
︑
�
は
ひ
と
え
に
人
の
)
思
に
よ
る
衛
譽

褒
貶
で
あ
る
か
ら
︑
詩
話
は
說
部
よ
り
も
信
用
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒

�
人
詩
話
之
,
︐
不
�
失
是
非
好
惡
之
公
︒
今
人
詩
話
之
,
︐
乃
至
爲
世

�
人
心
之
Ø
︒
失
在
是
非
好
惡
︐
不
�
�
人
相
輕
之
氣
n
︐
公
論
久
而
自
定
︐

其
患
未
足
憂
也
︒
Ø
在
世
�
人
心
︐
則
將
醉
天
下
之
聰
M
才
智
︐
而
網
人
︹
一
︺

於
禽
獸
之
域
也
︹
二
︺

︒
其
機
甚
深
︐
其
-
甚
狡
︐
而
其
禍
患
將
V
不
可
�
言
者
︒

名
義
君
子
︐
不
可
不
峻
其
防
而
嚴
其
辨
也
︒

〔一
︺﹁
人
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
入
﹂︒

〔一
︺﹁
也
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
焉
﹂︒

先
學
の
著
し
た
詩
話
に
よ
る
,
Ø
は
︑
是
非
や
好
惡
の
公
を
損
な
う
に
�
ぎ

な
い
︒
と
こ
ろ
が
︑
當
今
の
詩
話
が
齎
す
,
Ø
は
︑
世
の
�
理
や
人
の
心
に
Ø

を
與
え
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
︒
損
失
が
是
非
や
好
惡
に
あ
る
と
︑
そ
れ
は

﹁
�
人
相
輕
﹂
(曹
丕
﹁
典
論
﹂
論
�
の
語
)
の
n
慣
に
�
ぎ
ず(14
)
︑
公
論
は
そ
の
う

ち
定
ま
っ
て
い
く
の
だ
か
ら
︑
そ
の
問
題
は
ま
だ
憂
慮
す
る
ほ
ど
で
は
な
い
︒

だ
が
︑
,
Ø
が
世
の
�
理
や
人
の
心
に
あ
る
と
︑
世
に
い
る
聰
M
で
才
能
と
知

惠
が
あ
る
者
た
ち
を
陶
醉
さ
せ
︑
人
を
鳥
獸
の
範
疇
に
拘
留
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
︒
そ
の
か
ら
く
り
は
實
に
深
く
︑
そ
し
て
︑
そ
の
方
策
は
實
に
狡
猾
で

あ
り
︑
そ
の
災
禍
は
言
い
盡
せ
な
い
ほ
ど
に
增
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
�
義
を

知
る
君
子
は(15
)
︑
そ
れ
に
對
す
る
防
備
と
辨
別
を
嚴
格
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

小
說
出
於
稗
官
︐
委
巷
傳
聞
瑣
Ö
︐
雖
古
人
亦
R
不
廢
︒
然
俚
野
多
不
足

憑
︐
大
á
事
雜
鬼
神
︐
報
ë
恩
怨
︐︽
洞
冥
︾︽
拾
�
︾
之


︐︽
搜
神
︾︽
靈

衣
︾
之
部
︐
六
代
以
影
︐
家
自
爲
書
︒
K
人
乃
V
單
︹
一
︺



︐
別
爲
傳
奇
一
類

︹
專
書
一
事
始
末
︐
不
復
比
類
爲
書
︺︒
大
抵
*
鍾
男
女
︐
不
外
離
合
悲
歡
︒
紅

拂
辭
楊
︐
繡
襦
報
︹
二
︺

½
︐
韓
李
緣
�
落
葉
︐
崔
︑
張
*
�
︹
三
︺

琴
心
︐
以
s

M
珠
生
ñ
︐
小
玉
死
報
︐
凡
如
此
類
︐
或
附
會
疑
似
︐
或
悦
託
子
虛
︐
雖
*
態

萬
殊
︐
而
大
致
略
似
︒
其
始
不
�
淫
思
古
)
︐
辭
客
寄
懷
︐
 
詩
家
之
樂
府
古

艷
諸


也
︒
宋
︑
元
以
影
︐
則
廣
爲
演
義
︐
�
爲
詞
曲
︐
Z
y
瞽
�
絃
＊

誦
︐

優
伶
登
場
︐
無
分
�
俗
男
女
︐
莫
不
聲
色
耳
目
︒
蓋
自
稗
官
見
於
︽
漢
志
︾
︐

歷
三
變
而
盡
失
古
人
之
源
液
矣
︒

〔一
︺﹁
單
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
專
﹂︒

〔二
︺﹁
報
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
完
﹂︒

〔三
︺﹁
�
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
託
﹂︒

小
說
は
稗
官
か
ら
始
ま
り(16
)
︑
陋
巷
で
人
づ
て
に
聞
い
た
小
話
は
︑
古
人
も
ま
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た
}
て
去
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
野
鄙
で
多
く
は
信
憑
性
を
缺
く

も
の
で
︑
お
お
よ
そ
︑
事
實
に
は
鬼
神
が
登
場
し
︑
報
應
に
は
恩
惠
と
怨
恨
が

關
與
し
て
お
り
︑﹃
洞
冥
記
﹄﹃
拾
�
記
﹄
や(17
)
︑﹃
搜
神
記
﹄﹃
靈
衣
記
﹄
は(18
)
︑
六

 
以
影
に
一
家
の
中
で
書
物
と
し
て
纏
め
ら
れ
た
︒
K
代
に
は

(初
め
て
)
單



が
生
ま
れ
︑
こ
の
他
に
傳
奇
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
設
け
ら
れ
た(19
)
︹
專
ら
一
つ

の
事
柄
の
顚
末
を
書
い
た
も
の
で
あ
り
︑
同
じ
分
類
の
も
の
を
集
め
て
書
物
を

著
す
こ
と
が
な
く
な
っ
た(
20
)
︺︒
總
じ
て
︑
こ
れ
ら
は
男
女
の
戀
慕
の
*
を
集
め

て
お
り(
21
)
︑
ま
た
︑
離
別
と
�
瀨
に
×
う
悲
歎
と
歡
喜
か
ら
逸
脫
し
な
い
︒
紅
い

拂
子
を
携
え
た
美
妓
が
楊
素
の
下
か
ら
去
っ
た
り(22
)
︑
(李
娃
が
)
華
や
か
な
刺
繡

を
施
し
た
短
衣
で

(傷
つ
い
た
)
½
生
を
介
U
し
た
り(23
)
︑
韓
夫
人
が
紅
葉
の
落

葉
に
詩
�
を
寄
せ
て
心
を
�
わ
せ
た
り(
24
)
︑
琴
の
g
色
が
崔
鶯
鶯
と
張
生
の
慕
*

を
表
わ
し
た
り
し
た
こ
と(
25
)
︑
ま
た
︑﹃
M
珠
記
﹄
に
お
け
る

(劉
無
雙
の
)
生
ñ

譚
や(
26
)
︑
(李
生
と
添
い
Z
げ
る
こ
と
叶
わ
ず
に
)
悲
延
の
末
に
死
ん
だ
霍
小
玉
の
話

な
ど(
27
)
︑
こ
の
類
の
よ
う
な
も
の
は
︑
疑
わ
し
い
事
柄
に
無
理
に
こ
じ
つ
け
る
こ

と
も
あ
れ
ば
︑
作
り
話
に
假
託
す
る
こ
と
も
あ
り
︑
人
の
*
の
V
り
樣
は
色
々

で
は
あ
る
が
︑
い
ず
れ
も
槪
ね
似
�
っ
て
い
る
︒
そ
の
始
ま
り
は
古
人
の
)
思

を
闇
雲
に
推
察
す
る
に
�
ぎ
ず
︑
詩
人
の
胸
中
を
寄
託
し
た
の
は
︑
詩
家
に
よ

る
樂
府
や
古
艷
の
諸


の
よ
う
な
も
の
で
あ
る(28
)
︒
宋
元
以
影
に
な
る
と
︑
規
模

を
擴
げ
た
も
の
が
演
義
に
︑
g
曲
を
つ
け
た
も
の
が
詞
曲
に
な
り
︑
と
う
と
う

樂
官
や
�
官
に
讀
誦
さ
せ
︑
俳
優
が
登
場
し
︑
�
俗
や
男
女
を
分
け
る
こ
と
な

く
︑
見
聞
す
る
者
を
廢
頽
さ
せ
な
い
も
の
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る(29
)
︒
思
う
に
︑

稗
官
が
﹃
漢
書
﹄
藝
�
志
に
登
場
し
て
か
ら
の
三
度
に
s
ぶ
變
�
に
よ
っ
て
︑

古
人
の
源
液
は
す
っ
か
り
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
︒

小
說
︑
歌
曲
︑
傳
奇
︑
演
義
之
液
︐
其
敍
︹
一
︺

男
女
也
︐
男
必
纖
佻
輕
ð
︐

而
美
其
名
曰
才
子
風
液
；
女
必
冶
蕩
多
*
︐
而
美
其
名
曰
佳
人
絕
世
︒
世
之
男

子
V
小
o
而
無
學
識
︐
女
子
解
�
墨
而
闇
禮
敎
者
︐
皆
以
傳
奇
之
才
子
佳
人
︐

爲
古
之
人
︐
古
之
人
也
︒
今
之
爲
詩
話
者
︐
印
卽
V
小
o
而
無
學
識
者
也
︒
V

小
o
而
無
學
識
矣
︐
濟
以
心
-
之
傾
¡
︐
斯
爲
小
人
而
無
忌
憚
矣
︒
何
R
不
至

哉
︒

〔一
︺﹁
敍
﹂
︐
何
氏
鈔
本
作
﹁
敘
﹂︒

小
說
・
歌
曲
・
傳
奇
・
演
義
の
系
瓜
に
お
い
て
︑
男
性
や
女
性
の
描
寫
は
︑

男
性
の
場
合
は
必
ず
輕
佻
�
ð
で(30
)
︑
そ
の
者
を
﹁
才
子
﹂﹁
風
液
﹂
と
呼
ん
で

褒
め
そ
や
し(31
)
︑
ま
た
︑
女
性
の
場
合
は
必
ず
放
蕩
で
移
り
氣
で
︑
そ
の
者
を

﹁
佳
人
﹂﹁
絕
世
﹂
と
呼
ん
で
褒
め
そ
や
し
て
い
る(32
)
︒
世
閒
に
は
︑
小
賢
し
い
が

學
識
の
な
い
男
性
が(33
)
︑
ま
た
︑
�
辭
を
理
解
す
る
が
禮
の
敎
え
に
疎
い
女
性
が

お
り
︑
い
ず
れ
も
傳
奇
の
中
の
才
子
や
佳
人
の
こ
と
を
﹁
古
の
人
︑
古
の
人
﹂

と
見
做
す
の
で
あ
る(34
)
︒
昨
今
に
お
い
て
詩
話
を
著
す
者
は
︑
つ
ま
り
は
小
賢
し

い
が
學
識
の
な
い
者
な
の
で
あ
る
︒
小
賢
し
い
が
學
識
の
な
い
上
に
︑
心
の
働

き
が
ç
っ
て
正
し
さ
を
失
う
と(35
)
︑
こ
こ
に
﹁
小
人
に
し
て
忌
憚
無
し
﹂
(﹃
中
庸
﹄

の
語
)
と
な
る
︒
や
ら
な
い
こ
と
な
ど
な
い
の
だ(36
)
︒

(1
)

『梁
書
﹄
�
學
傳
上
に
﹁
鍾
嶸
︐
字
仲
洩
︐
潁
川
長
社
人
︐
好
學
V
思

理
︒
衡
陽
王
元
鯵
出
守
會
稽
︐
引
爲
寧
朔
記
室
︐
專
掌
�
Æ
︐
�

西
中
郞
晉
安
王
記
室
︒
嶸
嘗
品
古
今
五
言
詩
︐
論
其
優
劣
︐
名
爲

︽
詩
t
︾﹂
と
あ
り
︑
陳
振
孫
﹃
直
齋
書
錄
解
題
﹄
�

�
類
に

﹁︽
詩
品
︾
三
卷
︐
梁
記
室
參
軍
鍾
嶸
X
︒
以
古
今
作
者
爲
三
品
而

t
之
︐
上
品
十
一
人
︐
中
品
三
十
九
人
︐
下
品
六
十
九
人
﹂
と
見

え
る

(葉
瑛
)
︒
ま
た
︑﹃
四
庫
�
書
總
目
﹄
卷
一
百
四
十
八
︑
集

部
總
敘
に
﹁
詩
�
t
之
作
︐
著
於
齊
︑
梁
︒
觀
同
一
八
病
四
聲
也
︐

『���義』內
五譯�
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鍾
嶸
以
求
譽
不
Z
︐
巧
致
譏
排
︐
劉
勰
以
知

獨
深
︐
繼
爲
推

闡
﹂
と
あ
る
︒

(2
)

原
�
﹁
經
傳
﹂
は
︑
本
書
卷
三
﹁
朱
陸
﹂
に
﹁
天
人
性
命
之
理
︐
經﹅

傳﹅

備
矣
︒
經﹅

傳﹅

非
一
人
之
言
︐
而
宗
旨
未
嘗
不
一
者
︐
其
理
著
於
事

物
︐
而
不
托
於
空
言
也
﹂
と
あ
る

(
內


三
譯
�
︑
二
六
九
頁
)
︒

(3
)

原
�
﹁
觸
類
旁
�
﹂
は
︑﹃
周
易
﹄
繫
辭
上
傳
に
﹁
引
而
伸
之
︐
觸﹅

類﹅

而
長
之
︐
天
下
之
能
事
畢
矣
﹂︑
ま
た
︑﹃
周
易
﹄
乾
卦
に
﹁
六
爻

發
揮
︐
旁﹅

�﹅

*
也
﹂
と
あ
り
︑
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
表
現
︒
な
お
︑

﹁
類
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
三
﹁
�
集
﹂
に
︑﹁
類
者
︐
例
R
c

也
﹂
と
あ
る

(
內


三
譯
�
︑
三
一
四
頁
)
︒

(4
)

原
�
﹁
江
河
始
於
濫
觴
﹂
は
︑﹃
荀
子
﹄
子
�
に
﹁
子
路
盛
Ö
而
見
孔

子
︐
孔
子
曰
：
｢由
︐
是
裾
裾
何
也
︒
昔
者
江﹅

出
於
岷
山
︐
其
始

出
也
︐
其
源
可
以
濫﹅

觴﹅

︐
s
其
至
江﹅

之
津
也
︐
不
放
舟
︐
不
!
風
︐

則
不
可
涉
也
﹂
と
見
え
る
︒
ま
た
︑
本
書
卷
一
﹁
書
敎
中
﹂
に
︑

﹁
濫﹅

觴﹅

液
爲
江﹅

河
︐
事
始
鯵
而
F
鉅
也
﹂
と
あ
る

(
內


一
譯
�
︑

一
八
一
頁
)
︒﹁
事
始
鯵
而
F
巨
也
﹂
は
︑﹃
莊
子
﹄
人
閒
世


﹁
其

作
始﹅

也
鯵﹅

︐
其
將
畢
也
必
巨﹅

﹂
を
踏
ま
え
る

(葉
瑛
)
︒

(5
)

原
�
﹁
籠
罩
﹂
は
︑﹃
�
心
雕
龍
﹄
時
序
に
﹁
屈
¬
聯
藻
於
日
�
︐
宋

玉
�
�
於
風
雲
︒
觀
其
艷
說
︐
則
籠﹅

罩﹅

�
︑
頌
﹂
と
見
え
る
︒

(6
)

原
�
﹁
Å
窺
天
地
之
純
︐
古
人
之
大
體
矣
﹂
は
︑
本
書
卷
四
﹁
質
性
﹂

に
︑﹁
屈
原
憂
極
︐
故
V
輕
舉
X
游
︑
餐
霞
飮
瀣
之
賦
；
莊
周
樂

至
︐
故
V
後
人
不
見
天﹅

地﹅

之﹅

純﹅

︑
古﹅

人﹅

大﹅

體﹅

之
悲
；
此
亦
倚
伏
之

至
理
也
﹂
と
あ
る

(
內


四
譯
�
︑
二
〇
九
頁
)
︒

(7
)

例
え
ば
︑
葉
夢
得
﹃
石
林
詩
話
﹄
に
﹁
梁
鍾
嶸
作
︽
詩
品
︾
︐
皆
云
某

人
詩
出
於
某
人
︐
亦
以
此
︒
然
論
陶
淵
M
乃
以
爲
出
於
應
璩
︐
此

語
不
知
其
R
據
︒
應
璩
詩
不
多
見
︐
惟
︽
�
o
︾
載
其
︽
百
一

詩
︾
一


︐
R
謂
﹁
下
液
不
可
處
︐
君
子
愼
厥
初
﹂
者
︐
與
陶
詩

了
不
相
類
︒
五
臣
�
引
︽
�
違
錄
︾
云
：
『曹
爽
用
事
︐
多
È
法

度
︐
璩
作
此
詩
︐
以
刺
在
位
︐
)
若
百
分
V
補
於
一
者
﹄︒
淵
M

正
以
脫
略
世
故
︐
超
然
物
外
爲
)
︐
í
區
區
在
位
者
︐
何
足
纍
其

心
哉
︒
且
此
老
何
嘗
V
)
欲
以
詩
自
名
︐
而
x
取
一
人
而
模
放
之
︒

此
乃
當
時
�
士
與
世
Å
取
競
Å
而
爭
長
者
R
爲
︐
何
=
此
老
之
淺
︐

蓋
嶸
之
陋
也
﹂
と
見
え
る

(
葉
瑛
)
︒

(8
)

『本
事
詩
﹄
は
︑
晁
公
武
﹃
郡
齋
讀
書
志
﹄
總
集
類
に
︑﹁︽
本
事
詩
︾

一
卷
︒
右
K
孟
棨
X
︒
纂
歷
代
詞
人
緣
*
感
事
之
詩
︐
敘
其
本
事
︐

凡
七
類
﹂
と
見
え
る

(
葉
瑛
)
︒

(9
)

違
氏
の
考
え
る
﹁
風
氣
﹂
に
つ
い
て
は
︑
本
書
卷
二
﹁
原
�
下
﹂
を
參

照

(
內


二
譯
�

(1
)
︑
�

(50
)
)
︒

(10
)

原
�
﹁
�
奴
﹂
は
︑
韓
¡
﹁
原
�
﹂
に
﹁
入
于
彼
︐
必
出
于
此
︐
入
者

�﹅

之
︐
出
者
奴﹅

之
︐
入
者
附
之
︐
出
者
汚
之
﹂
と
あ
る
︒
本
書
卷

三
﹁
天
喩
﹂
�

(15
)
を
參
照
︒

(11
)

原
�
﹁
黨
伐
同
衣
﹂
は
︑﹃
後
漢
書
﹄
黨
錮
列
傳
に
﹁
自
武
�
以
後
︐

崇
尙
儒
學
︐
懷
經
協
-
︐
R
在
霧
會
︐
至
V
石
渠
分
爭
之
論
︐
黨﹅

同﹅

伐﹅

衣﹅

之
說
︐
守
�
之
徒
︐
盛
於
時
矣
﹂︑
李
賢
�
に
﹁
同
己
者

D
黨
之
︐
衣
己
者
攻
伐
之
﹂
と
あ
る
︒

(12
)

原
�
﹁
誣
善
﹂
は
︑﹃
周
易
﹄
繫
辭
下
傳
に
﹁
誣﹅

善﹅

之
人
其
辭
游
︐
失

其
守
者
其
辭
屈
﹂
と
あ
り
︑
孔
駅
に
﹁
誣
罔
善
人
︐
其
辭
虛
漫
﹂

と
い
う
︒

(13
)

『龍
城
錄
﹄
は
︑
陳
振
孫
﹃
直
齋
書
錄
解
題
﹄
小
說
家
類
に
﹁︽
龍
城

錄
︾
一
卷
︒
稱
柳
宗
元
X
︒
龍
城
謂
柳
州
也
︒
羅
�
梅
花
夢
事
出

其
中
︒︽
K
志
︾
無
此
書
︐
蓋
依
託
也
︒
或
云
王
銍
性
之
作
﹂
と

あ
る
︒
ま
た
﹃
碧
雲
騢
﹄
は
︑﹁︽
碧
雲
騢
︾
一
卷
︒
題
梅
堯
臣
X
︒
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以
厩
馬
爲
書
名
︐
其
說
曰
：
世
以
旋
毛
爲
醜
︐
此
以
旋
毛
爲
貴
︐

雖
貴
矣
︐
病
可
去
乎
︒
其
不
�
如
此
︐
�
兪
必
不
爾
也
︒
R
記
載

十
餘
條
︐
公
卿
多
R
衛
訐
︐
雖
范
�
正
亦
R
不
免
︒
或
云
實
魏
泰

R
作
︐
託
之
�
兪
︒
王
性
之
辨
之
甚
詳
︐
而
︽
邵
氏
聞
見
後
錄
︾

乃
不
然
之
﹂
と
あ
る

(葉
瑛
)
︒

(14
)

原
�
﹁
�
人
相
輕
﹂
は
︑
本
書
卷
二
﹁
原
�
下
﹂
に
﹁
í
經
師
互
詆
︐

�﹅

人﹅

相﹅

輕﹅

︐
而
性
理
諸
儒
︐
印
V
朱
︑
陸
之
同
衣
︐
從
朱
從
陸
者

之
�
攻
﹂
と
あ
る

(
內


二
譯
�

(2
)︑
二
八
〇
頁
)
︒
ま
た
︑
原

�
﹁
氣
n
﹂
は
︑﹃
朱
子
語
類
﹄
卷
一
百
一
十
九
︑
訓
門
人
七
に

﹁
如
此
則
﹁
雖
愚
必
M
︐
雖
柔
必
强
﹂
︐
氣﹅

n﹅

不
=
變
而
變
矣
﹂
と

見
え
る
︒

(15
)

原
�
﹁
名
義
君
子
﹂
は
︑
本
書
卷
五
﹁
.
學


書
後
﹂
�

(27
)
を
參

照
︒

(16
)

『
漢
書
﹄
藝
�
志
に
﹁
小
說
家
者
液
︐
蓋
出
於
稗
官
︒
街
談
巷
語
︐
�

聽
p
說
者
之
R
K
也
﹂︑
顏
師
古
R
引
の
如
淳
�
に
﹁
街
談
巷
說
︐

其
細
碎
之
言
也
︒
王
者
欲
知
閭
巷
風
俗
︐
故
立
稗
官
y
稱
說
之
﹂

と
あ
る

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(17
)

『洞
冥
記
﹄
は
︑
陳
振
孫
﹃
直
齋
書
錄
解
題
﹄
小
說
家
類
に
﹁︽
洞
冥
記
︾

四
卷
︐︽
拾
�
︾
一
卷
︒
東
漢
光
祿
大
夫
郭
憲
子
橫
X
︒
題
︽
漢

武
別
國
洞
冥
記
︾
︐
其
︽
別
錄
︾
印
於
︽
御
覽
︾
中
鈔
出
︐
然
則
四

卷
亦
非
�
書
也
︒
凡
若
是
者
︐
藏
書
之
家
備
名
數
而
已
︐
無
之
不

足
爲
損
︐
V
之
不
足
爲
益
︐
況
於
詳
略
︐
尤
非
R
計
也
︒︽
K
志
︾

入
神
仙
家
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
﹃
拾
�
記
﹄
は
︑﹃
隋
書
﹄
經
籍
志

に
﹁︽
王
子
年
拾
�
記
︾
十
卷
︒
蕭
綺
X
﹂
と
見
え
る

(葉
瑛
)
︒

(18
)

『搜
神
記
﹄
は
︑﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
に
﹁︽
搜
神
記
︾
三
十
卷
︒
干
寶
X
﹂

と
あ
る
︒
ま
た
﹃
靈
衣
記
﹄
は
︑﹃
隋
書
﹄
經
籍
志
に
﹁︽
靈
衣

記
︾
十
卷
﹂
と
見
え
る
が
︑
X
者
の
姓
名
を
記
し
て
い
な
い

(葉

瑛
)
︒

(19
)

原
�
﹁
傳
奇
﹂
は
︑
晁
公
武
﹃
郡
齋
讀
書
志
﹄
小
說
類
に
﹁︽
傳
奇
︾

三
卷
︒
右
K
裴
鉶
X
︒︽
K
志
︾
稱
鉶
高
騈
客
︒
故
其
書
R
記
皆

神
仙
怪
譎
事
︒
騈
之
惑
呂
用
之
︐
未
必
非
鉶
輩
�
諛
R
致
﹂
と
見

え
︑
ま
た
︑
胡
應
麟
﹃
少
室
山
�
筆
叢
﹄
卷
二
十
に
﹁
凡
變
衣
之

談
︐
盛
於
六
 
︐
然
多
是
傳
錄
舛
訛
︐
未
必
盡
幻
設
語
︒
至
K
人

乃
作
)
好
奇
︐
假
小
說
以
寄
筆
端
﹂
と
あ
る

(
葉
瑛
)
︒

(20
)

原
�
﹁
比
類
﹂
は
︑
本
書
卷
三
﹁
�
理
﹂
の
�

(54
)
を
參
照
︒

(21
)

原
�
﹁
*
鍾
﹂
は
︑﹃
世
說
怨
語
﹄
傷
¦
に
﹁
�
人
忘
*
︐
�
下
不
s

*
；
*﹅

之
R
鍾﹅

︐
正
在
我
輩
﹂
と
あ
る
︒

(22
)

原
�
﹁
紅
拂
辭
楊
﹂
は
︑
杜
光
庭
﹁
虬
髯
客
傳
﹂
(﹃
太
¬
廣
記
﹄
卷
一
百

九
十
三
)
の
一
k
を
踏
ま
え
る
︒
隋
の
煬
�
が
江
都
へ
行
幸
し
た

際
に
︑
西
京
の
守
備
を
司
空
の
楊
素
に
命
じ
た
︒
權
勢
の
盛
ん
な

楊
素
に
衞
公
の
李
靖
が
謁
見
し
た
と
き
︑
見
目
麗
し
い
妓
女
が
紅

い
拂
子
を
携
え
て
そ
こ
に
立
っ
て
お
り
︑
李
靖
の
こ
と
を
じ
っ
と

見
つ
め
て
い
た
︒
一
目
惚
れ
し
た
妓
女
は
︑
旅
館
へ
と
戾
る
李
靖

の
後
を
x
い
︑
�
人
の
楊
素
の
下
を
出
奔
し
て
や
っ
て
き
た
こ
と

を
彼
に
吿
白
す
る
︒
李
靖
は
こ
の
妓
女
を
×
っ
て
太
原
に
歸
っ
て

い
っ
た
と
い
う

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(23
)

原
�
﹁
繡
襦
報
½
﹂
は
︑
白
行
鯵
﹁
李
娃
傳
﹂
(﹃
太
¬
廣
記
﹄
卷
四
百
八

十
四
)
の
一
k
を
踏
ま
え
る
︒
K
の
天
寶
年
閒
︑
父
親
の
=
待
を

一
身
に
背
Ý
っ
た
滎
陽
の
½
生
は
︑
科
舉
の
た
め
に
訪
れ
た
長
安

の
市
中
で
︑
李
娃
と
い
う
娼
女
の
容
Æ
に
心
を
奪
わ
れ
て
茫
然
と

す
る
︒
以
來
︑
李
娃
に
執
心
す
る
½
生
は
︑
そ
の
居
宅
に
足
繁
く

�
っ
て
散
財
し
た
た
め
︑
呆
れ
た
李
娃
の
養
母
は
彼
女
と
と
も
に

『���義』內
五譯�
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¨
電
し
た
︒
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
½
生
は
ひ
ど
く
落
膽
し
︑
學
問

ま
ま
な
ら
ず
に
︑
葬
儀
の
手
傳
な
ど
で
細
々
と
生
計
を
立
て
て
い

く
︒
長
安
を
訪
れ
た
½
生
の
父
は
︑
½
生
の
½
廢
に
深
く
延
り
︑

彼
の
衣
Ö
を
剝
い
で
數
百
囘
ほ
ど
鞭
打
っ
て
放
¨
し
た
︒
嚴
冬
の

日
︑
衰
¹
し
て
乞
食
同
然
に
徘
徊
す
る
½
生
を
見
か
け
た
李
娃
は
︑

華
や
か
な
刺
繡
が
施
さ
れ
た
短
衣
を
½
生
に
か
け
て
︑
彼
を
自
宅

へ
と
招
き
入
れ
て
介
U
し
た
︒
數
ヶ
�
も
經
た
ぬ
う
ち
に
�
快
し

た
½
生
は
︑
こ
れ
を
契
機
と
し
て
學
問
に
專
念
し
︑
こ
の
年
の
直

言
極
諫
科
の
策
名
第
一
と
な
っ
て
︑
以
影
︑
權
官
を
歷
任
す
る
︒

こ
れ
に
×
い
︑
李
娃
は
汧
國
夫
人
に
封
じ
ら
れ
︑
そ
の
子
供
は
い

ず
れ
も
大
官
を
拜
し
た
と
い
う

(葉
瑛
)
︒

(24
)

原
�
﹁
韓
李
緣
�
落
葉
﹂
は
︑
張
實
﹁
液
紅
記
﹂
(﹃
靑
瑣
高
議
﹄
�
集
卷

五
)
の
一
k
を
踏
ま
え
る
︒
K
の
僖
宗
の
時
代
に
︑
于
祐
は
詩
の

書
か
れ
た
紅
葉
を
宮
中
の
小
川
で
見
つ
け
た
︒
そ
こ
に
は
﹁
液
水

何
太
Ð
︐
深
宮
盡
日
閑
︒
殷
勤
謝
紅
棄
︐
好
去
到
人
閒
﹂
と
書
か

れ
て
い
る
︒
于
祐
は
紅
葉
に
﹁
曾
聞
葉
上
題
紅
怨
︐
葉
上
題
詩
贈

阿
誰
﹂
と
書
い
て
小
川
に
液
し
た
と
こ
ろ
︑
今
度
は
宮
中
の
韓
夫

人
が
こ
れ
を
拾
い
上
げ
た
︒
こ
の
や
り
取
り
を
契
機
と
し
て
︑
兩

者
は
婚
姻
に
至
っ
た
と
い
う

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
な
お
︑
原
�
の

﹁
韓
李
﹂
に
つ
い
て
︑
韓
夫
人
の
こ
と
を
違
氏
が
P
っ
て
記
し
た

の
で
は
な
い
か
と
葉
瑛
は
指
摘
す
る
︒

(25
)

原
�
﹁
崔
張
*
�
琴
心
﹂
は
︑
元
稹
﹁
鶯
鶯
傳
﹂
(﹃
太
¬
廣
記
﹄
卷
四
百

八
十
八
)
の
一
k
を
踏
ま
え
る
︒
K
の
貞
元
年
閒
︑
張
生
が
蒲
州

の
;
救
寺
に
立
ち
寄
っ
た
と
き
に
︑
偶
々
そ
こ
に
宿
泊
し
て
い
た

崔
氏
の
未
z
人

(½
氏
)
を
兵
火
か
ら
守
っ
た
︒
½
氏
に
よ
る
謝

恩
の
宴
會
に
招
か
れ
た
張
生
は
︑
½
氏
の
娘
で
あ
る
鶯
鶯
を
そ
こ

で
見
初
め
る
︒
鶯
鶯
の
婢
女
で
あ
っ
た
紅
娘
の
機
智
に
よ
っ
て
︑

張
生
は
鶯
鶯
へ
の
想
い
を
春
詞
二
首
に
寄
せ
て
渡
し
た
と
こ
ろ
か

ら
︑
兩
者
の
�
*
が
始
ま
っ
た
︒
試
驗
の
た
め
に
長
安
に
歸
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
�
夜
︑
張
生
は
鶯
鶯
の
傍
で
嘆
息
す
る
ば
か
り

で
︑
自
身
の
心
中
を
彼
女
に
語
ら
な
い
︒
事
*
を
察
し
て
見
か
ね

た
鶯
鶯
は
︑
琴
で
﹁
霓
裳
﹂﹁
羽
衣
﹂
の
曲
を
奏
で
る
と
︑
g
色

は
た
ち
ま
ち
悲
哀
と
怨
*
に
溢
れ
︑
彼
女
は
曲
の
p
中
で
琴
を
投

げ
出
し
て
液
涕
し
た
︒
a
 
︑
張
生
は
長
安
へ
と
出
立
し
た
と
い

う

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(26
)

原
�
﹁
M
珠
生
ñ
﹂
は
︑
薛
>
﹁
無
雙
傳
﹂
(﹃
太
¬
廣
記
﹄
卷
四
百
八
十

六
)
の
一
k
を
踏
ま
え
る
︒
K
の
王
仙
客
は
早
く
に
父
を
z
く
し
︑

そ
の
後
︑
叔
父
の
劉
震
の
下
に
身
を
寄
せ
て
︑
そ
の
娘
の
無
雙
と

生
活
を
共
に
し
た
︒
成
長
し
た
仙
客
は
無
雙
と
の
婚
姻
を
劉
震
に

¹
め
て
も
ら
う
も
の
の
︑
婚
姻
直
�
に
大
亂
に
è

し
て
︑
彼
ら

は
離
散
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
︒
三
年
後
︑
都
へ
と
歸
ñ
し
た

仙
客
は
︑
劉
一
族
が
極
𠛬
を
�
け
︑
無
雙
は
後
宮
に
囚
わ
れ
た
こ

と
を
知
る
︒
陵
墓
Þ
除
の
た
め
に
宮
中
か
ら
出
た
無
雙
と
接
觸
し

た
仙
客
は
︑
彼
女
の
指
示
に
從
っ
て
押
衙
の
古
生
を
¯
ね
た
︒
仔

細
を
聞
い
た
古
生
は
慨
嘆
の
後
に
Æ
を
.
し
︑
そ
の
q
年
後
︑
仙

客
は
無
雙
が
陵
墓
で
絕
命
し
た
こ
と
を
知
る
︒
悲
嘆
に
暮
れ
る
仙

客
の
�
に
現
れ
た
の
は
︑
無
雙
を
U
え
た
古
生
で
あ
っ
た
︒
訝
る

仙
客
に
對
し
て
︑
Ö
藥
後
す
ぐ
に
絕
命
す
る
も
の
の
三
日
後
に
は

蘇
生
す
る
と
い
う
茅
山
�
士
の
祕
藥
を
求
め
︑
こ
れ
を
無
雙
に
飮

ま
せ
て
救
出
の
一
計
を
企
て
た
︑
と
古
生
は
吿
げ
る
︒
こ
の
後
︑

仙
客
と
無
雙
は
�
里
へ
と
歸
っ
て
添
い
Z
げ
た
と
い
う
︒
此
傳
に

基
づ
い
て
︑
後
に
﹃
M
珠
記
﹄
が
成
立
し
た

(
葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒
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(27
)

原
�
﹁
小
玉
死
報
﹂
は
︑
蔣
防
﹁
霍
小
玉
傳
﹂
(﹃
太
¬
廣
記
﹄
卷
四
百
八

十
七
)
の
一
k
を
踏
ま
え
る
︒
K
の
大
曆
の
頃
︑
隴
西
の
李
生
は

二
十
一
歲
で
拔
萃
し
︑
長
安
の
怨
昌
里
に
p
ま
っ
た
︒
結
婚
相
手

を
探
す
う
ち
に
︑
仲
人
を
生
業
と
す
る
鮑
十
一
娘
か
ら
才
媛
の
霍

小
玉
の
こ
と
を
聞
き
知
る
︒
小
玉
を
訪
ね
た
李
生
は
︑
彼
女
の
美

貌
と
身
振
り
に
心
が
惹
か
れ
︑
そ
し
て
︑
互
い
に
思
慕
の
念
を
U

い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
小
玉
を
長
安
に
殘
し
て
地
方
へ
と
赴
任
し
た

後
︑
李
生
は
母
の
太
夫
人
の
計
ら
い
で
門
閥
家
の
盧
氏
と
婚
á
し
︑

小
玉
へ
の
.
息
は
徐
々
に
滯
っ
て
い
く
︒
思
慕
の
念
が
變
わ
ら
な

い
小
玉
は
︑
身
邊
の
品
々
を
賣
っ
た
金
で
李
生
の
行
方
を
探
る
も
︑

や
が
て
病
の
床
に
臥
せ
て
し
ま
う
︒
長
安
に
戾
っ
た
李
生
が
知
人

の
發
案
で
小
玉
を
見
舞
う
と
︑
そ
の
Æ
を
見
た
彼
女
は
悲
延
を
募

ら
せ
て
︑﹁
こ
こ
で
死
ん
で
や
る
︒
死
後
︑
私
は
必
ず
鬼
と
な
っ

て
︑
あ
な
た
の
妻
妾
た
ち
を
い
つ
も
怯
え
さ
せ
て
や
る
﹂
と
言
っ

て
盃
を
地
面
に
投
げ
つ
け
︑
慟
哭
の
末
に
絕
命
し
た
︒
後
に
李
生

の
.
人
と
な
っ
た
者
た
ち
は
︑
い
ず
れ
も
彼
の
猜
疑
心
が
原
因
で
︑

非
業
の
�
=
を
�
え
た
と
い
う

(葉
長
靑
・
葉
瑛
)
︒

(28
)

郭
茂
倩
﹃
樂
府
詩
集
﹄
卷
三
十
九
R
引
の
﹃
古
今
樂
錄
﹄
に
﹁
豔
歌
非

一
︐
V
直
云
豔
歌
︐
卽
此
︽
豔
歌
行
︾
是
也
︒
若
︽
羅
«
︾︽
何

嘗
︾︽
雙
鴻
︾︽
福
鍾
︾
︐
亦
皆
豔
歌
﹂
と
見
え
る

(葉
瑛
)
︒

(29
)

原
�
﹁
聲
色
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
中
庸
﹁
聲﹅

色﹅

之
於
以
¶
民
︐
末
也
﹂
を

踏
ま
え
た
表
現
か
︒

(30
)

原
�
﹁
纖
佻
﹂
に
關
す
る
違
氏
の
見
解
は
︑
本
書
卷
五
﹁
.
學
﹂
の
自

�
に
﹁
n
染
風
氣
謂
之
俗
︐
纖﹅

佻﹅

鄙
俚
皆
俗
也
︒
鄙
俚
之
俗
︐
 

無
傷
於
世
�
人
心
︐
纖﹅

佻﹅

之
俗
︐
則
風
�
之
罪
人
也
﹂
と
あ
る

(三
三
九
頁
)
︒

(31
)

原
�
﹁
才
子
風
液
﹂
は
︑
例
え
ば
元
稹
﹁
鶯
鶯
傳
﹂
(﹃
太
¬
廣
記
﹄
卷
四

百
八
十
八
)
に
﹁
R
善
楊
巨
源
好
屬
詞
︐
因
爲
賦
︽
崔
娘
詩
︾
一

絕
云
：
｢
淸
潤
潘
郞
玉
不
如
︐
中
庭
蕙
草
�
銷
初
︒
風﹅

液﹅

才﹅

子﹅

多

春
思
︐
腸
斷
蕭
娘
一
紙
書
﹂
と
見
え
る
︒

(32
)

原
�
﹁
佳
人
絕
世
﹂
は
︑﹃
漢
書
﹄
外
戚
傳
上
︑
孝
武
李
夫
人
傳
に

﹁
北
方
V
佳﹅

人﹅

︐
絕﹅

世﹅

而
獨
立
︐
一
í
傾
人
城
︐
再
í
傾
人
國
﹂

と
あ
る
︒
ま
た
例
え
ば
﹁
呼
�
冀
﹂
(﹃
太
¬
廣
記
﹄
卷
三
百
四
十
四
)

に
﹁
君
方
年
少
︐
酒
狂
詩
逸
︒
在
妾
之
Û
︒
妾
旣
不
拘
︒
君
亦
放

蕩
︒
君
不
以
妾
不
可
奉
蘋
蘩
︒
遽
以
禮
娶
妾
︒
妾
旣
與
君
ñ
偶
︒

諸
Û
皆
謂
之
才
子
佳﹅

人﹅

﹂
と
見
え
る
︒

(33
)

原
�
﹁
小
o
﹂
に
關
す
る
違
氏
の
見
解
は
︑
本
書
卷
五
﹁
.
學
﹂
に

﹁
夫
才
須
學
也
︐
學
貴
識
也
︒
才
而
不
學
︐
是
爲
小﹅

o﹅

︒
小﹅

o﹅

無

識
︐
是
爲
不
才
﹂
と
あ
る

(
三
三
九
頁
)
︒

(34
)

原
�
﹁
古
之
人
︐
古
之
人
﹂
は
︑﹃
孟
子
﹄
盡
心


下
に
︑﹁
曰
：
古﹅

之﹅

人﹅

︐
古﹅

之﹅

人﹅

︒
夷
考
其
行
而
不
掩
焉
者
也
︒
狂
者
印
不
可
得
︐
欲

得
不
Ö
不
î
之
士
而
與
之
︐
是
獧
也
︐
是
印
其
ª
也
﹂
と
あ
る

(葉
長
靑
)
︒

(35
)

原
�
﹁
心
-
之
傾
¡
﹂
は
︑﹃
禮
記
﹄
大
學
﹁
欲
脩
其
身
者
︐
先
正
其

心
︐
欲
正
其
心
者
︐
先
�
其
)
﹂
の
孔
駅
に
﹁
欲
正
其
心﹅

者
︐
先

�
其
)
者
︐
總
®
萬
慮
謂
之
心﹅

︐
爲
*
R
)
念
謂
之
)
︒
若
欲
正

其
心﹅

︐
y
無
傾﹅

¡﹅

︐
必
須
先
至
�
在
於
)
念
也
︒
若
能
�
實
其
)
︐

則
心﹅
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